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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第１章 総 則 第１章 総 則

第１款 教育課程編成の一般方針 第１款 教育課程編成の一般方針

１ 各学校においては，教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以 １ 各学校においては，法令及びこの章以下に示すところに従い，生徒の人間と

下に示すところに従い，生徒の人間として調和のとれた育成を目指し，地域や して調和のとれた育成を目指し，地域や学校の実態，課程や学科の特色，生徒

学校の実態，課程や学科の特色，生徒の心身の発達の段階及び特性等を十分考 の心身の発達段階及び特性等を十分考慮して，適切な教育課程を編成するもの

慮して，適切な教育課程を編成するものとし，これらに掲げる目標を達成する とする。

よう教育を行うものとする。

学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，生徒に生きる力を 学校の教育活動を進めるに当たっては，各学校において，生徒に生きる力を

はぐくむことを目指し，創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で， はぐくむことを目指し，創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で，

基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ，これらを活用して課題を解 自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに，基礎的・基本的な内容の確実な

決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐくむとともに， 定着を図り，個性を生かす教育の充実に努めなければならない。

主体的に学習に取り組む態度を養い，個性を生かす教育の充実に努めなければ

ならない。その際，生徒の発達の段階を考慮して，生徒の言語活動を充実する

とともに，家庭との連携を図りながら，生徒の学習習慣が確立するよう配慮し

なければならない。

２ 学校における道徳教育は，生徒が自己探求と自己実現に努め国家・社会の一 ２ 学校における道徳教育は，生徒が自己探求と自己実現に努め国家・社会の一

員としての自覚に基づき行為しうる発達の段階にあることを考慮し人間として 員としての自覚に基づき行為しうる発達段階にあることを考慮し人間としての

の在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことにより， 在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことにより，そ

その充実を図るものとし，各教科に属する科目，総合的な学習の時間及び特別 の充実を図るものとし，各教科に属する科目，特別活動及び総合的な学習の時

活動のそれぞれの特質に応じて，適切な指導を行わなければならない。 間のそれぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。

道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づ 道徳教育は，教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づ
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き，人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭，学校，その他社会におけ き，人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念を家庭，学校，その他社会におけ
い い

る具体的な生活の中に生かし，豊かな心をもち，伝統と文化を尊重し，それら る具体的な生活の中に生かし，豊かな心をもち，個性豊かな文化の創造と民主

をはぐくんできた我が国と郷土を愛し，個性豊かな文化の創造を図るとともに， 的な社会及び国家の発展に努め，進んで平和的な国際社会に貢献し未来を拓く
ひら

公共の精神を尊び，民主的な社会及び国家の発展に努め，他国を尊重し，国際 主体性のある日本人を育成するため，その基盤としての道徳性を養うことを目

社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成 標とする。
ひら

するため，その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。

道徳教育を進めるに当たっては，特に，道徳的実践力を高めるとともに，自 道徳教育を進めるに当たっては，特に，道徳的実践力を高めるとともに，自

他の生命を尊重する精神，自律の精神及び社会連帯の精神並びに義務を果たし 律の精神や社会連帯の精神及び義務を果たし責任を重んずる態度や人権を尊重

責任を重んずる態度及び人権を尊重し差別のないよりよい社会を実現しようと し差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に

する態度を養うための指導が適切に行われるよう配慮しなければならない。 行われるよう配慮しなければならない。

３ 学校における体育・健康に関する指導は，生徒の発達の段階を考慮して，学 ３ 学校における体育・健康に関する指導は，学校の教育活動全体を通じて適切

校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に，学校における食育の に行うものとする。特に，体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導

推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身の健康の保持 については，「体育」及び「保健」の時間はもとより，特別活動などにおいても

増進に関する指導については，保健体育科はもとより，家庭科，特別活動など それぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また，それらの指

においてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また， 導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において適切な

それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活にお 体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力ある生

いて適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で 活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。

活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。

４ 学校においては，地域や学校の実態等に応じて，就業やボランティアにかか ４ 学校においては，地域や学校の実態等に応じて，就業やボランティアにかか

わる体験的な学習の指導を適切に行うようにし，勤労の尊さや創造することの わる体験的な学習の指導を適切に行うようにし，勤労の尊さや創造することの

喜びを体得させ，望ましい勤労観，職業観の育成や社会奉仕の精神の涵養に資 喜びを体得させ，望ましい勤労観，職業観の育成や社会奉仕の精神の涵養に資
かん かん

するものとする。 するものとする。

第２款 各教科・科目及び単位数等 第２款 各教科・科目及び単位数等

１ 卒業までに履修させる単位数等 １ 卒業までに履修させる単位数等

各学校においては，卒業までに履修させる下記２から５までに示す各教科に 各学校においては，卒業までに履修させる下記２から５までに示す各教科に
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属する科目及びその単位数，総合的な学習の時間の単位数並びに特別活動及び 属する科目及びその単位数，特別活動及びそれらの授業時数並びに卒業までに

その授業時数に関する事項を定めるものとする。この場合，各教科に属する科 行う総合的な学習の時間の授業時数及び単位数に関する事項を定めるものとす

目（以下「各教科・科目」という。）及び総合的な学習の時間の単位数の計は， る。この場合，各教科に属する科目（以下「各教科・科目」という。）及び総合

第３款の１，２及び３の(1)に掲げる各教科・科目の単位数並びに総合的な学 的な学習の時間の単位数の計は，第３款の１，２及び３の(1)に掲げる各教科・

習の時間の単位数を含めて74単位以上とする。 科目の単位数並びに総合的な学習の時間の単位数を含めて74単位以上とする。

単位については，１単位時間を50分とし，35単位時間の授業を１単位として 単位については，１単位時間を50分とし，35単位時間の授業を１単位として

計算することを標準とする。ただし，通信制の課程においては，第７款の定め 計算することを標準とする。ただし，通信制の課程においては，第８款の定め

るところによるものとする。 るところによるものとする。

２ 各学科に共通する各教科・科目及び総合的な学習の時間並びに標準単位数 ２ 普通教育に関する各教科・科目及び標準単位数

各学校においては，教育課程の編成に当たって，次の表に掲げる各教科・科 各学校においては，教育課程の編成に当たって，生徒に履修させる普通教育

目及び総合的な学習の時間並びにそれぞれの標準単位数を踏まえ，生徒に履修 に関する各教科・科目及びその単位数について，次の表に掲げる各教科・科目

させる各教科・科目及び総合的な学習の時間並びにそれらの単位数について適 及び標準単位数を踏まえ適切に定めるものとする。ただし，生徒の実態等を考

切に定めるものとする。ただし，生徒の実態等を考慮し，特に必要がある場合 慮し，特に必要がある場合には，標準単位数の標準の限度を超えて単位数を増

には，標準単位数の標準の限度を超えて単位数を増加して配当することができ 加して配当することができる。

る。

標 準 標 準 標 準 標 準
教 科 等 科 目 教 科 等 科 目 教 科 等 科 目 教 科 等 科 目

単位数 単位数 単位数 単位数

国 語 総 合 ４ 地 理 Ａ ２ 国 語 表 現 Ⅰ ２ 地 理 Ａ ２

国 語 表 現 ３ 地 理 Ｂ ４ 国 語 表 現 Ⅱ ２ 地 理 Ｂ ４

国 語 現 代 文 Ａ ２ 現 代 社 会 ２ 国 語 国 語 総 合 ４ 現 代 社 会 ２

現 代 文 Ｂ ４ 公 民 倫 理 ２ 現 代 文 ４ 公 民 倫 理 ２

古 典 Ａ ２ 政 治 ・ 経 済 ２ 古 典 ４ 政 治 ・ 経 済 ２

古 典 Ｂ ４ 数 学 Ⅰ ３ 古 典 講 読 ２ 数 学 基 礎 ２

世 界 史 Ａ ２ 数 学 Ⅱ ４ 世 界 史 Ａ ２ 数 学 Ⅰ ３

世 界 史 Ｂ ４ 数 学 数 学 Ⅲ ５ 世 界 史 Ｂ ４ 数 学 数 学 Ⅱ ４

地 理 歴 史 日 本 史 Ａ ２ 数 学 Ａ ２ 地 理 歴 史 日 本 史 Ａ ２ 数 学 Ⅲ ３

日 本 史 Ｂ ４ 数 学 Ｂ ２ 日 本 史 Ｂ ４ 数 学 Ａ ２
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標 準 標 準 標 準 標 準
教 科 等 科 目 教 科 等 科 目 教 科 等 科 目 教 科 等 科 目

単位数 単位数 単位数 単位数

数 学 数 学 活 用 ２ 書 道 Ⅰ ２ 数 学 数 学 Ｂ ２ 工 芸 Ⅱ ２

科学と人間生活 ２ 書 道 Ⅱ ２ 数 学 Ｃ ２ 工 芸 Ⅲ ２

物 理 基 礎 ２ 書 道 Ⅲ ２ 理 科 基 礎 ２ 書 道 Ⅰ ２

物 理 ４ コミュニケーシ ２ 理 科 総 合 Ａ ２ 書 道 Ⅱ ２

化 学 基 礎 ２ ョン英語基礎 理 科 総 合 Ｂ ２ 書 道 Ⅲ ２

理 科 化 学 ４ コミュニケーシ ３ 物 理 Ⅰ ３ オーラル・コミ

生 物 基 礎 ２ ョン英語Ⅰ 物 理 Ⅱ ３ ュニケーション ２

生 物 ４ コミュニケーシ ４ 理 科 化 学 Ⅰ ３ Ⅰ

地 学 基 礎 ２ 外 国 語 ョン英語Ⅱ 化 学 Ⅱ ３ オーラル・コミ

地 学 ４ コミュニケーシ ４ 生 物 Ⅰ ３ 外 国 語 ュニケーション ４

理科課題研究 １ ョ ン 英 語 Ⅲ 生 物 Ⅱ ３ Ⅱ

保 健 体 育 体 育 ７～８ 英 語 表 現 Ⅰ ２ 地 学 Ⅰ ３ 英 語 Ⅰ ３

保 健 ２ 英 語 表 現 Ⅱ ４ 地 学 Ⅱ ３ 英 語 Ⅱ ４

音 楽 Ⅰ ２ 英 語 会 話 ２ 保 健 体 育 体 育 ７～８ リーディング ４

音 楽 Ⅱ ２ 家 庭 基 礎 ２ 保 健 ２ ライティング ４

音 楽 Ⅲ ２ 家 庭 家 庭 総 合 ４ 音 楽 Ⅰ ２ 家 庭 基 礎 ２

美 術 Ⅰ ２ 生活デザイン ４ 音 楽 Ⅱ ２ 家 庭 家 庭 総 合 ４

芸 術 美 術 Ⅱ ２ 情 報 社 会 と 情 報 ２ 音 楽 Ⅲ ２ 生 活 技 術 ４

美 術 Ⅲ ２ 情 報 の 科 学 ２ 芸 術 美 術 Ⅰ ２ 情 報 Ａ ２

工 芸 Ⅰ ２ 総合的な学 ３～６ 美 術 Ⅱ ２ 情 報 情 報 Ｂ ２

工 芸 Ⅱ ２ 習 の 時 間 美 術 Ⅲ ２ 情 報 Ｃ ２

工 芸 Ⅲ ２ 工 芸 Ⅰ ２

３ 主として専門学科において開設される各教科・科目 ３ 専門教育に関する各教科・科目

各学校においては，教育課程の編成に当たって，次の表に掲げる主として専 各学校においては，教育課程の編成に当たって，生徒に履修させる専門教育

門学科（専門教育を主とする学科をいう。以下同じ。）において開設される各 に関する各教科・科目及びその単位数について，次の表に掲げる各教科・科目
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教科・科目及び設置者の定めるそれぞれの標準単位数を踏まえ，生徒に履修さ 及び設置者の定める標準単位数を踏まえ適切に定めるものとする。

せる各教科・科目及びその単位数について適切に定めるものとする。

教 科 科 目 教 科 科 目 教 科 科 目 教 科 科 目

農業と環境，課題研究，総 計測制御，通信技術，電子 農業科学基礎，環境科学基 技術，電子情報技術，プロ

合実習，農業情報処理，作 情報技術，プログラミング 礎，課題研究，総合実習， グラミング技術，ハードウ

物，野菜，果樹，草花，畜 技術，ハードウェア技術， 農業情報処理，作物，野菜， ェア技術，ソフトウェア技

産，農業経営，農業機械， ソフトウェア技術，コンピ 果樹，草花，畜産，農業経 術，マルチメディア応用，

食品製造，食品化学，微生 ュータシステム技術，建築 営，農業機械，食品製造， 建築構造，建築施工，建築

物利用，植物バイオテクノ 構造，建築計画，建築構造 食品化学，微生物基礎，植 構造設計，建築計画，建築

農 業 ロジー，動物バイオテクノ 設計，建築施工，建築法規， 農 業 物バイオテクノロジー，動 法規，設備計画，空気調和

ロジー，農業経済，食品流 設備計画，空気調和設備， 物・微生物バイオテクノロ 設備，衛生・防災設備，測

通，森林科学，森林経営， 衛生・防災設備，測量，土 ジー，農業経済，食品流通， 量，土木施工，土木基礎力

林産物利用，農業土木設計， 木基礎力学，土木構造設計， 森林科学，森林経営，林産 学，土木構造設計，社会基

農業土木施工，水循環，造 土木施工，社会基盤工学， 加工，農業土木設計，農業 工 業 盤工学，工業化学，化学工

園計画，造園技術，環境緑 工 業 工業化学，化学工学，地球 土木施工，造園計画，造園 学，地球環境化学，材料製

化材料，測量，生物活用， 環境化学，材料製造技術， 技術，測量，生物活用，グ 造技術，工業材料，材料加

グリーンライフ 工業材料，材料加工，セラ リーンライフ 工，セラミック化学，セラ

工業技術基礎，課題研究， ミック化学，セラミック技 工業技術基礎，課題研究， ミック技術，セラミック工

実習，製図，工業数理基礎， 術，セラミック工業，繊維 実習，製図，工業数理基礎， 業，繊維製品，繊維・染色

情報技術基礎，材料技術基 製品，繊維・染色技術，染 情報技術基礎，材料技術基 技術，染織デザイン，イン

礎，生産システム技術，工 織デザイン，インテリア計 礎，生産システム技術，工 テリア計画，インテリア装

工 業 業技術英語，工業管理技術， 画，インテリア装備，イン 工 業 業技術英語，工業管理技術， 備，インテリアエレメント

環境工学基礎，機械工作， テリアエレメント生産，デ 機械工作，機械設計，原動 生産，デザイン史，デザイ

機械設計，原動機，電子機 ザイン技術，デザイン材料， 機，電子機械，電子機械応 ン技術，デザイン材料

械，電子機械応用，自動車 デザイン史 用，自動車工学，自動車整 ビジネス基礎，課題研究，

工学，自動車整備，電気基 ビジネス基礎，課題研究， 備，電気基礎，電気機器， 商 業 総合実践，商品と流通，商

礎，電気機器，電力技術， 商 業 総合実践，ビジネス実務， 電力技術，電子技術，電子 業技術，マーケティング，

電子技術，電子回路，電子 マーケティング，商品開発， 回路，電子計測制御，通信 英語実務，経済活動と法，
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教 科 科 目 教 科 科 目 教 科 科 目 教 科 科 目

広告と販売促進，ビジネス フードデザイン，食文化， 国際ビジネス，簿記，会計， 情報実習，情報と表現，ア

経済，ビジネス経済応用， 調理，栄養，食品，食品衛 商 業 原価計算，会計実務，情報 ルゴリズム，情報システム

経済活動と法，簿記，財務 生，公衆衛生 処理，ビジネス情報，文書 の開発，ネットワークシス

会計Ⅰ，財務会計Ⅱ，原価 基礎看護，人体と看護，疾 デザイン，プログラミング 情 報 テム，モデル化とシミュレ

商 業 計算，管理会計，情報処理， 病と看護，生活と看護，成 水産基礎，課題研究，総合 ーション，コンピュータデ

ビジネス情報，電子商取引， 人看護，老年看護，精神看 実習，水産情報技術，漁業， ザイン，図形と画像の処理，

プログラミング，ビジネス 看 護 護，在宅看護，母性看護， 航海・計器，漁船運用，船 マルチメディア表現

情報管理 小児看護，看護の統合と実 用機関，機械設計工作，電 社会福祉基礎，社会福祉制

水産海洋基礎，課題研究， 践，看護臨地実習，看護情 水 産 気工学，通信工学，電気通 福 祉 度，社会福祉援助技術，基

総合実習，海洋情報技術， 報活用 信理論，栽培漁業，水産生 礎介護，社会福祉実習，社

水産海洋科学，漁業，航海 情報産業と社会，課題研究， 物，海洋環境，操船，水産 会福祉演習，福祉情報処理

・計器，船舶運用，船用機 情報の表現と管理，情報と 食品製造，水産食品管理， 理数数学Ⅰ，理数数学Ⅱ，

関，機械設計工作，電気理 問題解決，情報テクノロジ 水産流通，ダイビング 理 数 理数数学探究，理数物理，

水 産 論，移動体通信工学，海洋 ー，アルゴリズムとプログ 生活産業基礎，課題研究， 理数化学，理数生物，理数

通信技術，資源増殖，海洋 情 報 ラム，ネットワークシステ 家庭情報処理，消費生活， 地学

生物，海洋環境，小型船舶， ム，データベース，情報シ 発達と保育，児童文化，家 体育理論，体つくり運動，

食品製造，食品管理，水産 ステム実習，情報メディア， 庭看護・福祉，リビングデ 体 育 スポーツⅠ，スポーツⅡ，

流通，ダイビング，マリン 情報デザイン，表現メディ 家 庭 ザイン，服飾文化，被服製 スポーツⅢ，ダンス，野外

スポーツ アの編集と表現，情報コン 作，ファッションデザイン， 活動

生活産業基礎，課題研究， テンツ実習 服飾手芸，フードデザイン， 音楽理論，音楽史，演奏法，

生活産業情報，消費生活， 社会福祉基礎，介護福祉基 食文化，調理，栄養，食品， 音 楽 ソルフェージュ，声楽，器

子どもの発達と保育，子ど 礎，コミュニケーション技 食品衛生，公衆衛生 楽，作曲

家 庭 も文化，生活と福祉，リビ 福 祉 術，生活支援技術，介護過 基礎看護，看護基礎医学， 美術概論，美術史，素描，

ングデザイン，服飾文化， 程，介護総合演習，介護実 看 護 成人・老人看護，母子看護， 構成，絵画，版画，彫刻，

ファッション造形基礎，フ 習，こころとからだの理解， 看護臨床実習，看護情報処 美 術 ビジュアルデザイン，クラ

ァッション造形，ファッシ 福祉情報活用 理 フトデザイン，映像メディ

ョンデザイン，服飾手芸， 理 数 理数数学Ⅰ，理数数学Ⅱ， 情 報 情報産業と社会，課題研究， ア表現，環境造形，鑑賞研
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教 科 科 目 教 科 科 目 教 科 科 目 教 科 科 目

理数数学特論，理数物理， 器楽，作曲，鑑賞研究 美 術 究 語，時事英語，コンピュー

理 数 理数化学，理数生物，理数 美術概論，美術史，素描， 英 語 総合英語，英語理解，英語 タ・ＬＬ演習

地学，課題研究 構成，絵画，版画，彫刻， 表現，異文化理解，生活英

スポーツ概論，スポーツⅠ，美 術 ビジュアルデザイン，クラ

スポーツⅡ，スポーツⅢ， フトデザイン，情報メディ

体 育 スポーツⅣ，スポーツⅤ， アデザイン，映像表現，環

スポーツⅥ，スポーツ総合 境造形，鑑賞研究

演習 総合英語，英語理解，英語

音 楽 音楽理論，音楽史，演奏研 英 語 表現，異文化理解，時事英

究，ソルフェージュ，声楽， 語

４ 学校設定科目 ４ 学校設定科目

学校においては，地域，学校及び生徒の実態，学科の特色等に応じ，特色あ 学校においては，地域，学校及び生徒の実態，学科の特色等に応じ，特色あ

る教育課程の編成に資するよう，上記２及び３の表に掲げる教科について，こ る教育課程の編成に資するよう，上記２及び３の表に掲げる教科について，こ

れらに属する科目以外の科目（以下「学校設定科目」という。）を設けること れらに属する科目以外の科目（以下「学校設定科目」という。）を設けることが

ができる。この場合において，学校設定科目の名称，目標，内容，単位数等に できる。この場合において，学校設定科目の名称，目標，内容，単位数等につ

ついては，その科目の属する教科の目標に基づき，各学校の定めるところによ いては，その科目の属する教科の目標に基づき，各学校の定めるところによる

るものとする。 ものとする。

５ 学校設定教科 ５ 学校設定教科

(1) 学校においては，地域，学校及び生徒の実態，学科の特色等に応じ，特色 (1) 学校においては，地域，学校及び生徒の実態，学科の特色等に応じ，特色

ある教育課程の編成に資するよう，上記２及び３の表に掲げる教科以外の教 ある教育課程の編成に資するよう，上記２及び３の表に掲げる教科以外の普

科（以下「学校設定教科」という。）及び当該教科に関する科目を設けるこ 通教育又は専門教育に関する教科（以下「学校設定教科」という。）及び当該

とができる。この場合において，学校設定教科及び当該教科に関する科目の 教科に関する科目を設けることができる。この場合において，学校設定教科

名称，目標，内容，単位数等については，高等学校教育の目標及びその水準 及び当該教科に関する科目の名称，目標，内容，単位数等については，高等

の維持等に十分配慮し，各学校の定めるところによるものとする。 学校教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮し，各学校の定めるところ

によるものとする。
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(2) 学校においては，学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」を (2) 学校においては，学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」を

設けることができる。この科目の目標，内容，単位数等を各学校において定 設けることができる。この科目の目標，内容，単位数等を各学校において定

めるに当たっては，産業社会における自己の在り方生き方について考えさせ， めるに当たっては，産業社会における自己の在り方生き方について考えさせ，

社会に積極的に寄与し，生涯にわたって学習に取り組む意欲や態度を養うと 社会に積極的に寄与し，生涯にわたって学習に取り組む意欲や態度を養うと

ともに，生徒の主体的な各教科・科目の選択に資するよう，就業体験等の体 ともに，生徒の主体的な各教科・科目の選択に資するよう，就業体験等の体

験的な学習や調査・研究などを通して，次のような事項について指導するこ 験的な学習や調査・研究などを通して，次のような事項について指導するこ

とに配慮するものとする。 とに配慮するものとする。

ア 社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観， ア 社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観，

職業観の育成 職業観の育成

イ 我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察 イ 我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察

ウ 自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計画 ウ 自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計画

の作成 の作成

第３款 各教科・科目の履修等 第３款 各教科・科目の履修等

１ 各学科に共通する必履修教科・科目及び総合的な学習の時間 １ 必履修教科・科目

(1) すべての生徒に履修させる各教科・科目（以下「必履修教科・科目」とい すべての生徒に履修させる各教科・科目（以下「必履修教科・科目」という。）

う。）は次のとおりとし，その単位数は，第２款の２に標準単位数として示 は次のとおりとし，その単位数は，第２款の２に標準単位数として示された単

された単位数を下らないものとする。ただし，生徒の実態及び専門学科の特 位数を下らないものとする。ただし，生徒の実態及び専門教育を主とする学科

色等を考慮し，特に必要がある場合には，「国語総合」については３単位又 の特色等を考慮し，特に必要がある場合には，標準単位数が２単位である必履

は２単位とし，「数学Ⅰ」及び「コミュニケーション英語Ⅰ」については２ 修教科・科目を除き，その単位数の一部を減じることができる。

単位とすることができ，その他の必履修教科・科目（標準単位数が２単位で

あるものを除く。）についてはその単位数の一部を減じることができる。

ア 国語のうち「国語総合」 (1) 国語のうち「国語表現Ⅰ」及び「国語総合」のうちから１科目

イ 地理歴史のうち「世界史Ａ」及び「世界史Ｂ」のうちから１科目並びに (2) 地理歴史のうち「世界史Ａ」及び「世界史Ｂ」のうちから１科目並びに「日

「日本史Ａ」，「日本史Ｂ」，「地理Ａ」及び「地理Ｂ」のうちから１科目 本史Ａ」，「日本史Ｂ」，「地理Ａ」及び「地理Ｂ」のうちから１科目

ウ 公民のうち「現代社会」又は「倫理」・「政治・経済」 (3) 公民のうち「現代社会」又は「倫理」・「政治・経済」

エ 数学のうち「数学Ⅰ」 (4) 数学のうち「数学基礎」及び「数学Ⅰ」のうちから１科目

オ 理科のうち「科学と人間生活」，「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」 (5) 理科のうち「理科基礎」，「理科総合Ａ」，「理科総合Ｂ」，「物理Ⅰ」，「化学
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及び「地学基礎」のうちから２科目（うち１科目は「科学と人間生活」と Ⅰ」，「生物Ⅰ」及び「地学Ⅰ」のうちから２科目（「理科基礎」，「理科総合Ａ」

する。）又は「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」及び「地学基礎」の 及び「理科総合Ｂ」のうちから１科目以上を含むものとする。）

うちから３科目

カ 保健体育のうち「体育」及び「保健」 (6) 保健体育のうち「体育」及び「保健」

キ 芸術のうち「音楽Ⅰ」，「美術Ⅰ」，「工芸Ⅰ」及び「書道Ⅰ」のうちから (7) 芸術のうち「音楽Ⅰ」，「美術Ⅰ」，「工芸Ⅰ」及び「書道Ⅰ」のうちから１

１科目 科目

ク 外国語のうち「コミュニケーション英語Ⅰ」（英語以外の外国語を履修 (8) 外国語のうち「オーラル・コミュニケーションⅠ」及び「英語Ⅰ」のうち

する場合は，学校設定科目として設ける１科目とし，その標準単位数は３ から１科目（英語以外の外国語を履修する場合は，学校設定科目として設け

単位とする。） る１科目とし，その単位数は２単位を下らないものとする。）

ケ 家庭のうち「家庭基礎」，「家庭総合」及び「生活デザイン」のうちから (9) 家庭のうち「家庭基礎」，「家庭総合」及び「生活技術」のうちから１科目

１科目

コ 情報のうち「社会と情報」及び「情報の科学」のうちから１科目 (10) 情報のうち「情報Ａ」，「情報Ｂ」及び「情報Ｃ」のうちから１科目

(2) 総合的な学習の時間については，すべての生徒に履修させるものとし，そ

の単位数は，第２款の２に標準単位数として示された単位数の下限を下らな

いものとする。ただし，特に必要がある場合には，その単位数を２単位とす

ることができる。

２ 専門学科における各教科・科目の履修 ２ 専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修

専門学科における各教科・科目の履修については，上記１のほか次のとおり 専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修については，上記１の

とする。 ほか次のとおりとする。

(1) 専門学科においては，専門教科・科目（第２款の３の表に掲げる各教科・ (1) 専門教育を主とする学科においては，専門教育に関する各教科・科目につ

科目，同表の教科に属する学校設定科目及び専門教育に関する学校設定教科 いて，すべての生徒に履修させる単位数は，25単位を下らないこと。ただし，

に関する科目をいう。以下同じ。）について，すべての生徒に履修させる単 商業に関する学科においては，上記の単位数の中に外国語に属する科目の単

位数は，25単位を下らないこと。ただし，商業に関する学科においては，上 位を５単位まで含めることができること。また，商業に関する学科以外の専

記の単位数の中に外国語に属する科目の単位を５単位まで含めることができ 門教育を主とする学科においては，各学科の目標を達成する上で，普通教育

ること。また，商業に関する学科以外の専門学科においては，各学科の目標 に関する各教科・科目の履修により専門教育に関する各教科・科目の履修と

を達成する上で，専門教科・科目以外の教科・科目の履修により，専門教科 同様の成果が期待できる場合においては，その普通教育に関する各教科・科

・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては，その専門教科・科 目の単位を５単位まで上記の単位数の中に含めることができること。
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目以外の教科・科目の単位を５単位まで上記の単位数の中に含めることがで

きること。

(2) 専門教科・科目の履修によって，上記１の必履修教科・科目の履修と同様 (2) 専門教育に関する各教科・科目の履修によって，上記１の必履修教科・科

の成果が期待できる場合においては，その専門教科・科目の履修をもって， 目の履修と同様の成果が期待できる場合においては，その専門教育に関する

必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替えることができること。 各教科・科目の履修をもって，必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替

えることができること。

(3) 職業教育を主とする専門学科においては，総合的な学習の時間の履修によ

り，農業，工業，商業，水産，家庭若しくは情報の各教科に属する「課題研

究」，「看護臨地実習」又は「介護総合演習」（以下この項において「課題研

究等」という。）の履修と同様の成果が期待できる場合においては，総合的

な学習の時間の履修をもって課題研究等の履修の一部又は全部に替えること

ができる。また，課題研究等の履修により，総合的な学習の時間の履修と同

様の成果が期待できる場合においては，課題研究等の履修をもって総合的な

学習の時間の履修の一部又は全部に替えることができる。

３ 総合学科における各教科・科目の履修等 ３ 総合学科における各教科・科目の履修等

総合学科における各教科・科目の履修等については，上記１のほか次のとお 総合学科における各教科・科目の履修等については，上記１のほか次のとお

りとする。 りとする。

(1) 総合学科においては，第２款の５の(2)に掲げる「産業社会と人間」をす (1) 総合学科においては，第２款の５の(2)に掲げる「産業社会と人間」をすべ

べての生徒に原則として入学年次に履修させるものとし，標準単位数は２～ ての生徒に原則として入学年次に履修させるものとし，標準単位数は２～４

４単位とすること。 単位とすること。

(2) 総合学科においては，学年による教育課程の区分を設けない課程（以下「単 (2) 総合学科においては，学年による教育課程の区分を設けない課程（以下「単

位制による課程」という。）とすることを原則とするとともに，「産業社会と 位制による課程」という。）とすることを原則とするとともに，「産業社会と

人間」及び専門教科・科目を合わせて25単位以上設け，生徒が多様な各教科 人間」及び専門教育に関する各教科・科目を合わせて25単位以上設け，生徒

・科目から主体的に選択履修できるようにすること。その際，生徒が選択履 が普通教育及び専門教育に関する多様な各教科・科目から主体的に選択履修

修するに当たっての指針となるよう，体系性や専門性等において相互に関連 できるようにすること。その際，生徒が選択履修するに当たっての指針とな

する各教科・科目によって構成される科目群を複数設けるとともに，必要に るよう，体系性や専門性等において相互に関連する各教科・科目によって構

応じ，それら以外の各教科・科目を設け，生徒が自由に選択履修できるよう 成される科目群を複数設けるとともに，必要に応じ，それら以外の各教科・

にすること。 科目を設け，生徒が自由に選択履修できるようにすること。
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第４款 総合的な学習の時間

１ 総合的な学習の時間においては，各学校は，地域や学校，生徒の実態等に応

じて，横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫

を生かした教育活動を行うものとする。

２ 総合的な学習の時間においては，次のようなねらいをもって指導を行うもの

とする。

(1) 自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題

を解決する資質や能力を育てること。

(2) 学び方やものの考え方を身に付け，問題の解決や探究活動に主体的，創造

的に取り組む態度を育て，自己の在り方生き方を考えることができるように

すること。

(3) 各教科・科目及び特別活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け，

学習や生活において生かし，それらが総合的に働くようにすること。

３ 各学校においては，上記１及び２に示す趣旨及びねらいを踏まえ，総合的な

学習の時間の目標及び内容を定め，地域や学校の特色，生徒の特性等に応じ，

例えば，次のような学習活動などを行うものとする。

ア 国際理解，情報，環境，福祉・健康などの横断的・総合的な課題について

の学習活動

イ 生徒が興味・関心，進路等に応じて設定した課題について，知識や技能の

深化，総合化を図る学習活動

ウ 自己の在り方生き方や進路について考察する学習活動

４ 各学校においては，学校における全教育活動との関連の下に，目標及び内容，

育てようとする資質や能力及び態度，学習活動，指導方法や指導体制，学習の

評価の計画などを示す総合的な学習の時間の全体計画を作成するものとする。

５ 各学校における総合的な学習の時間の名称については，各学校において適切

に定めるものとする。

６ 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては，次の事項に配慮するも
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のとする。

(1) 目標及び内容に基づき，生徒の学習状況に応じて教師が適切な指導を行う

こと。

(2) 自然体験やボランティア活動，就業体験などの社会体験，観察・実験・実

習，調査・研究，発表や討論，ものづくりや生産活動など体験的な学習，問

題解決的な学習を積極的に取り入れること。

(3) グループ学習や個人研究などの多様な学習形態，地域の人々の協力も得つ

つ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制について工夫すること。

(4) 学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図書館，博物館等の社会

教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携，地域の教材や学習環境

の積極的な活用などについて工夫すること。

(5) 総合学科においては，総合的な学習の時間における学習活動として，原則

として上記３のイに示す活動を含むこと。

７ 職業教育を主とする学科においては，総合的な学習の時間における学習活動

により，農業，工業，商業，水産，家庭若しくは情報の各教科に属する「課題

研究」，「看護臨床実習」又は「社会福祉演習」（以下この項において「課題研究

等」という。）の履修と同様の成果が期待できる場合においては，総合的な学習

の時間における学習活動をもって課題研究等の履修の一部又は全部に替えるこ

とができる。また，課題研究等の履修により，総合的な学習の時間における学

習活動と同様の成果が期待できる場合においては，課題研究等の履修をもって

総合的な学習の時間における学習活動の一部又は全部に替えることができる。

第４款 各教科・科目，総合的な学習の時間及び特別活動の授業時数等 第５款 各教科・科目，特別活動及び総合的な学習の時間の授業時数等

１ 全日制の課程における各教科・科目及びホームルーム活動の授業は，年間35 １ 全日制の課程における各教科・科目及びホームルーム活動の授業は，年間35

週行うことを標準とし，必要がある場合には，各教科・科目の授業を特定の学 週行うことを標準とし，必要がある場合には，各教科・科目の授業を特定の学

期又は特定の期間（夏季，冬季，学年末等の休業日の期間に授業日を設定する 期又は期間に行うことができる。

場合を含む。）に行うことができる。

２ 全日制の課程における週当たりの授業時数は，30単位時間を標準とする。た ２ 全日制の課程（単位制による課程を除く。）における週当たりの授業時数は，
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だし，必要がある場合には，これを増加することができる。 30単位時間を標準とする。

３ 定時制の課程における授業日数の季節的配分又は週若しくは１日当たりの授 ３ 定時制の課程における授業日数の季節的配分又は週若しくは１日当たりの授

業時数については，生徒の勤労状況と地域の諸事情等を考慮して，適切に定め 業時数については，生徒の勤労状況と地域の諸事情等を考慮して，適切に定め

るものとする。 るものとする。

４ ホームルーム活動の授業時数については，原則として，年間35単位時間以上 ４ ホームルーム活動の授業時数については，原則として，年間35単位時間以上

とするものとする。 とするものとする。

５ 生徒会活動及び学校行事については，学校の実態に応じて，それぞれ適切な

授業時数を充てるものとする。

６ 定時制の課程において，特別の事情がある場合には，ホームルーム活動の授 ５ 定時制の課程において，特別の事情がある揚合には，ホームルーム活動の授

業時数の一部を減じ，又はホームルーム活動及び生徒会活動の内容の一部を行 業時数の一部を減ずることができる。

わないものとすることができる。

６ 生徒会活動及び学校行事については，学校の実態に応じて，それぞれ適切な

授業時数を充てるものとする。

７ 総合的な学習の時間の授業時数については，卒業までに105～210単位時間を

標準とし，各学校において，学校や生徒の実態に応じて，適切に配当するもの

とする。

７ 各教科・科目，総合的な学習の時間及び特別活動（以下「各教科・科目等」 ８ 各教科・科目，特別活動及び総合的な学習の時間（以下「各教科・科目等」

という。）のそれぞれの授業の１単位時間は，各学校において，各教科・科目 という。）のそれぞれの授業の１単位時間は，各学校において，各教科・科目等

等の授業時数を確保しつつ，生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して の授業時数を確保しつつ，生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して適

適切に定めるものとする。なお，10分間程度の短い時間を単位として特定の各 切に定めるものとする。

教科・科目の指導を行う場合において，当該各教科・科目を担当する教師がそ

の指導内容の決定や指導の成果の把握と活用等を責任をもって行う体制が整備

されているときは，その時間を当該各教科・科目の授業時数に含めることがで

きる。

８ 総合的な学習の時間における学習活動により，特別活動の学校行事に掲げる

各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては，総合的な学習の時間

における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施

に替えることができる。
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第５款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項 第６款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項

１ 選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程編成 １ 選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程編成

教育課程の編成に当たっては，生徒の特性，進路等に応じた適切な各教科・ 教育課程の編成に当たっては，生徒の特性，進路等に応じた適切な各教科・

科目の履修ができるようにし，このため，多様な各教科・科目を設け生徒が自 科目の履修ができるようにし，このため，多様な各教科・科目を設け生徒が自

由に選択履修することのできるよう配慮するものとする。また，教育課程の類 由に選択履修することのできるよう配慮するものとする。また，教育課程の類

型を設け，そのいずれかの類型を選択して履修させる場合においても，その類 型を設け，そのいずれかの類型を選択して履修させる場合においても，その類

型において履修させることになっている各教科・科目以外の各教科・科目を履 型において履修させることになっている各教科・科目以外の各教科・科目を履

修させたり，生徒が自由に選択履修することのできる各教科・科目を設けたり 修させたり，生徒が自由に選択履修することのできる各教科・科目を設けたり

するものとする。 するものとする。

２ 各教科・科目等の内容等の取扱い ２ 各教科・科目等の内容等の取扱い

(1) 学校においては，第２章以下に示していない事項を加えて指導することが (1) 学校においては，第２章以下に示していない事項を加えて指導することが

できる。また，第２章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を できる。また，第２章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を

示す事項は，当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする 示す事項は，当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする

内容の範囲や程度等を示したものであり，学校において必要がある場合には， 内容の範囲や程度等を示したものであり，学校において必要がある場合には，

この事項にかかわらず指導することができる。ただし，これらの場合には， この事項にかかわらず指導することができる。ただし，これらの場合には，

第２章以下に示す教科，科目及び特別活動の目標や内容の趣旨を逸脱したり， 第２章以下に示す教科，科目及び特別活動の目標や内容の趣旨を逸脱したり，

生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする。 生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする。

(2) 第２章以下に示す各教科・科目及び特別活動の内容に掲げる事項の順序 (2) 第２章以下に示す各教科・科目及び特別活動の内容に掲げる事項の順序は，

は，特に示す場合を除き，指導の順序を示すものではないので，学校におい 特に示す場合を除き，指導の順序を示すものではないので，学校においては，

ては，その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。 その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。

(3) 学校においては，あらかじめ計画して，各教科・科目の内容及び総合的な (3) 学校においては，あらかじめ計画して，各教科・科目の内容及び総合的な

学習の時間における学習活動を学期の区分に応じて単位ごとに分割して指導 学習の時間における学習活動を学期の区分に応じて単位ごとに分割して指導

することができる。 することができる。

(4) 学校においては，特に必要がある場合には，第２章及び第３章に示す教科 (4) 学校においては，特に必要がある場合には，第２章及び第３章に示す教科

及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で，各教科・科目の内容に関する 及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で，各教科・科目の内容に関する

事項について，基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選 事項について，基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選

択して指導することができる。 択して指導することができる。
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３ 指導計画の作成に当たって配慮すべき事項 ３ 指導計画の作成に当たって配慮すべき事項

各学校においては，次の事項に配慮しながら，学校の創意工夫を生かし，全 各学校においては，次の事項に配慮しながら，学校の創意工夫を生かし，全

体として，調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。 体として，調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。

(1) 各教科・科目等について相互の関連を図り，発展的，系統的な指導ができ (1) 各教科・科目等について相互の関連を図り，発展的，系統的な指導ができ

るようにすること。 るようにすること。

(2) 各教科・科目の指導内容については，各事項のまとめ方及び重点の置き方 (2) 各教科・科目の指導内容については，各事項のまとめ方及び重点の置き方

に適切な工夫を加えて，効果的な指導ができるようにすること。 に適切な工夫を加えて，効果的な指導ができるようにすること。

(3) 学校や生徒の実態等に応じ，必要がある場合には，例えば次のような工夫

を行い，義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るようにすること。

ア 各教科・科目の指導に当たり，義務教育段階での学習内容の確実な定着

を図るための学習機会を設けること。

イ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図りながら，必履修教科・科

目の内容を十分に習得させることができるよう，その単位数を標準単位数

の標準の限度を超えて増加して配当すること。

ウ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図ることを目標とした学校設

定科目等を履修させた後に，必履修教科・科目を履修させるようにするこ

と。

(4) 全教師が協力して道徳教育を展開するため，第１款の２に示す道徳教育の

目標を踏まえ，指導の方針や重点を明確にして，学校の教育活動全体を通じ

て行う道徳教育について，その全体計画を作成すること。

４ 職業教育に関して配慮すべき事項 ４ 職業教育に関して配慮すべき事項

(1) 普通科においては，地域や学校の実態，生徒の特性，進路等を考慮し，必 (1) 普通科においては，地域や学校の実態，生徒の特性，進路等を考慮し，必

要に応じて，適切な職業に関する各教科・科目の履修の機会の確保について 要に応じて，適切な職業に関する各教科・科目の履修の機会の確保について

配慮するものとする。 配慮するものとする。

(2) 職業教育を主とする専門学科においては，次の事項に配慮するものとする。 (2) 職業教育を主とする学科においては，次の事項に配慮するものとする。

ア 職業に関する各教科・科目については，実験・実習に配当する授業時数 ア 職業に関する各教科・科目については，実験・実習に配当する授業時数

を十分確保するようにすること。 を十分確保するようにすること。
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イ 生徒の実態を考慮し，職業に関する各教科・科目の履修を容易にするた イ 生徒の実態を考慮し，職業に関する各教科・科目の履修を容易にするた

め特別な配慮が必要な場合には，各分野における基礎的又は中核的な科目 め特別な配慮が必要な場合には，各分野における基礎的又は中核的な科目

を重点的に選択し，その内容については基礎的・基本的な事項が確実に身 を重点的に選択し，その内容については基礎的・基本的な事項が確実に身

に付くように取り扱い，また，主として実験・実習によって指導するなど に付くように取り扱い，また，主として実験・実習によって指導するなど

の工夫をこらすようにすること。 の工夫をこらすようにすること。

(3) 学校においては，キャリア教育を推進するために，地域や学校の実態，生 (3) 学校においては，地域や学校の実態，生徒の特性，進路等を考慮し，就業

徒の特性，進路等を考慮し，地域や産業界等との連携を図り，産業現場等に 体験の機会の確保について配慮するものとする。

おける長期間の実習を取り入れるなどの就業体験の機会を積極的に設けると

ともに，地域や産業界等の人々の協力を積極的に得るよう配慮するものとす

る。

(4) 職業に関する各教科・科目については，次の事項に配慮するものとする。 (4) 職業に関する各教科・科目については，次の事項に配慮するものとする。

ア 職業に関する各教科・科目については，就業体験をもって実習に替える ア 職業に関する各教科・科目については，就業体験をもって実習に替える

ことができること。この場合，就業体験は，その各教科・科目の内容に直 ことができること。この場合，就業体験は，その各教科・科目の内容に直

接関係があり，かつ，その一部としてあらかじめ計画されるものであるこ 接関係があり，かつ，その一部としてあらかじめ計画されるものであるこ

とを要すること。 とを要すること。

イ 農業，水産及び家庭に関する各教科・科目の指導に当たっては，ホーム イ 家庭，農業及び水産に関する各教科・科目の指導に当たっては，ホーム

プロジェクト並びに学校家庭クラブ及び学校農業クラブなどの活動を活用 プロジェクト並びに学校家庭クラブ及び学校農業クラブなどの活動を活用

して，学習の効果を上げるよう留意すること。この場合，ホームプロジェ して，学習の効果を上げるよう留意すること。この場合，ホームプロジェ

クトについては，その各教科・科目の授業時数の10分の２以内をこれに充 クトについては，その各教科・科目の授業時数の10分の２以内をこれに充

てることができること。 てることができること。

ウ 定時制及び通信制の課程において，職業に関する各教科・科目を履修す ウ 定時制及び通信制の課程において，職業に関する各教科・科目を履修す

る生徒が，現にその各教科・科目と密接な関係を有する職業（家事を含む。） る生徒が，現にその各教科・科目と密接な関係を有する職業（家事を含む。）

に従事している場合で，その職業における実務等が，その各教科・科目の に従事している場合で，その職業における実務等が，その各教科・科目の

一部を履修した場合と同様の成果があると認められるときは，その実務等 一部を履修した場合と同様の成果があると認められるときは，その実務等

をもってその各教科・科目の履修の一部に替えることができること。 をもってその各教科・科目の履修の一部に替えることができること。

５ 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項 ５ 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項

以上のほか，次の事項について配慮するものとする。 以上のほか，次の事項について配慮するものとする。

(1) 各教科・科目等の指導に当たっては，生徒の思考力，判断力，表現力等を (1) 学校生活全体を通じて，言語に関する関心や理解を深め，言語環境を整え，
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はぐくむ観点から，基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を 生徒の言語活動が適正に行われるようにすること。

重視するとともに，言語に対する関心や理解を深め，言語に関する能力の育

成を図る上で必要な言語環境を整え，生徒の言語活動を充実すること。

(2) 学校の教育活動全体を通じて，個々の生徒の特性等の的確な把握に努め， (2) 学校の教育活動全体を通じて，個々の生徒の特性等の的確な把握に努め，

その伸長を図ること。また，生徒が適切な各教科・科目や類型を選択し学校 その伸長を図ること。また，生徒が適切な各教科・科目や類型を選択し学校

やホームルームでの生活によりよく適応するとともに，現在及び将来の生き やホームルームでの生活によりよく適応するとともに，現在及び将来の生き

方を考え行動する態度や能力を育成することができるよう，ガイダンスの機 方を考え行動する態度や能力を育成することができるよう，ガイダンスの機

能の充実を図ること。 能の充実を図ること。

(3) 教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに (3) 教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに

生徒理解を深め，生徒が主体的に判断，行動し積極的に自己を生かしていく 生徒理解を深め，生徒が主体的に判断，行動し積極的に自己を生かしていく

ことができるよう，生徒指導の充実を図ること。 ことができるよう，生徒指導の充実を図ること。

(4) 生徒が自己の在り方生き方を考え，主体的に進路を選択することができる (4) 生徒が自己の在り方生き方を考え，主体的に進路を選択することができる

よう，学校の教育活動全体を通じ，計画的，組織的な進路指導を行い，キャ よう，学校の教育活動全体を通じ，計画的，組織的な進路指導を行うこと。

リア教育を推進すること。

(5) 各教科・科目等の指導に当たっては，生徒が学習の見通しを立てたり学習

したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるようにすること。

(6) 各教科・科目等の指導に当たっては，教師間の連携協力を密にするなど指 (5) 各教科・科目等の指導に当たっては，教師間の連携協力を密にするなど指

導体制を確立するとともに，学校や生徒の実態に応じ，個別指導やグループ 導体制を確立するとともに，学校や生徒の実態に応じ，個別指導やグループ

別指導，繰り返し指導，教師間の協力的な指導，生徒の学習内容の習熟の程 別指導，教師の協力的な指導，生徒の学習内容の習熟の程度等に応じた弾力

度等に応じた弾力的な学級の編成など指導方法や指導体制を工夫改善し，個 的な学級の編成など指導方法や指導体制を工夫改善し，個に応じた指導の充

に応じた指導の充実を図ること。 実を図ること。

(7) 学習の遅れがちな生徒などについては，各教科・科目等の選択，その内容 (6) 学習の遅れがちな生徒，障害のある生徒などについては，各教科・科目等

の取扱いなどについて必要な配慮を行い，生徒の実態に応じ，例えば義務教 の選択，その内容の取扱いなどについて必要な配慮を行い，生徒の実態に応

育段階の学習内容の確実な定着を図るための指導を適宜取り入れるなど，指 じ，指導内容や指導方法を工夫すること。

導内容や指導方法を工夫すること。

(8) 障害のある生徒などについては，各教科・科目等の選択，その内容の取扱

いなどについて必要な配慮を行うとともに，特別支援学校等の助言又は援助

を活用しつつ，例えば指導についての計画又は家庭や医療，福祉，労働等の

業務を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成することなど
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により，個々の生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計

画的，組織的に行うこと。

(9) 海外から帰国した生徒などについては，学校生活への適応を図るとともに， (7) 海外から帰国した生徒などについては，学校生活への適応を図るとともに，

外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと。 外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと。

(10) 各教科・科目等の指導に当たっては，生徒が情報モラルを身に付け，コン (8) 各教科・科目等の指導に当たっては，生徒がコンピュータや情報通信ネッ

ピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を適切かつ実践的，主体的 トワークなどの情報手段を積極的に活用できるようにするための学習活動の

に活用できるようにするための学習活動を充実するとともに，これらの情報 充実に努めるとともに，視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活

手段に加え視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図るこ 用を図ること。

と。

(11) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り，生徒の主体的，意欲 (9) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り，生徒の主体的，意欲

的な学習活動や読書活動を充実すること。 的な学習活動や読書活動を充実すること。

(12) 生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価するとともに，指導の過程 (10) 生徒のよい点や進歩の状況などを積極的に評価するとともに，指導の過程

や成果を評価し，指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすようにすること。 や成果を評価し，指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすようにすること。

(13) 生徒の自主的，自発的な参加により行われる部活動については，スポーツ

や文化及び科学等に親しませ，学習意欲の向上や責任感，連帯感の涵養等に
かん

資するものであり，学校教育の一環として，教育課程との関連が図られるよ

う留意すること。その際，地域や学校の実態に応じ，地域の人々の協力，社

会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を

行うようにすること。

(14) 学校がその目的を達成するため，地域や学校の実態等に応じ，家庭や地域 (11) 開かれた学校づくりを進めるため，地域や学校の実態等に応じ，家庭や地

の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また，高等 域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また，高

学校間や中学校，特別支援学校及び大学などとの間の連携や交流を図るとと 等学校間や中学校，盲学校，聾学校及び養護学校などとの間の連携や交流を
ろう

もに，障害のある幼児児童生徒などとの交流及び共同学習や高齢者などとの 図るとともに，障害のある幼児児童生徒や高齢者などとの交流の機会を設け

交流の機会を設けること。 ること。

第６款 単位の修得及び卒業の認定 第７款 単位の修得及び卒業の認定

１ 各教科・科目及び総合的な学習の時間の単位の修得の認定 １ 各教科・科目及び総合的な学習の時間における学習活動の単位の修得の認定

(1) 学校においては，生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履 (1) 学校においては，生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履
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修し，その成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合 修し，その成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合

には，その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなけ には，その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなけ

ればならない。 ればならない。

(2) 学校においては，生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の時 (2) 学校においては，生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の時

間を履修し，その成果が第４章に定める目標からみて満足できると認められ 間において学習活動を行い，その成果が第４款に定めるねらいからみて満足

る場合には，総合的な学習の時間について履修した単位を修得したことを認 できると認められる場合には，総合的な学習の時間における学習活動につい

定しなければならない。 て，単位を修得したことを認定しなければならない。

(3) 学校においては，生徒が１科目又は総合的な学習の時間を２以上の年次に (3) 学校においては，生徒が１科目を２以上の年次にわたって分割履修したと

わたって分割履修したときは，各年次ごとにその各教科・科目又は総合的な き又は総合的な学習の時間における学習活動を２以上の年次にわたって行っ

学習の時間について履修した単位を修得したことを認定することを原則とす たときは，各年次ごとにその各教科・科目について履修した単位又は総合的

る。また，単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。 な学習の時間における学習活動に係る単位を修得したことを認定するものと

する。また，単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。

２ 卒業までに修得させる単位数 ２ 卒業までに修得させる単位数

学校においては，卒業までに修得させる単位数を定め，校長は，当該単位数 学校においては，卒業までに修得させる単位数を定め，校長は，当該単位数

を修得した者で，特別活動の成果がその目標からみて満足できると認められる を修得した者で，特別活動の成果がその目標からみて満足できると認められる

ものについて，高等学校の全課程の修了を認定するものとする。この場合，卒 ものについて，高等学校の全課程の修了を認定するものとする。この場合，卒

業までに修得させる単位数は，74単位以上とする。なお，普通科においては， 業までに修得させる単位数は，74単位以上とする。なお，普通科においては，

卒業までに修得させる単位数に含めることができる学校設定科目及び学校設定 学校設定科目及び学校設定教科に関する科目に係る修得単位数は，合わせて20

教科に関する科目に係る修得単位数は，合わせて20単位を超えることができな 単位までを卒業までに修得させる単位数に含めることができる。

い。

３ 各学年の課程の修了の認定 ３ 各学年の課程の修了の認定

学校においては，各学年の課程の修了の認定については，単位制が併用され 学校においては，各学年の課程の修了の認定については，単位制が併用され

ていることを踏まえ，弾力的に行うよう配慮するものとする。 ていることを踏まえ，弾力的に行うよう配慮するものとする。

第７款 通信制の課程における教育課程の特例 第８款 通信制の課程における教育課程の特例

通信制の課程における教育課程については，第１款から第６款まで（第４款， 通信制の課程における教育課程については，第１款から第７款まで（第５款，
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第５款の１並びに第５款の４の(4)のア及びイを除く。）に定めるところによる 第６款の１並びに第６款の４の(4)のア及びイを除く。）に定めるところによる

ほか，次に定めるところによる。 ほか，下記に定めるところによる。

１ 各教科・科目の添削指導の回数及び面接指導の単位時間（１単位時間は，50 １ 各教科・科目の添削指導の回数及び面接指導の単位時間（１単位時間は，50

分として計算するものとする。以下同じ。）数の標準は，１単位につき次の表 分として計算するものとする。以下同じ。）数の標準は，１単位につき次の表の

のとおりとするほか，学校設定教科に関する科目のうち専門教科・科目以外の とおりとするほか，学校設定教科に関する科目のうち普通教育に関するものに

ものについては，各学校が定めるものとする。 ついては，各学校が定めるものとする。

各教科・科目 添削指導（回） 面接指導（単位時間） 各教科・科目 添削指導（回） 面接指導（単位時間）

国語，地理歴史，公民及び数学に ３ １ 国語，地理歴史，公民及び数学に ３ １

属する科目 属する科目

理科に属する科目 ３ ４ 理科に属する科目 ３ ４

保健体育に属する科目のうち「体 １ ５ 保健体育に属する科目のうち「体 １ ５

育」 育」

保健体育に属する科目のうち「保 ３ １ 保健体育に属する科目のうち「保 ３ １

健」 健」

芸術及び外国語に属する科目 ３ ４ 芸術及び外国語に属する科目 ３ ４

家庭及び情報に属する科目並びに 各教科・科目の必 各教科・科目の必要 家庭及び情報に属する科目並びに 各教科・科目の必 各教科・科目の必要

専門教科・科目 要に応じて２～３ に応じて２～８ 専門教育に関する各教科・科目 要に応じて２～３ に応じて２～８

２ 総合的な学習の時間の添削指導の回数及び面接指導の単位時間数について ２ 総合的な学習の時間の標準単位数は３～６単位とし，その添削指導の回数及

は，各学校において，学習活動に応じ適切に定めるものとする。 び面接指導の単位時間数については，各学校において，学習活動に応じ適切に

定めるものとする。

３ 面接指導の授業の１単位時間は，各学校において，各教科・科目の面接指導 ３ 面接指導の授業の１単位時間は，各学校において，各教科・科目の面接指導

の単位時間数を確保しつつ，生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して の単位時間数を確保しつつ，生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して

適切に定めるものとする。 適切に定めるものとする。
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４ 学校が，その指導計画に，各教科・科目又は特別活動について計画的かつ継 ４ 学校が，その指導計画に，各教科・科目又は特別活動について計画的かつ継

続的に行われるラジオ放送，テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行 続的に行われるラジオ放送，テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行

う学習を取り入れた場合で，生徒がこれらの方法により学習し，報告課題の作 う学習を取り入れた場合で，生徒がこれらの方法により学習し，その成果が満

成等により，その成果が満足できると認められるときは，その生徒について， 足できると認められるときは，その生徒について，その各教科・科目の面接指

その各教科・科目の面接指導の時間数又は特別活動の時間数のうち，各メディ 導の時間数又は特別活動の時間数のうち，各メディアごとにそれぞれ10分の６

アごとにそれぞれ10分の６以内の時間数を免除することができる。ただし，免 以内の時間数を免除することができる。ただし，免除する時間数は，合わせて1

除する時間数は，合わせて10分の８を超えることができない。 0分の８を超えることができない。

５ 特別活動については，ホームルーム活動を含めて，各々の生徒の卒業までに ５ 特別活動については，ホームルーム活動を含めて，各々の生徒の卒業までに3

30単位時間以上指導するものとする。なお，特別の事情がある場合には，ホー 0単位時間以上指導するものとする。

ムルーム活動及び生徒会活動の内容の一部を行わないものとすることができ

る。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第２章 各学科に共通する各教科 第２章 普通教育に関する各教科

第１節 国 語 第１節 国 語

第１款 目 標 第１款 目 標

国語を適切に表現し的確に理解する能力を育成し，伝え合う力を高めるととも 国語を適切に表現し的確に理解する能力を育成し，伝え合う力を高めるととも

に，思考力や想像力を伸ばし，心情を豊かにし，言語感覚を磨き，言語文化に対 に，思考力を伸ばし心情を豊かにし，言語感覚を磨き，言語文化に対する関心を

する関心を深め，国語を尊重してその向上を図る態度を育てる。 深め，国語を尊重してその向上を図る態度を育てる。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 国語総合 第３ 国語総合

１ 目 標 １ 目 標

国語を適切に表現し的確に理解する能力を育成し，伝え合う力を高めると 国語を適切に表現し的確に理解する能力を育成し，伝え合う力を高めると

ともに，思考力や想像力を伸ばし，心情を豊かにし，言語感覚を磨き，言語 ともに，思考力を伸ばし心情を豊かにし，言語感覚を磨き，言語文化に対す

文化に対する関心を深め，国語を尊重してその向上を図る態度を育てる。 る関心を深め，国語を尊重してその向上を図る態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

Ａ 話すこと・聞くこと Ａ 話すこと・聞くこと

(1) 次の事項について指導する。 次の事項について指導する。

ア 話題について様々な角度から検討して自分の考えをもち，根拠を明 ア 様々な問題について自分の考えをもち，筋道を立てて意見を述べるこ

確にするなど論理の構成や展開を工夫して意見を述べること。 と。

イ 目的や場に応じて，効果的に話したり的確に聞き取ったりすること。 イ 目的や場に応じて，効果的に話したり的確に聞き取ったりすること。
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ウ 課題を解決したり考えを深めたりするために，相手の立場や考えを ウ 課題を解決したり考えを深めたりするために，相手の立場や考えを尊

尊重し，表現の仕方や進行の仕方などを工夫して話し合うこと。 重して話し合うこと。

エ 話したり聞いたり話し合ったりしたことの内容や表現の仕方につい

て自己評価や相互評価を行い，自分の話し方や言葉遣いに役立てると

ともに，ものの見方，感じ方，考え方を豊かにすること。

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指

導するものとする。

ア 状況に応じた話題を選んでスピーチしたり，資料に基づいて説明し

たりすること。

イ 調査したことなどをまとめて報告や発表をしたり，内容や表現の仕

方を吟味しながらそれらを聞いたりすること。

ウ 反論を想定して発言したり疑問点を質問したりしながら，課題に応

じた話合いや討論などを行うこと。

Ｂ 書くこと Ｂ 書くこと

(1) 次の事項について指導する。 次の事項について指導する。

ア 相手や目的に応じて題材を選び，文章の形態や文体，語句などを工 ア 相手や目的に応じて題材を選び，効果的な表現を考えて書くこと。

夫して書くこと。

イ 論理の構成や展開を工夫し，論拠に基づいて自分の考えを文章にま イ 論理的な構成を工夫して，自分の考えを文章にまとめること。

とめること。

ウ 対象を的確に説明したり描写したりするなど，適切な表現の仕方を

考えて書くこと。

エ 優れた表現に接してその条件を考えたり，書いた文章について自己 ウ 優れた表現に接してその条件を考え，自分の表現に役立てること。

評価や相互評価を行ったりして，自分の表現に役立てるとともに，も

のの見方，感じ方，考え方を豊かにすること。

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指

導するものとする。

ア 情景や心情の描写を取り入れて，詩歌をつくったり随筆などを書い

たりすること。
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イ 出典を明示して文章や図表などを引用し，説明や意見などを書くこ

と。

ウ 相手や目的に応じた語句を用い，手紙や通知などを書くこと。

Ｃ 読むこと Ｃ 読むこと

(1) 次の事項について指導する。 次の事項について指導する。

ア 文章の内容や形態に応じた表現の特色に注意して読むこと。

イ 文章の内容を叙述に即して的確に読み取ったり，必要に応じて要約 ア 文章の内容を叙述に即して的確に読み取ったり，必要に応じて要約し

や詳述をしたりすること。 たりすること。

イ 文章を読んで，構成を確かめたり表現の特色をとらえたりすること。

ウ 文章に描かれた人物，情景，心情などを表現に即して読み味わうこ ウ 文章に描かれた人物，情景，心情などを表現に即して読み味わうこと。

と。

エ 文章の構成や展開を確かめ，内容や表現の仕方について評価したり，

書き手の意図をとらえたりすること。

オ 幅広く本や文章を読み，情報を得て用いたり，ものの見方，感じ方， エ 様々な文章を読んで，ものの見方，感じ方，考え方を広げたり深めた

考え方を豊かにしたりすること。 りすること。

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指

導するものとする。

ア 文章を読んで脚本にしたり，古典を現代の物語に書き換えたりする

こと。

イ 文字，音声，画像などのメディアによって表現された情報を，課題

に応じて読み取り，取捨選択してまとめること。

ウ 現代の社会生活で必要とされている実用的な文章を読んで内容を理

解し，自分の考えをもって話し合うこと。

エ 様々な文章を読み比べ，内容や表現の仕方について，感想を述べた

り批評する文章を書いたりすること。

〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕 〔言語事項〕

(1) 「Ａ話すこと・聞くこと」，「Ｂ書くこと」及び「Ｃ読むこと」の指導 話すこと・聞くこと，書くこと及び読むことの指導を通して，次の事項



- 25 -

を通して，次の事項について指導する。 について指導する。

ア 目的や場に応じた話し方や言葉遣いなどを身に付けること。

イ 文や文章の組立て，語句の意味，用法及び表記の仕方などを理解し，

語彙を豊かにすること。

ウ 常用漢字の読みに慣れ，主な常用漢字が書けるようになること。

ア 伝統的な言語文化に関する事項

(ｱ) 言語文化の特質や我が国の文化と外国の文化との関係について気

付き，伝統的な言語文化への興味・関心を広げること。

(ｲ) 文語のきまり，訓読のきまりなどを理解すること。 エ 文語のきまり，訓読のきまりなどを理解すること。

イ 言葉の特徴やきまりに関する事項

(ｱ) 国語における言葉の成り立ち，表現の特色及び言語の役割などを オ 国語の成り立ちや特質，言語の役割などを理解すること。

理解すること。

(ｲ) 文や文章の組立て，語句の意味，用法及び表記の仕方などを理解

し，語彙を豊かにすること。
い

ウ 漢字に関する事項

(ｱ) 常用漢字の読みに慣れ，主な常用漢字が書けるようになること。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 総合的な言語能力を養うため，内容のＡ，Ｂ，Ｃ及び〔伝統的な言語文 (1) 総合的な言語能力を養うため，内容のＡ，Ｂ，Ｃ及び〔言語事項〕につ

化と国語の特質に関する事項〕について相互に密接な関連を図り，効果的 いて相互に密接な関連を図りながら効果的に指導するようにする。

に指導するようにする。

(2) 内容のＡに関する指導については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容のＡに関する指導については，次の事項に配慮するものとする。

ア 話すこと・聞くことを主とする指導には15～25単位時間程度を配当す ア 話すこと・聞くことを主とする指導には15単位時間程度を配当するも

るものとし，計画的に指導すること。 のとし，計画的に指導を行うこと。

イ 口語のきまり，言葉遣い，敬語の用法などについて，必要に応じて扱

うこと。

イ 話をよく聞き取る能力や態度を身に付けさせること。

ウ 指導に当たっては，例えば次のような言語活動を通して行うようにす

ること。
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(ｱ) 話題を選んで，スピーチや説明などを行うこと。

(ｲ) 情報を収集し活用して，報告や発表などを行うこと。

(ｳ) 課題について調べたり考えたりしたことを基にして，話合いや討論

などを行うこと。

(3) 内容のＢに関する指導については，次の事項に配慮するものとする。 (3) 内容のＢに関する指導については，次の事項に配慮するものとする。

ア 書くことを主とする指導には30～40単位時間程度を配当するものと ア 書くことを主とする指導には30単位時間程度を配当するものとし，計

し，計画的に指導すること。 画的に指導を行うこと。

イ 指導に当たっては，例えば次のような言語活動を通して行うようにす

ること。

(ｱ) 題材を選んで考えをまとめ，書く順序を工夫して説明や意見など

を書くこと。

(ｲ) 相手や目的に応じて適切な語句を用い，手紙や通知などを書くこ

と。

(ｳ) 本を読んでその紹介を書いたり，課題について収集した情報を整

理して記録や報告などを書いたりすること。

(4) 内容のＣに関する指導については，次の事項に配慮するものとする。 (4) 内容のＣに関する指導については，次の事項に配慮するものとする。

ア 古典を教材とした授業時数と近代以降の文章を教材とした授業時数と ア 古典と近代以降の文章との授業時数の割合は，おおむね同等とするこ

の割合は，おおむね同等とすることを目安として，生徒の実態に応じて とを目安として，生徒の実態に応じて適切に定めること。なお，古典に

適切に定めること。なお，古典における古文と漢文との割合は，一方に おける古文と漢文との割合は，一方に偏らないようにすること。

偏らないようにすること。

イ 文章を読み深めるため，音読，朗読，暗唱などを取り入れること。 イ 文章を読み深めるため，音読や朗読などを取り入れること。

ウ 自分の読書生活を振り返り，読書の幅を広げ，読書の習慣を養うこと。 ウ 読書力を伸ばし，読書の習慣を養うこと。

エ 指導に当たっては，例えば次のような言語活動を通して行うようにす

ること。

(ｱ) 文章に表れたものの見方や考え方などを読み取り，それらについて

話し合うこと。

(ｲ) 考えを広げるため，様々な古典や現代の文章を読み比べること。

(ｳ) 課題に応じて必要な情報を読み取り，まとめて発表すること。

(5) 内容の〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕については，次 (5) 内容の〔言語事項〕については，次の事項に配慮するものとする。
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の事項に配慮するものとする。

ア 中学校の指導の上に立って，内容のＡ，Ｂ及びＣの指導の中で深める ア 中学校の指導の上に立って，内容のＡ，Ｂ及びＣの指導の中で深める

こと。 こと。

イ (1)のアの(ｲ)については，読むことの指導に即して行うこと。 イ エについては，読むことの指導に即して行う程度とすること。なお，

口語のきまり，言葉遣い，敬語の用法などについても，必要に応じて扱

うこと。

(6) 教材については，次の事項に留意するものとする。 (6) 教材については，次の事項に留意するものとする。

ア 教材は，話すこと・聞くことの能力，書くことの能力，読むことの能 ア 教材は，話すこと・聞くこと，書くこと及び読むことの能力を偏りな

力などを偏りなく養うことや読書に親しむ態度の育成をねらいとし，生 く養うことや読書に親しむ態度を育てることをねらいとし，生徒の発達

徒の発達の段階に即して適切な話題や題材を精選して調和的に取り上げ 段階に即して適切な話題や題材を精選して調和的に取り上げること。ま

ること。また，内容のＡ，Ｂ及びＣのそれぞれの(2)に掲げる言語活動 た，上記(2)のウ，(3)のイ及び(4)のエに掲げる言語活動が十分行われ

が十分行われるよう教材を選定すること。 るよう教材を選定すること。

イ 古典の教材については，表記を工夫し，注釈，傍注，解説，現代語訳

などを適切に用い，特に漢文については訓点を付け，必要に応じて書き

下し文を用いるなど理解しやすいようにすること。また，古典に関連す

る近代以降の文章を含めること。

ウ 教材は，次のような観点に配慮して取り上げること。 イ 教材は，次のような観点に配慮して取り上げること。

(ｱ) 言語文化に対する関心や理解を深め，国語を尊重する態度を育てる (ｱ) 言語文化に対する関心や理解を深め，国語を尊重する態度を育てる

のに役立つこと。 のに役立つこと。

(ｲ) 日常の言葉遣いなど言語生活に関心をもち，伝え合う力を高めるの (ｲ) 日常の言葉遣いなど言語生活に関心をもち，伝え合う力を高めるの

に役立つこと。 に役立つこと。

(ｳ) 思考力や想像力を伸ばし，心情を豊かにし，言語感覚を磨くのに役 (ｳ) 思考力を伸ばし心情を豊かにし，言語感覚を磨くのに役立つこと。

立つこと。

(ｴ) 情報を活用して，公正かつ適切に判断する能力や創造的精神を養う (ｴ) 情報を活用して，公正かつ適切に判断する能力や創造的精神を養う

のに役立つこと。 のに役立つこと。

(ｵ) 科学的，論理的な見方や考え方を養い，視野を広げるのに役立つこ (ｵ) 科学的，論理的な見方や考え方を養い，視野を広げるのに役立つこ

と。 と。

(ｶ) 生活や人生について考えを深め，人間性を豊かにし，たくましく生 (ｶ) 生活や人生について考えを深め，人間性を豊かにし，たくましく生

きる意志を培うのに役立つこと。 きる意志を培うのに役立つこと。
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(ｷ) 人間，社会，自然などに広く目を向け，考えを深めるのに役立つこ (ｷ) 人間，社会，自然などに広く目を向け，考えを深めるのに役立つこ

と。 と。

(ｸ) 我が国の伝統と文化に対する関心や理解を深め，それらを尊重する (ｸ) 我が国の文化と伝統に対する関心や理解を深め，それらを尊重する

態度を育てるのに役立つこと。 態度を育てるのに役立つこと。

(ｹ) 広い視野から国際理解を深め，日本人としての自覚をもち，国際協 (ｹ) 広い視野から国際理解を深め，日本人としての自覚をもち，国際協

調の精神を高めるのに役立つこと。 調の精神を高めるのに役立つこと。

第２ 国語表現 第１ 国語表現Ⅰ

１ 目 標 １ 目 標

国語で適切かつ効果的に表現する能力を育成し，伝え合う力を高めるとと 国語で適切に表現する能力を育成し，伝え合う力を高めるとともに，思考

もに，思考力や想像力を伸ばし，言語感覚を磨き，進んで表現することによ 力を伸ばし言語感覚を磨き，進んで表現することによって社会生活を充実さ

って国語の向上や社会生活の充実を図る態度を育てる。 せる態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 次の事項について指導する。 次の事項について指導する。

ア 話題や題材に応じて情報を収集し，分析して，自分の考えをまとめた

り深めたりすること。

イ 相手の立場や異なる考えを尊重して課題を解決するために，論拠の妥 ア 自分の考えをもって論理的に意見を述べたり，相手の考えを尊重して話

当性を判断しながら話し合うこと。 し合ったりすること。

イ 情報を収集，整理し，正確かつ簡潔に伝える文章にまとめること。

ウ 主張や感動などが効果的に伝わるように，論理の構成や描写の仕方な

どを工夫して書くこと。

エ 目的や場に応じて，言葉遣いや文体など表現を工夫して効果的に話し ウ 目的や場に応じて，言葉遣いや文体など表現を工夫して話したり書いた

たり書いたりすること。 りすること。

オ 様々な表現についてその効果を吟味したり，書いた文章を互いに読み エ 様々な表現についてその効果を吟味し，自分の表現や推敲に役立てるこ
こう

合って批評したりして，自分の表現や推敲に役立てるとともに，ものの と。
こう

見方，感じ方，考え方を豊かにすること。

カ 国語における言葉の成り立ち，表現の特色及び言語の役割などについ オ 国語の表現の特色，語句や語彙の成り立ち及び言語の役割について理解
い

て理解を深めること。 を深めること。
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(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導

するものとする。

ア 様々な考え方ができる事柄について，幅広い情報を基に自分の考えを

まとめ，発表したり討論したりすること。

イ 詩歌をつくったり小説などを書いたり，鑑賞したことをまとめたりす

ること。

ウ 関心をもった事柄について調査したことを整理して，解説や論文など

にまとめること。

エ 相手や目的に応じて，紹介，連絡，依頼などのための話をしたり文章

を書いたりすること。

オ 話題や題材などについて調べてまとめたことや考えたことを伝えるた

めの資料を，図表や画像なども用いて編集すること。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 生徒の実態等に応じて，話すこと・聞くこと又は書くことのいずれかに (1) 話すこと・聞くこと及び書くことの指導は，相互の関連を図りながら効

重点を置いて指導することができる。 果的に行うようにし，授業時数は一方に偏らないようにする。

(2) 内容の(1)のエについては，発声や発音の仕方，話す速度，文章の形式 (2) 内容のウについては，発声の仕方，話す速度，文章の形式なども扱うよ

なども必要に応じて扱うようにする。 うにする。

(3) 内容の(1)のカについては，文や文章，語句，語彙及び文語の表現法な (3) 内容のオについては，古典の表現法，語句，語彙なども関連的に扱うよ
い

ども必要に応じて関連的に扱うようにする。また，現代社会における言語 うにする。また，現代社会における言語生活の在り方や言語表現の役割に

生活の在り方について考えさせるようにする。 ついて考えさせるようにする。

(4) 指導に当たっては，常用漢字の読みに慣れ，主な常用漢字が書けるよう

にするよう留意する。

(5) 指導に当たっては，例えば次のような言語活動を通して行うようにする。

ア 自分の考えを明確にして，スピーチ，発表，討論などを行うこと。

イ 観察したことや調査したことを記録したり，まとめて報告したりする

こと。

ウ 相手や目的に応じて，案内，紹介，連絡などのための話をしたり文章

を書いたりすること。
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エ 身近にある様々な表現を集めその効果などについて考えたり，生徒の

表現活動について自己評価や相互評価を行ったりすること。

(4) 教材は，思考力や想像力を伸ばす学習活動に役立つもの，情報を活用し (6) 教材は，特に，論理的思考力を伸ばす学習活動に役立つもの，情報を活

て表現する学習活動に役立つもの，歴史的，国際的な視野から現代の国語 用して表現する学習活動に役立つもの，歴史的，国際的な視野から現代の

を考える学習活動に役立つものを取り上げるようにする。 国語を考える学習活動に役立つものを取り上げるようにする。

第２ 国語表現Ⅱ

１ 目 標

国語で適切かつ効果的に表現する能力を育成し，伝え合う力を高めるとと

もに，思考力を伸ばし言語感覚を磨き，進んで表現することによって社会生

活を充実させる態度を育てる。

２ 内 容

１の目標に基づき，「国語表現Ⅰ」の内容に示す事項について指導する。

３ 内容の取扱い

(1) 「国語表現Ⅰ」との関連を重視しながら，「国語表現Ⅰ」の内容に更に

習熟させ，話すこと・聞くこと及び書くことの能力を一層高めるよう指導

するようにする。その際，「国語表現Ⅰ」の３の内容の取扱いの(2)から(6)

までと同様に取り扱うものとする。

(2) 生徒の実態等に応じて，話すこと・聞くこと又は書くことのいずれかに

重点を置いて指導することができる。

(3) 教材は，「国語表現Ⅰ」の教材の程度を高めたもので，生徒の発達段階

に即した適切なものを取り上げるようにする。

第３ 現代文Ａ

１ 目 標

近代以降の様々な文章を読むことによって，我が国の言語文化に対する理

解を深め，生涯にわたって読書に親しみ，国語の向上や社会生活の充実を図
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る態度を育てる。

２ 内 容

(1) 次の事項について指導する。

ア 文章に表れたものの見方，感じ方，考え方を読み取り，人間，社会，

自然などについて考察すること。

イ 文章特有の表現を味わったり，語句の用いられ方について理解を深め

たりすること。

ウ 文章を読んで，言語文化の特質や我が国の文化と外国の文化との関係

について理解すること。

エ 近代以降の言語文化についての課題を設定し，様々な資料を読んで探

究して，言語文化について理解を深めること。

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導

するものとする。

ア 文章の調子などを味わいながら音読や朗読をしたり，印象に残った内

容や場面について文章中の表現を根拠にして説明したりすること。

イ 外国の文化との関係なども視野に入れて，文章の内容や表現の特色を

調べ，発表したり論文にまとめたりすること。

ウ 図書館を利用して同じ作者や同じテーマの文章を読み比べ，それにつ

いて話し合ったり批評したりすること。

３ 内容の取扱い

(1) 文章を読む楽しさを味わったり，近代以降の言語文化に触れることの意

義を理解したりすることを重視し，読書への関心を高め，読書の習慣を付

けるようにする。

(2) 教材については，次の事項に留意するものとする。

ア 教材は，特定の文章や作品，文種や形態などについて，まとまりのあ

るものを中心として適切に取り上げること。

イ 教材は，近代以降の様々な種類の文章とすること。また，必要に応じ
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て実用的な文章，翻訳の文章，近代以降の文語文及び演劇や映画の作品

などを用いることができること。

第４ 現代文Ｂ 第４ 現代文

１ 目 標 １ 目 標

近代以降の様々な文章を的確に理解し，適切に表現する能力を高めるとと 近代以降の様々な文章を読む能力を高めるとともに，ものの見方，感じ方，

もに，ものの見方，感じ方，考え方を深め，進んで読書することによって， 考え方を深め，進んで表現し読書することによって人生を豊かにする態度を

国語の向上を図り人生を豊かにする態度を育てる。 育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 次の事項について指導する。 次の事項について指導する。

ア 文章を読んで，構成，展開，要旨などを的確にとらえ，その論理性を ア 論理的な文章について，論理の展開や要旨を的確にとらえること。

評価すること。

イ 文章を読んで，書き手の意図や，人物，情景，心情の描写などを的確 イ 文学的な文章について，人物，情景，心情などを的確にとらえ，表現を

にとらえ，表現を味わうこと。 味わうこと。

ウ 文章を読んで批評することを通して，人間，社会，自然などについて ウ 様々な文章を読むことを通して，人間，社会，自然などについて自分の

自分の考えを深めたり発展させたりすること。 考えを深めたり発展させたりすること。

エ 目的や課題に応じて，収集した様々な情報を分析，整理して資料を作

成し，自分の考えを効果的に表現すること。

オ 語句の意味，用法を的確に理解し，語彙を豊かにするとともに，文体 エ 語句の意味，用法を的確に理解し，語彙を豊かにするとともに，文体や
い

や修辞などの表現上の特色をとらえ，自分の表現や推敲に役立てること。 修辞などの表現上の特色をとらえること。
こう

オ 目的や課題に応じて様々な情報を収集し活用して，進んで表現すること。

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導

するものとする。

ア 文学的な文章を読んで，人物の生き方やその表現の仕方などについて

話し合うこと。

イ 論理的な文章を読んで，書き手の考えやその展開の仕方などについて

意見を書くこと。

ウ 伝えたい情報を表現するためのメディアとしての文字，音声，画像な
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どの特色をとらえて，目的に応じた表現の仕方を考えたり創作的な活動

を行ったりすること。

エ 文章を読んで関心をもった事柄などについて課題を設定し，様々な資

料を調べ，その成果をまとめて発表したり報告書や論文集などに編集し

たりすること。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 話すこと・聞くこと及び書くことの言語活動を効果的に取り入れるよう

にする。

(1) 総合的な言語能力を養うため，話すこと・聞くこと，書くこと及び読む

ことについて相互に密接な関連を図り，効果的に指導するようにする。

(2) 生徒の読書意欲を喚起し，読書の幅を一層広げ，文字・活字文化に対す (2) 生徒の読書意欲を喚起し，読書力を高めるよう配慮するものとする。

る理解が深まるようにする。

(3) 近代以降の文章や文学の変遷について，必要に応じて扱うようにする。 (3) 近代の文章や文学の変遷については，文章を読むための参考になる程度

とする。

(4) 指導に当たっては，例えば次のような言語活動を通して行うようにする。

ア 論理的な文章を読んで，書き手の考えやその展開の仕方などについて

意見を書くこと。

イ 文学的な文章を読んで，人物の生き方やその表現の仕方などについて

話し合うこと。

ウ 文章の理解を深め，興味・関心を広げるために，関連する文章を読ん

だり創作的な活動を行ったりすること。

エ 自分で設定した課題を探究し，その成果を発表したり報告書などにま

とめたりすること。

(4) 教材は，近代以降の様々な種類の文章とする。その際，現代の社会生活 (5) 教材は，近代以降の様々な種類の文章とする。その際，現代の社会生活

で必要とされている実用的な文章を含めるものとする。また，必要に応じ で必要となる実用的な文章も取り上げるようにする。なお，翻訳の文章や

て翻訳の文章や近代以降の文語文などを用いることができる。 近代以降の文語文も含めることができる。
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第５ 古典Ａ 第６ 古典講読

１ 目 標 １ 目 標

古典としての古文と漢文，古典に関連する文章を読むことによって，我が 古典としての古文と漢文を読むことによって，我が国の文化と伝統に対す

国の伝統と文化に対する理解を深め，生涯にわたって古典に親しむ態度を育 る関心を深め，生涯にわたって古典に親しむ態度を育てる。

てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 次の事項について指導する。 次の事項について指導する。

ア 古典などに表れた思想や感情を読み取り，人間，社会，自然などにつ

いて考察すること。

イ 古典特有の表現を味わったり，古典の言葉と現代の言葉とのつながり ア 古文や漢文に用いられている語句の意味，用法を理解し，その特有の表

について理解したりすること。 現を味わうこと。

イ 文章や作品に表れた思想や感情を的確に読み取り，生活や人生について

考えること。

ウ 古典などを読んで，言語文化の特質や我が国の文化と中国の文化との ウ 古典を読んで，日本文化の特質や日本文化と中国文化の関係について考

関係について理解すること。 えること。

エ 伝統的な言語文化についての課題を設定し，様々な資料を読んで探究

して，我が国の伝統と文化について理解を深めること。

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導

するものとする。

ア 古文や漢文の調子などを味わいながら音読，朗読，暗唱をすること。

イ 日常の言語生活の中から我が国の伝統と文化に関連する表現を集め，

その意味や特色，由来などについて調べたことを報告すること。

ウ 図書館を利用して古典などを読み比べ，そこに描かれた人物，情景，

心情などについて，感じたことや考えたことを文章にまとめたり話し合

ったりすること。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 古文と漢文の両方又はいずれか一方を取り上げることができる。 (1) 古文と漢文の両方又はいずれか一方を取り上げることができる。
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(2) 話すこと・聞くこと及び書くことの言語活動を効果的に取り入れるよう

にする。

(2) 古典を読む楽しさを味わったり，伝統的な言語文化に触れることの意義 (3) 古典に触れる楽しさを味わうことを重視し，詳細な読み取りの指導に偏

を理解したりすることを重視し，古典などへの関心を高めるようにする。 らないよう配慮するものとする。

(4) 指導に当たっては，例えば次のような言語活動を通して行うようにする。

ア 古文や漢文の調子などを味わいながら，音読，朗読をすること。

イ 古典に表れた思想や感情などについて，感じたことや考えたことを文

章にまとめたり発表したりすること。

ウ 古典を読んで，関連する文章や作品を調べたり読み比べたりすること。

(3) 教材については，次の事項に留意するものとする。

ア 教材は，特定の文章や作品，文種や形態などについて，まとまりのあ (5) 教材は，特定の文章や作品，文種や形態などについて，まとまりのある

るものを中心として適切に取り上げること。 ものを中心として適切に取り上げるようにする。また，古典の現代語訳な

どを適切な範囲で関連的に取り上げることができる。

イ 教材には，古典に関連する近代以降の文章を含めること。また，必要

に応じて日本漢文，近代以降の文語文や漢詩文などを用いることができ

ること。

ウ 教材は，次のような観点に配慮して取り上げること。

(ｱ) 古典を進んで学習する意欲や態度を養うのに役立つこと。

(ｲ) 人間，社会，自然などに対する様々な時代の人々のものの見方，感

じ方，考え方について理解を深めるのに役立つこと。

(ｳ) 様々な時代の人々の生き方や自分の生き方について考えたり，我が

国の伝統と文化について理解を深めたりするのに役立つこと。

(ｴ) 古典を読むのに必要な知識を身に付けるのに役立つこと。

(ｵ) 現代の国語について考えたり，言語感覚を豊かにしたりするのに役

立つこと。

(ｶ) 中国など外国の文化との関係について理解を深めるのに役立つこ

と。
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第６ 古典Ｂ 第５ 古 典

１ 目 標 １ 目 標

古典としての古文と漢文を読む能力を養うとともに，ものの見方，感じ方， 古典としての古文と漢文を読む能力を養うとともに，ものの見方，感じ方，

考え方を広くし，古典についての理解や関心を深めることによって人生を豊 考え方を広くし，古典に親しむことによって人生を豊かにする態度を育てる。

かにする態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 次の事項について指導する。 次の事項について指導する。

ア 古典に用いられている語句の意味，用法及び文の構造を理解すること。 ア 古文や漢文に用いられている語句の意味，用法及び文の構造を理解する

こと。

イ 古典を読んで，内容を構成や展開に即して的確にとらえること。 イ 文章や作品の内容を構成や展開に即して的確にとらえること。

ウ 古典を読んで，人間，社会，自然などに対する思想や感情を的確にと ウ 文章や作品に表れた人間，社会，自然などに対する思想や感情を読み取

らえ，ものの見方，感じ方，考え方を豊かにすること。 り，ものの見方，感じ方，考え方を豊かにすること。

エ 古典の内容や表現の特色を理解して読み味わい，作品の価値について エ 文章や作品の表現上の特色を理解し，優れた表現に親しむこと。

考察すること。

オ 古典を読んで，我が国の文化の特質や我が国の文化と中国の文化との オ 古典を読んで，日本文化の特質や日本文化と中国文化の関係について考

関係について理解を深めること。 えること。

(2) (1)に示す事項については，例えば，次のような言語活動を通して指導

するものとする。

ア 辞書などを用いて古典の言葉と現代の言葉とを比較し，その変遷など

について分かったことを報告すること。

イ 同じ題材を取り上げた文章や同じ時代の文章などを読み比べ，共通点

や相違点などについて説明すること。

ウ 古典に表れた人間の生き方や考え方などについて，文章中の表現を根

拠にして話し合うこと。

エ 古典を読んで関心をもった事柄などについて課題を設定し，様々な資

料を調べ，その成果を発表したり文章にまとめたりすること。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い
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(1) 古文及び漢文の両方を取り上げるものとし，一方に偏らないようにする。 (1) 古文及び漢文の両方を取り上げるものとし，一方に偏らないようにする。

(2) 古典を読み深めるため，音読，朗読，暗唱などを取り入れるようにする。

(2) 話すこと・聞くこと及び書くことの言語活動を効果的に取り入れるよう

にする。

(3) 文語文法の指導は読むことの学習に即して行い，必要に応じてある程度 (3) 文語文法の指導は読むことの学習に即して行い，必要に応じてある程度

まとまった学習もできるようにする。 まとまった学習もできるようにする。

(4) 指導に当たっては，例えば次のような言語活動を通して行うようにする。

ア 古文や漢文の調子などを味わいながら，音読，朗読，暗唱をすること。

イ 国語の変遷などについて関心を深めるため，辞書などを用いて古典の

言葉と現代の言葉とを比較対照すること。

ウ 古典に表れた思想や感情の特徴，表現上の特色などについて話し合う

こと。

エ 古典を読んで関心をもったことなどについて調べ，文章にまとめるこ

と。

(4) 教材については，次の事項に留意するものとする。 (5) 教材については，次の事項に留意するものとする。

ア 教材は，言語文化の変遷について理解を深める学習に資するよう，文 ア 教材は，様々な文章や作品，文種や形態などについて，親しみやすく

種や形態，長短や難易などに配慮して適当な部分を取り上げること。 基本的なものをできるだけ精選し，長短や難易を考慮して適当な部分を

取り上げること。また，上記(4)に掲げる言語活動が十分行われるよう

教材を選定すること。

イ 教材は，次のような観点に配慮して取り上げること。

(ｱ) 古典を進んで学習する意欲や態度を養うのに役立つこと。

(ｲ) 人間，社会，自然などに対する様々な時代の人々のものの見方，感

じ方，考え方について理解を深めるのに役立つこと。

(ｳ) 様々な時代の人々の生き方について考えたり，我が国の文化と伝統

について理解を深めたりするのに役立つこと。

(ｴ) 古典を読むのに必要な知識を身に付けるのに役立つこと。

(ｵ) 言語感覚を豊かにするのに役立つこと。

(ｶ) 中国など外国の文化との関係について理解を深めるのに役立つこ

と。
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イ 教材には，日本漢文を含めること。また，必要に応じて近代以降の文 ウ 教材には，日本漢文も含めるようにすること。また，必要に応じて近

語文や漢詩文，古典についての評論文などを用いることができること。 代以降の文語文や漢詩文などを用いることができること。

エ 教材については，表記を工夫し，注釈，傍注，解説などを適切に用い，

特に漢文については訓点を付け，時には書き下し文を用いるなど理解し

やすいようにすること。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，「国語表現」，「現代文Ａ」，「現代文Ｂ」，「古

典Ａ」及び「古典Ｂ」の各科目については，原則として，「国語総合」を履修

した後に履修させるものとする。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 教材については，各科目の３の内容の取扱いに示す事項のほか，「国語表 (1) 教材については，各科目の３の内容の取扱いに示す事項のほか，「国語表

現」及び「現代文Ａ」は「国語総合」の３の(6)のウに示す事項について，「現 現Ｉ」，「国語表現Ⅱ」及び「現代文」は「国語総合」の３の(6)に示す事項

代文Ｂ」は「国語総合」の３の(6)のア及びウに示す事項について，「古典Ａ」 について，「古典講読」は「古典」の３の(5)に示す事項について留意するこ

及び「古典Ｂ」は「国語総合」の３の(6)のイに示す事項について，「古典Ｂ」 と。

は「古典Ａ」の３の(3)のウに示す事項について留意すること。

(2) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図ることなどを通して，読 (2) 学校図書館を計画的に利用することを通して，読書意欲を喚起し読書力を

書意欲を喚起し幅広く読書する態度を育成するとともに，情報を適切に用い 高めるとともに情報を活用する能力を養うようにすること。また，音声言語

て，思考し，表現する能力を高めるようにすること。 や映像による教材，コンピュータや情報通信ネットワークなども適宜活用し，

(3) 音声言語や画像による教材，コンピュータや情報通信ネットワークなども 学習の効果を高めるようにすること。

適切に活用し，学習の効果を高めるようにすること。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第２節 地 理 歴 史 第２節 地 理 歴 史

第１款 目 標 第１款 目 標

我が国及び世界の形成の歴史的過程と生活・文化の地域的特色についての理解 我が国及び世界の形成の歴史的過程と生活・文化の地域的特色についての理解

と認識を深め，国際社会に主体的に生き平和で民主的な国家・社会を形成する日 と認識を深め，国際社会に主体的に生きる民主的，平和的な国家・社会の一員と

本国民として必要な自覚と資質を養う。 して必要な自覚と資質を養う。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 世界史Ａ 第１ 世界史Ａ

１ 目 標 １ 目 標

近現代史を中心とする世界の歴史を諸資料に基づき地理的条件や日本の歴 近現代史を中心とする世界の歴史を，我が国の歴史と関連付けながら理解

史と関連付けながら理解させ，現代の諸課題を歴史的観点から考察させるこ させ，人類の課題を多角的に考察させることによって，歴史的思考力を培い，

とによって，歴史的思考力を培い，国際社会に主体的に生きる日本国民とし 国際社会に主体的に生きる日本人としての自覚と資質を養う。

ての自覚と資質を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 世界史へのいざない

自然環境と歴史，日本の歴史と世界の歴史のつながりにかかわる適切な

主題を設定し考察する活動を通して，世界史学習の基本的技能に触れさせ

るとともに，地理と歴史への関心を高め，世界史学習の意義に気付かせる。

ア 自然環境と歴史

歴史の舞台としての自然環境について，河川，海洋，草原，オアシス，
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森林などから適切な事例を取り上げ，地図や写真などを読み取る活動を

通して，自然環境と人類の活動が相互に作用し合っていることに気付か

せる。

イ 日本列島の中の世界の歴史

日本列島の中に見られる世界との関係や交流について，人，もの，技

術，文化，宗教，生活などから適切な事例を取り上げ，年表や地図など

に表す活動を通して，日本の歴史が世界の歴史とつながっていることに

気付かせる。

(1) 諸地域世界と交流圏

風土，民族，宗教などに着目させながら，ユーラシアを中心に形成され

た諸地域世界の特質を把握させる。また，諸地域相互の交流に触れ，世界

の一体化につながる交流圏の成立に気付かせる。

ア 東アジア世界

東アジアの風土と諸民族，漢字文化，儒教，中国を中心とする国際体

制に触れ，日本を含む東アジア世界の特質を把握させる。

イ 南アジア世界

南アジアの風土と諸民族，仏教の成立，ヒンドゥー教とカースト制度，

イスラームの影響に触れ，南アジア世界の特質を把握させる。

ウ イスラーム世界

西アジアの風土と諸民族，イラン文明の伝統，イスラームの成立と拡

大に触れ，イスラーム世界の特質を把握させる。

エ ヨーロッパ世界

ヨーロッパの風土と諸民族，ギリシア・ローマ文明の伝統，キリスト

教に触れ，ヨーロッパ世界の特質を把握させる。

オ ユーラシアの交流圏

８世紀以降の諸地域世界の交流の深まりに触れ，ユーラシア規模の交

流圏の成立とそれを支えた都市や港のネットワークを把握させる。

(ｱ) 海域世界の成長とユーラシア

ムスリム商人のインド洋進出，中国商人の南シナ海進出を中心に，
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ユーラシアの諸海域を結ぶネットワークの成長を把握させる。

(ｲ) 遊牧社会の膨張とユーラシア

内陸アジアの騎馬遊牧民，オアシス都市民の活動を中心に，陸のネ

ットワークの成長とモンゴルによるユーラシアの一体化を把握させ

る。

(ｳ) 地中海海域とユーラシア

イタリア商人による東方貿易とイスラーム文明のヨーロッパへの流

入を中心に，ユーラシア，アフリカとつながる地中海交流圏の成長を

把握させる。

(ｴ) 東アジア海域とユーラシア

元の大都を拠点とする東西交流と黄海や東シナ海における交易の活

性化，倭寇，勘合貿易，琉 球王国の交易活動を中心に，日本列島を
わ こ う りゅうきゅう

含む東アジア海域の交流圏としての成長を把握させる。

(2) 一体化する世界

(2) 世界の一体化と日本 16世紀以降の世界商業の進展と産業革命後の資本主義の確立を中心に，

近現代世界を理解するための前提として，ユーラシアの諸文明の特質に 世界の一体化の過程を理解させる。その際，ヨーロッパの動向と日本など

触れるとともに，16世紀以降の世界商業の進展及び資本主義の確立を中心 アジア諸国の対応に着目させる。

に，世界が一体化に向かう過程を理解させる。その際，世界の動向と日本

とのかかわりに着目させる。

ア ユーラシアの諸文明

自然環境，生活，宗教などに着目させながら，東アジア，南アジア，

西アジア，ヨーロッパに形成された諸文明の特質とユーラシアの海，陸

における交流を概観させる。 ア 大航海時代の世界

イ 結び付く世界と近世の日本 大航海時代のヨーロッパとアフリカ，アメリカ，アジアとの接触・交

大航海時代のヨーロッパとアフリカ，アメリカ，アジアの接触と交流， 流を扱い，16世紀の世界の一体化への動きを理解させる。

アジアの諸帝国とヨーロッパの主権国家体制，大西洋世界の展開とアフ イ アジアの諸帝国とヨーロッパの主権国家体制

リカ・アメリカ社会の変容を扱い，16世紀から18世紀までの世界の一体 アジアの諸帝国の政治と社会，ヨーロッパの主権国家体制の成立，大

化の動きと近世の日本の対応を把握させる。 西洋貿易の展開を扱い，17世紀及び18世紀の世界の特質を理解させる。

ウ ヨーロッパ・アメリカの諸革命
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ウ ヨーロッパ・アメリカの工業化と国民形成 産業革命，フランス革命，アメリカ諸国の独立，自由主義と国民主義

産業革命と資本主義の確立，フランス革命とアメリカ諸国の独立，自 の進展，拡大する貿易活動を扱い，ヨーロッパ・アメリカにおける資本

由主義と国民主義の進展を扱い，ヨーロッパ・アメリカにおける工業化 主義の確立と国民形成を理解させる。

と国民形成を理解させる。 エ アジア諸国の変貌と日本

エ アジア諸国の変貌と近代の日本 ヨーロッパの進出期におけるアジア諸国の状況，植民地化や従属化の
ぼう

ヨーロッパの進出期におけるアジア諸国の状況，植民地化や従属化の 過程での抵抗と挫折，伝統文化の変容，その中での日本の対応を扱い，
ざ

過程での抵抗と挫折，伝統文化の変容，その中での日本の動向を扱い， 19世紀の世界の一体化とその特質を理解させる。
ざ

19世紀の世界の一体化と日本の近代化を理解させる。 (3) 現代の世界と日本

(3) 地球社会と日本 地球規模で一体化した現代世界の特質と展開過程を理解させ，人類の課

地球規模で一体化した構造をもつ現代世界の特質と展開過程を理解さ 題について考察させる。その際，世界の動向と日本とのかかわりに着目さ

せ，人類の課題について歴史的観点から考察させる。その際，世界の動向 せる。

と日本とのかかわりに着目させる。 ア 急変する人類社会

ア 急変する人類社会 輸送革命，マスメディアの発達，企業や国家の巨大化，社会の大衆化

科学技術の発達，企業や国家の巨大化，公教育の普及と国民統合，国 と政治や文化の変容，公教育の普及と国民統合などを扱い，20世紀とい

際的な移民の増加，マスメディアの発達，社会の大衆化と政治や文化の う時代の特質を人類史的視野から把握させる。

変容などを理解させ，19世紀後期から20世紀前半までの社会の変化につ

いて，人類史的視野から考察させる。 イ 二つの世界戦争と平和

イ 世界戦争と平和 第一次世界大戦と第二次世界大戦の原因や総力戦としての性格，それ

帝国主義諸国の抗争とアジア・アフリカの対応，二つの世界大戦の原 らが及ぼした影響を理解させ，平和の意義などについて考察させる。

因と総力戦としての性格，それらが世界と日本に及ぼした影響を理解さ

せ，19世紀後期から20世紀前半までの世界の動向と平和の意義について

考察させる。 ウ 米ソ冷戦とアジア・アフリカ諸国

ウ 三つの世界と日本の動向 第二次世界大戦後の米ソ両陣営の対立，アジア・アフリカの民族運動

第二次世界大戦後の米ソ両陣営の対立と日本の動向，アジア・アフリ と植民地支配からの独立を理解させ，核兵器問題やアジア・アフリカ諸

カの民族運動と植民地支配からの独立を理解させ，核兵器問題やアジア 国が抱える問題などについて考察させる。

・アフリカ諸国が抱える問題などについて考察させる。 エ 地球社会への歩みと日本

エ 地球社会への歩みと課題 1970年代以降の市場経済の世界化や地球規模での問題の出現を理解さ

1970年代以降の市場経済のグローバル化，冷戦の終結，地域統合の進 せ，日本が世界の諸国，諸地域と多様性を認め合いながら共存する方向

展，知識基盤社会への移行，地域紛争の頻発，環境や資源・エネルギー などについて考察させる。
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をめぐる問題などを理解させ，地球社会への歩みと地球規模で深刻化す

る課題について考察させる。 オ 地域紛争と国際社会

冷戦終結後の世界で起こった地域紛争の原因や歴史的背景を追究さ

せ，国際社会の変化や国民国家の課題などについて考察させる。

カ 科学技術と現代文明

原子力の利用，情報科学，宇宙科学の出現など現代の科学技術の人類

への寄与と課題を追究させ，人類の生存と環境，世界の平和と安全など

について考察させるとともに，国際的な交流と協調の必要性に気付かせ

る。

オ 持続可能な社会への展望

現代世界の特質や課題に関する適切な主題を設定させ，歴史的観点か

ら資料を活用して探究し，その成果を論述したり討論したりするなどの

活動を通して，世界の人々が協調し共存できる持続可能な社会の実現に

ついて展望させる。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の全体にわたって，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の全体にわたって，次の事項に配慮するものとする。

ア １の目標に即して基本的な事項・事柄を精選して指導内容を構成する ア １の目標に即して基本的な事項・事柄を精選して指導内容を構成する

とともに，各時代において世界と日本を関連付けて扱うこと。また，地 ものとし，細かな事象や高度な事項・事柄には深入りしないこと。

理的条件とも関連付けるようにすること。

イ 年表，地図その他の資料を積極的に活用したり，文化遺産，博物館や

資料館の調査・見学を取り入れたりするなどして，具体的に学ばせるよ

うに工夫すること。

イ 諸地域世界，交流圏，国際関係の展開などを取り扱う際，比較文明的

視点も考慮するとともに，各時代における世界の中に日本を位置付けて

考察させること。

ウ 風土，民族の扱い，人類の課題の考察，歴史地図の活用などについて

は，地理的条件との関連に留意すること。
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(2) 各項目については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアからエまでについては，諸地域世界の特質を構造的視

野から把握させるものとし，個々の地域を通史的に扱うことのないよう

にすること。また，東アジア世界の取扱いにおいては，日本を明確に位

置付けること。

イ 内容の(1)のオについては，生徒の実態等に応じ，(ｱ)から(ｴ)までの

うち二つ程度を選択して交流の具体的様相を把握させるものとし，詳細

な交流史は扱わないこと。

ア 内容の(2)のアについては，近現代史を中心とするこの科目の特質を

踏まえ，ユーラシアの諸文明を大観させるようにすること。

ウ 内容の(2)及び(3)については，次の事項に留意すること。

(ｱ) 客観的かつ公正な資料に基づいて歴史の事実に関する理解を得させ

るようにすること。

(ｲ) 政治，経済，社会，文化，生活など様々な観点から歴史的事象を取

り上げ，近現代世界に対する多角的で柔軟な見方を養うこと。

エ 内容の(3)については，次の事項に留意すること。

イ 内容の(3)については，単に知識を与えるだけでなく，現代世界が当 (ｱ) 単に知識を与えるだけでなく，現代の世界が当面する課題について

面する課題について考察させること。その際，核兵器などの脅威に着目 考察させること。その際，核兵器の脅威に着目させ，戦争を防止し，

させ，戦争を防止し，平和で民主的な世界を実現することが重要な課題 民主的で平和な国際社会を実現することが重要な課題であることを認

であることを認識させること。 識させること。

(ｲ) 内容のオ及びカについては，例示された課題などを参考に適切な主

題を設定し，生徒の主体的な追究を通して認識を深めさせるようにす

ること。

(3) 主題を設定して行う学習については，次の事項に配慮するものとする。

ア 学習の実施に当たっては，適切な時間を確保し，年間指導計画の中に

位置付けて指導すること。また，主題の設定や資料の選択に際しては，

生徒の興味・関心や学校，地域の実態等に十分配慮して行うこと。

イ 内容の(1)については，中学校社会科の内容との連続性に配慮して，

主題を設定すること。その際，アについては，この科目の導入として位
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置付け，内容の(2)のアと関連付けて指導すること。イについては，適

切な時期に実施するようにすること。

ウ 内容の(3)のオについては，内容の(3)のアからエまでに示された事項

を参考にして主題を設定させること。

(4) 近現代史の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 客観的かつ公正な資料に基づいて歴史の事実に関する理解を得させる

ようにすること。

イ 政治，経済，社会，文化，宗教，生活など様々な観点から歴史的事象

を取り上げ，近現代世界に対する多角的で柔軟な見方を養うこと。

第２ 世界史Ｂ 第２ 世界史Ｂ

１ 目 標 １ 目 標

世界の歴史の大きな枠組みと展開を諸資料に基づき地理的条件や日本の歴 世界の歴史の大きな枠組みと流れを，我が国の歴史と関連付けながら理解

史と関連付けながら理解させ，文化の多様性・複合性と現代世界の特質を広 させ，文化の多様性と現代世界の特質を広い視野から考察させることによっ

い視野から考察させることによって，歴史的思考力を培い，国際社会に主体 て，歴史的思考力を培い，国際社会に主体的に生きる日本人としての自覚と

的に生きる日本国民としての自覚と資質を養う。 資質を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 世界史への扉 (1) 世界史への扉

自然環境と人類のかかわり，日本の歴史と世界の歴史のつながり，日常 身近なものや日常生活にかかわる主題，我が国の歴史にかかわる主題な

生活にみる世界の歴史にかかわる適切な主題を設定し考察する活動を通し ど，適切な主題を設定し追究する学習を通して，歴史に対する関心と世界

て，地理と歴史への関心を高め，世界史学習の意義に気付かせる。 史学習への意欲を高める。

ア 世界史における時間と空間

時計，暦，世界地図，都市図などから適切な事例を取り上げて，その

変遷や意義を追究させ，人々の時間意識や空間意識が時代や地域により

異なることに気付かせる。

ア 自然環境と人類のかかわり

自然環境と人類のかかわりについて，生業や暮らし，交通手段，資源，

災害などから適切な歴史的事例を取り上げて考察させ，世界史学習にお
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ける地理的視点の重要性に気付かせる。

イ 日常生活に見る世界史

衣食住，家族，余暇，スポーツなどから適切な事例を取り上げて，そ

の変遷を追究させ，日常生活からも世界史がとらえられることに気付か

せる。

イ 日本の歴史と世界の歴史のつながり ウ 世界史と日本史とのつながり

日本と世界の諸地域の接触・交流について，人，もの，技術，文化， 日本と世界の接触・交流にかかわる人，物，技術，文化などから適切

宗教，生活などから適切な歴史的事例を取り上げて考察させ，日本の歴 な事例を取り上げて，接触・交流の具体的様相を追究させ，日本列島の

史と世界の歴史のつながりに気付かせる。 歴史と世界史との密接なつながりに気付かせる。

ウ 日常生活にみる世界の歴史

日常生活にみる世界の歴史について，衣食住，家族，余暇，スポーツ

などから適切な事例を取り上げて，その変遷を考察させ，日常生活から

も世界の歴史がとらえられることに気付かせる。

(2) 諸地域世界の形成 (2) 諸地域世界の形成

人類は各地の自然環境に適応しながら農耕や牧畜を基礎とする諸文明を 人類は各地の自然環境に適応しながら農耕や牧畜を基礎とする諸文明を

築き上げ，やがてそれらを基により大きな地域世界を形成したことを把握 築き上げ，やがてそれらを基により大きな地域世界を形成したことを把握

させる。 させる。

ア 西アジア世界・地中海世界 ア 西アジア・地中海世界

西アジアと地中海一帯の地理的特質，オリエント文明，イラン人の活 西アジア・地中海世界の風土，オリエント文明の盛衰，イラン人の活

動，ギリシア・ローマ文明に触れ，西アジア世界と地中海世界の形成過 動，エーゲ文明，ギリシア・ローマ文明に触れ，西アジア・地中海世界

程を把握させる。 の特質を把握させる。

イ 南アジア世界・東南アジア世界 イ 南アジア世界の形成

南アジアと東南アジアの地理的特質，インダス文明，アーリヤ人の進 南アジアの風土，インダス文明，アーリヤ人の進入以後の文化，社会，

入以後の南アジアの文化，社会，国家の発展，東南アジアの国家形成に 国家の発展に触れ，南アジア世界の形成過程を把握させる。

触れ，南アジア世界と東南アジア世界の形成過程を把握させる。

ウ 東アジア世界・内陸アジア世界 ウ 東アジア・内陸アジア世界の形成

東アジアと内陸アジアの地理的特質，中華文明の起源と秦・漢帝国， 東アジア・内陸アジアの風土，中華文明の起源と秦・漢帝国，遊牧国
しん しん

遊牧国家の動向，唐帝国と東アジア諸民族の活動に触れ，日本を含む東 家の動向，唐帝国と東アジア諸民族の活動に触れ，日本を含む東アジア

アジア世界と内陸アジア世界の形成過程を把握させる。 世界と内陸アジア世界の形成過程を把握させる。
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エ 時間軸からみる諸地域世界

主題を設定し，それに関連する事項を年代順に並べたり，因果関係で

結び付けたり，地域世界ごとに比較したりするなどの活動を通して，世

界史を時間的なつながりに着目して整理し，表現する技能を習得させる。

(3) 諸地域世界の交流と再編 (3) 諸地域世界の交流と再編

ユーラシアの海域及び内陸のネットワークを背景に，諸地域世界の交流 ユーラシアの内陸及び海域のネットワークを背景に，諸地域世界の交流

が一段と活発化し，新たな地域世界の形成や再編を促したことを把握させ が一段と活発になり，新たな地域世界の形成や再編を促したことを把握さ

る。 せる。

ア イスラーム世界の形成と拡大 ア イスラーム世界の形成と拡大

アラブ人とイスラーム帝国の発展，トルコ系民族の活動，アフリカ・ アラブ人とイスラーム帝国の発展，トルコ系民族の活動，アフリカ・

南アジアのイスラーム化に触れ，イスラーム世界の形成と拡大の過程を 南アジアのイスラーム化に触れ，イスラーム世界の形成，拡大の過程を

把握させる。 把握させる。

イ ヨーロッパ世界の形成と展開 イ ヨーロッパ世界の形成と変動

ビザンツ帝国と東ヨーロッパの動向，西ヨーロッパの封建社会の成立 ビザンツ帝国と東ヨーロッパの展開，西ヨーロッパの封建社会，都市

と変動に触れ，キリスト教とヨーロッパ世界の形成と展開の過程を把握 の発達と王権の伸長に触れ，キリスト教とヨーロッパ世界の形成，変動

させる。 の過程を把握させる。

ウ 内陸アジアの動向と諸地域世界 ウ 内陸アジアの動向と諸地域世界

内陸アジア諸民族と宋の抗争，モンゴル帝国の興亡とユーラシアの諸 契丹・女真と宋の抗争，モンゴル帝国の興亡と諸地域世界や日本の変
そう きったん じょしん そう

地域世界や日本の変動に触れ，内陸アジア諸民族が諸地域世界の交流と 動に触れ，内陸アジア諸民族がユーラシア諸地域の交流と再編に果たし

再編に果たした役割を把握させる。 た役割を把握させる。

エ 空間軸からみる諸地域世界

同時代性に着目して主題を設定し，諸地域世界の接触や交流などを地

図上に表したり，世紀ごとに比較したりするなどの活動を通して，世界

史を空間的なつながりに着目して整理し，表現する技能を習得させる。

(4) 諸地域世界の結合と変容 (4) 諸地域世界の結合と変容

アジアの繁栄とヨーロッパの拡大を背景に，諸地域世界の結合が一層進 アジアの繁栄とヨーロッパの拡大を背景に，諸地域世界の結合が一層進

展したこととともに，主権国家体制を整え工業化を達成したヨーロッパの んだことを把握させるとともに，主権国家体制を整え工業化を達成したヨ

進出により，世界の構造化が進み，社会の変容が促されたことを理解させ ーロッパの進出により，世界の構造化と社会の変容が促されたことを理解

る。 させる。
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ア アジア諸地域の繁栄と日本 ア アジア諸地域世界の繁栄と成熟

西アジア・南アジアのイスラーム諸帝国や東南アジア海域の動向，明 明・清帝国と朝鮮や日本との関係，東南アジア海域世界とイスラーム
みん みん しん

・清帝国と日本や朝鮮などとの関係を扱い，16世紀から18世紀までのア 世界の動向を扱い，16世紀から18世紀にかけてのアジア諸地域世界の特
しん

ジア諸地域の特質とその中での日本の位置付けを理解させる。 質を理解させる。

イ ヨーロッパの拡大と大西洋世界 イ ヨーロッパの拡大と大西洋世界

ルネサンス，宗教改革，主権国家体制の成立，世界各地への進出と大 ルネサンスと宗教改革，新航路の開拓，主権国家体制の成立，大西洋

西洋世界の形成を扱い，16世紀から18世紀までのヨーロッパ世界の特質 貿易を扱い，16世紀から18世紀にかけてのヨーロッパ世界の特質とアメ

とアメリカ・アフリカとの関係を理解させる。 リカ・アフリカとの関係を理解させる。

ウ 産業社会と国民国家の形成 ウ ヨーロッパ・アメリカの変革と国民形成

産業革命，フランス革命，アメリカ諸国の独立など，18世紀後半から 産業革命，フランス革命，アメリカ諸国の独立など，18世紀後半から

19世紀までのヨーロッパ・アメリカの経済的，政治的変革を扱い，産業 19世紀にかけてのヨーロッパ・アメリカの経済的，政治的変革を扱い，

社会と国民国家の形成を理解させる。 産業社会と国民国家の形成を理解させる。

エ 世界市場の形成と日本 エ 世界市場の形成とアジア諸国

世界市場の形成，ヨーロッパ諸国のアジア進出，オスマン，ムガル，清 世界市場の形成，ヨーロッパ諸国のアジア進出，オスマン，ムガル，
しん

帝国及び日本などアジア諸国の動揺と改革を扱い，19世紀のアジアの特 清帝国及び日本などアジア諸国の動揺と改革を扱い，19世紀のアジアと

質とその中での日本の位置付けを理解させる。 ヨーロッパの関係を理解させる。

オ 帝国主義と世界の変容

ヨーロッパ諸国によるアジア・アフリカの植民地化をめぐる競合とア

ジア・アフリカの対応を扱い，19世紀後期から20世紀初期の世界の支配

・従属関係を伴う一体化と社会の変容を理解させる。

オ 資料からよみとく歴史の世界

主題を設定し，その時代の資料を選択して，資料の内容をまとめたり，

その意図やねらいを推測したり，資料への疑問を提起したりするなどの

活動を通して，資料を多面的・多角的に考察し，よみとく技能を習得さ

せる。

(5) 地球世界の到来 (5) 地球世界の形成

科学技術の発達や生産力の著しい発展を背景に，世界は地球規模で一体 科学技術の発達や生産力の著しい発展を背景に，現代世界は地球規模で

化し，二度の世界大戦や冷戦を経て相互依存を一層強めたことを理解させ 一体化し，相互依存を強めたことを理解させる。また，国際対立と国際協

る。また，今日の人類が直面する課題を歴史的観点から考察させ，21世紀 調，科学技術と現代文明などの観点から20世紀の歴史の特質を考察させ，
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の世界について展望させる。 未来を展望させる。

ア 帝国主義と社会の変容

科学技術の発達，企業・国家の巨大化，国民統合の進展，帝国主義諸

国の抗争とアジア・アフリカの対応，国際的な移民の増加などを理解さ

せ，19世紀後期から20世紀初期までの世界の動向と社会の特質について

考察させる。

イ 二つの世界大戦と大衆社会の出現 ア 二つの大戦と世界

総力戦としての二つの世界大戦，ロシア革命とソヴィエト連邦の成立， 二つの大戦と総力戦，ロシア革命とソヴィエト連邦の成立，大衆社会

大衆社会の出現とファシズム，世界恐慌と資本主義の変容，アジア・ア の出現と全体主義，世界恐慌と資本主義の変容，アジアの民族運動など

フリカの民族運動などを理解させ，20世紀前半の世界の動向と社会の特 を扱い，20世紀前半の世界の動向と社会の特質を理解させる。

質について考察させる。

ウ 米ソ冷戦と第三世界 イ 米ソ冷戦と第三勢力

米ソ両陣営による冷戦の展開，戦後の復興と経済発展，アジア・アフ 米ソ冷戦の展開，アジア・アフリカ諸国の独立と紛争，平和共存の模

リカ諸国の独立とその後の課題，平和共存の模索などを理解させ，第二 索と多極化の進展を扱い，冷戦期の世界の動向を理解させる。

次世界大戦後から1960年代までの世界の動向について考察させる。

エ グローバル化した世界と日本 ウ 冷戦の終結と地球社会の到来

市場経済のグローバル化とアジア経済の成長，冷戦の終結とソヴィエ 市場経済の世界化，東欧諸国の民主化と冷戦の終結，ソヴィエト連邦

ト連邦の解体，地域統合の進展，知識基盤社会への移行，地域紛争の頻 の解体，アジア経済の急成長，地域統合の進展などを扱い，1970年代以

発，環境や資源・エネルギーをめぐる問題などを理解させ，1970年代以 降の世界と日本の動向を理解させる。

降の世界と日本の動向及び社会の特質について考察させる。

エ 国際対立と国際協調

核兵器問題，人種・民族問題，第二次世界大戦後の主要な国際紛争な

ど，現代の国際問題を歴史的観点から追究させ，国際協調の意義と課題

を考察させる。

オ 科学技術の発達と現代文明

情報化，先端技術の発達，環境問題などを歴史的観点から追究させ，

科学技術と現代文明について考察させる。

カ これからの世界と日本

国際政治，世界経済，現代文明などにおいて人類の当面する課題を歴
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史的観点から追究させ，これからの世界と日本を展望させる。

オ 資料を活用して探究する地球世界の課題

地球世界の課題に関する適切な主題を設定させ，歴史的観点から資料

を活用して探究し，その成果を論述したり討論したりするなどの活動を

通して，資料を活用し表現する技能を習得させるとともに，これからの

世界と日本の在り方や世界の人々が協調し共存できる持続可能な社会の

実現について展望させる。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の全体にわたって，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の全体にわたって，次の事項に配慮するものとする。

ア １の目標に即して基本的な事項・事柄を精選して指導内容を構成する ア １の目標に即して基本的な事項・事柄を精選して指導内容を構成する

とともに，各時代における世界と日本を関連付けて扱うこと。また，地 ものとし，細かな事象や高度な事項・事柄には深入りしないこと。

理的条件とも関連付けるようにすること。

イ 年表，地図その他の資料を積極的に活用したり，文化遺産，博物館や

資料館の調査・見学を取り入れたりするなどして，具体的に学ばせるよ

うに工夫すること。

イ 具体的な歴史の展開を通して，文化・文明などの概念，年代の表し方，

時代や地域の区分などを把握させるようにすること。

ウ 風土，民族の扱い，現代の課題の考察，歴史地図の活用などについて

は，地理的条件との関連に留意すること。

(2) 各項目については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，生徒の実態等に応じ，アからウまでのうち適

宜項目を選択し，二つ程度主題を設定して追究する学習を行うこと。

その際，世界史学習の導入に当たることを考慮し，抽象的で高度な指導

にならないようにすること。

ア 内容の(2)及び(3)については，各地域世界の人々の生活，宗教，意識 イ 内容の(2)及び(3)については，次の事項に留意すること。

などを具体的に把握できるようにし，政治史のみの学習にならないよう (ｱ) 各時代の人々の生活や意識を具体的に理解できるようにし，政治史

にすること。 のみの学習にならないようにすること。

(ｲ) 比較文明的視点から世界の歴史の中の日本の位置付けにも着目させ
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ること。

ウ 内容の(4)及び(5)については，次の事項に留意すること。

(ｱ) 客観的かつ公正な資料に基づいて歴史の事実に関する理解を得させ

るようにすること。

(ｲ) 広い視野から世界の動きをとらえることとし，各国史別の扱いにな

らないようにすること。

(ｳ) 政治，経済，社会，文化，生活など様々な観点から歴史的事象を取

り上げ，近現代世界に対する多角的で柔軟な見方を養うこと。

(ｴ) 日本と関連する諸国の歴史については当該国の歴史から見た日本な

どにも着目させ，世界の歴史における日本の位置付けを明確にするこ

と。

イ 内容の(5)については，単に知識を与えるだけでなく，地球世界の課 エ 内容の(5)については，次の事項に留意すること。

題について考察させること。その際，核兵器などの脅威に着目させ，戦 (ｱ) 単に知識を与えるだけでなく，地球世界の課題について考察させる

争を防止し，平和で民主的な世界を実現させることが重要な課題である こと。その際，核兵器の脅威に着目させ，戦争を防止し，民主的で平

ことを認識させること。 和な国際社会を実現させることが重要な課題であることを認識させる

こと。

(ｲ) 内容のエ，オ及びカについては，例示された課題などを参考に適切

な主題を設定し，生徒の主体的な追究を通して認識を深めさせるよう

にすること。

(3) 主題を設定して行う学習については，次の事項に配慮するものとする。

ア 学習の実施に当たっては，適切な時間を確保し，年間指導計画の中に

位置付けて段階的・継続的に指導すること。また，主題の設定や資料の

選択に際しては，生徒の興味・関心や学校，地域の実態等に十分配慮し

て行うこと。

イ 内容の(1)については，中学校社会科の内容との連続性に配慮して，

主題を設定すること。その際，アについては，この科目の導入として位

置付けること。イ及びウについては，適切な時期に実施するようにする

こと。

ウ 内容の(2)のエ，(3)のエ及び(4)のオについては，次の事項に留意す
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ること。

(ｱ) それぞれの項目の内容に示された事項を参考にして主題を設定し，

生徒の主体的な追究を通して，歴史的思考力を培うようにすること。

(ｲ) 内容の(2)のエ及び(3)のエについては，年表や地図その他の資料を

活用して説明するなどの活動を取り入れること。

(ｳ) 内容の(4)のオについては，文字資料に加えて，絵画，風刺画，写

真などの図像資料を取り入れるよう工夫すること。

エ 内容の(5)のオについては，内容の(5)のアからエまでに示された事項

を参考にして主題を設定させること。

(4) 近現代史の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 客観的かつ公正な資料に基づいて歴史の事実に関する理解を得させる

ようにすること。

イ 各国史別の扱いにならないよう，広い視野から世界の動きをとらえさ

せるようにすること。

ウ 政治，経済，社会，文化，宗教，生活など様々な観点から歴史的事象

を取り上げ，近現代世界に対する多角的で柔軟な見方を養うこと。

エ 日本と関連する諸国の歴史については，当該国の歴史から見た日本な

どにも着目させ，世界の歴史における日本の位置付けを明確にすること。

第３ 日本史Ａ 第３ 日本史Ａ

１ 目 標 １ 目 標

我が国の近現代の歴史の展開を諸資料に基づき地理的条件や世界の歴史と 近現代史を中心とする我が国の歴史の展開を，世界史的視野に立ち我が国

関連付け，現代の諸課題に着目して考察させることによって，歴史的思考力 を取り巻く国際環境などと関連付けて考察させることによって，歴史的思考

を培い，国際社会に主体的に生きる日本国民としての自覚と資質を養う。 力を培い，国民としての自覚と国際社会に主体的に生きる日本人としての資

質を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 私たちの時代と歴史 (1) 歴史と生活

現代の社会やその諸課題が歴史的に形成されたものであるという観点か 身近な生活文化や地域社会の変化などにかかわる主題を設定し追究する
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ら，近現代の歴史的事象と現在との結び付きを考える活動を通して，歴史 学習を通して，歴史への関心を高めるとともに，歴史的な見方や考え方を

への関心を高め，歴史を学ぶ意義に気付かせる。 身に付けさせる。

ア 衣食住の変化

日常の生活の中で接している衣食住がどのように変化してきたかを，

社会的な背景と関連付けて追究させる。

イ 交通・通信の変化

交通や通信の変化がどのような時代的背景の下でもたらされ，それが

人々の日常生活にどのような影響をもたらしたかを追究させる。

ウ 現代に残る風習と民間信仰

現代に残る風習や民間信仰が本来どのような意味をもち，それがどの

ように変化してきたかを現代の人々の生活と関連付けて追究させる。

エ 産業技術の発達と生活

産業技術の発達がどのような時代的背景の下でもたらされ，それが人

々の日常生活にどのような影響をもたらしたかを追究させる。

オ 地域社会の変化

地域社会がどのように変化してきたかを，政治的，経済的な条件や国

際的な動きと関連付けて追究させる。

(2) 近代の日本と世界 (2) 近代日本の形成と19世紀の世界

開国前後から第二次世界大戦終結までの政治や経済，国際環境，国民生 開国以後，明治維新を経て近代日本が急速に形成された過程を，国際環

活や文化の動向について，相互の関連を重視して考察させる。 境と関連付けて理解させる。

ア 近代国家の形成と国際関係の推移 ア 国際環境の変化と幕藩体制の動揺

(ｱ) 近代の萌芽や欧米諸国のアジア進出，文明開化などに見られる欧米 産業，学問・思想，教育における近代の萌芽や欧米諸国のアジア進出
ほう ほう

文化の導入と明治政府による諸改革に伴う社会や文化の変容，自由民 に着目して，幕藩体制動揺期の内外の情勢について理解させる。

権運動と立憲体制の成立に着目して，開国から明治維新を経て近代国 イ 明治維新と近代国家の形成

家が形成される過程について考察させる。 文明開化などに見られる欧米文化の導入と明治政府による諸制度の改

革に伴う社会・文化の変化に着目して，開国，明治維新から自由民権運

動を経て立憲体制が成立するまでの我が国の近代国家の形成について理

解させる。

(ｲ) 条約改正や日清・日露戦争前後の対外関係の変化，政党の役割と社 ウ 国際関係の推移と近代産業の成立
にっしん
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会的な基盤に着目して，国際環境や政党政治の推移について考察させ 条約改正や日清・日露戦争前後の欧米諸国やアジア近隣諸国との関係
にっしん

る。 の変化及び産業革命の進行に着目して，我が国の対外政策の推移と近代

産業の成立について理解させる。

(3) 近代日本の歩みと国際関係

第一次世界大戦前後から第二次世界大戦終結までの我が国の状況につい

て，国際情勢と関連付けて考察させる。

ア 政党政治の展開と大衆文化の形成

政党の役割と社会的な基盤，学問・文化の進展と教育の普及に着目し

て，政党政治の推移と大衆文化の形成について考察させる。

イ 近代産業の発展と両大戦をめぐる国際情勢 イ 近代産業の発展と国民生活

(ｱ) 産業革命の進行，都市や村落の生活の変化と社会問題の発生，学問 都市や村落の生活の変化と社会問題の発生に着目して，近代産業の発

・文化の進展と教育の普及，大衆社会と大衆文化の形成に着目して， 展とそれが国民生活にもたらした影響について考察させる。

近代産業の発展と国民生活の変化について考察させる。 ウ 両大戦をめぐる国際情勢と日本

(ｲ) 諸国家間の対立や協調関係と日本の立場，国内の経済・社会の動向， 諸国家間の対立や協調関係と日本の立場，国内の経済・社会の動向，

アジア近隣諸国との関係に着目して，二つの世界大戦とその間の内外 アジア近隣諸国との関係に着目して，二つの世界大戦とその間の内外情

情勢の変化について考察させる。 勢の変化について考察させる。

ウ 近代の追究

近代における政治や経済，国際環境，国民生活や文化の動向が相互に

深くかかわっているという観点から，産業と生活，国際情勢と国民，地

域社会の変化などについて，具体的な歴史的事象と関連させた適切な主

題を設定して追究し表現する活動を通して，歴史的な見方や考え方を育

てる。

(3) 現代の日本と世界 (4) 第二次世界大戦後の日本と世界

第二次世界大戦後の政治や経済，国際環境，国民生活や文化の動向につ 第二次世界大戦後の民主化と復興，国際社会への復帰，経済の発展と現

いて，現代の諸課題と近現代の歴史との関連を重視して考察させる。 代の日本について，世界の動向と関連付けて考察させるとともに，我が国

の課題と役割について認識させる。

ア 現代日本の政治と国際社会 ア 戦後政治の動向と国際社会

占領政策と諸改革，新憲法の成立，平和条約と独立，国際交流や国際 第二次世界大戦後の国際関係の推移に着目して，占領政策と諸改革，

貢献の拡大などに着目して，我が国の再出発及びその後の政治や対外関 新憲法の成立，平和条約と独立など我が国の再出発及びその後の政治の
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係の推移について考察させる。 推移と新しい外交関係の確立について考察させる。

イ 経済の発展と国民生活の変化 イ 経済の発展と国民生活

戦後の経済復興，高度経済成長と科学技術の発達，経済の国際化，生 生活意識や価値観の変化に着目して，戦後の経済復興，技術革新と高

活意識や価値観の変化などに着目して，日本経済の発展と国民生活の変 度成長，経済の国際化など日本経済の発展と国民生活の向上について考

化について考察させる。 察させる。

ウ 現代の日本と世界

経済や文化の国際的交流，科学技術の発達と世界の平和，我が国の国

際貢献の拡大などに着目して，現代世界の動向と日本の課題及び役割に

ついて考察させる。

ウ 現代からの探究

現代の社会やその諸課題が歴史的に形成されたものであるという観点

から，近現代の歴史にかかわる身の回りの社会的事象と関連させた適切

な主題を設定させ，資料を活用して探究し，その解決に向けた考えを表

現する活動を通して，歴史的な見方や考え方を身に付けさせる。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の全体にわたって，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の全体にわたって，次の事項に配慮するものとする。

ア 我が国の近現代の歴史の展開について国際環境や地理的条件などと関 ア 我が国の歴史の展開を，諸外国との政治的な関係，経済・文化の接触

連付け，世界の中の日本という視点から考察させること。 ・交流や地理的条件などと関連付け，世界の中の日本という視点から理

解させること。

イ １の目標に即して基本的な事項・事柄を精選して指導内容を構成する イ １の目標に即して基本的な事項・事柄を精選して指導内容を構成する

こと。 ものとし，細かな事象や高度な事項・事柄には深入りしないこと。

ウ 年表，地図その他の資料を一層活用させるとともに，地域の文化遺産，

博物館や資料館の調査・見学などを取り入れるよう工夫すること。

エ 国民生活や文化の動向については，地域社会の様子などと関連付ける

とともに，衣食住や風習・信仰などの生活文化についても扱うようにす

ること。

(2) この科目の指導に当たっては，客観的かつ公正な資料に基づいて，事実 (2) 近現代史の指導に当たっては，客観的かつ公正な資料に基づいて，事実

の正確な理解に導くようにするとともに，多面的・多角的に考察し公正に の正確な理解に導くようにするとともに，多面的・多角的に考察し公正に
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判断する能力を育成するようにする。その際，核兵器などの脅威に着目さ 判断する能力を育成するようにする。その際，核兵器の脅威に着目させ，

せ，戦争を防止し，平和で民主的な国際社会を実現することが重要な課題 戦争を防止し，民主的で平和な国際社会を実現することが重要な課題であ

であることを認識させる。 ることを認識させること。

(3) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (3) 内容の(1)の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア アからオまでの中から，生徒の実態等に応じ，二つ又は三つを選択し

て主題を設定し，作業的，体験的な学習を重視して実施すること。

イ 選択した項目の一つは，この科目の導入として実施し，現在の生活環

境が歴史の産物であることに気付かせることによって日本史学習への関

心を高めるようにすること。

ウ 前項以外の選択した項目については，学習の深化と歴史的思考力の育

成を図ることをねらいとして，内容の(2)以下の学習と関連させて取り

扱うよう指導計画を工夫すること。

ア 内容の(1)については，この科目の導入として位置付けること。また，

近代，現代などの時代区分の持つ意味，近現代の歴史の考察に有効な諸

資料についても扱うこと。

イ 内容の(2)のウ及び(3)のウについては，資料を活用して歴史を考察し

たりその結果を表現したりする技能を高めること。内容の(3)のウにつ

いては，この科目のまとめとして位置付けること。

第４ 日本史Ｂ 第４ 日本史Ｂ

１ 目 標 １ 目 標

我が国の歴史の展開を諸資料に基づき地理的条件や世界の歴史と関連付け 我が国の歴史の展開を，世界史的視野に立って総合的に考察させ，我が国

て総合的に考察させ，我が国の伝統と文化の特色についての認識を深めさせ の文化と伝統の特色についての認識を深めさせることによって，歴史的思考

ることによって，歴史的思考力を培い，国際社会に主体的に生きる日本国民 力を培い，国民としての自覚と国際社会に主体的に生きる日本人としての資

としての自覚と資質を養う。 質を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 歴史の考察

歴史を考察する基本的な方法を理解させるとともに，主題を設定して追
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究する学習，地域社会にかかわる学習を通して，歴史への関心を高め，歴

史的な見方や考え方を身に付けさせる。

ア 歴史と資料

歴史における資料の特性とその活用及び文化財保護の意義について理

解させる。

(ｱ) 資料をよむ

様々な歴史的資料の特性に着目して，資料に基づいて歴史が叙述さ

れていることを理解させる。

(ｲ) 資料にふれる

博物館などの施設や地域の文化遺産についての関心を高め，文化財

保護の重要性について理解させる。

イ 歴史の追究

我が国の歴史の展開について，時代ごとに区切らない主題を設定し追

究する学習を通して，歴史的な見方や考え方を身に付けさせる。

(ｱ) 日本人の生活と信仰

衣食住の変化，習俗や信仰などに着目して，日本人の生活様式や精

神生活の推移について追究させる。

(ｲ) 日本列島の地域的差異

文化の特色，人々の生活，都市の形成，他地域との交流などに着目

して，日本列島の諸地域における歴史の差異について追究させる。

(ｳ) 技術や情報の発達と教育の普及

人々の生活の変化に着目して，各時代における産業や生活の中の技

術，交通，情報などの発達や教育の普及の影響について追究させる。

(ｴ) 世界の中の日本

我が国と外国との交流や相互理解などに着目して，外国人が日本を

どう見ていたか，また日本人が世界をどう見ていたかについて追究さ

せる。

(ｵ) 法制の変化と社会

様々な法制の特色や変化に着目して，各時代における法と人とのか
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かわりや法が社会に果たす役割について追究させる。

ウ 地域社会の歴史と文化

地域社会の歴史と文化について，その地域の自然条件や政治的，経済

的な諸条件と関連付けて考察させる。

(1) 原始・古代の日本と東アジア (2) 原始・古代の社会・文化と東アジア

原始社会の特色及び古代国家と社会や文化の特色について，国際環境と 原始社会の人々の生活の変化，大和朝廷による統一，律 令に基づく古
りつりょう

関連付けて考察させる。 代国家の成立と推移及び文化の形成について，東アジア世界の動きとも関

連付けて理解させる。

ア 歴史と資料

遺跡や遺物，文書など様々な歴史資料の特性に着目し，資料に基づい

て歴史が叙述されていることなど歴史を考察する基本的な方法を理解さ

せ，歴史への関心を高めるとともに，文化財保護の重要性に気付かせる。

イ 日本文化の黎明と古代国家の形成 ア 日本文化の黎明
れい れい

旧石器文化，縄文文化及び弥生文化の時代を経て，我が国において国 自然環境や大陸からの文化の影響による生活の変化に着目して，旧石
や よ い

家が形成され律令体制が確立する過程，隋・唐など東アジア世界との 器文化，縄文文化及び弥生文化の時代の社会について理解させる。
りつりょう ずい や よ い

関係，古墳文化，天 平 文化に着目して，古代国家の形成と展開，文 イ 古代国家の形成と東アジア
てんぴょう

化の特色とその成立の背景について考察させる。 我が国における国家の形成と律令体制の確立の過程，隋・唐など東ア
ずい

ジア世界との交流に着目して，古代国家の展開と古墳文化，天 平文化
てんぴょう

などの文化の特色について理解させる。

ウ 古代国家の推移と社会の変化 ウ 古代国家の推移と社会の変化

東アジア世界との関係の変化，荘園・公領の動きや武士の台頭など 東アジア世界との関係の変化，荘 園・公領の動きや武士の台頭など
しょうえん しょうえん

諸地域の動向に着目して，古代国家の推移，文化の特色とその成立の背 地方の動向に着目して，古代国家の推移と国風文化の展開及び中世社会

景及び中世社会の萌芽について考察させる。 の萌芽について理解させる。
ほう ほう

(2) 中世の日本と東アジア (3) 中世の社会・文化と東アジア

中世国家と社会や文化の特色について，国際環境と関連付けて考察させ 武家政権の成立から戦国大名の時代に至る武家社会の進展と文化の展開

る。 について，東アジア世界の動向と関連付けて理解させる。

ア 歴史の解釈

歴史資料を含む諸資料を活用して，歴史的事象の推移や変化，相互の

因果関係を考察するなどの活動を通して，歴史の展開における諸事象の
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意味や意義を解釈させる。

イ 中世国家の形成 ア 武家政権の成立

武士の土地支配と公武関係，宋・元などとの関係，仏教の動向に着目 武士の土地支配と公武関係，宋・元とのかかわりに着目して，武家政
そう そう

して，中世国家の形成過程や社会の仕組み，文化の特色とその成立の背 権の形成過程と鎌倉新仏教など文化に見られる新しい気運について理解
かまくら

景について考察させる。 させる。

ウ 中世社会の展開 イ 武家政権の展開と社会の変化

日本の諸地域の動向，日明貿易など東アジア世界との関係，産業経済 日本の諸地域の動向，日明貿易など東アジア世界との交流，庶民の台
にちみん にちみん

の発展，庶民の台頭と下剋上，武家文化と公家文化のかかわりや庶民 頭に着目して，産業経済の発展や下剋上など中世社会の多様な展開及
げ こくじょう く げ げ こくじょう

文化の萌芽に着目して，中世社会の多様な展開，文化の特色とその成立 び武家文化と公家文化のかかわりや庶民文化の萌芽など文化の動向につ
ほう

の背景について考察させる。 いて理解させる。

(3) 近世の日本と世界 (4) 近世の社会・文化と国際関係

近世国家と社会や文化の特色について，国際環境と関連付けて考察させ 織豊政権及び幕藩体制の特色と推移，社会・文化の動向について，国際

る。 関係の変化とその影響にも触れながら理解させる。

ア 歴史の説明

歴史的事象には複数の歴史的解釈が成り立つことに気付かせ，それぞ

れの根拠や論理を踏まえて，筋道立てて考えを説明させる。

イ 近世国家の形成 ア 織豊政権と幕藩体制の形成

ヨーロッパ世界との接触やアジア各地との関係，織豊政権と幕藩体制 ヨーロッパ世界との接触とその影響，鎖国などその後の対外関係，支

下の政治・経済基盤，身分制度の形成や儒学の役割，文化の特色に着目 配体制と身分制度や儒学の役割，文化の特色に着目して，織豊政権，幕

して，近世国家の形成過程とその特色や社会の仕組みについて考察させ 藩体制の特質について理解させる。

る。

ウ 産業経済の発展と幕藩体制の変容 イ 産業経済の発展と都市や村落の文化

幕藩体制下の農業など諸産業や交通・技術の発展，町人文化の形成， 幕藩体制の下での経済機構や交通・技術の発展，都市の繁栄に着目し

欧米諸国のアジアへの進出，学問・思想の動きに着目して，近世の都市 て，農業や商工業の発展及び町人文化の形成，農山漁村の生活文化につ

や農山漁村における生活や文化の特色とその成立の背景，幕藩体制の変 いて理解させる。

容と近代化の基盤の形成について考察させる。

ウ 国際環境の変化と幕藩体制の動揺

欧米諸国のアジアへの進出，学問・思想及び産業の新たな展開に着目

して，幕藩体制の動揺と近代化の基盤の形成について理解させる。
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(4) 近代日本の形成と世界 (5) 近代日本の形成とアジア

近代国家の形成と社会や文化の特色について，国際環境と関連付けて考 開国，幕府の滅亡と新政府の成立からの明治時代の近代日本の歩みにつ

察させる。 いて，アジアにおける国際環境と関連付けて考察させる。

ア 明治維新と立憲体制の成立 ア 明治維新と立憲体制の成立

開国と幕府の滅亡，文明開化など欧米の文化・思想の影響や国際環境 文明開化など欧米の文化・思想の影響や国際環境の変化に着目して，

の変化，自由民権運動と立憲体制の成立に着目して，明治維新以降の我 開国，明治維新から自由民権運動を経て立憲体制が成立するまでの我が

が国の近代化の推進過程について考察させる。 国の近代化の推進について考察させる。

イ 国際関係の推移と立憲国家の展開 イ 国際関係の推移と立憲国家の展開

条約改正，日 清・日露戦争とその前後のアジア及び欧米諸国との関 条約改正，日清・日露戦争とその前後のアジア及び欧米諸国との関係
にっしん にっしん

係の推移に着目して，我が国の立憲国家としての展開について考察させ の推移に着目して，我が国の立憲国家としての展開について考察させる。

る。 ウ 近代産業の発展と近代文化

ウ 近代産業の発展と近代文化 国民生活の向上と社会問題の発生，学問の発展や教育制度の拡充に着

国民生活の向上と社会問題の発生，学問の発展や教育制度の拡充に着 目して，近代産業の発展と近代文化の特色について考察させる。

目して，近代産業の発展の経緯や近代文化の特色とその成立の背景につ

いて考察させる。

(5) 両世界大戦期の日本と世界 (6) 両世界大戦期の日本と世界

近代国家の展開と社会や文化の特色について，国際環境と関連付けて考 第一次世界大戦から第二次世界大戦に至る我が国の歴史について，世界

察させる。 情勢と国内の動きを関連付けて考察させる。

ア 第一次世界大戦と日本の経済

国際社会の中の日本の立場に着目して，第一次世界大戦前後の対外政

策の推移や大戦が国内の経済・社会に及ぼした影響について考察させ

る。

ア 政党政治の発展と大衆社会の形成 イ 政党政治の発展と大衆文化の形成

政治や社会運動の動向，都市の発達と農山漁村の変化及び文化の大衆 都市の発達と大衆社会の成立に着目して，政党の役割と政治や社会運

化に着目して，政党政治の発展，大衆社会の特色とその成立の背景につ 動の動向及び文化の特色について考察させる。

いて考察させる。

イ 第一次世界大戦と日本の経済・社会 ウ 第二次世界大戦と日本

国際社会の中の日本の立場に着目して，第一次世界大戦前後の対外政 国際社会の動向，国内政治と経済の動揺，アジア近隣諸国との関係に

策の推移や大戦が国内の経済・社会に及ぼした影響について考察させ 着目して，対外政策の推移と戦時体制の強化など第二次世界大戦と日本
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る。 とのかかわりについて考察させる。

ウ 第二次世界大戦と日本

国際社会の動向，国内政治と経済の動揺，アジア近隣諸国との関係に

着目して，対外政策の推移と戦時体制の強化など日本の動向と第二次世

界大戦とのかかわりについて考察させる。

(6) 現代の日本と世界 (7) 第二次世界大戦後の日本と世界

現代の社会や国民生活の特色について，国際環境と関連付けて考察させ， 第二次世界大戦の終結から今日に至る我が国の歴史について，世界の動

世界の中での日本の立場について認識させる。 向と関連付けて考察させるとともに，広い視野から日本の文化や課題につ

いて認識させる。

ア 現代日本の政治と国際社会 ア 戦後政治の動向と国際社会

占領政策と諸改革，新憲法の成立，平和条約と独立，国際交流や国際 第二次世界大戦後の国際関係の推移に着目して，占領政策と諸改革，

貢献の拡大などに着目して，我が国の再出発及びその後の政治や対外関 新憲法の成立，平和条約と独立など我が国の再出発及びその後の政治の

係の推移について考察させる。 推移と新しい外交関係の確立について考察させる。

イ 経済の発展と国民生活の変化 イ 経済の発展と国民生活

戦後の経済復興，高度経済成長と科学技術の発達，経済の国際化，生 生活意識や価値観の変化に着目して，戦後の経済復興，技術革新と高

活意識や価値観の変化などに着目して，日本経済の発展と国民生活の変 度成長，経済の国際化など日本経済の発展と国民生活の向上について考

化について考察させる。 察させる。

ウ 現代の日本と世界

国際理解の推進と日本文化の特色，世界の中の日本の立場や我が国の

国際貢献の拡大などに着目して，現代世界の動向と日本の課題及び役割

について考察させる。

ウ 歴史の論述

社会と個人，世界の中の日本，地域社会の歴史と生活などについて，

適切な主題を設定させ，資料を活用して探究し，考えを論述する活動を

通して，歴史的な見方や考え方を身に付けさせる。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の全体にわたって，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の全体にわたって，次の事項に配慮するものとする。

ア 我が国の歴史と文化について各時代の国際環境や地理的条件などと関 ア 我が国の歴史と文化を，各時代の国際環境や地理的条件などと関連付
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連付け，世界の中の日本という視点から考察させること。 け，世界の中の日本という視点から理解させること。

イ １の目標に即して基本的な事項・事柄を精選して指導内容を構成する イ １の目標に即して基本的な事項・事柄を精選して指導内容を構成する

こと。その際，各時代の特色を総合的に考察する学習及び前後の時代を ものとし，細かな事象や高度な事項・事柄には深入りしないこと。

比較してその移り変わりを考察する学習それぞれの充実を図ること。

ウ 年表，地図その他の資料を一層活用させるとともに，地域の文化遺産，

博物館や資料館の調査・見学などを取り入れるよう工夫すること。

エ 文化に関する指導に当たっては，各時代の文化とそれを生み出した時 ウ 文化に関する指導に当たっては，各時代の文化とそれを生み出した時

代的背景との関連，外来の文化などとの接触や交流による文化の変容や 代的背景との関連，外来の文化などとの接触や交流による文化の変容や

発展の過程などに着目させ，我が国の伝統と文化の特色とそれを形成し 発展の過程などに着目させ，我が国の文化と伝統の特色とそれを形成し

た様々な要因を総合的に考察させるようにすること。衣食住や風習・信 た様々な要因を総合的に考察させるようにすること。また，生活文化に

仰などの生活文化についても，時代の特色や地域社会の様子などと関連 ついては，時代の特色や地域社会の有様などと関連付けるとともに，民

付け，民俗学や考古学などの成果の活用を図りながら扱うようにするこ 俗学などの成果に基づきその具体的な様相を把握させること。

と。

オ 地域社会の歴史と文化について扱うようにするとともに，祖先が地域

社会の向上と文化の創造や発展に努力したことを具体的に理解させ，そ

れらを尊重する態度を育てるようにすること。

(2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の(1)の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア アについては，次の事項に配慮すること。

(ｱ) 日本史学習に対する関心を高めるとともに，歴史の学習の基礎的な

認識を深めることをねらいとして，作業的，体験的な学習を重視する

こと。

(ｲ) 内容の(１)のアの(ｱ)については，この科目の導入として実施する

こととし，(ｲ)については，適切な時期に実施すること。

ウ ウについては，次の事項に配慮すること。

(ｱ) 地域の範囲は，学校所在地を中心とする日常の生活圏，都道府県，

それらを包含する地方など，学習指導上の観点に立って適宜設定する

こと。

(ｲ) 学習指導上の観点や地域の特性に応じて，まとまった時間を設定し

て実施したり，内容の(２)以下の学習に関連させて適宜実施したりす
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るなど，効果的な方法をとること。

(ｳ) 地域の史跡や諸資料の調査・見学などを取り入れるとともに遺物，

伝承などの文化遺産を取り上げ，祖先が地域社会の向上と文化の創造

や発展に努力したことを具体的に理解させ，それらを尊重する態度を

育てるようにすること。

ア 内容の(1)のア，(2)のア，(3)のア，(6)のウを通じて，資料を活用し

て歴史を考察したりその結果を表現したりする技能を段階的に高めてい

くこと。様々な資料の特性に着目させ複数の資料の活用を図って，資料

に対する批判的な見方を養うとともに，因果関係を考察させたり解釈の

多様性に気付かせたりすること。

イ 内容の(1)のアについては，この科目の導入として位置付けること。

内容の(2)のア及び(3)のアについては，原則として各時代の学習内容と

関連させて適切な時期に実施すること。内容の(6)のウについては，こ

の科目のまとめとして位置付けること。

イ イについては，歴史的思考力を深めさせるため，内容の(1)のイの(ｱ)

から(ｵ)までの中から，生徒の実態等に応じ，二つ程度を選択して主題

を設定し，適切な時期に実施すること。主題の設定に当たっては，特定

の時代や地域に偏らないようにするものとし，例えば次のような観点が

考えられること。

(ｱ) 我が国の文化と伝統の特色とかかわらせてとらえること。

(ｲ) 歴史上の人物の果たした役割や生き方などとかかわらせてとらえる

こと。

(ｳ) 政治的，経済的な条件や国際環境など時代的背景とかかわらせてと

らえること。

(ｴ) 地域の特性や地理的条件などとかかわらせてとらえること。

(3) 近現代史の指導に当たっては，客観的かつ公正な資料に基づいて，事実 (3) 近現代史の指導に当たっては，客観的かつ公正な資料に基づいて，事実

の正確な理解に導くようにするとともに，多面的・多角的に考察し公正に の正確な理解に導くようにするとともに，多面的・多角的に考察し公正に

判断する能力を育成するようにする。その際，核兵器などの脅威に着目さ 判断する能力を育成するようにする。その際，核兵器の脅威に着目させ，

せ，戦争を防止し，平和で民主的な国際社会を実現することが重要な課題 戦争を防止し，民主的で平和な国際社会を実現することが重要な課題であ
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であることを認識させる。 ることを認識させること。

第５ 地理Ａ 第５ 地理Ａ

１ 目 標 １ 目 標

現代世界の地理的な諸課題を地域性や歴史的背景，日常生活との関連を踏 現代世界の地理的な諸課題を地域性を踏まえて考察し，現代世界の地理的

まえて考察し，現代世界の地理的認識を養うとともに，地理的な見方や考え 認識を養うとともに，地理的な見方や考え方を培い，国際社会に主体的に生

方を培い，国際社会に主体的に生きる日本国民としての自覚と資質を養う。 きる日本人としての自覚と資質を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 現代世界の特色と諸課題の地理的考察 (1) 現代世界の特色と地理的技能

世界諸地域の生活・文化及び地球的課題について，地域性や歴史的背景 現代世界の地域性や動向を作業的，体験的な学習を通してとらえさせる

を踏まえて考察し，現代世界の地理的認識を深めるとともに，地理的技能 とともに，地理的技能を身に付けさせる。

及び地理的な見方や考え方を身に付けさせる。

ア 地球儀や地図からとらえる現代世界 ア 球面上の世界と地域構成

地球儀と世界地図との比較，様々な世界地図の読図などを通して，地 地球儀と世界地図との比較，略地図の描図などを通して，地球表面の

理的技能を身に付けさせるとともに，方位や時差，日本の位置と領域， 大陸と海洋の形状や各国の位置関係，方位，時差及び日本の位置と領域

国家間の結び付きなどについてとらえさせる。 などについてとらえさせる。

イ 結び付く現代世界

交通・通信の発達，人や物の国際間の移動などに関する資料の収集，

分析などを通して，諸地域間の相対的な位置，距離関係が変化し，人々

の地理的視野が拡大するとともに国家間の結合や国際貿易などが活発

化，複雑化していることをとらえさせる。

ウ 多様さを増す人間行動と現代世界

世界各地の消費や余暇に関する行動，観光，ボランティア活動などに

関する資料の収集，分析などを通して，世界の人々の多様化する行動を

地理的環境と関連付けてとらえさせる。

エ 身近な地域の国際化の進展

生活圏，行動圏に見られる世界と結び付く諸事象の地域調査やその結

果の地図化などを通して，身近な地域の国際化の進展や日本と世界との
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結び付きの様子をとらえさせる。

(2) 地域性を踏まえてとらえる現代世界の課題

現代世界が取り組む諸課題のうち，異文化の理解及び地球的課題への取

組に重点を置いて，それらを地域性を踏まえて追究し，現代世界の地理的

認識を深めるとともに，地理的な見方や考え方を身に付けさせる。

イ 世界の生活・文化の多様性 ア 世界の生活・文化の地理的考察

(ｱ) 諸地域の生活・文化と環境

世界諸地域の生活・文化を地理的環境や民族性と関連付けてとらえ， 世界諸地域の生活・文化を地理的環境や民族性と関連付けて追究

その多様性について理解させるとともに，異文化を理解し尊重すること し，生活・文化を地理的に考察する視点や方法を身に付けさせるとと

の重要性について考察させる。 もに，異文化を理解し尊重することが必要であることについて考察さ

せる。

(ｲ) 近隣諸国の生活・文化と日本

近隣諸国の生活・文化の特色を追究し，日本との共通性，異質性を

地理的に考察する視点や方法を身に付けさせるとともに，近隣諸国の

生活・文化を理解し尊重することが必要であることについて考察させ

る。

ウ 地球的課題の地理的考察 イ 地球的課題の地理的考察

(ｱ) 諸地域から見た地球的課題

環境，資源・エネルギー，人口，食料及び居住・都市問題を地球的及 環境，資源・エネルギー，人口，食料及び居住・都市問題を地球的

び地域的視野からとらえ，地球的課題は地域を越えた課題であるととも 及び地域的視野から追究し，地球的課題は地域を超えた課題であると

に地域によって現れ方が異なっていることを理解させ，それらの課題の ともに地域によって現れ方が異なっていることを理解させ，それらの

解決には持続可能な社会の実現を目指した各国の取組や国際協力が必要 課題の解決に当たっては各国の取組とともに国際協力が必要であるこ

であることについて考察させる。 とについて考察させる。

(ｲ) 近隣諸国や日本が取り組む地球的課題と国際協力

近隣諸国や日本が取り組んでいる地球的課題を追究し，それらの現

れ方は国によって異なっていることや，その解決には地域性を踏まえ

た国際協力が必要であることを理解させ，日本の役割などについて考

察させる。
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(2) 生活圏の諸課題の地理的考察

生活圏の諸課題について，地域性や歴史的背景を踏まえて考察し，地理

的技能及び地理的な見方や考え方を身に付けさせる。

ア 日常生活と結び付いた地図

身の回りにある様々な地図の収集や地形図の読図，目的や用途に適し

た地図の作成などを通して，地理的技能を身に付けさせる。

イ 自然環境と防災

我が国の自然環境の特色と自然災害とのかかわりについて理解させる

とともに，国内にみられる自然災害の事例を取り上げ，地域性を踏まえ

た対応が大切であることなどについて考察させる。

ウ 生活圏の地理的な諸課題と地域調査

生活圏の地理的な諸課題を地域調査やその結果の地図化などによって

とらえ，その解決に向けた取組などについて探究する活動を通して，日

常生活と結び付いた地理的技能及び地理的な見方や考え方を身に付けさ

せる。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の全体にわたって，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の全体にわたって，次の事項に配慮するものとする。

ア １の目標に即して基本的な事項・事柄を精選して指導内容を構成する ア １の目標に即して基本的な事項・事柄を精選して指導内容を構成する

こと。 ものとし，細かな事象や高度な事項・事柄には深入りしないこと。

イ 地理的な見方や考え方及び地図の読図や作図，衛星画像や空中写真， イ 地理的な見方や考え方及び地図の読図や作図，景観写真の読み取りな

景観写真の読み取りなど地理的技能を身に付けることができるよう系統 ど地理的技能を身に付けることができるよう系統性に留意して計画的に

性に留意して計画的に指導すること。その際，教科用図書「地図」を十 指導すること。

分に活用するとともに，地図や統計などの地理情報の収集・分析には，

情報通信ネットワークや地理情報システムなどの活用を工夫すること。

ウ 地図を有効に活用して事象を説明したり，自分の解釈を加えて論述し

たり，討論したりするなどの活動を充実させること。

ウ 現代世界の動向や地域の変容に留意し，歴史的背景を踏まえて地域性

を追究するようにすること。
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エ 学習過程で政治，経済，生物，地学的な事象なども必要に応じて扱う エ 地域性を追究する過程で政治，経済，生物，地学的な事象なども必要

ことができるが，それらは空間的な傾向性や諸地域の特色を理解するの に応じて扱うことができるが，それらは地域性を理解するのに必要な範

に必要な程度とすること。 囲にとどめること。

オ 各項目の内容に応じて日本を含めて扱うとともに，日本と比較し関連 オ 各項目の中にできるだけ日本を含めて扱うとともに，日本と比較し関

付けて考察させること。 連付けて考察させること。

(2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，次の事項に留意すること。 ア 内容の(1)については，次の事項に留意すること。

(ｱ) ウ及びエについては，いずれかを選択して扱うこと。また，アから

エまでの項目においては，地球儀や地図の活用，観察や調査，統計，

画像，文献などの地理情報の収集，選択，処理，諸資料の地理情報化

や地図化などの作業的，体験的な学習を取り入れるとともに，各項目

を関連付けて地理的技能が身に付くよう工夫すること。

(ｱ) アについては，球面上の世界のとらえ方に慣れ親しませるよう工夫 (ｲ) アについては，球面上の世界のとらえ方に慣れ親しませるよう工夫

すること。日本の位置と領域については，世界的視野から日本の位置 すること。その際，地図の投影法には深入りしないこと。略地図の描

をとらえるとともに，日本の領域をめぐる問題にも触れること。また， 図については，世界地図の全体や部分が描けるようにすること。日本

国家間の結び付きについては，世界の国家群，貿易，交通・通信，観 の位置と領域については，世界的視野から日本の位置をとらえるとと

光の現状と動向に関する諸事象を様々な主題図などを基にとらえさ もに，日本の領域をめぐる問題にも触れること。

せ，地理情報の活用の方法が身に付くよう工夫すること。

(ｳ) イについては，年次の異なる主題図や統計などを比較し関連付けて

とらえさせるようにするとともに，地理情報の活用の方法が身に付く

よう工夫すること。

(ｴ) ウについては，身近な情報を地理情報として活用する技能が身に付

くよう工夫すること。

(ｵ) エについては，生徒の特性や学校所在地の事情等を考慮し，地域調

査を実施し，その方法が身に付くよう工夫すること。

イ 内容の(2)については，次の事項に留意すること。

(ｲ) イについては，世界諸地域の生活・文化について世界を広く大観す (ｱ) アの(ｱ)及びイの(ｱ)については，世界を広く大観する学習と具体例

る学習と事例地域を通して考察する学習を組み合わせて扱うこと。そ を通して追究する学習とを組み合わせて扱うこと。その際，イの(ｱ)

の際，生活と宗教のかかわりなどについて考察させるとともに，日本 の環境，資源・エネルギー，人口，食料及び居住・都市問題はそれぞ
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との共通性や異質性に着目させ，異なる習慣や価値観などをもってい れ相互に関連し合っていることに留意して取扱いを工夫すること。

る人々と共存していくことの意義に気付かせること。

(ｳ) ウについては，地球的課題ごとに世界を広く大観する学習と具体例

を通して考察する学習を組み合わせて扱うこと。その際，環境，資源

・エネルギー，人口，食料及び居住・都市問題は，それぞれ相互に関

連し合っていることに留意して取扱いを工夫すること。

(ｲ) アの(ｲ)及びイの(ｲ)については，いずれかを選択して扱うこと。そ

の際，アの(ｲ)については，東アジア，東南アジアの国々やロシアの

中から二つ又は三つの国を選び，また，イの(ｲ)については，それら

の国々及び日本が取り組んでいる地球的課題の中から二つ又は三つの

課題を選んで扱うこと。

イ 内容の(2)については，次の事項に留意すること。

(ｱ) アからウまでの項目については，地図の読図や作図などを主とした

作業的，体験的な学習を取り入れるとともに，各項目を関連付けて地

理的技能が身に付くよう工夫すること。

(ｲ) アについては，日常生活の中でみられる様々な地図を取り上げ，目

的や用途に適した地図表現の工夫などについて理解させ，日常生活と

結び付いた地図の役割とその有用性について認識させるよう工夫する

こと。

(ｳ) イについては，日本では様々な自然災害が多発することから，早く

から自然災害への対応に努めてきたことなどを具体例を通して取り扱

うこと。その際，地形図やハザードマップなどの主題図の読図など，

日常生活と結び付いた地理的技能を身に付けさせるとともに，防災意

識を高めるよう工夫すること。

(ｴ) ウについては，生徒の特性や学校所在地の事情等を考慮し，地域調

査を実施し，その方法が身に付くよう工夫すること。その際，これま

での学習成果を活用すること。

第６ 地理Ｂ 第６ 地理Ｂ
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１ 目 標 １ 目 標

現代世界の地理的事象を系統地理的に，現代世界の諸地域を歴史的背景を 現代世界の地理的事象を系統地理的，地誌的に考察し，現代世界の地理的

踏まえて地誌的に考察し，現代世界の地理的認識を養うとともに，地理的な 認識を養うとともに，地理的な見方や考え方を培い，国際社会に主体的に生

見方や考え方を培い，国際社会に主体的に生きる日本国民としての自覚と資 きる日本人としての自覚と資質を養う。

質を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 様々な地図と地理的技能

地球儀や様々な地図の活用及び地域調査などの活動を通して，地図の有

用性に気付かせるとともに，地理的技能を身に付けさせる。

ア 地理情報と地図

地球儀の活用，様々な時代や種類の世界地図の読図，地理情報の地図

化などの活動を通して，各時代の人々の世界観をとらえさせるとともに，

地図の有用性に気付かせ，現代世界の地理的事象をとらえる地理的技能

を身に付けさせる。

イ 地図の活用と地域調査

直接的に調査できる地域を地図を活用して多面的・多角的に調査し，

生活圏の地域的特色をとらえる地理的技能を身に付けさせる。

(2) 現代世界の系統地理的考察 (1) 現代世界の系統地理的考察

世界の自然環境，資源，産業，人口，都市・村落，生活文化，民族・宗 自然環境，資源，産業，都市・村落，生活文化に関する地域性について

教に関する諸事象の空間的な規則性，傾向性やそれらの要因などを系統地 世界的視野から考察し，現代世界が多様な地域から構成されていること，

理的に考察させるとともに，現代世界の諸課題について地球的視野から理 それらの地域には類似性や空間的な規則性などがみられること，分布から

解させる。 幾つかのまとまりでとらえたり，幾つかの地域に区分したりできることを

理解させるとともに，現代世界を系統地理的にとらえる視点や方法を身に

付けさせる。

ア 自然環境 ア 自然環境

世界の地形，気候，植生などに関する諸事象を取り上げ，それらの分 世界の地形，気候，植生などから系統地理的にとらえる視点や方法を

布や人間生活とのかかわりなどについて考察させるとともに，現代世界 学習するのに適切な事例を幾つか取り上げ，世界の自然環境を大観させ

の環境問題を大観させる。 る。
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イ 資源，産業 イ 資源，産業

世界の資源・エネルギーや農業，工業，流通，消費などに関する諸事 世界の資源・エネルギーや農業，工業，流通などから系統地理的にと

象を取り上げ，それらの分布や動向などについて考察させるとともに， らえる視点や方法を学習するのに適切な事例を幾つか取り上げ，世界の

現代世界の資源・エネルギー，食料問題を大観させる。 資源，産業を大観させる。

ウ 人口，都市・村落 ウ 都市・村落，生活文化

世界の人口，都市・村落などに関する諸事象を取り上げ，それらの分 世界の都市・村落や消費，余暇に関する行動，人々の衣食住などから

布や動向などについて考察させるとともに，現代世界の人口，居住・都 系統地理的にとらえる視点や方法を学習するのに適切な事例を幾つか取

市問題を大観させる。 り上げ，世界の都市・村落，生活文化を大観させる。

エ 生活文化，民族・宗教

世界の生活文化，民族・宗教に関する諸事象を取り上げ，それらの分

布や民族と国家の関係などについて考察させるとともに，現代世界の民

族，領土問題を大観させる。

(3) 現代世界の地誌的考察 (2) 現代世界の地誌的考察

現代世界の諸地域を多面的・多角的に考察し，各地域の多様な特色や課 地域の規模に応じて地域性を多面的・多角的に考察し，現代世界を構成

題を理解させるとともに，現代世界を地誌的に考察する方法を身に付けさ する各地域は多様な特色をもっていることを理解させるとともに，世界諸

せる。 地域を規模に応じて地誌的にとらえる視点や方法を身に付けさせる。

ア 市町村規模の地域

直接的に調査できる地域の特色を多面的・多角的に調査して，日常の

生活圏，行動圏の地域性を地誌的にとらえさせるとともに，日本又は世

界の中から同規模の地域を取り上げて地誌的に考察し，それらを比較し

関連付けることを通して市町村規模の地域を地誌的にとらえる視点や方

法を身に付けさせる。

ア 現代世界の地域区分

現代世界を幾つかの地域に区分する方法や地域の概念，地域区分の意

義を理解させるとともに，その有用性に気付かせる。

イ 現代世界の諸地域 イ 国家規模の地域

現代世界の諸地域を取り上げ，歴史的背景を踏まえて多面的・多角的 世界の国家を事例として幾つか取り上げ，それらの地域性を多面的・

に地域の変容や構造を考察し，それらの地域にみられる地域的特色や地 多角的に考察してそれぞれの国を地誌的にとらえさせるとともに，それ

球的課題について理解させるとともに，地誌的に考察する方法を身に付 らを比較し関連付けることを通して国家規模の地域を地誌的にとらえる
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けさせる。 視点や方法を身に付けさせる。

ウ 州・大陸規模の地域

世界の州・大陸を事例として幾つか取り上げ，それらを多面的・多角

的に考察してそれぞれの州・大陸を地誌的にとらえさせるとともに，そ

れらを比較し関連付けることを通して州・大陸規模の地域を地誌的にと

らえる視点や方法を身に付けさせる。

(3) 現代世界の諸課題の地理的考察

現代の世界や日本が取り組む諸課題について，広い視野から地域性を踏

まえて考察し，現代世界の地理的認識を深めさせるとともに，地理的に考

察する意義や有用性に気付かせ，地理的な見方や考え方を身に付けさせる。

ア 地図化してとらえる現代世界の諸課題

世界各地に生起している地球的課題に関する諸事象を地図化して追究

し，その現状や動向をとらえさせるとともに，地図化することの有用性

に気付かせ，それに関する技能を身に付けさせる。

イ 地域区分してとらえる現代世界の諸課題

世界各地に生起している地球的課題に関する諸事象を分布などに着目

し地域区分して追究し，その空間的配置や類似性，傾向性をとらえさせ

るとともに，地域区分することの有用性に気付かせ，それに関する技能

を身に付けさせる。

ウ 国家間の結び付きの現状と課題

現代世界の国家群や貿易，交通・通信などの現状と課題を地域の環境

条件と関連付けて追究し，それらを世界的視野から地域性を踏まえてと

らえさせるとともに，国家間の結び付きを地理的に考察することの意義

に気付かせる。

エ 近隣諸国研究

近隣諸国の生活・文化を地域の環境条件と関連付けて追究し，日本と

の共通性や異質性及び異文化を理解し尊重することの必要性をとらえさ

せるとともに，近隣諸国との交流の在り方や日本の役割などについて考

察させる。
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オ 環境，エネルギー問題の地域性

環境，エネルギー問題を世界的視野から地域性を踏まえて追究し，そ

れらは地球的課題であるとともに各地域によって現れ方が異なっている

ことをとらえさせ，その解決には地域性を踏まえた国際協力が必要であ

ることなどについて考察させる。

カ 人口，食料問題の地域性

人口，食料問題を世界的視野から地域性を踏まえて追究し，それらは

地球的課題であるとともに各地域によって現れ方が異なっていることを

とらえさせ，その解決には地域性を踏まえた国際協力が必要であること

などについて考察させる。

キ 居住，都市問題の地域性

居住，都市問題を世界的視野から地域性を踏まえて追究し，それらの

問題の現れ方には地域による特殊性や地域を超えた類似性がみられるこ

とをとらえさせ，その解決には地域性を踏まえた国際協力が効果的であ

ることなどについて考察させる。

ク 民族，領土問題の地域性

人種・民族と国家との関係，国境，領土問題の現状や動向を世界的視

野から地域性を踏まえて追究し，それらの問題の現れ方には地域による

特殊性や地域を超えた類似性がみられることをとらえさせ，その解決に

は地域性を踏まえた国際協力が効果的であることなどについて考察させ

る。

ウ 現代世界と日本

現代世界における日本の国土の特色について多面的・多角的に考察

し，我が国が抱える地理的な諸課題を探究する活動を通して，その解決

の方向性や将来の国土の在り方などについて展望させる。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の全体にわたって，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の全体にわたって，次の事項に配慮するものとする。

ア １の目標に即して基本的な事項・事柄を精選して指導内容を構成する ア １の目標に即して基本的な事項・事柄を精選して指導内容を構成する
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こと。 ものとし，細かな事象や高度な事項・事柄には深入りしないこと。

イ 地理的な見方や考え方及び地図の読図や作図，衛星画像や空中写真， イ 地理的な見方や考え方及び地図の読図や作図，景観写真の読み取りな

景観写真の読み取りなど地理的技能を身に付けることができるよう系統 ど地理的技能を身に付けることができるよう系統性に留意して計画的に

性に留意して計画的に指導すること。その際，教科用図書「地図」を十 指導すること。

分に活用するとともに，地図や統計などの地理情報の収集・分析には，

情報通信ネットワークや地理情報システムなどの活用を工夫すること。

ウ 地図を有効に活用して事象を説明したり，自分の解釈を加えて論述し

たり，討論したりするなどの活動を充実させること。

ウ 現代世界の動向や地域の変容に留意し，歴史的背景を踏まえて地域性

を追究するようにすること。

エ 学習過程で政治，経済，生物，地学的な事象なども必要に応じて扱う エ 地域性を追究する過程で政治，経済，生物，地学的な事象なども必要

ことができるが，それらは空間的な傾向性や諸地域の特色を理解するの に応じて扱うことができるが，それらは地域性を理解するのに必要な範

に必要な程度とすること。 囲にとどめること。

オ 各項目の内容に応じて日本を含めて扱うとともに，日本と比較し関連 オ 各項目の中にできるだけ日本を含めて扱うとともに，日本と比較し関

付けて考察させること。 連付けて考察させること。

(2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，次の事項に留意すること。 ア 内容の(1)のアからウまでの項目については，世界的視野から扱うこ

(ｱ) 地球儀や地図の活用，観察や調査，統計，画像，文献などの地理情 とが可能な二つ又は三つの事例を選び，具体的に扱うようにすること。

報の収集，選択，処理，諸資料の地理情報化や地図化などの作業的， その際，各事例は分析，考察の過程を重視し，現代世界を系統地理的に

体験的な学習を取り入れるとともに，各項目を関連付けて地理的技能 とらえる視点や方法が身に付くようにすること。

が身に付くよう工夫すること。

(ｲ) アについては，地理的認識を深める上で地図を活用することが大切

であることを理解させるとともに，地図に関する基礎的・基本的な知

識や技能を習得することができるよう工夫すること。

(ｳ) イについては，生徒の特性や学校所在地の事情等を考慮し，地域調

査を実施し，その方法が身に付くよう工夫すること。

イ 内容の(2)については，分析，考察の過程を重視し，現代世界を系統 イ 内容の(2)については，次の事項に留意すること。

地理的にとらえる視点や考察方法が身に付くよう工夫すること。エにつ (ｱ) アからウまでについては，地域の規模に応じて取り上げる視点や方

いては，領土問題の現状や動向を扱う際に日本の領土問題にも触れるこ 法などが異なってくることに留意して取扱いを工夫すること。
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と。 (ｲ) アについては，学校所在地の地域のほかに日本又は世界から一つの

地域を選んで扱うこと。

(ｳ) イ及びウについては，それぞれ地誌的にとらえる視点や方法を学習

するのに適した二つ又は三つの地域を事例として選び，地誌的に考察

する学び方が身に付くよう工夫すること。その際，地域性を地誌的に

考察するに当たっては，取り上げた地域における特徴的な事象とその

動きに着目し，他の事象と有機的に関連付けるかたちで多面的・多角

的に追究する地誌と，取り上げた地域の多様な事象を項目ごとに整理

するかたちで多面的・多角的に追究する地誌とがあることに留意し，

この両方の地誌を学習できるよう工夫すること。また，イにおける国

家及びウにおける州・大陸に替えて，州・大陸を幾つかに区分した規

模の地域を選ぶことができること。ただし，その場合，替えるのはイ

又はウのいずれかにすること。

ウ 内容の(3)については，次の事項に留意すること。 ウ 内容の(3)については，次の事項に留意すること。

(ｱ) ア及びイについては，内容の(1)及び(2)の学習成果を活用するよう (ｱ) アからエまでの中から二つ，オからクまでの中から二つの項目を選

工夫すること。 択して扱うこと。その際，内容の(1)及び(2)の学習成果を活用し，地

(ｲ) アについては，現代世界が自然，政治，経済，文化などの指標によ 理的事象を見いだし追究する過程を重視し，現代世界の地理的認識を

って様々に地域区分できることに着目させ，それらを比較対照させる 深めさせるとともに，地理的考察の方法に慣れ親しませるよう工夫す

ことによって，地域の概念，地域区分の意義などを理解させるように ること。

すること。 (ｲ) 各項目ともそれぞれの特質を考慮して二つ又は三つの地域又は課題

(ｳ) イについては，アで学習した地域区分を踏まえるとともに，様々な を事例として選び，具体的に扱うこと。エについては，東アジア，東

規模の地域を世界全体から偏りなく取り上げるようにすること。また， 南アジアの国々やロシアの中から選ぶこと。クについては，領土問題

取り上げた地域の多様な事象を項目ごとに整理して考察する地誌，取 の現状や動向を扱う際に日本の領土問題にも触れること。

り上げた地域の特色ある事象と他の事象を有機的に関連付けて考察す

る地誌，対照的又は類似的な性格の二つの地域を比較して考察する地

誌の考察方法を用いて学習できるよう工夫すること。

(ｴ) ウについては，この科目のまとめとして位置付けること。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
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１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 地理歴史科の目標を達成するため，教科全体として調和のとれた指導が行 (1) 地理歴史科の目標を達成するため，教科全体として調和のとれた指導が行

われるよう，適切に留意すること。 われるよう，適切に留意すること。

(2) 中学校社会科及び公民科との関連並びに地理歴史科に属する科目相互の関 (2) 中学校社会科及び公民科との関連並びに地理歴史科に属する科目相互の関

連に留意すること。 連に留意すること。

２ 各科目の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 各科目の指導に当たっては，情報を主体的に活用する学習活動を重視すると

(1) 情報を主体的に活用する学習活動を重視するとともに，作業的，体験的な ともに，作業的，体験的な学習を取り入れるよう配慮するものとする。そのた

学習を取り入れるよう配慮すること。そのため，地図や年表を読みかつ作成 め，地図や年表を読みかつ作成すること，各種の統計，年鑑，白書，画像，新

すること，各種の統計，年鑑，白書，画像，新聞，読み物その他の資料を収 聞，読み物その他の資料に親しみ，活用すること，観察，見学及び調査・研究

集・選択し，それらを読み取り解釈すること，観察，見学及び調査・研究し したことを発表したり報告書にまとめたりすることなど様々な学習活動を取り

たことを発表したり報告書にまとめたりすることなど様々な学習活動を取り 入れるとともに，コンピュータや情報通信ネットワークなどを活用して学習の

入れること。また，生徒が資料を適切に活用し，諸事象を公正に判断するこ 効果を高めるよう工夫するものとする。

とができるようにすること。

(2) 資料の収集，処理や発表などに当たっては，コンピュータや情報通信ネッ

トワークなどを積極的に活用するとともに，生徒が主体的に情報手段を活用

できるようにすること。その際，情報モラルの指導にも留意すること。

３ 内容の指導に当たっては，教育基本法第14条及び第15条の規定に基づき，適

切に行うよう特に慎重に配慮して，政治及び宗教に関する教育を行うものとす

る。

３ 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科目を

履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示し

たものであり，学校において必要がある場合には，この事項にかかわらず指導

することができること。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第３節 公 民 第３節 公 民

第１款 目 標 第１款 目 標

広い視野に立って，現代の社会について主体的に考察させ，理解を深めさせる 広い視野に立って，現代の社会について主体的に考察させ，理解を深めさせる

とともに，人間としての在り方生き方についての自覚を育て，平和で民主的な国 とともに，人間としての在り方生き方についての自覚を育て，民主的，平和的な

家・社会の有為な形成者として必要な公民としての資質を養う。 国家・社会の有為な形成者として必要な公民としての資質を養う。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 現代社会 第１ 現代社会

１ 目 標 １ 目 標

人間の尊重と科学的な探究の精神に基づいて，広い視野に立って，現代の 人間の尊重と科学的な探究の精神に基づいて，広い視野に立って，現代の

社会と人間についての理解を深めさせ，現代社会の基本的な問題について主 社会と人間についての理解を深めさせ，現代社会の基本的な問題について主

体的に考察し公正に判断するとともに自ら人間としての在り方生き方につい 体的に考え公正に判断するとともに自ら人間としての在り方生き方について

て考察する力の基礎を養い，良識ある公民として必要な能力と態度を育てる。 考える力の基礎を養い，良識ある公民として必要な能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 私たちの生きる社会 (1) 現代に生きる私たちの課題

現代社会における諸課題を扱う中で，社会の在り方を考察する基盤とし 現代社会の諸問題について自己とのかかわりに着目して課題を設け，倫

て，幸福，正義，公正などについて理解させるとともに，現代社会に対す 理，社会，文化，政治，経済など様々な観点から追究する学習を通して，

る関心を高め，いかに生きるかを主体的に考察することの大切さを自覚さ 現代社会に対する関心を高め，いかに生きるかを主体的に考えることの大

せる。 切さを自覚させる。
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(2) 現代社会と人間としての在り方生き方 (2) 現代の社会と人間としての在り方生き方

現代社会について，倫理，社会，文化，政治，法，経済，国際社会など 現代社会について多様な角度から理解させるとともに，青年期の意義，

多様な角度から理解させるとともに，自己とのかかわりに着目して，現代 経済活動の在り方，政治参加，民主社会の倫理，国際社会における日本の

社会に生きる人間としての在り方生き方について考察させる。 果たすべき役割などについて自己とのかかわりに着目して考えさせる。

ア 青年期と自己の形成 ア 現代の社会生活と青年

生涯における青年期の意義を理解させ，自己実現と職業生活，社会参 大衆化，少子高齢化，高度情報化，国際化など現代社会の特質と社会

加，伝統や文化に触れながら自己形成の課題を考察させ，現代社会にお 生活の変化について理解させる。また，生涯における青年期の意義と自

ける青年の生き方について自覚を深めさせる。 己形成の課題について考えさせるとともに，自己実現と職業生活，社会

参加に触れながら，現代社会における青年の生き方について自覚を深め

させる。

イ 現代の経済社会と経済活動の在り方

現代の経済社会における技術革新と産業構造の変化，企業の働き，公

的部門の役割と租税，金融機関の働き，雇用と労働問題，公害の防止と

環境保全について理解させるとともに，個人と企業の経済活動における

社会的責任について考えさせる。

イ 現代の民主政治と政治参加の意義 ウ 現代の民主政治と民主社会の倫理

基本的人権の保障，国民主権，平和主義と我が国の安全について理解 基本的人権の保障と法の支配，国民主権と議会制民主主義，平和主義

を深めさせ，天皇の地位と役割，議会制民主主義と権力分立など日本国 と我が国の安全について理解を深めさせ，日本国憲法の基本的原則につ

憲法に定める政治の在り方について国民生活とのかかわりから認識を深 いて国民生活とのかかわりから認識を深めさせるとともに，世論形成と

めさせるとともに，民主政治における個人と国家について考察させ，政 政治参加の意義について理解させ，民主政治における個人と国家につい

治参加の重要性と民主社会において自ら生きる倫理について自覚を深め て考えさせる。また，生命の尊重，自由・権利と責任・義務，人間の尊

させる。 厳と平等，法と規範などについて考えさせ，民主社会において自ら生き

る倫理について自覚を深めさせる。

ウ 個人の尊重と法の支配

個人の尊重を基礎として，国民の権利の保障，法の支配と法や規範の

意義及び役割，司法制度の在り方について日本国憲法と関連させながら

理解を深めさせるとともに，生命の尊重，自由・権利と責任・義務，人

間の尊厳と平等などについて考察させ，他者と共に生きる倫理について

自覚を深めさせる。
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エ 現代の経済社会と経済活動の在り方

現代の経済社会の変容などに触れながら，市場経済の機能と限界，政

府の役割と財政・租税，金融について理解を深めさせ，経済成長や景気

変動と国民福祉の向上の関連について考察させる。また，雇用，労働問

題，社会保障について理解を深めさせるとともに，個人や企業の経済活

動における役割と責任について考察させる。

オ 国際社会の動向と日本の果たすべき役割 エ 国際社会の動向と日本の果たすべき役割

グローバル化が進展する国際社会における政治や経済の動向に触れな 世界の主な国の政治や経済の動向に触れながら，人権，国家主権，領

がら，人権，国家主権，領土に関する国際法の意義，人種・民族問題， 土に関する国際法の意義，人種・民族問題，核兵器と軍縮問題，我が国

核兵器と軍縮問題，我が国の安全保障と防衛及び国際貢献，経済におけ の安全保障と防衛，資本主義経済と社会主義経済の変容，貿易の拡大と

る相互依存関係の深まり，地域的経済統合，南北問題など国際社会にお 経済摩擦，南北問題について理解させ，国際平和や国際協力の必要性及

ける貧困や格差について理解させ，国際平和，国際協力や国際協調を推 び国際組織の役割について認識させるとともに，国際社会における日本

進する上での国際的な組織の役割について認識させるとともに，国際社 の果たすべき役割及び日本人の生き方について考えさせる。

会における日本の果たすべき役割及び日本人の生き方について考察させ

る。

(3) 共に生きる社会を目指して

持続可能な社会の形成に参画するという観点から課題を探究する活動を

通して，現代社会に対する理解を深めさせるとともに，現代に生きる人間

としての在り方生き方について考察を深めさせる。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の全体にわたって，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の全体にわたって，次の事項に配慮するものとする。

ア 中学校社会科及び道徳並びに公民科に属する他の科目，地理歴史科， ア 中学校社会科及び道徳並びに公民科に属する他の科目，地理歴史科，

家庭科，情報科及び特別活動などとの関連を図るとともに，項目相互の 家庭科及び特別活動などとの関連を図るとともに，項目相互の関連に留

関連に留意しながら，全体としてのまとまりを工夫し，特定の事項だけ 意しながら，全体としてのまとまりを工夫し，特定の事項だけに偏らな

に偏らないようにすること。 いようにすること。

イ 社会的事象は相互に関連し合っていることに留意し，社会的事象に対 イ 社会的事象は相互に関連し合っていることに留意し，社会的事象に対

する関心をもって多様な角度から考察させるとともに，できるだけ総合 する関心をもって多様な角度から考えさせるとともに，できるだけ総合

的にとらえることができるようにすること。また，生徒が自己の生き方 的にとらえることができるようにすること。また，生徒が自己の生き方
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にかかわって主体的に考察できるよう学習指導の展開を工夫すること。 にかかわって主体的に考えるよう学習指導の展開を工夫すること。

ウ １の目標に即して基本的な事項・事柄を精選して指導内容を構成する ウ １の目標に即して基本的な事項・事柄を精選して指導内容を構成する

こと。 ものとし，細かな事象や高度な事項・事柄には深入りしないこと。

エ 的確な資料に基づいて，社会的事象に対する客観的かつ公正なものの エ 的確な資料に基づいて，社会的事象に対する客観的かつ公正なものの

見方や考え方を育成するとともに，学び方の習得を図ること。その際， 見方や考え方を育成するとともに，学び方の習得を図ること。その際，

統計などの資料の見方やその意味，情報の検索や処理の仕方，簡単な社 統計などの資料の見方やその意味，情報の検索や処理の仕方，簡単な社

会調査の方法などについて指導するよう留意すること。また，学習の過 会調査の方法などについて指導するよう留意すること。また，学習の過

程で考察したことや学習の成果を適切に表現させるよう留意すること。 程で考えたことや学習の成果を適切に表現させるよう留意すること。

オ 政治及び宗教に関する事項の取扱いについては，教育基本法第14条及

び第15条の規定に基づき，適切に行うこと。

(2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，次の事項に留意すること。 ア 内容の(1)については，次の事項に留意すること。

(ｱ) 内容の(1)は，この科目の導入として位置付けること。 (ｱ) 内容の(1)は，この科目の導入としての性格をもつものであること

に留意し，課題を追究する学習に当たっては，高度な内容に深入りす

ることは避け，この科目の学習の動機付けや学び方の習得に重点を置

いた工夫を行うこと。

(ｲ) 「現代社会における諸課題」としては，生命，情報，環境などを扱 (ｲ) 現代社会の諸問題については，地球環境問題，資源・エネルギー問

うこと。 題，科学技術の発達と生命の問題，日常生活と宗教や芸術とのかかわ

り，豊かな生活と福祉社会などから，地域や学校，生徒の実態に応じ

て，二つ程度を選択して取り上げ主体的に課題を追究させるよう工夫

すること。

イ 内容の(2)については，次の事項に留意すること。 イ 内容の(2)については，次の事項に留意すること。

(ｱ) 項目ごとに課題を設定し，内容の(1)で取り上げた幸福，正義，公

正などを用いて考察させること。

(ｲ) アの「生涯における青年期の意義」と「自己形成の課題」について (ｱ) アの大衆化，少子高齢化，高度情報化，国際化については，これら

は，生涯にわたる学習の意義についても考察させること。また，男女 のうちから生徒の実態等に応じて二つ程度を選択して学習させるこ

が共同して社会に参画することの重要性にも触れること。 と。生涯における青年期の意義と自己形成の課題については，生涯に

わたる学習の意義についても考えさせること。また，職業生活，社会

参加については，男女が対等な構成員であることに留意して触れるこ
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と。現代社会における青年の生き方については，日本の生活文化や伝

統とのかかわりについても考えさせること。

(ｳ) イについては，地方自治に触れながら政治と生活との関連について (ｲ) ウについては，地方自治にも触れながら政治と生活との関連につい

認識を深めさせること。「政治参加の重要性」については，世論の形 て認識を深めさせること。また，民主社会において自ら生きる倫理に

成の意義についても理解させること。また，「民主社会において自ら ついては，個人と個人，個人と社会との関係に着目して考えさせるこ

生きる倫理」については，個人と社会との関係に着目して考察させる と。

こと。

(ｴ) ウについては，法に関する基本的な見方や考え方を身に付けさせる

とともに裁判員制度についても扱うこと。

(ｵ) エの「市場経済の機能と限界」については，経済活動を支える私法

に関する基本的な考え方についても触れること。「金融」については，

金融制度や資金の流れの変化などにも触れること。また，「個人や企

業の経済活動における役割と責任」については，公害の防止と環境保

全，消費者に関する問題などについても触れること。

(ｳ) エについては，制度や機構に関する細かな事柄の学習にならないよ

うにすること。

(ｶ) オの「人種・民族問題」については，文化や宗教の多様性について

も触れ，それぞれの固有の文化などを尊重する寛容の態度を養うこと。

ウ 内容の(3)については，この科目のまとめとして位置付け，内容の(1)

及び(2)で学習した成果を活用させること。地域や学校，生徒の実態等

に応じて課題を設定し，個人と社会の関係，社会と社会の関係，現役世

代と将来世代の関係のいずれかに着目させること。

第２ 倫 理 第２ 倫 理

１ 目 標 １ 目 標

人間尊重の精神と生命に対する畏敬の念に基づいて，青年期における自己 人間尊重の精神に基づいて，青年期における自己形成と人間としての在り
い

形成と人間としての在り方生き方について理解と思索を深めさせるととも 方生き方について理解と思索を深めさせるとともに，人格の形成に努める実

に，人格の形成に努める実践的意欲を高め，他者と共に生きる主体としての 践的意欲を高め，生きる主体としての自己の確立を促し，良識ある公民とし

自己の確立を促し，良識ある公民として必要な能力と態度を育てる。 て必要な能力と態度を育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 現代に生きる自己の課題 (1) 青年期の課題と人間としての在り方生き方

自己の生きる課題とのかかわりにおいて，青年期の意義と課題を理解さ

せるとともに，先哲の基本的な考え方を手掛かりとして，人間の存在や価

値について思索を深めさせる。

ア 青年期の課題と自己形成

自らの体験や悩みを振り返ることを通して，青年期の意義と課題を理解 自らの体験や悩みを振り返ることを通して，青年期の意義と課題を理

させ，豊かな自己形成に向けて，他者と共に生きる自己の生き方について 解させ，豊かな自己形成に向けて，他者と共に生きる自己の生き方につ

考えさせるとともに，自己の生き方が現代の倫理的課題と結び付いている いて考えさせる。

ことをとらえさせる。

(2) 人間としての在り方生き方

自己の生きる課題とのかかわりにおいて，先哲の基本的な考え方を手掛

かりとして，人間の存在や価値について思索を深めさせる。

ア 人間としての自覚 イ 人間としての自覚

人生における哲学，宗教，芸術のもつ意義などについて理解させ，人 人生における哲学，宗教，芸術のもつ意義などについて理解させ，人

間の存在や価値にかかわる基本的な課題について思索させることを通し 間の存在や価値にかかわる基本的な課題を探究させることを通して，人

て，人間としての在り方生き方について考えを深めさせる。 間としての在り方生き方について考えを深めさせる。

イ 国際社会に生きる日本人としての自覚 ウ 国際社会に生きる日本人としての自覚

日本人にみられる人間観，自然観，宗教観などの特質について，我が 日本人にみられる人間観，自然観，宗教観などの特質について，我が

国の風土や伝統，外来思想の受容に触れながら，自己とのかかわりにお 国の風土や伝統，外来思想の受容に触れながら，自己とのかかわりにお

いて理解させ，国際社会に生きる主体性のある日本人としての在り方生 いて理解させ，国際社会に生きる主体性のある日本人としての在り方生

き方について自覚を深めさせる。 き方について自覚を深めさせる。

(3) 現代と倫理 (2) 現代と倫理

現代に生きる人間の倫理的課題について思索を深めさせ，自己の生き方 現代に生きる人間の倫理的な課題について思索を深めさせ，自己の生き

の確立を促すとともに，よりよい国家・社会を形成し，国際社会に主体的 方の確立を促すとともに，よりよい国家・社会を形成し，国際社会に主体

に貢献しようとする人間としての在り方生き方について自覚を深めさせ 的に貢献しようとする人間としての在り方生き方について自覚を深めさせ

る。 る。

ア 現代の特質と倫理的課題
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現代の倫理的課題を大局的にとらえさせ，今日に生きる人間の課題に

ついて理解させる。

ア 現代に生きる人間の倫理 イ 現代に生きる人間の倫理

人間の尊厳と生命への畏敬，自然や科学技術と人間とのかかわり，民 人間の尊厳と生命への畏敬，自然や科学技術と人間とのかかわり，民
い い

主社会における人間の在り方，社会参加と奉仕，自己実現と幸福などに 主社会における人間の在り方，社会参加と奉仕，自己実現と幸福などに

ついて，倫理的な見方や考え方を身に付けさせ，他者と共に生きる自己 ついて，倫理的な見方や考え方を身に付けさせ，他者と共に生きる自己

の生き方にかかわる課題として考えを深めさせる。 の生き方にかかわる課題として考えを深めさせる。

イ 現代の諸課題と倫理 ウ 現代の諸課題と倫理

生命，環境，家族，地域社会，情報社会，文化と宗教，国際平和と人 生命，環境，家族・地域社会，情報社会，世界の様々な文化の理解，

類の福祉などにおける倫理的課題を自己の課題とつなげて探究する活動 人類の福祉のそれぞれにおける倫理的課題を，自己の課題とつなげて追

を通して，論理的思考力や表現力を身に付けさせるとともに，現代に生 究させ，現代に生きる人間としての在り方生き方について自覚を深めさ

きる人間としての在り方生き方について自覚を深めさせる。 せる。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の全体にわたって，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の全体にわたって，次の事項に配慮するものとする。

ア 中学校社会科及び道徳並びに公民科に属する他の科目，地理歴史科， ア 中学校社会科及び道徳並びに公民科に属する他の科目，地理歴史科及

家庭科，情報科及び特別活動などとの関連を図るとともに，全体として び特別活動などとの関連を図るとともに，全体としてのまとまりを工夫

のまとまりを工夫し，特定の事項だけに偏らないようにすること。 し，特定の事項だけに偏らないようにすること。

イ 先哲の基本的な考え方を取り上げるに当たっては，内容と関連が深く イ 先哲の基本的な考え方を取り上げるに当たっては，内容と関連が深く

生徒の発達や学習段階に適した代表的な先哲の言説等を精選すること。 生徒の発達や学習段階に適した代表的な先哲の言説等を精選し，細かな

また，生徒自らが人生観，世界観を確立するための手掛かりを得させる 事柄や高度な事項・事柄には深入りしないこと。また，生徒自らが人生

よう様々な工夫を行うこと。 観，世界観を確立するための手掛かりを得させるよう様々な工夫を行う

こと。

ウ 政治及び宗教に関する事項の取扱いについては，教育基本法第14条及

び第15条の規定に基づき，適切に行うこと。

(2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，この科目の導入として位置付け，生徒自身の ア 内容の(1)については，次の事項に留意すること。

課題を他者，集団や社会，生命や自然などとのかかわりを視点として考 (ｱ) アについては，この科目の導入としての性格をもつものであること

えさせ，以後の学習への意欲を喚起すること。 に留意し，生徒自身の課題とかかわらせて考えさせ，以後の学習への
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イ 内容の(2)については，次の事項に留意すること。 意欲を喚起すること。

(ｱ) アについては，ギリシアの思想，キリスト教，イスラム教，仏教， (ｲ) イについては，ギリシアの思想，キリスト教，仏教，儒教などの基

儒教などの基本的な考え方を代表する先哲の思想，芸術家とその作品 本的な考え方を代表する先哲の思想，芸術家とその作品を，観点を明

を，倫理的な観点を明確にして取り上げるなど工夫すること。 確にして取り上げるなど工夫すること。

(ｲ) イについては，古来の日本人の考え方や代表的な日本の先哲の思想 (ｳ) ウについては，古来の日本人の考え方や代表的な日本の先哲の思想

を手掛かりにして，自己の課題として学習させること。 を手掛かりにして，自己の課題として学習させること。

ウ 内容の(3)については，次の事項に留意すること。 イ 内容の(2)については，次の事項に留意すること。

(ｱ) アについては，イ及びウへの導入として，現代の倫理的課題につ

いて概観し，問題意識をもたせる程度にとどめること。

(ｱ) アについては，倫理的な見方や考え方を身に付けさせ，自己の課題 (ｲ) イについては，倫理的な見方や考え方を身に付けさせ，自己の課

として考えを深めていく主体的な学習への意欲を喚起すること。 題として考えを深めていく主体的な学習への意欲を喚起すること。

(ｲ) イについては，アの学習を基礎として，学校や生徒の実態等に応じ (ｳ) ウについては，イの学習を基礎として，学校や生徒の実態等に応

て課題を選択し，主体的に探究する学習を行うよう工夫すること。そ じて課題を選択し，主体的に追究する学習を行うよう工夫すること。

の際，イに示された倫理的課題が相互に関連していることを踏まえて， その際，生命又は環境のいずれか，家族・地域社会又は情報社会のい

学習が効果的に展開するよう留意するとともに，論述したり討論した ずれか，世界の様々な文化の理解又は人類の福祉のいずれかにおける

りするなどの活動を通して，自己の確立を促すよう留意すること。 倫理的課題をそれぞれ選択するものとする。

第３ 政治・経済 第３ 政治・経済

１ 目 標 １ 目 標

広い視野に立って，民主主義の本質に関する理解を深めさせ，現代におけ 広い視野に立って，民主主義の本質に関する理解を深めさせ，現代におけ

る政治，経済，国際関係などについて客観的に理解させるとともに，それら る政治，経済，国際関係などについて客観的に理解させるとともに，それら

に関する諸課題について主体的に考察させ，公正な判断力を養い，良識ある に関する諸課題について主体的に考察させ，公正な判断力を養い，良識ある

公民として必要な能力と態度を育てる。 公民として必要な能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 現代の政治 (1) 現代の政治

現代の日本の政治及び国際政治の動向について関心を高め，基本的人権 現代の日本の政治及び国際政治の動向について関心を高め，基本的人権

と議会制民主主義を尊重し擁護することの意義を理解させるとともに，民 と議会制民主主義を尊重し擁護することの意義を理解させるとともに，民

主政治の本質について把握させ，政治についての基本的な見方や考え方を 主政治の本質について探究させ，政治についての基本的な見方や考え方を



- 84 -

身に付けさせる。 身に付けさせる。

ア 民主政治の基本原理と日本国憲法 ア 民主政治の基本原理と日本国憲法

日本国憲法における基本的人権の尊重，国民主権，天皇の地位と役割， 日本国憲法の基本的性格と国会，内閣，裁判所などの政治機構を概観

国会，内閣，裁判所などの政治機構を概観させるとともに，政治と法の し，政治と法の機能，人権保障と法の支配，権利と義務の関係，議会制

意義と機能，基本的人権の保障と法の支配，権利と義務の関係，議会制 民主主義について理解させ，民主政治の本質や現代政治の特質について

民主主義，地方自治などについて理解させ，民主政治の本質や現代政治 探究させるとともに，政党政治や選挙などに着目して，望ましい政治の

の特質について把握させ，政党政治や選挙などに着目して，望ましい政 在り方及び主権者としての参政の在り方について考察させる。

治の在り方及び主権者としての政治参加の在り方について考察させる。

イ 現代の国際政治 イ 現代の国際政治

国際社会の変遷，人権，国家主権，領土などに関する国際法の意義， 国際政治の動向，人権，国家主権，領土などに関する国際法の意義，

国際連合をはじめとする国際機構の役割，我が国の安全保障と防衛及び 国際連合をはじめとする国際機構の役割，我が国の防衛を含む安全保障

国際貢献について理解させ，国際政治の特質や国際紛争の諸要因につい の問題について理解させ，国際政治の特質や国際紛争の諸要因について

て把握させ，国際平和と人類の福祉に寄与する日本の役割について考察 探究させるとともに，国際平和と人類の福祉に寄与する日本の役割につ

させる。 いて考察させる。

(2) 現代の経済 (2) 現代の経済

現代の日本経済及び世界経済の動向について関心を高め，日本経済のグ 現代の日本経済及び世界経済の動向について関心を高め，日本経済の国

ローバル化をはじめとする経済生活の変化，現代経済の仕組みや機能につ 際化をはじめとする経済生活の変化，現代経済の機能について理解させる

いて理解させるとともに，その特質を把握させ，経済についての基本的な とともに，その特質を探究させ，経済についての基本的な見方や考え方を

見方や考え方を身に付けさせる。 身に付けさせる。

ア 現代経済の仕組みと特質 ア 経済社会の変容と現代経済の仕組み

経済活動の意義，国民経済における家計，企業，政府の役割，市場経 資本主義経済及び社会主義経済の変容，国民経済における家計，企業，

済の機能と限界，物価の動き，経済成長と景気変動，財政の仕組みと働 政府の役割，市場経済の機能と限界，物価の動き，経済成長と景気変動，

き及び租税の意義と役割，金融の仕組みと働きについて理解させ，現代 財政の仕組みと働き及び租税の意義と役割，資金の循環と金融機関の働

経済の特質について把握させ，経済活動の在り方と福祉の向上との関連 きについて理解させ，現代経済の特質について探究させるとともに，経

を考察させる。 済活動の在り方と福祉の向上との関連を考察させる。

イ 国民経済と国際経済 イ 国民経済と国際経済

貿易の意義，為替相場や国際収支の仕組み，国際協調の必要性や国際 貿易の意義と国際収支の現状，為替相場の仕組み，国際協調の必要性

経済機関の役割について理解させ，グローバル化が進む国際経済の特質 や国際経済機関の役割について理解させ，国際経済の特質について探究

について把握させ，国際経済における日本の役割について考察させる。 させるとともに，国際経済における日本の役割について考察させる。



- 85 -

(3) 現代社会の諸課題 (3) 現代社会の諸課題

政治や経済などに関する基本的な理解を踏まえ，持続可能な社会の形成 政治や経済に関する基本的な理解を踏まえ，現代の政治や経済の諸課題

が求められる現代社会の諸課題を探究する活動を通して，望ましい解決の を追究する学習を行い，望ましい解決の在り方について考察させる。

在り方について考察を深めさせる。

ア 現代日本の政治や経済の諸課題 ア 現代日本の政治や経済の諸課題

少子高齢社会と社会保障，地域社会の変貌と住民生活，雇用と労働を 大きな政府と小さな政府，少子高齢社会と社会保障，住民生活と地方
ぼう

巡る問題，産業構造の変化と中小企業，農業と食料問題などについて， 自治，情報化の進展と市民生活，労使関係と労働市場，産業構造の変化

政治と経済とを関連させて探究させる。 と中小企業，消費者問題と消費者保護，公害防止と環境保全，農業と食

料問題などについて，政治と経済とを関連させて考察させる。

イ 国際社会の政治や経済の諸課題 イ 国際社会の政治や経済の諸課題

地球環境と資源・エネルギー問題，国際経済格差の是正と国際協力， 地球環境問題，核兵器と軍縮，国際経済格差の是正と国際協力，経済

人種・民族問題と地域紛争，国際社会における日本の立場と役割などに 摩擦と外交，人種・民族問題，国際社会における日本の立場と役割など

ついて，政治と経済とを関連させて探究させる。 について，政治と経済とを関連させて考察させる。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の全体にわたって，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の全体にわたって，次の事項に配慮するものとする。

ア 中学校社会科，公民科に属する他の科目，地理歴史科，家庭科及び情 ア 中学校社会科，公民科に属する他の科目，地理歴史科及び家庭科など

報科などとの関連を図るとともに，全体としてのまとまりを工夫し，特 との関連を図るとともに，全体としてのまとまりを工夫し，特定の事項

定の事項だけに偏らないようにすること。 だけに偏らないようにすること。

イ １の目標に即して基本的な事項・事柄を精選して指導内容を構成する イ １の目標に即して基本的な事項・事柄を精選して指導内容を構成する

こと。また，客観的な資料と関連させて政治や経済の諸課題を考察させ ものとし，細かな事象や高度な事項・事柄には深入りしないこと。また，

るとともに，政治や経済についての公正かつ客観的な見方や考え方を深 客観的な資料と関連させて政治や経済の諸課題を考察させるとともに，

めさせること。 政治や経済についての公正かつ客観的な見方や考え方を深めさせるこ

と。

ウ 政治や経済について考察した過程や結果について適切に表現する能力 ウ 政治や経済について考察した過程や結果について適切に表現する能力

と態度を育てるようにすること。 と態度を育てるようにすること。

エ 内容と関連のある現代の諸問題や時事的事象の取扱いについては，教

育基本法第14条の規定に基づき，適切に行うこと。

(2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮すること。
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ア 内容の(1)については，次の事項に留意すること。

(ｱ) アの「法の意義と機能」，「基本的人権の保障と法の支配」，「権利と ア 内容の(1)のアの民主政治の本質については，世界の主な政治体制と

義務の関係」については，法に関する基本的な見方や考え方を身に付 関連させて扱うこと。また，現代政治の特質については，世論形成など

けさせるとともに，裁判員制度を扱うこと。「民主政治の本質」につ について具体的事例を取り上げて扱い，主権者としての政治に対する関

いては，世界の主な政治体制と関連させて扱うこと。また，「現代政 心を高めることに留意すること。

治の特質」については，世論形成などについて具体的事例を取り上げ

て扱い，主権者としての政治に対する関心を高めることに留意するこ

と。

(ｲ) イについては，文化や宗教の多様性についても理解させること。ま

た，「国際紛争の諸要因」については，多様な角度から考察させると

ともに，軍縮や核兵器廃絶などに関する国際的な取組についても扱う

こと。 イ 内容の(2)のアについては，マクロ経済の観点を中心に扱うこと。

イ 内容の(2)については，次の事項に留意すること。

アについては，マクロ経済の観点を中心に扱うこと。「市場経済の機

能と限界」については，公害防止と環境保全，消費者に関する問題も扱

うこと。また，「金融の仕組みと働き」については，金融に関する環境

の変化にも触れること。 ウ 内容の(3)については，この科目のまとめとしての性格をもつもので

ウ 内容の(3)については，次の事項に留意すること。 あることに留意し，内容の(1)及び(2)で学習した成果を生かし，地域や

(ｱ) 内容の(3)については，この科目のまとめとして位置付け，内容の(1) 学校，生徒の実態等に応じて，ア及びイのそれぞれにおいて課題を選択

及び(2)で学習した成果を生かし，地域や学校，生徒の実態等に応じ して追究させること。その際，政治や経済の基本的な概念や理論の理解

て，ア及びイのそれぞれにおいて課題を選択させること。その際，政 の上に立って，事実に基づいて多様な角度から考察し，理論と現実との

治や経済の基本的な概念や理論の理解の上に立って，事実に基づいて 相互関連を理解させること。

多様な角度から探究し，理論と現実との相互関連を理解させること。

(ｲ) アについては，国際社会の動向に着目させたり，諸外国における取

組なども参考にさせたりすること。

第３款 各科目にわたる内容の取扱い 第３款 各科目にわたる内容の取扱い

１ 各科目の指導に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 各科目の指導に当たっては，情報を主体的に活用する学習活動を重視すると
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(1) 情報を主体的に活用する学習活動を重視するとともに，作業的，体験的な ともに，作業的，体験的な学習を取り入れるよう配慮するものとする。そのた

学習を取り入れるよう配慮すること。そのため，各種の統計，年鑑，白書， め，各種の統計，年鑑，白書，新聞，読み物その他の資料に親しみ，活用する

新聞，読み物，地図その他の資料を収集，選択し，それらを読み取り解釈す こと，観察，見学及び調査・研究したことを発表したり報告書にまとめたりす

ること，観察，見学及び調査・研究したことを発表したり報告書にまとめた ることなど様々な学習活動を取り入れるとともに，コンピュータや情報通信ネ

りすることなど様々な学習活動を取り入れること。 ットワークなどを活用して学習の効果を高めるよう工夫するものとする。

(2) 資料の収集，処理や発表などに当たっては，コンピュータや情報通信ネッ

トワークなどを積極的に活用するとともに，生徒が主体的に情報手段を活用

できるようにすること。その際，情報モラルの指導にも留意すること。

２ 内容の指導に当たっては，教育基本法第14条及び第15条の規定に基づき，適

切に行うよう特に慎重に配慮して，政治及び宗教に関する教育を行うものとす

る。

２ 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科目を

履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示し

たものであり，学校において必要がある場合には，この事項にかかわらず指導

することができること。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第４節 数 学 第４節 数 学

第１款 目 標 第１款 目 標

数学的活動を通して，数学における基本的な概念や原理・法則の体系的な理解 数学における基本的な概念や原理・法則の理解を深め，事象を数学的に考察し

を深め，事象を数学的に考察し表現する能力を高め，創造性の基礎を培うととも 処理する能力を高め，数学的活動を通して創造性の基礎を培うとともに，数学的

に，数学のよさを認識し，それらを積極的に活用して数学的論拠に基づいて判断 な見方や考え方のよさを認識し，それらを積極的に活用する態度を育てる。

する態度を育てる。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 数学Ⅰ 第２ 数学Ⅰ

１ 目 標 １ 目 標

数と式，図形と計量，二次関数及びデータの分析について理解させ，基礎 方程式と不等式，二次関数及び図形と計量について理解させ，基礎的な知

的な知識の習得と技能の習熟を図り，事象を数学的に考察する能力を培い， 識の習得と技能の習熟を図り，それらを的確に活用する能力を伸ばすととも

数学のよさを認識できるようにするとともに，それらを活用する態度を育て に，数学的な見方や考え方のよさを認識できるようにする。

る。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 数と式 (1) 方程式と不等式

数を実数まで拡張する意義や集合と命題に関する基本的な概念を理解で 数を実数まで拡張することの意義を理解し，式の見方を豊かにするとと

きるようにする。また，式を多面的にみたり処理したりするとともに，一 もに，一次不等式及び二次方程式についての理解を深め，それらを活用で

次不等式を事象の考察に活用できるようにする。 きるようにする。

ア 数と集合 ア 数と式
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(ｱ) 実数 (ｱ) 実数

数を実数まで拡張する意義を理解し，簡単な無理数の四則計算をす

ること。

(ｲ) 集合

集合と命題に関する基本的な概念を理解し，それを事象の考察に活

用すること。

イ 式

(ｱ) 式の展開と因数分解 (ｲ) 式の展開と因数分解

二次の乗法公式及び因数分解の公式の理解を深め，式を多面的にみ

たり目的に応じて式を適切に変形したりすること。

(ｲ) 一次不等式 イ 一次不等式

不等式の解の意味や不等式の性質について理解し，一次不等式の解 ウ 二次方程式

を求めたり一次不等式を事象の考察に活用したりすること。

(2) 図形と計量 (3) 図形と計量

三角比の意味やその基本的な性質について理解し，三角比を用いた計量 直角三角形における三角比の意味，それを鈍角まで拡張する意義及び図形

の考えの有用性を認識するとともに，それらを事象の考察に活用できるよ の計量の基本的な性質について理解し，角の大きさなどを用いた計量の考え

うにする。 の有用性を認識するとともに，それらを具体的な事象の考察に活用できるよ

うにする。

ア 三角比 ア 三角比

(ｱ) 鋭角の三角比 (ｱ) 正弦，余弦，正接

鋭角の三角比の意味と相互関係について理解すること。 (ｲ) 三角比の相互関係

(ｲ) 鈍角の三角比 イ 三角比と図形

三角比を鈍角まで拡張する意義を理解し，鋭角の三角比の値を用い

て鈍角の三角比の値を求めること。

(ｳ) 正弦定理・余弦定理 (ｱ) 正弦定理，余弦定理

正弦定理や余弦定理について理解し，それらを用いて三角形の辺の

長さや角の大きさを求めること。

イ 図形の計量 (ｲ) 図形の計量

三角比を平面図形や空間図形の考察に活用すること。
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［用語・記号］ 正弦， ，余弦， ，正接， ［用語・記号］

(3) 二次関数 (2) 二次関数

二次関数とそのグラフについて理解し，二次関数を用いて数量の関係や 二次関数について理解し，関数を用いて数量の変化を表現することの有

変化を表現することの有用性を認識するとともに，それらを事象の考察に 用性を認識するとともに，それを具体的な事象の考察や二次不等式を解く

活用できるようにする。 ことなどに活用できるようにする。

ア 二次関数とそのグラフ ア 二次関数とそのグラフ

事象から二次関数で表される関係を見いだすこと。また，二次関数の

グラフの特徴について理解すること。

イ 二次関数の値の変化 イ 二次関数の値の変化

(ｱ) 二次関数の最大・最小 (ｱ) 二次関数の最大・最小

二次関数の値の変化について，グラフを用いて考察したり最大値や

最小値を求めたりすること。

(ｲ) 二次方程式・二次不等式 (ｲ) 二次不等式

二次方程式の解と二次関数のグラフとの関係について理解するとと

もに，数量の関係を二次不等式で表し二次関数のグラフを利用してそ

の解を求めること。

(4) データの分析

統計の基本的な考えを理解するとともに，それを用いてデータを整理・

分析し傾向を把握できるようにする。

ア データの散らばり

四分位偏差，分散及び標準偏差などの意味について理解し，それらを

用いてデータの傾向を把握し，説明すること。

イ データの相関

散布図や相関係数の意味を理解し，それらを用いて二つのデータの相

関を把握し説明すること。

〔課題学習〕

(1)，(2)，(3)及び(4)の内容又はそれらを相互に関連付けた内容を生活

と関連付けたり発展させたりするなどして，生徒の関心や意欲を高める課

sin cos tan
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題を設け，生徒の主体的な学習を促し，数学のよさを認識できるようにす

る。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の（1）のアの(ｲ)については，簡単な命題の証明も扱うものとする。 (1) 内容の(1)のアの(ｱ)で扱う無理数の計算については，二重根号をはずす

計算は扱わないものとする。(ｲ)については，使用する乗法公式は三次まで

とし，因数分解についても複雑なものには深入りしないものとする。ウに

ついては，解の公式を扱い，実数解をもつもののみを取り上げるものとす

る。

(2) 内容の(2)のアに関連して，いろいろな事象を表す関数を取り上げ，関数

概念の理解を深めるものとする。イの(ｲ)については，二次関数のグラフと

x軸との位置関係から解を求めるものとする。

(2) 内容の（2）のアの(ｲ)については，関連して0°，90°，180°の三角比 (3) 内容の(3)の三角比については，扱う角の範囲は，０゜から180゜までと

を扱うものとする。 する。

(4) 内容の(3)のイの(ｲ)については，相似形の面積比・体積比及び球の表面

積・体積を取り上げるほか，平面図形や簡単な空間図形の計量を取り上げ

るものとする。ただし，三角形の面積をヘロンの公式で求めるなどの深入

りはしないものとする。

(3) 課題学習については，それぞれの内容との関連を踏まえ，学習効果を高

めるよう適切な時期や場面に実施するとともに，実施に当たっては数学的

活動を一層重視するものとする。

第２ 数学Ⅱ 第３ 数学Ⅱ

１ 目 標 １ 目 標

いろいろな式，図形と方程式，指数関数・対数関数，三角関数及び微分・ 式と証明・高次方程式，図形と方程式，いろいろな関数及び微分・積分の

積分の考えについて理解させ，基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り，事 考えについて理解させ，基礎的な知識の習得と技能の習熟を図り，事象を数

象を数学的に考察し表現する能力を養うとともに，それらを活用する態度を 学的に考察し処理する能力を伸ばすとともに，それらを活用する態度を育て

育てる。 る。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) いろいろな式 (1) 式と証明・高次方程式

整式の乗法・除法及び分数式の四則計算について理解できるようにする 式と証明についての理解を深め，方程式の解を発展的にとらえ，数の範

とともに，等式や不等式が成り立つことを証明できるようにする。また， 囲を複素数まで拡張して二次方程式を解くことや因数分解を利用して高次

方程式についての理解を深め，数の範囲を複素数まで拡張して二次方程式 方程式を解くことができるようにする。

を解くこと及び因数分解を利用して高次方程式を解くことができるように

する。

ア 式と証明 ア 式と証明

(ｱ) 整式の乗法・除法，分数式の計算 (ｱ) 整式の除法，分数式

三次の乗法公式及び因数分解の公式を理解し，それらを用いて式の

展開や因数分解をすること。また，整式の除法や分数式の四則計算に

ついて理解し，簡単な場合について計算をすること。

(ｲ) 等式と不等式の証明 (ｲ) 等式と不等式の証明

等式や不等式が成り立つことを，それらの基本的な性質や実数の性

質などを用いて証明すること。

イ 高次方程式 イ 高次方程式

(ｱ) 複素数と二次方程式 (ｱ) 複素数と二次方程式

数を複素数まで拡張する意義を理解し，複素数の四則計算をするこ

と。また，二次方程式の解の種類の判別及び解と係数の関係について

理解すること。

(ｲ) 因数定理と高次方程式 (ｲ) 高次方程式

因数定理について理解し，簡単な高次方程式の解を因数定理などを

用いて求めること。

［用語・記号］ 虚数， ［用語・記号］ 虚数，，判別式，因数定理

(2) 図形と方程式 (2) 図形と方程式

座標や式を用いて，直線や円などの基本的な平面図形の性質や関係を数 座標や式を用いて直線や円などの基本的な平面図形の性質や関係を数学

学的に表現し，その有用性を認識するとともに，事象の考察に活用できる 的に考察し処理するとともに，その有用性を認識し，いろいろな図形の考

ようにする。 察に活用できるようにする。

i
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ア 直線と円

(ｱ) 点と直線 ア 点と直線

座標を用いて，平面上の線分を内分する点，外分する点の位置や二 (ｱ) 点の座標

点間の距離を表すこと。また，座標平面上の直線を方程式で表し，そ (ｲ) 直線の方程式

れを二直線の位置関係などの考察に活用すること。

イ 円

(ｲ) 円の方程式 (ｱ) 円の方程式

座標平面上の円を方程式で表し，それを円と直線の位置関係などの (ｲ) 円と直線

考察に活用すること。

イ 軌跡と領域

軌跡について理解し，簡単な場合について軌跡を求めること。また，

簡単な場合について，不等式の表す領域を求めたり領域を不等式で表し

たりすること。

(3) 指数関数・対数関数 (3) いろいろな関数

指数関数及び対数関数について理解し，それらを事象の考察に活用でき 三角関数，指数関数及び対数関数について理解し，関数についての理解

るようにする。 を深め，それらを具体的な事象の考察に活用できるようにする。

ア 三角関数

(ｱ) 角の拡張

(ｲ) 三角関数とその基本的な性質

ア 指数関数 (ｳ) 三角関数の加法定理

(ｱ) 指数の拡張 イ 指数関数と対数関数

指数を正の整数から有理数へ拡張する意義を理解すること。 (ｱ) 指数の拡張

(ｲ) 指数関数とそのグラフ

指数関数とそのグラフの特徴について理解し，それらを事象の考察 (ｲ) 指数関数

に活用すること。

イ 対数関数

(ｱ) 対数 (ｳ) 対数関数

対数の意味とその基本的な性質について理解し，簡単な対数の計算
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をすること。

(ｲ) 対数関数とそのグラフ

対数関数とそのグラフの特徴について理解し，それらを事象の考察

に活用すること。

［用語・記号］ 累乗根，

(4) 三角関数 ［用語・記号］ 弧度法，累乗根，

角の概念を一般角まで拡張して，三角関数及び三角関数の加法定理につ

いて理解し，それらを事象の考察に活用できるようにする。

ア 角の拡張

角の概念を一般角まで拡張する意義や弧度法による角度の表し方につ

いて理解すること。

イ 三角関数

(ｱ) 三角関数とそのグラフ

三角関数とそのグラフの特徴について理解すること。

(ｲ) 三角関数の基本的な性質

三角関数について，相互関係などの基本的な性質を理解すること。

ウ 三角関数の加法定理

三角関数の加法定理を理解し，それを用いて２倍角の公式を導くこと。

(5) 微分・積分の考え

微分・積分の考えについて理解し，それらの有用性を認識するとともに， (4) 微分・積分の考え

事象の考察に活用できるようにする。 具体的な事象の考察を通して微分・積分の考えを理解し，それを用いて

ア 微分の考え 関数の値の変化を調べることや面積を求めることができるようにする。

(ｱ) 微分係数と導関数 ア 微分の考え

微分係数や導関数の意味について理解し，関数の定数倍，和及び差 (ｱ) 微分係数と導関数

の導関数を求めること。

(ｲ) 導関数の応用

導関数を用いて関数の値の増減や極大・極小を調べ，グラフの概形 (ｲ) 導関数の応用

をかくこと。また，微分の考えを事象の考察に活用すること。 接線，関数値の増減
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イ 積分の考え

(ｱ) 不定積分と定積分 イ 積分の考え

不定積分及び定積分の意味について理解し，関数の定数倍，和及び (ｱ) 不定積分と定積分

差の不定積分や定積分を求めること。

(ｲ) 面積

定積分を用いて直線や関数のグラフで囲まれた図形の面積を求める (ｲ) 面積

こと。

［用語・記号］ 極限値，

［用語・記号］ 極限値，

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)のアについては，関連して二項定理を扱うものとする。

(2) 内容の(3)のイについては，常用対数も扱うものとする。

(3) 内容の(4)のウについては，関連して三角関数の合成を扱うものとする。

(1) 内容の(1)のアの(ｱ)については，分母が二次程度までの分数式を扱うも

のとする。イの(ｱ)に関連して，解と係数の関係に触れる場合には，深入り

しないものとする。イの(ｲ)については，数係数の簡単な三次方程式や複二

次方程式を扱う程度とする。

(2) 内容の(2)に関連して，簡単な場合について軌跡及び不等式の表す領域を

扱うものとする。

(3) 内容の(2)のイの(ｲ)については，円と直線の共有点を求める程度とする。

(4) 内容の(3)のアの(ｳ)については，２倍角の公式及び

を扱う程度とする。イの(ｳ)については，対

数計算は扱わないものとする。

(4) 内容の(5)のアについては，三次までの関数を中心に扱い，イについては， (5) 内容の(4)のアについては，三次までの関数を扱い，イについては二次ま

二次までの関数を中心に扱うものとする。アの(ｱ)の微分係数については， での関数を扱うものとする。アの(ｱ)で扱う極限については，直観的に理解

関数のグラフの接線に関連付けて扱うものとする。また，極限については， させる程度にとどめるものとする。

直観的に理解させるよう扱うものとする。

lim
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第３ 数学Ⅲ 第４ 数学Ⅲ

１ 目 標 １ 目 標

平面上の曲線と複素数平面，極限，微分法及び積分法についての理解を深 極限，微分法及び積分法についての理解を深め，知識の習得と技能の習熟

め，知識の習得と技能の習熟を図り，事象を数学的に考察し表現する能力を を図り，事象を数学的に考察し処理する能力を伸ばすとともに，それらを積

伸ばすとともに，それらを積極的に活用する態度を育てる。 極的に活用する態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 平面上の曲線と複素数平面

平面上の曲線がいろいろな式で表されること及び複素数平面について理

解し，それらを事象の考察に活用できるようにする。

ア 平面上の曲線

(ｱ) 直交座標による表示

放物線，楕円，双曲線が二次式で表されること及びそれらの二次曲
だ

線の基本的な性質について理解すること。

(ｲ) 媒介変数による表示

媒介変数の意味及び曲線が媒介変数を用いて表されることを理解し，

それらを事象の考察に活用すること。

(ｳ) 極座標による表示

極座標の意味及び曲線が極方程式で表されることを理解し，それら

を事象の考察に活用すること。

イ 複素数平面

(ｱ) 複素数の図表示

複素数平面と複素数の極形式，複素数の実数倍，和，差，積及び商

の図形的な意味を理解し，それらを事象の考察に活用すること。

(ｲ) ド・モアブルの定理

ド・モアブルの定理について理解すること。

［用語・記号] 焦点，準線

(2) 極限 (1) 極限
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数列や関数値の極限の概念を理解し，それらを事象の考察に活用できる 微分法，積分法の基礎として極限の概念を理解し，それを数列や関数値

ようにする。 の極限の考察に活用できるようにする。

ア 数列とその極限 ア 数列の極限

(ｱ) 数列の極限 (ｱ) 数列 の極限

数列の極限について理解し，数列｛rn｝の極限などを基に簡単な数

列の極限を求めること。また，数列の極限を事象の考察に活用するこ

と。

(ｲ) 無限等比級数の和 (ｲ) 無限等比級数の和

無限級数の収束，発散について理解し，無限等比級数などの簡単な

無限級数の和を求めること。また，それらを事象の考察に活用するこ

と。

イ 関数とその極限 イ 関数とその極限

(ｱ) 分数関数と無理関数

簡単な分数関数と無理関数及びそれらのグラフの特徴について理解

すること。

(ｲ) 合成関数と逆関数 (ｱ) 合成関数と逆関数

合成関数や逆関数の意味を理解し，簡単な場合についてそれらを求

めること。

(ｳ) 関数値の極限 (ｲ) 関数値の極限

関数値の極限について理解し，それを事象の考察に活用すること。

［用語・記号］ ∞ ［用語・記号］ 収束，発散，∞

(3) 微分法 (2) 微分法

微分法についての理解を深めるとともに，その有用性を認識し，事象の いろいろな関数についての微分法を理解し，それを用いて関数値の増減

考察に活用できるようにする。 やグラフの凹凸などを考察し，微分法の有用性を認識するとともに，具体

的な事象の考察に活用できるようにする。

ア 導関数 ア 導関数

(ｱ) 関数の和・差・積・商の導関数 (ｱ) 関数の和・差・積・商の導関数

関数の積及び商の導関数について理解し，関数の和，差，積及び商
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の導関数を求めること。

(ｲ) 合成関数の導関数 (ｲ) 合成関数の導関数

合成関数の導関数について理解し，合成関数の導関数を求めること。

(ｳ) 三角関数・指数関数・対数関数の導関数 (ｳ) 三角関数・指数関数・対数関数の導関数

三角関数，指数関数及び対数関数の導関数を求めること。

イ 導関数の応用 イ 導関数の応用

導関数を用いて，いろいろな曲線の接線の方程式を求めたり，いろい 接線，関数値の増減，速度，加速度

ろな関数の値の増減，極大・極小，グラフの凹凸などを調べグラフの概

形をかいたりすること。また，それらを事象の考察に活用すること。

［用語・記号］ 自然対数， ，第二次導関数，変曲点 ［用語・記号］ 自然対数，e，第二次導関数，変曲点

(4) 積分法 (3) 積分法

積分法についての理解を深めるとともに，その有用性を認識し，事象の いろいろな関数についての積分法を理解し，その有用性を認識するとと

考察に活用できるようにする。 もに，図形の求積などに活用できるようにする。

ア 不定積分と定積分 ア 不定積分と定積分

(ｱ) 積分とその基本的な性質 (ｱ) 積分とその基本的な性質

不定積分及び定積分の基本的な性質についての理解を深め，それら

を用いて不定積分や定積分を求めること。

(ｲ) 置換積分法・部分積分法 (ｲ) 簡単な置換積分法・部分積分法

置換積分法及び部分積分法について理解し，簡単な場合についてそ

れらを用いて不定積分や定積分を求めること。

(ｳ) いろいろな関数の積分 (ｳ) いろいろな関数の積分

いろいろな関数について，工夫して不定積分や定積分を求めること。

イ 積分の応用 イ 積分の応用

いろいろな曲線で囲まれた図形の面積や立体の体積及び曲線の長さな 面積，体積

どを定積分を利用して求めること。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)のアの(ｲ)及び(ｳ)については，二次曲線や内容の(3)及び(4)で

e
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取り上げる曲線を中心に扱うものとし，描画においてはコンピュータなど

を積極的に活用するものとする。

(2) 内容の(2)のイの(ｳ)については，関連して関数の連続性を扱うものとす

る。

(3) 内容の(3)のイについては，関連して直線上の点の運動や平面上の点の運

動の速度及び加速度を扱うものとする。

(1) 内容の(1)のイに関連して， ， の程度の簡単な分数関数

や無理関数を扱うものとする。イの(ｲ)については，導関数の計算に必要な

程度にとどめるものとする。

(2) 内容の(2)に関連して，平均値の定理に触れる場合には，直観的に理解さ

せる程度にとどめるものとする。

(3) 内容の(2)のアの(ｱ)の分数関数の導関数については，分母，分子が二次

程度までにとどめるものとする。(ｲ)については， （ は有理数），

及び の程度の簡単な関数を扱うものとする。

(4) 内容の(4)のアの(ｲ)については，置換積分法は と置き換 (4) 内容の(3)のアの(ｲ)については，置換積分法は， と置き

えるものを中心に扱うものとする。また，部分積分法は，簡単な関数につ 換える程度にとどめるものとし，また，部分積分法は，簡単な関数につい

いて１回の適用で結果が得られるものを中心に扱うものとする。 て１回の適用で結果が得られるものにとどめるものとする。

第４ 数学Ａ 第５ 数学Ａ

１ 目 標 １ 目 標

場合の数と確率，整数の性質又は図形の性質について理解させ，基礎的な 平面図形，集合と論理及び場合の数と確率について理解させ，基礎的な知

知識の習得と技能の習熟を図り，事象を数学的に考察する能力を養い，数学 識の習得と技能の習熟を図り，事象を数学的に考察し処理する能力を育てる

のよさを認識できるようにするとともに，それらを活用する態度を育てる。 とともに，数学的な見方や考え方のよさを認識できるようにする。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 場合の数と確率

場合の数を求めるときの基本的な考え方や確率についての理解を深め，
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それらを事象の考察に活用できるようにする。

ア 場合の数

(ｱ) 数え上げの原則

集合の要素の個数に関する基本的な関係や和の法則，積の法則につ

いて理解すること。

(ｲ) 順列・組合せ

具体的な事象の考察を通して順列及び組合せの意味について理解し，

それらの総数を求めること。

イ 確率

(ｱ) 確率とその基本的な法則

確率の意味や基本的な法則についての理解を深め，それらを用いて

事象の確率を求めること。また，確率を事象の考察に活用すること。

(ｲ) 独立な試行と確率

独立な試行の意味を理解し，独立な試行の確率を求めること。また，

それを事象の考察に活用すること。

(ｳ) 条件付き確率

条件付き確率の意味を理解し，簡単な場合について条件付き確率を

求めること。また，それを事象の考察に活用すること。

［用語・記号］ ， ，階乗， ，排反

(2) 整数の性質

整数の性質についての理解を深め，それを事象の考察に活用できるよう

にする。

ア 約数と倍数

素因数分解を用いた公約数や公倍数の求め方を理解し，整数に関連し

た事象を論理的に考察し表現すること。

イ ユークリッドの互除法

整数の除法の性質に基づいてユークリッドの互除法の仕組みを理解し，

それを用いて二つの整数の最大公約数を求めること。また，二元一
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次不定方程式の解の意味について理解し，簡単な場合についてその

整数解を求めること。

ウ 整数の性質の活用

二進法などの仕組みや分数が有限小数又は循環小数で表される仕組み

を理解し，整数の性質を事象の考察に活用すること。

(3) 図形の性質 (1) 平面図形

平面図形や空間図形の性質についての理解を深め，それらを事象の考察 三角形や円などの基本的な図形の性質についての理解を深め，図形の見

に活用できるようにする。 方を豊かにするとともに，図形の性質を論理的に考察し処理できるように

ア 平面図形 する。

(ｱ) 三角形の性質 ア 三角形の性質

三角形に関する基本的な性質について，それらが成り立つことを証

明すること。

(ｲ) 円の性質 イ 円の性質

円に関する基本的な性質について，それらが成り立つことを証明す

ること。

(ｳ) 作図

基本的な図形の性質などをいろいろな図形の作図に活用すること。

イ 空間図形

空間における直線や平面の位置関係やなす角についての理解を深める

こと。また，多面体などに関する基本的な性質について理解し，それら

を事象の考察に活用すること。

(2) 集合と論理

図表示などを用いて集合についての基本的な事項を理解し，統合的に見

ることの有用性を認識し，論理的な思考力を伸ばすとともに，それらを命

題などの考察に生かすことができるようにする。

ア 集合と要素の個数

イ 命題と証明

(3) 場合の数と確率

具体的な事象の考察などを通して，順列・組合せや確率について理解し，
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不確定な事象を数量的にとらえることの有用性を認識するとともに，事象

を数学的に考察し処理できるようにする。

ア 順列・組合せ

イ 確率とその基本的な法則

ウ 独立な試行と確率

［用語・記号］ ， ，階乗， ，余事象，排反

〔課題学習〕

(1)，(2)及び(3)の内容又はそれらを相互に関連付けた内容を生活と関連

付けたり発展させたりするなどして，生徒の関心や意欲を高める課題を設

け，生徒の主体的な学習を促し，数学のよさを認識できるようにする。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) この科目は，内容の(1)から(3)までの中から適宜選択させるものとする。

(2) 課題学習については，それぞれの内容との関連を踏まえ，学習効果を高

めるよう適切な時期や場面に実施するとともに，実施に当たっては数学的

活動を一層重視するものとする。

(1) 内容の(1)のアについては，重心，内心，外心などの簡単な性質を扱う程

度とし，また，イについては，四角形が円に内接する条件や方べきの定理，

二つの円の位置関係などを扱う程度とする。

(2) 内容の(2)のアについては，集合に関する用語・記号には深入りしないも

のとする。また，集合の間の関係については複雑なものは扱わないものと

する。イについては，集合の包含関係と関連付けて理解できる程度にとど

めるものとする。また，必要条件，十分条件，対偶，背理法などを扱うも

のとする。

(3) 内容の(3)のアに関連して，二項定理を扱うものとし，ウに関連して，期

待値を扱うものとする。ただし，事象の独立，従属は扱わないものとする。

第５ 数学Ｂ 第６ 数学Ｂ
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１ 目 標 １ 目 標

確率分布と統計的な推測，数列又はベクトルについて理解させ，基礎的な 数列，ベクトル，統計又は数値計算について理解させ，基礎的な知識の習

知識の習得と技能の習熟を図り，事象を数学的に考察し表現する能力を伸ば 得と技能の習熟を図り，事象を数学的に考察し処理する能力を伸ばすととも

すとともに，それらを活用する態度を育てる。 に，それらを活用する態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 確率分布と統計的な推測

確率変数とその分布，統計的な推測について理解し，それらを不確定な

事象の考察に活用できるようにする。

ア 確率分布

(ｱ) 確率変数と確率分布

確率変数及び確率分布について理解し，確率変数の平均，分散及び

標準偏差を用いて確率分布の特徴をとらえること。

(ｲ) 二項分布

二項分布について理解し，それを事象の考察に活用すること。

イ 正規分布

正規分布について理解し，二項分布が正規分布で近似できることを知

ること。また，それらを事象の考察に活用すること。

ウ 統計的な推測

(ｱ) 母集団と標本

標本調査の考え方について理解し，標本を用いて母集団の傾向を推

測できることを知ること。

(ｲ) 統計的な推測の考え

母平均の統計的な推測について理解し，それを事象の考察に活用す

ること。

(2) 数列 (1) 数列

簡単な数列とその和及び漸化式と数学的帰納法について理解し，それら 簡単な数列とその和及び漸化式と数学的帰納法について理解し，それら

を事象の考察に活用できるようにする。 を用いて事象を数学的に考察し処理できるようにする。

ア 数列とその和 ア 数列とその和
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(ｱ) 等差数列と等比数列 (ｱ) 等差数列と等比数列

等差数列と等比数列について理解し，それらの一般項及び和を求め

ること。

(ｲ) いろいろな数列 (ｲ) いろいろな数列

いろいろな数列の一般項や和について，その求め方を理解し，事象

の考察に活用すること。

イ 漸化式と数学的帰納法 イ 漸化式と数学的帰納法

(ｱ) 漸化式と数列 (ｱ) 漸化式と数列

漸化式について理解し，簡単な漸化式で表された数列について，一

般項を求めること。また，漸化式を事象の考察に活用すること。

(ｲ) 数学的帰納法 (ｲ) 数学的帰納法

数学的帰納法について理解し，それを用いて簡単な命題を証明する

とともに，事象の考察に活用すること。

［用語・記号］ Σ ［用語・記号］

(3) ベクトル (2) ベクトル

ベクトルの基本的な概念について理解し，その有用性を認識するととも ベクトルについての基本的な概念を理解し，基本的な図形の性質や関係

に，事象の考察に活用できるようにする。 をベクトルを用いて表現し，いろいろな事象の考察に活用できるようにす

る。

ア 平面上のベクトル ア 平面上のベクトル

(ｱ) ベクトルとその演算 (ｱ) ベクトルとその演算

ベクトルの意味，相等，和，差，実数倍，位置ベクトル及びベクト

ルの成分表示について理解すること。

(ｲ) ベクトルの内積 (ｲ) ベクトルの内積

ベクトルの内積及びその基本的な性質について理解し，それらを平

面図形の性質などの考察に活用すること。

イ 空間座標とベクトル イ 空間座標とベクトル

座標及びベクトルの考えが平面から空間に拡張できることを知るこ 空間座標，空間におけるベクトル

と。
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(3) 統計とコンピュータ

統計についての基本的な概念を理解し，身近な資料を表計算用のソフト

ウェアなどを利用して整理・分析し，資料の傾向を的確にとらえることが

できるようにする。

ア 資料の整理

度数分布表，相関図

イ 資料の分析

代表値，分散，標準偏差，相関係数

(4) 数値計算とコンピュータ

簡単な数値計算のアルゴリズムを理解し，それを科学技術計算用のプロ

グラミング言語などを利用して表現し，具体的な事象の考察に活用できる

ようにする。

ア 簡単なプログラム

イ いろいろなアルゴリズム

(ｱ) 整数の計算

(ｲ) 近似値の計算

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) この科目は，内容の(1)から(3)までの中から適宜選択させるものとする。 (1) この科目は，履修する生徒の実態に応じて，内容の(1)から(4)までの中

から適宜選択させるものとする。

(2) 内容の(1)のアの(ｲ)については，階差数列や数列 の和を扱う程度と

する。イの(ｱ)の漸化式については，二項間の関係式を扱う程度とする。ま

た，イの(ｲ)の数学的帰納法については，その方法の理解に重点を置くもの

とする。

(3) 内容の(2)のイについては，空間におけるベクトルが，平面上のベクトル

と同様に扱えることの理解に重点を置き，空間におけるベクトルを用いた

方程式は扱わないものとする。また，空間図形の方程式については， な

どを扱う程度とする。
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(4) 内容の(3)については，理論的な考察には深入りしないものとする。

(5) 内容の(4)のアについては，プログラミング技術には深入りしないものと

する。イの(ｱ)については，ユークリッドの互除法などを扱い，(ｲ)につい

ては，二分法，台形公式による面積の近似計算などを扱う程度とする。

第６ 数学活用 第１ 数学基礎

１ 目 標 １ 目 標

数学と人間とのかかわりや数学の社会的有用性についての認識を深めると 数学と人間とのかかわりや，社会生活において数学が果たしている役割に

ともに，事象を数理的に考察する能力を養い，数学を積極的に活用する態度 ついて理解させ，数学に対する興味・関心を高めるとともに，数学的な見方

を育てる。 や考え方のよさを認識し数学を活用する態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 数学と人間の活動 (1) 数学と人間の活動

数学が人間の活動にかかわってつくられ発展してきたことやその方法を 数量や図形についての概念等が人間の活動にかかわって発展してきたこ

理解するとともに，数学と文化とのかかわりについての認識を深める。 とを理解し，数学に対する興味・関心を高める。

ア 数や図形と人間の活動 ア 数と人間

数量や図形に関する概念などと人間の活動や文化とのかかわりについ イ 図形と人間

て理解すること。

イ 遊びの中の数学

数理的なゲームやパズルなどを通して論理的に考えることのよさを認

識し，数学と文化とのかかわりについて理解すること。

(2) 社会生活における数理的な考察 (2) 社会生活における数理的な考察

社会生活において数学が活用されている場面や身近な事象を数理的に考 社会生活において数学が活用されている場面や身近な事象を数理的に考

察するとともに，それらの活動を通して数学の社会的有用性についての認 察することを通して，数学の有用性などを知り，数学的な見方や考え方を

識を深める。 豊かにする。

ア 社会生活と数学 ア 社会生活と数学

社会生活などの場面で，事象を数学化し考察すること。

イ 数学的な表現の工夫 イ 身近な事象の数理的な考察

図，表，行列及び離散グラフなどを用いて，事象を数学的に表現し考
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察すること。

ウ データの分析 (3) 身近な統計

目的に応じてデータを収集し，表計算用のソフトウェアなどを用いて 目的に応じて資料を収集し，それを表やグラフなどを用いて整理すると

処理しデータ間の傾向をとらえ予測や判断をすること。 ともに，資料の傾向を代表値を用いてとらえるなど，統計の考えを理解し，

それを活用できるようにする。

ア 資料の整理

イ 資料の傾向の把握

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) この科目の指導に当たっては，数学的活動を一層重視し，身近な事例を

取り上げるなど生徒の主体的活動を促すとともに，コンピュータなどを積

極的に活用した学習が行われるよう配慮するものとする。

(2) 内容の(1)のアについては，数学における概念の形成や原理・法則の認識

の過程と人間の活動や文化とのかかわりを中心として，数学史的な話題及

びコンピュータを活用した問題の解決などを取り上げるものとする。

(3) 内容の(2)のアについては，経済にかかわる話題なども取り上げるものと

する。

(1) 内容の(1)については，数学における概念の形成や原理・法則の認識の過

程と人間や文化とのかかわりを中心として，数学史的な話題を取り上げる

ものとする。

(2) 内容の(2)については，社会生活と数学とのかかわりの身近な事例を取り

上げるよう配慮するものとする。

(3) 内容の(3)については，統計の基本的な考えを扱うものとし，また，コン

ピュ－タ等を活用した学習がなされるよう配慮するものとする。

(4) この科目の指導に当たっては，身近な事例を取り上げるなど生徒が主体

的に学習できるようにし，理論的な考察には深入りしないよう配慮するも

のとする。

第７ 数学Ｃ
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１ 目 標

行列とその応用，式と曲線，確率分布又は統計処理について理解させ，知

識の習得と技能の習熟を図り，事象を数学的に考察し処理する能力を伸ばす

とともに，それらを積極的に活用する態度を育てる。

２ 内 容

(1) 行列とその応用

行列の概念とその基本的な性質について理解し，数学的に考察し処理す

る能力を伸ばすとともに，連立一次方程式を解くことや点の移動の考察な

どに活用できるようにする。

ア 行列

(ｱ) 行列とその演算

和，差，実数倍

(ｲ) 行列の積と逆行列

イ 行列の応用

(ｱ) 連立一次方程式

(ｲ) 点の移動

［用語・記号］

(2) 式と曲線

二次曲線の基本的な性質及び曲線がいろいろな式で表現できることを理

解し，具体的な事象の考察に活用できるようにする。

ア 二次曲線

(ｱ) 放物線

(ｲ) 楕円と双曲線
だ

イ 媒介変数表示と極座標

(ｱ) 曲線の媒介変数表示

(ｲ) 極座標と極方程式

［用語・記号］ 焦点，準線
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(3) 確率分布

確率の計算及び確率変数とその分布についての理解を深め，不確定な事

象を数学的に考察する能力を伸ばすとともに，それらを活用できるように

する。

ア 確率の計算

イ 確率分布

(ｱ) 確率変数と確率分布

(ｲ) 二項分布

［用語・記号］ 条件つき確率，平均，分散，標準偏差

(4) 統計処理

連続的な確率分布や統計的な推測について理解し，統計的な見方や考え

方を豊かにするとともに，それらを統計的な推測に活用できるようにする。

ア 正規分布

(ｱ) 連続型確率変数

(ｲ) 正規分布

イ 統計的な推測

(ｱ) 母集団と標本

(ｲ) 統計的な推測の考え

［用語・記号］ 推定

３ 内容の取扱い

(1) この科目は，履修する生徒の実態に応じて，内容の(1)から(4)までの中

から適宜選択させるものとする。

(2) 内容の(1)のアについては，３×３行列までを扱うものとする。ただし，

逆行列の計算については，２×２行列にとどめるものとする。イの(ｲ)につ

いては，平面上の点の移動を扱うものとする。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
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１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 「数学Ⅱ」，「数学Ⅲ」を履修させる場合は，「数学Ⅰ」，「数学Ⅱ」，「数学Ⅲ」 (1) 「数学Ⅱ」，「数学Ⅲ」を履修させる場合は，原則として「数学Ⅰ」，「数学

の順に履修させることを原則とすること。 Ⅱ」，「数学Ⅲ」の順に履修させること。

(2) 「数学Ａ」については，「数学Ⅰ」と並行してあるいは「数学Ⅰ」を履修し (2) 「数学Ａ」については，「数学基礎」又は「数学Ⅰ」と並行してあるいはそ

た後に履修させ，「数学Ｂ」については，「数学Ⅰ」を履修した後に履修させ れらの科目を履修した後に履修させ，「数学Ｂ」については，「数学Ⅰ」を履

ることを原則とすること。 修した後に履修させ，「数学Ｃ」については，「数学Ⅰ」及び「数学Ａ」を履

修した後に履修させることを原則とすること。

(3) 各科目を履修させるに当たっては，当該科目や他の科目の内容及び理科， (3) 各科目を履修させるに当たっては，当該科目及び他の科目の内容相互の関

情報科，家庭科等の内容を踏まえ，相互の関連を図るとともに，学習内容の 連を図るとともに，学習内容の系統性に留意すること。

系統性に留意すること。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の内容の［用語・記号］は，当該科目で扱う内容の程度や範囲を明 (1) 各科目の内容の[用語・記号]は，当該科目で扱う内容の程度や範囲を明確

確にするために示したものであり，内容と密接に関連させて扱うこと。 にするために示したものであり，内容と密接に関連させて扱うこと。

(2) 各科目の指導に当たっては，必要に応じて，コンピュータや情報通信ネッ (2) 各科目の指導に当たっては，必要に応じて，コンピュータや情報通信ネッ

トワークなどを適切に活用し，学習の効果を高めるようにすること。 トワークなどを適切に活用し，学習の効果を高めるようにすること。

３ 指導に当たっては，各科目の特質に応じ数学的活動を重視し，数学を学習す

る意義などを実感できるようにするとともに，次の事項に配慮するものとする。

(1) 自ら課題を見いだし，解決するための構想を立て，考察・処理し，その過

程を振り返って得られた結果の意義を考えたり，それを発展させたりするこ

と。

(2) 学習した内容を生活と関連付け，具体的な事象の考察に活用すること。

(3) 自らの考えを数学的に表現し根拠を明らかにして説明したり，議論したり

すること。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第５節 理 科 第５節 理 科

第１款 目 標 第１款 目 標

自然の事物・現象に対する関心や探究心を高め，目的意識をもって観察，実験 自然に対する関心や探究心を高め，観察，実験などを行い，科学的に探究する

などを行い，科学的に探究する能力と態度を育てるとともに自然の事物・現象に 能力と態度を育てるとともに自然の事物・現象についての理解を深め，科学的な

ついての理解を深め，科学的な自然観を育成する。 自然観を育成する。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 科学と人間生活 第１ 理科基礎

１ 目 標 １ 目 標

自然と人間生活とのかかわり及び科学技術が人間生活に果たしてきた役割 科学と人間生活とのかかわり，自然の探究・解明や科学の発展の過程につ

について，身近な事物・現象に関する観察，実験などを通して理解させ，科 いて，観察，実験などを通して理解させ，科学に対する興味・関心を高める

学的な見方や考え方を養うとともに，科学に対する興味・関心を高める。 とともに，科学的な見方や考え方を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 科学技術の発展 (1) 科学の始まり

科学技術の発展が今日の人間生活に対してどのように貢献してきたかに 道具や火の活用，自然の観察とその積み重ね，自然の中に見られる規則

ついて理解させる。 性や法則性の発見など，科学の始まりと人間生活とのかかわりについて考

えさせる。

(2) 人間生活の中の科学 (2) 自然の探究と科学の発展

身近な自然の事物・現象及び日常生活や社会の中で利用されている科学 自然への疑問や興味に基づく客観的な観察と新しい発想が科学を発展さ

技術を取り上げ，科学と人間生活とのかかわりについて認識を深めさせる。 せ，自然の見方を大きく転換し，展開させたことについて理解させる。
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ア 光や熱の科学

(ｱ) 光の性質とその利用

光を中心とした電磁波の性質とその利用について理解すること。

(ｲ) 熱の性質とその利用

熱の性質，エネルギーの変換と保存及び有効利用について理解する

こと。

イ 物質の科学 ア 物質の成り立ち

(ｱ) 材料とその再利用 (ｱ) 原子，分子の探究

身近な材料であるプラスチックや金属の種類，性質及び用途と資源 (ｲ) 物質の合成への道

の再利用について理解すること。

(ｲ) 衣料と食品

身近な衣料材料の性質や用途，食品中の主な成分の性質について理

解すること。

ウ 生命の科学

(ｱ) 生物と光

植物の生育，動物の行動及びヒトの視覚と光とのかかわりについて

理解すること。

(ｲ) 微生物とその利用

様々な微生物の存在と生態系での働き，微生物と人間生活とのかか

わりについて理解すること。

イ 生命を探る

(ｱ) 細胞の発見と細胞説

(ｲ) 進化の考え方

ウ エネルギーの考え方

(ｱ) エネルギーの考え方の形成

(ｲ) 電気エネルギーの利用

エ 宇宙や地球の科学 エ 宇宙・地球を探る

(ｱ) 身近な天体と太陽系における地球 (ｱ) 天動説と地動説

太陽や月などの身近に見られる天体と人間生活とのかかわり，太陽



- 113 -

系における地球について理解すること。

(ｲ) 身近な自然景観と自然災害 (ｲ) プレートテクトニクス説の成立

身近な自然景観の成り立ちと自然災害について，太陽の放射エネル

ギーによる作用や地球内部のエネルギーによる変動と関連付けて理解

すること。

(3) これからの科学と人間生活 (3) 科学の課題とこれからの人間生活

自然と人間生活とのかかわり及び科学技術が人間生活に果たしてきた役 様々な自然認識の展開による科学の成果についての学習を踏まえて，現

割についての学習を踏まえて，これからの科学と人間生活とのかかわり方 在及び将来における科学の課題と身近な人間生活とのかかわりについて考

について考察させる。 察させる。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成とその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

る。

ア 中学校理科との関連を十分考慮するとともに，科学と人間生活とのか ア 中学校理科との関連を十分考慮するとともに，科学の発展と人間生活

かわりについて理解させ，観察，実験などを中心に扱い，自然や科学技 とのかかわりについて理解させ，科学的な見方や考え方を育成すること。

術に対する興味・関心を高めること。

イ 内容の(1)については，この科目の導入として位置付け，身近な事例 イ 内容の(1)については，この科目の導入であることを踏まえ，科学へ

を基に科学技術に対する興味・関心を高めるよう展開すること。 の興味・関心を高めるよう展開すること。その際，羅列的な扱いはしな

いこと。

ウ 内容の(2)のアからエまでについては，生徒の実態等を考慮し，それ ウ 内容の(2)のアからエまでについては，生徒の実態等を考慮し，それ

ぞれ(ｱ)又は(ｲ)のいずれかを選択して扱うこと。 ぞれ(ｱ)又は(ｲ)のいずれかを選択して扱うこと。その際，典型的な観察

や実験を取り上げ，探究的な学習を行うようにすること。

エ 内容の(3)については，内容の(2)の学習を踏まえ，課題を適宜設けて エ 内容の(3)については，内容の(2)の学習を踏まえ，課題を適宜設けて

考察させ，報告書を作成させたり発表を行う機会を設けたりすること。 考察させ，報告書にまとめたり，発表を行わせたりすること。

その際，コンピュータや情報通信ネットワークなどの適切な活用を図る オ 指導に当たっては，適宜コンピュータなどの活用を図ること。

こと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，身近な科学技術の例を取り上げ，その変遷と ア 内容の(1)については，直立歩行する人類の特性から道具や火の活用

人間生活の変化とのかかわりを扱うこと。 が進み，文明をつくる基礎となったこと，自然観察に基づいて，人間生
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活にかかわる工夫が重ねられたことを扱うこと。また，言語や文字の発

達により，情報が時代を超えて集積されるようになり，古代においても

人類が自然の法則性を見いだしたこと，その中には今日でも通用するも

のがあると同時に，実証的でなく観念的なものも長く続いていたことを

扱うこと。

イ 内容の(2)のアの(ｱ)については，光の波としての分類や性質，電磁波 イ 内容の(2)のアの(ｱ)については，元素の概念や原子，分子の存在を確

の利用に関して，観察，実験などを中心に扱うこと。その際，「電磁波 かめていく過程で決め手となった諸法則に関する観察や実験を通して，

の利用」については，電波やＸ線にも触れること。(ｲ)については，熱 物質を構成する粒子の概念が形成された過程を平易に扱うこと。

量保存，仕事や電流による熱の発生，エネルギーの変換に関して，観察， (ｲ)については，物質の合成についての簡単な実験を通して，物質を

実験などを中心に扱うこと。その際，「エネルギーの変換と保存」につ 構成する元素の組成の組替えにより，天然にしかないと思われていた物

いては，熱機関と永久機関に関する歴史的な事項や熱が仕事に変わる際 質も合成でき，合成された有用な物質が人間生活を豊かにしてきたこと

の不可逆性にも触れること。 を扱うこと。その際，合成物質などの利用には自然界に対する配慮が重

要になってきたことにも触れること。

ウ 内容の(2)のイの(ｱ)については，代表的なプラスチックや金属の種類， ウ 内容の(2)のイの(ｱ)については，顕微鏡を用いた身近な生物の観察を

性質に関して，観察，実験などを中心に扱うこと。その際，「プラスチ 通して，すべての生物を構成する基本的な単位が細胞であること，細胞

ック」については，その成分の違い，化学構造及び燃焼にかかわる安全 の発見から細胞説が確立されたこと及び生物は自然発生をしないことを

性にも触れること。「金属」については，製錬や腐食とその防止にも触 扱い，それらに関して顕微鏡の発明が重要な役割を果たしたことにも触

れること。「資源の再利用」については，ガラスにも触れること。(ｲ)に れること。

ついては，衣料材料として用いられる代表的な天然繊維及び合成繊維の (ｲ)については，進化論が提唱されるに至った過程や論争の考察を通

性質，食品中の主な成分である炭水化物，タンパク質及び脂質の性質に して，地球上に生活する多様な生物が進化の過程を経て現在に至ったこ

関して，観察，実験などを中心に扱うこと。その際，「身近な衣料材料 とを進化の事例とともに扱うこと。その際，分子進化については扱わな

の性質」や「食品中の主な成分の性質」については，化学構造との関連 いこと。

にも触れること。

エ 内容の(2)のウの(ｱ)については，光合成と光，光に対する動物の行動， エ 内容の(2)のウの(ｱ)については，熱と仕事との関係や熱と他のエネル

ヒトの視覚に関して，観察，実験などを中心に扱うこと。その際，「植 ギーとの変換に関する実験を通して，エネルギー保存の法則が自然のあ

物の生育」については，成長運動，開花にも触れること。「動物の行動」 らゆる現象を貫いて成立する自然科学の一般的な原理として確立された

については，体内時計も取り上げ，ヒトの健康と光とのかかわりにも触 ことを扱うこと。その際，蒸気機関の発明にも触れること。なお，数式

れること。(ｲ)については，様々な微生物の存在，生態系での分解者と の扱いは最小限にとどめること。

しての働き，発酵に関して，観察，実験などを中心に扱うこと。その際， (ｲ)については，電気や磁気についての実験を通して，電池や発電機
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「様々な微生物の存在」については，微生物の発見の歴史にも触れるこ が発明されたことにより化学エネルギーや力学的エネルギーが電気エネ

と。「微生物と人間生活とのかかわり」については，微生物が医薬品な ルギーに変えれるようになったことを扱うこと。また，電気エネルギー

どの生成に利用されることにも触れること。 は動力源，光，熱などへも容易に変換できる便利なエネルギーとして広

く利用されるようになったことも扱うこと。

オ 内容の(2)のエの(ｱ)については，太陽や月の運行と時や暦などとの関 オ 内容の(2)のエの(ｱ)については，惑星の観測や観測資料から得られる

係，太陽が地球や人間生活に及ぼす影響，太陽系の天体及び太陽系の広 惑星の視運動の様子を基に，惑星の軌道を作図するなどの実習を通して，

がりや構造に関して，観察，実験などを中心に扱うこと。その際，天動 天動説から地動説への宇宙に対する見方や考え方の転換を扱うこと。そ

説，地動説にも触れること。(ｲ)については，地域の自然景観，その変 の際，ケプラーの法則及びそれがニュートンの万有引力の法則の発見に

化と自然災害に関して，観察，実験などを中心に扱うこと。その際，自 つながったことにもごく簡単に触れること。

然景観が長い時間の中で変化してできたことにも触れること。「自然景 (ｲ)については，モデル実験やコンピュータシミュレーションなどを

観の成り立ち」については，流水の作用，地震や火山活動と関連付けて 通して，大西洋中央海嶺の発見が契機となり地球表層の運動がプレート
れい

扱うこと。「自然災害」については，防災にも触れること。 の動きで説明できるようになるまでの過程を平易に扱い，地殻や地表に

見られる地学現象がそれによって説明できるようになったことにも触れ

ること。

カ 内容の(3)については，(2)で学習した内容を踏まえ，生徒の興味・関 カ 内容の(3)については，(2)で学習した内容の発展として，生徒の興味

心等に応じて，自然や科学技術に関連した事例を課題として設定し考察 ・関心等に応じて，物質とエネルギー，生命と環境，宇宙と地球などの

させること。 分野から，現在及び将来の社会における科学に関連した課題を取り上げ

て，身近な人間生活とのかかわりについて平易に扱うこと。

第２ 理科総合Ａ

１ 目 標

自然の事物・現象に関する観察，実験などを通して，エネルギーと物質の

成り立ちを中心に，自然の事物・現象について理解させるとともに，人間と

自然とのかかわりについて考察させ，自然に対する総合的な見方や考え方を

養う。

２ 内 容

(1) 自然の探究

身近な自然の事物・現象についての観察，実験などを通して，それらの
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基本的な方法を習得させるとともに，エネルギーや物質について考察させ，

自然を探究する力を養う。

ア 自然の見方

自然をエネルギーや物質の変化と変換などでとらえ，自然に対する総

合的な見方や考え方を養う。

イ 探究の仕方

具体的な事例についての観察，実験などを通して，探究の進め方を体

得させる。

(2) 資源・エネルギーと人間生活

人間生活にかかわりの深い化石燃料，原子力，水力，太陽光などの利用

の際見られる現象は，エネルギーという共通概念でとらえられることを理

解させる。

ア 資源の開発と利用

(ｱ) エネルギー資源の利用

蓄積型の化石燃料と原子力及び非蓄積型の水力，太陽エネルギーな

どの特性や有限性及びその利用などについて理解させる。

(ｲ) その他の資源の開発と利用

金属，非金属資源の特性や有限性，資源探査の方法や開発，再利用

について理解させる。

イ いろいろなエネルギー

(ｱ) 仕事と熱

電流による発熱や仕事など，熱と仕事を中心としてエネルギーの基

礎について理解させる。

(ｲ) エネルギーの変換と保存

太陽エネルギーは仕事に変えられたり生物のエネルギー源になった

りすること及びエネルギーは変換されるがその総量は保存されること

について理解させる。

(3) 物質と人間生活

身の回りの物質は原子，分子，イオンから成り立ち，それらの粒子の結
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び付きの変化で物質の性質が変わることやエネルギーの出入りがあること

を理解させる。

ア 物質の構成と変化

(ｱ) 物質の構成単位

原子，分子，イオンとその結合についての基礎を理解させる。

(ｲ) 物質の変化

物質の状態変化及び化学変化における原子，分子，イオンの状態を

エネルギーと関連させて理解させる。

イ 物質の利用

(ｱ) 日常生活と物質

人間生活とかかわりの深い物質の特性と利用及び物質の製造にエネ

ルギーが必要であることについて理解させる。

(ｲ) 生物のつくる物質

生物が有用な物質をつくること及び生物体内の化学反応の精妙さに

ついて理解させる。

(4) 科学技術の進歩と人間生活

科学技術の成果と今後の課題について考察させ，科学技術と人間生活と

のかかわりについて探究させる。

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 中学校理科との関連を十分考慮するとともに，日常生活と関連付けて

身近な自然の事物・現象についての理解を無理なく行わせ，科学的な見

方や考え方を育成すること。

イ 内容の(1)については，内容の(2)から(4)までの事項と関連を図り，

具体的な事例を取り上げて扱うこと。また，内容の(2)から(4)までの中

で扱うこともできること。指導に当たっては，適宜コンピュータなどの

活用を図ること。
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ウ 内容の(2)から(4)までについては，各項目を有機的に関連付けて自然

を総合的にとらえられるようにすること。

エ 内容の(4)については，内容の(1)から(3)までの学習を踏まえ，課題

を適宜設けて探究させ，報告書にまとめたり，発表を行わせたりするこ

と。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，電流と熱，力と仕事，物質の成分などに

関連した身近な自然の事物・現象の中から適宜事例を取り上げ，観察，

実験などを基にして扱うこと。

イについては，具体的な課題を取り上げ，観察，実験などを中心に扱

うこと。その際，得られた数値の処理の仕方やグラフの表し方にも簡単

に触れること。

イ 内容の(2)のアの(ｲ)については，多様なエネルギー資源が発電や熱源

に利用されていること及び蓄積型のエネルギー資源の成因，分布，埋蔵

量の有限性並びにこれらがエネルギーとして利用できる過程についての

概略を扱い，環境への配慮が必要であることにも触れること。その際，

羅列的な扱いはしないこと。原子力に関連して，天然放射性同位体の存

在やα線，β線，γ線の性質にも触れること。(ｲ)については，金属，

非金属資源となる元素が地殻の中に地域的に濃縮して鉱床をつくってい

ることを扱うこと。また，海洋底を含めて資源の探査及び資源の有効利

用にも触れるが，深入りしないこと。

イの(ｱ)については，力と仕事の基礎概念を扱うとともに，位置及び

運動のエネルギーの考えを仕事の概念と結び付けて扱うこと。その際，

熱が仕事に変わる際の不可逆性も含めて仕事と熱量や電力量などのエネ

ルギーとの関係にも触れること。(ｲ)については，太陽エネルギーによ

り水が位置エネルギーを得て，水力，電力として利用されること，光合

成で有機物が生成され，呼吸によって生物のエネルギー源となり，その

一部は化石燃料のエネルギーとして蓄積され，燃料となっていることな

どを身近な事例を基に扱うこと。また，エネルギー保存の法則により，
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一見多様な現象が統一的にとらえられることを扱うこと。

ウ 内容の(3)のアの(ｱ)については，元素の周期性を基に原子，分子，イ

オンを平易な例に基づいて扱うこと。また，原子の構造も簡単に扱うこ

と。(ｲ)については，三態変化，燃焼，酸化・還元，中和などの中から

事例を一つ又は二つ選び，物質の状態変化や化学変化にはエネルギーの

出入りが伴うことを扱うこと。

イの(ｱ)については，半導体，磁性体，金属，セラミックス，プラス

チックの中から二つ又は三つの事例を選び扱うこと。(ｲ)については，

人間が衣食住や医療の分野において生物のつくる物質に支えられている

こと，おだやかな条件下で特定の物質を効率よくつくる生物の働きなど

を扱うこと。その際，自然界における生物の働きに与える合成物質の影

響にも触れること。

エ 内容の(4)については，生徒の興味・関心等に応じて，物質や資源の

利用，ネルギーの変換や利用など科学技術に関する身近な課題を取り上

げ，科学技術と人間生活とのかかわりなどを平易に扱うこと。

第３ 理科総合Ｂ

１ 目 標

自然の事物・現象に関する観察，実験などを通して，生物とそれを取り巻

く環境を中心に，自然の事物・現象について理解させるとともに，人間と自

然とのかかわりについて考察させ，自然に対する総合的な見方や考え方を養

う。

２ 内 容

(1) 自然の探究

身近な自然の事物・現象についての観察，実験などを通して，それらの

基本的な方法を習得させるとともに，生物とそれを取り巻く環境について

考察させ，自然を探究する力を養う。

ア 自然の見方
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自然を多様性と共通性，変化と平衡などでとらえ，自然に対する総合

的な見方や考え方を養う。

イ 探究の仕方

具体的な事例についての観察，実験などを通して，探究の進め方を体

得させる。

(2) 生命と地球の移り変わり

生命の星としての地球の変遷をたどり，生命の出現と生物の変遷は地球

環境の変化とかかわっていること及び生物は遺伝という共通の性質をも

ち，親の形質を子に伝えていることについて理解させる。

ア 地球の移り変わり

(ｱ) 惑星としての地球

他の惑星との比較において，生命を生み出す条件を備えた地球の特

徴について理解させる。

(ｲ) 地球の変動

プレートの動きによる世界の大山脈の形成などの大地の変動につい

て理解させる。

イ 生物の移り変わり

(ｱ) 生物の変遷

地球上の光合成生物の誕生から生物が陸上に進出し現在の生物に至

るまでの変遷について理解させる。

(ｲ) 遺伝の規則性

生物には親から子へ形質を伝える遺伝現象があり，そこには遺伝子

の存在という共通性があることを理解させる。

(3) 多様な生物と自然のつり合い

地球上の様々な自然環境は，変化するとともに，その過程で平衡が保た

れ，そこで多様な生物が生活していることについて理解させる。

ア 地表の姿と大気

(ｱ) 多様な景観

現在の地球上の陸地，島弧，海洋底などの景観の特徴とその成因に
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ついて理解させる。

(ｲ) 大気と水の循環

地球規模の大気と水の循環や運動について理解させ，地球上では熱

の移動が行われ，熱的平衡が保たれていることを認識させる。

イ 生物と環境

(ｱ) 生物の多様性

地球には多様な生物が存在していること及びそれらの生活の多様性

について理解させる。

(ｲ) 生物と環境とのかかわり

生物とそれを取り巻く環境は種々の生態系としてとらえることがで

きること及び生態系における生物と環境とのかかわりを理解させる。

(4) 人間の活動と地球環境の変化

生物とそれを取り巻く環境の現状と課題について考察させ，人間と地球

環境とのかかわりについて探究させる。

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 中学校理科との関連を十分考慮するとともに，日常生活と関連付けて

身近な自然の事物・現象についての理解を無理なく行わせ，科学的な見

方や考え方を育成すること。

イ 内容の(1)については，内容の(2)から(4)までの事項と関連を図り，

具体的な事例を取り上げて扱うこと。また，内容の(2)から(4)までの中

で扱うこともできること。指導に当たっては，適宜コンピュータなどの

活用を図ること。

ウ 内容の(2)から(4)までについては，各項目を有機的に関連付けて自然

を総合的にとらえられるようにすること。

エ 内容の(4)については，内容の(1)から(3)までの学習を踏まえ，課題

を適宜設けて探究させ，報告書にまとめたり，発表を行わせたりするこ
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と。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，大地の変動，大気と水の循環，生態系な

どに関連した身近な自然の事物・現象の中から適宜事例を取り上げ，観

察，実験などを基にして扱うこと。

イについては，具体的な課題を取り上げ，観察，実験，野外観察，調

査などを中心に扱うこと。その際，得られた数値の処理の仕方やグラフ

の表し方及び野外観察の記録の取り方や整理の仕方などにも簡単に触れ

ること。

イ 内容の(2)のアの(ｱ)については，地球の表面の様子を太陽系の他の惑

星の表面の様子と比較して扱うとともに，生命を生み出した条件として

の大気や水の存在などの地球の特徴を扱うこと。また，地球誕生時の大

気，水，大地の様子や生命の化学進化について扱うが，地球の誕生につ

いては簡単に触れるにとどめること。(ｲ)については，プレートの動き

による大地の変動を平易に扱うこと。その際，世界の大山脈の形成など

典型的な事例を取り上げ，それに関連して，褶曲や断層，不整合にも
しゅう

触れること。プレートの移動の原因については深入りしないこと。

イの(ｱ)については，生物の変遷の羅列的な扱いはしないこと。また，

大気の組成の変化と生命活動との相互のかかわりについても扱うこと。

光合成生物の出現と関連し，太陽放射エネルギーについても扱い，その

際，光の種類と性質にも触れること。(ｲ)についてはメンデルの法則の

うち，優性の法則と分離の法則を扱うが，遺伝子については遺伝子の本

体がＤＮＡであることを指摘する程度にとどめること。

ウ 内容の(3)のアの(ｲ)については，火山，山脈，河川，海岸などの陸地，

島弧，海溝や海嶺などの海洋底の景観の特徴を扱い，その成因について

は，太陽放射エネルギーと地球内部のエネルギーとの関連において平易

に扱うこと。その際，羅列的な扱いはしないこと。(ｲ)については，地

球規模の大気と水の循環や運動を扱い，日本付近の大気の動きと気象の

変化との関連にも触れること。また，水や空気の性質，水が二酸化炭素
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とともに地球の温度を一定に保っていることも扱うこと。

イの(ｱ)については，地球には様々な動物や植物が存在すること及び

それらがそれぞれの環境の下で多様な生活の仕方をしていることを具体

的な例を通して扱うこと。その際，無脊椎動物及び種子をつくらない植
せきつい

物を含めて扱うこと。(ｲ)については，地球上の生物とそれを取り巻く

環境との関係が，陸上や水中のそれぞれに特徴的な生態系としてとらえ

られることを扱い，食物網については簡単な扱いにとどめること。その

際，生態系における炭素，窒素の循環やエネルギーの流れも扱うこと。

また，人間も構成要素として含め，地球そのものが一つの大きな生態系

とみなせることも扱うこと。

エ 内容の(4)については，生徒の興味・関心等に応じて，水や大気の汚

染，植物の遷移現象，地球温暖化など生物とそれを取り巻く環境に関す

る身近な課題を取り上げ，人間と環境とのかかわり，地球環境を保全す

ることの重要性などを平易に扱うこと。

第２ 物理基礎 第４ 物理Ⅰ

１ 目 標 １ 目 標

日常生活や社会との関連を図りながら物体の運動と様々なエネルギーへの 物理的な事物・現象についての観察，実験などを行い，自然に対する関心

関心を高め，目的意識をもって観察，実験などを行い，物理学的に探究する や探究心を高め，物理学的に探究する能力と態度を育てるとともに基本的な

能力と態度を育てるとともに，物理学の基本的な概念や原理・法則を理解さ 概念や原理・法則を理解させ，科学的な自然観を育成する。

せ，科学的な見方や考え方を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 電気

生活の中で用いられている電気や磁気の性質を観察，実験などを通して

探究し，それらへの関心を高めるとともに，基本的な概念や法則を理解さ

せ，電気の性質と日常生活とのかかわりについて認識させる。

ア 生活の中の電気

(ｱ) 電気と生活
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(ｲ) モーターと発電機

(ｳ) 交流と電波

イ 電気に関する探究活動

(2) 波

地震波，水波，光，音などいろいろな波について共通の性質を観察，実

験などを通して探究し，波動現象についての基本的な概念や法則を理解さ

せるとともに，それらを日常生活と関連付けて考察できるようにする。

ア いろいろな波

イ 音と光

(ｱ) 音の伝わり方

(ｲ) 音の干渉と共鳴

(ｳ) 光の伝わり方

(ｴ) 光の回折と干渉

ウ 波に関する探究活動

(1) 物体の運動とエネルギー (3) 運動とエネルギー

日常に起こる物体の運動を観察，実験などを通して探究し，その基本的 日常に起こる物体の運動や様々なエネルギーの現象を観察，実験などを

な概念や法則を理解させ，運動とエネルギーについての基礎的な見方や考 通して探究し，それらの基本的な概念や法則を理解させ，運動とエネルギ

え方を身に付けさせる。 ーについての基礎的な見方や考え方を身に付けさせる。

ア 運動の表し方 ア 物体の運動

(ｱ) 物理量の測定と扱い方 (ｱ) 日常に起こる物体の運動

身近な物理現象について，物理量の測定と表し方，分析の手法を理

解すること。

(ｲ) 運動の表し方 (ｲ) 運動の表し方

物体の運動の表し方について，直線運動を中心に理解すること。

(ｳ) 直線運動の加速度

物体が直線上を運動する場合の加速度を理解すること。

イ 様々な力とその働き

(ｱ) 様々な力

物体に様々な力が働くことを理解すること。
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(ｲ) 力のつり合い

物体に働く力のつり合いを理解すること。

(ｳ) 運動の法則 (ｳ) 運動の法則

運動の三法則を理解すること。

(ｴ) 物体の落下運動

物体が落下する際の運動の特徴及び物体に働く力と運動の関係につ

いて理解すること。

ウ 力学的エネルギー イ エネルギー

(ｱ) エネルギーの測り方

(ｱ) 運動エネルギーと位置エネルギー (ｲ) 運動エネルギーと位置エネルギー

運動エネルギーと位置エネルギーについて，仕事と関連付けて理解

すること。

(ｲ) 力学的エネルギーの保存

力学的エネルギー保存の法則を仕事と関連付けて理解すること。

エ 物体の運動とエネルギーに関する探究活動

物体の運動とエネルギーに関する探究活動を行い，学習内容の理解を

深めるとともに，物理学的に探究する能力を高めること。

(2) 様々な物理現象とエネルギーの利用

様々な物理現象を観察，実験などを通して探究し，それらの基本的な概

念や法則を理解させ，物理現象とエネルギーについての基礎的な見方や考

え方を身に付けさせる。

ア 熱

(ｱ) 熱と温度 (ｳ) 熱と温度

熱と温度について，原子や分子の熱運動という視点から理解するこ

と。

(ｲ) 熱の利用

熱の移動及び熱と仕事の変換について理解すること。

イ 波

(ｱ) 波の性質
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波の性質について，直線状に伝わる場合を中心に理解すること。

(ｲ) 音と振動

気柱の共鳴，弦の振動及び音波の性質を理解すること。

ウ 電気 (ｴ) 電気とエネルギー

(ｱ) 物質と電気抵抗

物質によって抵抗率が異なることを理解すること。

(ｲ) 電気の利用

交流の発生，送電及び利用について，基本的な仕組みを理解するこ

と。

エ エネルギーとその利用 (ｵ) エネルギーの変換と保存

(ｱ) エネルギーとその利用

人類が利用可能な水力，化石燃料，原子力，太陽光などを源とする

エネルギーの特性や利用などについて，物理学的な視点から理解する

こと。

オ 物理学が拓く世界
ひら

(ｱ) 物理学が拓く世界
ひら

「物理基礎」で学んだ事柄が，日常生活やそれを支えている科学技

術と結び付いていることを理解すること。

カ 様々な物理現象とエネルギーの利用に関する探究活動 ウ 運動とエネルギーに関する探究活動

様々な物理現象とエネルギーの利用に関する探究活動を行い，学習内

容の理解を深めるとともに，物理学的に探究する能力を高めること。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 中学校理科との関連を考慮しながら，物理学の基本的な概念の形成を ア 中学校理科との関連を考慮しながら，物理学の基本的な概念の形成を

図るとともに，物理学的に探究する方法の習得を通して，科学的な思考 図るとともに，物理学的に探究する方法の習得を通して，科学的な思考

力，判断力及び表現力を育成すること。 力，判断力及び表現力を育成すること。

イ 「探究活動」においては，各項目の学習活動と関連させながら観察， イ 「探究活動」においては，各項目の学習活動と関連させながら観察，
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実験を行い，報告書を作成させたり発表を行う機会を設けたりすること。 実験を行い，創意ある報告書の作成や発表を行わせること。また，それ

また，その特質に応じて，情報の収集，仮説の設定，実験の計画，実験 らを通して，仮説の設定，実験の計画，実験による検証，実験データの

による検証，実験データの分析・解釈，法則性の導出などの探究の方法 分析・解釈，法則性の発見など探究の方法を習得させること。その際，

を習得させるようにすること。その際，コンピュータや情報通信ネット 適宜コンピュータなどの活用を図ること。

ワークなどの適切な活用を図ること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，観察や実験を中心に扱うこと。(ｱ)につい

ては，人間生活と電気とのかかわりを扱うこと。(ｲ)については，身近

なモーターや発電機を取り上げ，その原理などを扱うこと。(ｳ)につい

ては，家庭で使用されている電気が交流の電気であることや情報通信に

電波を利用していることなど，身近に使われている電気や電波の性質な

どを扱うこと。また，放電現象にも簡単に触れること。

イ 内容の(2)のアについては，身の回りの波動現象について観察，実験

を中心に扱うこと。その際，縦波や横波にも簡単に触れること。イの(ｱ)

については，ドップラー効果の扱いは初歩的な程度にとどめること。(ｳ)

については，光の速さ，反射及び屈折を扱い，レンズの幾何光学的な性

質に触れる場合は，初歩的な程度にとどめること。(ｴ)については，実

験を中心に扱い，光は横波であることや光のスペクトルにも触れること。

ア 内容の(1)のアの(ｱ)については，「物理基礎」の学習全体に通じる手 ウ 内容の(3)のアの(ｱ)については，空気抵抗や摩擦のある運動の観察を

法などを扱うこと。 中心に扱うこと。また，水中での運動については，水圧や浮力にも簡単

イの(ｱ)については，摩擦力，弾性力，圧力及び浮力を扱うこと。ま に触れること。(ｲ)及び(ｳ)については，直線運動を中心に扱うこと。(ｲ)

た，空間を隔てて働く力にも定性的に触れること。(ｲ)については，平 については，力の合成・分解，力のつり合い，摩擦力，弾性力にも簡単

面内で働く力のつり合いを中心に扱うこと。(ｳ)については，直線運動 に触れること。慣性モーメントは扱わないこと。(ｳ)については，質量

を中心に扱うこと。(ｴ)については，自由落下，鉛直投射を扱い，水平 と重さの違い及び放物運動も扱い，物体に働く力にも触れること。その

投射，斜方投射及び空気抵抗の存在にも定性的に触れること。 際，空気の抵抗は定性的に扱うこと。イの(ｱ)については，仕事率も扱

ウの(ｱ)の「位置エネルギー」については，重力による位置エネルギ うこと。(ｲ)については，弾性エネルギー及び力学的エネルギーの保存

ー，弾性力による位置エネルギーを扱うこと。(ｲ)については，摩擦や にも触れること。(ｳ)については，分子運動と温度の関係を定性的に扱

空気抵抗がない場合は力学的エネルギーが保存されることを中心に扱う い，比熱及び内部エネルギーにも触れること。(ｴ)については，ジュー

こと。 ル熱を中心に，電界中の電荷の移動とエネルギーの関係を扱う程度にと
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どめること。(ｵ)については，熱現象における不可逆変化にも触れるこ

と。

イ 内容の(2)のアの(ｱ)については，熱現象を微視的な視点でとらえ，原

子や分子の熱運動と温度の関係を定性的に扱うこと。また，内部エネル

ギーや物質の三態にも触れること。(ｲ)については，熱現象における不

可逆性にも触れること。

イの(ｱ)については，作図を用いる方法を中心に扱うこと。また，定

在波も扱い，縦波や横波にも触れること。(ｲ)については，波の反射，

共振，うなりなどを扱うこと。

ウの(ｱ)については，金属中の電流が自由電子の流れによることも扱

うこと。また，半導体や絶縁体があることにも触れること。(ｲ)につい

ては，交流の直流への変換や電磁波の利用にも触れること。

エの(ｱ)については，電気エネルギーへの変換を中心に扱うこと。「原

子力」については，関連して放射線及び原子力の利用とその安全性の問

題にも触れること。

オの(ｱ)については，日常生活や社会で利用されている科学技術の具

体的事例を取り上げること。

第３ 物 理 第５ 物理Ⅱ

１ 目 標 １ 目 標

物理的な事物・現象に対する探究心を高め，目的意識をもって観察，実験 物理的な事物・現象についての観察，実験や課題研究などを行い，自然に

などを行い，物理学的に探究する能力と態度を育てるとともに，物理学の基 対する関心や探究心を高め，物理学的に探究する能力と態度を育てるととも

本的な概念や原理・法則の理解を深め，科学的な自然観を育成する。 に基本的な概念や原理・法則の理解を深め，科学的な自然観を育成する。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 様々な運動 (1) 力と運動

運動とエネルギーについての基礎的な見方や考え方に基づき，物体の運 運動とエネルギーについての基礎的な見方や考え方に基づき，物体の運

動を観察，実験などを通して探究し，力と運動に関する概念や原理・法則 動を観察，実験などを通して探究し，力と運動に関する概念や原理・法則

を系統的に理解させ，それらを活用できるようにする。 を系統的に理解させ，それらを応用できるようにする。
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ア 平面内の運動と剛体のつり合い ア 物体の運動

(ｱ) 曲線運動の速度と加速度 (ｱ) 平面上の運動

平面内を運動する物体の運動について理解すること。

(ｲ) 斜方投射

斜方投射された物体の運動を理解すること。

(ｳ) 剛体のつり合い

大きさのある物体のつり合いを理解すること。

イ 運動量

(ｱ) 運動量と力積 (ｲ) 運動量と力積

運動量と力積の関係について理解すること。

(ｲ) 運動量の保存

物体の衝突や分裂における運動量の保存を理解すること。

(ｳ) はね返り係数

衝突におけるはね返りについて理解すること。

ウ 円運動と単振動 イ 円運動と万有引力

(ｱ) 円運動 (ｱ) 円運動と単振動

円運動をする物体の様子を表す方法やその物体に働く力などについ

て理解すること。

(ｲ) 単振動

単振動をする物体の様子を表す方法やその物体に働く力などについ

て理解すること。

エ 万有引力 (ｲ) 万有引力による運動

(ｱ) 惑星の運動

惑星の運動に関する法則を理解すること。

(ｲ) 万有引力

万有引力の法則及び万有引力による物体の運動について理解するこ

と。

オ 気体分子の運動

(ｱ) 気体分子の運動と圧力
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気体分子の運動と圧力の関係について理解すること。

(ｲ) 気体の内部エネルギー

気体の内部エネルギーについて，気体の分子運動と関連付けて理解

すること。

(ｳ) 気体の状態変化

気体の状態変化における熱，仕事及び内部エネルギーの関係を理解

すること。

カ 様々な運動に関する探究活動

様々な運動に関する探究活動を行い，学習内容の理解を深めるととも

に，物理学的に探究する能力を高めること。

(2) 波

水面波，音，光などの波動現象を観察，実験などを通して探究し，共通

する基本的な概念や法則を系統的に理解させるとともに，それらを日常生

活や社会と関連付けて考察できるようにする。

ア 波の伝わり方

(ｱ) 波の伝わり方とその表し方

波の伝わり方とその表し方について理解すること。

(ｲ) 波の干渉と回折

波の干渉と回折について理解すること。

イ 音

(ｱ) 音の干渉と回折

音の干渉と回折について理解すること。

(ｲ) 音のドップラー効果

音のドップラー効果について理解すること。

ウ 光

(ｱ) 光の伝わり方

光の伝わり方について理解すること。

(ｲ) 光の回折と干渉

光の回折と干渉について理解すること。
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エ 波に関する探究活動

波に関する探究活動を行い，学習内容の理解を深めるとともに，物理

学的に探究する能力を高めること。

(3) 電気と磁気 (2) 電気と磁気

電気や磁気に関する現象を観察，実験などを通して探究し，電気と磁気 電気や磁気に関する現象を観察，実験などを通して探究し，電気や磁気

に関する基本的な概念や原理・法則を系統的に理解させるとともに，それ に関する基本的な概念や原理・法則を系統的に理解させ，それらを様々な

らを日常生活や社会と関連付けて考察できるようにする。 電磁気現象に応用して考察できるようにする。

ア 電気と電流 ア 電界と磁界

(ｱ) 電荷と電界 (ｱ) 電荷と電界

電荷が相互に及ぼし合う力や電界の表し方を理解すること。

(ｲ) 電界と電位

電界と電位の関係を理解すること。

(ｳ) コンデンサー

コンデンサーの性質を理解すること。

(ｴ) 電気回路

電気回路について理解すること。

イ 電流と磁界

(ｱ) 電流による磁界 (ｲ) 電流による磁界

電流がつくる磁界の様子を理解すること。

(ｲ) 電流が磁界から受ける力

電流が磁界から受ける力について理解すること。 イ 電磁誘導と電磁波

(ｳ) 電磁誘導 (ｱ) 電磁誘導

電磁誘導と交流について，現象や法則を理解すること。

(ｴ) 電磁波の性質とその利用 (ｲ) 電磁波

電磁波について，性質とその利用を理解すること。

ウ 電気と磁気に関する探究活動

電気や磁気に関する探究活動を行い，学習内容の理解を深めるととも

に，物理学的に探究する能力を高めること。

(4) 原子 (3) 物質と原子



- 132 -

電子，原子及び原子核に関する現象を観察，実験などを通して探究し， 物質と原子に関する現象を観察，実験などを通して探究し，物質の物理

原子についての基本的な概念や原理・法則を理解させる。 的な性質が原子や分子などの運動によってもたらされることを理解させ，

固体の性質を電子の状態と関連付けて考察できるようにする。

ア 原子，分子の運動

(ｱ) 物質の三態

(ｲ) 分子の運動と圧力

ア 電子と光 イ 原子，電子と物質の性質

(ｱ) 電子 (ｱ) 原子と電子

電子の電荷と質量について理解すること。

(ｲ) 粒子性と波動性 (ｲ) 固体の性質と電子

電子や光の粒子性と波動性について理解すること。

イ 原子と原子核 (4) 原子と原子核

(ｱ) 原子とスペクトル 光や電子の波動性と粒子性，原子や原子核，素粒子における現象を観察，

原子の構造及びスペクトルと電子のエネルギー準位の関係について 実験などを通して探究し，量子的な考えなど基本的な概念や原理・法則を

理解すること。 理解させる。

ア 原子の構造

(ｱ) 粒子性と波動性

(ｲ) 量子論と原子の構造

(ｲ) 原子核 イ 原子核と素粒子

原子核の構成，原子核の崩壊及び核反応について理解すること。 (ｱ) 原子核

(ｳ) 素粒子 (ｲ) 素粒子と宇宙

素粒子の存在について知ること。

ウ 物理学が築く未来

(ｱ) 物理学が築く未来

物理学の成果が様々な分野で利用され，未来を築く新しい科学技術

の基盤となっていることを理解すること。

エ 原子に関する探究活動

原子に関する探究活動を行い，学習内容の理解を深めるとともに，物

理学的に探究する能力を高めること。
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(5) 課題研究

物理についての応用的，発展的な課題を設定し，観察，実験などを通し

て研究を行い，物理学的に探究する方法や問題解決の能力を身に付けさせ

る。

ア 特定の物理的事象に関する研究

イ 物理学を発展させた実験に関する研究

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 「物理基礎」との関連を考慮しながら，物理学の基本的な概念の形成 ア 「物理Ⅰ」との関連を考慮しながら，物理学の基本的な概念の形成を

を図るとともに，物理学的に探究する方法の習得を通して，科学的な思 図るとともに，物理学的に探究する方法の習得を通して，科学的な思考

考力，判断力及び表現力を育成すること。 力，判断力及び表現力を育成すること。

イ 内容の(1)から(5)までのうち，(1)，(2)及び(5)についてはすべての

生徒に履修させること。(3)及び(4)については生徒の興味・関心等に応

じていずれかを選択することができること。

イ 「探究活動」においては，「物理基礎」の３の(1)のイと同様に取り扱 ウ 内容の(5)については，ア及びイの中から一つ以上の適当な課題を設

うこと。 けて適切な時期に研究を行うものとし，創意ある研究報告書の作成や研

究発表を行わせること。研究を行うに当たっては，仮説の設定，実験の

計画，実験による検証，実験データの分析・解釈，法則性の発見など探

究の方法を習得させること。その際，解決すべき課題についての情報の

検索，計測・制御，結果の集計・処理などに，適宜コンピュータなどを

活用させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアの(ｱ)については，物体の平面内の運動を表す変位，速 ア 内容の(1)のアの(ｱ)については，運動の記述と運動の法則を扱うこと。

度及び加速度はベクトルで表されることを扱うこと。(ｲ)については， (ｲ)については，運動量の保存も扱うこと。

物体の水平投射や斜方投射における速度，加速度，重力の働きなどを扱

うこと。また，空気の抵抗がある場合の落下運動にも触れること。(ｳ)

については，力のモーメントのつり合いを扱うこと。また，物体の重心
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にも触れること。

イの(ｱ)については，運動量と力積がベクトルで表されること，運動

量の変化が力積に等しいことを扱うこと。(ｳ)については，物体の衝突

の際の力学的エネルギーの減少も扱うこと。

ウの(ｱ)については，等速円運動の速度，周期，角速度，向心加速度

及び向心力を扱うこと。また，遠心力にも触れること。(ｲ)については，

単振動をする物体の変位，速度，加速度及び復元力を扱うこと。「単振

動」については，ばね振り子と単振り子を扱うこと。

エの(ｱ)については，ケプラーの法則を扱うこと。(ｲ)については，万

有引力の位置エネルギーも扱うこと。

オの(ｱ)については，理想気体の状態方程式，気体分子の速さ，平均

の運動エネルギーなどを扱うこと。(ｲ)については，理想気体を扱うこ

と。(ｳ)については，熱力学第一法則を扱うこと。

イ 内容の(2)のアの(ｱ)については，ホイヘンスの原理，水面波の反射・

屈折及び波の式を扱うこと。(ｲ)については，水面波を扱うこと。

イの(ｲ)については，観測者と音源が同一直線上を動く場合を扱うこ

と。

ウの(ｱ)については，光の速さ，波長，反射，屈折，分散，偏光など

を扱い，鏡やレンズの幾何光学的な性質については，基本的な扱いとす

ること。また，光は横波であることや光のスペクトルにも触れること。

(ｲ)については，ヤングの実験，回折格子及び薄膜の干渉を扱うこと。

ウ 内容の(3)のアの(ｱ)については，静電誘導も扱うこと。(ｳ)について イ 内容の(2)のアの(ｱ)については，コンデンサーの基本的な性質にも触

は，コンデンサーの接続にも触れること。(ｴ)については，抵抗率の温 れること。(ｲ)については，直線電流及び円電流による磁界を中心に扱

度変化，内部抵抗も扱うこと。また，半導体にも触れること。 うこと。また，ローレンツ力にも触れること。イの(ｱ) については，電

イの(ｱ)については，直線電流と円電流がつくる磁界を中心に扱うこ 磁誘導の法則を中心に扱い，交流回路については定性的に扱うにとどめ

と。(ｲ)については，ローレンツ力にも触れること。(ｳ)については，電 ること。(ｲ)については，実験を中心に扱うこと。

磁誘導の法則を中心に扱い，自己誘導，相互誘導及び交流の発生も扱う

こと。また，交流回路の基本的な性質にも触れること。(ｴ)については，

電気振動や電磁波の発生にも触れること。
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ウ 内容の(3)のアの(ｱ)については，物質の状態変化を扱う際に，熱膨張

にも触れること。(ｲ)については，理想気体の状態方程式及び分子運動

と絶対温度の関係を扱うこと。また，モル比熱を扱う場合は単原子分子

にとどめること。イの(ｱ)については，電子の波動性も簡単に扱うこと。

(ｲ)については，物質中の電子の状態によって，導体，不導体，半導体

などがあることを扱うこと。

エ 内容の(4)のアの(ｱ)については，電子に関する歴史的な実験にも触れ エ 内容の(4)のアの(ｲ)については，水素原子の構造を中心にスペクトル

ること。(ｲ)については，光電効果，電子線回折などを扱い，Ｘ線にも と関連させて扱うこと。イの(ｱ)については，放射線及び原子力の利用

触れること。 とその安全性の問題にも触れること。(ｲ)については，素粒子を中心に

イの(ｱ)については，水素原子の構造を中心にスペクトルと関連させ 扱い，宇宙については，素粒子の研究が宇宙の始まりの研究と結び付い

て扱うこと。(ｲ)については，質量とエネルギーの等価性にも触れるこ てきたことに簡単に触れる程度とすること。

と。

ウの(ｱ)については，物理学の発展と科学技術の進展に対する興味を

喚起するような成果を取り上げること。

オ 内容の(5)については，内容の(1)から(4)まで及び「物理Ⅰ」と関連

させて扱うこと。イについては，物理学の歴史における著名な実験など

を行い，原理・法則の確立の経緯とも関連付けて扱うこと。

第４ 化学基礎 第６ 化学Ⅰ

１ 目 標 １ 目 標

日常生活や社会との関連を図りながら物質とその変化への関心を高め，目 化学的な事物・現象についての観察，実験などを行い，自然に対する関心

的意識をもって観察，実験などを行い，化学的に探究する能力と態度を育て や探究心を高め，化学的に探究する能力と態度を育てるとともに基本的な概

るとともに，化学の基本的な概念や原理・法則を理解させ，科学的な見方や 念や原理・法則を理解させ，科学的な自然観を育成する。

考え方を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 化学と人間生活 (1) 物質の構成

化学と人間生活とのかかわりについて関心を高め，化学が物質を対象と 化学の役割や物質の扱い方を理解させるとともに，物質に対する関心を

する科学であることや化学が人間生活に果たしている役割を理解させると 高め，物質を探究する方法を身に付けさせる。また，物質の構成粒子を観
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ともに，観察，実験などを通して物質を探究する方法の基礎を身に付けさ 察，実験などを通して探究し，基本的な概念を理解させ，物質について微

せる。 視的な見方ができるようにする。

ア 化学と人間生活とのかかわり ア 物質と人間生活

(ｱ) 人間生活の中の化学

日常生活や社会を支える物質の利用とその製造の例を通して，化学

に対する興味・関心を高めること。

(ｲ) 化学とその役割 (ｱ) 化学とその役割

日常生活や社会において物質が適切に使用されている例を通して，

化学が果たしている役割を理解すること。

イ 物質の探究 (ｲ) 物質の探究

(ｱ) 単体・化合物・混合物

物質の分離・精製や元素の確認などの実験を通して，単体，化合物

及び混合物について理解するとともに，実験における基本操作と物質

を探究する方法を身に付けること。

(ｲ) 熱運動と物質の三態

粒子の熱運動と温度及び物質の三態変化との関係について理解する

こと。

ウ 化学と人間生活に関する探究活動

化学と人間生活に関する探究活動を行い，学習内容の理解を深めると

ともに，化学的に探究する能力を高めること。

(2) 物質の構成

原子の構造及び電子配置と周期律との関係を理解させる。また，物質の

性質について観察，実験などを通して探究し，化学結合と物質の性質との

関係を理解させ，物質について微視的な見方ができるようにする。

ア 物質の構成粒子 イ 物質の構成粒子

(ｱ) 原子の構造 (ｱ) 原子，分子，イオン

原子の構造及び陽子，中性子，電子の性質を理解すること。 (ｲ) 物質量

(ｲ) 電子配置と周期表

元素の周期律及び原子の電子配置と周期表の族や周期との関係につ
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いて理解すること。

イ 物質と化学結合

(ｱ) イオンとイオン結合

イオンの生成を電子配置と関連付けて理解すること。また，イオン

結合及びイオン結合でできた物質の性質を理解すること。

(ｲ) 金属と金属結合

金属結合及び金属の性質を理解すること。

(ｳ) 分子と共有結合

共有結合を電子配置と関連付けて理解すること。また，分子からな

る物質の性質を理解すること。

ウ 物質の構成に関する探究活動 ウ 物質の構成に関する探究活動

物質の構成に関する探究活動を行い，学習内容の理解を深めるととも

に，化学的に探究する能力を高めること。

(2) 物質の種類と性質

無機物質と有機化合物の性質や変化を観察，実験などを通して探究し，

物質に関する基本的な概念や法則を理解させるとともに，それらを日常生

活と関連付けて考察できるようにする。

ア 無機物質

(ｱ) 単体

(ｲ) 化合物

イ 有機化合物

(ｱ) 炭化水素

(ｲ) 官能基を含む化合物

ウ 物質の種類と性質に関する探究活動

(3) 物質の変化 (3) 物質の変化

化学反応の量的関係，酸と塩基の反応及び酸化還元反応について観察， 反応熱，酸と塩基の反応，酸化還元反応を観察，実験などを通して探究

実験などを通して探究し，化学反応に関する基本的な概念や法則を理解さ し，基本的な概念や法則を理解させるとともに，化学反応をエネルギーの

せるとともに，それらを日常生活や社会と関連付けて考察できるようにす 出入りと関連付けて考察できるようにする。

る。
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ア 物質量と化学反応式

(ｱ) 物質量

物質量と粒子数，質量，気体の体積との関係について理解すること。

(ｲ) 化学反応式

化学反応式は化学反応に関与する物質とその量的関係を表すことを

理解すること。

イ 化学反応 ア 化学反応

(ｱ) 反応熱

(ｱ) 酸・塩基と中和 (ｲ) 酸・塩基，中和

酸と塩基の性質及び中和反応に関与する物質の量的関係を理解する

こと。

(ｲ) 酸化と還元 (ｳ) 酸化と還元

酸化と還元が電子の授受によることを理解すること。また，酸化還

元反応と日常生活や社会とのかかわりについて理解すること。

ウ 物質の変化に関する探究活動 イ 物質の変化に関する探究活動

物質の変化に関する探究活動を行い，学習内容の理解を深めるととも

に，化学的に探究する能力を高めること。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 中学校理科との関連を考慮しながら，化学の基本的な概念の形成を図 ア 中学校理科との関連を考慮しながら，化学の基本的な概念の形成を図

るとともに，化学的に探究する方法の習得を通して，科学的な思考力， るとともに，化学的に探究する方法の習得を通して，科学的な思考力，

判断力及び表現力を育成すること。 判断力及び表現力を育成すること。

イ 「探究活動」においては，各項目の学習活動と関連させながら観察， イ 「探究活動」においては，各項目の学習活動と関連させながら観察，

実験を行い，報告書を作成させたり発表を行う機会を設けたりすること。 実験を行い，創意ある報告書の作成や発表を行わせること。また，それ

また，その特質に応じて，情報の収集，仮説の設定，実験の計画，実験 らを通して，仮説の設定，実験の計画，実験による検証，実験データの

による検証，実験データの分析・解釈などの探究の方法を習得させるよ 分析・解釈など探究の方法を習得させること。その際，適宜コンピュー

うにすること。その際，コンピュータや情報通信ネットワークなどの適 タなどの活用を図ること。
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切な活用を図ること。

ウ 内容の(1)のアについては，この科目の導入として位置付け，化学に

対する興味・関心を高めるよう展開すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアの(ｱ)については，代表的な金属やプラスチックを扱う ア 内容の(1)のアの(ｱ)については，化学の成果が人間生活を豊かにした

こと。その際，再利用にも触れること。(ｲ)については，洗剤や食品添 ことを具体例を通して扱うこと。その際，有害な物質については適切な

加物など身近な例を扱うこと。その際，物質の性質や使用する量が有効 管理が必要であることにも触れること。(ｲ)については，物質の分離・

性と危険性に関連していることにも触れること。 精製の方法や物質の確認の反応などの基本操作を扱うこと。イの(ｱ)に

イの(ｱ)の「物質の分離・精製」については，ろ過，蒸留，抽出，再 ついては，原子は電子と原子核から成り立っていることを扱い，電子配

結晶及びクロマトグラフィーを扱うこと。「元素の確認」については， 置は周期表の第３周期までの元素及びアルカリ金属，ハロゲン，希ガス

炎色反応や沈殿反応を扱うこと。(ｲ)については，物理変化と化学変化 元素を対象とする程度にとどめること。また，イオンや分子の形成につ

の違いにも触れること。「粒子の熱運動」については，気体分子のエネ いて簡単に扱うこと。

ルギー分布と絶対温度にも触れること。

イ 内容の(2)のアの(ｱ)については，原子番号，質量数及び同位体を扱う イ 内容の(2)のアについては，第３周期までの元素や日常生活とかかわ

こと。その際，放射性同位体とその利用にも触れること。(ｲ)の「電子 りの深い元素が関係する物質及びイオンを中心に扱うが，羅列的な扱い

配置」については，代表的な典型元素を扱うこと。「周期律」について はしないこと。金属イオンの系統的分離は扱わないこと。代表的な無機

は，イオン化エネルギーの変化にも触れること。 物質については，化学工業との関連にも触れること。イの(ｱ)について

イの(ｱ)については，多原子イオンも扱うこと。「イオン結合でできた は，炭素，水素の２種類の元素からなる代表的な化合物の構造や性質を

物質」については，代表的なものを扱い，その用途にも触れること。(ｲ) 扱うが，個々の化合物の羅列的な扱いはしないこと。(ｲ)については，

については，代表的な金属を扱い，その用途にも触れること。(ｳ)につ 酸素及び窒素を含む官能基をもつ代表的な有機化合物を扱うが，羅列的

いては，代表的な無機物質及び有機化合物を扱い，それらの用途にも触 な扱いはしないこと。油脂のケン化価及びヨウ素価は扱わないこと。ま

れること。また，分子の極性や配位結合にも触れるとともに，共有結合 た，配座異性体は扱わないこと。高分子化合物については，日常生活と

の結晶及びプラスチックなどの高分子化合物の構造にも触れること。 特に関連の深いものについて，反応や構造に関係ある箇所で扱うこと。

ウ 内容の(3)のアの(ｱ)については，モル質量や溶液のモル濃度も扱うこ ウ 内容の(3)のアの(ｱ)については，熱化学方程式を中心に扱うこと。(ｲ)

と。 については，酸・塩基の強弱は定性的な扱いにとどめ，ｐＨは測定実験

イの(ｱ)については，酸，塩基の強弱と電離度の大小との関係も扱う を中心に扱うこと。(ｳ)については，電子の授受による反応を中心に扱

こと。「酸と塩基」については，水素イオン濃度とｐＨとの関係にも触 うこと。また，代表的な酸化剤，還元剤にも触れるが，その強弱は定性

れること。「中和反応」については，生成する塩の性質にも触れること。 的な扱いにとどめること。

(ｲ)については，代表的な酸化剤，還元剤を扱うこと。
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第５ 化 学 第７ 化学Ⅱ

１ 目 標 １ 目 標

化学的な事物・現象に対する探究心を高め，目的意識をもって観察，実験 化学的な事物・現象についての観察，実験や課題研究などを行い，自然に

などを行い，化学的に探究する能力と態度を育てるとともに，化学の基本的 対する関心や探究心を高め，化学的に探究する能力と態度を育てるとともに

な概念や原理・法則の理解を深め，科学的な自然観を育成する。 基本的な概念や原理・法則の理解を深め，科学的な自然観を育成する。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 物質の状態と平衡 (1) 物質の構造と化学平衡

気体，液体，固体の性質を観察，実験などを通して探究し，物質の状態 気体，液体，固体の性質を観察，実験などを通して探究し，化学結合の

変化，状態間の平衡，溶解平衡及び溶液の性質について理解させるととも 概念や物質の構造を理解させる。また，反応速度と化学平衡を観察，実験

に，それらを日常生活や社会と関連付けて考察できるようにする。 などを通して探究し，化学反応を平衡と関連付けて理解させる。

ア 物質の状態とその変化 ア 物質の構造

(ｱ) 状態変化 (ｱ) 化学結合

物質の沸点，融点を分子間力や化学結合と関連付けて理解すること。

また，状態変化に伴うエネルギーの出入り及び状態間の平衡と温度や

圧力との関係について理解すること。

(ｲ) 気体の性質 (ｲ) 気体の法則

気体の体積と圧力や温度との関係を理解すること。

(ｳ) 固体の構造 (ｳ) 液体と固体

結晶格子の概念及び結晶の構造を理解すること。

イ 溶液と平衡

(ｱ) 溶解平衡

溶解の仕組みを理解すること。また，溶解度を溶解平衡と関連付け

て理解すること。

(ｲ) 溶液とその性質

身近な現象を通して溶媒と溶液の性質の違いを理解すること。

ウ 物質の状態と平衡に関する探究活動

物質の状態と平衡に関する探究活動を行い，学習内容の理解を深める
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とともに，化学的に探究する能力を高めること。

(2) 物質の変化と平衡

化学反応に伴うエネルギーの出入り，反応速度及び化学平衡を観察，実

験などを通して探究し，化学反応に関する概念や法則を理解させるととも

に，それらを日常生活や社会と関連付けて考察できるようにする。

ア 化学反応とエネルギー

(ｱ) 化学反応と熱・光

化学反応における熱及び光の発生や吸収は，反応の前後における物

質のもつ化学エネルギーの差から生じることを理解すること。

(ｲ) 電気分解

外部から加えた電気エネルギーによって，電極で酸化還元反応が起

こることを理解すること。また，その反応に関与した物質の変化量と

電気量との関係を理解すること。

(ｳ) 電池

電池は，酸化還元反応によって電気エネルギーを取り出す仕組みで

あることを理解すること。

イ 化学反応と化学平衡 イ 化学平衡

(ｱ) 反応速度 (ｱ) 反応速度

反応速度の表し方及び反応速度に影響を与える要因を理解するこ

と。

(ｲ) 化学平衡とその移動 (ｲ) 化学平衡

可逆反応，化学平衡及び化学平衡の移動を理解すること。

(ｳ) 電離平衡

水のイオン積，ｐＨ及び弱酸や弱塩基の電離平衡について理解する

こと。

ウ 物質の変化と平衡に関する探究活動

物質の変化と平衡に関する探究活動を行い，学習内容の理解を深める

とともに，化学的に探究する能力を高めること。
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(2) 生活と物質

日常生活と関係の深い食品や衣料，プラスチック，金属，セラミックス

を観察，実験などを通して探究し，それらの性質や反応を理解させ，身の

回りの物質について科学的な見方ができるようにする。

ア 食品と衣料の化学

(ｱ) 食品

(ｲ) 衣料

イ 材料の化学

(ｱ) プラスチック

(ｲ) 金属，セラミックス

(3) 生命と物質

生命体を構成する物質，生命現象と関係する化学反応，医薬品や肥料を

観察，実験などを通して探究し，それらの性質や利用について理解させ，

化学の成果が日常生活に役立っていることを認識させる。

ア 生命の化学

(ｱ) 生命体を構成する物質

(ｲ) 生命を維持する化学反応

イ 薬品の化学

(ｱ) 医薬品

(ｲ) 肥料

(3) 無機物質の性質と利用

無機物質の性質や反応を観察，実験などを通して探究し，元素の性質が

周期表に基づいて整理できることを理解させるとともに，それらを日常生

活や社会と関連付けて考察できるようにする。

ア 無機物質

(ｱ) 典型元素

典型元素の単体と化合物の性質や反応を周期表と関連付けて理解す

ること。

(ｲ) 遷移元素
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遷移元素の単体と化合物の性質や反応について理解すること。

イ 無機物質と人間生活

(ｱ) 無機物質と人間生活

無機物質が，その特徴を生かして人間生活の中で利用されているこ

とを理解すること。

ウ 無機物質の性質と利用に関する探究活動

無機物質の性質と利用に関する探究活動を行い，学習内容の理解を深

めるとともに，化学的に探究する能力を高めること。

(4) 有機化合物の性質と利用

有機化合物の性質や反応を観察，実験などを通して探究し，有機化合物

の分類と特徴を理解させるとともに，それらを日常生活や社会と関連付け

て考察できるようにする。

ア 有機化合物

(ｱ) 炭化水素

脂肪族炭化水素の性質や反応を構造と関連付けて理解すること。

(ｲ) 官能基をもつ化合物

官能基をもつ脂肪族化合物の性質や反応について理解すること。

(ｳ) 芳香族化合物

芳香族化合物の構造，性質及び反応について理解すること。

イ 有機化合物と人間生活

(ｱ) 有機化合物と人間生活

有機化合物が，その特徴を生かして人間生活の中で利用されている

ことを理解すること。

ウ 有機化合物の性質と利用に関する探究活動

有機化合物の性質と利用に関する探究活動を行い，学習内容の理解を

深めるとともに，化学的に探究する能力を高めること。

(5) 高分子化合物の性質と利用

高分子化合物の性質や反応を観察，実験などを通して探究し，合成高分

子化合物と天然高分子化合物の特徴を理解させるとともに，それらを日常
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生活や社会と関連付けて考察できるようにする。

ア 高分子化合物

(ｱ) 合成高分子化合物

合成高分子化合物の構造，性質及び合成について理解すること。

(ｲ) 天然高分子化合物

天然高分子化合物の構造や性質について理解すること。

イ 高分子化合物と人間生活

(ｱ) 高分子化合物と人間生活

高分子化合物が，その特徴を生かして人間生活の中で利用されてい

ることを理解すること。

ウ 高分子化合物の性質と利用に関する探究活動

高分子化合物の性質と利用に関する探究活動を行い，学習内容の理解

を深めるとともに，化学的に探究する能力を高めること。

(4) 課題研究

化学についての応用的，発展的な課題を設定し，観察，実験などを通し

て研究を行い，化学的に探究する方法や問題解決の能力を身に付けさせる。

ア 特定の化学的事象に関する研究

イ 化学を発展させた実験に関する研究

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 「化学基礎」との関連を考慮しながら，化学の基本的な概念の形成を ア 「化学Ⅰ」との関連を考慮しながら，化学の基本的な概念の形成を図

図るとともに，化学的に探究する方法の習得を通して，科学的な思考力， るとともに，化学的に探究する方法の習得を通して，科学的な思考力，

判断力及び表現力を育成すること。 判断力及び表現力を育成すること。

イ 内容の(1)から(4)までのうち，(1)及び(4)についてはすべての生徒に

履修させること。(2)及び(3)については生徒の興味・関心等に応じてい

ずれかを選択することができること。

イ 「探究活動」においては，「化学基礎」の３の(1)のイと同様に取り扱 ウ 内容の(4)については，ア及びイの中から一つ以上の適当な課題を設
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うこと。 けて適切な時期に研究を行うものとし，創意ある研究報告書の作成や研

究発表を行わせること。研究を行うに当たっては，仮説の設定，実験の

計画，実験による検証，実験データの分析・解釈，推論など探究の方法

を習得させること。その際，解決すべき課題についての情報の検索，計

測・制御，結果の集計・処理などに，適宜コンピュータなどを活用させ

ること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアの(ｱ)については，融解熱や蒸発熱を扱うこと。「状態 ア 内容の(1)のアの(ｱ)については，電気陰性度は，水素，炭素，窒素，

間の平衡」については，気液平衡や蒸気圧を扱うこと。(ｲ)については， 酸素，ハロゲンの大小関係を示す程度にとどめること。(ｲ)については，

ボイル・シャルルの法則や理想気体の状態方程式を扱うこと。その際， 理想気体の状態方程式を中心に気体の共通な性質を扱うこと。気体の分

分子量測定にも触れること。また，混合気体，分圧の法則及び実在気体 子運動論については定量的な扱いはしないこと。気体の分圧については，

も扱うこと。(ｳ)の「結晶の構造」については，体心立方格子，面心立 混合気体の全圧との関係で扱い，圧力の単位にはＰａ（パスカル）を用

方格子及び六方最密構造を扱うこと。また，アモルファスにも触れるこ いること。(ｳ)については，物質が分子の熱運動により三態変化するこ

と。 とを扱うこと。結晶については，原子，分子又はイオンの配列を扱うに

イの(ｱ)については，固体及び気体の溶解度を扱うこと。(ｲ)について とどめること。溶液について沸点上昇，凝固点降下，浸透圧を扱う場合

は，蒸気圧降下，沸点上昇，凝固点降下及び浸透圧を扱うこと。また， は定量的な扱いはしないこと。

コロイド溶液も扱うこと。 イの(ｱ)については，化学反応の速度が濃度，温度，触媒などの影響

イ 内容の(2)のアの(ｱ)については，熱化学方程式やヘスの法則を扱うこ を受けることを代表的な事例を通して定性的に扱うこと。触媒について

と。また，結合エネルギーにも触れること。(ｲ)については，水溶液の はごく簡単に扱うこと。(ｲ)については，平衡定数は，弱酸や弱塩基の

電気分解を中心に扱うこと。(ｳ)については，水の電気分解の逆反応を ごく簡単な系を扱うにとどめること。また，水のイオン積にも触れるこ

用いた電池を扱うこと。また，ダニエル電池や代表的な実用電池の反応 と。化学平衡の移動については，ルシャトリエの原理を中心に扱うこと。

にも触れること。

イの(ｱ)については，簡単な反応を扱うこと。「要因」については，濃

度，温度及び触媒の有無を扱うこと。(ｲ)の「化学平衡の移動」につい

ては，ルシャトリエの原理を中心に扱うこと。(ｳ)については，塩の加

水分解や緩衝液にも触れること。

ウ 内容の(3)のアの(ｱ)については，各族の代表的な元素の単体と化合物

を扱うこと。(ｲ)については，クロム，マンガン，鉄，銅，銀及びそれ

らの化合物を扱うこと。
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イの(ｱ)については，アで取り上げた物質のほか，人間生活に利用さ

れている代表的な金属，セラミックスなどを扱うこと。

エ 内容の(4)のアの(ｲ)については，アルコール，エーテル，カルボニル

化合物，カルボン酸，エステルなどを取り上げ，それらの性質は炭素骨

格及び官能基により特徴付けられることを扱うこと。また，光学異性体

にも触れること。(ｳ)については，芳香族炭化水素，フェノール類，芳

香族カルボン酸，芳香族アミンなどを扱うこと。

イの(ｱ)については，アで取り上げた物質のほか，単糖類，二糖類，

アミノ酸などを扱うこと。また，代表的な医薬品，染料，洗剤などの主

な成分にも触れること。

オ 内容の(5)のアの(ｱ)については，代表的な合成繊維及びプラスチック イ 内容の(2)のアの(ｱ)については，食品中の主な成分の構造や性質，反

を扱うこと。その際，合成高分子化合物の開発の歴史にも触れること。 応を扱うこと。(ｲ)については，代表的な天然繊維及び合成繊維の構造，

(ｲ)については，繊維や食物を構成している代表的な天然高分子化合物 性質，合成及び用途を扱うこと。染料や洗剤にも簡単に触れること。イ

を扱うこと。また，核酸の構造にも触れること。 の(ｱ)については，代表的なプラスチックの構造，性質，合成及び用途

イの(ｱ)については，高分子化合物の用途を中心に扱うこと。その際， を扱い，燃焼にかかわる安全性にも触れること。(ｲ)の金属については，

資源の再利用にも触れること。 腐食の難易やその防止にも触れること。

ウ 内容の(3)のアの(ｱ)については，生命体を構成する基本的な物質の構

造と性質を扱うこと。(ｲ)については，生命体内に摂取された物質の分

解や再合成，エネルギーを得る反応などを取り上げ，それらが化学反応

であることを扱うこと。その際，酵素については，化学反応に関与する

タンパク質であることに触れる程度とし，羅列的な扱いはしないこと。

イの(ｱ)については，薬理作用をもつ基本的な物質の性質や構造を扱う

が，羅列的な扱いはしないこと。(ｲ)については，植物の成長に必要な

元素の作用及び化学肥料の合成や性質を扱うこと。

エ 内容の(4)については，内容の(1)から(3)まで及び「化学Ⅰ」と関連

させて扱うこと。イについては，化学の歴史における著名な実験などを

行い，原理・法則の確立の経緯とも関連付けて扱うこと。

第６ 生物基礎 第８ 生物Ⅰ
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１ 目 標 １ 目 標

日常生活や社会との関連を図りながら生物や生物現象への関心を高め，目 生物や生物現象についての観察，実験などを行い，自然に対する関心や探

的意識をもって観察，実験などを行い，生物学的に探究する能力と態度を育 究心を高め，生物学的に探究する能力と態度を育てるとともに基本的な概念

てるとともに，生物学の基本的な概念や原理・法則を理解させ，科学的な見 や原理・法則を理解させ，科学的な自然観を育成する。

方や考え方を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 生物と遺伝子 (1) 生命の連続性

生物と遺伝子について観察，実験などを通して探究し，細胞の働き及び 細胞，生殖と発生及び遺伝について観察，実験などを通して探究し，生

ＤＮＡの構造と機能の概要を理解させ，生物についての共通性と多様性の 物体の成り立ちと種族の維持の仕組みについて理解させ，生命の連続性に

視点を身に付けさせる。 ついての見方や考え方を身に付けさせる。

ア 細胞

(ｱ) 細胞の機能と構造

(ｲ) 細胞の増殖と生物体の構造

イ 生殖と発生

(ｱ) 生殖細胞の形成と受精

(ｲ) 発生とその仕組み

ア 生物の特徴

(ｱ) 生物の共通性と多様性

生物は多様でありながら共通性をもっていることを理解すること。

(ｲ) 細胞とエネルギー

生命活動に必要なエネルギーと代謝について理解すること。

イ 遺伝子とその働き ウ 遺伝

(ｱ) 遺伝情報とＤＮＡ (ｱ) 遺伝の法則

遺伝情報を担う物質としてのＤＮＡの特徴について理解すること。 (ｲ) 遺伝子と染色体

(ｲ) 遺伝情報の分配

ＤＮＡが複製され分配されることにより，遺伝情報が伝えられるこ

とを理解すること。

(ｳ) 遺伝情報とタンパク質の合成
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ＤＮＡの情報に基づいてタンパク質が合成されることを理解するこ

と。

ウ 生物と遺伝子に関する探究活動 エ 生命の連続性に関する探究活動

生物と遺伝子に関する探究活動を行い，学習内容の理解を深めるとと

もに，生物学的に探究する能力を高めること。

(2) 生物の体内環境の維持 (2) 環境と生物の反応

生物の体内環境の維持について観察，実験などを通して探究し，生物に 環境と生物の反応の間に見られる仕組みを観察，実験などを通して探究

は体内環境を維持する仕組みがあることを理解させ，体内環境の維持と健 し，生物は，個体として外部環境の変化に対応して，安定した内部環境を

康との関係について認識させる。 維持したり，成長や器官の分化を調節したりすることを理解させる。

ア 生物の体内環境 ア 環境と動物の反応

(ｱ) 体内環境 (ｱ) 体液とその恒常性

体内環境が保たれていることを理解すること。 (ｲ) 刺激の受容と反応

(ｲ) 体内環境の維持の仕組み イ 環境と植物の反応

体内環境の維持に自律神経とホルモンがかかわっていることを理解 (ｱ) 植物の生活と環境

すること。 (ｲ) 植物の反応と調節

(ｳ) 免疫

免疫とそれにかかわる細胞の働きについて理解すること。

イ 生物の体内環境の維持に関する探究活動 ウ 環境と生物の反応に関する探究活動

生物の体内環境の維持に関する探究活動を行い，学習内容の理解を深

めるとともに，生物学的に探究する能力を高めること。

(3) 生物の多様性と生態系

生物の多様性と生態系について観察，実験などを通して探究し，生態系

の成り立ちを理解させ，その保全の重要性について認識させる。

ア 植生の多様性と分布

(ｱ) 植生と遷移

陸上には様々な植生がみられ，植生は長期的に移り変わっていくこ

とを理解すること。

(ｲ) 気候とバイオーム

気温と降水量の違いによって様々なバイオームが成立していること
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を理解すること。

イ 生態系とその保全

(ｱ) 生態系と物質循環

生態系では，物質が循環するとともにエネルギーが移動することを

理解すること。

(ｲ) 生態系のバランスと保全

生態系のバランスについて理解し，生態系の保全の重要性を認識す

ること。

ウ 生物の多様性と生態系に関する探究活動

生物の多様性と生態系に関する探究活動を行い，学習内容の理解を深

めるとともに，生物学的に探究する能力を高めること。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 中学校理科との関連を考慮しながら，生物学の基本的な概念の形成を ア 中学校理科との関連を考慮しながら，生物学の基本的な概念の形成を

図るとともに，生物学的に探究する方法の習得を通して，科学的な思考 図るとともに，生物学的に探究する方法の習得を通して，科学的な思考

力，判断力及び表現力を育成すること。 力，判断力及び表現力を育成すること。

イ 「探究活動」においては，各項目の学習活動と関連させながら観察， イ 「探究活動」においては，各項目の学習活動と関連させながら観察，

実験を行い，報告書を作成させたり発表を行う機会を設けたりすること。 実験を行い，創意ある報告書の作成や発表を行わせること。また，それ

また，その特質に応じて，問題を見いだすための観察，仮説の設定，実 らを通して，仮説の設定，実験の計画，情報の収集，調査，対照実験，

験の計画，実験による検証，調査，実験データの分析・解釈などの探究 データの解釈など探究の方法を習得させること。その際，適宜コンピュ

の方法を習得させること。その際，コンピュータや情報通信ネットワー ータなどの活用を図ること。

クなどの適切な活用を図ること。

ウ 内容の(1)のアの(ｱ)については，この科目の導入として位置付け，以

後の学習においても，生物についての共通性と多様性の視点を意識させ

るよう展開すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアの(ｱ)については，生物が共通性を保ちながら進化し多 ア 内容の(1)のアの(ｱ)については，細胞への物質の出入りや酵素も扱う
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様化してきたこと，その共通性は起源の共有に由来することを扱うこと。 こと。酵素については，酵素が細胞内や細胞外で作用することにより，

その際，原核生物と真核生物の観察を行うこと。(ｲ)については，呼吸 生物現象を維持していることに触れる程度にとどめること。また，原核

と光合成の概要を扱うこと。その際，酵素の触媒作用やＡＴＰの役割， 細胞の構造にも簡単に触れること。(ｲ)については，体細胞分裂によっ

ミトコンドリアと葉緑体の起源にも触れること。 て様々な機能をもつ組織や器官をつくることにも触れるが，基本的な事

イの(ｱ)については，ＤＮＡの二重らせん構造と塩基の相補性を扱う 項にとどめ，羅列的な扱いはしないこと。イの(ｱ)については，有性生

こと。また，遺伝子とゲノムとの関係に触れること。(ｲ)については， 殖を中心に扱い，生活環は扱わないこと。(ｲ)については，卵割や発生

細胞周期と関連付けて扱うこと。(ｳ)については，転写と翻訳の概要を 様式の羅列的な扱いはしないこと。発生の仕組みを扱うに当たっては，

扱うこと。その際，タンパク質の生命現象における重要性にも触れるこ 探究の過程に重点を置き，平易に扱うこと。分化についての分子生物学

と。また，すべての遺伝子が常に発現しているわけではないことにも触 的な扱いはしないこと。ウの(ｱ)については，遺伝子の相互作用も扱う

れること。 が，代表的な二つ又は三つの例にとどめること。(ｲ)については，遺伝

子の連鎖と組換えも扱うが，二重乗換えには触れないこと。また，ＤＮ

Ａの構造については二重らせん構造に触れる程度にとどめること。

イ 内容の(2)のアの(ｱ)については，体液の成分とその濃度調節を扱うこ イ 内容の(2)のアの(ｱ)については，体液の働きとその循環に触れ，恒常

と。また，血液凝固にも触れること。(ｲ)については，血糖濃度の調節 性の維持の原理についても代表的な例に基づいて扱うこと。生体防御に

機構を取り上げること。その際，身近な疾患の例にも触れること。(ｳ) ついては，平易に扱うこと。その際，人の健康との関連にも簡単に触れ

については，身近な疾患の例にも触れること。 ること。(ｲ)については，受容器は代表的な一つ又は二つの例を中心に

ウ 内容の(3)のアの(ｱ)については，植生の成り立ちには光や土壌などが 扱うこと。神経の興奮については初歩的な事項にとどめ，その仕組みは

関係することを扱うこと。また，植物の環境形成作用にも触れること。 扱わないこと。脳を扱う場合，つくりについては深入りしないこと。動

(ｲ)については，気温と降水量に対する適応に関連付けて扱うこと。ま 物の行動を扱う場合は一つ又は二つの例に基づいて，行動の発現する仕

た，日本のバイオームも扱うこと。 組みを扱うこと。イの(ｱ)については，水分の吸収，移動や光合成等と

イの(ｱ)の物質の「循環」については，窒素の循環も扱うこと。(ｲ)に 環境との関係を扱うが，光合成の仕組みは扱わないこと。(ｲ)について

ついては，人間の活動によって生態系が攪乱され，生物の多様性が損な は，植物の発芽，成長，花芽形成等と環境との関係について探究の過程
かく

われることがあることを扱うこと。 を重視して扱うこと。

第７ 生 物 第９ 生物Ⅱ

１ 目 標 １ 目 標

生物や生物現象に対する探究心を高め，目的意識をもって観察，実験など 生物や生物現象についての観察，実験や課題研究などを行い，自然に対す

を行い，生物学的に探究する能力と態度を育てるとともに，生物学の基本的 る関心や探究心を高め，生物学的に探究する能力や態度を育てるとともに基
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な概念や原理・法則の理解を深め，科学的な自然観を育成する。 本的な概念や原理・法則の理解を深め，科学的な自然観を育成する。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 生命現象と物質 (1) 生物現象と物質

生命現象を支える物質の働きについて観察，実験などを通して探究し， 生物体内の化学変化やエネルギー変換，様々な生物現象を支えるタンパ

タンパク質や核酸などの物質の働きを理解させ，生命現象を分子レベルで ク質や核酸などの働きを観察，実験などを通して探究し，生命を維持する

とらえさせる。 共通の原理を理解させ，生物現象を分子レベルでとらえることができるよ

うにする。

ア 細胞と分子 ア タンパク質と生物体の機能

(ｱ) 生体物質と細胞 (ｱ) 生物体内の化学反応と酵素

細胞の内部構造とそれを構成する物質の特徴を理解すること。

(ｲ) 同化と異化

(ｲ) 生命現象とタンパク質 (ｳ) タンパク質の機能

様々なタンパク質が様々な生命現象を支えていることを理解するこ

と。

イ 代謝

(ｱ) 呼吸

呼吸によって有機物からエネルギーが取り出される仕組みを理解す

ること。

(ｲ) 光合成

光合成によって光エネルギーを用いて有機物がつくられる仕組みを

理解すること。

(ｳ) 窒素同化

窒素同化について理解すること。

ウ 遺伝情報の発現 イ 遺伝情報とその発現

(ｱ) 遺伝情報とその発現 (ｱ) 遺伝情報とタンパク質の合成

ＤＮＡの複製の仕組み，遺伝子の発現の仕組み及び遺伝情報の変化

を理解すること。

(ｲ) 遺伝子の発現調節 (ｲ) 形質発現の調節と形態形成
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遺伝子の発現が調節されていること及びその仕組みの概要を理解す

ること。

(ｳ) バイオテクノロジー (ｳ) バイオテクノロジー

遺伝子を扱った技術について，その原理と有用性を理解すること。

エ 生命現象と物質に関する探究活動

生命現象と物質に関する探究活動を行い，学習内容の理解を深めると

ともに，生物学的に探究する能力を高めること。

(2) 生殖と発生

生物の生殖や発生について観察，実験などを通して探究し，動物と植物

の配偶子形成から形態形成までの仕組みを理解させる。

ア  有性生殖

(ｱ) 減数分裂と受精

減数分裂による遺伝子の分配と受精により多様な遺伝的な組合せが

生じることを理解すること。

(ｲ) 遺伝子と染色体

遺伝子の連鎖と組換えについて理解すること。

イ  動物の発生

(ｱ) 配偶子形成と受精

配偶子形成と受精の過程について理解すること。

(ｲ) 初期発生の過程

卵割から器官分化の始まりまでの過程について理解すること。

(ｳ) 細胞の分化と形態形成

細胞の分化と形態形成の仕組みを理解すること。

ウ 植物の発生

(ｱ) 配偶子形成と受精，胚発生
はい

配偶子形成と受精及び胚発生の過程について理解すること。
はい

(ｲ) 植物の器官の分化

被子植物の器官の分化の過程について理解すること。

エ 生殖と発生に関する探究活動
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生殖と発生に関する探究活動を行い，学習内容の理解を深めるととも

に，生物学的に探究する能力を高めること。

(3) 生物の環境応答

環境の変化に生物が反応していることについて観察，実験などを通して

探究し，生物個体が外界の変化を感知し，それに反応する仕組みを理解さ

せる。

ア  動物の反応と行動

(ｱ) 刺激の受容と反応

外界の刺激を受容し，神経系を介して，反応する仕組みを理解する

こと。

(ｲ) 動物の行動

刺激に対する反応としての動物個体の行動について理解すること。

イ  植物の環境応答

(ｱ) 植物の環境応答

植物が環境変化に反応する仕組みを理解すること。

ウ 生物の環境応答に関する探究活動

生物の環境応答に関する探究活動を行い，学習内容の理解を深めると

ともに，生物学的に探究する能力を高めること。

(4) 生態と環境

生物の個体群と群集及び生態系について観察，実験などを通して探究し，

それらの構造や変化の仕組みを理解させ，生態系のバランスや生物多様性

の重要性について認識させる。

ア 個体群と生物群集

(ｱ) 個体群

個体群とその変動について理解すること。

(ｲ) 生物群集

生物群集の成り立ちについて理解すること。

イ 生態系

(ｱ) 生態系の物質生産
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生態系における物質生産とエネルギー効率について理解すること。

(ｲ) 生態系と生物多様性

生態系における生物多様性に影響を与える要因を理解し，生物多様

性の重要性を認識すること。

ウ 生態と環境に関する探究活動

生態と環境に関する探究活動を行い，学習内容の理解を深めるととも

に，生物学的に探究する能力を高めること。

(5) 生物の進化と系統 (2) 生物の分類と進化

生物の進化の過程とその仕組み及び生物の系統について，観察，実験な 生物の分類と系統及び進化の過程とその仕組みを観察，実験などを通し

どを通して探究し，生物界の多様性と系統を理解させ，進化についての考 て探究し，生物界の多様性と歴史的変遷を理解させ，分類と進化について

え方を身に付けさせる。 の見方や考え方を身に付けさせる。

ア 生物の分類と系統

(ｱ) 生物の分類

(ｲ) 生物の系統

ア 生物の進化の仕組み イ 生物の進化

(ｱ) 生命の起源と生物の変遷 (ｱ) 生物界の変遷

生命の起源と生物進化の道筋について理解すること。

(ｲ) 進化の仕組み (ｲ) 進化の仕組み

生物進化がどのようにして起こるのかを理解すること。

イ 生物の系統

(ｱ) 生物の系統

生物はその系統に基づいて分類できることを理解すること。

ウ 生物の進化と系統に関する探究活動

生物の進化と系統に関する探究活動を行い，学習内容の理解を深める

とともに，生物学的に探究する能力を高めること。

(3) 生物の集団

個体群の構造と維持，生物群集と生態系について観察，実験などを通し

て探究し，生物を集団のレベルでとらえて生物と環境とのかかわりについ

て理解させ，自然界における生物集団についての見方や考え方を身に付け
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させる。

ア 個体群の構造と維持

(ｱ) 個体群の維持と適応

(ｲ) 物質生産と植物の生活

イ 生物群集と生態系

(ｱ) 生物群集の維持と変化

(ｲ) 生態系とその平衡

(4) 課題研究

生物についての発展的，継続的な課題を設定し，観察，実験などを通し

て研究を行い，生物学的に探究する方法や問題解決の能力を身に付けさせ

る。

ア 特定の生物や生物現象に関する研究

イ 自然環境についての調査

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 「生物基礎」との関連を考慮しながら，生物学の基本的な概念の形成 ア 「生物Ⅰ」との関連を考慮しながら，生物学の基本的な概念の形成を

を図るとともに，生物学的に探究する方法の習得を通して，科学的な思 図るとともに，生物学的に探究する方法の習得を通して，科学的な思考

考力，判断力及び表現力を育成すること。 力，判断力及び表現力を育成すること。

イ 内容の(1)から(4)までのうち，(1)及び(4)についてはすべての生徒に

履修させること。(2)及び(3)については生徒の興味・関心等に応じてい

ずれかを選択することができること。

イ 「探究活動」においては，「生物基礎」の３の(1)のイと同様に取り扱 ウ 内容の(4)については，ア及びイの中から一つ以上の適当な課題を設

うこと。 けて適切な時期に研究を行うものとし，創意ある研究報告書の作成や研

究発表を行わせること。研究を行うに当たっては，課題や仮説の設定，

実験の計画，情報の収集，対照実験，調査，測定，数的処理，分類，デ

ータの解釈，推論など探究の方法を習得させること。その際，解決すべ

き課題についての情報の収集・検索，結果の集計・処理などに，適宜コ
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ンピュータなどを活用させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，生命現象を分子レベルでとらえるために必要 ア 内容の(1)のアの(ｱ)については，代謝を理解するために必要な最小限

な最小限の化学の知識にも触れること。 の化学の基礎知識に触れること。(ｲ)については，同化と異化の例とし

イ 内容の(1)のアの(ｱ)については，生体膜を扱い，細胞骨格にも触れる て光合成や呼吸などの仕組みを扱うが，反応系の物質の羅列的な扱いは

こと。(ｲ)については，物質輸送，情報伝達などにかかわるタンパク質 しないこと。(ｳ)については，免疫や筋収縮，細胞間情報伝達などをタ

を扱うこと。また，酵素については，その働きとタンパク質の立体構造 ンパク質の機能の観点から平易に扱うこと。イの(ｱ)については，遺伝

との関係を扱うこと。 情報，遺伝子の複製，タンパク質の合成などを核酸の構造に基づいて平

イの(ｱ)については，解糖系，クエン酸回路及び電子伝達系を扱うこ 易に扱うこと。その際，ＤＮＡやＲＮＡの分子構造は，模式的に示す程

と。発酵にも触れること。(ｲ)については，光化学系，電子伝達系及び 度にとどめること。(ｲ)については，形質発現の調節，細胞の分化や形

カルビン・べンソン回路を扱うこと。また，光合成細菌と化学合成細菌 態形成の仕組みの初歩的な事項を扱うこと。(ｳ)については，遺伝子操

にも触れること。(ｳ)については，有機物にアミノ基が導入されてアミ 作や細胞融合などの例を通して平易に扱うこと。

ノ酸がつくられることにも触れること。

ウの(ｱ)の「遺伝子の発現の仕組み」については，転写，スプライシ

ング及び翻訳を扱うこと。「遺伝情報の変化」については，同一種内で

のゲノムの多様性にも触れること。(ｲ)については，転写レベルの調節

を扱うこと。(ｳ)については，制限酵素，ベクター及び遺伝子の増幅技

術に触れること。

ウ 内容の(2)のアの(ｱ)については，性染色体の存在にも触れること。(ｲ) イ 内容の(2)のアの(ｱ)については，分類の基準を理解する上で必要な程

については，組換えによって遺伝子の新しい組合せが生じることを扱う 度にとどめ，各分類群の羅列的な扱いはしないこと。(ｲ)については，

こと。 多様な生物が存在することについて，それらの系統関係を探究的に考察

イの(ｲ)については，胚の前後軸の決定に卵の細胞質における不均一 する過程を重視して扱うこと。イの(ｱ)については，生命の起源及び進
はい

性が関与していることを扱うこと。(ｳ)については，形成体と誘導現象 化の過程の概要を扱うこと。(ｲ)については，生物の変異，進化の証拠

を扱うこと。また，細胞分化や形態形成にかかわる代表的な遺伝子の働 やその要因などを扱うが，集団遺伝については初歩的な事項にとどめる

きにも触れること。 こと。進化説については代表的なものを中心に扱うこと。

ウの(ｱ)については，被子植物を中心に扱うこと。(ｲ)については，花

の形態形成における遺伝子の働きを扱うこと。

エ 内容の(3)のアの(ｱ)については，受容器として眼と耳を中心に，効果
め

器として筋肉を中心に取り上げ，刺激の受容から反応までの流れを扱う
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こと。(ｲ)については，神経系の働きに関連付けられる動物の行動を扱

うこと。

イの(ｱ)については，植物ホルモンと光受容体を扱うこと。

オ 内容の(4)のアの(ｱ)については，個体群内の相互作用として種内競争 ウ 内容の(3)のアの(ｱ)については，個体群の成長の様式や個体群が様々

と社会性，個体群間の相互作用として捕食と被食，種間競争及び相利共 な環境に適応して維持される仕組みなどについて，基本的な事項を中心

生を扱うこと。(ｲ)については，多様な種が共存する仕組みを扱うこと。 に平易に扱うこと。(ｲ)については，光合成による植物の物質生産と植

イの(ｱ)の「物質生産」については，年間生産量を取り上げ，生産者 物の形態や生活との関連などを，代表的な例を通して扱うこと。イの(ｱ)

の現存量と関連付けて扱うこと。(ｲ)については，遺伝的多様性，種多 については，生物群集内での個体群間の相互作用，植物群落の遷移や生

様性及び生態系多様性を扱うこと。また，個体群の絶滅を加速する要因 態分布などを扱うこと。(ｲ)については，食物網や物質循環・エネルギ

も扱うこと。 ーの流れなどについてそれぞれ代表的な例を通して扱うこと。環境の保

全については，羅列的な扱いはしないこと。

カ 内容の(5)のアの(ｱ)については，生物の変遷を地球環境の変化に関連 エ 内容の(4)については，内容の(1)から(3)まで及び「生物Ⅰ」と関連

付けて扱うこと。(ｲ)については，種分化の過程も扱うこと。 させて扱うこと。イについては，野外の生物に関する調査・研究などを

イの(ｱ)については，ドメインや界・門などの高次の分類群を中心に 行うこと。

扱うこと。

第８ 地学基礎 第10 地学Ⅰ

１ 目 標 １ 目 標

日常生活や社会との関連を図りながら地球や地球を取り巻く環境への関心 地学的な事物・現象についての観察，実験などを行い，自然に対する関心

を高め，目的意識をもって観察，実験などを行い，地学的に探究する能力と や探究心を高め，地学的に探究する能力と態度を育てるとともに基本的な概

態度を育てるとともに，地学の基本的な概念や原理・法則を理解させ，科学 念や原理・法則を理解させ，科学的な自然観を育成する。

的な見方や考え方を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 宇宙における地球 (1) 地球の構成

宇宙の誕生と地球の形成について観察，実験などを通して探究し，宇宙 惑星としての地球の特徴及び地球表層や内部に見られる地学的事象を観

と惑星としての地球の特徴を理解させる。 察，実験などを通して探究し，地球表層や内部を相互に関連させ，地球の

歴史の経過の中でとらえることができるようにする。

ア 宇宙の構成
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(ｱ) 宇宙のすがた

宇宙の誕生と銀河の分布について理解すること。

(ｲ) 太陽と恒星

太陽の表面の現象と太陽のエネルギー源及び恒星としての太陽の進

化を理解すること。

イ 惑星としての地球 ア 地球の概観

(ｱ) 太陽系の中の地球 (ｱ) 太陽系の中の地球

太陽系の誕生と生命を生み出す条件を備えた地球の特徴を理解する

こと。

(ｲ) 地球の形と大きさ (ｲ) 地球の形状と活動

地球の形の特徴と大きさについて理解すること。

(ｳ) 地球内部の層構造 イ 地球の内部

地球内部の層構造とその状態を理解すること。 (ｱ) 地球の内部構造と構成物質

(ｲ) 火山と地震

ウ 地球の歴史

(ｱ) 野外観察と地形・地質

(ｲ) 地層の形成と地殻変動

(ｳ) 化石と地質時代

ウ 宇宙における地球に関する探究活動 エ 地球の構成に関する探究活動

宇宙における地球に関する探究活動を行い，その学習内容の理解を深

めるとともに，地学的に探究する能力を高めること。

(2) 変動する地球 (2) 大気・海洋と宇宙の構成

変動する地球について観察，実験などを通して探究し，地球がプレート 地球の大気圏及び水圏での現象を観察，実験などを通して探究し，それ

の運動や太陽の放射エネルギーによって変動してきたことを理解させる。 らが太陽放射エネルギーを原動力としていることを理解させる。また，太

また，地球の環境と人間生活とのかかわりについて考察させる。 陽や恒星の活動を観察，実験などを通して探究し，宇宙の構造や広がりを

ア 活動する地球 理解させる。

(ｱ) プレートの運動

プレートの分布と運動及びプレート運動に伴う大地形の形成につい



- 159 -

て理解すること。

(ｲ) 火山活動と地震

火山活動と地震の発生の仕組みについて理解すること。

イ 移り変わる地球

(ｱ) 地層の形成と地質構造

地層が形成される仕組みと地質構造について理解すること。

(ｲ) 古生物の変遷と地球環境

古生物の変遷と地球環境の変化について理解すること。

ウ 大気と海洋 ア 大気と海洋

(ｱ) 地球の熱収支 (ｱ) 大気の熱収支と大気の運動

大気の構造と地球全体の熱収支について理解すること。

(ｲ) 大気と海水の運動 (ｲ) 海水の運動

大気の大循環と海水の運動及びそれらによる地球規模の熱の輸送に

ついて理解すること。

イ 宇宙の構成

(ｱ) 太陽の形状と活動

(ｲ) 恒星の性質と進化

(ｳ) 銀河系と宇宙

エ 地球の環境

(ｱ) 地球環境の科学

地球環境の変化を科学的に考察すること。

(ｲ) 日本の自然環境

日本の自然環境を理解し，その恩恵や災害など自然環境と人間生活

とのかかわりについて考察すること。

オ 変動する地球に関する探究活動 ウ 大気・海洋と宇宙の構成に関する探究活動

変動する地球に関する探究活動を行い，その学習内容の理解を深める

とともに，地学的に探究する能力を高めること。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い
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(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 中学校理科との関連を考慮しながら，地学の基本的な概念の形成を図 ア 中学校理科との関連を考慮しながら，地学の基本的な概念の形成を図

るとともに，地学的に探究する方法の習得を通して，科学的な思考力， るとともに，地学的に探究する方法の習得を通して，科学的な思考力，

判断力及び表現力を育成すること。 判断力及び表現力を育成すること。

イ 「探究活動」においては，各項目の学習活動と関連させながら観察， イ 「探究活動」においては，各項目の学習活動と関連させながら観察，

実験などを行い，報告書を作成させたり発表を行う機会を設けたりする 実験を行い，創意ある報告書の作成や発表を行わせること。また，それ

こと。また，その特質に応じて，情報の収集，仮説の設定，実験の計画， らを通して，仮説の設定，実験の計画，情報の収集，野外観察，調査，

野外観察，調査，データの分析・解釈，推論などの探究の方法を習得さ データの解釈，推論など探究の方法を習得させること。その際，適宜コ

せるようにすること。その際，コンピュータや情報通信ネットワークな ンピュータなどの活用を図ること。

どの適切な活用を図ること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアの(ｱ)の「宇宙の誕生」については，ビッグバンを扱い， ア 内容(1)のアについては，重力及び地磁気についての詳細な扱いはし

水素やヘリウムがつくられたことにも触れること。「銀河の分布」につ ないこと。(ｱ)については，地球の誕生及び地球，惑星，月の表面の様

いては，大規模構造にも触れること。(ｲ)の「太陽の表面の現象」につ 子や大きさなどの特徴を扱うこと。また，地球における生物の生存要因

いては，スペクトルも扱うこと。また，恒星の進化の過程で元素が生成 にも触れること。太陽系の構造に関連してケプラーの法則も扱うこと。

されることにも触れること。 (ｲ)については，地球表層の形成と活動を中心に平易に扱うこと。イの(ｱ)

イの(ｱ)の「太陽系の誕生」については，惑星が形成された過程を中 については，プレートの概念も扱い，マントル内部の運動にも簡単に触

心に扱い，惑星内部の層構造にも触れること。「地球の特徴」について れること。構成物質については，岩石を中心に扱い，鉱物については主

は，海が形成されたことを中心に扱うこと。(ｲ)については，測定の歴 要なものにとどめること。結晶系は扱わないこと。(ｲ)については，地

史や方法にも触れること。(ｳ)については，構成物質にも触れること。 震及び火山活動をプレートの運動と関連させて扱うこと。地球内部のエ

ネルギー源については深入りしないこと。ウの(ｱ)については，地形と

露頭の観察を中心に扱い，地質図については初歩的な事項にとどめるこ

と。(ｲ)については，岩石の相互関係や変形，現在及び地質時代の地殻

の変動を中心に扱うこと。(ｳ)については，地質時代が生物界の変遷に

基づいて区分されることを中心に扱い，ヒトの進化にも触れるが，古生

物の羅列的な扱いはしないこと。放射年代にも触れるが，詳細な扱いは

しないこと。

イ 内容(2)のアの(ｱ)については，マントル内のプルームの存在にも触れ イ 内容の(2)のアについては，大気及び海洋の運動が太陽放射エネルギ
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ること。(ｲ)の「火山活動」については，プレートの発散境界や収束境 ーを原動力として起きていることを地球規模で扱うこと。(ｱ)について

界における火山活動を扱い，ホットスポットにおける火山活動にも触れ は，緯度による受熱量の違いによって大気の大循環が生じていることを

ること。また，火成岩の観察を行うこと。「地震の発生の仕組み」につ 中心に扱い，日本の四季の気象も扱うこと。また，オゾン層の破壊など

いては，プレートの収束境界における地震を中心に扱うこと。 の地球環境問題にも触れること。偏西風波動については深入りしないこ

イの(ｱ)については，地層や岩石の観察，実験などを行い，褶曲，断 と。大気圏の層構造，大気中の水，風の吹き方も扱うが，転向力につい
しゆう

層，不整合なども扱うこと。また，変成岩と変成作用の関係にも触れる ては定量的な扱いはしないこと。(ｲ)については，海洋の層構造と大循

こと。(ｲ)の「古生物の変遷」については，化石の観察を行い，地質時 環及び海流を扱うこと。また，エルニーニョ現象など大気と海洋の相互

代が生物の変遷に基づいて区分されることを中心に扱うこと。また，ヒ 作用を平易に扱うこと。潮汐は扱わないこと。イの(ｱ)については，エ
せき

トの進化にも触れること。「地球環境の変化」については，大気の変化 ネルギー源としての核融合を扱うが，概略にとどめること。(ｲ)につい

と生命活動との相互のかかわりを中心に扱うこと。 ては恒星のＨＲ図を中心に扱い，恒星の性質や進化については定性的な

ウの(ｱ)の「大気の構造」については，気圧や気温の鉛直方向の変化 扱いにとどめること。(ｳ)については，銀河系の構造を中心に扱い，宇

を扱い，大気中で見られる現象にも触れること。「地球全体の熱収支」 宙の膨張については定量的な扱いはしないこと。

については，太陽放射の受熱量と地球放射の放熱量がつり合っているこ

とを扱い，温室効果にも触れること。(ｲ)については，緯度により太陽

放射の受熱量が異なることから，大気の大循環や海水の運動が生じ，熱

が輸送されていることを扱うこと。また，海洋の層構造と深層に及ぶ循

環にも触れること。

エの(ｱ)については，地球温暖化，オゾン層破壊，エルニーニョ現象

などの現象をデータに基づいて人間生活と関連させて扱うこと。(ｲ)の

「恩恵や災害」については，日本に見られる季節の気象現象，地震や火

山活動など特徴的な現象を扱うこと。また，自然災害の予測や防災にも

触れること。

第９ 地 学 第11 地学Ⅱ

１ 目 標 １ 目 標

地学的な事物・現象に対する探究心を高め，目的意識をもって観察，実験 地学的な事物・現象についての観察，実験や課題研究などを行い，自然に

などを行い，地学的に探究する能力と態度を育てるとともに，地学の基本的 対する関心や探究心を高め，地学的に探究する能力と態度を育てるとともに

な概念や原理・法則の理解を深め，科学的な自然観を育成する。 基本的な概念や原理・法則の理解を深め，科学的な自然観を育成する。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 地球の概観 (1) 地球の探究

地球の形状や内部構造を観察，実験などを通して探究し，地球の概観を プレートの動きや地殻の変化を観察，実験などを通して探究し，現在の

理解させる。 地球の変動の様子，地球の進化や日本列島の変遷を理解させ，地球を動的

にとらえさせることができるようにする。

ア  地球の形状

(ｱ) 地球の形と重力

地球の形状と重力とのかかわりを理解すること。

(ｲ) 地球の磁気

地磁気の特徴とその働きを理解すること。

イ 地球の内部

(ｱ) 地球の内部構造

地震波の伝わり方に基づいて地球内部の構造を理解すること。

(ｲ) 地球内部の状態と物質

地球内部の温度，密度，圧力及び構成物質の組成について理解する

こと。

ウ 地球の概観に関する探究活動

地球の概観に関する探究活動を行い，その学習内容の理解を深めると

ともに，地学的に探究する能力を高めること。

(2) 地球の活動と歴史

地球に見られる様々な事物・現象を観察，実験などを通して探究し，地

球の活動と歴史を理解させる。

ア  地球の活動 ア プレートの動きと地殻の変化

(ｱ) プレートテクトニクス (ｱ) プレートの動き

プレートテクトニクスとその成立過程を理解すること。

(ｲ) 地震と地殻変動 (ｲ) 大地形の形成

プレート境界における地震活動の特徴とそれに伴う地殻変動などに

ついて理解すること。

(ｳ) 火成活動
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マグマの発生と分化及び火成岩の形成について理解すること。

(ｴ) 変成作用と変成岩

変成作用や変成岩の特徴及び造山帯について理解すること。

イ 地球の歴史

(ｱ) 地表の変化

風化，侵食，運搬及び堆積の諸作用による地形の形成について理解
たい

すること。

(ｲ) 地層の観察

地層に関する野外観察や実験などを通して，地質時代における地球

環境や地殻変動について理解すること。

(ｳ) 地球環境の変遷

大気，海洋，大陸及び古生物などの変遷を基に地球環境の移り変わ

りを総合的に理解すること。

(ｴ) 日本列島の成り立ち イ 日本列島の変遷

島弧としての日本列島の地学的な特徴と形成史を理解すること。 (ｱ) 島弧としての日本列島

(ｲ) 日本列島の地史

ウ 地球の活動と歴史に関する探究活動

地球の活動と歴史に関する探究活動を行い，その学習内容の理解を深

めるとともに，地学的に探究する能力を高めること。

(3) 地球の大気と海洋 (2) 地球表層の探究

地球の大気と海洋の事物・現象を観察，実験などを通して探究し，大気 地球の重力や地磁気及び大気と海洋の現象を観察，実験などを通して探

と海洋の構造や運動を理解させる。 究し，大気と海洋の運動の基本的原理や観測方法を理解させ，地球表層の

環境についての見方や考え方を身に付けさせる。

ア 大気の構造と運動 ア 地球の観測

(ｱ) 大気の構造 (ｱ) 重力と地磁気

大気の組成と構造を理解すること。 (ｲ) 気象と海洋の観測

(ｲ) 大気の運動と気象 イ 大気と海洋の現象

大循環と対流による現象及び日本や世界の気象の特徴を理解するこ (ｱ) 気象と気候

と。
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イ 海洋と海水の運動

(ｱ) 海洋の構造 (ｲ)海洋の現象

海水の組成と海洋の構造を理解すること。

(ｲ) 海水の運動

海水の運動や循環及び海洋と大気の相互作用について理解するこ

と。

ウ 地球の大気と海洋に関する探究活動

地球の大気と海洋に関する探究活動を行い，その学習内容の理解を深

めるとともに，地学的に探究する能力を高めること。

(4) 宇宙の構造 (3) 宇宙の探究

宇宙に関する事物・現象を観察，実験などを通して探究し，宇宙の構造 天体の放射や宇宙に関する現象を観察，実験などを通して探究し，宇宙

について理解させる。 の広がりや観測方法を理解させ，宇宙の構造と進化についての見方や考え

方を身に付けさせる。

ア 太陽系 ア 天体の観測

(ｱ) 地球の自転と公転 (ｱ) 天体の放射

地球の自転と公転の証拠となる現象を理解すること。

(ｲ) 太陽系天体とその運動 (ｲ) 天体の様々な観測

太陽系天体の特徴と惑星の運動を理解すること。

(ｳ) 太陽の活動

太陽の活動と内部構造を理解すること。

イ 恒星と銀河系 イ 宇宙の広がり

(ｱ) 恒星の性質と進化 (ｱ) 天体の距離と質量

恒星の性質と進化について理解すること。

(ｲ) 銀河系の構造 (ｲ) 宇宙の構造

銀河系の構成天体とその分布について理解すること。

ウ 銀河と宇宙

(ｱ) 様々な銀河

様々な銀河の存在や銀河の後退運動を理解すること。

(ｲ) 膨張する宇宙
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現代の宇宙像の概要を理解すること。

エ 宇宙の構造に関する探究活動

宇宙の構造に関する探究活動を行い，その学習内容の理解を深めると

ともに，地学的に探究する能力を高めること。

(4) 課題研究

地学についての発展的，継続的な課題を設定し，観察，実験などを通し

て研究を行い，地学的に探究する方法や問題解決の能力を身に付けさせる。

ア 特定の地学的事象に関する研究

イ 自然環境についての調査

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 「地学基礎」との関係を考慮しながら，地学の基本的な概念の形成を ア 「地学Ⅰ」との関連を考慮しながら，地学の基本的な概念の形成を図

図るとともに，地学的に探究する方法の習得を通して，科学的な思考力， るとともに，地学的に探究する方法の習得を通して，科学的な思考力，

判断力及び表現力を育成すること。 判断力及び表現力を育成すること。

イ 内容の(1)から(4)までのうち，(4)についてはすべての生徒に履修さ

せること。(1)，(2)及び(3)については生徒の興味・関心等に応じてい

ずれか二つを選択することができること。

イ 「探究活動」においては，「地学基礎」の３の(1)のイと同様に取り扱 ウ 内容の(4)については，ア及びイの中から一つ以上の適当な課題を設

うこと。 けて適切な時期に研究を行うものとし，創意ある研究報告書の作成や研

究発表を行わせること。研究を行うに当たっては，課題や仮説の設定，

実験の計画，情報の収集，野外観察，調査，数的処理，分類，データの

解釈，推論など探究の方法を習得させること。その際，解決すべき課題

についての情報の収集・検索，結果の集計・処理などに，適宜コンピュ

ータなどを活用させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアの(ｱ)については，地球楕円体や地球表面における重力 ア 内容の(1)のアの(ｱ)については，海洋プレートの生成・移動・消滅を
だ

を扱い，ジオイドや重力異常にも触れること。(ｲ)については，地磁気 中心に扱うこと。(ｲ)については，プレート境界の種類と大地形の関係，
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の三要素及び磁気圏と太陽風との関連を扱うこと。また，地磁気の原因 大陸地殻の成長を中心に扱うこと。イの(ｱ)については，日本列島の地

と古地磁気にも触れること。 質構造や火山・地震に見られる特徴を，日本付近のプレート境界と関連

イの(ｱ)については，走時曲線を扱い，地震波トモグラフィーにも触 させて扱うこと。その際，地殻熱流量にも触れること。(ｲ)については，

れること。(ｲ)については，アイソスタシーも扱うこと。また，放射性 古環境の変遷も扱うこと。

同位元素の崩壊など地球内部の熱源にも触れること。

イ 内容の(2)のアの(ｱ)については，マントル内のプルームも扱うこと。 イ 内容の(2)のアの(ｱ)については，ジオイド，重力異常，地磁気の成因

(ｲ)については，世界の地震帯の特徴をプレート運動と関連付けて扱う にも触れるが，詳細な扱いはしないこと。(ｲ)については，人工衛星な

こと。また，日本列島付近におけるプレート間地震やプレート内地震の どから得られる情報の活用も図ること。また，高層天気図も扱い，高層

特徴も扱うこと。地殻変動については，活断層と地形との関係にも触れ 大気の流れと地上の天気変化との関連にも触れること。イの(ｱ)につい

ること。(ｳ)については，多様な火成岩の成因をマグマの分化と関連付 ては，偏西風帯の気象を中心に，気候の形成を地球規模で扱い，気候の

けて扱うこと。また，島弧－海溝系における火成活動の特徴をプレート 形成に対する海洋の働きにも触れること。水の循環に関連して陸水にも

運動と関連付けて触れること。(ｴ)については，造山帯の特徴を安定地 触れること。(ｲ)については，津波も扱うこと。海洋の現象の羅列的な

塊と対比させて扱うこと。 扱いはしないこと。

イの(ｱ)については，段丘や海底堆積物も扱うこと。(ｲ)については，
たい

地層や化石に基づいて過去の様子を探究する方法を扱うこと。また，地

質図の読み方の概要を扱うこと。(ｳ)については，放射年代も扱うこと。

(ｴ)については，日本列島の形成史を地形や地質の特徴に基づいてプレ

ート運動と関連付けて扱うこと。また，付加体も扱うこと。

ウ 内容の(3)のアの(ｱ)の大気の「組成」については，大気中の水分も扱

うこと。大気の「構造」については，各圏の特徴と大気における熱収支

を扱うこと。(ｲ)の「大循環」による現象については，偏西風波動と地

上の高気圧・低気圧との関係も扱うこと。「対流」による現象について

は，大気の安定・不安定にも触れること。「日本や世界の気象の特徴」

については，人工衛星などから得られる情報も活用し，大気の大循環と

関連させて扱うこと。また，気象災害にも触れること。

内容のイの(ｱ)の「海洋の構造」については，水温と塩分の分布との

関係を中心に扱うこと。(ｲ)の「海水の運動や循環」については，波浪

や潮汐も扱うこと。「海洋と大気の相互作用」については，地球上の水
せき

の分布と循環にも触れること。
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エ 内容の(4)のアの(ｱ)の「自転」については，フーコーの振り子を扱う ウ 内容の(3)のアの(ｱ)については，恒星の放射を中心に扱うこと。(ｲ)

こと。「公転」については，年周視差と年周光行差を扱うこと。また， については，電磁波に対する大気の影響を扱うこと。また，各波長にお

時刻と太陽暦にも触れること。(ｲ)の「太陽系天体の特徴」については， ける観測法を扱い，それにより得られる情報の活用も図ること。イの(ｱ)

観測や探査機による研究成果を踏まえて特徴を扱うこと。「惑星の運動」 については，近距離の測定から遠距離の測定までを扱うが，羅列的な扱

については，視運動及びケプラーの法則とその発見過程を扱うこと。(ｳ) いはしないこと。また，銀河系の回転運動と質量との関連に簡単に触れ

については，活動周期や地球への影響も扱うこと。 ること。(ｲ)については，銀河の分類と宇宙の膨張を扱い，ハッブルの

イの(ｱ)の恒星の「性質」については，距離，絶対等級，半径，表面 法則にも触れること。

温度，スペクトル型及び質量を扱うこと。恒星の「進化」については，

ＨＲ図を扱い，質量により恒星の進化の速さ，恒星の終末及び生成元素

が異なることも扱うこと。(ｲ)の「銀河系の構成天体とその分布」につ

いては，恒星の進化と関連付けて扱うこと。また，銀河系の回転運動に

も触れること。

ウの(ｱ)については，銀河までの距離の求め方や銀河が形により分類

できることも扱うこと。「銀河の後退運動」については，ハッブルの法

則も扱うこと。(ｲ)については，ビッグバンの証拠や宇宙の年齢も扱う

こと。

エ 内容の(4)については，内容の(1)から(3)まで及び「地学Ⅰ」と関連

させて扱うこと。イについては，自然環境に関する地学的調査を行うこ

と。

第10 理科課題研究

１ 目 標

科学に関する課題を設定し，観察，実験などを通して研究を行い，科学的

に探究する能力と態度を育てるとともに，創造性の基礎を培う。

２ 内 容

(1) 特定の自然の事物・現象に関する研究

(2) 先端科学や学際的領域に関する研究

(3) 自然環境の調査に基づく研究
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(4) 科学を発展させた実験に関する研究

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成とその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(4)までの中

から，個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は

内容の(1)から(4)までの２項目以上にまたがる課題を設定することがで

きること。

イ 指導に効果的な場合には，大学や研究機関，博物館などと積極的に連

携，協力を図ること。

ウ 研究の成果について，報告書を作成させ，発表を行う機会を設けるこ

と。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，高等学校理科の内容と関連させて扱うこと。

イ 内容の(4)については，科学の歴史における著名な実験などを行い，

原理・法則の確立の経緯とも関連付けて扱うこと。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，「物理Ⅱ」，「化学Ⅱ」，「生物Ⅱ」及び「地

(1) 「物理」，「化学」，「生物」及び「地学」の各科目については，原則として， 学Ⅱ」の各科目については，原則として，それぞれに対応するⅠを付した科

それぞれに対応する基礎を付した科目を履修した後に履修させること。 目を履修した後に履修させるものとする。

(2) 「理科課題研究」については，一つ以上の基礎を付した科目を履修した後

に履修させること。また，課題の特性や学校の実態に応じて，授業を特定の

期間に実施するなど，指導を効果的に行うこと。

(3) 各科目の指導に当たっては，大学や研究機関，博物館などと積極的に連携，

協力を図るようにすること。

(4) 各科目を履修させるに当たっては，当該科目や他の科目の内容及び数学科

や家庭科等の内容を踏まえ，相互の関連を図るとともに，学習の内容の系統
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性に留意すること。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては，観察，実験などの結果を分析し解釈して自ら

の考えを導き出し，それらを表現するなどの学習活動を充実すること。

(2) 生命を尊重し，自然環境の保全に寄与する態度の育成を図ること。また， (1) 観察，実験，野外観察，調査などの指導に当たっては，特に事故防止につ

環境問題や科学技術の進歩と人間生活にかかわる内容等については，持続可 いて十分留意するとともに，生命の尊重や自然環境の保全に関する態度の育

能な社会をつくることの重要性も踏まえながら，科学的な見地から取り扱う 成に留意すること。また，使用薬品などの管理及び廃棄についても適切な措

こと。 置を講ずること。

(2) 環境問題や科学技術の進歩と人間生活にかかわる内容等については，自然

科学的な見地から取り扱うこと。

(3) 観察，実験，野外観察，調査などの指導に当たっては，関連する法規等に (3) 各科目の指導に当たっては，観察，実験の過程での情報の収集・検索，計

従い，事故防止について十分留意するとともに，使用薬品などの管理及び廃 測・制御，結果の集計・処理などにおいて，コンピュータや情報通信ネット

棄についても適切な措置を講ずること。 ワークなどを積極的に活用すること。

(4) 各科目の指導に当たっては，観察，実験の過程での情報の収集・検索，計 (4) 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科目

測・制御，結果の集計・処理などにおいて，コンピュータや情報通信ネット を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を

ワークなどを積極的かつ適切に活用すること。 示したものであり，学校において必要がある場合には，この事項にかかわら

ず指導することができること。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第６節 保 健 体 育 第６節 保 健 体 育

第１款 目 標 第１款 目 標

心と体を一体としてとらえ，健康・安全や運動についての理解と運動の合理的， 心と体を一体としてとらえ，健康・安全や運動についての理解と運動の合理的

計画的な実践を通して，生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する資質や な実践を通して，生涯にわたって計画的に運動に親しむ資質や能力を育てるとと

能力を育てるとともに健康の保持増進のための実践力の育成と体力の向上を図 もに，健康の保持増進のための実践力の育成と体力の向上を図り，明るく豊かで

り，明るく豊かで活力ある生活を営む態度を育てる。 活力ある生活を営む態度を育てる。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 体 育 第１ 体 育

１ 目 標 １ 目 標

運動の合理的，計画的な実践を通して，知識を深めるとともに技能を高め， 各種の運動の合理的な実践を通して，運動技能を高め運動の楽しさや喜び

運動の楽しさや喜びを深く味わうことができるようにし，自己の状況に応じ を深く味わうことができるようにするとともに，体の調子を整え，体力の向

て体力の向上を図る能力を育て，公正，協力，責任，参画などに対する意欲 上を図り，公正，協力，責任などの態度を育て，生涯を通じて継続的に運動

を高め，健康・安全を確保して，生涯にわたって豊かなスポーツライフを継 ができる資質や能力を育てる。

続する資質や能力を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

Ａ 体つくり運動 Ａ 体つくり運動

(1) 次の運動を通して，体を動かす楽しさや心地よさを味わい，健康の保 (1) 自己の体に関心をもち，自己の体力や生活に応じた課題をもって次の

持増進や体力の向上を図り，目的に適した運動の計画や自己の体力や生 運動を行い，体ほぐしをしたり，体力を高めたりするとともに，これら

活に応じた運動の計画を立て，実生活に役立てることができるようにす の運動を生活の中で実践することができるようにする。
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る。 ア 体ほぐしの運動

ア 体ほぐしの運動では，心と体は互いに影響し変化することに気付き， イ 体力を高める運動

体の状態に応じて体の調子を整え，仲間と積極的に交流するための手

軽な運動や律動的な運動を行うこと。

イ 体力を高める運動では，自己のねらいに応じて，健康の保持増進や

調和のとれた体力の向上を図るための継続的な運動の計画を立て取り

組むこと。

(2) 体つくり運動に主体的に取り組むとともに，体力などの違いに配慮し (2) 体つくり運動に対する関心や意欲を高めるとともに，互いに協力して

ようとすること，役割を積極的に引き受け自己の責任を果たそうとする 運動ができるようにする。

こと，合意形成に貢献しようとすることなどや，健康・安全を確保する

ことができるようにする。

(3) 体つくり運動の行い方，体力の構成要素，実生活への取り入れ方など (3) 自己の体力や生活に応じて，体ほぐしの行い方と体力の高め方を実践

を理解し，自己や仲間の課題に応じた運動を継続するための取り組み方 的に工夫することができるようにする。

を工夫できるようにする。

Ｂ 器械運動 Ｂ 器械運動

(1) 次の運動について，技がよりよくできる楽しさや喜びを味わい，自己 (1) 自己の能力に応じて次の運動の技能を高め，技が円滑にできるように

に適した技を高めて，演技することができるようにする。 する。

ア マット運動では，回転系や巧技系の基本的な技を滑らかに安定して ア マット運動

行うこと，条件を変えた技，発展技を滑らかに行うこと，それらを構 イ 鉄棒運動

成し演技すること。 ウ 平均台運動

イ 鉄棒運動では，支持系や懸垂系の基本的な技を滑らかに安定して行 エ 跳び箱運動

うこと，条件を変えた技，発展技を滑らかに行うこと，それらを構成

し演技すること。

ウ 平均台運動では，体操系やバランス系の基本的な技を滑らかに安定

して行うこと，条件を変えた技，発展技を滑らかに行うこと，それら

を構成し演技すること。

エ 跳び箱運動では，切り返し系や回転系の基本的な技を滑らかに安定

して行うこと，条件を変えた技，発展技を滑らかに行うこと。
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(2) 器械運動に主体的に取り組むとともに，役割を積極的に引き受け自己 (2) 互いに協力したり補助したりして練習ができるようにする。また，器

の責任を果たそうとすること，合意形成に貢献しようとすることなどや， 械・器具を点検し，安全に留意して練習や発表ができるようにする。

健康・安全を確保することができるようにする。

(3) 技の名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，発表の仕方など (3) 自己の能力に応じた技を習得するための計画的な練習の仕方や発表の

を理解し，自己や仲間の課題に応じた運動を継続するための取り組み方 仕方を工夫することができるようにする。

を工夫できるようにする。

Ｃ 陸上競技 Ｃ 陸上競技

(1) 次の運動について，記録の向上や競争の楽しさや喜びを味わい，各種 (1) 自己の能力に応じて次の運動の技能を高め，競技したり，記録を高め

目特有の技能を高めることができるようにする。 たりすることができるようにする。

ア 競走 ア 競走

短距離走・リレーでは，中間走の高いスピードを維持して速く走る イ 跳躍

こと，長距離走では，ペースの変化に対応するなどして走ること，ハ ウ 投てき

ードル走では，スピードを維持した走りからハードルを低くリズミカ

ルに越すこと。

イ 跳躍

走り幅跳びでは，スピードに乗った助走と力強い踏み切りから着地

までの動きを滑らかにして跳ぶこと，走り高跳びでは，スピードのあ

るリズミカルな助走から力強く踏み切り，滑らかな空間動作で跳ぶこ

と，三段跳びでは，短い助走からリズミカルに連続して跳ぶこと。

ウ 投てき

砲丸投げでは，立ち投げなどから砲丸を突き出して投げること，や

り投げでは，短い助走からやりを前方にまっすぐ投げること。

(2) 陸上競技に主体的に取り組むとともに，勝敗などを冷静に受け止め， (2) 互いに協力して練習や競技ができるようにするとともに，勝敗に対し

ルールやマナーを大切にしようとすること，役割を積極的に引き受け自 て公正な態度がとれるようにする。また，練習場などの安全を確かめ，

己の責任を果たそうとすること，合意形成に貢献しようとすることなど 健康・安全に留意して練習や競技ができるようにする。

や，健康・安全を確保することができるようにする。

(3) 技術の名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方 (3) 自己の能力に応じた課題の解決を目指して，計画的な練習の仕方や競

などを理解し，自己や仲間の課題に応じた運動を継続するための取り組 技の仕方を工夫することができるようにする。また，競技会の企画や運
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み方を工夫できるようにする。 営ができるようにする。

Ｄ 水 泳 Ｄ 水 泳

(1) 次の運動について，記録の向上や競争の楽しさや喜びを味わい，自己 (1) 自己の能力に応じて次の運動の技能を高め，速く泳いだり，続けて長

に適した泳法の効率を高めて，泳ぐことができるようにする。 く泳いだりすることができるようにする。

ア クロールでは，手と足，呼吸のバランスを保ち，伸びのある動作と ア クロール

安定したペースで長く泳いだり速く泳いだりすること。 イ 平泳ぎ

イ 平泳ぎでは，手と足，呼吸のバランスを保ち，伸びのある動作と安 ウ 背泳ぎ

定したペースで長く泳いだり速く泳いだりすること。 エ バタフライ

ウ 背泳ぎでは，手と足，呼吸のバランスを保ち，安定したペースで長 オ 横泳ぎ

く泳いだり速く泳いだりすること。

エ バタフライでは，手と足，呼吸のバランスを保ち，安定したペース

で長く泳いだり速く泳いだりすること。

オ 複数の泳法で長く泳ぐこと又はリレーをすること。

(2) 水泳に主体的に取り組むとともに，勝敗などを冷静に受け止め，ルー (2) 互いに協力して練習ができるようにするとともに， 勝敗に対して公

ルやマナーを大切にしようとすること，役割を積極的に引き受け自己の 正な態度がとれるようにする。また，水泳の事故防止に関する心得を守

責任を果たそうとすること，合意形成に貢献しようとすることなどや， り，健康・安全に留意して練習や競泳ができるようにする。

水泳の事故防止に関する心得など健康・安全を確保することができるよ

うにする。

(3) 技術の名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方 (3) 自己の能力に応じた課題の解決を目指して，計画的な練習の仕方や競

などを理解し，自己や仲間の課題に応じた運動を継続するための取り組 泳の仕方を工夫することができるようにする。

み方を工夫できるようにする。

Ｅ 球 技 Ｅ 球 技

(1) 次の運動について，勝敗を競う楽しさや喜びを味わい，作戦や状況に (1) チームの課題や自己の能力に応じて次の運動の技能を高め，作戦を生

応じた技能や仲間と連携した動きを高めてゲームが展開できるようにす かした攻防を展開してゲームができるようにする。

る。 ア バスケットボール

ア ゴール型では，状況に応じたボール操作と空間を埋めるなどの動き イ ハンドボール

によって空間への侵入などから攻防を展開すること。 ウ サッカー
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イ ネット型では，状況に応じたボール操作や安定した用具の操作と連 エ ラグビー

携した動きによって空間を作りだすなどの攻防を展開すること。 オ バレーボール

ウ ベースボール型では，状況に応じたバット操作と走塁での攻撃，安 カ テニス

定したボール操作と状況に応じた守備などによって攻防を展開するこ キ 卓球

と。 ク バドミントン

ケ ソフトボール

(2) 球技に主体的に取り組むとともに，フェアなプレイを大切にしようと (2) チームにおける自己の役割を自覚して，その責任を果たし，互いに協

すること，役割を積極的に引き受け自己の責任を果たそうとすること， 力して練習やゲームができるようにするとともに，勝敗に対して公正な

合意形成に貢献しようとすることなどや，健康・安全を確保することが 態度がとれるようにする。また，練習場などの安全を確かめ，健康・安

できるようにする。 全に留意して練習やゲームができるようにする。

(3) 技術などの名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の (3) チームの課題や自己の能力に応じた課題の解決を目指して，計画的な

仕方などを理解し，チームや自己の課題に応じた運動を継続するための 練習の仕方やゲームの仕方を工夫することができるようにする。また，

取り組み方を工夫できるようにする。 競技会の企画や運営ができるようにする。

Ｆ 武 道 Ｆ 武 道

(1) 次の運動について，技を高め勝敗を競う楽しさや喜びを味わい，得意 (1) 自己の能力に応じて次の運動の技能を高め，相手の動きに対応した攻

技を用いた攻防が展開できるようにする。 防を展開して練習や試合ができるようにする。

ア 柔道では，相手の多様な動きに応じた基本動作から，得意技や連絡 ア 柔道

技・変化技を用いて，素早く相手を崩して投げたり，抑えたり，返し イ 剣道

たりするなどの攻防を展開すること。

イ 剣道では，相手の多様な動きに応じた基本動作から，得意技を用い

て，相手の構えを崩し，素早くしかけたり応じたりするなどの攻防を

展開すること。

(2) 武道に主体的に取り組むとともに，相手を尊重し，礼法などの伝統的 (2) 伝統的な行動の仕方に留意して，互いに相手を尊重し，練習や試合が

な行動の仕方を大切にしようとすること，役割を積極的に引き受け自己 できるようにするとともに，勝敗に対して公正な態度がとれるようにす

の責任を果たそうとすることなどや，健康・安全を確保することができ る。また，禁じ技を用いないなど安全に留意して練習や試合ができるよ

るようにする。 うにする。

(3) 伝統的な考え方，技の名称や見取り稽古，体力の高め方，課題解決の (3) 自己の能力に応じた技を習得するための計画的な練習の仕方や試合の
けい

方法，試合の仕方などを理解し，自己や仲間の課題に応じた運動を継続 仕方を工夫することができるようにする。
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するための取り組み方を工夫できるようにする。

Ｇ ダンス Ｇ ダンス

(1) 次の運動について，感じを込めて踊ったり，仲間と自由に踊ったりす (1) 自己の能力に応じた課題をもって次の運動を行い，感じを込めて踊っ

る楽しさや喜びを味わい，それぞれ特有の表現や踊りを高めて交流や発 たり，みんなで楽しく踊ったりして，交流し，発表することができるよ

表ができるようにする。 うにする。

ア 創作ダンスでは，表したいテーマにふさわしいイメージをとらえ， ア 創作ダンス

個や群で，対極の動きや空間の使い方で変化を付けて即興的に表現し イ フォークダンス

たり，イメージを強調した作品にまとめたりして踊ること。 ウ 現代的なリズムのダンス

イ フォークダンスでは，踊り方の特徴を強調して，音楽に合わせて多

様なステップや動きと組み方で仲間と対応して踊ること。

ウ 現代的なリズムのダンスでは，リズムの特徴を強調して全身で自由

に踊ったり，変化とまとまりを付けて仲間と対応したりして踊ること。

(2) ダンスに主体的に取り組むとともに，互いに共感し高め合おうとする (2) 互いのよさを認め合い，協力して練習したり，交流したり，発表した

こと，役割を積極的に引き受け自己の責任を果たそうとすること，合意 りすることができるようにする。

形成に貢献しようとすることなどや，健康・安全を確保することができ

るようにする。

(3) ダンスの名称や用語，文化的背景と表現の仕方，体力の高め方，課題 (3) グループの課題や自己の能力に応じた課題の解決を目指して，計画的

解決の方法，交流や発表の仕方などを理解し，グループや自己の課題に な練習の仕方や発表の仕方を工夫することができるようにする。また，

応じた運動を継続するための取り組み方を工夫できるようにする。 発表交流会の企画や運営ができるようにする。

Ｈ 体育理論 Ｈ 体育理論

(1) スポーツの歴史，文化的特性や現代のスポーツの特徴について理解で (1) 社会の変化とスポーツ

きるようにする。 変化する現代社会におけるスポーツの意義や必要性を理解できるよう

ア スポーツは，人類の歴史とともに始まり，その理念が時代に応じて にするとともに，運動にはそれぞれ歴史・文化的に形成された意義，独

変容してきていること。また，我が国から世界に普及し，発展してい 自の技術・戦術及び規則があることを理解できるようにする。また，個

るスポーツがあること。 及び集団の状況に応じたスポーツとのかかわり方や豊かなスポーツライ

イ スポーツの技術や戦術，ルールは，用具の改良やメディアの発達に フの設計と実践について理解できるようにする。

伴い変わり続けていること。
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ウ 現代のスポーツは，国際親善や世界平和に大きな役割を果たしてお

り，その代表的なものにオリンピックムーブメントがあること。また，

ドーピングは，フェアプレイの精神に反するなど，能力の限界に挑戦

するスポーツの文化的価値を失わせること。

エ 現代のスポーツは，経済的な波及効果があり，スポーツ産業が経済

の中で大きな影響を及ぼしていること。

(2) 運動やスポーツの効果的な学習の仕方について理解できるようにす (2) 運動技能の構造と運動の学び方

る。 運動技能を構造的に理解できるようにするとともに，その上達過程と

ア 運動やスポーツの技術は，学習を通して技能として発揮されるよう 上達の程度を把握する方法を理解できるようにする。また，自己の能力

になること。また，技術の種類に応じた学習の仕方があること。 に応じて運動技能を高めるなど運動に親しむための学び方について理解

イ 運動やスポーツの技能の上達過程にはいくつかの段階があり，その できるようにする。

学習の段階に応じた練習方法や運動観察の方法，課題の設定方法など

があること。

ウ 運動やスポーツの技能と体力は，相互に関連していること。また，

期待する成果に応じた技能や体力の高め方があること。

エ 運動やスポーツを行う際は，気象条件の変化など様々な危険を予見

し，回避することが求められること。

(3) 豊かなスポーツライフの設計の仕方について理解できるようにする。 (3) 体ほぐしの意義と体力の高め方

ア スポーツは，各ライフステージにおける身体的，心理的，社会的 自己の体に気付き，体の調子を整えたり，仲間と交流したりする体ほ

特徴に応じた楽しみ方があること。また，その楽しみ方は，個人の ぐしの意義と行い方について理解できるようにする。また，自己の体力

スポーツに対する欲求などによっても変化すること。 や生活に応じて体力を高めるための課題を把握し，トレーニングの方法

イ 生涯にわたってスポーツを継続するためには，自己に適した運動機 などその高め方について実践的に理解できるようにする。

会をもつこと，施設などを活用して活動の場をもつこと，ライフスタ

イルに応じたスポーツとのかかわり方を見付けることなどが必要であ

ること。

ウ スポーツの振興は，様々な施策や組織，人々の支援や参画によって

支えられていること。

エ スポーツを行う際は，スポーツが環境にもたらす影響を考慮し，持

続可能な社会の実現に寄与する責任ある行動が求められること。
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３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の「Ａ体つくり運動」から「Ｈ体育理論」までの領域については， (1) 内容のＡからＨまでの領域については，次のとおり取り扱うものとする。

次のとおり取り扱うものとする。

ア 「Ａ体つくり運動」及び「Ｈ体育理論」については，各年次において ア Ａ及びＨについては，各年次においてすべての生徒に履修させること。

すべての生徒に履修させること。

イ 入学年次においては，「Ｂ器械運動」，「Ｃ陸上競技」，「Ｄ水泳」及び イ ＢからＧまでについては，入学年次及びその次の年次においては，こ

「Ｇダンス」についてはこれらの中から一つ以上を，「Ｅ球技」及び「Ｆ れらのうちから三つ又は四つを，それ以降の年次においては，二つから

武道」についてはこれらの中から一つ以上をそれぞれ選択して履修でき 四つを選択して履修できるようにすること。その際，Ｆ又はＧのいずれ

るようにすること。その次の年次以降においては，「Ｂ器械運動」から かを含むようにすること。

「Ｇダンス」までの中から二つ以上を選択して履修できるようにするこ

と。

(2) 内容の「Ａ体つくり運動」から「Ｈ体育理論」までに示す事項について (2) 内容のＡからＧまでに示す事項については，各年次において次のとおり

は，各年次において次のとおり取り扱うものとする。 取り扱うものとする。

ア 「Ａ体つくり運動」に示す事項については，すべての生徒に履修させ ア Ａに示す事項については，すべての生徒に履修させること。なお，Ａ

ること。なお，「Ａ体つくり運動」の(1)のアの運動については，「Ｂ器 の(1)のアの運動については，内容のＢからＧまでにおいても関連を図

械運動」から「Ｇダンス」までにおいても関連を図って指導することが って指導することができるとともに，「保健」における精神の健康など

できるとともに，「保健」における精神の健康などの内容との関連を図 の内容との関連を図ること。Ａの(1)のイの運動については，主として

ること。「Ａ体つくり運動」の(1)のイの運動については，日常的に取り 力強さとスピードのある動きに重点を置いて指導することができるが，

組める運動例を組み合わせることに重点を置くなど指導方法の工夫を図 個に応じて体力を全面的に高めることに留意すること。

ること。

イ 「Ｂ器械運動」の(1)の運動については，アからエまでの中から選択 イ Ｂの(1)の運動については，これらのうちから選択して履修できるよ

して履修できるようにすること。 うにすること。

ウ 「Ｃ陸上競技」の(1)の運動については，アからウまでに示す運動の ウ Ｃの(1)の運動については，これらのうちから選択して履修できるよ

中から選択して履修できるようにすること。 うにすること。

エ 「Ｄ水泳」の(1)の運動については，アからオまでの中から選択して エ Ｄの(1)の運動については，これらのうちから選択して履修できるよ

履修できるようにすること。また，スタートの指導については，段階的 うにすること。また，スタートの指導については，段階的な指導を行う

な指導を行うとともに安全を十分に確保すること。また，「保健」にお とともに安全に十分留意すること。また，「保健」における応急手当の

ける応急手当の内容との関連を図ること。 内容との関連を図ること。
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オ 「Ｅ球技」の(1)の運動については，入学年次においては，アからウ オ Ｅの(1)の運動については，これらのうちから二つを選択して履修で

までの中から二つを，その次の年次以降においては，アからウまでの中 きるようにすること。なお，地域や学校の実態に応じて，その他の運動

から一つを選択して履修できるようにすること。また，アについては， についても履修させることができること。

バスケットボール，ハンドボール，サッカー，ラグビーの中から，イに

ついては，バレーボール，卓球，テニス，バドミントンの中から，ウに

ついては，ソフトボールを適宜取り上げることとし，地域や学校の実態

に応じて，その他の運動についても履修させることができること。

カ 「Ｆ武道」の(1)の運動については，ア又はイのいずれかを選択して カ Ｆの(1)の運動については，これらのうちから一つを選択して履修で

履修できるようにすること。なお，地域や学校の実態に応じて，相撲， きるようにすること。なお，地域や学校の実態に応じて，相撲，なぎな

なぎなた，弓道などのその他の武道についても履修させることができる た，弓道などその他の武道についても履修させることができること。

こと。

キ 「Ｇダンス」の(1)の運動については，アからウまでの中から選択し キ Ｇの(1)の運動については，これらのうちから選択して履修できるよ

て履修できるようにすること。なお，地域や学校の実態に応じて，社交 うにすること。なお，地域や学校の実態に応じて，社交ダンスなどその

ダンスなどのその他のダンスについても履修させることができること。 他のダンスについても履修させることができること。

ク 「Ｈ体育理論」については，(1)は入学年次，(2)はその次の年次，(3)

はそれ以降の年次で取り上げること。

(3) 内容の「Ｂ器械運動」から「Ｇダンス」までの領域及び運動については， (3) 内容のＢからＧまでの領域及び運動については，生徒が特性等に応じて，

地域や学校の実態及び生徒の特性や選択履修の状況等を踏まえるととも 選択して履修できるようにするものとする。指導に当たっては，内容のＢ

に，安全を十分に確保した上で，生徒が自由に選択して履修することがで からＧまでの領域については，それぞれの運動の特性に触れるために必要

きるよう配慮するものとする。指導に当たっては，内容の「Ｂ器械運動」 な体力を生徒自ら高めるように留意するものとする。また，内容のＢから

から「Ｇダンス」までの領域については，それぞれの運動の特性に触れる Ｆまでの領域及び運動については，審判の仕方についても指導するものと

ために必要な体力を生徒自ら高めるように留意するものとする。また，内 する。

容の「Ｂ器械運動」から「Ｆ武道」までの領域及び運動については，必要

に応じて審判の仕方についても指導するものとする。また，「Ｆ武道」に

ついては，我が国固有の伝統と文化により一層触れさせるため，中学校の

学習の基礎の上に，より深められる機会を確保するよう配慮するものとす

る。

(4) 自然とのかかわりの深いスキー，スケートや水辺活動などの指導につい (4) 自然とのかかわりの深いスキー，スケートや水辺活動などの指導につい

ては，地域や学校の実態に応じて積極的に行うことに留意するものとする。 ては，地域や学校の実態に応じて積極的に行うことに留意するものとする。
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また，レスリングについても履修させることができるものとする。 また，レスリングについても履修させることができるものとする。

(5) 内容のＡからＧまでの領域の指導に当たっては，内容のＨとの関連を図

って指導するよう留意するものとする。

(5) 集合，整頓，列の増減，方向変換などの行動の仕方を身に付け，能率的 (6) 集合，整とん，列の増減，方向変換などの行動の仕方の指導については，
とん

で安全な集団としての行動ができるようにするための指導については，内 内容のＡからＧまでの領域において適切に行うものとする。

容の「Ａ体つくり運動」から「Ｇダンス」までの領域において適切に行う

ものとする。

(6) 筋道を立てて練習や作戦について話し合う活動などを通して，コミュニ

ケーション能力や論理的な思考力の育成を促し，主体的な学習活動が充実

するよう配慮するものとする。

第２ 保 健 第２ 保 健

１ 目 標 １ 目 標

個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるようにし，生 個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるようにし，生

涯を通じて自らの健康を適切に管理し，改善していく資質や能力を育てる。 涯を通じて自らの健康を適切に管理し，改善していく資質や能力を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 現代社会と健康 (1) 現代社会と健康

我が国の疾病構造や社会の変化に対応して，健康を保持増進するために 我が国の疾病構造や社会の変化に対応して，健康を保持増進するために

は，個人の行動選択やそれを支える社会環境づくりなどが大切であるとい は，ヘルスプロモーションの考え方を生かし，人々が適切な生活行動を選

うヘルスプロモーションの考え方を生かし，人々が自らの健康を適切に管 択し実践すること及び環境を改善していく努力が重要であることを理解で

理すること及び環境を改善していくことが重要であることを理解できるよ きるようにする。

うにする。

ア 健康の考え方 ア 健康の考え方

健康の考え方は，国民の健康水準の向上や疾病構造の変化に伴って変 健康の考え方やその保持増進の方法は，国民の健康水準の向上や疾病

わってきていること。また，健康は，様々な要因の影響を受けながら， 構造の変化に伴って変わってきており，健康に関する個人の適切な意志

主体と環境の相互作用の下に成り立っていること。 決定や行動選択が重要となっていること。また，我が国や世界では，様

健康の保持増進には，健康に関する個人の適切な意志決定や行動選択 々な保健活動や対策などが行われていること。

及び環境づくりがかかわること。
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イ 健康の保持増進と疾病の予防 イ 健康の保持増進と疾病の予防

健康の保持増進と生活習慣病の予防には，食事，運動，休養及び睡眠 健康を保持増進するとともに，生活習慣病を予防するためには，食事，

の調和のとれた生活を実践する必要があること。 運動，休養及び睡眠の調和のとれた生活の実践及び喫煙，飲酒に関する

喫煙と飲酒は，生活習慣病の要因になること。また，薬物乱用は，心 適切な意志決定や行動選択が必要であること。

身の健康や社会に深刻な影響を与えることから行ってはならないこと。 薬物乱用は心身の健康などに深刻な影響を与えることから行ってはな

それらの対策には，個人や社会環境への対策が必要であること。 らないこと。また，医薬品は正しく使用する必要があること。

感染症の発生や流行には，時代や地域によって違いがみられること。 感染症の予防には，適切な対策が必要であること。

その予防には，個人的及び社会的な対策を行う必要があること。

ウ 精神の健康 ウ 精神の健康

人間の欲求と適応機制には，様々な種類があること。精神と身体には， 人間の欲求と適応機制には様々な種類があること及び精神と身体には

密接な関連があること。また，精神の健康を保持増進するには，欲求や 密接な関連があること。また，精神の健康を保持増進するためには，欲

ストレスに適切に対処するとともに，自己実現を図るよう努力していく 求やストレスに適切に対処するとともに，自己実現を図るよう努力して

ことが重要であること。 いくことが重要であること。

エ 交通安全 エ 交通安全

交通事故を防止するには，車両の特性の理解，安全な運転や歩行など 交通事故を防止するためには，車両の特性の理解，安全な運転や歩行

適切な行動，自他の生命を尊重する態度，交通環境の整備などがかかわ など適切な行動，自他の生命を尊重する態度及び交通環境の整備などが

ること。また，交通事故には責任や補償問題が生じること。 重要であること。また，交通事故には責任や補償問題が生じること。

オ 応急手当 オ 応急手当

適切な応急手当は，傷害や疾病の悪化を軽減できること。応急手当に 傷害や疾病に際しては，心肺蘇生法などの応急手当を行うことが重要
そ

は，正しい手順や方法があること。また，心肺蘇生等の応急手当は，傷 であること。また，応急手当には正しい手順や方法があること。
そ

害や疾病によって身体が時間の経過とともに損なわれていく場合がある

ことから，速やかに行う必要があること。 (2) 生涯を通じる健康

(2) 生涯を通じる健康 生涯の各段階において健康についての課題があり，自らこれに適切に対

生涯の各段階において健康についての課題があり，自らこれに適切に対 応する必要があること及び我が国の保健・医療制度や機関を適切に活用す

応する必要があること及び我が国の保健・医療制度や機関を適切に活用す ることの重要性が理解できるようにする。

ることが重要であることについて理解できるようにする。 ア 生涯の各段階における健康

ア 生涯の各段階における健康 生涯にわたって健康を保持増進するためには，生涯の各段階の健康課

生涯にわたって健康を保持増進するには，生涯の各段階の健康課題に 題に応じた自己の健康管理を行う必要があること。

応じた自己の健康管理及び環境づくりがかかわっていること。
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イ 保健・医療制度及び地域の保健・医療機関 イ 保健・医療制度及び地域の保健・医療機関

生涯を通じて健康の保持増進をするには，保健・医療制度や地域の保 生涯を通じて健康を保持増進するためには，我が国の保健・医療制度

健所，保健センター，医療機関などを適切に活用することが重要である や機関について知り，地域の保健所，保健センタ－，医療機関などを適

こと。 切に活用することが重要であること。

また，医薬品は，有効性や安全性が審査されており，販売には制限が

あること。疾病からの回復や悪化の防止には，医薬品を正しく使用する

ことが有効であること。

ウ 様々な保健活動や対策

我が国や世界では，健康課題に対応して様々な保健活動や対策などが

行われていること。

(3) 社会生活と健康 (3) 社会生活と健康

社会生活における健康の保持増進には，環境や食品，労働などが深くか 社会生活における健康の保持増進には，環境などが深くかかわっている

かわっていることから，環境と健康，環境と食品の保健，労働と健康にか ことから，環境と健康，環境と食品の保健，労働と健康について理解でき

かわる活動や対策が重要であることについて理解できるようにする。 るようにする。

ア 環境と健康 ア 環境と健康

人間の生活や産業活動は，自然環境を汚染し健康に影響を及ぼすこと 人間の生活や産業活動は，自然環境を汚染し健康に影響を及ぼすこと

もあること。それらを防ぐには，汚染の防止及び改善の対策をとる必要 もあること。このため，様々な対策がとられていること。

があること。

イ 環境と食品の保健 イ 環境と食品の保健

環境衛生活動は，学校や地域の環境を健康に適したものとするよう基 学校や地域の環境を健康に適したものとするよう基準が設定され，環

準が設定され，それに基づき行われていること。また，食品衛生活動は， 境衛生活動が行われていること。また，食品の安全性を確保するための

食品の安全性を確保するよう基準が設定され，それに基づき行われてい 基準が設定され，食品衛生活動が行われていること。

ること。

ウ 労働と健康 ウ 労働と健康

労働災害の防止には，作業形態や作業環境の変化に起因する傷害や職 職業病や労働災害の防止には，作業形態や作業環境の変化を踏まえた

業病などを踏まえた適切な健康管理及び安全管理をする必要があるこ 健康管理及び安全管理を行うことが必要であること。

と。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い
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(1) 内容の(1)のイ及び(3)のイについては，食育の観点を踏まえつつ，健康

的な生活習慣の形成に結び付くよう配慮するものとする。

(2) 内容の(1)のイの喫煙と飲酒，薬物乱用については，疾病との関連，社 (1) 内容の(1)のイの喫煙，飲酒，薬物乱用については，疾病との関連，社

会への影響などについて総合的に取り扱い，薬物については，麻薬，覚せ 会への影響などについて総合的に取り扱い，薬物については，麻薬，覚せ

い剤，大麻等を扱うものとする。 い剤等を扱うものとする。

(3) 内容の(1)のウについては，大脳の機能，神経系及び内分泌系の機能に (2) 内容の(1)のウについては，大脳の機能，神経系及び内分泌系の機能に

ついて必要に応じ関連付けて扱う程度とする。また，「体育」における体 ついて必要に応じ関連付けて扱う程度とする。また，「体育」における体

ほぐしの運動との関連を図るよう配慮するものとする。 ほぐしの運動との関連を図るよう配慮するものとする。

(4) 内容の(1)のエについては，二輪車及び自動車を中心に取り上げるもの (3) 内容の(1)のエについては，二輪車及び自動車を中心に取り上げ，交通

とする。また，自然災害などによる傷害の防止についても，必要に応じ関 法規の詳細は扱わないものとする。

連付けて扱うよう配慮するものとする。

(5) 内容の(1)のオについては，実習を行うものとし，呼吸器系及び循環器 (4) 内容の(1)のオについては，実習を行うものとし，呼吸器系及び循環器

系の機能については，必要に応じ関連付けて扱う程度とする。また，効果 系の機能については，必要に応じ関連付けて扱う程度とする。また，効果

的な指導を行うため，「体育」の「Ｄ水泳」などとの関連を図るよう配慮 的な指導を行うため，「体育」における水泳などとの関連を図るよう配慮

するものとする。 するものとする。

(6) 内容の(2)のアについては，思春期と健康，結婚生活と健康及び加齢と (5) 内容の(2)のアについては，思春期と健康，結婚生活と健康及び加齢と

健康を取り扱うものとする。また，生殖に関する機能については，必要に 健康を取り扱うものとする。また，生殖に関する機能については，必要に

応じ関連付けて扱う程度とする。責任感を涵養することや異性を尊重する 応じ関連付けて扱う程度とする。さらに，異性を尊重する態度や性に関す
かん

態度が必要であること，及び性に関する情報等への適切な対処についても る情報等への対処，適切な意志決定や行動選択の必要性についても扱うよ

扱うよう配慮するものとする。 う配慮するものとする。

(7) 内容の(3)のアについては，廃棄物の処理と健康についても触れるもの (6) 内容の(3)のアについては，廃棄物の処理と健康についても触れるもの

とする。 とする。

(8) 指導に際しては，知識を活用する学習活動を取り入れるなどの指導方法 (7) 指導に際しては，積極的に実験や実習を取り入れたり，課題学習を行う

の工夫を行うものとする。 など指導方法の工夫を行うものとする。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 第１章総則第１款の３に示す学校における体育・健康に関する指導の趣旨 (1) 第１章総則第１款の３に示す学校における体育・健康に関する指導の趣旨
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を生かし，特別活動，運動部の活動などとの関連を図り，日常生活における を生かし，特別活動，運動部の活動などとの関連を図り，日常生活における

体育・健康に関する活動が適切かつ継続的に実践できるよう留意するものと 体育・健康に関する活動が適切かつ継続的に実践できるよう留意するものと

する。なお，体力の測定については，計画的に実施し，運動の指導及び体力 する。なお，体力の測定については，計画的に実施し，運動の指導及び体力

の向上に活用するものとする。 の向上に活用するものとする。

(2) 「体育」は，各年次継続して履修できるようにし，各年次の単位数はなる (2) 「体育」は，各年次継続して履修できるようにし，各年次の単位数はなる

べく均分して配当するものとする。なお，内容の「Ａ体つくり運動」に対す べく均分して配当するものとする。なお，内容のＡからＨまでの領域に対す

る授業時数については，各年次で７～10単位時間程度を，内容の「Ｈ体育理 る授業時数の配当については，その内容の習熟を図ることができるよう考慮

論」に対する授業時数については，各年次で６単位時間以上を配当するとと するものとする。

もに，内容の「Ｂ器械運動」から「Ｇダンス」までの領域に対する授業時数

の配当については，その内容の習熟を図ることができるよう考慮するものと

する。

(3) 「保健」は，原則として入学年次及びその次の年次の２か年にわたり履修 (3) 「保健」は，原則として入学年次及びその次の年次の２か年にわたり履修

させるものとする。 させるものとする。

２ 各科目の指導に当たっては，その特質を踏まえ，必要に応じて，コンピュー ２ 各科目の指導に当たっては，その特質を踏まえ，必要に応じて，コンピュー

タや情報通信ネットワークなどを適切に活用し，学習の効果を高めるよう配慮 タや情報通信ネットワークなどを適切に活用し，学習の効果を高めるよう配慮

するものとする。 するものとする。

３ 各科目の内容の取扱いのうち，内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科目

を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示

したものであり，学校において必要がある場合には，この事項にかかわらず指

導することができること。



- 184 -

高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第７節 芸 術 第７節 芸 術

第１款 目 標 第１款 目 標

芸術の幅広い活動を通して，生涯にわたり芸術を愛好する心情を育てるととも 芸術の幅広い活動を通して，生涯にわたり芸術を愛好する心情を育てるととも

に，感性を高め，芸術の諸能力を伸ばし，芸術文化についての理解を深め，豊か に，感性を高め，芸術の諸能力を伸ばし，豊かな情操を養う。

な情操を養う。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 音楽Ⅰ 第１ 音楽Ⅰ

１ 目 標 １ 目 標

音楽の幅広い活動を通して，生涯にわたり音楽を愛好する心情を育てると 音楽の幅広い活動を通して，音楽を愛好する心情を育てるとともに，感性

ともに，感性を高め，創造的な表現と鑑賞の能力を伸ばし，音楽文化につい を高め，創造的な表現と鑑賞の能力を伸ばす。

ての理解を深める。

２ 内 容 ２ 内 容

Ａ 表 現 Ａ 表 現

表現に関して，次の事項を指導する。 表現に関して，次の事項を指導する。

(1) 歌唱 (1) 歌唱

ア 曲想を歌詞の内容や楽曲の背景とかかわらせて感じ取り，イメージ ア 曲種に応じた発声の工夫

をもって歌うこと。 イ 視唱力の伸長

イ 曲種に応じた発声の特徴を生かし，表現を工夫して歌うこと。 ウ 歌詞及び曲想の把握と表現の工夫

ウ 様々な表現形態による歌唱の特徴を生かし，表現を工夫して歌うこと。 エ 合唱における表現の工夫
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エ 音楽を形づくっている要素を知覚し，それらの働きを感受して歌う

こと。

(2) 器楽 (2) 器楽

ア 曲想を楽曲の背景とかかわらせて感じ取り，イメージをもって演奏するこ ア いろいろな楽器の体験と奏法の工夫

と。 イ 視奏力の伸長

イ 楽器の音色や奏法の特徴を生かし，表現を工夫して演奏すること。 ウ 曲の構成及び曲想の把握と表現の工夫

ウ 様々な表現形態による器楽の特徴を生かし，表現を工夫して演奏する エ 合奏における表現の工夫

こと。

エ 音楽を形づくっている要素を知覚し，それらの働きを感受して演奏するこ

と。

(3) 創作 (3) 創作

ア 音階を選んで旋律をつくり，その旋律に副次的な旋律や和音などを付けて， ア いろいろな音階による旋律の創作

イメージをもって音楽をつくること。 イ 旋律に対する和音の工夫

イ 音素材の特徴を生かし，反復，変化，対照などの構成を工夫して，イメー ウ 音楽の組み立て方の把握

ジをもって音楽をつくること。 エ いろいろな音素材を生かした即興的表現

ウ 音楽を形づくっている要素の働きを変化させ，イメージをもって変奏や編

曲をすること。

エ 音楽を形づくっている要素を知覚し，それらの働きを感受して音楽をつく

ること。

Ｂ 鑑 賞 Ｂ 鑑 賞

鑑賞に関して，次の事項を指導する。 鑑賞に関して，次の事項を指導する。

ア 声や楽器の音色の特徴と表現上の効果とのかかわりを感じ取って鑑賞する ア 声や楽器の特性と表現上の効果

こと。

イ 音楽を形づくっている要素を知覚し，それらの働きを感受して鑑賞するこ

と。

ウ 楽曲の文化的・歴史的背景や，作曲者及び演奏者による表現の特徴を理解 イ 楽曲の歴史的背景

して鑑賞すること。

エ 我が国や郷土の伝統音楽の種類とそれぞれの特徴を理解して鑑賞すること。 ウ 我が国の伝統音楽の種類と特徴
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エ 世界の諸民族の音楽の種類と特徴

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容のＡ及びＢの指導に当たっては，中学校音楽科との関連を十分に考 (1) 内容のＡ及びＢの指導に当たっては，中学校音楽との関連を十分に考慮

慮し，それぞれ特定の活動のみに偏らないようにするとともに，Ａ及びＢ し，それぞれ特定の活動のみに偏らないようにするとともに，相互の関連

相互の関連を図るものとする。 を図るものとする。また，Ａについては，生徒の特性や学校の実態を考慮

し，表現方法や表現形態を適宜選択して扱うことができる。

(2) 生徒の特性等を考慮し，内容のＡの(3)のア，イ又はウのうち一つ以上を選択

して扱うことができる。

(2) 音楽についての総合的な理解を深め，主体的な学習態度を育てるため，

適切な課題を設定して学習することができる機会を設けるよう配慮するも

のとする。

(3) 内容のＡ及びＢの教材については，地域や学校の実態を考慮し，郷土の

伝統音楽を含めて扱うよう配慮するものとする。

(3) 内容のＡの指導に当たっては，生徒の特性等を考慮し，視唱と視奏及び

読譜と記譜の指導を含めるものとする。

(4) 内容のＡの指導に当たっては，我が国の伝統的な歌唱及び和楽器を含め (4) 内容のＡの(1)のア及び(2)のアについては，我が国の伝統的な歌唱及び

て扱うようにする。また，内容のＢのエとの関連を図るよう配慮するもの 和楽器を含めて扱うようにする。

とする。

(5) 内容のＡの(3)の指導に当たっては，即興的に音を出しながら音のつな

がり方を試すなど，音を音楽へと構成することを重視するとともに，作品

を記録する方法を工夫させるものとする。

(6) 内容のＢの指導に当たっては，楽曲や演奏について根拠をもって批評する活動

などを取り入れるようにする。

(5) 内容のＡの(1)のイ及び(2)のイについては，単なる技術の練習に偏るこ

となく，他の事項との関連において総合的に扱うよう配慮するものとする。

(6) 内容のＢのウについては，主として箏曲，三味線音楽（歌い物），尺八
そう

音楽などを扱うようにする。

(7) 内容のＡ及びＢの教材については，地域や学校の実態等を考慮し，我が (7) 内容のＢのエについては，アジア地域の諸民族の音楽を含めて扱うよう
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国や郷土の伝統音楽を含む我が国及び諸外国の様々な音楽から幅広く扱う にする。

ようにする。また，Ｂの教材については，アジア地域の諸民族の音楽を含

めて扱うようにする。

(8) 音や音楽と生活や社会とのかかわりを考えさせ，音環境への関心を高め

るよう配慮するものとする。また，音楽に関する知的財産権などについて

配慮し，著作物等を尊重する態度の形成を図るようにする。

第２ 音楽Ⅱ 第２ 音楽Ⅱ

１ 目 標 １ 目 標

音楽の諸活動を通して，生涯にわたり音楽を愛好する心情を育てるととも 音楽の諸活動を通して，音楽を愛好する心情を育てるとともに，感性を高

に，感性を高め，個性豊かな表現の能力と主体的な鑑賞の能力を伸ばし，音 め，音楽文化についての理解を深め，個性豊かな表現の能力と主体的な鑑賞

楽文化についての理解を深める。 の能力を伸ばす。

２ 内 容 ２ 内 容

Ａ 表 現 Ａ 表 現

表現に関して，次の事項を指導する。 表現に関して，次の事項を指導する。

(1) 歌唱 (1) 歌唱

ア 曲想を歌詞の内容や楽曲の背景とかかわらせて理解し，イメージを ア 声域の拡張と曲種に応じた豊かな発声

もって歌うこと。 イ 視唱力の充実

イ 曲種に応じた発声の特徴と表現上の効果とのかかわりを理解し，表 ウ 歌詞及び曲想の理解と個性豊かな表現

現を工夫して歌うこと。 エ 重唱・合唱における豊かな表現

ウ 様々な表現形態による歌唱の特徴と表現上の効果とのかかわりを理

解し，表現を工夫して歌うこと。

エ 音楽を形づくっている要素とそれらの働きを理解して歌うこと。

(2) 器楽 (2) 器楽

ア 曲想を楽曲の背景とかかわらせて理解し，イメージをもって演奏す ア 楽器に応じた奏法の習熟

ること。 イ 視奏力の充実

イ 楽器の音色や奏法の特徴と表現上の効果とのかかわりを理解し，表 ウ 曲の構成及び曲想の把握と個性豊かな表現

現を工夫して演奏すること。 エ 重奏・合奏における豊かな表現
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ウ 様々な表現形態による器楽の特徴と表現上の効果とのかかわりを理

解し，表現を工夫して演奏すること。

エ 音楽を形づくっている要素とそれらの働きを理解して演奏するこ

と。

(3) 創作 (3) 創作

ア 音階を選んで旋律をつくり，その旋律に副次的な旋律や和音などを付 ア 歌詞の内容を生かした声楽曲の創作

けて，イメージをもって創造的に音楽をつくること。 イ 楽器の特性を生かした器楽曲の創作

イ 音素材の特徴を生かし，反復，変化，対照などの構成を工夫して， ウ 編曲に関する基礎的知識の理解

イメージをもって創造的に音楽をつくること。 エ いろいろな音素材を生かした創作

ウ 音楽を形づくっている要素の働きを変化させ，イメージをもって創

造的に変奏や編曲をすること。

エ 音楽を形づくっている要素とそれらの働きを理解して音楽をつくる

こと。

Ｂ 鑑 賞 Ｂ 鑑 賞

鑑賞に関して，次の事項を指導する。 鑑賞に関して，次の事項を指導する。

ア 声や楽器の音色の特徴と表現上の効果とのかかわりを理解して鑑賞

すること。

イ 音楽を形づくっている要素とそれらの働きを理解して鑑賞するこ ア 楽曲の構造

と。

ウ 楽曲の文化的・歴史的背景や，作曲者及び演奏者による表現の特徴 イ 音楽の歴史的背景

について理解を深めて鑑賞すること。

エ 我が国や郷土の伝統音楽の種類とそれぞれの特徴について理解を深 ウ 文化的背景に基づく我が国の伝統音楽の特徴

めて鑑賞すること。

エ 文化的背景に基づく世界の諸民族の音楽の特徴

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容のＡ及びＢの指導に当たっては，相互の関連を図るものとする。ま (1) 内容のＡ及びＢの指導に当たっては，相互の関連を図るものとする。ま

た，生徒の特性，地域や学校の実態を考慮し，内容のＡの(1)，(2)又は(3) た，Ａについては，生徒の特性や学校の実態を考慮し，(1)，(2)又は(3)
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のうち一つ以上を選択して扱うことができる。 のうち一つ以上を選択して扱うことができる。

(2) 内容のＢの指導に当たっては，我が国や郷土の伝統音楽を含む多様な音

楽文化について理解を深める観点から，適切かつ十分な授業時数を配当す

るものとする。

(3) 内容の取扱いに当たっては，「音楽Ⅰ」の３の(2)から(8)までと同様に (2) 内容の取扱いに当たっては，「音楽Ⅰ」の３の(2)から(5)まで及び(7)と

取り扱うものとする。 同様に取り扱うものとする。

(3) 内容のＢのウについては，主として三味線音楽（語り物），能楽，琵琶
び わ

楽などを扱うようにする。

第３ 音楽Ⅲ 第３ 音楽Ⅲ

１ 目 標 １ 目 標

音楽の諸活動を通して，生涯にわたり音楽を愛好する心情と音楽文化を尊 音楽の諸活動を通して，生涯にわたり音楽を愛好する心情と音楽文化を尊

重する態度を育てるとともに，感性を磨き，個性豊かな音楽の能力を高める。 重する態度を育てるとともに，感性を磨き，個性豊かな音楽の能力を高める。

２ 内 容 ２ 内 容

Ａ 表 現 Ａ 表 現

表現に関して，次の事項を指導する。 表現に関して，次の事項を指導する。

(1) 歌唱 (1) 歌唱

ア 楽曲の表現内容を総合的に理解し，表現意図をもって創造的に歌う ア 表現内容に応じた個性豊かな発声の工夫

こと。 イ 歌詞及び曲想を生かした個性的，創造的な表現

イ 様々な表現形態による歌唱の特徴を理解し，表現上の効果を生かし ウ 独唱・重唱・合唱における充実した表現

て歌うこと。

(2) 器楽 (2) 器楽

ア 楽曲の表現内容を総合的に理解し，表現意図をもって創造的に演奏 ア 表現内容に応じた個性豊かな奏法の工夫

すること。 イ 曲の構成及び曲想を生かした創造的な表現

イ 様々な表現形態による器楽の特徴を理解し，表現上の効果を生かし ウ 独奏・重奏・合奏における充実した表現

て演奏すること。

(3) 創作 (3) 創作

ア 様々な音素材の表現効果を生かした構成を工夫して，表現意図をも ア いろいろな様式や演奏形態による楽曲の創作
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って個性豊かに音楽をつくること。 イ 個性的な表現を生かした自由な創作

イ 様々な様式や演奏形態の特徴を理解し，表現意図をもって個性豊か

に音楽をつくること。

Ｂ 鑑 賞 Ｂ 鑑 賞

鑑賞に関して，次の事項を指導する。 鑑賞に関して，次の事項を指導する。

ア 音楽の構造上の特徴と美しさとのかかわりを理解して鑑賞するこ ア 音楽の美しさと構造とのかかわり

と。 イ 音楽と他の芸術とのかかわり

イ 現代の我が国及び諸外国の音楽の特徴を理解して鑑賞すること。 ウ 音楽と社会及び文化などとのかかわり

ウ 音楽と他の芸術や文化とのかかわりを理解して鑑賞すること。 エ 現代の我が国と世界の音楽

エ 生活及び社会における音楽や音楽にかかわる人々の役割を理解して

鑑賞すること。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 生徒の特性，地域や学校の実態を考慮し，内容のＡの(1)，(2)，(3)又 (1) 生徒の特性や学校の実態を考慮し，内容のＡの(1)，(2)，(3)又はＢの

はＢのうち一つ以上を選択して扱うことができる。 うち一つ以上を選択して扱うことができる。

(2) 内容のＡ及びＢの教材については，地域や学校の実態等を考慮し，我が (2) 内容の取扱いに当たっては，「音楽Ⅰ」の３の(2)及び(3)と同様に取り

国や郷土の伝統音楽を含めて扱うようにする。 扱うものとする。

(3) 内容の取扱いに当たっては，「音楽Ⅰ」の３の(3)，(5)，(6)及び(8)と (3) 内容のＢについては，我が国の伝統音楽及び世界の諸民族の音楽を含め

同様に取り扱うものとする。 て扱うようにする。アについては，音楽に対するイメ－ジや感情を表現す

る能力の育成にも配慮するものとする。

第４ 美術Ⅰ 第４ 美術Ⅰ

１ 目 標 １ 目 標

美術の幅広い創造活動を通して，美的体験を豊かにし，生涯にわたり美術 美術の幅広い創造活動を通して，美的体験を豊かにし美術を愛好する心情

を愛好する心情を育てるとともに，感性を高め，創造的な表現と鑑賞の能力 を育てるとともに，感性を高め，創造的な表現と鑑賞の能力を伸ばす。

を伸ばし，美術文化についての理解を深める。

２ 内 容 ２ 内 容
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Ａ 表 現 Ａ 表 現

表現に関して，次の事項を指導する。 表現に関して，次の事項を指導する。

(1) 絵画・彫刻 (1) 絵画・彫刻

ア 感じ取ったことや考えたこと，夢や想像などから主題を生成するこ ア 感じ取ったこと，自己の考え，夢や想像などを基にした主題の生成

と。

イ 表現形式の特性を生かし，形体，色彩，構成などを工夫して創造的 イ 表現形式の選択と創造的な表現の構想

な表現の構想を練ること。

ウ 意図に応じて材料や用具の特性を生かすこと。 ウ デッサン，色彩，構成，材料や用具の生かし方などの技能

エ 表現方法を工夫し，主題を追求して表現すること。 エ 意図に応じた多様な表現方法の工夫

(2) デザイン (2) デザイン

ア 目的，機能，美しさなどを考えて主題を生成すること。 ア 機能と美しさや楽しさを考えた主題の生成

イ 表現形式の特性，形や色彩などの造形要素の働きを考え，創造的な イ 造形要素の理解と創造的な表現の構想

表現の構想を練ること。

ウ 意図に応じて材料や用具の特性を生かすこと。 ウ 表現形式の選択，色彩，材料や用具の生かし方などの技能

エ 表現方法を工夫し，目的や計画を基に表現すること。 エ 意図に応じた多様な表現方法の工夫

(3) 映像メディア表現 (3) 映像メディア表現

ア 感じ取ったことや考えたこと，目的や機能などを基に，映像メディ ア 映像メディアの特質を生かした心豊かな主題の生成

アの特性を生かして主題を生成すること。

イ 色光，視点，動きなどの映像表現の視覚的要素を工夫して表現の構 イ 視覚的な伝達効果を考えた表現の構想

想を練ること。 ウ 色光，機材等の基本的な使い方と活用

ウ 意図に応じて映像メディア機器等の用具の特性を生かすこと。

エ 表現方法や編集を工夫して表現すること。 エ 意図に応じた表現方法や編集の工夫

Ｂ 鑑 賞 Ｂ 鑑 賞

鑑賞に関して，次の事項を指導する。 鑑賞に関して，次の事項を指導する。

ア 美術作品などのよさや美しさ，作者の心情や意図と表現の工夫など ア 美術作品のよさや美しさ

を感じ取り，理解を深めること。 イ 作者の心情や意図と表現の工夫

イ 映像メディア表現の特質や表現の効果などを感じ取り，理解するこ

と。
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ウ 自然と美術とのかかわり，生活や社会を心豊かにする美術の働きに ウ 生活や自然と美術との関連

ついて考え，理解を深めること。

エ 日本の美術の歴史や表現の特質，日本及び諸外国の美術文化につい エ 日本の美術の歴史と表現の特質

て理解を深めること。

オ 映像メディア表現の特質と交流

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容のＡ及びＢの指導に当たっては，中学校美術科との関連を十分に考 (1) 内容のＡ及びＢの指導に当たっては，中学校美術との関連を十分考慮し，

慮し，Ａ及びＢ相互の関連を図るとともに，Ｂの指導については，適切か Ａ及びＢ相互の関連を図るとともに，鑑賞の指導については，適切かつ十

つ十分な授業時数を配当するものとする。 分な授業時数を配当するものとする。

(2) 内容のＡの(1)については，生徒の特性，地域や学校の実態を考慮し， (2) 内容のＡの(1)については，生徒の特性，学校や地域の実態を考慮し，

絵画と彫刻のいずれかを選択したり一体的に扱ったりすることができる。 絵画と彫刻のいずれかを選択したり一体的に扱ったりすることができる。

また，(2)及び(3)についてはいずれかを選択して扱うことができる。その また，(2)及び(3)についてはいずれかを選択して扱うことができる。

際，感じ取ったことや考えたことなどを基にした表現と，目的や機能など

を考えた表現の学習が調和的に行えるようにする。

(3) 内容のＡの指導に当たっては，スケッチやデッサンなどにより観察力，

思考力，描写力などが十分高まるよう配慮するものとする。

(3) 内容のＡの指導に当たっては，主題の生成から表現の確認及び完成に至

る全過程を通して，自分のよさを発見し喜びを味わい自己実現を果たして

いく態度の形成を図るよう配慮するものとする。

(4) 内容のＢの指導に当たっては，作品について互いに批評し合う活動など (4) 内容のＢについては，日本の美術も重視して扱うとともに，アジアの文

を取り入れるようにする。 化遺産などについても扱うようにする。また，指導に当たっては，作品に

(5) 内容のＢについては，日本の美術も重視して扱うとともに，アジアの美 ついて互いに批評し合う学習を取り入れることにも配慮するものとする。

術などについても扱うようにする。

(6) 美術に関する知的財産権や肖像権などについて配慮し，自己や他者の著

作物等を尊重する態度の形成を図るようにする。

(7) 事故防止のため，特に，刃物類，塗料，器具などの使い方の指導と保管，

活動場所における安全指導などを徹底するものとする。

(5) 美術についての総合的な理解を深め，創造的な学習態度を育てるため，
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適切な課題を設定して学習することができる機会を設けるよう配慮するも

のとする。

第５ 美術Ⅱ 第５ 美術Ⅱ

１ 目 標 １ 目 標

美術の創造的な諸活動を通して，美的体験を豊かにし，生涯にわたり美術 美術の創造的な諸活動を通して，美的体験を豊かにし美術を愛好する心情

を愛好する心情を育てるとともに，感性を高め，個性豊かな表現と鑑賞の能 を育てるとともに，感性を高め，美術文化についての理解を深め，個性豊か

力を伸ばし，美術文化についての理解を深める。 な美術の能力を高める。

２ 内 容 ２ 内 容

Ａ 表 現 Ａ 表 現

表現に関して，次の事項を指導する。 表現に関して，次の事項を指導する。

(1) 絵画・彫刻 (1) 絵画・彫刻

ア 自然，自己，社会などを深く見つめて主題を生成すること。 ア 自然，自己，社会などを深く見つめた主題の生成

イ 表現形式を選択し，創造的で心豊かな表現の構想を練ること。 イ 心豊かな表現の構想と表現形式や材料・技法の活用

ウ 主題に合った表現方法を工夫し，創造的に表現すること。 ウ 創造的な表現の追求

(2) デザイン (2) デザイン

ア 自然，自己，社会などを深く見つめ，生活を美しく豊かにするデザ ア 生活を心豊かに創造する主題の生成

インの働きを考えて主題を生成すること。

イ 目的や条件などを基に，デザイン効果を考えて創造的で心豊かな表 イ 美的・効果的な表現の構想と材料・技法の活用

現の構想を練ること。

ウ 主題に合った表現方法を工夫し，創造的に表現すること。 ウ 創造的な表現の追求

(3) 映像メディア表現 (3) 映像メディア表現

ア 自然，自己，社会などを深く見つめ，映像メディアの特性を生かし ア 自然，自己，社会などを深く見つめた主題の生成

て主題を生成すること。

イ 映像表現の視覚的要素などの効果を生かして創造的で心豊かな表現 イ 独創性，時間表現，物語性などを考えた表現の構想と多様な機材の

の構想を練ること。 活用

ウ 主題に合った表現方法を工夫し，創造的に表現すること。 ウ 創造的な表現の追求
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Ｂ 鑑 賞 Ｂ 鑑 賞

鑑賞に関して，次の事項を指導する。 鑑賞に関して，次の事項を指導する。

ア 作品や作者の個性などに関心をもち，発想や構想の独自性，表現の ア 作品や作者の個性などについての多様な見方

工夫などについて，多様な視点から分析し理解すること。

イ 心豊かな生き方の創造にかかわる美術の働きについて理解を深める イ 心豊かな生き方の創造にかかわる美術の働き

こと。

ウ 時代，民族，風土，宗教などによる表現の相違や共通性などを考察 ウ 時代，民族，風土などによる表現の相違や共通性と美術文化

し，美術文化についての理解を一層深めること。

エ 映像メディア表現における造形性と伝達性

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 生徒の特性，地域や学校の実態を考慮し，内容のＡの(1)，(2)又は(3) (1) 生徒の特性，地域や学校の実態を考慮し，内容のＡの(1)，(2)，(3)又

のうち一つ以上を選択して扱うことができる。また，Ａの(1)については， はＢのうち一つ以上を選択して扱うことができる。また，Ａの(1)につい

絵画と彫刻のいずれかを選択したり一体的に扱ったりすることができる。 ては，絵画と彫刻のいずれかを選択したり一体的に扱ったりすることがで

きる。

(2) 内容の取扱いに当たっては，「美術Ⅰ」の３の(1)及び(3)から(7)までと (2) 内容の取扱いに当たっては，「美術Ⅰ」の３の(3)，(4)及び(5)と同様に

同様に取り扱うものとする。 取り扱うものとする。

第６ 美術Ⅲ 第６ 美術Ⅲ

１ 目 標 １ 目 標

美術の創造的な諸活動を通して，美的体験を豊かにし，生涯にわたり美術 美術の創造的な諸活動を通して，生涯にわたり美術を愛好する心情と美術

を愛好する心情と美術文化を尊重する態度を育てるとともに，感性と美意識 文化を尊重する態度を育てるとともに，感性と美意識を磨き，個性豊かな美

を磨き，個性豊かな美術の能力を高める。 術の能力を高める。

２ 内 容 ２ 内 容

Ａ 表 現 Ａ 表 現

表現に関して，次の事項を指導する。 表現に関して，次の事項を指導する。

(1) 絵画・彫刻 (1) 絵画・彫刻

ア 独創的な主題を生成し，表現の構想を練ること。 ア 独創的な主題の生成と表現形式の選択
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イ 主題に合った表現方法を工夫し，個性を生かして創造的な表現を追 イ 個性を生かす創造的な表現の追求

求すること。

(2) デザイン (2) デザイン

ア デザイン効果を考えて独創的な主題を生成し，表現の構想を練るこ ア デザイン効果を考えた独創的な主題の生成と表現方法の選択

と。

イ 主題に合った表現方法を工夫し，個性を生かして創造的なデザイン イ 個性を生かす創造的な表現の追求

を追求すること。

(3) 映像メディア表現 (3) 映像メディア表現

ア 映像メディアの特性を生かして独創的な主題を生成し，表現の構想 ア 独創的な表現の構想と総合的な表現効果を考えた機材の活用

を練ること。

イ 主題に合った表現方法を工夫し，個性を生かして創造的な映像メデ イ 個性を生かす創造的な表現の追求

ィア表現を追求すること。

Ｂ 鑑 賞 Ｂ 鑑 賞

鑑賞に関して，次の事項を指導する。 鑑賞に関して，次の事項を指導する。

ア 作者の主張，作品と時代や社会とのかかわりなどを考察し，自己の ア 作者の生き方や主張と作品

価値観や美意識を働かせて作品を読み取り味わうこと。

イ 国際理解に果たす美術の役割について理解すること。 イ 美術が国際間の理解や協調に果たす役割

ウ 文化遺産としての美術の特色と文化遺産等を継承し保存することの ウ 文化遺産としての美術の特色と文化遺産等の保存の意義

意義を理解すること。

エ 映像メディアが人間の生き方や文化に果たす役割

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 生徒の特性，地域や学校の実態を考慮し，内容のＡの(1)，(2)，(3)又

はＢのうち一つ以上を選択して扱うことができる。また，Ａの(1)につい

ては，絵画と彫刻のいずれかを選択したり一体的に扱ったりすることがで

きる。

(2) 内容の取扱いに当たっては，「美術Ⅰ」の３の(3)から(7)までと同様に 内容の取扱いに当たっては，「美術Ⅰ」の３の(3)，(4)及び(5)並びに「美

取り扱うものとする。 術Ⅱ」の３の(1)と同様に取り扱うものとする。
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第７ 工芸Ⅰ 第７ 工芸Ⅰ

１ 目 標 １ 目 標

工芸の幅広い創造活動を通して，美的体験を豊かにし，生涯にわたり工芸 工芸の幅広い創造活動を通して，美的体験を豊かにし工芸を愛好する心情

を愛好する心情と生活を心豊かにするために工夫する態度を育てるととも と生活を心豊かにするために工夫する態度を育てるとともに，感性を高め，

に，感性を高め，創造的な表現と鑑賞の能力を伸ばし，工芸の伝統と文化に 創造的な表現と鑑賞の能力を伸ばす。

ついての理解を深める。

２ 内 容 ２ 内 容

Ａ 表 現 Ａ 表 現

表現に関して，次の事項を指導する。 表現に関して，次の事項を指導する。

(1) 身近な生活と工芸 (1) 工芸制作

ア 自然や素材，身近な生活や自己の思いなどから心豊かな発想をする ア 自然や身近な生活，使う者の心情，夢などを基にした心豊かな発想

こと。

イ 用途と美しさの調和を考え，日本の伝統的な表現のよさなどを生か イ 用途と美しさ，日本の伝統的な表現のよさを生かした制作の構想

した制作の構想を練ること。

ウ 制作方法を理解し，意図に応じて材料や用具を活用すること。 ウ 材料や用具の活用と制作方法の理解

エ 手順や技法などを吟味し，創意工夫して制作すること。 エ 制作過程における吟味と創意工夫

(2) 社会と工芸 (2) プロダクト制作

ア 社会的な視点に立って，使う人の願いや心情，生活環境などを考え， ア 社会生活や身近な環境を心豊かにするための創造的な発想

心豊かな発想をすること。

イ 使用する人や場などに求められる機能と美しさを考え，制作の構想 イ 用途や機能，生産性を考えた制作の構想

を練ること。

ウ 制作方法を理解し，意図に応じて材料や用具を活用すること。 ウ 材料や用具の活用と制作方法の理解

エ 手順や技法などを吟味し，創意工夫して制作すること。 エ 制作過程における吟味と創意工夫

Ｂ 鑑 賞 Ｂ 鑑 賞

鑑賞に関して，次の事項を指導する。 鑑賞に関して，次の事項を指導する。

ア 工芸作品などのよさや美しさ，作者の心情や意図と表現の工夫など ア 工芸作品のよさや美しさ
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を感じ取り，理解を深めること。 イ 作者の心情や意図と表現の工夫

イ 制作過程における工夫や素材の生かし方，技法などを理解すること。

ウ 自然と工芸とのかかわり，生活や社会を心豊かにする工芸の働きに ウ 生活の中に生かされている工芸

ついて考え，理解を深めること。

エ 日本の工芸の特質や美意識に気付き，工芸の伝統と文化について理 エ 作品に見る美意識や手づくりのよさ

解を深めること。 オ 日本の工芸の歴史と表現の特質

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容のＡ及びＢの指導に当たっては，中学校美術科との関連を十分に考 (1) 内容のＡ及びＢの指導に当たっては，中学校美術との関連を十分に考慮

慮し，Ａ及びＢ相互の関連を図るとともに，Ｂの指導については，適切か し，Ａ及びＢ相互の関連を図るとともに，鑑賞の指導については，適切か

つ十分な授業時数を配当するものとする。 つ十分な授業時数を配当するものとする。

(2) 内容のＡについては，生徒の特性，学校や地域の実態を考慮し，(1)又

は(2)のうちいずれかを選択して扱うことができる。

(2) 内容のＡの指導に当たっては，地域の材料及び伝統的な工芸の表現など (3) 内容のＡの材料や表現方法などについては，地域の材料及び伝統的な工

を取り入れることにも配慮するものとする。 芸の表現などを取り入れることにも配慮するものとする。また，主題の発

想から表現の確認及び完成に至る全過程を通して，自分のよさを発見し喜

びを味わい自己実現を果たしていく態度の形成を図るよう配慮するものと

する。

(3) 内容のＢの指導に当たっては，作品について互いに批評し合う活動など (4) 内容のＢについては，日本の工芸も重視して扱うとともに，アジアの文

を取り入れるようにする。 化遺産などについても扱うようにする。また，指導に当たっては，作品に

(4) 内容のＢについては，日本の工芸も重視して扱うとともに，アジアの工 ついて互いに批評し合う学習を取り入れることにも配慮するものとする。

芸などについても扱うようにする。

(5) 工芸に関する知的財産権などについて配慮し，自己や他者の著作物等を

尊重する態度の形成を図るようにする。

(6) 事故防止のため，特に，刃物類，塗料，器具などの使い方の指導と保管，

活動場所における安全指導などを徹底するものとする。

(5) 工芸についての総合的な理解を深め，創造的な学習態度を育てるため，

適切な課題を設定して学習することができる機会を設けるよう配慮するも

のとする。
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第８ 工芸Ⅱ 第８ 工芸Ⅱ

１ 目 標 １ 目 標

工芸の創造的な諸活動を通して，美的体験を豊かにし，生涯にわたり工芸 工芸の創造的な諸活動を通して，美的体験を豊かにし工芸を愛好する心情

を愛好する心情と生活を心豊かにするために工夫する態度を育てるととも を育てるとともに，感性を高め，美術文化についての理解を深め，個性豊か

に，感性を高め，個性豊かな表現と鑑賞の能力を伸ばし，工芸の伝統と文化 な工芸の能力を高める。

についての理解を深める。

２ 内 容 ２ 内 容

Ａ 表 現 Ａ 表 現

表現に関して，次の事項を指導する。 表現に関して，次の事項を指導する。

(1) 身近な生活と工芸 (1) 工芸制作

ア 生活の中の工芸をとらえ，自己の体験や夢などから，創造的で心豊 ア 用途や機能と美しさ，体験や夢などを基にした創造的な発想

かな発想をすること。

イ 用途と美しさの調和を求め，素材の特質，表現の多様性などを生か イ 美的秩序を意図したデザインの構想

した制作の構想を練ること。

ウ 意図に応じて材料，用具，手順，技法などを検討し，創造的に制作 ウ 材料，技法，用具，手順などを考えた制作

すること。 エ 制作の吟味と創造的な改善

(2) 社会と工芸 (2) プロダクト制作

ア 社会的な視点に立って，生活環境を観察，検討し，創造的で心豊か ア 生活を心豊かに改善するための創造的な発想

な発想をすること。

イ 社会における有用性，機能と美しさとの調和を考え，制作の構想を イ 有用性と美しさとの調和，生産性などを考えた制作の構想

練ること。

ウ 意図に応じて材料，用具，手順，技法などを検討し，創造的に制作 ウ 材料・技法，用具，構造，手順などを考えた制作

すること。 エ 制作の吟味と創造的な改善

Ｂ 鑑 賞 Ｂ 鑑 賞

鑑賞に関して，次の事項を指導する。 鑑賞に関して，次の事項を指導する。

ア 作品や作者の個性などに関心をもち，発想や構想の独自性，表現の ア 作品や作者の個性などについての多様な見方
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工夫などについて，多様な視点から分析し理解すること。

イ 生活環境の改善や心豊かな生き方にかかわる工芸の働きについて理 イ 工芸と自然及び生活環境の構成とのかかわり

解を深めること。 ウ 心豊かな生き方の創造にかかわる工芸の働き

ウ 時代，民族，風土などによる表現の相違や共通性などを考察し，工 エ 時代，民族，風土などによる表現の相違や共通性と美術文化

芸の伝統と文化についての理解を一層深めること。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 生徒の特性，地域や学校の実態を考慮し，内容のＡの(1)又は(2)のうち (1) 生徒の特性，学校や地域の実態を考慮し，内容のＡの(1)，(2)又はＢの

一つ以上を選択して扱うことができる。 うち一つ以上を選択して扱うことができる。

(2) 内容の取扱いに当たっては，「工芸Ⅰ」の３と同様に取り扱うものとす (2) 内容の取扱いに当たっては，「工芸Ⅰ」の３の(3)，(4)及び(5)と同様に

る。 取り扱うものとする。

第９ 工芸Ⅲ 第９ 工芸Ⅲ

１ 目 標 １ 目 標

工芸の創造的な諸活動を通して，美的体験を豊かにし，生涯にわたり工芸 工芸の創造的な諸活動を通して，生涯にわたり工芸を愛好する心情と美術

を愛好する心情と工芸の伝統と文化を尊重する態度を育てるとともに，感性 文化を尊重する態度を育てるとともに，感性と美意識を磨き，個性豊かな工

と美意識を磨き，個性豊かな工芸の能力を高める。 芸の能力を高める。

２ 内 容 ２ 内 容

Ａ 表 現 Ａ 表 現

表現に関して，次の事項を指導する。 表現に関して，次の事項を指導する。

(1) 身近な生活と工芸 (1) 工芸制作

ア 自己を取り巻く生活を多様な視点に立って考え，独創的に発想し， ア 生活環境の美的構成を意図した独創的な発想

美的で心豊かな制作の構想を練ること。

イ 制作過程全体を見通して制作方法を工夫し，個性を生かして創造的 イ 個性を生かす創造的な制作の追求

な制作を追求すること。

(2) 社会と工芸 (2) プロダクト制作

ア 社会的な視点に立って独創的に発想し，美的で心豊かな制作の構想 ア 生活環境の美的構成と生産性を意図した独創的な発想

を練ること。
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イ 制作過程全体を見通して制作方法を工夫し，個性を生かして創造的 イ 用途と機能に基づき，個性を生かす創造的な制作の追求

な制作を追求すること。

Ｂ 鑑 賞 Ｂ 鑑 賞

鑑賞に関して，次の事項を指導する。 鑑賞に関して，次の事項を指導する。

ア 生活文化と工芸とのかかわり，作品が生まれた背景などを考察し， ア 作者の生き方や生活文化と作品

自己の価値観や美意識を働かせて作品を読み取り味わうこと。

イ 国際理解に果たす工芸の役割について理解すること。 イ 工芸が国際間の理解や協調に果たす役割

ウ 文化遺産としての工芸の特色と文化遺産等を継承し保存することの ウ 文化遺産としての工芸の特色と文化遺産等の保存の意義

意義を理解すること。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 生徒の特性，地域や学校の実態を考慮し，内容のＡの(1)，(2)又はＢの

うち一つ以上を選択して扱うことができる。

(2) 内容の取扱いに当たっては，「工芸Ⅰ」の３の(2)から(6)までと同様に 内容の取扱いに当たっては，「工芸Ⅰ」の３の(3)，(4)及び(5)並びに「工

取り扱うものとする。 芸Ⅱ」の３の(1)と同様に取り扱うものとする。

第10 書道Ⅰ 第10 書道Ⅰ

１ 目 標 １ 目 標

書道の幅広い活動を通して，生涯にわたり書を愛好する心情を育てるとと 書道の幅広い活動を通して，書を愛好する心情を育てるとともに，感性を

もに，感性を高め，書写能力の向上を図り，表現と鑑賞の基礎的な能力を伸 豊かにし，書写能力を高め，表現と鑑賞の基礎的な能力を伸ばす。

ばし，書の伝統と文化についての理解を深める。

２ 内 容 ２ 内 容

Ａ  表 現 Ａ 表 現

表現に関して，次の事項を指導する。 表現に関して，次の事項を指導する。

(1) 漢字仮名交じりの書 (1) 漢字仮名交じりの書

ア  用具・用材の特徴を理解し，適切に扱うこと。 ア  表現と用具・用材との基本的な関係

イ  漢字と仮名の調和した線質の表し方を習得すること。 イ  漢字と仮名の調和した線質の表し方
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ウ  字形，文字の大きさと全体の構成を工夫すること。 ウ  字形，文字の大きさと全体の構成

エ  名筆を生かした表現を理解し，工夫すること。

オ  目的や用途に即した形式，意図に基づく表現を工夫すること。 エ  目的や用途に即した形式と表し方

オ  意図に基づく表現の構想と工夫

(2) 漢字の書 (2) 漢字の書

ア  用具・用材の特徴を理解し，適切に扱うこと。

イ 古典に基づく基本的な点画や線質の表し方を理解し，その用筆・運 ア 古典に基づく基本的な点画や線質の表し方と用筆・運筆との関係

筆の技法を習得すること。

ウ 字形の構成を理解し，全体の構成を工夫すること。 イ  字形の構成，全体の構成

エ 意図に基づく表現を構想し，工夫すること。 ウ  意図に基づく表現の構想と工夫

(3) 仮名の書 (3) 仮名の書

ア  用具・用材の特徴を理解し，適切に扱うこと。

イ 古典に基づく基本的な線質の表し方を理解し，その用筆・運筆の技 ア  古典に基づく基本的な線質の表し方と用筆・運筆との関係

法を習得すること。

ウ  単体，連綿の技法を習得し，全体の構成を工夫すること。 イ  単体，連綿と全体の構成

エ  意図に基づく表現を構想し，工夫すること。 ウ  意図に基づく表現の構想と工夫

Ｂ  鑑 賞 Ｂ  鑑 賞

鑑賞に関して，次の事項を指導する。 鑑賞に関して，次の事項を指導する。

ア 日常生活における書への関心を高め，その効用を理解すること。 ア  日常生活における書への関心と効用

イ 見ることを楽しみ，書の美しさと表現効果を味わい，感じ取ること。 イ 書の美しさと表現効果

ウ  日本及び中国等の文字と書の伝統と文化について理解すること。 ウ  日本及び中国等の書の文化

エ 漢字の書体の変遷，仮名の成立等を理解すること。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容のＡ及びＢの指導に当たっては，相互の関連を図るものとする。 (1) 内容のＡ及びＢの指導に当たっては，相互の関連を図るものとする。

(2) 内容のＡの指導に当たっては，(1)の漢字は楷書及び行書，仮名は平仮 (2) 内容のＡの(2)及び(3)については，生徒の特性，地域や学校の実態を考
かい

名及び片仮名，(2)は楷書及び行書，(3)は平仮名，片仮名及び変体仮名を 慮して，いずれかを選択して扱うことができる。また，(1)の漢字は楷書
かい かい

扱うものとし，(2)については，生徒の特性等を考慮し，草書，隷書及び篆 及び行書，仮名は平仮名及び片仮名，(2)は楷書及び行書，(3)は平仮名，
てん
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書を加えることもできる。 片仮名及び変体仮名を扱うものとし，(2)については，生徒の特性等を考

慮して，平易な隷書を加えることもできる。

(3) 内容のＡの指導に当たっては，中学校国語科の書写との関連を十分に考 (3) 内容のＡについては，日常生活における目的や用途に応じて硬筆も取り

慮し，日常生活における目的や用途に応じて，硬筆も取り上げるものとす 上げるものとし，生徒の特性等を考慮して，篆刻等を加えることもできる。
てん

る。 また，名筆を取り扱う場合は，目的に応じて精選して活用するよう配慮す

(4) 内容のＡの指導に当たっては，篆刻，刻字等を扱うよう配慮するものと るものとし，(2)及び(3)については臨書及び創作を通して指導するものと
てん

する。また，(2)及び(3)については，臨書及び創作を通して指導するもの する。

とする。

(4) 内容のＡの(1)のオ，(2)のウ及び(3)のウについては，表現の構想から

完成の喜びに至る過程の指導を通して，主体的に自己実現を果たしていく

態度の形成を図るよう配慮するものとする。

(5) 内容のＢの指導に当たっては，作品について互いに批評し合う活動など

を取り入れるようにする。

(6) 書に関する知的財産権などについて配慮し，自己や他者の著作物等を尊

重する態度の形成を図るようにする。

第11 書道Ⅱ 第11 書道Ⅱ

１ 目 標 １ 目 標

書道の創造的な諸活動を通して，生涯にわたり書を愛好する心情を育てる 書道の創造的な諸活動を通して，書を愛好する心情を育てるとともに，感

とともに，感性を高め，個性豊かな表現と鑑賞の能力を伸ばし，書の伝統と 性を高め，書の文化や伝統についての理解を深め，個性豊かな表現と鑑賞の

文化についての理解を深める。 能力を伸ばす。

２ 内 容 ２ 内 容

Ａ  表 現 Ａ  表 現

表現に関して，次の事項を指導する。 表現に関して，次の事項を指導する。

(1) 漢字仮名交じりの書 (1) 漢字仮名交じりの書

ア  意図に即した表現と用具・用材の関係を工夫すること。 ア  意図に即した表現と用具・用材の工夫

イ  名筆の鑑賞に基づき表現を工夫し，個性的に表現すること。 イ  名筆の鑑賞に基づく表現の工夫と個性的な表現

ウ  表現形式に応じて，全体の構成を工夫すること。 ウ  表現形式に応じた全体の構成
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エ  感興や意図に応じた素材や表現を構想し，工夫すること。 エ  感興や意図に応じた素材の選定，表現の構想と工夫

(2) 漢字の書 (2) 漢字の書

ア  書体や書風に即した用筆・運筆を理解し，工夫すること。 ア  書体や書風に即した用筆・運筆

イ  古典に基づく表現を工夫し，個性的に表現すること。 イ  古典に基づく表現の工夫と個性的な表現

ウ  表現形式に応じて，全体の構成を工夫すること。 ウ  表現形式に応じた全体の構成

エ  感興や意図に応じた素材や表現を構想し，工夫すること。 エ  感興や意図に応じた素材の選定，表現の構想と工夫

(3) 仮名の書 (3) 仮名の書

ア 書風に即した用筆・運筆を理解し，工夫すること。 ア  書風に即した用筆・運筆

イ  古典に基づく表現を工夫し，個性的に表現すること。 イ  古典に基づく表現の工夫と個性的な表現

ウ  表現形式に応じて，全体の構成を工夫すること。 ウ  連綿や散らし書きによる全体の構成

エ  感興や意図に応じた素材や表現を構想し，工夫すること。 エ  感興や意図に応じた素材の選定，表現の構想と工夫

Ｂ 鑑 賞 Ｂ  鑑 賞

鑑賞に関して，次の事項を指導する。 鑑賞に関して，次の事項を指導する。

ア 書の美の諸要素を把握し，その表現効果について理解し，感受を深 ア  書の美の諸要素の把握と表現効果

めること。

イ 書の美と時代，風土，筆者などとのかかわり，その表現方法や形式 イ  書の美と時代，風土，筆者の個性などとの関連

等について理解を深めること。

ウ 日本及び中国等の書の歴史・文化と書の現代的意義について理解を ウ  日本及び中国等の書の歴史・文化と書の現代的意義

深めること。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容のＡ及びＢの指導に当たっては，相互の関連を図るものとする。

(2) 書についての総合的な理解や技能を高め，主体的な学習態度を育てるた

め，適切な課題を設定して学習することができる機会を設けるよう配慮す

るものとする。

(1) 生徒の特性，地域や学校の実態を考慮し，内容のＡの(2)又は(3)のうち (3) 内容のＡについては，生徒の特性，地域や学校の実態を考慮して，(1)，

一つ以上を選択して扱うことができる。 (2)又は(3)のうち一つ以上を選択して扱うことができる。(1)の漢字は楷

(2) 内容のＡの指導に当たっては，(1)の漢字は楷書，行書及び草書，仮名 書，行書及び草書，仮名は平仮名及び片仮名，(2)は楷書，行書，草書，
かい
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は平仮名及び片仮名，(2)は楷書，行書，草書，隷書及び篆書，(3)は平仮 隷書及び篆書，(3)は平仮名，片仮名及び変体仮名を扱うものとする。
かい てん

名，片仮名及び変体仮名を扱うものとする。

(3) 内容のＡの指導に当たっては，篆刻を扱うものとし，生徒の特性等を考 (4) 内容のＡについては，篆刻も扱うものとし，刻字等を加えることもでき
てん

慮し，刻字等を加えることもできる。また，(2)及び(3)については，臨書 る。また，(2)及び(3)については，臨書及び創作を通して指導するものと

及び創作を通して指導するものとする。 する。

(5) 内容のＡの(1)のエ，(2)のエ及び(3)のエについては，素材の選定から

完成の喜びに至る過程の指導を通して，主体的に自己実現を果たしていく

態度の形成を図るよう配慮するものとする。

(4) 内容の取扱いに当たっては，「書道Ⅰ」の３の(1)，(5)及び(6)と同様に

取り扱うものとする。

第12 書道Ⅲ 第12 書道Ⅲ

１ 目 標 １ 目 標

書道の創造的な諸活動を通して，生涯にわたり書を愛好する心情と書の伝 書道の創造的な諸活動を通して，生涯にわたり書を愛好する心情と書の文

統と文化を尊重する態度を育てるとともに，感性を磨き，個性豊かな書の能 化や伝統を尊重する態度を育てるとともに，感性を磨き，個性豊かな書の能

力を高める。 力を高める。

２ 内 容 ２ 内 容

Ａ  表 現 Ａ  表 現

表現に関して，次の事項を指導する。 表現に関して，次の事項を指導する。

(1) 漢字仮名交じりの書 (1) 漢字仮名交じりの書

ア 書の伝統を理解し，現代社会に即した効果的な表現を工夫すること。 ア  素材を生かした効果的な表現方法の工夫

イ  主体的な構想に基づく個性的，創造的な表現を追求すること。 イ  主体的な構想に基づく個性的，創造的な表現

(2) 漢字の書 (2) 漢字の書

ア 書の伝統を理解し，書体の特色を生かして表現すること。 ア 古典による書の伝統の理解と書体の特色を生かした表現への深化

イ  主体的な構想に基づく個性的，創造的な表現を追求すること。 イ  主体的な構想に基づく個性的，創造的な表現

(3) 仮名の書 (3) 仮名の書

ア 書の伝統を理解し，古典の特色を生かして表現すること。 ア  古典による仮名の書の伝統の理解と表現への深化

イ 主体的な構想に基づく個性的，創造的な表現を追求すること。 イ  主体的な構想に基づく個性的，創造的な表現
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Ｂ  鑑 賞 Ｂ  鑑 賞

鑑賞に関して，次の事項を指導する。 鑑賞に関して，次の事項を指導する。

ア 書の美の多様性を理解し，作品の様式美を鑑賞すること。 ア  書の美の多様性と作品の特徴

イ 書論を講読し，書の理解と鑑賞の深化を図ること。 イ 書論による書の理解と鑑賞の深化

ウ 日本及び中国等の書の伝統とその背景となる諸文化との関連につい ウ 日本及び中国等の書の伝統と諸文化との関連

て理解を深めること。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 生徒の特性，地域や学校の実態を考慮し，内容のＡの(1)，(2)，(3)又 (1) 生徒の特性，地域や学校の実態を考慮して，内容Ａの(1)，(2)，(3)又

はＢのうち一つ以上を選択して扱うことができる。 はＢのうち一つ以上を選択して扱うことができる。

(2) 内容のＡの(2)及び(3)については，目的に応じて臨書又は創作のいずれ (2) 内容のＡの(2)及び(3)の指導に当たっては，臨書又は創作のいずれかを

かを通して指導することができる。 目的に応じて重点的に扱うことができる。

(3) 書についての総合的な理解や技能を高め，主体的な学習態度を育てるた

め，適切な課題を設定して学習することができる機会を設けるよう配慮す

るものとする。

(3) 内容の取扱いに当たっては，「書道Ⅰ」の３の(5)及び(6)と同様に取り

扱うものとする。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) Ⅱを付した科目はそれぞれに対応するⅠを付した科目を履修した後に，Ⅲ (1) Ⅱを付した科目はそれぞれに対応するⅠを付した科目を履修した後に，Ⅲ

を付した科目はそれぞれに対応するⅡを付した科目を履修した後に履修させ を付した科目はそれぞれに対応するⅡを付した科目を履修した後に履修させ

ることを原則とすること。 ることを原則とすること。

(2) 主体的な学習態度を育てるため，生徒の特性等を考慮し，適切な課題を設

定して学習することができる機会を設けるよう留意すること。

(2) 生徒が興味・関心等に応じ，選択履修や発展的な学習をすることができる

よう留意すること。
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２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の特質を踏まえ，学校の実態に応じて学校図書館を活用するととも (1) 各科目の特質を踏まえ，学校の実態に応じて学校図書館を活用するととも

に，コンピュータや情報通信ネットワークなどを指導に生かすこと。 に，コンピュータや情報通信ネットワークなどを指導に生かすこと。

(2) 各科目の特質を踏まえ，地域や学校の実態に応じて，文化施設，社会教育 (2) 各科目の特質を踏まえ，地域や学校の実態に応じて，地域の文化財，文化

施設，地域の文化財等の活用を図ったり，地域の人材の協力を求めたりする 施設，社会教育施設等の活用を図ったり，地域の人材の協力を求めたりする

こと。 こと。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 正 案 現 行

第８節 外 国 語 第８節 外 国 語

第１款 目 標 第１款 目 標

外国語を通じて，言語や文化に対する理解を深め，積極的にコミュニケーショ 外国語を通じて，言語や文化に対する理解を深め，積極的にコミュニケーショ

ンを図ろうとする態度の育成を図り，情報や考えなどを的確に理解したり適切に ンを図ろうとする態度の育成を図り，情報や相手の意向などを理解したり自分の

伝えたりするコミュニケーション能力を養う。 考えなどを表現したりする実践的コミュニケーション能力を養う。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ コミュニケーション英語基礎

１ 目 標

英語を通じて，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成す

るとともに，聞くこと，話すこと，読むこと，書くことなどの基礎的な能力

を養う。

２ 内 容

(1) １の目標に基づき，中学校学習指導要領第２章第９節の第２の２の(1)

に示す言語活動を参照しつつ，適切な言語活動を英語で行う。

(2) (1)に示す言語活動を効果的に行うために，それぞれの生徒の中学校に

おける学習内容の定着の程度等を踏まえた上で，中学校学習指導要領第２

章第９節の第２の２の(2)のアに示す事項を参照しつつ，適切に指導する

よう配慮するものとする。
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３ 内容の取扱い

中学校における学習との接続と「コミュニケーション英語Ⅰ」における学

習への円滑な移行のため，主に身近な場面における言語活動を経験させなが

ら，中学校における基礎的な学習内容を整理して指導し定着を図るものとす

る。

第２ コミュニケーション英語Ⅰ 第３ 英語Ⅰ

１ 目 標 １ 目 標

英語を通じて，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成す 日常的な話題について，聞いたことや読んだことを理解し，情報や考えな

るとともに，情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりする基礎的 どを英語で話したり書いたりして伝える基礎的な能力を養うとともに，積極

な能力を養う。 的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 生徒が情報や考えなどを理解したり伝えたりすることを実践するように (1) 言語活動

具体的な言語の使用場面を設定して，次のような言語活動を英語で行う。 生徒が情報や考えなどの受け手や送り手になるように具体的な言語の使

用場面を設定して，次のようなコミュニケーション活動を行う。

ア 事物に関する紹介や対話などを聞いて，情報や考えなどを理解したり， ア 英語を聞いて，情報や話し手の意向などを理解したり，概要や要点を

概要や要点をとらえたりする。 とらえたりする。

イ 説明や物語などを読んで，情報や考えなどを理解したり，概要や要点 イ 英語を読んで，情報や書き手の意向などを理解したり，概要や要点を

をとらえたりする。また，聞き手に伝わるように音読する。 とらえたりする。

ウ 聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経験したことに基づき，情 ウ 聞いたり読んだりして得た情報や自分の考えなどについて，話し合っ

報や考えなどについて，話し合ったり意見の交換をしたりする。 たり意見の交換をしたりする。

エ 聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経験したことに基づき，情 エ 聞いたり読んだりして得た情報や自分の考えなどについて，整理して

報や考えなどについて，簡潔に書く。 書く。

(2) (1)に示す言語活動を効果的に行うために，次のような事項について指 (2) 言語活動の取扱い

導するよう配慮するものとする。 ア 指導上の配慮事項

(1)に示すコミュニケーション活動を効果的に行うために，必要に応

じて，次のような指導をするよう配慮するものとする。

ア リズムやイントネーションなどの英語の音声的な特徴，話す速度，声 (ｱ) リズムやイントネーションなど英語の音声的な特徴に注意しながら
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の大きさなどに注意しながら聞いたり話したりすること。 発音すること。

イ 内容の要点を示す語句や文，つながりを示す語句などに注意しながら

読んだり書いたりすること。

ウ 事実と意見などを区別して，理解したり伝えたりすること。

(ｲ) コミュニケーション活動に必要となる基本的な文型や文法事項など

を理解し，実際に活用すること。

(ｳ) まとまりのある文章を音読したり暗唱したりして，英語の文章の流

れに慣れること。

(ｴ) ジェスチャーなどの非言語的手段の役割を理解し，場面や目的に応

じて効果的に用いること。

イ 言語の使用場面と働き

(1)の言語活動を行うに当たっては，主として言語の使用場面と働き

の例のうちから，１の目標を達成するのにふさわしい場面や働きを適宜

取り上げ，有機的に組み合わせて活用する。その際，聞いたり読んだり

した内容について，自分の意見をまとめ，それを発表するなど，総合的

な言語活動の場面を設けるよう配慮するものとする。

(3) 言語材料

ア (1)の言語活動については，原則として，中学校及び高等学校の言語

材料のうちから，１の目標を達成するのにふさわしいものを適宜用いて

行わせる。その際，次の事項に配慮するものとする。

(ｱ) 言語材料は，現代の標準的な英語によること。

(ｲ) 言語材料の分析や説明は必要最小限にとどめ，実際の場面でどのよ

うに使われるかを理解し，実際に活用することを重視すること。

イ 語は，中学校で学習した語に４００語程度の新語を加えるものとし，

連語は基本的なものを選択して指導する。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 中学校におけるコミュニケーション能力の基礎を養うための総合的な指 (1) 中学校における音声によるコミュニケーション能力を重視した指導を踏

導を踏まえ，聞いたことや読んだことを踏まえた上で話したり書いたりす まえ，聞くこと及び話すことの活動を多く取り入れながら，読むこと及び
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る言語活動を適切に取り入れながら，四つの領域の言語活動を有機的に関 書くことを含めた四つの領域の言語活動を総合的，有機的に関連させて指

連付けつつ総合的に指導するものとする。 導するものとする。

(2) 生徒の実態に応じて，多様な場面における言語活動を経験させながら， (2) 生徒の実態に応じて，中学校における基礎的な学習事項を整理し，多様

中学校や高等学校における学習内容を繰り返して指導し定着を図るよう配 な場面での言語使用の経験をさせながらそれらの習熟を図るように配慮す

慮するものとする。 るものとする。

第３ コミュニケーション英語Ⅱ 第４ 英語Ⅱ

１ 目 標 １ 目 標

英語を通じて，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成す 幅広い話題について，聞いたことや読んだことを理解し，情報や考えなど

るとともに，情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりする能力を を英語で話したり書いたりして伝える能力を更に伸ばすとともに，積極的に

伸ばす。 コミュニケーションを図ろうとする態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 生徒が情報や考えなどを理解したり伝えたりすることを実践するように (1) 言語活動

具体的な言語の使用場面を設定して，次のような言語活動を英語で行う。 １の目標に基づき，「英語Ⅰ」の内容の(1)に示すコミュニケーション活

動を更に発展させて行わせる。

ア 事物に関する紹介や報告，対話や討論などを聞いて，情報や考えなど

を理解したり，概要や要点をとらえたりする。

イ 説明，評論，物語，随筆などについて，速読したり精読したりするな

ど目的に応じた読み方をする。また，聞き手に伝わるように音読や暗唱

を行う。

ウ 聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経験したことに基づき，情

報や考えなどについて，話し合うなどして結論をまとめる。

エ 聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経験したことに基づき，情

報や考えなどについて，まとまりのある文章を書く。

(2) (1)に示す言語活動を効果的に行うために，次のような事項について指 (2) 言語活動の取扱い

導するよう配慮するものとする。 ア 指導上の配慮事項

１の目標に基づき，「英語Ⅰ」の内容の(2)のアに示す事項と同様の配

慮をするものとする。
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ア 英語の音声的な特徴や内容の展開などに注意しながら聞いたり話した

りすること。

イ 論点や根拠などを明確にするとともに，文章の構成や図表との関連な

どを考えながら読んだり書いたりすること。

ウ 未知の語の意味を推測したり背景となる知識を活用したりしながら聞

いたり読んだりすること。

エ 説明や描写の表現を工夫して相手に効果的に伝わるように話したり書

いたりすること。

イ 言語の使用場面と働き

(1)の言語活動を行うに当たっては，主として言語の使用場面と働き

の例のうちから，１の目標を達成するのにふさわしい場面や働きを適宜

取り上げ，有機的に組み合わせて活用する。その際，聞いたり読んだり

した内容について，その要旨を書いたり，話し合ったりするなど，総合

的な言語活動の場面を設けるよう配慮するものとする。

(3) 言語材料

ア (1)の言語活動については，原則として，中学校及び高等学校の言語

材料のうちから，１の目標を達成するのにふさわしいものを適宜用いて

行わせる。なお，言語材料は，現代の標準的な英語によるものとする。

イ 語は，「英語Ⅰ」の内容の(3)のイに示す新語の数に500語程度までの

新語を加えることとし，連語は基本的なものを選択して指導する。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

「コミュニケーション英語Ⅰ」の３と同様に取り扱うものとする。 「英語Ⅰ」の３の内容の取扱いと同様に取り扱うものとする。

第４ コミュニケーション英語Ⅲ

１ 目 標

英語を通じて，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成す

るとともに，情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりする能力を

更に伸ばし，社会生活において活用できるようにする。
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２ 内 容

(1) １の目標に基づき，「コミュニケーション英語Ⅱ」の２の(1)に示す言語

活動を更に発展させて行う。

(2) (1)に示す言語活動を行うに当たっては，「コミュニケーション英語Ⅱ」

の２の(2)と同様に配慮するものとする。

３ 内容の取扱い

「コミュニケーション英語Ⅰ」の３と同様に取り扱うものとする。

第５ 英語表現Ⅰ

１ 目 標

英語を通じて，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成す

るとともに，事実や意見などを多様な観点から考察し，論理の展開や表現の

方法を工夫しながら伝える能力を養う。

２ 内 容

(1) 生徒が情報や考えなどを理解したり伝えたりすることを実践するように

具体的な言語の使用場面を設定して，次のような言語活動を英語で行う。

ア 与えられた話題について，即興で話す。また，聞き手や目的に応じて

簡潔に話す。

イ 読み手や目的に応じて，簡潔に書く。

ウ 聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経験したことに基づき，情

報や考えなどをまとめ，発表する。

(2) (1)に示す言語活動を効果的に行うために，次のような事項について指

導するよう配慮するものとする。

ア リズムやイントネーションなどの英語の音声的な特徴，話す速度，声

の大きさなどに注意しながら話すこと。

イ 内容の要点を示す語句や文，つながりを示す語句などに注意しながら
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書くこと。また，書いた内容を読み返すこと。

ウ 発表の仕方や発表のために必要な表現などを学習し，実際に活用する

こと。

エ 聞いたり読んだりした内容について，そこに示されている意見を他の

意見と比較して共通点や相違点を整理したり，自分の考えをまとめたり

すること。

３ 内容の取扱い

(1) 中学校におけるコミュニケーション能力の基礎を養うための総合的な指

導を踏まえ，話したり書いたりする言語活動を中心に，情報や考えなどを

伝える能力の向上を図るよう指導するものとする。

(2) 聞くこと及び読むこととも有機的に関連付けた活動を行うことにより，

話すこと及び書くことの指導の効果を高めるよう工夫するものとする。

(3) 生徒の実態に応じて，多様な場面における言語活動を経験させながら，

中学校や高等学校における学習内容を繰り返して指導し定着を図るよう配

慮するものとする。

第６ 英語表現Ⅱ

１ 目 標

英語を通じて，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成す

るとともに，事実や意見などを多様な観点から考察し，論理の展開や表現の

方法を工夫しながら伝える能力を伸ばす。

２ 内 容

(1) 生徒が情報や考えなどを理解したり伝えたりすることを実践するように

具体的な言語の使用場面を設定して，次のような言語活動を英語で行う。

ア 与えられた条件に合わせて，即興で話す。また，伝えたい内容を整理

して論理的に話す。

イ 主題を決め，様々な種類の文章を書く。
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ウ 聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経験したことに基づき，情

報や考えなどをまとめ，発表する。また，発表されたものを聞いて，質

問したり意見を述べたりする。

エ 多様な考え方ができる話題について，立場を決めて意見をまとめ，相

手を説得するために意見を述べ合う。

(2) (1)に示す言語活動を効果的に行うために，次のような事項について指

導するよう配慮するものとする。

ア 英語の音声的な特徴や内容の展開などに注意しながら話すこと。

イ 論点や根拠などを明確にするとともに，文章の構成や図表との関連，

表現の工夫などを考えながら書くこと。また，書いた内容を読み返して

推敲すること。
すいこう

ウ 発表の仕方や討論のルール，それらの活動に必要な表現などを学習し，

実際に活用すること。

エ 相手の立場や考えを尊重し，互いの発言を検討して自分の考えを広げ

るとともに，課題の解決に向けて考えを生かし合うこと。

３ 内容の取扱い

「英語表現Ⅰ」の３と同様に取り扱うものとする。

第７ 英語会話

１ 目 標

英語を通じて，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成す

るとともに，身近な話題について会話する能力を養う。

２ 内 容

(1) 生徒が情報や考えなどを理解したり伝えたりすることを実践するように

具体的な言語の使用場面を設定して，次のような言語活動を英語で行う。

ア 相手の話を聞いて理解するとともに，場面や目的に応じて適切に応答

する。
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イ 関心のあることについて相手に質問したり，相手の質問に答えたりす

る。

ウ 聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経験したことに基づき，情

報や考えなどを場面や目的に応じて適切に伝える。

エ 海外での生活に必要な基本的な表現を使って，会話する。

(2) (1)に示す言語活動を効果的に行うために，次のような事項について指

導するよう配慮するものとする。

ア リズムやイントネーションなどの英語の音声的な特徴，話す速度，声

の大きさなどに注意しながら聞いたり話したりすること。

イ 繰り返しを求めたり，言い換えたりするときなどに必要となる表現を

活用すること。

ウ ジェスチャーなどの非言語的なコミュニケーション手段の役割を理解

し，場面や目的に応じて適切に用いること。

３ 内容の取扱い

(1) 中学校におけるコミュニケーション能力の基礎を養うための総合的な指

導を踏まえ，実際の会話に即した言語活動を多く取り入れながら，聞いた

り話したりする能力の向上を図るよう指導するものとする。

(2) 読むこと及び書くこととも有機的に関連付けた活動を行うことにより，

聞くこと及び話すことの指導の効果を高めるよう工夫するものとする。

(3) 生徒の実態に応じて，多様な場面における言語活動を経験させながら，

中学校や高等学校における学習内容を繰り返して指導し定着を図るよう配

慮するものとする。

第１ オーラル・コミュニケーションⅠ

１ 目 標

日常生活の身近な話題について，英語を聞いたり話したりして，情報や考

えなどを理解し，伝える基礎的な能力を養うとともに，積極的にコミュニケ

ーションを図ろうとする態度を育てる。
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２ 内 容

(1) 言語活動

生徒が情報や考えなどの受け手や送り手になるように具体的な言語の使

用場面を設定して，次のようなコミュニケーション活動を行う。

ア 英語を聞いてその内容を理解するとともに，場面や目的に応じて適切

に反応する。

イ 関心のあることについて相手に質問したり，相手の質問に答えたりす

る。

ウ 情報や考えなどを，場面や目的に応じて適切に伝える。

エ 聞いたり読んだりして得た情報や自分の考えなどをまとめ，発表する。

また，発表されたものを理解する。

(2) 言語活動の取扱い

ア 指導上の配慮事項

(1)に示すコミュニケーション活動を効果的に行うために，必要に応

じて，次のような指導をするよう配慮するものとする。

(ｱ) リズムやイントネーションなど英語の音声的な特徴に注意しなが

ら，発音すること。

(ｲ) コミュニケーション活動に必要となる基本的な文型や文法事項など

を理解し，実際に活用すること。

(ｳ) 繰り返しを求めたり，言い換えたりするときなどに必要となる表現

を活用すること。

(ｴ) ジェスチャーなどの非言語的手段の役割を理解し，場面や目的に応

じて効果的に用いること。

イ 言語の使用場面と働き

(1)の言語活動を行うに当たっては，主として「ライティング」の後

に示す［言語の使用場面の例］と［言語の働きの例］の各項目のそれぞ

れ（以下「言語の使用場面と働きの例」 という。）のうちから，１の目

標を達成するのにふさわしい場面や働きを適宜取り上げ，有機的に組み
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合わせて活用する。その際，個人的なコミュニケーションの場面やグル

ープにおけるコミュニケーションの場面を積極的に取り上げるよう配慮

するものとする。

(3) 言語材料

ア (1)の言語活動については，原則として，中学校学習指導要領第２章

第９節第２に示す言語材料及び「ライティング」の後に示す ［英語言

語材料］（以下「中学校及び高等学校の言語材料」 という。）のうちか

ら，１の目標を達成するのにふさわしいものを適宜用いて行わせる。そ

の際，次の事項に配慮するものとする。

(ｱ) 言語材料は，原則として現代の標準的な英語によること。ただし，

様々な英語が国際的に広くコミュニケーションの手段として使われて

いる実態にも配慮すること。

(ｲ) 言語材料の分析や説明は必要最小限にとどめ，実際の場面でどのよ

うに使われるかを理解し，実際に活用することを重視すること。

イ 語は，「英語Ⅰ」 の内容の(3)のイの範囲内で，１の目標を達成する

のにふさわしいものを適宜選択し，連語は基本的なものを選択して指導

する。

３ 内容の取扱い

(1) 中学校における音声によるコミュニケーション能力を重視した指導を踏

まえ，話題や対話の相手を広げたコミュニケーション活動を行いながら，

中学校における基礎的な学習事項を整理し，習熟を図るものとする。

(2) 読むこと及び書くこととも有機的に関連付けた活動を行うことにより，

聞くこと及び話すことの指導の効果を高めるよう工夫するものとする。

第２ オーラル・コミュニケーションⅡ

１ 目 標

幅広い話題について，情報や考えなどを整理して英語で発表したり，話し

合ったりする能力を伸ばすとともに，積極的にコミュニケーションを図ろう
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とする態度を育てる。

２ 内 容

(1) 言語活動

「オーラル・コミュニケーションⅠ」の内容の(1)に示すコミュニケー

ション活動に加えて，次のようなコミュニケーション活動を行う。

ア スピーチなどまとまりのある話しの概要や要点を聞取り，それについ

て自分の考えなどをまとめる。

イ 幅広い話題について情報や考えを整理し，効果的に発表する。

ウ 幅広い話題について，話し合ったり，討論したりする。

エ スキットなどを創作し，演じる。

(2) 言語活動の取扱い

ア 指導上の配慮事項

(1)に示すコミュニケーション活動を効果的に行うために，必要に応

じて，次のような指導をするよう配慮するものとする。

(ｱ) まとまりのある話しを聞きながら必要に応じてメモを取ること。

(ｲ) 意向や気持ちを的確に伝えるために，リズム，イントネーション，

声の大きさ，スピードなどに注意しながら発音すること。

(ｳ) 発表や話合い，討論などの活動に必要な表現を活用すること。

(ｴ) 話合い，討論などの基本的なルールや発表の仕方を学習し，それら

を活用すること。

イ 言語の使用場面と働き

(1)の言語活動を行うに当たっては，主として言語活動の使用場面と

働きの例のうちから，１の目標を達成するのにふさわしい場面や働きを

適宜取り上げ，有機的に組み合わせて活用する。その際，グループや多

くの人を対象にしたコミュニケーションの場面や創作的なコミュニケー

ションの場面を積極的に取り上げるよう配慮するものとする。

(3) 言語材料

ア (1)の言語活動については，原則として，中学校及び高等学校の言語
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材料のうちから，１の目標を達成するのにふさわしいものを適宜用いて

行わせる。なお，言語材料は，原則として現代の標準的な英語によるも

のとする。ただし，様々な英語が国際的に広くコミュニケーションの手

段として使われている実態にも配慮するものとする。

イ 語は，「英語Ⅱ」の内容の(3)のイの範囲内で，１の目標を達成するの

にふさわしいものを適宜選択し，連語は基本的なものを選択して指導す

る。

３ 内容の取扱い

「オーラル・コミュニケーションⅠ」の３の内容の取扱いと同様に取り扱

うものとする。

第５ リーディング

１ 目 標

英語を読んで，情報や書き手の意向などを理解する能力を更に伸ばすとと

もに，この能力を活用して積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度

を育てる。

２ 内 容

(1) 言語活動

生徒が情報や考えなどの受け手や送り手になるように具体的な言語の使

用場面を設定して，次のようなコミュニケーション活動を行う。

ア まとまりのある文章を読んで，必要な情報を得たり，概要や要点をま

とめたりする。

イ まとまりのある文章を読んで，書き手の意向などを理解し，それにつ

いて自分の考えなどをまとめたり，伝えたりする。

ウ 物語文などを読んで，その感想などを話したり，書いたりする。

エ 文章の内容や自分の解釈が聞き手に伝わるように音読する。

(2) 言語活動の取扱い
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ア 指導上の配慮事項

(1)に示すコミュニケーション活動を効果的に行うために，必要に応

じて，次のような指導をするよう配慮するものとする。

(ｱ) 未知の語の意味を推測したり，背景となる知識を活用したりしなが

ら読むこと。

(ｲ) 文章の中でポイントとなる語句や文，段落の構成や展開などに注意

して読むこと。

(ｳ) 目的や状況に応じて，速読や精読など，適切な読み方をすること。

イ 言語の使用場面と働き

(1)の言語活動を行うに当たっては，主として言語の使用場面と働き

の例のうちから１の目標を達成するのにふさわしい場面や働きを適宜取

り上げ，有機的に組み合わせて活用する。

(3) 言語材料

ア (1)の言語活動については，原則として，中学校及び高等学校の言語

材料のうちから１の目標を達成するのにふさわしいものを適宜用いて行

わせる。なお，言語材料は，現代の標準的な英語によるものとする。

イ 語は，「英語Ⅰ」の内容の(3)のイに示す新語の数に900語程度までの

新語を加えるものとし，連語は基本的なものを選択して指導する。

３ 内容の取扱い

(1) 聞くこと，話すこと及び書くこととも有機的に関連付けた活動を行うこ

とにより，読むことの指導の効果を高めるよう工夫するものとする。

(2) 言語材料の理解だけにとどめず，情報や書き手の意向などを的確につか

んだり，それについて感想や意見をもったりするなど，読む目的を重視し

て指導するものとする。

第６ ライティング

１ 目 標

情報や考えなどを，場面や目的に応じて英語で書く能力を更に伸ばすとと
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に，この能力を活用して積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を

育てる。

２ 内 容

(1) 言語活動

生徒が情報や考えなどの送り手や受け手になるように具体的な言語の使

用場面を設定して，次のようなコミュニケーション活動を行う。

ア 聞いたり読んだりした内容について，場面や目的に応じて概要や要点

を書く。

イ 聞いたり読んだりした内容について，自分の考えなどを整理して書く。

ウ 自分が伝えようとする内容を整理して，場面や目的に応じて，読み手

に理解されるように書く。

(2) 言語活動の取扱い

ア 指導上の配慮事項

(1)に示すコミュニケーション活動を効果的に行うために，必要に応

じて，次のような指導をするよう配慮するものとする。

(ｱ) 話されたり，読まれたりする文を書き取ること。

(ｲ) 考えや気持ちを伝えるのに必要な語句や表現を活用すること。

(ｳ) 文章の構成や展開に留意しながら書くこと。

イ 言語の使用場面と働き

(1)の言語活動を行うに当たっては，主として言語の使用場面と働き

の例のうちから１の目標を達成するのにふさわしい場面や働きを適宜取

り上げ，有機的に組み合わせて活用する。その際，手紙や電子メールな

どの言語の使用場面を取り上げ，実際にコミュニケーションを体験する

機会を設けるよう配慮するものとする。

(3) 言語材料

ア (1)の言語活動については，原則として，中学校及び高等学校の言語

材料 のうちから１の目標を達成するのにふさわしいものを適宜用いて

行わせる。なお，言語材料は，現代の標準的な英語によるものとする。
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イ 語は，「英語Ⅰ」 の内容の(3)のイの範囲内で，１の目標を達成する

のにふさわしいものを適宜選択し，連語は基本的なものを選択して指導

する。

３ 内容の取扱い

(1) 聞くこと，話すこと及び読むこととも有機的に関連付けた活動を行うこ

とにより，書くことの指導の効果を高めるよう工夫するものとする。

(2) 言語材料の学習だけにとどめず，情報や考えを伝えるために書くなど，

書く目的を重視して指導するものとする。その際，より豊かな内容やより

適切な形式で書けるように，書く過程も重視するよう配慮するものとする。

第８ その他の外国語に関する科目 第７ 英語以外の外国語に関する科目

その他の外国語に関する科目については，第１から第７まで及び第３款に 英語以外の外国語に関する科目については，第１から第６までに示す英語

示す英語に関する各科目の目標及び内容等に準じて行うものとする。 に関する各科目の目標及び内容等に準じて行うものとする。

第３款 英語に関する各科目に共通する内容等

１ 英語に関する各科目の２の(1)に示す言語活動を行うに当たっては，例えば，

次に示すような言語の使用場面や言語の働きの中から，各科目の目標を達成す

るのにふさわしいものを適宜取り上げ，有機的に組み合わせて活用する。

［言語の使用場面の例］ ［言語の使用場面の例］

ａ 特有の表現がよく使われる場面： (ｱ) 個人的なコミュニケーションの場面：

・ 買物 ・ 旅行 ・ 食事 電話，旅行，買い物，パーティー，家庭，学校，レストラン，病院，イン

・ 電話での応答 ・ 手紙や電子メールのやりとり など タビュー，手紙，電子メールなど

ｂ 生徒の身近な暮らしや社会での暮らしにかかわる場面： (ｲ) グループにおけるコミュニケーションの場面：

・ 家庭での生活 ・ 学校での学習や活動 ・ 地域での活動 レシテーション，スピーチ，プレゼンテーション，ロール・プレイ，ディ

・ 職場での活動 など スカッション，ディベートなど

ｃ 多様な手段を通じて情報などを得る場面： (ｳ) 多くの人を対象にしたコミュニケーションの場面：
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・ 本，新聞，雑誌などを読むこと ・ テレビや映画などを観ること 本，新聞，雑誌，広告，ポスター，ラジオ，テレビ，映画，情報通信ネッ
み

・ 情報通信ネットワークを活用し情報を得ること など トワークなど

(ｴ) 創作的なコミュニケーションの場面

朗読，スキット，劇，校内放送の番組，ビデオ，作文など

［言語の働きの例］ ［言語の働きの例］

ａ コミュニケーションを円滑にする： (ｱ) 人との関係を円滑にする：

・ 相づちを打つ ・ 聞き直す ・ 繰り返す 呼び掛ける，あいさつする，紹介する，相づちを打つ，など

・ 言い換える ・ 話題を発展させる ・ 話題を変える など

ｂ 気持ちを伝える： (ｲ) 気持ちを伝える：

・ 褒める ・ 謝る ・ 感謝する 感謝する，歓迎する，祝う，ほめる，満足する，喜ぶ，驚く，同情する，

・ 望む ・ 驚く ・ 心配する など 苦情を言う，非難する，謝る，後悔する，落胆する，嘆く，怒る，など

ｃ 情報を伝える： (ｳ) 情報を伝える：

・ 説明する ・ 報告する ・ 描写する 説明する，報告する，描写する，理由を述べる，など

・ 理由を述べる ・ 要約する ・ 訂正する など

ｄ 考えや意図を伝える： (ｴ) 考えや意向を伝える：

・ 申し出る ・ 賛成する ・ 反対する 申し出る，約束する，主張する，賛成する，反対する，説得する，承諾す

・ 主張する ・ 推論する ・ 仮定する など る，拒否する，推論する，仮定する，結論付ける，など

ｅ 相手の行動を促す： (ｵ) 相手の行動を促す：

・ 依頼する ・ 誘う ・ 許可する 質問する，依頼する，招待する，誘う，許可する，助言する，示唆する，

・ 助言する ・ 命令する ・ 注意を引く など 命令する，禁止する，など

２ 英語に関する各科目の２の(1)に示す言語活動を行うに当たっては，中学校

学習指導要領第２章第９節第２の２の(3)及び次に示す言語材料の中から，そ

れぞれの科目の目標を達成するのにふさわしいものを適宜用いて行わせる。そ

の際，「コミュニケーション英語Ⅰ」においては，言語活動と効果的に関連付

けながら，ウに掲げるすべての事項を適切に取り扱うものとする。

［英語言語材料］

ア 語，連語及び慣用表現
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(ｱ) 語

ａ 「コミュニケーション英語Ⅰ」にあっては，中学校で学習した語に40

0語程度の新語を加えた語

ｂ 「コミュニケーション英語Ⅱ」にあっては，ａに示す語に700語程度

の新語を加えた語

ｃ 「コミュニケーション英語Ⅲ」にあっては，ｂに示す語に700語程度

の新語を加えた語

ｄ 「コミュニケーション英語基礎」，「英語表現Ⅰ」，「英語表現Ⅱ」及び

「英語会話」にあっては，生徒の学習負担を踏まえた適切な語

(ｲ) 連語及び慣用表現のうち，運用度の高いもの

イ 文構造のうち，運用度の高いもの ア 文型

(ｱ) 主語＋動詞＋補語の文型のうち，動詞がbe動詞以外の動詞で補語が現在

分詞及び過去分詞である場合，動詞がbe動詞で補語がwhatなど及びthatで

始まる節，並びにwhetherで始まる節である場合

(ｲ) 主語＋動詞＋目的語の文型のうち，目的語がwhatなどで始まる節及びif

又はwhetherで始まる節である場合

(ｳ) 主語＋動詞＋間接目的語＋直接目的語の文型のうち，直接目的語がhow

など＋to不定詞，whatなど及びthatで始まる節並びにif又はwhetherで始

まる節である場合
(ｴ) 主語＋動詞＋目的語＋補語の文型のうち，補語が現在分詞，過去分詞及

び原形不定詞である場合

(ｵ) その他の文型

a It＋beなど＋～＋thatなどで始まる節

b 主語＋seemなど＋to不定詞

c It＋seemなど＋thatで始まる節

ウ 文法事項 イ 文法事項

(ｱ) 不定詞の用法 (ｱ) 不定詞の用法

(ｲ) 関係代名詞の用法 (ｲ) 関係代名詞の用法

(ｳ) 関係副詞の用法 (ｳ) 関係副詞の用法
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(ｴ) 助動詞の用法

(ｵ) 代名詞のうち，itが名詞用法の句及び節を指すもの (ｴ) 代名詞のうち，itが名詞用法の句及び節を指すもの

(ｶ) 動詞の時制など (ｵ) 動詞の時制のうち，現在完了進行形，過去完了形，過去完了進行形，未

来進行形及び未来完了形

(ｶ) 受け身のうち，助動詞＋受け身のもの

(ｷ) 仮定法 (ｷ) 仮定法のうち基本的なもの

(ｸ) 分詞構文 (ｸ) 分詞構文のうち基本的なもの

３ ２に示す言語材料を用いるに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 現代の標準的な英語によること。ただし，様々な英語が国際的に広くコミ

ュニケーションの手段として使われている実態にも配慮すること。

イ 文法については，コミュニケーションを支えるものであることを踏まえ，

言語活動と効果的に関連付けて指導すること。

ウ コミュニケーションを行うために必要となる語句や文構造，文法事項など

の取扱いについては，用語や用法の区別などの指導が中心とならないよう配

慮し，実際に活用できるよう指導すること。

４ 英語に関する各科目については，その特質にかんがみ，生徒が英語に触れる

機会を充実するとともに，授業を実際のコミュニケーションの場面とするため，

授業は英語で行うことを基本とする。その際，生徒の理解の程度に応じた英語

を用いるよう十分配慮するものとする。

第４款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 「コミュニケーション英語Ⅱ」は「コミュニケーション英語Ⅰ」を履修し (1) 「オーラル・コミュニケーションⅡ」は「オーラル・コミュニケーション

た後に，「コミュニケーション英語Ⅲ」は「コミュニケーション英語Ⅱ」を Ⅰ」を履修した後に，「英語Ⅱ」 は「英語Ⅰ」を履修した後に履修させるこ

履修した後に，「英語表現Ⅱ」は「英語表現Ⅰ」を履修した後に履修させる とを原則とすること。

ことを原則とすること。
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(2) 「コミュニケーション英語基礎」を履修させる場合，「コミュニケーショ (2) 「リーディング」及び「ライティング」は，原則として，「オーラル・コ

ン英語Ⅰ」は「コミュニケーション英語基礎」を履修した後に履修させるこ ミュニケーションⅠ」又は「英語Ⅰ」のいずれかを履修した後に履修させる

とを原則とすること。 こと。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 教材については，外国語を通じてコミュニケーション能力を総合的に育成 (1) 教材については，外国語による実践的コミュニケーション能力を育成する

するため，各科目の目標に応じ，実際の言語の使用場面や言語の働きに十分 ため，各科目のねらいに応じ，実際の言語の使用場面や言語の働きに配慮し

配慮したものを取り上げるものとすること。その際，その外国語を日常使用 たものを取り上げるものとすること。その際，その外国語を日常使用してい

している人々を中心とする世界の人々及び日本人の日常生活，風俗習慣，物 る人々を中心とする世界の人々及び日本人の日常生活，風俗習慣，物語，地

語，地理，歴史，伝統文化や自然科学などに関するものの中から，生徒の発 理，歴史などに関するもののうちから，生徒の心身の発達段階及び興味・関

達の段階及び興味・関心に即して適切な題材を変化をもたせて取り上げるも 心に即して適切な題材を変化をもたせて取り上げるものとし，次の観点に留

のとし，次の観点に留意する必要があること。 意する必要があること。

ア 多様なものの見方や考え方を理解し，公正な判断力を養い豊かな心情を ア 多様なものの見方や考え方を理解し，公正な判断力を養い豊かな心情を

育てるのに役立つこと。 育てるのに役立つこと。

イ 外国や我が国の生活や文化についての理解を深めるとともに，言語や文 イ 世界や我が国の生活や文化についての理解を深めるとともに，言語や文

化に対する関心を高め，これらを尊重する態度を育てるのに役立つこと。 化に対する関心を高め，これらを尊重する態度を育てるのに役立つこと。

ウ 広い視野から国際理解を深め，国際社会に生きる日本人としての自覚を ウ 広い視野から国際理解を深め，国際社会に生きる日本人としての自覚を

高めるとともに，国際協調の精神を養うのに役立つこと。 高めるとともに，国際協調の精神を養うのに役立つこと。

エ 人間，社会，自然などについての考えを深めるのに役立つこと。

また，題材の形式としては，説明文，対話文，物語，劇，詩，手紙などの

うちから適切に選択すること。

(2) 音声指導の補助として，発音表記を用いて指導することができること。 (2) 音声指導の補助として，発音表記を用いて指導することができること。

(3) 辞書の活用の指導などを通じ，生涯にわたって，自ら外国語を学び，使お (3) 辞書などの使い方を指導し，効果的に利用しながら，自ら外国語を理解し，

うとする積極的な態度を育てるようにすること。 外国語を使おうとする積極的な態度を育てるようにすること。

(4) 各科目の指導に当たっては，指導方法や指導体制を工夫し，ペア・ワーク， (4) 各科目の指導に当たっては，指導方法や指導体制を工夫し，ティーム・テ

グループ・ワークなどを適宜取り入れたり，視聴覚教材やコンピュータ，情 ィーチングやペア・ワーク，グループ・ワークなどを適宜取り入れたり，視

報通信ネットワークなどを適宜指導に生かしたりすること。また，ネイティ 聴覚教材や，ＬＬ，コンピュータ，情報通信ネットワークなどを指導に生か

ブ・スピーカーなどの協力を得て行うティーム・ティーチングなどの授業を したりすること。また，ネイティブ・スピーカーなどの協力を得て行う授業

積極的に取り入れ，生徒のコミュニケーション能力を育成するとともに，国 を積極的に取り入れ，生徒のコミュニケーション能力を育成するとともに，
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際理解を深めるようにすること。 国際理解を深めるようにすること。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第９節 家 庭 第９節 家 庭

第１款 目 標 第１款 目 標

人間の生涯にわたる発達と生活の営みを総合的にとらえ，家族・家庭の意義， 人間の健全な発達と生活の営みを総合的にとらえ，家族・家庭の意義，家族・

家族・家庭と社会とのかかわりについて理解させるとともに，生活に必要な知識 家庭と社会とのかかわりについて理解させるとともに，生活に必要な知識と技術

と技術を習得させ，男女が協力して主体的に家庭や地域の生活を創造する能力と を習得させ，男女が協力して家庭や地域の生活を創造する能力と実践的な態度を

実践的な態度を育てる。 育てる。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 家庭基礎 第１ 家庭基礎

１ 目 標 １ 目 標

人の一生と家族・家庭及び福祉，衣食住，消費生活などに関する基礎的・ 人の一生と家族・福祉，衣食住，消費生活などに関する基礎的・基本的な

基本的な知識と技術を習得させ，家庭や地域の生活課題を主体的に解決する 知識と技術を習得させ，家庭生活の充実向上を図る能力と実践的な態度を育

とともに，生活の充実向上を図る能力と実践的な態度を育てる。 てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 人の一生と家族・家庭及び福祉 (1) 人の一生と家族・福祉

人の一生を生涯発達の視点でとらえ，各ライフステージの特徴と課題に 人の一生を生涯発達の視点でとらえ，家族や家庭生活の在り方，乳幼児

ついて理解させるとともに，家族や家庭生活の在り方，子どもと高齢者の と高齢者の生活と福祉について理解させ，男女が相互に協力して，家族の

生活と福祉について考えさせ，共に支え合って生活することの重要性につ 一員としての役割を果たし家庭を築くことの重要性について認識させる。

いて認識させる。

ア 青年期の自立と家族・家庭 ア 生涯発達と家族
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生涯発達の視点で青年期の課題を理解させ，男女が協力して，家族の一 生涯発達の視点で各ライフステージの特徴と課題について理解させ，

員としての役割を果たし家庭を築くことの重要性について考えさせると 青年期の課題を踏まえて，男女が協力して家庭を築くことの意義と家族

ともに，家庭や地域の生活を創造するために自己の意思決定に基づき， や家庭生活の在り方について考えさせる。

責任をもって行動することが重要であることを認識させる。

イ 子どもの発達と保育 イ 乳幼児の発達と保育・福祉

乳幼児の心身の発達と生活，親の役割と保育，子どもの育つ環境につ 乳幼児の心身の発達と生活，親の役割と保育及び子どもの福祉につい

いて理解させ，子どもを生み育てることの意義を考えさせるとともに， て理解させ，子どもを生み育てることの意義を考えさせるとともに，子

子どもの発達のために親や家族及び地域や社会の果たす役割について認 どもの健全な発達のために，親や家族及び社会の果たす役割が重要であ

識させる。 ることを認識させる。

ウ 高齢期の生活 ウ 高齢者の生活と福祉

高齢期の特徴と生活及び高齢社会の現状と課題について理解させ，高 高齢者の心身の特徴と生活及び高齢者の福祉について理解させ，高齢

齢者の自立生活を支えるために家族や地域及び社会の果たす役割につい 者の自立生活を支えるために家族や地域及び社会の果たす役割が重要で

て認識させる。 あることを認識させる。

エ 共生社会と福祉

生涯を通して家族・家庭の生活を支える福祉や社会的支援について理

解させ，家庭や地域及び社会の一員としての自覚をもって共に支え合っ

て生活することの重要性について認識させる。

(2) 生活の自立及び消費と環境 (2) 家族の生活と健康

自立した生活を営むために必要な衣食住，消費生活や生活における経済 家族の食生活，衣生活及び住生活に必要な基礎的な知識と技術を習得さ

の計画に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，環境に配慮した せ，家族の生活を健康で安全かつ快適に営むことができるようにする。

ライフスタイルについて考えさせるとともに，主体的に生活を設計するこ

とができるようにする。

ア 食事と健康 ア 食生活の管理と健康

健康で安全な食生活を営むために必要な栄養，食品，調理及び食品衛 栄養，食品，調理，食品衛生などに関する基礎的な知識と技術を習得

生などの基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，生涯を見通した食生 させ，家族の食生活を健康で安全に営むことができるようにする。

活を営むことができるようにする。

イ 被服管理と着装 イ 衣生活の管理と健康

被服管理に必要な被服材料，被服構成などの基礎的・基本的な知識と 被服の機能と着装，被服材料，被服管理などに関する基礎的な知識と

技術を習得させ，目的に応じて着装を工夫し，健康で快適な衣生活を営 技術を習得させ，家族の衣生活を健康で快適に営むことができるように
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むことができるようにする。 する。

ウ 住居と住環境 ウ 住生活の管理と健康

住居の機能，住居と地域社会とのかかわりなどに必要な基礎的・基本 住居の機能，住生活と健康・安全などに関する基礎的な知識と技術を

的な知識と技術を習得させ，安全で環境に配慮した住生活を営むことが 習得させ，家族の住生活を健康で快適に営むことができるようにする。

できるようにする。

エ 消費生活と生涯を見通した経済の計画 (3) 消費生活と環境

消費生活の現状と課題や消費者の権利と責任について理解させ，適切 家庭経済や消費生活に関する基礎的な知識を習得させるとともに，現代

な意思決定に基づいて行動できるようにするとともに，生涯を見通した の消費生活の課題について認識させ，消費者として責任をもって行動でき

生活における経済の管理や計画について考えることができるようにす るようにする。

る。 ア 家庭の経済と消費

家庭の経済生活，社会の変化と消費生活及び消費者の権利と責任につ

いて理解させ，消費者として主体的に判断できるようにする。

オ ライフスタイルと環境 イ 消費行動と環境

生活と環境とのかかわりについて理解させ，持続可能な社会を目指し 現代の消費生活と環境とのかかわりについて理解させ，環境負荷の少

てライフスタイルを工夫し，主体的に行動できるようにする。 ない生活を目指して生活意識や生活様式を見直すことができるようにす

る。

カ 生涯の生活設計

生涯を見通した自己の生活について考えさせるとともに，主体的に生

活を設計できるようにする。

(3) ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 (4) ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動

自己の家庭生活や地域の生活と関連付けて生活上の課題を設定し，解決

方法を考え，計画を立てて実践することを通して生活を科学的に探究する

方法や問題解決の能力を身に付けさせる。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(1)のイ及びウについては，学校や地域の実態等に応じて，学 ア 内容の(1)のイ及びウについては，学校や地域の実態等に応じて，学

校家庭クラブ活動等との関連を図り，乳幼児や高齢者との触れ合いや交 校家庭クラブ活動等との関連を図り，乳幼児や高齢者との触れ合いや交
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流などの実践的な活動を取り入れるよう努めること。 流などの実践的な活動を取り入れるよう努めること。

イ 内容の(2)については，実験・実習を中心とした指導を行うよう留意 イ 内容の(2)については，実験・実習を中心とした指導を行うよう留意

すること。アについては，栄養，食品，調理及び食品衛生との関連を図 すること。アについては，栄養，食品，調理の関連を図って扱うように

って扱うようにすること。 すること。

また，カについては，(1)及び(2)のアからオまでの内容との関連を図

って，「家庭基礎」の学習のまとめとして扱うこと。

ウ 内容の(3)については，ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動の ウ 内容の(4)については，ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動の

意義と実施方法について理解させること。また，指導に当たっては，内 意義と実施方法について理解させること。また，指導に当たっては，内

容の(1)及び(2)の学習の発展として扱うこと。 容の(1)から(3)までの学習の発展として，生徒が生活の中から課題を見

いだし，解決方法を考え，計画を立てて実践できるようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，子どもの発達を支えるための親の役割や ア 内容の(1)のイについては，子どもの健全な発達を支えるための親の

子育てを支援する環境に重点を置くこと。イからエについては，生涯に 役割と保育に重点を置くこととし，児童福祉に関する法律や制度の詳細

わたって家族・家庭の生活を支える福祉の基本的な理念に重点を置くこ に深入りしないこと。ウについては，高齢者福祉に関する法律や制度の

と。 詳細に深入りしないこと。

イ 内容の(2)のイについては，衣服を中心として扱い，被服材料につい

ては布を扱うこと。

イ 内容の(2)のエについては，契約，消費者信用及びそれらをめぐる問 ウ 内容の(3)のアの消費者の権利と責任については，契約，消費者信用，

題などを取り上げて具体的に扱うこと。オについては，環境負荷の少な 問題の発生しやすい販売方法などを取り上げて具体的に扱うこと。イに

い衣食住の生活の工夫に重点を置くこと。 ついては，環境負荷の少ない生活の工夫に重点を置くこととし，地球環

境問題に深入りしないこと。

第２ 家庭総合 第２ 家庭総合

１ 目 標 １ 目 標

人の一生と家族・家庭，子どもや高齢者とのかかわりと福祉，消費生活， 人の一生と家族，子どもの発達と保育，高齢者の生活と福祉，衣食住，消

衣食住などに関する知識と技術を総合的に習得させ，家庭や地域の生活課題 費生活などに関する知識と技術を総合的に習得させ，生活課題を主体的に解

を主体的に解決するとともに，生活の充実向上を図る能力と実践的な態度を 決するとともに，家庭生活の充実向上を図る能力と実践的な態度を育てる。

育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 人の一生と家族・家庭 (1) 人の一生と家族・家庭

人の一生を生涯発達の視点でとらえ，青年期の生き方を考えさせるとと 人の一生を生涯発達の視点でとらえ，家族・家庭の意義，家族・家庭と

もに，家族・家庭の意義や家族・家庭と社会とのかかわりについて理解さ 社会とのかかわりについて理解させ，男女が相互に協力して，家族の一員

せ，男女が協力して家庭を築くことの重要性について認識させる。 としての役割を果たし家庭を築くことの重要性について認識させるととも

に，各自の生活設計を考えさせる。

ア 人の一生と青年期の自立 ア 人の一生と発達課題

生涯発達の視点で各ライフステージの特徴と課題について理解させ， 生涯発達の視点で各ライフステージの特徴と課題について理解させ，

青年期の課題である自立や男女の平等と協力などについて認識させると 青年期の課題である自立や男女の平等と相互の協力などについて認識さ

ともに，生涯を見通した青年期の生き方について考えさせる。 せる。

イ 家族・家庭と社会 イ 家族・家庭と社会

家庭の機能と家族関係，家族・家庭と法律，家庭生活と福祉などにつ 家庭の機能と家族関係，家族・家庭と法律，家庭生活と福祉などにつ

いて理解させ，家族・家庭の意義，家族・家庭と社会とのかかわりにつ いて理解させ，家族・家庭の意義，家族・家庭と社会とのかかわり，男

いて考えさせるとともに，家族の一員としての役割を果たし男女が協力 女が協力して家庭を築くことの重要性について認識させる。

して家庭を築き生活を営むことの重要性について認識させる。 ウ 生活設計

青年期の課題を踏まえ，生活設計の立案を通して，自己の生き方や将

来の家庭生活と職業生活の在り方について考えさせる。

(2) 子どもや高齢者とのかかわりと福祉 (2) 子どもの発達と保育・福祉

子どもの発達と保育，高齢者の生活と福祉などについて理解させるとと 子どもの発達と保育，子どもの福祉などについて理解させるとともに，

もに，様々な人々に対する理解を深め，生涯を通して共に支え合って生き 子どもの健全な発達を支える親の役割と保育の重要性や社会の果たす役割

ることの重要性や家族及び地域や社会の果たす役割について認識させる。 について認識させ，保育への関心をもたせる。

ア 子どもの発達と保育・福祉 ア 子どもの発達

子どもの発達と生活，子どもの福祉などについて理解させ，親の役割 母体の健康管理と子どもの誕生，子どもの心身の発達と特徴及び子ど

と保育の重要性や地域及び社会の果たす役割について認識させるととも もの生活と遊びについて理解させるとともに，子どもの発達と環境との

に，子どもを生み育てることの意義や子どもとかかわることの重要性に かかわりについて認識させ，子どもと適切にかかわることができるよう

ついて考えさせる。 にする。

イ 親の役割と保育

親の役割と子どもの人間形成及び親の保育責任とその支援について理

解させ，子どもを生み育てることの意義について考えさせるとともに，
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家庭における親の役割の重要性について認識させる。

ウ 子どもの福祉

子どもが健全に育つことをねらいとした児童福祉の基本的な理念につ

いて理解させ，子どもを取り巻く環境の変化や課題について考えさせる。

イ 高齢者の生活と福祉 (3) 高齢者の生活と福祉

高齢者の心身の特徴や高齢社会の現状及び福祉などについて理解さ 高齢者の心身の特徴と生活，高齢者の福祉などについて理解させるとと

せ，高齢者の生活の課題や家族，地域及び社会の果たす役割について認 もに，介護の基礎を体験的に学ぶことを通して，高齢者の自立生活を支え

識させるとともに，高齢者の自立生活を支えるための支援の方法や高齢 るために家族や地域及び社会の果たす役割について認識させる。

者とかかわることの重要性について考えさせる。

ア 高齢者の心身の特徴と生活

加齢に伴う心身の変化と特徴について理解させるとともに，高齢者の

生活の現状と課題について認識させ，高齢者との適切なかかわりについ

て考えさせる。

イ 高齢者の福祉

高齢社会の現状と課題について考えさせ，高齢者福祉の基本的な理念

と高齢者福祉サービスについて理解させる。

ウ 高齢者の介護の基礎

日常生活の介助を体験的に学ぶことを通して，高齢者介護の心構えや

コミュニケーションの重要性について認識させ，高齢者と適切にかかわ

ることができるようにする。

ウ 共生社会における家庭や地域

家庭と地域とのかかわりについて理解させ，高齢者や障害のある人々

など様々な人々が共に支え合って生きることの重要性を認識し，家庭や

地域及び社会の一員として主体的に行動することの意義について考えさ

せる。

(4) 生活の科学と文化

衣食住の生活を科学的に理解させるとともに，衣食住に関する先人の知恵

や文化を考えさせ，充実した衣食住の生活を営むことができるようにする。

ア 食生活の科学と文化
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栄養，食品，調理などについて科学的に理解させるとともに，食生活

の文化に関心をもたせ，必要な技術を習得して充実した食生活を営むこ

とができるようにする。

イ 衣生活の科学と文化

被服材料，被服の構成，被服製作，被服整理などについて科学的に理

解させるとともに，衣生活の文化に関心をもたせ，必要な技術を習得し

て充実した衣生活を営むことができるようにする。

ウ 住生活の科学と文化

住居の機能，住空間の計画，住環境の整備などについて科学的に理解

させるとともに，住生活の文化に関心をもたせ，必要な技術を習得して

充実した住生活を営むことができるようにする。

エ 生活文化の伝承と創造

衣食住にかかわる生活文化の背景について理解させるとともに，生活

文化に関心をもたせ，それを伝承し創造しようとする意欲をもたせる。

(3) 生活における経済の計画と消費 (5) 消費生活と資源・環境

生活における経済の計画，消費者問題や消費者の権利と責任などについ 家庭の経済生活，消費者の権利と責任などについて理解させるとともに，

て理解させ，現代の消費生活の課題について認識させるとともに，消費者 現代の消費生活の課題について認識させ，資源や環境に配慮し，消費者と

としての適切な意思決定に基づいて，責任をもって行動できるようにする。 しての適切な意思決定に基づいて，責任をもって行動できるようにする。

ア 生活における経済の計画

生活と社会とのかかわりについて理解させ，生涯を見通した生活にお

ける経済の管理や計画の重要性について認識させる。

イ 消費行動と意思決定 ア 消費行動と意思決定

消費行動における意思決定の過程とその重要性について理解させ，消 消費行動における意思決定の過程とその重要性について理解させる。

費者として主体的に判断できるようにする。

イ 家庭の経済生活

家庭経済と国民経済とのかかわりについて理解させ，主体的な家計管

理と家庭の経済計画の重要性について認識させる。

ウ 消費者の権利と責任 ウ 消費者の権利と責任

消費生活の現状と課題，消費者問題や消費者の自立と支援などについ 消費生活の現状と課題，消費者問題と消費者の保護，消費者の責任及
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て理解させ，消費者としての権利と責任を自覚して行動できるようにす び生活情報の収集・選択と活用について理解させ，消費者として主体的

る。 に判断し責任をもって行動できるようにする。

(4) 生活の科学と環境

生涯を見通したライフステージごとの衣食住の生活を科学的に理解さ

せ，先人の知恵や文化に関心をもたせるとともに，持続可能な社会を目指

して資源や環境に配慮し，適切な意思決定に基づいた消費生活を主体的に

営むことができるようにする。

ア 食生活の科学と文化

栄養，食品，調理及び食品衛生などについて科学的に理解させ，食生

活の文化に関心をもたせるとともに，必要な知識と技術を習得して安全

と環境に配慮し，主体的に食生活を営むことができるようにする。

イ 衣生活の科学と文化

着装，被服材料，被服の構成，被服製作，被服管理などについて科学

的に理解させ，衣生活の文化に関心をもたせるとともに，必要な知識と

技術を習得して安全と環境に配慮し，主体的に衣生活を営むことができ

るようにする。

ウ 住生活の科学と文化

住居の機能，住空間の計画，住環境などについて科学的に理解させ，

住生活の文化に関心をもたせるとともに，必要な知識と技術を習得して，

安全と環境に配慮し，主体的に住生活を営むことができるようにする。

エ 持続可能な社会を目指したライフスタイルの確立 エ 消費行動と資源・環境

安全で安心な生活と消費について考え，生活文化を伝承・創造し，資 現代の消費生活と資源や環境とのかかわりについて理解させ，環境負

源や環境に配慮した生活が営めるようにライフスタイルを工夫し，主体 荷の少ない生活を目指して生活意識や生活様式を見直し，環境に調和し

的に行動できるようにする。 た生活を工夫できるようにする。

(5) 生涯の生活設計

生活設計の立案を通して，生涯を見通した自己の生活について主体的に

考えることができるようにする。

ア 生活資源とその活用

生活の営みに必要な金銭，生活時間などの生活資源についての理解を
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深め，有効に活用することの重要性について認識させる。

イ ライフスタイルと生活設計

自己のライフスタイルや将来の家庭生活と職業生活の在り方について

考えさせるとともに，生活資源を活用して生活を設計できるようにする。

(6) ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 (6) ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動

自己の家庭生活や地域の生活と関連付けて生活上の課題を設定し，解決

方法を考え，計画を立てて実践することを通して生活を科学的に探究する

方法や問題解決の能力を身に付けさせる。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(1)のウについては，(1)のア，イ，(2)及び(3)の内容との関連

を図るとともに，(1)から(5)までの学習の中で段階的に扱ったり，「家

庭総合」の学習のまとめとして扱うなどの工夫をすること。

ア 内容の(2)のアについては，学校や地域の実態等に応じて，学校家庭 イ 内容の(2)については，学校や地域の実態等に応じて，学校家庭クラ

クラブ活動等との関連を図り，幼稚園や保育所等の乳幼児，近隣の小学 ブ活動等との関連を図り，幼稚園や保育所等の乳幼児，近隣の小学校の

校の低学年の児童等との触れ合いや交流の機会をもつよう努めること。 低学年の児童等との触れ合いや交流の機会をもつよう努めること。

イについては，学校や地域の実態等に応じて，学校家庭クラブ活動等と ウ 内容の(3)については，学校や地域の実態等に応じて，学校家庭クラ

の関連を図り，福祉施設等の見学やボランティア活動への参加をはじめ， ブ活動等との関連を図り，福祉施設等の見学やボランティア活動への参

身近な高齢者との交流の機会をもつよう努めること。 加をはじめ，身近な高齢者との交流の機会をもつよう努めること。

イ 内容の(4)については，実験・実習を中心とした指導を行うよう留意 エ 内容の(4)については，実験・実習を中心とした指導を行うよう留意

すること。 すること。

ウ 内容の(5)については，(1)から(4)までの学習の中で段階的に扱った

り，「家庭総合」の学習のまとめとして扱ったりするなどの工夫をする

こと。

エ 内容の(6)については，ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動の オ 内容の(6)については，ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動の

意義と実施方法について理解させること。また，指導に当たっては，内 意義と実施方法について理解させること。また，指導に当たっては，内

容の(1)から(5)までの学習の発展として扱うこと。 容の(1)から(5)までの学習の発展として，生徒が生活の中から課題を見
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いだし，解決方法を考え，計画を立てて実践できるようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)のアについては，小学校の低学年までの子どもを中心に扱 ア 内容の(1)のイについては，関連する法律や制度の詳細に深入りしな

い，子どもの発達を支える親の役割や子育てを支援する環境に重点を置 いこと。

くこと。また，子どもの福祉については，児童福祉の基本的な理念や地 イ 内容の(2)については，小学校の低学年までの子どもに重点を置いて

域及び社会の果たす役割に重点を置くこと。イについては，日常生活の 扱うこと。アについては，母子保健についても扱うこととするが，妊娠

介助の基礎として，食事，着脱衣，移動などについて体験的に学習させ 出産の詳細に深入りしないこと。ウについては，児童福祉に関する法律

ること。また，高齢者の福祉については，高齢者福祉の基本的な理念や や制度の詳細に深入りしないこと。

地域及び社会の果たす役割に重点を置くこと。

ウ 内容の(3)のイについては，高齢者福祉に関する法律や制度の詳細に

深入りしないこと。また，高齢者福祉サービスについては，代表的なも

のを扱うこと。ウについては，日常生活の介助として，食事，着脱衣，

移動などのうちから選択して実習させること。

イ 内容の(3)のアについては，家庭の経済生活の諸課題について具体的

に扱うようにすること。ウについては，契約，消費者信用及びそれらを

めぐる問題などを取り上げて具体的に扱うこと。

ウ 内容の(4)のイの被服製作については，衣服を中心として扱い，生徒 エ 内容の(4)のイについては，衣服を中心として扱い，被服材料につい

の技術や興味・関心に応じて縫製技術が学習できる題材を選択させるこ ては布を扱うこと。エについては，アからウまでのいずれかにかかわる

と。エについては，生活と環境とのかかわりについて具体的に理解させ 課題を取り上げて実験・実習等をさせること。

ること。 オ 内容の(5)のウについては，契約，消費者信用，問題の発生しやすい

販売方法などを取り上げて，消費者の権利と責任について具体的に理解

させることに重点を置くこと。エについては，生活と資源や環境とのか

かわりについて具体的に理解させることに重点を置くこととし，地球環

境問題に深入りしないこと。

第３ 生活デザイン 第３ 生活技術

１ 目 標 １ 目 標

人の一生と家族・家庭及び福祉，消費生活，衣食住などに関する知識と技術 人の一生と家族・福祉，消費生活，衣食住，家庭生活と技術革新などに関す

を体験的に習得させ，家庭や地域の生活課題を主体的に解決するとともに，生 る知識と技術を体験的に習得させ，生活課題を主体的に解決するとともに，家
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活の充実向上を図る能力と実践的な態度を育てる。 庭生活の充実向上を図る能力と実践的な態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 人の一生と家族・家庭及び福祉 (1) 人の一生と家族・福祉

人の一生を生涯発達の視点でとらえ，各ライフステージの特徴と課題に 人の一生を生涯発達の視点でとらえ，家族や家庭生活の在り方，乳幼児

ついて理解させるとともに，家族や家庭生活の在り方，子どもと高齢者の と高齢者の生活と福祉について理解させ，男女が相互に協力して，家族の

生活と福祉について考えさせ，共に支え合って生活することの重要性につ 一員としての役割を果たし家庭を築くことの重要性について認識させる。

いて認識させる。

ア 青年期の自立と家族・家庭 ア 生涯発達と家族

生涯発達の視点で青年期の課題を理解させ，男女が協力して，家族の 生涯発達の視点で各ライフステージの特徴と課題について理解させ，

一員としての役割を果たし家庭を築くことの重要性について考えさせる 青年期の課題を踏まえて，男女が協力して家庭を築くことの意義と家族

とともに，家庭や地域の生活を創造するために自己の意思決定に基づき， や家庭生活の在り方について考えさせる。

責任をもって行動することが重要であることを認識させる。

イ 子どもの発達と保育 イ 乳幼児の発達と保育・福祉

乳幼児の心身の発達と生活，親の役割と保育，子どもの育つ環境につ 乳幼児の心身の発達と生活，親の役割と保育及び子どもの福祉につい

いて理解させ，子どもを生み育てることの意義を考えさせるとともに， て理解させ，子どもを生み育てることの意義を考えさせるとともに，子

子どもの発達のために親や家族及び地域や社会の果たす役割について認 どもの健全な発達のために，親や家族及び社会の果たす役割が重要であ

識させる。 ることを認識させる。

ウ 高齢期の生活 ウ 高齢者の生活と福祉

高齢期の特徴と生活及び高齢社会の現状と課題について理解させ，高 高齢者の心身の特徴と生活及び高齢者の福祉について理解させ，高齢

齢者の自立生活を支えるために家族や地域及び社会の果たす役割につい 者の自立生活を支えるために家族や地域及び社会の果たす役割が重要で

て認識させる。 あることを認識させる。

エ 共生社会と福祉

生涯を通して家族・家庭の生活を支える福祉や社会的支援について理

解させ，家庭や地域及び社会の一員としての自覚をもって共に支え合っ

て生活することの重要性について認識させる。

オ 子どもとの触れ合い

子どもとの触れ合いを通して，子どもの生活と遊び，子どもの発達と

環境とのかかわりなどについて理解させ，子どもと適切にかかわること
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ができるようにする。

カ 高齢者とのコミュニケーション

高齢者との交流や日常生活の介助などを体験的に学ぶことを通して，

高齢者の自立的な生活を支援することの意味やコミュニケーションの重

要性を理解することができるようにする。

(2) 消費や環境に配慮したライフスタイルの確立 (2) 消費生活と環境

自立した生活を営むために必要な消費生活や生活における経済の計画に 家庭経済や消費生活に関する基礎的な知識を習得させるとともに，現代

関する知識と技術を習得させ，環境に配慮したライフスタイルについて考 の消費生活の課題について認識させ，消費者として責任をもって行動でき

えさせるとともに，主体的に生活を設計することができるようにする。 るようにする。

ア 消費生活と生涯を見通した経済の計画 ア 家庭の経済と消費

消費生活の現状と課題や消費者の権利と責任について理解させ，適切 家庭の経済生活，社会の変化と消費生活及び消費者の権利と責任につ

な意思決定に基づいて行動できるようにするとともに，生涯を見通した いて理解させ，消費者として主体的に判断できるようにする。

生活における経済の管理や計画について考えることができるようにす

る。

イ ライフスタイルと環境 イ 消費行動と環境

生活と環境とのかかわりについて理解させ，持続可能な社会を目指し 現代の消費生活と環境とのかかわりについて理解させ，環境負荷の少

たライフスタイルを工夫し，主体的に行動できるようにする。 ない生活を目指して生活意識や生活様式を見直すことができるようにす

ウ 生涯の生活設計 る。

生涯を見通した自己の生活について考えさせるとともに，主体的に生

活を設計できるようにする。

(3) 家庭生活と技術革新

科学技術の進展が家庭生活に及ぼす影響について理解させ，家庭生活の

充実を図るためのコンピュータの活用や家庭用機器の適切な管理と活用が

できるようにする。

ア 科学技術の進展と家庭生活

家庭生活の変化は科学技術の進展と大きくかかわっていることを理解

させ，科学技術の家庭生活への適切な活用について考えさせる。

イ 家庭生活と情報

高度情報通信社会と家庭生活とのかかわりについて理解させ，コンピ



- 240 -

ュータや情報通信ネットワークを家庭生活に活用できるようにする。

ウ 家庭生活と電気・機械

家庭用機器の機能と活用及び安全と管理について理解させ，家庭用機

器を適切に取り扱うことができるようにする。

(3) 食生活の設計と創造 (4) 食生活の設計と調理

食事と健康とのかかわりや栄養，食品，調理，食べ物のおいしさなどの 栄養，食品，調理などに関する知識と技術を習得させ，充実した食生活

食生活に関する知識と技術を習得させ，食文化に関心をもたせるとともに， を営むことができるようにする。

生涯を通して安全と環境に配慮した食生活を主体的に営むことができるよう

にする。

ア 家族の健康と食事 ア 家族の食生活と栄養

食事の意義を理解させ，家族の健康と栄養や調理など食生活に関する 家族の食生活の現状と課題について考えさせ，健康と栄養とのかかわ

知識と技術を習得させるとともに，生涯を通して健康に配慮した家族の りについて理解させるとともに，健康の保持増進に配慮した食生活の工

食生活を管理できるようにする。 夫ができるようにする。

イ おいしさの科学と調理 イ 食品と調理

食べ物のおいしさの要素や食品の栄養的特質と調理上の性質について 食品の栄養的特質と調理上の性質について理解させ，献立作成ができ

科学的に理解させるとともに，栄養とおいしさを考えた食べ物や食事を るようにするとともに，調理技術の習得を図り，家族の食事を整えるこ

作るために必要な知識と技術を習得させる。 とができるようにする。

ウ 食生活と環境 ウ 食生活の管理

食生活の安全と衛生について理解させ，食料の生産や流通と食生活と 食生活環境の変化及び食生活の安全と衛生について理解させ，健康や

のかかわりや環境に配慮した食生活の在り方を考えさせるとともに，主 安全に配慮した食生活の管理ができるようにする。

体的に家族の食生活を営むことができるようにする。

エ 食生活のデザインと実践

日常の食事や行事食における食の歴史や文化などについて理解させ，

必要な知識と技術を習得させるとともに，食文化を継承し食生活を創造

的に実践することができるようにする。

(4) 衣生活の設計と創造 (5) 衣生活の設計と製作

被服の着装，製作，管理などの衣生活に関する知識と技術を習得させ， 被服の着装，製作，管理などに関する知識と技術を習得させ，充実した

衣文化に関心をもたせるとともに，生涯を通して快適で創造的な衣生活を 衣生活を営むことができるようにする。

主体的に営むことができるようにする。
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ア 装いの科学と表現 ア 被服の機能と着装

被服の機能を科学的に理解させ，目的に応じた被服の選択や自己を表 被服の機能と着装について理解させ，被服計画を考えて被服を適切に

現する着装を工夫できるようにする。 選択し，着装できるようにする。

イ 被服の構成と製作 イ 被服の構成と製作

被服の構成と人体の形や動作及び被服材料とのかかわりを理解させ， 体型や動作と被服とのかかわり及び立体構成と平面構成の特徴につい

製作に必要な知識と技術を習得させるとともに，発想を生かした被服製 て理解させ，デザインに応じた適切な被服材料の選択ができるようにす

作ができるようにする。 るとともに，製作技術の習得を図り，被服の製作ができるようにする。

ウ 衣生活の管理と環境 ウ 衣生活の管理

被服の管理方法や被服材料の性能，被服の構成などについて科学的に 被服材料の性能と加工，被服の管理などについて理解させ，健康や安

理解させ，健康や安全，資源・環境などに配慮した衣生活を主体的に営 全に配慮した衣生活の管理ができるようにする。

むことができるようにする。

エ 衣生活のデザインと実践

衣生活にかかわる歴史や文化などについて理解させ，衣生活を営むた

めに必要な知識と技術を習得させるとともに，衣文化を継承し衣生活を

創造的に実践することができるようにする。

(5) 住生活の設計と創造 (6) 住生活の設計とインテリアデザイン

健康で安全な住生活を営むための住居の機能，住居やインテリアの計画 住居の機能，設計，管理などに関する知識と技術を習得させ，充実した

に関する知識と技術を習得させるとともに，生涯を見通して環境に配慮し 住生活を営むことができるようにする。

た住生活を主体的に営むことができるようにする。

ア 家族の生活と住居 ア 家族の生活と住居

住居の機能と管理，家族の生活とライフステージに応じた住空間につ 住居の機能，家族の生活と住空間及び住環境と地域社会について理解

いて理解させ，安全で健康的な住生活について考えることができるよう させ，快適な住生活と周囲の環境や地域社会とのかかわりについて考え

にする。 させる。

イ 快適さの科学と住空間の設計 イ 住居の設計とインテリア計画

快適な住居について科学的に理解させ，インテリア，園芸などに関す 快適で機能的な住生活を営むために必要な条件について理解させ，家

る基礎的・基本的な知識と技術を習得させるとともに，快適で機能的な 族の形態や暮らし方を想定した住居の平面計画やインテリア計画ができ

住生活を営むために必要な平面計画やインテリア計画ができるようにす るようにする。

る。

ウ 住居と住環境 ウ 住生活の管理
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住居とそれを取り巻く住環境について理解させ，資源・環境などに配 住居の選択と維持管理及び住居の安全と衛生について理解させ，健康

慮した住生活を営むことができるようにする。 や安全に配慮した住生活の管理ができるようにする。

エ 住生活のデザインと実践 エ 生活と園芸

住生活にかかわる歴史や文化などについて理解させ，住生活を営むた 草花や野菜の栽培と利用に関する基礎的な知識と技術を習得させ，園

めに必要な知識と技術を習得させるとともに，住文化を継承し住生活を 芸を用いて生活環境を豊かにする工夫ができるようにする。

創造的に実践することができるようにする。

(6) ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 (7) ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動

自己の家庭生活や地域の生活と関連付けて生活上の課題を設定し，解決

方法を考え，計画を立てて実践することを通して生活を科学的に探究する

方法や問題解決の能力を身に付けさせる。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(1)のオ，カ，(3)のエ，(4)のエ，(5)のエについては，生徒の ア 各学校においては，内容の(3)から(6)までの中から，生徒の興味・関

興味・関心等に応じて，適宜項目を選択して履修させること。 心等に応じて，二つ又は三つの項目を選択して履修させること。

イ 内容の(1)のイ及びウについては，学校や地域の実態等に応じて，学 イ 内容の(1)のイ及びウについては，学校や地域の実態等に応じて，学

校家庭クラブ活動等との関連を図り，乳幼児や高齢者との触れ合いや交 校家庭クラブ活動等との関連を図り，乳幼児や高齢者との触れ合いや交

流などの実践的な活動を取り入れるよう努めること。 流などの実践的な活動を取り入れるよう努めること。

ウ 内容の(2)のウについては，(1)及び(2)のア，イの内容との関連を図

るとともに，(1)から(5)までの学習の中で段階的に扱ったり，「生活デ

ザイン」の学習のまとめとして扱ったりするなどの工夫をすること。

エ 内容の(3)，(4)，(5)については，実験・実習を中心とした指導を行

うよう留意すること。

オ 内容の(6)については，ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動の ウ 内容の(7)については，ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動の

意義と実施方法について理解させること。また，指導に当たっては，内 意義と実施方法について理解させること。また，指導に当たっては，内

容の(1)から(5)までの学習の発展として扱うこと。 容の(1)から(6)までの学習の発展として，生徒が生活の中から課題を見

いだし，解決方法を考え，計画を立てて実践できるようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。
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ア 内容の(1)のイについては，子どもの発達を支えるための親の役割や ア 内容の(1)のイについては，子どもの健全な発達を支えるための親の

子育てを支援する環境に重点を置くこと。イからエについては，生涯に 役割と保育に重点を置くこととし，児童福祉に関する法律や制度の詳細

わたって家族・家庭の生活を支える福祉の基本的な理念に重点を置くこ に深入りしないこと。ウについては，高齢者福祉に関する法律や制度の

と。 詳細に深入りしないこと。

イ 内容の(2)のアについては，契約，消費者信用及びそれらをめぐる問 イ 内容の(2)のアの消費者の権利と責任については，契約，消費者信用，

題などを取り上げて具体的に扱うこと。イについては，環境負荷の少な 問題の発生しやすい販売方法などを取り上げて具体的に扱うこと。イに

い生活の工夫に重点を置くこと。 ついては，環境負荷の少ない生活の工夫に重点を置くこととし，地球環

境問題に深入りしないこと。

ウ 内容の(4)のイの被服製作については，衣服を中心として扱い，生徒

の技術や興味・関心に応じて縫製技術が学習できる題材を選択させるこ

と。

ウ 内容の(3)のイについては，生徒の実態等に応じて適切なソフトウェ

アを選択して，その基本操作ができるようにすること。また，情報通信

ネットワークを活用した情報の収集，処理，発信を扱い，コンピュータ

を家庭生活に活用できるようにすること。その際，情報モラルについて

理解させること。ウについては，身近な家庭用機器を取り上げて，具体

的に扱うこと。

エ 内容の(4)のイについては，調理用機器の特徴を生かした調理や食品

の加工に着目した調理についても扱うこと。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 「家庭基礎」，「家庭総合」及び「生活デザイン」の各科目に配当する総授 (1) 「家庭基礎」，「家庭総合」及び「生活技術」の各科目に配当する総授業時

業時数のうち，原則として10分の５以上を実験・実習に配当すること。 数のうち，原則として10分の５以上を実験・実習に配当すること。

(2) 「家庭基礎」は原則として，同一年次で履修させること。 (2) 「家庭基礎」は原則として，同一年次で履修させること。

(3) 「家庭総合」及び「生活デザイン」を複数の年次にわたって分割して履修 (3) 「家庭総合」及び「生活技術」を複数の年次にわたって分割して履修させ

させる場合には，原則として連続する２か年において履修させること。 る場合には，原則として連続する２か年において履修させること。

(4) 中学校技術・家庭科，公民科，数学科，理科及び保健体育科などとの関連 (4) 中学校技術・家庭科，公民科及び保健体育科などとの関連を図るとともに，
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を図るとともに，教科の目標に即した調和のとれた指導が行われるよう留意 教科の目標に即した調和のとれた指導が行われるよう留意すること。

すること。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどの

活用を図り，学習の効果を高めるようにすること

(1) 生徒が自分の生活に結び付けて学習できるよう，問題解決的な学習を充実 (2) 生徒が自分の生活に結び付けて学習できるよう，問題解決的な学習を充実

すること。 すること。

(3) 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科目

を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を

示したものであり，学校において必要がある場合には，この事項にかかわら

ず指導することができること。

(2) 子どもや高齢者など様々な人々と触れ合い，他者とかかわる力を高める活

動，衣食住などの生活における様々な事象を言葉や概念などを用いて考察す

る活動，判断が必要な場面を設けて理由や根拠を論述したり適切な解決方法

を探究したりする活動などを充実すること。

(3) 食に関する指導については，家庭科の特質を生かして，食育の充実を図る

こと。

(4) 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどの

活用を図り，学習の効果を高めるようにすること。

３ 実験・実習を行うに当たっては，関連する法規等に従い，施設・設備の安全 ３ 実験・実習を行うに当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環境

管理に配慮し，学習環境を整備するとともに，火気，用具，材料などの取扱い を整備するとともに，火気，用具，材料などの取扱いに注意して事故防止の指

に注意して事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意するものとする。 導を徹底し，安全と衛生に十分留意するものとする。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第10節 情 報 第10節 情 報

第１款 目 標 第１款 目 標

情報及び情報技術を活用するための知識と技能を習得させ，情報に関する科学 情報及び情報技術を活用するための知識と技能の習得を通して，情報に関する

的な見方や考え方を養うとともに，社会の中で情報及び情報技術が果たしている 科学的な見方や考え方を養うとともに，社会の中で情報及び情報技術が果たして

役割や影響を理解させ，社会の情報化の進展に主体的に対応できる能力と態度を いる役割や影響を理解させ，情報化の進展に主体的に対応できる能力と態度を育

育てる。 てる。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 社会と情報 第３ 情報Ｃ

１ 目 標 １ 目 標

情報の特徴と情報化が社会に及ぼす影響を理解させ，情報機器や情報通信 情報のディジタル化や情報通信ネットワークの特性を理解させ，表現やコ

ネットワークなどを適切に活用して情報を収集，処理，表現するとともに効 ミュニケーションにおいてコンピュータなどを効果的に活用する能力を養う

果的にコミュニケーションを行う能力を養い，情報社会に積極的に参画する とともに，情報化の進展が社会に及ぼす影響を理解させ，情報社会に参加す

態度を育てる。 る上での望ましい態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 情報の活用と表現 (1) 情報のディジタル化

ア 情報とメディアの特徴

情報機器や情報通信ネットワークなどを適切に活用するために，情報

の特徴とメディアの意味を理解させる。

イ 情報のディジタル化 ア 情報のディジタル化の仕組み
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情報のディジタル化の基礎的な知識と技術及び情報機器の特徴と役割 コンピュータなどにおける，文字，数値，画像，音などの情報のディ

を理解させるとともに，ディジタル化された情報が統合的に扱えること ジタル化の仕組みを理解させる。

を理解させる。

イ 情報機器の種類と特性

身のまわりに見られる情報機器について，その機能と役割を理解させ

るとともに，ディジタル化により多様な形態の情報が統合的に扱えるこ

とを理解させる。

ウ 情報の表現と伝達 ウ 情報機器を活用した表現方法

情報を分かりやすく表現し効率的に伝達するために，情報機器や素材 情報機器を活用して多様な形態の情報を統合することにより，伝えた

を適切に選択し利用する方法を習得させる。 い内容を分かりやすく表現する方法を習得させる。

(2) 情報通信ネットワークとコミュニケーション (2) 情報通信ネットワークとコミュニケーション

ア コミュニケーション手段の発達

コミュニケーション手段の発達をその変遷と関連付けて理解させると

ともに，通信サービスの特徴をコミュニケーションの形態とのかかわり

で理解させる。

イ 情報通信ネットワークの仕組み ア 情報通信ネットワークの仕組み

情報通信ネットワークの仕組みと情報セキュリティを確保するための 情報通信ネットワークの仕組みとセキュリティを確保するための工夫

方法を理解させる。 について理解させる。

イ 情報通信の効率的な方法

情報伝達の速度や容量を表す単位について理解させるとともに，情報

通信を速く正確に行うための基本的な考え方を理解させる。

ウ 情報通信ネットワークの活用とコミュニケーション ウ コミュニケーションにおける情報通信ネットワークの活用

情報通信ネットワークの特性を踏まえ，効果的なコミュニケーション 電子メールや電子会議などの情報通信ネットワーク上のソフトウェア

の方法を習得させるとともに，情報の受信及び発信時に配慮すべき事項 について，コミュニケーションの目的に応じた効果的な活用方法を習得

を理解させる。 させる。

(3) 情報社会の課題と情報モラル (3) 情報の収集・発信と個人の責任

ア 情報化が社会に及ぼす影響と課題

情報化が社会に及ぼす影響を理解させるとともに，望ましい情報社会

の在り方と情報技術を適切に活用することの必要性を理解させる。
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イ 情報セキュリティの確保

個人認証と暗号化などの技術的対策や情報セキュリティポリシーの策

定など，情報セキュリティを高めるための様々な方法を理解させる。

ウ 情報社会における法と個人の責任 ア 情報の公開・保護と個人の責任

多くの情報が公開され流通している現状を認識させるとともに，情報 多くの情報が公開され流通している実態と情報の保護の必要性及び情

を保護することの必要性とそのための法規及び個人の責任を理解させ 報の収集・発信に伴って発生する問題と個人の責任について理解させ

る。 る。

イ 情報通信ネットワークを活用した情報の収集・発信

身のまわりの現象や社会現象などについて，情報通信ネットワークを

活用して調査し，情報を適切に収集・分析・発信する方法を習得させる。

(4) 望ましい情報社会の構築 (4) 情報化の進展と社会への影響

ア 社会における情報システム ア 社会で利用されている情報システム

情報システムの種類や特徴を理解させるとともに，それらが社会生活 社会で利用されている代表的な情報システムについて，それらの種類

に果たす役割と及ぼす影響を理解させる。 と特性，情報システムの信頼性を高める工夫などを理解させる。

イ 情報システムと人間 イ 情報化が社会に及ぼす影響

人間にとって利用しやすい情報システムの在り方，情報通信ネットワ 情報化が社会に及ぼす影響を様々な面から認識させ，望ましい情報社

ークを活用して様々な意見を提案し集約するための方法について考えさ 会の在り方を考えさせる。

せる。

ウ 情報社会における問題の解決

情報機器や情報通信ネットワークなどを適切に活用して問題を解決す

る方法を習得させる。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)については，情報の信頼性，信憑性及び著作権などに配慮し (1) 内容の(1)のアについては，文字コード，２進数表現，標本化などにつ
ぴょう

たコンテンツの作成を通して扱うこと。イについては，標本化や量子化を いて，図を用いた説明などによって基本的な考え方を扱い，数理的，技術

取り上げ，コンピュータの内部では情報がディジタル化されていることに 的な内容に深入りしないようにする。ウについては，実習を中心に扱い，

ついて扱うこと。ウについては，実習を中心に扱い，生徒同士で相互評価 生徒同士で相互評価させる学習を取り入れるようにする。

させる活動を取り入れること。

(2) 内容の(2)のイについては，電子メールやウェブサイトなどを取り上げ， (2) 内容の(2)のアのセキュリティを確保するための工夫については，身近
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これらの信頼性，利便性についても扱うこと。ウについては，実習を中心 な事例を通して，個人認証や暗号化の必要性，情報通信ネットワークの保

に扱い，情報の信憑性や著作権などへの配慮について自己評価させる活 守・管理の重要性などを扱うものとする。イについては，誤り検出・訂正，
ぴょう

動を取り入れること。 情報の圧縮などの原理を平易に扱うものとする。ウについては，実習を中

心に扱うようにする。

(3) 内容の(3)のアについては，望ましい情報社会の在り方と情報技術の適 (3) 内容の(3)のアの情報の保護の必要性については，プライバシーや著作

切な活用について生徒が主体的に考え，討議し，発表し合うなどの活動を 権などの観点から扱い，情報の収集・発信に伴って発生する問題について

取り入れること。イについては，情報セキュリティを確保するためには技 は，誤った情報や偏った情報が人間の判断に及ぼす影響，不適切な情報へ

術的対策と組織的対応とを適切に組み合わせることの重要性についても扱 の対処法などの観点から扱うようにする。イについては，適切な題材を選

うこと。ウについては，知的財産や個人情報の保護などについて扱い，情 び，情報の収集から分析・発信までを含めた一連の実習を中心に扱うよう

報の収集や発信などの取扱いに当たっては個人の適切な判断が重要である にする。情報の分析については，表計算ソフトウェアなどの簡単な統計分

ことについても扱うこと。 析機能やグラフ作成機能などを扱うようにする。

(4) 内容の(4)については，望ましい情報社会を構築する上での人間の役割 (4) 内容の(4)のイについては，情報化が社会に及ぼす影響を，情報通信ネ

について生徒が主体的に考え，討議し，発表し合うなどの活動を取り入れ ットワークなどを活用して調べたり，討議したりする学習を取り入れるよ

ること。イについては，生徒に情報システムの改善策などを提案させるな うにする。

ど，様々な意見を提案し集約する活動を取り入れること。

第２ 情報の科学 第２ 情報Ｂ

１ 目 標 １ 目 標

情報社会を支える情報技術の役割や影響を理解させるとともに，情報と情 コンピュータにおける情報の表し方や処理の仕組み，情報社会を支える情

報技術を問題の発見と解決に効果的に活用するための科学的な考え方を習得 報技術の役割や影響を理解させ，問題解決においてコンピュータを効果的に

させ，情報社会の発展に主体的に寄与する能力と態度を育てる。 活用するための科学的な考え方や方法を習得させる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) コンピュータと情報通信ネットワーク

ア コンピュータと情報の処理

コンピュータにおいて，情報が処理される仕組みや表現される方法を

理解させる。

イ 情報通信ネットワークの仕組み

情報通信ネットワークの構成要素，プロトコルの役割，情報通信の仕
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組み及び情報セキュリティを確保するための方法を理解させる。

ウ 情報システムの働きと提供するサービス

情報システムとサービスについて，情報の流れや処理の仕組みと関連

付けながら理解させ，それらの利用の在り方や社会生活に果たす役割と

及ぼす影響を考えさせる。

(2) 問題解決とコンピュータの活用 (1) 問題解決とコンピュータの活用

ア 問題解決の基本的な考え方 ア 問題解決における手順とコンピュータの活用

問題の発見，明確化，分析及び解決の方法を習得させ，問題解決の目 問題解決においては，解決の手順と用いる手段の違いが結果に影響を

的や状況に応じてこれらの方法を適切に選択することの重要性を考えさ 与えること及びコンピュータの適切な活用が有効であることを理解させ

せる。 る。

イ 問題の解決と処理手順の自動化

問題の解法をアルゴリズムを用いて表現する方法を習得させ，コンピ

ュータによる処理手順の自動実行の有用性を理解させる。

イ コンピュータによる情報処理の特徴

コンピュータを適切に活用する上で知っておくべきコンピュータによ

る情報処理の長所と短所を理解させる。

(2) コンピュータの仕組みと働き

ア コンピュータにおける情報の表し方

文字，数値，画像，音などの情報をコンピュータ上で表す方法につい

ての基本的な考え方及び情報のディジタル化の特性を理解させる。

イ コンピュータにおける情報の処理

コンピュータの仕組み，コンピュータ内部での基本的な処理の仕組み

及び簡単なアルゴリズムを理解させる。

ウ 情報の表し方と処理手順の工夫の必要性

コンピュータを活用して情報の処理を行うためには，情報の表し方と

処理手順の工夫が必要であることを理解させる。

(3) 問題のモデル化とコンピュータを活用した解決

ウ モデル化とシミュレーション ア モデル化とシミュレーション

モデル化とシミュレーションの考え方や方法を理解させ，実際の問題 身のまわりの現象や社会現象などを通して，モデル化とシミュレーシ
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解決に活用できるようにする。 ョンの考え方や方法を理解させ，実際の問題解決に活用できるようにす

る。

(3) 情報の管理と問題解決

ア 情報通信ネットワークと問題解決

問題解決における情報通信ネットワークの活用方法を習得させ，情報

を共有することの有用性を理解させる。

イ 情報の蓄積・管理とデータベース イ 情報の蓄積・管理とデータベースの活用

情報を蓄積し管理・検索するためのデータベースの概念を理解させ， 情報を蓄積・管理するためのデータベースの概念を理解させ，簡単な

問題解決にデータベースを活用できるようにする。 データベースを設計し，活用できるようにする。

ウ 問題解決の評価と改善

問題解決の過程と結果について評価し，改善することの意義や重要性

を理解させる。

(4) 情報技術の進展と情報モラル (4) 情報社会を支える情報技術

ア 社会の情報化と人間 ア 情報通信と計測・制御の技術

社会の情報化が人間に果たす役割と及ぼす影響について理解させ，情 情報通信と計測・制御の仕組み及び社会におけるそれらの技術の活用

報社会を構築する上での人間の役割を考えさせる。 について理解させる。

イ 情報社会の安全と情報技術 イ 情報技術における人間への配慮

情報社会の安全とそれを支える情報技術の活用を理解させ，情報社会 情報技術を導入する際には，安全性や使いやすさを高めるための配慮

の安全性を高めるために個人が果たす役割と責任を考えさせる。 が必要であることを理解させる。

ウ 情報社会の発展と情報技術 ウ 情報技術の進展が社会に及ぼす影響

情報技術の進展が社会に果たす役割と及ぼす影響を理解させ，情報技 情報技術の進展が社会に及ぼす影響を認識させ，情報技術を社会の発

術を社会の発展に役立てようとする態度を育成する。 展に役立てようとする心構えについて考えさせる。

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)のアについては，標本化や量子化などについて扱うこと。イ (1) 内容の(1)については，(2)以降の内容の基礎となる体験ができるような

については，情報のやり取りを図を用いて説明するなどして，情報通信ネ 実習を扱うようにする。アについては，問題解決の手順を明確に記述させ

ットワークやプロトコルの仕組みを理解させることを重視すること。ウに る指導を取り入れるようにする。イについては，人間とコンピュータの情

ついては，情報システムが提供するサービスが生活に与えている変化につ 報処理を対比させて，コンピュータの処理の高速性を示す例や，人間にと

いて扱うこと。 っては簡単な情報処理がコンピュータでは必ずしも簡単ではない例などを



- 251 -

体験できる実習を扱うようにする。

(2) 内容の(2)のアについては，生徒に複数の解決策を考えさせ，目的と状 (2) 内容の(2)については，コンピュータや模型などを使った学習を取り入

況に応じて解決策を選択させる活動を取り入れること。イ及びウについて れるようにする。ア及びイについては，図を用いた説明などによって基本

は，学校や生徒の実態に応じて，適切なアプリケーションソフトウェアや 的な考え方を理解させることを重視するようにする。イのコンピュータ内

プログラム言語を選択すること。 部での基本的な処理の仕組みについては，一つ一つの命令がステップで動

いていることを扱う程度とする。アルゴリズムの具体例については，並べ

替えや探索などのうち，基本的なものにとどめるようにする。ウについて

は，生徒自身に工夫させることができる簡単な課題を用いて，実習を中心

に扱い，結果を生徒同士で相互評価させるような学習を取り入れるように

する。

(3) 内容の(3)については，実際に処理又は創出した情報について生徒に評 (3) 内容の(3)については，ソフトウェアやプログラミング言語を用い，実

価させる活動を取り入れること。アについては，学校や生徒の実態に応じ 習を中心に扱うようにする。その際，ソフトウェアの利用技術やプログラ

て，適切なアプリケーションソフトウェアや情報通信ネットワークを選択 ミング言語の習得が目的とならないようにする。ア及びイについては，基

すること。イについては，簡単なデータベースを作成する活動を取り入れ， 本的な考え方は必ず扱うが，実習については，生徒の実態等に応じ，いず

情報が喪失した際のリスクについて扱うこと。 れかを選択して扱うことができる。アについては，内容の(2)のイ，ウ及

び(4)のアと関連付けた題材や，時間経過や偶然性に伴って変化する現象

などのうち，簡単にモデル化できる題材を扱い，数理的，技術的な内容に

深入りしないようにする。

(4) 内容の(4)については，生徒が主体的に考え，討議し，発表し合うなど (4) 内容の(4)のアについては，動作を確認できるような学習を取り入れる

の活動を取り入れること。アについては，情報機器や情報通信ネットワー ようにする。ウについては，情報技術の進展が社会に及ぼす影響について，

クの様々な機能を簡単に操作できるようにする工夫及び高齢者や障害者に 情報通信ネットワークなどを活用して調べたり，討議したりする学習を取

よる利用を容易にする工夫などについても扱うこと。イについては，情報 り入れるようにする。

通信ネットワークなどを使用した犯罪などについて取り上げ，情報セキュ

リティなどに関する情報技術の適切な活用方法についても扱うこと。ウに

ついては，情報技術を適切に活用するための個人の責任や態度について取

り上げ，情報技術を社会の発展に役立てようとする心構えを身に付けさせ

ること。

第１ 情報Ａ
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１ 目 標

コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用を通して，情報を適切に

収集・処理・発信するための基礎的な知識と技能を習得させるとともに，情

報を主体的に活用しようとする態度を育てる。

２ 内 容

(1) 情報を活用するための工夫と情報機器

ア 問題解決の工夫

問題解決を効果的に行うためには，目的に応じた解決手順の工夫とコ

ンピュータや情報通信ネットワークなどの適切な活用が必要であること

を理解させる。

イ 情報伝達の工夫

情報を的確に伝達するためには，伝達内容に適した提示方法の工夫と

コンピュータや情報通信ネットワークなどの適切な活用が必要であるこ

とを理解させる。

(2) 情報の収集・発信と情報機器の活用

ア 情報の検索と収集

情報通信ネットワークやデータベースなどの活用を通して，必要とす

る情報を効率的に検索・収集する方法を習得させる。

イ 情報の発信と共有に適した情報の表し方

情報を効果的に発信したり，情報を共有したりするためには，情報の

表し方に工夫や取決めが必要であることを理解させる。

ウ 情報の収集・発信における問題点

情報通信ネットワークやデータベースなどを利用した情報の収集・発

信の際に起こり得る具体的な問題及びそれを解決したり回避したりする

方法の理解を通して，情報社会で必要とされる心構えについて考えさせ

る。

(3) 情報の統合的な処理とコンピュータの活用

ア コンピュータによる情報の統合
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コンピュータの機能とソフトウェアとを組み合わせて活用することを

通して，コンピュータは多様な形態の情報を統合できることを理解させ

る。

イ 情報の統合的な処理

収集した多様な形態の情報を目的に応じて統合的に処理する方法を習

得させる。

(4) 情報機器の発達と生活の変化

ア 情報機器の発達とその仕組み

情報機器の発達の歴史に沿って，情報機器の仕組みと特性を理解させ

る。

イ 情報化の進展が生活に及ぼす影響

情報化の進展が生活に及ぼす影響を身のまわりの事例などを通して認

識させ，情報を生活に役立て主体的に活用しようとする心構えについて

考えさせる。

ウ 情報社会への参加と情報技術の活用

個人が情報社会に参加する上でコンピュータや情報通信ネットワーク

などを適切に使いこなす能力が重要であること及び将来にわたって情報

技術の活用能力を高めていくことが必要であることを理解させる。

３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)の実習については，内容の(2)及び(3)とのつながりを考慮し

たものを扱うようにする。アについては，一つの問題に対し，複数の解決

方法を試み，それらの結果を比較する実習を，イについては，プレゼンテ

ーション用ソフトウェアなどを活用した実習を扱うようにする。

(2) 内容の(2)については，情報通信ネットワークなどを活用した実習を中

心に扱うようにする。アについては，情報の検索・収集の工夫と情報を提

供する側の工夫との関連性に触れるものとする。イについては，情報の利

用の仕方に応じた表し方の選択や，情報の作成，利用にかかわる共通の取

決めの必要性を扱うものとする。ウについては，情報の伝達手段の信頼性，
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情報の信憑（ぴょう）性，情報発信に当たっての個人の責任，プライバシ

ーや著作権への配慮などを扱うものとする。

(3) 内容の(3)のアについては，周辺機器やソフトウェアなどの活用方法を

扱うが，技術的な内容に深入りしないようにする。イについては，多様な

形態の情報を統合的に活用することが必要な課題を設定し，文書処理，表

計算，図形・画像処理，データベースなどのソフトウェアを目的に応じて

使い分けたり組み合わせたりして活用する実習を中心に扱うようにする。

(4) 内容の(4)のアについては，いろいろな情報機器についてアナログとデ

ィジタルとを対比させる観点から扱うとともに，コンピュータと情報通信

ネットワークの仕組みも扱うものとする。その際，技術的な内容に深入り

しないようにする。イについては，情報化の進展に伴う生活スタイルや仕

事の内容・方法などの変化を調べたり，討議したりする学習を取り入れる

ようにする。ウについては，内容の(1)から(4)のイまでの学習と関連させ

て扱うようにする。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 中学校における情報教育の成果を踏まえ，情報科での学習が他の各教科・ (1) 中学校での学習の程度を踏まえるとともに，情報科での学習が他の各教科

科目等の学習に役立つよう，他の各教科・科目等との連携を図ること。 ・科目等の学習に役立つよう，他の各教科・科目等との連携を図ること。

(2) 各科目の目標及び内容等に即して，コンピュータや情報通信ネットワーク (2) 各科目の目標及び内容等に即してコンピュータや情報通信ネットワークな

などを活用した実習を積極的に取り入れること。 どを活用した実習を積極的に取り入れること。原則として，「情報Ａ」では

総授業時数の２分の１以上を，「情報Ｂ」及び「情報Ｃ」では総授業時数の

３分の１以上を，実習に配当すること。

(3) 各科目は，原則として，同一年次で履修させること。

(4) 情報機器を活用した学習を行うに当たっては，生徒の健康と望ましい習慣 (3) 情報機器を活用した学習を行うに当たっては，生徒の健康と望ましい習慣

を身に付ける観点から，照明やコンピュータの使用時間などに留意すること。 を身に付ける観点から，照明やコンピュータの使用時間などに留意すること。

(5) 公民科及び数学科などとの関連を図るとともに，教科の目標に即した調和

のとれた指導が行われるよう留意すること。
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２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導においては，内容の全体を通じて知的財産や個人情報の保護 (1) 各科目の指導においては，内容の全体を通して情報モラルの育成を図るこ

などの情報モラルの育成を図ること。 と。

(2) 各科目の指導においては，内容の全体を通じて体験的な学習を重視し，実

践的な能力と態度の育成を図ること。

(3) 授業で扱う具体例などについては，情報技術の進展に対応して適宜見直し (2) 授業で扱う具体例などについては，情報技術の進展に対応して適宜見直す

を図ること。 必要があるが，技術的な内容に深入りしないよう留意すること。

(3) 各科目の内容の取扱いのうち，内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科

目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等

を示したものであり，学校において必要がある場合には，この事項にかかわ

らず指導することができること。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第３章 主として専門学科において開設される各教科 第３章 専門教育に関する各教科

第１節 農 業 第１節 農 業

第１款 目 標 第１款 目 標

農業の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，農業の社会的 農業の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，農業の社会的

な意義や役割について理解させるとともに，農業に関する諸課題を主体的，合理 な意義や役割を理解させるとともに，農業に関する諸課題を主体的，合理的に解

的に，かつ倫理観をもって解決し，持続的かつ安定的な農業と社会の発展を図る 決し，農業の充実と社会の発展を図る創造的，実践的な能力と態度を育てる。

創造的な能力と実践的な態度を育てる。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 農業と環境 第１ 農業科学基礎

１ 目 標 １ 目 標

農業生物の育成と環境の保全についての体験的，探究的な学習を通して， 農業生物の育成についての体験的，探究的な学習を通して，農業に関する

農業及び環境に関する学習について興味・関心を高めるとともに，科学的思 基礎的な知識と技術を習得させ，農業及び農業学習についての興味・関心を

考力と課題解決能力を育成し，農業及び環境に関する基礎的な知識と技術を 高めるとともに，科学的思考力と問題解決能力を伸ばし，農業の各分野の発

習得させ，農業の各分野で活用する能力と態度を育てる。 展を図る能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 暮らしと農業 (1) 農業と人間生活

ア 食と農業 ア 農業と食料供給

イ 生活と農業 イ 農業と環境保全
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ウ 環境と農業 ウ 農業の多面的な役割

エ 農業の動向と課題 (2) 農業生物と栽培環境

(2) 農業生産の基礎 ア 農業生物の特性

ア 農業生物の種類と特性 イ 栽培環境の要素

イ 農業生物の栽培・飼育 (3) 農業生産の基礎

ウ 育成環境の要素 ア 農業生物の栽培・飼育

エ 農業生産物の利用 イ 農業生産物の利用

オ 農業生産の計画・管理・評価 ウ 農業生産の計画・管理・評価

(3) 環境の調査・保全・創造 (4) 農業学習と学校農業クラブ活動

ア 環境の調査 ア 農業学習の特質

イ 環境の保全 イ プロジェクト学習

ウ 環境の創造 ウ 学校農業クラブ活動

(4) 農業学習と学校農業クラブ活動

ア 農業学習の特質

イ プロジェクト学習

ウ 学校農業クラブ活動

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(1)については，地域農業の見学や地域環境の観察及び統計資 ア 内容の(1)については，地域農業の見学や統計資料を用いた具体的な

料を用いた具体的な学習を通して，農業の社会的な役割と環境・暮らし 学習を通して，農業の社会的な役割について理解させ，農業と農業学習

とのかかわりについて理解させ，農業の各分野に関する学習に関心をも に関心をもたせること。

たせること。 イ 内容の(2)及び(3)については，農業生物の育成に関する実験・実習や

イ 内容の(2)については，農業生物の育成に関するプロジェクト学習を プロジェクト学習を通して，農業生物の特性と栽培環境の関係について

通して，農業生物の育成と栽培・飼育環境を関連付けて理解させるとと 理解させ，科学的な見方と実践力を育てるよう留意すること。なお，地

もに，科学的な見方と実践力を育てること。なお，地域農業の実態や学 域農業の実態や学科の特色に応じて，題材として適切な農業生物を選定

科の特色に応じて，題材として適切な農業生物を選定すること。 すること。

ウ 内容の(3)については，地域環境などの調査や保全・創造に関する体 ウ 内容の(3)のアについては，学科の特色に応じて，栽培又は飼育のい
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験的な学習活動を通して，環境保全・創造の重要性などについて理解さ ずれかを選択して扱うことができること。

せるとともに，科学的な見方と実践力を育てること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，食料の生産と供給をはじめとした農業の多面 ア 内容の(1)については，食料の生産と供給，環境の保全と創造，保健

的な役割，生態系における物質循環，地域環境や地球環境と人間生活と 休養の場の提供などの農業の多面的な役割と人間生活との関係について

の相互関係及び農業の動向と課題について基礎的な内容を扱うこと。 基本的な内容を扱うこと。

イ 内容の(2)については，農業生物の生理・生態的な特性，気象など育 イ 内容の(2)については，農業生物の生理・生態的な特性，気象などの

成環境の要素及びそれらの相互関係を扱うこと。また，農業生物の栽培 栽培環境の要素及びそれらの相互関係を扱うこと。なお，栽培環境の調

や飼育から加工，利用までの基礎的な内容と農業生産の計画・管理・評 節については詳細に深入りしないこと。

価の方法の基礎的な内容を扱うこと。 ウ 内容の(3)については，作物などの栽培や家畜の飼育から農業生産物

ウ 内容の(3)については，地域環境などの調査の方法，森林による国土 の加工，利用までの基本的な内容と農業生産の計画・管理・評価の方法

・環境の保全や都市緑地における景観創造の機能などについて基礎的な の基本的な内容を扱うこと。なお，肥料，飼料及び農薬については，網

内容を扱うこと。 羅的な扱いをしたり詳細に深入りしたりしないこと。

エ 内容の(4)については，農業生物の育成や環境の保全などの農業学習 エ 内容の(4)については，農業生物の育成などの農業学習の特質，プロ

の特質，プロジェクト学習の進め方並びに学校農業クラブ活動の目標， ジェクト学習の進め方並びに学校農業クラブ活動の目標，内容，組織及

内容，組織及び実践方法を扱うこと。 び実践方法を扱うこと。

第２ 環境科学基礎

１ 目 標

環境の保全，創造と農業生物の育成についての体験的，探究的な学習を通

して，環境と農業に関する基礎的な知識と技術を習得させ，環境及び環境学

習についての興味・関心を高めるとともに，科学的思考力と問題解決能力を

伸ばし，農業における環境の分野の発展を図る能力と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 環境と人間生活

ア 森林，河川，耕地の生態系

イ 地域環境と人間生活

ウ 地球環境と人間生活
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(2) 環境の調査

ア 植生調査

イ 水質調査

ウ その他の調査

(3) 環境の保全，創造

ア 森林と環境保全

イ 緑地と景観創造

(4) 農業生物の育成

ア 農業生物の特性

イ 栽培環境の要素

ウ 農業生物の栽培

(5) 環境学習と学校農業クラブ活動

ア 環境学習の特質

イ プロジェクト学習

ウ 学校農業クラブ活動

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 内容の(1)については，地域環境の観察や統計資料を用いた具体的な

学習を通して，環境と人間生活の相互関係及び生態系における物質循環

について理解させ，環境と環境学習に関心をもたせること。

イ 内容の(2)については，観察や調査などを通して，地域の環境要因と

環境調査の方法を体験的に理解させること。

ウ 内容の(2)及び(3)については，地域の実態や学科の特色に応じて，い

ずれかを選択して扱うことができること。

エ 内容の(3)については，観察や実習などを通して，森林による国土・

環境の保全及び都市や農村の緑地による景観創造の機能を体験的に理解

させること。

オ 内容の(4)については，農業生物の育成に関する実験・実習やプロジ
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ェクト学習を通して，作物などの特性と栽培環境の関係について理解さ

せ，科学的な見方と実践力を育てるよう留意すること。なお，地域農業

の実態や学科の特色に応じて，題材として適切な農業生物を選定するこ

と。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，森林，河川や耕地の生態系，生態系における

物質循環及び地域環境や地球環境と人間生活との相互関係について基本

的な内容を扱うこと。

イ 内容の(2)のア及びイについては，植物の種類や生態などの植生調査

及び水の透明度や水素イオン濃度などの水質調査を扱うこと。ウについ

ては，地域の実態や学科の特色に応じて，土壌調査などを扱うこと。

ウ 内容の(3)については，森林による大気浄化や土砂の流出防止などの

環境保全機能及び緑地による景観の保全や形成などの機能を扱うこと。

エ 内容の(4)については，作物などの栽培方法や生理・生態的な特性，

気象などの栽培環境の要素及びそれらの相互関係を扱うこと。なお，肥

料や農薬については，網羅的な扱いをしたり詳細に深入りしたりしない

こと。

オ 内容の(5)については，環境の保全など環境学習の特質，プロジェク

ト学習の進め方並びに学校農業クラブ活動の目標，内容，組織及び実践

方法を扱うこと。

第２ 課題研究 第３ 課題研究

１ 目 標 １ 目 標

農業に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門的 農業に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門的

な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創 な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創

造的な学習態度を育てる。 造的な学習態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容
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(1) 調査，研究，実験 (1) 調査，研究，実験

(2) 作品製作 (2) 作品製作

(3) 産業現場等における実習 (3) 産業現場等における実習

(4) 職業資格の取得 (4) 職業資格の取得

(5) 学校農業クラブ活動 (5) 学校農業クラブ活動

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(5)までの中 ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(5)までの中

から，個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は から，個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は

内容の(1)から(5)までの２項目以上にまたがる課題を設定することがで 内容の(1)から(5)までの２項目以上にまたがる課題を設定することがで

きること。 きること。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるようにすること。 イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第３ 総合実習 第４ 総合実習

１ 目 標 １ 目 標

農業の各分野に関する体験的な学習を通して，総合的な知識と技術を習得 農業の各分野に関する体験的な学習を通して，総合的な技術を習得させ，

させ，経営と管理についての理解を深めさせるとともに，企画力や管理能力 経営と管理についての理解を深めさせるとともに，管理能力や企画力など農

などを身に付け，農業の各分野の改善を図る実践的な能力と態度を育てる。 業の各分野の改善を図る実践的な能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 農業の各分野に関する総合的な実習 (1) 農業の各分野に関する総合的な実習

ア 専門技術総合実習 ア 専門技術総合実習

イ 経営管理総合実習 イ 経営管理総合実習

(2) 農業の産業現場等における総合的な実習 (2) 農業の各産業現場等における総合的な実習

ア 専門技術総合実習 ア 専門技術総合実習

イ 経営管理総合実習 イ 経営管理総合実習

(3) 学校農業クラブ活動 (3) 学校農業クラブ活動
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３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(1)については，農業の各分野の総合的な実習を通して，経営 ア 内容の(1)については，農業の各分野の総合的な実習を通して，経営

や管理における技術の役割と各技術の相互関係を体験的に理解させ，経 や管理における技術の役割と各技術の相互関係を体験的に理解させ，経

営や管理の改善を図る実践的な能力と態度を育てること。 営や管理の改善を図る実践的な能力と態度を育てること。

イ 内容の(2)については，産業現場等における総合的な実習を通して， イ 内容の(2)については，産業現場等における総合的な実習を通して，

技術の実践的な役割と経営や管理の実際を体験的に理解させ，経営や管 技術の実践的な役割と経営や管理の実際を体験的に理解させ，経営や管

理の改善を図る実践的な能力と態度を育てること。なお，(2)について 理の改善を図る実践的な能力と態度を育てること。なお，(2)について

は，地域の実態や学科の特色に応じて，扱わないことができること。 は，地域の実態や学科の特色に応じて，扱わないことができること。

ウ 内容の(3)については，農業の各分野の学習を基に，学校農業クラブ ウ 内容の(3)については，農業の各分野の学習を基に，学校農業クラブ

活動における自主的な研究活動を通して，技術及び経営と管理を体験的 活動における自主的な研究活動を通して，技術及び経営と管理を体験的

に理解させ，農業の各分野の改善を図る実践的な能力と態度を育てるこ に理解させ，農業の各分野の改善を図る実践的な能力と態度を育てるこ

と。 と。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，農業の各分野の技術及び経営と管理について ア 内容の(1)については，農業の各分野の技術及び経営と管理について

基礎的な内容を総合的に扱うこと。 基本的な内容を総合的に扱うが，個別の技術については，過度に専門的

にならないよう留意すること。

第４ 農業情報処理 第５ 農業情報処理

１ 目 標 １ 目 標

社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させ，情報に関する 社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させ，情報処理に関

知識と技術を習得させるとともに，農業情報及び環境情報を主体的に活用す する知識と技術を習得させるとともに，農業の各分野で情報及び情報手段を

る能力と態度を育てる。 活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 産業社会と情報 (1) 産業社会と情報

ア 情報とその活用 ア 情報とその活用



- 263 -

イ 農林業における情報の役割 イ 農業の各分野における情報の役割

(2) 情報モラルとセキュリティ ウ 情報モラルとセキュリティ管理

ア 情報モラル (2) 農業における情報手段の活用

イ 情報のセキュリティ管理 ア ハードウェアとソフトウェア

(3) 情報技術 イ 情報システム

ア ハードウェアとソフトウェア ウ マルチメディアとデータ

イ 情報通信ネットワーク (3) 農業における情報の活用

ウ 情報システム ア 情報通信ネットワーク

(4) 農業情報及び環境情報の活用 イ 生産，加工，流通のシステム化

ア 生産・加工・流通・経営のシステム ウ 農業情報の活用

イ 農業情報の活用

ウ 森林情報の活用

エ 環境情報の活用

(5) 農業学習と情報活用

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(1)については，農業分野を中心に産業社会における情報の活 ア 内容の(1)については，農業分野を中心に産業社会における情報の活

用の具体的な事例を通して，情報の意義を理解させるとともに，農業の 用の具体的な事例を通して，情報の意義を理解させるとともに，農業の

各分野における情報の役割について関心をもたせること。 各分野における情報の役割について関心をもたせること。

イ 内容の(3)については，実習や産業現場の見学等を通して，情報，情 イ 内容の(2)及び(3)については，実習や産業現場の見学等を通して，農

報機器，情報通信ネットワーク，ソフトウェアなどを活用する能力を育 業の各分野において，情報と情報手段を活用する能力を育てること。な

てること。なお，生徒の実態や学科の特色に応じて，内容の一部に重点 お，学科の特色や生徒の実態等に応じて，内容の一部に重点を置くなど

を置くなどの工夫を加えること。 の工夫を加えること。

ウ 内容の(4)については，実習及び産業現場での見学や体験等を通して，

情報の流れや情報システムが活用されている実際の状況を理解し，実践

的な情報活用ができるようにすること。

エ 内容の(5)については，農業の各科目の学習や学校農業クラブ活動の
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プロジェクト学習を進める各段階において，情報及び情報技術を効果的

に活用できるようにすること。また，課題の発見・解決に必要な創造的

思考力や科学的判断力，コミュニケーション能力などの育成に配慮する

とともに，情報機器や情報通信ネットワーク等を活用して学習の成果を

整理・発信する能力や態度を育てること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，情報化の進展に伴う産業や生活の変化に ア 内容の(1)のア及びイについては，高度情報通信社会の特質，情報と

ついて扱うこと。イについては，農林業に関係する情報の収集，処理及 データの意味と性質並びに農業の各分野における情報の収集，処理及び

び活用の基礎的な内容を扱うこと。 活用の基本的な内容を扱うこと。ウについては，著作権やプライバシー

イ 内容の(2)については，個人のプライバシーや著作権など知的財産の の保護など情報モラルの必要性と個人情報のセキュリティ管理の重要性

保護，収集した情報の管理，発信する情報に対する責任などの情報モラ について理解させること。

ル及び情報通信ネットワークシステムにおけるセキュリティ管理の重要 イ 内容の(2)については，目的に応じた情報機器やソフトウェアの選択，

性について扱うこと。 アプリケーションソフトウェアの使用法，農業情報に関するシステムの

ウ 内容の(3)については，目的に応じた情報機器やソフトウェアの選択， 活用及びマルチメディアとデータについて基本的な内容を扱うこと。

アプリケーションソフトウェアの使用法，情報通信ネットワークを活用 ウ 内容の(3)については，情報通信ネットワークを活用した情報の収集，

した情報の収集，処理及び発信並びに情報システムの活用について，一 処理，発信，農業の各分野におけるシステム化及び農業技術や経営に関

般的な内容と農業に関連する内容を扱うこと。情報システムによる問題 する情報の活用を扱うこと。

解決の方法については，モデル化，シミュレーションなどの基礎的な内

容を扱うこと。

エ 内容の(4)については，農業技術や経営に関する情報，地理空間情報

及び農業に関する情報システムなどの活用について基礎的な内容を扱う

こと。

オ 内容の(5)については，情報通信技術を活用したプロジェクト学習な

どを扱うこと。

第５ 作物 第６ 作物

１ 目 標 １ 目 標

作物の生産と経営に必要な知識と技術を習得させ，作物の特性や生産に適 作物の栽培と経営に必要な知識と技術を習得させ，作物の特性や栽培に適

した環境を理解させるとともに，品質と生産性の向上及び経営の改善を図る した環境を理解させるとともに，品質と生産性の向上を図る能力と態度を育
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能力と態度を育てる。 てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 作物生産の役割と動向 (1) 作物生産の役割と動向

ア 作物生産と食料供給 ア 作物生産と食料供給

イ 世界の食料需給の動向 イ 世界の食料需給の動向

(2) 作物の特性と栽培技術 (2) 作物の特性と栽培技術

ア 作物の種類と特徴 ア 作物の生育と生理

イ 作物の生育と生理 イ 栽培環境と生育の調節

ウ 栽培環境と生育の調節 (3) 作物の栽培

(3) 作物の生産 ア 作物の栽培的，経営的特性

ア 作物の栽培的，経営的特性 イ 品種の特性と選び方

イ 品種の特性と選び方 ウ 栽培計画

ウ 栽培計画 エ 育苗

エ 育苗 オ 栽培管理

オ 栽培管理 カ 商品化

カ 商品化 キ 機械・施設の利用

キ 機械・施設の利用 ク 作物栽培の評価

ク 作物生産の評価 (4) 作物生産の経営改善

(4) 作物経営の改善 ア 作業体系の改善

ア 作業体系の改善 イ 生産と流通の改善

イ 生産と流通の改善

(5) 作物生産の実践

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，安全な作物の生産から消費までの食料供給の仕組 ア 指導に当たっては，作物生産から食料消費までの食料供給の仕組みを

みを理解させること。 理解させるよう留意すること。
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イ 内容の(2)及び(3)については，観察や実験・実習を通して，作物の種 イ 内容の(2)及び(3)については，観察や実験・実習を通して，作物の特

類による特性と栽培環境の相互関係から作物の生育と環境の調節につい 性と栽培環境の相互関係から作物の生育と環境の調節について理解さ

て理解させ，作物生産に関する科学的な見方と実践力を育てること。な せ，作物栽培に関する科学的な見方と実践力を育てるよう留意すること。

お，地域農業の実態や学科の特色に応じて，題材として適切な作物を選 なお，地域農業の実態や学科の特色に応じて，適切な作物を選定するこ

定すること。 と。

ウ 内容の(5)については，内容の(1)から(4)までと並行してあるいはそ

れらの内容を学習した後に取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，我が国と世界の作物生産，食料需給の動向及 ア 内容の(1)については，我が国と世界の作物生産，食料需給の動向及

びそれらの相互関係について基礎的な内容を扱うこと。 びそれらの相互関係について基本的な内容を扱うこと。

イ 内容の(2)については，いろいろな作物の特徴，作物の生育過程，生 イ 内容の(2)については，作物の生育の規則性，生理作用，環境要素が

理作用，栽培環境と生育の調節や環境に配慮した作物栽培の技術の仕組 作物に与える影響及び作物栽培の技術の仕組みを扱うこと。

みを扱うこと。 ウ 内容の(2)及び(3)において，作物の学名や英名を扱う場合は，必要最

ウ 内容の(3)については，品種の選定をはじめとする栽培計画，各生育 小限の扱いとすること。

段階の特性に応じた栽培管理，各生育段階の診断方法に基づく評価など エ 内容の(3)については，品種の選定をはじめとする栽培計画，各生育

作物の生産と経営について体系的に扱うこと。また，残留農薬のポジテ 段階の特性に応じた栽培管理，各生育段階の診断方法に基づく栽培評価

ィブリスト制度の概要についても触れること。 など作物の栽培と経営について体系的に扱うこと。なお，作物の来歴，

エ 内容の(4)については，作業の順序，組合せとその管理，生産費と流 品種，病気，害虫，肥料及び農薬については，羅列的な扱いをしたり詳

通の手段や経費，農業生産工程管理など作物の生産と経営の改善につい 細に深入りしたりしないこと。

て基礎的な内容を扱うこと。 オ 内容の(4)については，作業の順序，組合せとその管理，生産費と流

オ 内容の(5)については，実際に選定した作物に関する一連の生産活動 通の手段や経費など作物生産の経営改善について基本的な内容を扱うこ

及び経営の改善に取り組む活動を行うこと。なお，経営の改善に取り組 と。

む活動として起業的な内容についても扱うことができること。

第６ 野菜 第７ 野菜

１ 目 標 １ 目 標

野菜の生産と経営に必要な知識と技術を習得させ，野菜の特性や生産に適 野菜の栽培と経営に必要な知識と技術を習得させ，野菜の特性や栽培に適

した環境を理解させるとともに，品質と生産性の向上及び経営の改善を図る した環境を理解させるとともに，品質と生産性の向上を図る能力と態度を育

能力と態度を育てる。 てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 野菜生産の役割と動向 (1) 野菜生産の役割と動向

ア 野菜の生産と利用 ア 野菜の生産と利用

イ 野菜の需給の動向 イ 野菜の需給の動向

(2) 野菜の特性と栽培技術 (2) 野菜の特性と栽培技術

ア 野菜の種類と特徴 ア 野菜の生育と生理

イ 野菜の生育と生理 イ 栽培環境と生育の調節

ウ 栽培環境と生育の調節 ウ 人工環境における栽培技術

エ 人工環境における栽培技術 (3) 野菜の栽培

(3) 野菜の生産 ア 野菜の栽培的，経営的特性

ア 野菜の栽培的，経営的特性 イ 品種の特性と選び方

イ 品種の特性と選び方 ウ 作型と栽培計画

ウ 作型と栽培計画 エ 育苗

エ 育苗 オ 栽培管理

オ 栽培管理 カ 商品化

カ 商品化 キ 施設の利用

キ 施設と土地の高度利用 ク 野菜栽培の評価

ク 野菜生産の評価 (4) 野菜生産の経営改善

(4) 野菜経営の改善 ア 作業体系の改善

ア 作業体系の改善 イ 生産と流通の改善

イ 生産と流通の改善

(5) 野菜生産の実践

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，安全な野菜の生産から消費までの仕組みを理解さ ア 指導に当たっては，野菜の生産，利用から消費までの仕組みを理解さ

せること。 せるよう留意すること。
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イ 内容の(2)及び(3)については，観察や実験・実習を通して，野菜の特 イ 内容の(2)及び(3)については，観察や実験・実習を通して，野菜の特

性と栽培環境の相互関係から野菜の生育と環境の調節及び人工環境にお 性と栽培環境の相互関係から野菜の生育と環境の調節及び人工環境にお

ける栽培技術について理解させ，野菜生産に関する科学的な見方と実践 ける栽培技術について理解させ，野菜栽培に関する科学的な見方と実践

力を育てること。なお，地域農業の実態や学科の特色に応じて，題材と 力を育てるよう留意すること。なお，地域農業の実態や学科の特色に応

して適切な野菜を選定すること。 じて，題材として適切な野菜を選定すること

ウ 内容の(5)については，内容の(1)から(4)までと並行してあるいはそ

れらの内容を学習した後に取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，我が国を中心に，食生活の変化を踏まえた野 ア 内容の(1)については，我が国を中心に，野菜生産の役割，野菜の多

菜生産の役割，野菜の多様な利用形態及び需給の動向について基礎的な 様な利用形態及び需給の動向について基本的な内容を扱うこと。

内容を扱うこと。 イ 内容の(2)については，野菜の生育過程，生理作用，環境要素や成長

イ 内容の(2)については，野菜の生育過程，生理作用，栽培環境と生育 調節物質が野菜に与える影響及び野菜栽培の技術の仕組みを扱うこと。

の調節や環境に配慮した野菜栽培の技術の仕組みを扱うこと。 ウ 内容の(2)及び(3)において，野菜の学名や英名を扱う場合は，必要最

ウ 内容の(3)については，野菜の作型の選定をはじめとする栽培計画， 小限の扱いとすること。

各生育段階の特性に応じた栽培管理，各生育段階の診断方法に基づく評 エ 内容の(3)については，野菜の作型の選定をはじめとする栽培計画，

価など野菜の生産と経営について体系的に扱うこと。また，残留農薬の 各生育段階の特性に応じた栽培管理，各生育段階の診断方法に基づく栽

ポジティブリスト制度の概要についても触れること。 培評価など野菜の栽培と経営について体系的に扱うこと。なお，野菜の

エ 内容の(4)については，作業の順序，組合せとその管理，加工と鮮度 来歴，品種，作型，病気，害虫，肥料及び農薬については，羅列的な扱

の保持，生産費と流通の手段や経費，農業生産工程管理など野菜の生産 いをしたり詳細に深入りしたりしないこと。

と経営の改善について基礎的な内容を扱うこと。 オ 内容の(4)については，作業の順序，組合せとその管理，生産費と流

オ 内容の(5)については，実際に選定した野菜に関する一連の生産活動 通の手段や経費など野菜生産の経営改善について基本的な内容を扱うこ

及び経営の改善に取り組む活動を行うこと。なお，経営の改善に取り組 と。

む活動として起業的な内容についても扱うことができること。

第７ 果樹 第８ 果樹

１ 目 標 １ 目 標

果樹生産と経営に必要な知識と技術を習得させ，果樹の特性や果実の生産 果樹の栽培と経営に必要な知識と技術を習得させ，果樹の特性や栽培に適

に適した環境を理解させるとともに，品質と生産性の向上及び経営の改善を した環境を理解させるとともに，品質と生産性の向上を図る能力と態度を育

図る能力と態度を育てる。 てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 果実生産の役割と動向 (1) 果実生産の役割と動向

ア 果実の生産と利用 ア 果実の生産と利用

イ 果実の需給の動向 イ 果実の需給の動向

(2) 果樹の特性と栽培技術 (2) 果樹の特性と栽培技術

ア 果樹の種類と特徴 ア 果樹の生育と生理

イ 果樹の生育と生理 イ 栽培環境と生育の調節

ウ 栽培環境と生育の調節 (3) 果樹の栽培

(3) 果樹の栽培と果実の生産 ア 果樹の栽培的，経営的特性

ア 果樹の栽培的，経営的特性 イ 品種の特性と選び方

イ 品種の特性と選び方 ウ 繁殖と苗木の養成

ウ 苗木の養成と開園・更新 エ 作型と栽培計画

エ 作型と栽培計画 オ 栽培管理

オ 栽培管理 カ 商品化

カ 商品化 キ 施設の利用

キ 施設の利用と栽培技術 ク 果樹栽培の評価

ク 果樹生産の評価 (4) 果実生産の経営改善

(4) 果樹経営の改善 ア 作業体系の改善

ア 作業体系の改善 イ 生産と流通の改善

イ 生産と流通の改善

(5) 果樹生産の実践

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，安全な果実の生産から消費までの仕組みを理解さ ア 指導に当たっては，果実の生産，販売から消費までの仕組みを理解さ

せること。 せるよう留意すること。

イ 内容の(2)及び(3)については，観察や実験・実習を通して，果樹の特 イ 内容の(2)及び(3)については，観察や実験・実習を通して，果樹の特
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性と栽培環境の相互関係から果樹の生育と環境の調節について理解さ 性と栽培環境の相互関係から果樹の生育と環境の調節について理解さ

せ，果樹生産に関する科学的な見方と実践力を育てること。なお，地域 せ，果樹栽培に関する科学的な見方と実践力を育てるよう留意すること。

農業の実態や学科の特色に応じて，題材として適切な果樹を選定するこ なお，地域農業の実態や学科の特色に応じて，題材として適切な果樹を

と。 選定すること。

ウ 内容の(5)については，内容の(1)から(4)までと並行してあるいはそ

れらの内容を学習した後に取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，我が国を中心に，食生活の変化を踏まえた果 ア 内容の(1)については，我が国を中心に，果実生産の役割，果実の多

実生産の役割，果実の多様な利用形態及び需給の動向について基礎的な 様な利用形態及び需給の動向について基本的な内容を扱うこと。

内容を扱うこと。 イ 内容の(2)については，果樹の生育過程，生理作用，環境要素や成長

イ 内容の(2)については，果樹の生育過程，生理作用，栽培環境と生育 調節物質が果樹に与える影響及び果樹栽培の技術の仕組みを扱うこと。

の調節や環境に配慮した果樹栽培の技術の仕組みを扱うこと。

ウ 内容の(3)については，果樹の作型の選定をはじめとする栽培計画， ウ 内容の(2)及び(3)において，果樹の学名や英名を扱う場合は，必要最

各生育段階の特性に応じた栽培管理，各生育段階の診断方法に基づく評 小限の扱いとすること。

価など果実の生産と果樹経営について体系的に扱うこと。また，残留農 エ 内容の(3)については，果樹の作型の選定をはじめとする栽培計画，

薬のポジティブリスト制度の概要についても触れること。 各生育段階の特性に応じた栽培管理，各生育段階の診断方法に基づく栽

エ 内容の(4)については，品種の選定，作業の順序，組合せとその管理， 培評価など果樹の栽培と経営について体系的に扱うこと。なお，果樹の

生産費と流通の手段や経費，農業生産工程管理など果樹の生産と経営の 来歴，品種，作型，病気，害虫，肥料及び農薬については，羅列的な扱

改善について基礎的な内容を扱うこと。 いをしたり詳細に深入りしたりしないこと。

オ 内容の(5)については，実際に選定した果樹に関する一連の生産活動 オ 内容の(4)については，品種の選定，作業の順序，組合せとその管理，

及び経営の改善に取り組む活動を行うこと。なお，経営の改善に取り組 生産費と流通の手段や経費など果実生産の経営改善について基本的な内

む活動として起業的な内容についても扱うことができること。 容を扱うこと。

第８ 草花 第９ 草花

１ 目 標 １ 目 標

草花の生産と経営に必要な知識と技術を習得させ，草花の特性や生産に適 草花の栽培と経営に必要な知識と技術を習得させ，草花の特性や栽培に適

した環境を理解させるとともに，品質と生産性の向上及び経営の改善を図る した環境を理解させるとともに，品質と生産性の向上を図る能力と態度を育

能力と態度を育てる。 てる。



- 271 -

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 草花生産の役割と動向 (1) 草花生産の役割と動向

ア 草花生産の特性 ア 草花生産の特性

イ 生活と草花の利用 イ 生活と草花の利用

ウ 草花の流通と需給の動向 ウ 草花の需給の動向

(2) 草花の特性と栽培技術 (2) 草花の特性と栽培技術

ア 草花の種類と特徴 ア 草花の生育と生理

イ 草花の生育と生理 イ 栽培環境と生育の調節

ウ 栽培環境と生育の調節 (3) 草花の栽培

エ 品種改良 ア 草花の栽培的，経営的特性

(3) 草花の生産 イ 品種の特性と選び方

ア 草花の栽培的，経営的特性 ウ 作型と栽培計画

イ 品種の特性と選び方 エ 栽培管理

ウ 作型と栽培計画 オ 商品化

エ 栽培管理 カ 施設の利用

オ 商品化 キ 草花栽培の評価

カ 施設の利用 (4) 草花の繁殖と育種

キ 草花生産の評価 ア 草花の繁殖

(4) 草花経営の改善 イ 草花の育種

ア 作業体系の改善 (5) 草花生産の経営改善

イ 生産と流通の改善 ア 作業体系の改善

(5) 草花生産の実践 イ 生産と流通の改善

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，安全な草花の生産から消費までの仕組みと多様な ア 指導に当たっては，草花の生産から消費までの仕組みと草花の利用の

草花の利用の形態を理解させること。 形態を理解させるよう留意すること。

イ 内容の(2)及び(3)については，観察や実験・実習を通して，草花の特 イ 内容の(2)から(4)までについては，観察や実験・実習を通して，草花
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性と栽培環境の相互関係から草花の生育と環境の調節について理解さ の特性と栽培環境の相互関係から草花の生育と環境の調節について理解

せ，草花生産に関する科学的な見方と実践力を育てること。なお，地域 させ，草花栽培に関する科学的な見方と実践力を育てるよう留意するこ

農業の実態，学科の特色や消費動向に応じて，題材として適切な草花を と。なお，地域農業の実態，学科の特色や消費動向に応じて，題材とし

選定すること。 て適切な草花を選定すること。

ウ 内容の(5)については，内容の(1)から(4)までと並行してあるいはそ

れらの内容を学習した後に取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，我が国を中心に，生活の変化に伴う草花の利 ア 内容の(1)については，我が国を中心に，生活の中で草花が利用され

用の変化を踏まえた草花生産及び需給の動向について基礎的な内容を扱 ている状況，草花生産及び需給の動向について基本的な内容を扱うこと。

うこと。 イ 内容の(2)については，草花の生育過程，生理作用，環境要素や成長

イ 内容の(2)については，草花の生育過程，生理作用，栽培環境と生育 調節物質が草花に与える影響及び草花栽培の技術の仕組みを扱うこと。

の調節や環境に配慮した草花栽培の技術の仕組みを扱うこと。 ウ 内容の(2)から(4)までにおいて，草花の学名や英名を扱う場合は，必

ウ 内容の(3)については，草花の品種の選定をはじめとする栽培計画， 要最小限の扱いとすること。

各生育段階の特性に応じた栽培管理，各生育段階の診断方法に基づく評 エ 内容の(3)については，草花の品種の選定をはじめとする栽培計画，

価など草花の生産と経営について体系的に扱うこと。 各生育段階の特性に応じた栽培管理，各生育段階の診断方法に基づく栽

エ 内容の(4)については，品種の選定，作業管理，施設利用，生産費と 培評価など草花の栽培と経営について体系的に扱うこと。なお，草花の

流通の手段や経費，農業生産工程管理など草花の生産と経営の改善につ 来歴，品種，作型，病気，害虫，肥料及び農薬については，羅列的な扱

いて基礎的な内容を扱うこと。 いをしたり詳細に深入りしたりしないこと。

オ 内容の(5)については，実際に選定した草花に関する一連の生産活動 オ 内容の(4)については，草花の種子繁殖，栄養繁殖及び育種方法につ

及び経営の改善に取り組む活動を行うこと。なお，経営の改善に取り組 いて体系的に扱うこと。なお，バイオテクノロジーを用いた繁殖につい

む活動として起業的な内容についても扱うことができること。 ては基本的な内容にとどめること。

カ 内容の(5)については，品種の選定，作業管理，施設利用，生産費と

流通の手段や経費など草花生産の経営改善について基本的な内容を扱う

こと。

第９ 畜産 第10 畜産

１ 目 標 １ 目 標

家畜の飼育と畜産経営に必要な知識と技術を習得させ，家畜の特性や飼育 家畜の飼育と経営に必要な知識と技術を習得させ，家畜の特性や飼育環境

環境を理解させるとともに，合理的な家畜管理と品質や生産性の向上を図る を理解させるとともに，合理的な家畜管理と生産性の向上を図る能力と態度
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能力と態度を育てる。 を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 畜産の役割と動向 (1) 畜産の役割と動向

ア 畜産の役割と特色 ア 畜産の役割と特色

イ 畜産物の需給の動向 イ 畜産物の需給の動向

(2) 家畜の生理・生態と飼育環境 (2) 家畜の生理・生態と飼育環境

ア 家畜の生理・生態 ア 家畜の生理・生態

イ 飼育環境の調節 イ 飼育環境の調節

(3) 家畜と飼料 (3) 家畜と飼料

ア 家畜の栄養と栄養素 ア 家畜の栄養と栄養素

イ 消化吸収と栄養素の代謝 イ 消化吸収と栄養素の代謝

ウ 飼料の特性と給与 ウ 飼料の特性と給与

エ 飼料作物の栽培 エ 飼料作物の栽培

オ 草地の管理 オ 草地の管理

(4) 家畜の飼育 (4) 家畜の飼育

ア 家畜の選択 ア 飼育計画

イ 飼育計画と管理 イ 飼育管理

ウ 繁殖と改良 ウ 繁殖と育成

エ 施設の利用 エ 家畜の選択と改良

オ 家畜の病気と衛生 オ 施設の利用

カ 飼育の評価 カ 廃棄物の処理

(5) 家畜廃棄物の処理と利用 キ 家畜飼育の評価

ア 家畜廃棄物の処理 (5) 畜産の経営改善

イ 家畜廃棄物の価値とその利用 ア 作業体系の改善

(6) 畜産経営の改善 イ 生産と流通の改善

ア 作業体系の改善

イ 生産と流通の改善

(7) 畜産の実践
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３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，地域環境と安全に配慮した畜産物の生産から消費 ア 指導に当たっては，畜産物の生産から食料消費までの食料供給の仕組

までの食料供給の仕組みを理解させること。 みを理解させるよう留意すること。

イ 内容の(2)から(4)までについては，観察や実習を通して，家畜の特性 イ 内容の(2)から(4)までについては，観察や実習を通して，家畜の特性

と飼育環境の相互関係から飼育環境の調節と制御について理解させ，家 と飼育環境の相互関係から飼育環境の調節について理解させ，家畜飼育

畜飼育に関する科学的な見方と実践力を育てること。なお，地域農業の に関する科学的な見方と実践力を育てるよう留意すること。なお，地域

実態や学科の特色に応じて，題材として適切な家畜を選定すること。 農業の実態や学科の特色等に応じて，題材として適切な家畜を選定する

ウ 内容の(3)のエ及びオについては，地域農業の実態や飼料の需給の動 こと。

向に応じて，題材として適切な飼料作物を選定すること。 ウ 内容の(3)のエ及びオについては，地域農業の実態，飼料の需給の動

エ 内容の(7)については，内容の(1)から(6)までと並行してあるいはそ 向等に応じて，題材として適切な飼料作物を選定すること。

れらの内容を学習した後に取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，我が国を中心に，国際的な畜産物の生産，利 ア 内容の(1)については，我が国を中心に，畜産物の生産，利用及び需

用及び需給の動向について基礎的な内容を扱うこと。 給の動向について基本的な内容を扱うこと。

イ 内容の(2)については，家畜の生理・生態と行動的な特性，環境要因 イ 内容の(2)については，家畜の生理・生態と行動的な特性，環境要因

が家畜に与える影響及び飼育環境の調節を扱うこと。 が家畜に与える影響及び飼育環境の調節を扱うこと。

ウ 内容の(3)については，栄養素の家畜体内における代謝，粗飼料や濃 ウ 内容の(3)については，栄養素の家畜体内における代謝，粗飼料や濃

厚飼料の給与，飼料の安全性などを扱うこと。 厚飼料の給与，飼料作物の栽培等を扱うこと。

エ 内容の(4)については，品種の選定をはじめとする飼育計画や目標， エ 内容の(4)については，品種の選定をはじめとする飼育計画，飼料給

飼料給与など飼育管理や繁殖管理の成績などの総合的な判断に基づく飼 与など飼育管理，繁殖成績などの総合的な判断に基づく飼育評価など家

育評価など家畜の飼育と経営について体系的に扱うこと。ウについては， 畜の飼育と経営について体系的に扱うこと。なお，家畜の起源，分布，

バイオテクノロジーを利用した改良の基礎的な内容を扱うこと。 病気，施設及び設備については，羅列的な扱いをしたり詳細に深入りし

オ 内容の(5)については，家畜廃棄物の適切な処理法や多様化する利用 たりしないこと。また，エについては，バイオテクノロジーを利用した

法について扱うこと。 改良については基本的な内容にとどめること。

カ 内容の(6)については，飼育形態，作業管理，生産費と流通の手段や オ 内容の(5)については，飼育形態，作業管理，生産費と流通の手段や

経費など家畜生産の経営改善について基礎的な内容を扱うこと。また， 経費など家畜生産の経営改善について基本的な内容を扱うこと。
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安全な食品を供給するための食品トレーサビリティシステムなどについ

ても扱うこと。

キ 内容の(7)については，実際に選定した家畜に関する一連の飼育及び

経営の改善に取り組む活動を行うこと。なお，経営の改善に取り組む活

動として起業的な内容についても扱うことができること。

第10 農業経営 第11 農業経営

１ 目 標 １ 目 標

農業経営の設計と管理に必要な知識と技術を習得させ，コスト管理とマー 農業経営の設計と管理に必要な知識と技術を習得させ，コスト管理とマー

ケティングの必要性を理解させるとともに，経営管理の改善を図る能力と態 ケティングの必要性を理解させるとともに，経営管理の改善を図る能力と態

度を育てる。 度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 農業の動向と農業経営 (1) 農業の動向と農業経営

ア 我が国と世界の農業 ア 農業経営と地域農業

イ 地域農業の動向 イ 我が国と世界の農業

ウ 農業経営と社会経済環境 (2) 農業経営の会計

(2) 農業経営の管理 ア 取引，勘定，仕訳

ア 農業経営の主体と目標 イ 仕訳帳と元帳

イ 農業生産の要素 ウ 試算表と決算

ウ 経営組織の組立て エ 農産物の原価計算

エ 経営と協同組織 (3) 農業経営の情報

オ 農業経営の管理 ア 農業経営情報の収集と活用

(3) 農業経営の情報 イ 農業経営とマーケティング

ア 農業経営情報の収集と活用 ウ 農業政策と関係法規

イ 農業経営とマーケティング (4) 農業経営の管理

ウ 農業政策と関係法規 ア 農業経営の主体と目標

(4) 農業経営の会計 イ 農業生産の要素

ア 取引・勘定・仕訳 ウ 経営組織の組立て
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イ 仕訳帳と元帳 エ 経営と協同組織

ウ 試算表と決算 オ 農業経営の管理

エ 農産物の原価計算 (5) 農業経営の診断と設計

(5) 農業経営の診断と設計 ア 農業経営の診断

ア 農業経営の診断 イ 農業経営の設計

イ 農業経営の設計

(6) 農業経営の実践

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(1)から(5)までについては，学校農場や地域の農業経営の身近 ア 内容の(1)から(5)までについては，学校農場や地域の農業経営の身近

な事例を通して，具体的に理解させること。 な事例を通して，具体的に理解させるよう留意すること。

イ 内容の(3)については，演習や実習を通して，経営情報の活用技術を イ 内容の(2)及び(3)については，演習や実習を通して，簿記の記帳方法

具体的に理解させること。 及び情報の処理について理解させ，経営の改善を図る合理的な見方と実

ウ 内容の(4)については，演習や実習を通して，簿記の記帳方法につい 践力を育てるよう留意すること。

て理解させ，経営の改善を図る合理的な見方と実践力を育てること。

エ 内容の(6)については，生徒の実態や学科の特色に応じて選択して扱

うことができること。その際，内容の(1)から(5)までと並行してあるい

はそれらの内容を学習した後に取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，国際的な市場拡大の中での我が国と世界の農 ア 内容の(1)については，産地形成など地域農業の動向と農業経営及び

業の動向とその相互関係，農業経営のあらましと経営者として兼ね備え その相互関係並びに我が国と世界の農業の動向とその相互関係について

るべき要件について基礎的な内容を扱うこと。また，産地形成など地域 基本的な内容を扱うこと。

農業の動向と農業経営及びその相互関係について基礎的な内容を扱うこ イ 内容の(2)については，農業会計の原理，農業簿記の仕組み，複式簿

と。 記による取引から決算までの処理方法及び原価計算の意義と方法を扱う

イ 内容の(2)については，農業経営の運営と管理の仕方について具体的 こと。

な事例を扱うこと。 ウ 内容の(3)については，農業生産や経営に関する情報の収集，処理，

ウ 内容の(3)については，農業経営をめぐる社会環境の変化を踏まえ， 活用，消費者ニーズの調査と生産，販売計画などのマーケティング及び
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農業マーケティング及び農業政策とそれに関連する法規の概要を扱うこ 農業政策とそれに関連する法規の概要を扱うこと。

と。 エ 内容の(5)については，農業所得，労働生産性，資本生産性などの農

エ 内容の(4)については，農業会計の原理，農業簿記の仕組み，複式簿 業経営の診断の指標と診断方法及び労働力，生産基盤，資本などの農業

記による取引から決算までの処理方法及び原価計算の意義と方法を扱う 経営の設計に必要な条件と方法を扱うこと。

こと。

オ 内容の(5)については，農業経営の診断の指標とマネジメントサイク

ルを含めた診断方法及び農業経営の設計に必要な条件と方法を扱うこ

と。

カ 内容の(6)については，生産や飼育に関する活動と連動した経営の改

善に取り組む活動を行うこと。また，起業的な活動についても扱うこと

ができること。

第11 農業機械 第12 農業機械

１ 目 標 １ 目 標

農業機械の取扱いと維持管理に必要な知識と技術を習得させ，機械の構造 農業機械の取扱いと維持管理に必要な知識と技術を習得させ，機械の構造

と作業上の特性を理解させるとともに，農業機械の効率的な利用を図る能力 と作業上の特性を理解させるとともに，農業機械の効率的な利用を図る能力

と態度を育てる。 と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 農業機械の役割 (1) 農業機械の役割

ア 農業機械化の意義 ア 農業機械化の意義

イ 農業機械の利用とその現状 イ 農業機械の利用とその現状

(2) 農業機械の操作 (2) 農業機械の操作

ア トラクタとその操作 ア トラクタとその操作

イ 作業機とその操作 イ 作業機とその操作

ウ 農業機械と安全作業 ウ 農業機械と安全作業

(3) 農業機械の構造と整備 (3) 農業機械の構造と整備

ア 原動機の原理・構造と整備 ア 原動機の構造と整備

イ トラクタの構造と整備 イ トラクタの構造と整備
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ウ 作業機の構造と整備 ウ 作業機の構造と整備

エ 燃料と潤滑油の特質 エ 燃料と潤滑油の特質

(4) 農業生産と農業機械の利用 (4) 農業生産と農業機械の利用

ア 農業機械の効率的利用 ア 農業機械の効率的利用

イ 経営形態と機械の導入・利用 イ 農業機械化体系の作成

ウ 農業機械化体系の作成

(5) 農業機械による自動化

ア 環境制御機器

イ 作業工程の自動化

ウ 農業用ロボット

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)及び(3)については，実験・実習を通して，機械の構造と作 ア 内容の(2)及び(3)については，実験・実習を通して，機械の構造と作

業特性の相互関係から機械の点検方法について理解させ，機械の維持管 業特性の相互関係から機械の点検方法について理解させ，機械の維持管

理を図る実践力を育てること。また，機械の原理や構造などの理解を深 理を図る実践力を育てるよう留意すること。また，機械の構造等の理解

めさせるため，教育用機器を活用すること。 を深めさせるため，教育用機器の活用に留意すること。

イ 内容の(2)から(4)までについては，地域農業の実態や学科の特色に応 イ 内容の(2)から(4)までについては，地域農業の実態や学科の特色に応

じて，題材として適切な農業機械を選定すること。また，機械及び燃料 じて，題材として適切な農業機械を選定すること。また，機械及び燃料

の安全な取扱いについて指導し，事故の防止に努めること。 の取扱いについては，事故の防止に努め，安全の指導に留意すること。

ウ 内容の(5)については，地域農業の実態や学科の特色に応じて，題材 なお，機械要素や整備用工具については，羅列的な扱いをしないこと。

として適切な農業機械や農業用ロボットを選定し，活用の意義について

理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，我が国における農業機械の利用の現状及び農 ア 内容の(1)については，我が国における農業機械の利用の現状及び農

業の生産性の向上と農業機械化との相互関係を扱うこと。 業の生産性の向上と農業機械化との相互関係を扱うこと。

イ 内容の(3)については，原動機とトラクタの各種装置の作動原理と作 イ 内容の(3)については，原動機とトラクタの各種装置の作動原理と構

業機の作業原理にかかわる基礎的な内容を扱うこと。 造，作業機の作業原理と構造，燃料と潤滑油の役割と性質及び農業機械
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ウ 内容の(4)については，学校農場や地域農業の身近な事例を取り上げ の整備の方法と整備用機器を扱うこと。

て，機械の作業能率や利用経費など農業機械の効率的な利用と経営形態 ウ 内容の(4)については，学校農場や地域農業の身近な事例を取り上げ

や目的に応じた機械の導入・利用を考慮した農業機械化体系の作成を扱 て，機械の作業能率や利用経費など農業機械の効率的な利用と目的に応

うこと。 じた農業機械化体系の作成を扱うこと。

エ 内容の(5)については，技術の進展に対応した題材を取り上げ，基礎

的な内容を扱うこと。

第12 食品製造 第13 食品製造

１ 目 標 １ 目 標

食品製造に必要な知識と技術を習得させ，食品の特性と加工方法及び貯蔵 食品製造に必要な知識と技術を習得させ，食品の特性と加工の原理を理解

の原理を理解させるとともに，品質と生産性の向上を図る能力と態度を育て させるとともに，品質と生産性の向上を図る能力と態度を育てる。

る。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 食品製造の意義と動向 (1) 食品製造の意義と動向

ア 食品製造の意義 ア 食品製造の意義

イ 食品産業の現状と動向 イ 食品産業の現状と動向

(2) 食品加工の原理と方法 (2) 食品加工の原理と方法

ア 物理的な方法による加工 ア 物理的な方法による加工

イ 化学的な方法による加工 イ 化学的な方法による加工

ウ 生物的な作用による加工 ウ 生物的な作用による加工

(3) 食品の特性と加工 (3) 食品の加工

ア 原材料の処理 ア 原材料の処理

イ 穀類，大豆，イモ類の加工 イ 穀類，大豆，イモ類の加工

ウ 野菜，果実の加工 ウ 野菜，果実の加工

エ 畜産物の加工 エ 畜産物の加工

オ 発酵食品の製造 オ 発酵食品の製造

(4) 食品加工と衛生管理 カ 食品の包装と表示

ア 食品による危害と安全の確保 (4) 食品の貯蔵
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イ 食品製造における衛生 ア 食品の変質の要因

ウ 環境汚染の防止 イ 食品の貯蔵法

(5) 食品の変質と貯蔵 (5) 機械と装置の利用

ア 食品の変質の要因 ア 製造用の機械と装置の利用

イ 食品の貯蔵法 イ ボイラと冷却装置の利用

ウ 食品の包装と品質表示 ウ 自動制御の原理

(6) 機械と装置の利用 (6) 食品等の衛生管理

ア 製造用の機械と装置の利用 ア 食品の安全性

イ ボイラと冷却装置の利用 イ 食品製造における衛生

(7) 生産管理の改善 (7) 生産管理の改善

ア 品質管理 ア 品質管理

イ 作業体系の改善 イ 作業体系の改善

(8) 食品製造の実践

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，農業生産，食品製造から食料消費までの安全な食 ア 指導に当たっては，農業生産，食品製造から食料消費までの食料供給

料供給の仕組みを理解させること。 の仕組みを理解させるよう留意すること。

イ 内容の(2)及び(3)については，実験・実習を通して，食品の特性と加 イ 内容の(2)及び(3)については，実験・実習を通して，食品特性と加工

工原理を理解させ，食品加工の工夫を図る実践力を育てること。 原理を理解させ，食品加工の工夫を図る実践力を育てるよう留意するこ

ウ 実験・実習の指導に当たっては，食品や製造用機械・器具の安全な取 と。

扱いについて指導するとともに，食品衛生上の危害の発生の防止に努め ウ 実験・実習の指導に当たっては，食品や製造用機械・器具の取扱いに

ること。 おいて食品衛生上の危害の発生の防止に努めるとともに，安全の指導に

エ 内容の(3)のアからオまでについては，地域の実態や学科の特色に応 留意すること。

じて，選択して扱うことができること。 エ 内容の(3)のアからカまでについては，学科の特色や地域の実態に応

オ 内容の(7)については，食品企業における従業員の教育や管理の手法 じて，選択して扱うことができること。

について具体的な事例を取り上げ，安全な食品の提供と生産性を向上す

るための取組の重要性を理解させること。
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カ 内容の(8)については，内容の(1)から(7)までと並行してあるいはそ

れらの内容を学習した後に取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，我が国の食生活における食品産業の役割及び ア 内容の(1)については，我が国の食生活における食品産業の役割及び

食品製造に関する技術の進歩を中心に扱うこと。 食品製造に関する技術の進歩を中心に扱うこと。

イ 内容の(2)については，原材料の特性を利用した加熱，塩漬や発酵な イ 内容の(2)については，原材料の特性を利用した加熱，塩漬や発酵な

どの食品加工の方法とその基本的な原理を扱うこと。 どの食品加工の方法とその基本的な原理を扱うこと。

ウ 内容の(3)については，主な食品の製造工程における操作及び検査を扱う ウ 内容の(3)については，主な食品の製造工程における操作，検査，包

こと。 装と表示及び製造用機械・器具の使用方法を扱うこと。なお，原材料や

エ 内容の(4)については，食品による危害の要因や食品の安全に関する 加工食品の分類及び包装材料については，羅列的な扱いをしたり詳細に

法規の概要について扱うとともに，食品を衛生的に製造するための危害 深入りしたりしないこと。

分析重要管理点手法や食品安全マネジメントシステムなどについて扱う エ 内容の(4)については，温度，酸素や微生物による食品の変質とそれ

こと。また，環境汚染を防止するために必要な排水や廃棄物の処理の方 に伴う価値の変化及びその防止のための代表的な貯蔵法を扱うこと。

法などについても扱うこと。 オ 内容の(5)については，内容の(3)及び(4)で扱う食品製造用の機械や

オ 内容の(5)については，温度，酸素や微生物による食品の変質とそれ 装置の操作と整備を扱い，機械を網羅的に扱うことはしないこと。

に伴う価値の変化及びその防止のための代表的な貯蔵法を扱うこと。ま カ 内容の(6)については，食品による危害の要因，法令に則した施設・

た，包装と表示及び製造用機械・器具の使用方法について扱うこと。 設備及び食品の安全性確保のための衛生管理を扱うこと。なお，食中毒，

カ 内容の(6)については，内容の(3)及び(5)で扱う食品製造用の機械や 感染症及び食品添加物については，羅列的な扱いをしたり詳細に深入り

装置の操作と整備を扱うこと。 したりしないこと。

キ 内容の(7)については，品質管理を図るための工程と生産環境の管理， キ 内容の(7)については，品質維持を図るための工程と生産環境の管理，

衛生検査及び作業体系の基礎的な内容を扱うこと。 衛生検査及び作業体系の基本的な内容を扱うこと。

ク 内容の(8)については，実際に選定した食品の加工に関する活動や商

品を開発する活動を食品企業の経営と関連付けて行うこと。

第13 食品化学 第14 食品化学

１ 目 標 １ 目 標

食品の成分分析と検査に必要な知識と技術を習得させ，食品の成分と栄養 食品の分析と検査に必要な知識と技術を習得させ，食品の成分と栄養を理

的価値を理解させるとともに，食品製造及び農業の各分野で応用する能力と 解させるとともに，食品製造及び農業の各分野で応用する能力と態度を育て

態度を育てる。 る。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 食品化学の役割 (1) 食品化学の役割

ア 食品化学の領域 ア 食品化学の領域

イ 食品化学と食品製造 イ 食品製造と食品化学

(2) 食品の成分 (2) 食品の成分と栄養

ア 食品成分の分類と機能 ア 食品の成分

イ 食品成分の変化 イ 食品成分の変化

(3) 食品の栄養 ウ 食品成分の代謝と栄養

ア 食品成分の代謝と栄養 エ 食品の栄養的価値の評価

イ 食品の栄養的価値の評価 (3) 食品の成分分析

(4) 食品の成分分析 ア 食品分析の基本操作

ア 成分分析の基本操作 イ 食品成分の定量分析

イ 食品成分の定量分析 ウ 食品成分の物理・化学分析

ウ 食品成分の物理・化学分析 (4) 食品の衛生検査

(5) 食品の衛生検査 ア 食品衛生検査の意義

ア 食品衛生検査の意義 イ 異物の検査

イ 異物の検査 ウ 細菌の検査

ウ 細菌の検査 エ 食品添加物の検査

エ 水質の検査 オ 水質検査

オ 食品添加物の検査 カ 食品の安全性の確保

カ 農薬と食品

(6) 食品分析の実践

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)から(5)までについては，地域の食生活の現状や学科の特色 ア 内容の(2)から(4)までについては，地域の食生活の現状や学科の特色

に応じて，題材として適切な食品と原材料を選定すること。 に応じて，題材として適切な食品と原材料を選定すること。
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イ 内容の(4)及び(5)については，実験・実習を通して，成分分析や衛生 イ 内容の(3)及び(4)については，実験・実習を通して，成分分析や衛生

検査の意義と原理について理解させ，食品製造に応用する実践力を育て 検査の意義と原理について理解させ，食品製造に応用する実践力を育て

ること。 るよう留意すること。

ウ 内容の(5)のカについては，残留農薬のポジティブリスト制度などに

も触れ，食品の安全に応用する実践力を育てること。

エ 内容の(6)については，内容の(1)から(5)までと並行してあるいはそ

れらの内容を学習した後に取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，食品の成分分析や衛生検査が，食品製造や食 ア 内容の(1)については，食品の成分分析や衛生検査が，食品製造や食

生活の改善に果たしている役割を中心に扱うこと。 生活の改善に果たしている役割を中心に扱うこと。

イ 内容の(2)については，食品中のタンパク質，ビタミンなどの性質， イ 内容の(2)については，食品中のタンパク質，ビタミンなどの性質，

加工や貯蔵時における変化を中心に扱うこと。 加工や貯蔵時における変化及び体内での働きを中心に扱うこと。

ウ 内容の(2)から(5)までについては，化学式，構造式及び化学反応式を ウ 内容の(2)から(4)までについては，化学式，構造式及び化学反応式に

扱う場合は基礎的な内容を扱うこと。 ついては必要最小限の扱いとすること。

エ 内容の(3)については，食品成分の体内での変化と働きを中心に扱い， エ 内容の(3)については，食品成分の分析方法とその原理及び分析機器

機能性食品などについても触れること。 の操作を扱うが，分析方法については網羅的な扱いをしないこと。

オ 内容の(4)については，食品成分の分析方法とその原理及び分析機器 オ 内容の(4)については，食品の安全性確保のために必要な衛生検査の

の操作を扱うこと。 概要，生菌数の測定などの細菌検査，食品添加物の検査，異物の鑑別及

カ 内容の(5)のアからオについては，食品の安全性確保のために必要な び水質検査の原理と方法を扱うこと。なお，食品添加物については，網

衛生検査の概要及び各種検査の原理と方法を扱うこと。カについては残 羅的な扱いをしたり詳細に深入りしたりしないこと。

留農薬の問題など具体的な事例を扱うこと。

キ 内容の(6)については，実際に選定した食品の成分分析や衛生検査を

行うこと。

第14 微生物利用 第15 微生物基礎

１ 目 標 １ 目 標

食品に関連する微生物の利用と培養に必要な知識と技術を習得させ，微生 食品に関連する微生物の利用に必要な知識と技術を習得させ，微生物の特

物の特性を理解させるとともに，農業の各分野で微生物を利用する能力と態 性と培養を理解させるとともに，農業の各分野で微生物を利用する能力と態

度を育てる。 度を育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 微生物利用の意義と分野 (1) 微生物利用の意義と分野

ア 微生物利用の意義 ア 微生物利用の意義

イ 食品と微生物利用 イ 食品と微生物利用

(2) 微生物の種類と特徴 (2) 微生物の形態と生理

ア 微生物の種類と増殖 ア 微生物の形態

イ 微生物の生育環境 イ 微生物の栄養

ウ 微生物の遺伝 ウ 微生物の増殖と環境

(3) 微生物の代謝とその利用 (3) 微生物の分離と培養

ア 酵素の一般的性質 ア 微生物実験の基本操作

イ 酵素の分類と種類 イ かびの分離と培養

ウ 酵素の利用 ウ 酵母の分離と培養

エ 微生物の代謝 エ 細菌の分離と培養

オ アルコール発酵 (4) 微生物の作用とその利用

カ 有機酸発酵 ア 微生物の代謝

キ アミノ酸発酵 イ 微生物の酵素

(4) 分離と培養 ウ アルコール発酵

ア 微生物実験の基本操作 エ 有機酸発酵

イ 細菌の分離と培養 オ アミノ酸発酵

ウ 酵母の分離と培養 カ バイオリアクターと物質生産

エ かびの分離と培養

オ きのこの培養

(5) 微生物利用の発展

ア 新たな微生物利用

イ 微生物の改良

ウ 微生物によるエネルギー生産

エ 固定化生体触媒の利用

オ 微生物による環境保全
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(6) 微生物利用の実践

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(1)については，各種の事例を通して，微生物利用の意義を具 ア 内容の(2)については，観察，実験を通して，微生物の形態的特徴と

体的に理解させること。 生理的特性を具体的に理解させること。

イ 内容の(2)については，観察・実験を通して，微生物の形態的特徴と イ 内容の(2)から(4)までについては，微生物の特性を理解させ，微生物

生理的特性を具体的に理解させること。 の活動を制御し，利用する実践力を育てるよう留意すること。なお，地

ウ 内容の(2)から(5)までについては，微生物の特性を理解させ，微生物 域の食品産業の実態や学科の特色に応じて，発酵や代謝に用いるかび，

の活動を制御し，利用する実践力を育てること。また，地域の食品産業 酵母，細菌のうちから，題材として適切な菌種を選定すること。また，

の実態や学科の特色に応じて，題材として適切な菌種を選定すること。 有害微生物の扱いなど安全の指導に留意すること。

なお，遺伝子組換えや有害微生物を扱う際には，適切な拡散防止の措置 ウ 内容の(4)のウからカまでについては，学科の特色や地域の実態に応

を講じるなど安全に十分留意して指導すること。 じて，選択して扱うことができること。

エ 内容の(3)のオからキまでについては，地域の実態や学科の特色に応

じて，選択して扱うことができること。

オ 内容の(4)については，実験・実習を通して，微生物の特徴を理解さ

せること。

カ 内容の(5)については，遺伝子操作に関する技術の進展やそれに伴う

倫理的な問題についても触れること。

キ 内容の(6)については，内容の(1)から(5)までと並行してあるいはそ

れらの内容を学習した後に取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，微生物利用の状況，微生物の役割及び食品と ア 内容の(1)については，食品や医薬品製造における微生物利用の状況，

微生物の関係について基礎的な内容を扱うこと。 自然界の物質循環における微生物の役割並びに発酵食品などの食品の製

イ 内容の(2)のウについては，微生物の遺伝の仕組み及び突然変異につ 造と保存及び食品の品質の劣化と微生物の関係について基本的な内容を

いて基礎的な内容を扱うこと。 扱うこと。

ウ 内容の(2)から(6)までについては，微生物の学名や英名及び化学式や イ 内容の(2)については，食品製造における有用微生物と有害微生物の

構造式を扱う場合は基礎的な内容を扱うこと。 種類と生理・生態及び微生物の増殖の過程の測定と制御の基本的な内容
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エ 内容の(4)については，微生物の純粋分離と純粋培養の基礎的な内容 を扱うこと。

を扱うこと。 ウ 内容の(2)から(4)までについては，微生物の学名や英名及び化学式や

オ 内容の(5)については，遺伝子組換えの基礎的な内容を扱うこと。ま 構造式については必要最小限の扱いとすること。

た，エネルギー生産については，再資源化や環境浄化とも関連付けて発 エ 内容の(3)については，微生物の生育条件，培地の種類と調製，器具

酵機構と代謝産物及び生体触媒の固定化などの基礎的な内容を扱うこ の殺菌など，かび，酵母と細菌の純粋分離と純粋培養の基本的な内容を

と。 扱うこと。

カ 内容の(6)については，実際に選定した微生物の培養や発酵食品の製 オ 内容の(4)については，糖質に重点を置いた微生物の代謝，酵素の生

造，微生物を応用した技術に関する活動を行うこと。 化学反応，発酵機構と代謝産物及び生体触媒の固定化の基本的な内容を

扱うこと。なお，微生物の酵素については，羅列的な扱いをしたり詳細

に深入りしたりしないこと。

第15 植物バイオテクノロジー 第16 植物バイオテクノロジー

１ 目 標 １ 目 標

植物に関するバイオテクノロジーの知識と技術を習得させ，植物体の特性 植物に関するバイオテクノロジーの知識と技術を習得させ，植物体の特性

とバイオテクノロジーの特質を理解させるとともに，農業の各分野で活用す とバイオテクノロジーの特質を理解させるとともに，農業の各分野で応用す

る能力と態度を育てる。 る能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) バイオテクノロジーの意義と役割 (1) バイオテクノロジーの意義と役割

ア バイオテクノロジーの意義 ア バイオテクノロジーの意義

イ 産業社会とバイオテクノロジー イ 産業社会とバイオテクノロジー

(2) 植物バイオテクノロジーの特質と基本操作 (2) バイオテクノロジーの特質と基本操作

ア 植物の構造と機能 ア 植物の構造と機能

イ 無菌操作の基本 イ 無菌操作の基本

(3) 植物の増殖能力の利用 (3) 植物の増殖能の利用

ア 組織培養の目的と技術体系 ア 組織培養の目的と技術体系

イ 培地の組成と調整 イ 培地の組成と調製

ウ 培養植物体の生育と環境 ウ 培養植物体の生育と環境

エ 野菜や草花への活用 エ 野菜，草花への応用
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オ 果樹や作物などへの活用 オ 果樹，作物等への応用

カ バイオテクノロジーの活用実態 (4) 植物の遺伝情報の利用

(4) 植物の遺伝情報の利用 ア 遺伝子組換えの仕組み

ア 遺伝子組換えの仕組み イ 細胞融合の仕組み

イ 細胞融合の仕組み (5) バイオマス・エネルギーの利用

(5) バイオマス・エネルギーの利用 ア 栽培植物の利用

ア 栽培植物の利用 イ 有機廃棄物の利用

イ 有機廃棄物の利用 (6) 植物バイオテクノロジーの展望

(6) 植物バイオテクノロジーの展望

(7) 植物バイオテクノロジーの実践

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)及び(3)については，観察や実験・実習を通して，植物の分 ア 内容の(2)及び(3)については，観察や実験・実習を通して，植物の分

化全能性とその利用について理解させ，組織培養技術を活用する実践力 化全能性とその利用について理解させ，組織培養技術を応用する実践力

を育てること。 を育てるよう留意すること。

イ 内容の(2)から(4)までについては，地域農業の実態や学科の特色に応 イ 内容の(2)から(4)までについては，地域農業の実態，学科の特色等に

じて，題材として適切な植物を選定すること。また，遺伝子組換えを扱 応じて，題材として適切な植物を選定すること。また，雑菌による機器，

う際には，適切な拡散防止の措置を講じるなど安全に十分留意して指導 施設などの汚染防止に留意すること。

し，雑菌による機器や施設などの汚染防止を図ること。

ウ 内容の(7)については，内容の(1)から(6)までと並行してあるいはそ

れらの内容を学習した後に取り扱うこと

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，植物の繁殖などの機能を利用するバイオテク ア 内容の(1)については，植物の繁殖などの機能を利用するバイオテク

ノロジーの技術体系及び農業などの産業各分野における利用の概要を扱 ノロジーの技術体系及び農業等の産業各分野での利用の概要を扱うこ

うこと。 と。

イ 内容の(2)については，茎頂など植物の組織・器官の構造と機能，植 イ 内容の(2)については，茎頂など植物の組織・器官の構造と機能，植

物ホルモンの作用及び無菌的条件の設定も扱うこと。 物ホルモンの作用及び器具の殺菌など無菌的条件の設定を中心に扱うこ
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ウ 内容の(3)については，植物細胞の分化全能性，培地の調整，組織培 と。

養及び培養植物体の順化，育成を中心に扱うこと。カについては，地域 ウ 内容の(3)については，植物細胞の分化全能性，培地の調製，組織培

の野菜や草花など身近な植物や絶滅危惧植物などの具体的な事項を扱う 養及び培養植物体の順化，育成を中心に扱うこと。
ぐ

こと。 エ 内容の(4)については，遺伝子の構造，植物のもつ遺伝情報の伝達機

エ 内容の(4)については，遺伝子の構造及び植物のもつ遺伝情報の伝達 能並びに遺伝子組換え及び細胞融合の仕組みについて基本的な内容を扱

機能について基礎的な内容を扱い，遺伝子組換えに関連する法規の概要 うこと。

についても扱うこと。 オ 内容の(5)については，バイオテクノロジーを活用して，セルロース

オ 内容の(5)については，バイオテクノロジーを活用して，セルロース などの木材成分やもみがらなどの有機廃棄物を変換利用する技術を扱う

などの植物成分やもみがらなどの有機廃棄物を変換利用する技術を扱う こと。

こと。 カ 内容の(6)については，組換え植物の利用などバイオテクノロジーに

カ 内容の(6)については，遺伝子組換え植物の利用などバイオテクノロ 関する今後の動向，課題及び可能性について基本的な内容を扱うこと。

ジーに関する今後の動向，課題及び可能性について基礎的な内容を扱う

こと。

キ 内容の(7)については，植物バイオテクノロジーの技術を活用した活

動や絶滅危惧植物などを対象とした活動を行うこと。
ぐ

第16 動物バイオテクノロジー 第17 動物・微生物バイオテクノロジー

１ 目 標 １ 目 標

動物バイオテクノロジーや実験動物の飼育・管理に関する知識と技術を習 動物と微生物に関するバイオテクノロジーの知識と技術を習得させ，動物

得させ，動物の生理特性とバイオテクノロジーの特質を理解させるとともに， の核，卵，胚（はい）や微生物の特性とバイオテクノロジーの特質を理解さ

農業の各分野で応用する能力と態度を育てる。 せるとともに，農業の各分野で応用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) バイオテクノロジーの意義と役割 (1) バイオテクノロジーの意義と役割

ア バイオテクノロジーの意義 ア バイオテクノロジーの意義

イ 産業社会とバイオテクノロジー イ 産業社会とバイオテクノロジー

ウ 動物実験の意義 (2) 動物のバイオテクノロジー

(2) 実験動物 ア 受精卵操作

ア 動物の体の構造 イ 雌雄の判別
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イ 飼育と管理 ウ 核移植とクローニング

ウ 動物実験の基本 (3) 微生物のバイオテクノロジー

(3) 動物バイオテクノロジーの基礎 ア 微生物の種類とその特性

ア 生殖細胞と人工授精 イ 微生物の培養と利用

イ 受精卵の操作 ウ きのこの培養と改良

ウ 雌雄の判別 (4) バイオリアクター

エ 核移植とクローニング ア バイオリアクターの特性

(4) 動物バイオテクノロジーの展望 イ 生体触媒の固定化法

(5) 動物バイオテクノロジーの実践 ウ バイオリアクターの利用

(5) 動物と微生物のバイオテクノロジーの展望

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)及び(3)については，実験・実習を通して，動物の組織や機 ア 内容の(2)及び(3)については，地域農業や食品産業の実態，学科の特

能を理解させ，バイオテクノロジーの応用を図る実践力を育てること。 色に応じて，題材として適切な動物及び微生物を選定すること。

イ 内容の(2)及び(3)については，地域農業の実態や学科の特色に応じて， イ 内容の(2)から(4)までについては，実験・実習を通して，動物の組織

題材として適切な動物を選定すること。 や微生物の機能を理解させ，バイオテクノロジーの応用を図る実践力を

ウ 内容の(3)については，地域の実態や学科の特色に応じて，選択して 育てるよう留意すること。

扱うことができること。また，遺伝子組換えを扱う際には，適切な拡散 ウ 内容の(2)から(4)までについては，学科の特色や地域の実態に応じて，

防止の措置を講じるなど安全に十分留意して指導し，雑菌による機器や 選択して扱うことができること。

施設などの汚染防止を図ること。 エ 内容の(3)及び(4)については，雑菌による機器，施設などの汚染防止

に留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，動物の繁殖機能を利用するバイオテクノロジ ア 内容の(1)については，動物の繁殖機能や微生物の増殖機能を利用す

ーの技術体系及び農業などの産業各分野における利用の概要を扱うこ るバイオテクノロジーの技術体系及び農業，食品産業等の産業各分野で

と。 の利用の概要を扱うこと。

イ 内容の(1)のウ及び(2)については，生命尊重の視点から実験で使用す イ 内容の(2)については，受精卵移植や雌雄の判別など動物のバイオテ

る動物について倫理面にも配慮して扱うこと。 クノロジーの基本的な内容を扱うこと。
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ウ 内容の(3)については，受精卵移植や雌雄の判別など動物のバイオテ ウ 内容の(3)については，アミノ酸の発酵生産に用いる微生物を中心に

クノロジーの基礎的な内容を扱うこと。 それらの微生物の種類と利用，きのこの種菌の培養などの基本的な内容

エ 内容の(4)については，人工多能性幹細胞など動物のバイオテクノロ を扱うこと。

ジーに関する今後の動向，課題及び可能性について基礎的な内容を扱い， エ 内容の(4)については，微生物や酵素を利用するバイオリアクターの

遺伝子組換えに関連する法規の概要についても扱うこと。 原理と構造，生体触媒の種類，特徴と固定化法及び食品産業などの分野

オ 内容の(5)については,動物バイオテクノロジーの技術を活用した活動 における利用を扱うこと。

や応用的な技術を活用した活動を行うこと。 オ 内容の(5)については，動物と微生物のバイオテクノロジーに関する

今後の動向，課題及び可能性について基本的な内容を扱うこと。

第17 農業経済 第18 農業経済

１ 目 標 １ 目 標

農業及び食品産業の経済活動に関する知識と技術を習得させ，流通及び 農業及び食品産業の経済活動に関する知識と技術を習得させ，流通及び市

市場の原理を理解させるとともに，流通の改善を図る能力と態度を育てる。 場の原理を理解させるとともに，流通の改善を図る能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 我が国の農業と世界の食料需給 (1) 我が国の農業と世界の食料需給

ア 農業と国民経済 ア 農業と国民経済

イ 世界の食料需給 イ 世界の食料需給

ウ 農業と国際経済事情 ウ 農業と国際経済事情

(2) 食料供給と農業及び食品産業 (2) 食料供給と農業及び食品産業

ア 農業生産の役割と特徴 ア 農業生産の役割と特徴

イ 食品産業の役割と特徴 イ 食品産業の役割と特徴

(3) 農産物の需給と価格形成 (3) 農産物の流通

ア 農産物の需要と供給 ア 農産物の需要と供給

イ 市場の原理と価格の形成 イ 流通の構造と機能

(4) 農産物の流通と経済 ウ 市場の原理と価格の形成

ア 流通の構造と機能 (4) 農業生産資材の流通

イ 農産物・加工食品と農業生産資材の流通 ア 農業生産資材の市場

ウ 金融と保険 イ 農業生産資材の流通
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(5) 農業生産の組織と食品産業 (5) 農業と協同組織

ア 農業協同組合 ア 農業協同組合

イ 農業生産組織と農業生産法人 イ 農業生産組織

ウ 食品企業 ウ 農業金融と保険

(6) 農業と情報 (6) 農業，食品産業の企業形態

ア 農業情報システム ア 企業の組織と活動

イ 情報の管理と活用 イ 農業関連企業の特質

(7) 農業・食料政策と関係法規 ウ 農業情報システム

ア 農業・食料政策 (7) 農業・食料政策と関係法規

イ 農業経済と関係法規 ア 農業・食料政策

イ 農業経済と関係法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)から(5)までについては，地域の具体的な事例を通して，農 ア 内容の(2)から(5)までについては，地域の具体的な事例を通して，農

業及び食品産業の経済活動について理解させること。 業や食品産業の経済活動について理解を深めさせるよう留意すること。

イ 内容の(5)から(7)までについては，地域の実態や学科の特色に応じて， イ 内容の(5)から(7)までについては，学科の特色や地域の実態に応じて，

選択して扱うことができること。 選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，農業と食品産業が我が国の経済活動において ア 内容の(1)については，農業と食品産業が我が国の経済活動において

果たしている役割，国際的な食料需給の動向が我が国の農業と食品産業 果たしている役割，国際的な食料需給の動向が我が国の農業と食品産業

に与える影響などについて基礎的な内容を扱うこと。 に与える影響等について基本的な内容を扱うこと。

イ 内容の(2)については，食料消費の形態と動向並びに食料供給におけ イ 内容の(2)については，食料消費の形態と動向並びに食料供給におけ

る農業，食品製造業，食品流通業及び外食産業の役割と動向について基 る農業，食品製造業，食品流通業及び外食産業の役割と動向について基

礎的な内容を扱うこと。 本的な内容を扱うこと。

ウ 内容の(3)については，価格形成の原理として需要と供給の変動の要 ウ 内容の(3)及び(4)については，主な農産物と農業生産資材の流通構造，

因及び市場の役割を具体的に扱うこと。 需要と供給の変動の要因及び市場の役割を重点的に扱うこと。

エ 内容の(4)については，主な農産物・加工食品と農業生産資材の流通 エ 内容の(5)については，販売事業や信用事業など農業協同組合の事業，
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構造及び流通に必要な金融と保険について基礎的な内容を扱うこと。 共同出荷など生産組合の事業，農業経営における資金と共済制度の意義

オ 内容の(5)については，販売事業や信用事業など農業協同組合の事業， などについて基本的な内容を扱うこと。

共同出荷など生産組合の事業，集落営農などの農業生産組織や農業生産 オ 内容の(6)のア及びイについては，農業及び食品産業の企業的経済活

法人，食品企業の運営及び経営について基礎的な内容を扱うこと。 動の意義，活動及び組織を扱うこと。また，アについては，農業法人を

カ 内容の(7)については，農業政策及び食料政策とその関係法規の概要 重点的に扱うこと。

を扱うこと。 カ 内容の(7)については，農業政策及び食料政策とその関係法規の概要

を扱うこと。

第18 食品流通 第19 食品流通

１ 目 標 １ 目 標

農産物や農産物を原料とする食品の流通に必要な知識と技術を習得させ， 農産物を主とする食品の流通に必要な知識と技術を習得させ，食品の特性

食品の特性と流通構造を理解させるとともに，食品の流通と管理の合理化を と流通構造を理解させるとともに，食品の流通と管理の合理化を図る能力と

図る能力と態度を育てる。 態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 食品流通と食品産業 (1) 食品流通と食品産業

ア 食品産業と国民経済 ア 食品産業と国民経済

イ 食品流通とフードシステム イ 食品流通とフードシステム

(2) 食品流通の構造と機能 (2) 食品流通の構造と機能

ア 食品流通の社会的機能 ア 食品流通の社会的機能

イ 食品流通の構造 イ 食品流通の構造

ウ 流通経費と価格形成 ウ 流通経費と価格形成

(3) 主な食品の流通 エ 食品流通と環境問題

ア 米と麦類の流通 (3) 主な食品の流通

イ 青果物の流通 ア 米と麦類の流通

ウ 畜産物の流通 イ 青果物の流通

エ 加工食品の流通 ウ 畜産物の流通

オ 農産物の輸出入 エ 加工食品の流通

(4) 食品の品質と規格 (4) 食品の品質と規格
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ア 食品の機能と安全性 ア 食品の機能と安全性

イ 品質と品質保証 イ 品質と品質保証

ウ 規格・表示・検査 ウ 規格，表示と検査

エ 食品流通と包装 エ 食品流通と包装

オ 食品の変質 オ 食品の変質と環境条件

(5) 食品の輸送と保管 (5) 食品の輸送と保管

ア 食品の輸送 ア 食品の輸送

イ 食品の保管 イ 食品の保管

ウ 物流のシステム化 ウ 物流のシステム化

エ 物流と情報管理 エ 物流と情報処理

(6) マーケティング (6) マーケティング

ア 食品市場の調査 ア 食品市場の調査

イ 販売計画と仕入計画 イ 販売計画と仕入計画

ウ 流通と販売 ウ 流通と販売の改善

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，食品流通の具体的な事例を通して，安全な食品の ア 指導に当たっては，食品流通の具体的な事例を通して，流通の仕組み

流通の仕組みについて理解させること。 について理解を深めさせるよう留意すること。

イ 内容の(2)及び(3)については，調査や実習を通して，食品の特性と流 イ 内容の(2)及び(3)については，調査や実習を通して，食品の特性と流

通構造を理解させ，流通の改善を図る実践力を育てること。 通構造を理解させ，流通の改善を図る実践力を育てるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，国民の食生活の動向及び食品産業や食品流通 ア 内容の(1)については，食品産業の国民経済における役割と食料の供

の役割を中心に扱うこと。 給において食品流通が果たす役割を中心に扱うこと。

イ 内容の(3)については，我が国の主な食品の特性及び流通の手段，経 イ 内容の(3)については，我が国の主な食品の商品特性及び流通の手段，

路と機能を扱うこと。なお，地域の実態や学科の特色に応じて，題材と 経路と機能を扱うこと。なお，地域の実態や学科の特色に応じて，題材

して適切な食品を選定すること。 として適切な食品を選定すること。

ウ 内容の(4)については，食品の栄養や安全性などの品質の保持と保証 ウ 内容の(4)については，食品の栄養や安全性などの品質の保持と保証，
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及びそのための検査と包装を扱うこと。なお，食品の規格や表示につい そのための検査，包装及び環境条件の整備を扱うこと。なお，食品の規

ては，農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律に基づく食 格や表示については，羅列的な扱いをしたり詳細に深入りしたりしない

品表示と規格など基礎的な内容を扱うこと。 こと。

エ 内容の(5)については，食品の品質の維持や環境とのかかわり，食品 エ 内容の(5)については，食品の品質の維持と効率化を図る輸送と保管

トレーサビリティシステムについても扱うこと。 の技術及びそれを支える物流のシステムについて基本的な内容を扱うこ

オ 内容の(6)については，食品の販売や店舗の経営に必要なマーケティ と。

ングの原理，食品市場の調査と情報分析，消費動向，品揃えと数量など オ 内容の(6)については，マーケティングの原理，食品市場の調査と情
ぞろ

の仕入計画及び商品陳列，広告，販売方法などの販売計画について基礎 報分析，消費動向，品揃えと数量などの仕入れ計画及び商品陳列，広告，
ぞろ

的な内容を扱うこと。 販売方法などの販売計画について基本的な内容を扱うこと。

第19 森林科学 第20 森林科学

１ 目 標 １ 目 標

森林の育成，保全と木材の生産に必要な知識と技術を習得させ，森林の役 森林の育成，保全と利用に必要な知識と技術を習得させ，森林生態系と林

割や生態について理解させるとともに，森林の保全と利用を図る能力と態度 木の生育特性を理解させるとともに，森林を総合的に利用する能力と態度を

を育てる。 育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 森林の役割 (1) 森林と育林

ア 森林の多面的機能 ア 森林の役割

イ 森林管理の意義 イ 育林の意義

(2) 森林の生態 (2) 森林の生態と分布

ア 森林の生態と分布 ア 森林生態系

イ 林木の生育と環境 イ 森林の分布

(3) 森林の育成 (3) 林木の生育と環境

ア 育苗と造林 ア 主な樹種の性状

イ 森林の保育と保護 イ 林木の生育特性

(4) 山地の保全 ウ 林木の生育と環境要因

ア 治山治水 (4) 育苗と造林

イ 林道と作業道 ア 林木の育苗と育種
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(5) 木材の生産 イ 苗畑の管理

ア 林木の伐採 ウ 人工更新と天然更新

イ 造材と集材 エ 主な林木の造林法

ウ 木材の運搬 (5) 森林の保育と山地の保全

(6) 人間社会と森林 ア 林木と林地の保育

ア 森林利用の変遷 イ 森林の保護

イ 流域社会と人の暮らし ウ 治山

エ 林道

(6) 木材の利用

ア 林木の伐採

イ 造材と集材

ウ 木材の運搬

(7) 森林の総合的利用

ア 森林の総合的利用の展開

イ 持続可能な森林経営

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，学校林や地域の森林における実習を通して，森林 ア 指導に当たっては，学校林や地域の森林における実習を通して，森林

の役割及び生態について具体的に理解をさせること。 の生態系及び林業の意義と役割について具体的に理解を深めさせるよう

イ 内容の(2)及び(3)については，観察や実験・実習を通して，林木の生 留意すること。

育特性と環境要因を理解させ，計画的な森林造成を図る実践力を育てる イ 内容の(3)から(5)までについては，観察や実験・実習を通して，林木

こと。 の生育特性と環境要因を理解させ，長期の森林造成を図る計画的な実践

ウ 内容の(2)のイについては，地域の実態や学科の特色に応じて，題材 力を育てるよう留意すること。

として適切な林木を選定すること。 ウ 内容の(3)から(6)までについては，我が国の森林・林業の状況，地域

エ 内容の(4)のイについては，山地の保全にとって作業道の果たす役割 の実態や学科の特色に応じて，題材として適切な林木を選定すること。

を理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。
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ア 内容の(1)については，我が国の森林を中心に扱うこととし，水資源 ア 内容の(1)については，我が国の森林を中心に扱い，有機物の蓄積を

の涵養や生物多様性の保全をはじめとする多面的な森林の機能を維持す はじめとする森林の機能を維持するための育林の意義を扱うこと。
かん

るための森林管理の意義を扱うこと。 イ 内容の(2)については，森林生態系での物質循環と遷移及び森林植生

イ 内容の(2)については，森林生態系での物質循環と遷移及び森林植生 の分布と気候の関係について基本的な内容を扱うこと。

の分布と気候の関係について基礎的な内容を扱うこと。 ウ 内容の(3)については，我が国の有用林木の細胞組織などの性状，耐

ウ 内容の(3)については，実生苗や挿し木苗の養成及び造林の基礎的な 陰性などの生育特性及び環境要因が林木の生育に及ぼす影響を扱うが，

内容を扱うこと。 樹種の性状については詳細に深入りしないこと。

エ 内容の(4)については，治山治水，林道，作業道の意義や役割などに エ 内容の(4)については，実生苗や挿し木苗の養成及び造林の基本的な

ついて基礎的な内容を扱うこと。 内容を扱い，人工更新については詳細に深入りしないこと。

オ 内容の(6)については，森林利用の歴史，流域社会と人間，森林観形 オ 内容の(5)については，人工林の維持増進，林木と林地の保育作業，

成の過程における思想の変遷などを扱うこと。 森林の災害からの保護及び治山と林道について基本的な内容を扱うこ

と。

カ 内容の(7)については，生産機能や環境保全機能などの森林の多様な

機能の総合的な利用と生物の多様性の保全などを図る持続可能な森林経

営の概要を扱うこと。

第20 森林経営 第21 森林経営

１ 目 標 １ 目 標

森林経営における測定，計画と管理に必要な知識と技術を習得させ，森林 森林経営の計画と管理に必要な知識と技術を習得させ，森林の機能及び森

の機能と評価の意義を理解させるとともに，森林を持続的に経営する能力と 林の評価の必要性を理解させるとともに，森林を持続的に経営する能力と態

態度を育てる。 度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 森林と森林経営 (1) 森林と森林経営

ア 我が国と世界の森林 ア 我が国と世界の森林

イ 森林経営の意義と役割 イ 森林経営の意義と役割

(2) 森林の機能 (2) 森林の機能

ア 林産物生産機能 ア 林産物生産機能

イ 環境保全機能 イ 環境保全機能
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ウ 保健休養機能 ウ 保健休養機能

(3) 森林の測定と評価 (3) 森林の測定と評価

ア 森林の測定 ア 森林の測定

イ リモートセンシングの利用 イ 森林の機能の評価

ウ 森林の機能の評価 ウ リモートセンシングの利用

(4) 森林経営の計画と管理 (4) 森林経営の計画

ア 森林経営の目標と組織 ア 森林経営の目標

イ 森林施業 イ 森林施業計画

ウ 森林の利用 ウ 森林空間の利用計画

エ 森林経営情報の活用 エ 特用林産物の利用計画

(5) 木材の流通 (5) 森林経営の管理

ア 国民経済と木材商業 ア 森林経営の管理組織

イ 木材の流通と市場 イ 森林施業と生産管理

ウ 木材貿易 ウ 森林経営情報の活用

(6) 森林経営と森林政策 エ 森林空間の活用

ア 我が国の森林政策 オ 特用林産物の生産と販売

イ 林業金融と森林保険 (6) 森林政策と関係法規

ウ 森林関係法規 ア 我が国の森林政策

イ 森林の流域管理システム

ウ 森林関係法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)及び(3)については，学校林や地域の森林における実習を通 ア 内容の(2)及び(3)については，学校林や地域の森林における実習を通

して，森林の機能とその測定を理解させること。 して，森林の機能とその測定を理解させ，森林を多面的に評価する科学

イ 内容の(3)及び(4)については，地域の実態や学科の特色に応じて，題 的な見方と実践力を育てるよう留意すること。

材として適切な森林を選定すること。また，指導に当たっては，各種メ イ 内容の(3)から(5)までについては，地域の実態や学科の特色に応じて，

ディア教材や地球観測衛星などの情報を適切に活用すること。 題材として適切な森林を選定すること。また，指導に当たっては，視聴



- 298 -

覚教材や資源探査衛星などの情報を適切に活用するよう留意すること。

ウ 内容の(6)のアからウまでについては，地域の実態や学科の特色に応

じて，選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，我が国と世界の森林資源，木材の需給の ア 内容の(1)のアについては，我が国と世界の森林資源，木材の需給の

動向及びそれらの相互関係について基礎的な内容を扱うこと。 動向及びそれらの相互関係について基本的な内容を扱うこと。

イ 内容の(2)については，木材等の林産物の生産や供給，国土の保全や イ 内容の(2)については，森林が有する，木材等の林産物の生産や供給，

水資源の涵養，保健休養や教育的利用の場の提供など森林がもつ機能に 国土の保全や水資源の涵養，保健休養や教育的利用の場の提供などの機
かん

ついて基礎的な内容を扱うこと。 能に関する基本的な内容を扱うこと。

ウ 内容の(3)については，森林の測定とその機能の評価の方法について ウ 内容の(3)については，立木材積や成長量の測定と空中写真による森

基礎的な内容を扱うこと。 林測定及び森林の機能の評価を扱うが，測定については詳細に深入りし

エ 内容の(4)については，我が国の森林の持続的経営に関して，植林， ないこと。

間伐，伐採，再造林などの具体的な内容を扱うこと。 エ 内容の(4)及び(5)については，我が国の森林生態系の維持並びに木材

オ 内容の(6)のアについては，森林計画制度など我が国の森林政策の概 等の財及び保健休養等のサービスの持続的な供給の計画と管理について基

要を扱うこと。イについては森林の機能を持続させるための金融と保険 本的な内容を扱うこと。

制度を扱うこと。ウについては森林経営に関する法規の概要を扱うこと。 オ 内容の(6)については，我が国の森林政策，森林の流域管理システム

及び森林に関する法規の概要を扱うこと。

第21 林産物利用 第22 林産加工

１ 目 標 １ 目 標

林産物の加工，利用に必要な知識と技術を習得させ，林産物の特性を理解 林産物の加工，利用に必要な知識と技術を習得させ，林産物の特性を理解

させるとともに，林産物の多様な利用を図る能力と態度を育てる。 させるとともに，林産物の多様な利用を図る能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 森林資源の循環利用と林業・林産業 (1) 林産加工の意義と動向

ア 循環資源としての木材 ア 森林・林業と林産加工

イ 木造建築物と循環 イ 林産工業の現状と動向

ウ 林産業の現状と動向 (2) 木材の性質と用途

(2) 木材の性質と用途 ア 木材の構造と性質
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ア 木材の構造 イ 木材の用途

イ 木材の性質 (3) 製材と木材の工作

ウ 木材の用途 ア 製材

(3) 製材と木材の工作 イ 木材の乾燥と保存

ア 製材 ウ 木材の工作

イ 木材の乾燥 (4) 木材の加工と利用

ウ 木材の工作 ア 改良木材の製造

(4) 木材の加工と利用 イ 木材パルプ

ア 改良木材の製造 ウ 木炭と和紙

イ 木材パルプと和紙 エ バイオマスの変換利用

ウ 木炭 (5) 特用林産物の生産と加工

エ バイオマスの変換技術と利用 ア きのこの生産と加工

(5) 特用林産物の生産と加工 イ 薬用植物の生産と加工

ア きのこの生産と加工 ウ 山菜の加工

イ 山菜の加工 エ つる等の加工

ウ 薬用植物の生産と加工

エ つるなどの加工

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(1)については，光合成産物である木材が循環利用可能な資源 ア 内容の(2)から(4)までについては，実験・実習を通して，木材の構造

であり，人間の生活に欠かせない素材として重要な役割を果たしている と性質について理解させ，木材の多角的な利用を図る実践力を育てるよ

ことを理解させること。 う留意すること。

イ 内容の(2)から(4)までについては，実験・実習を通して，木材の構造 イ 内容の(3)から(5)までについては，地域林業の実態や学科の特色に応

と性質を理解させ，木材の多様な利用を図る実践力を育てること。 じて，題材として適切な林産物を選定すること。また，加工・製造機械

ウ 内容の(3)から(5)までについては，地域林業の実態や学科の特色に応 類の操作及び各種薬剤などによる事故の防止に努め，安全の指導に留意

じて，題材として適切な林産物を選定すること。また，加工，製造機械 すること。

類の操作及び各種薬剤などによる事故の防止など安全の指導の充実に努 ウ 内容の(4)のイからエまで及び内容の(5)のアからエまでについては，
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めること。 地域の実態や学科の特色に応じて，選択して扱うことができること。

エ 内容の(4)のイからエまで及び内容の(5)のアからエまでについては，

地域の実態や学科の特色に応じて，選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のウについては，木造建築業，木材加工業及び林産製造業 ア 内容の(1)のイについては，木材加工業と林産製造業を重点的に扱う

を扱うこと。 こと。

イ 内容の(4)については，木材の材質の改良，木材の物理的処理と化学 イ 内容の(2)については，木材の用途とそれに関係する構造と性質を扱

的処理及びバイオマス・エネルギーの利用について基礎的な内容を扱う うこと。なお，木材の性質については，網羅的な扱いをしたり詳細に深

こと。 入りしたりしないこと。

ウ 内容の(4)については，木材の材質の改良，木材の物理的処理と化学

的処理及びバイオマス変換による生物エネルギーの利用について基本的

な内容を扱うこと。

第22 農業土木設計 第23 農業土木設計

１ 目 標 １ 目 標

農業土木事業の計画と設計に必要な知識と技術を習得させ，事業計画の重 土木設計に必要な知識と技術を習得させ，水と土の基本的性質と構造物の

要性と土木構造物の特質を理解させるとともに，自然環境との調和に配慮し 特質を理解させるとともに，目的に応じ，自然環境と調和した農業土木構造

た事業を計画し，構造物を設計する能力と態度を育てる。 物を設計する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 農業土木計画と設計の意義 (1) 農業土木設計の意義

ア 農業土木計画の意義と役割 ア 農業土木の意義と役割

イ 環境保全と農業土木計画 イ 農業土木構造物の特質

ウ 農業土木構造物の種類と特質 ウ 設計の基本と設計製図

エ 農業土木構造物の計画・設計・製図 (2) 設計と力学

(2) 設計と力学 ア 力と釣合い

ア 力と釣合い イ 平面図形の性質

イ 平面図形の性質 ウ 材料の性質と強さ

ウ 材料の性質と強さ (3) 水と土の基本的性質
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(3) 構造及び部材の計算と設計 ア 水の基本的性質

ア 静定ばりの計算と設計 イ 土の基本的性質

イ 不静定ばりの基礎 (4) 構造及び部材の計算と設計

ウ 柱 ア 静定ばりの計算と設計

エ トラス イ 不静定ばりの基礎

オ ラーメン ウ 柱

(4) 鉄筋コンクリート構造と鋼構造の設計 エ トラス

ア 鉄筋コンクリート構造 オ ラーメン

イ 鋼構造 (5) 鉄筋コンクリート構造と鋼構造の設計

(5) 農業土木構造物の設計 ア 鉄筋コンクリート構造

ア 基礎工 イ 鋼構造

イ 擁壁 (6) 農業土木構造物の設計

ウ 水利構造物 ア 基礎工

エ 道路 イ 擁壁

ウ 水利構造物

エ 道路

オ 自然環境と農業土木構造物

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(5)については，地域の実態や学科の特色に応じて，題材とし ア 内容の(3)については，水理実験を通して流速など水の性質を体験的

て適切な農業土木構造物を選定すること。 に理解させるとともに，土質試験を通して土粒子の比重など土の性質を

体験的に理解させること。

イ 内容の(6)については，学科の特色や地域の実態に応じて，題材とし

て適切な農業土木構造物を選定すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，地域計画と農業土木事業を関連付けて扱うこ ア 内容の(1)については，農業土木事業と構造物の目的，特徴と性質及

と。 び構造物の設計手順と製図法を扱うこと。
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イ 内容の(2)については，力の合成と分解，断面二次モーメントなどの イ 内容の(2)については，力の合成と分解，断面二次モーメントなどの

断面の性質及び構造材料の強さと特性を扱うこと。 断面の性質及び構造材料の強さと特性を扱うこと。

ウ 内容の(3)については，はり，柱とトラスに作用する外力と応力及び ウ 内容の(3)については，水の物理的性質，静水圧や水の流れ，土の構

その計算方法を扱うこと。また，ラーメン構造については概要を扱うこ 造や土圧など水と土の性質に関する基本的な内容を扱うこと。なお，土

と。 質試験の方法については，詳細に深入りしないこと。

エ 内容の(4)については，鉄筋コンクリート構造と鋼構造の性質，許容 エ 内容の(4)については，はり，柱とトラスに作用する外力と応力及び

応力度法及び限界状態設計法について基礎的な内容を扱うこと。 その計算方法を扱うが，高度な計算方法には深入りしないこと。また，

ラーメン構造については概要を扱うこと。

オ 内容の(5)については，鉄筋コンクリート構造と鋼構造の性質，許容

応力度法及び限界状態設計法について基本的な内容を扱うこと。

第23 農業土木施工 第24 農業土木施工

１ 目 標 １ 目 標

農業土木事業における施工と管理に必要な知識と技術を習得させ，農業土 農業土木施工に必要な知識と技術を習得させ，農業土木工事の特質を理解

木工事の特質を理解させるとともに，各種の工事を自然環境や安全に配慮し， させるとともに，各種の工事を自然環境に配慮し，合理的に施工する能力と

合理的に施工・管理する能力と態度を育てる。 態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 農業土木事業の役割 (1) 農業土木工事の役割

ア 農業土木工事の意義と特質 ア 農業土木工事の意義と役割

イ 自然環境と農業土木工事 イ 農業土木工事の特質

(2) 施工計画の基本 (2) 農業の基盤整備と自然環境

ア 施工計画の立案 ア 地域計画と環境アセスメント

イ 仮設計画 イ 農地整備の計画と施工

ウ 仕様と積算 (3) 農業水利

(3) 工事の管理 ア 利水と治水

ア 工事の運営組織 イ かんがいと排水

イ 工程管理 ウ 水の有効利用と水質保全

ウ 品質管理 (4) 農業土木工事の施工
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エ 安全管理 ア 土工

(4) 農業土木関係法規 イ コンクリート工

(5) 農業土木工事の施工 ウ 基礎工

ア 土工 エ 道路工

イ コンクリート工 オ 植栽工

ウ 基礎工 (5) 工事の運営管理

エ 道路工 ア 工事の運営組織

オ 植栽工 イ 仕様と積算

ウ 品質管理と工程管理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)及び(5)については，地域の実態や学科の特色に応じて，題 ア 内容の(2)から(4)までについては，地域の実態や学科の特色等に応じ

材として適切な農業土木工事を選定すること。 て，題材として適切な農業土木工事を選定すること。

イ 内容の(5)については，土木構造物の見学，調査や実習を通して，農 イ 内容の(4)については，土木構造物の見学，調査や実習を通して，農

業土木工事の特質を理解させ，工事の改善を図る実践力を育てること。 業土木工事の特質を理解させ，工事の改善を図る実践力を育てるよう留

意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，農地の整備と保全，かんがい，排水などの各種 ア 内容の(1)については，農地の整備と保全，かんがい，排水などの各

農業土木工事の概要を自然環境と関連付けて扱うこと。 種農業土木工事の概要を扱うこと。

イ 内容の(3)については，農業用水，生活用水などの利水とその有効利

用，堤防や洪水調節などの治水，水田や畑地へのかんがいと排水の方式

と施設及び水質の汚濁防止や処理施設を重点的に扱うこと。

第24 水循環

１ 目 標

水を有効かつ継続的に利用するための知識と技術を習得させ，地球上の水

循環と環境や生物とのかかわり，人間活動が水循環の中で営まれることを理
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解させるとともに，環境保全に配慮し，農業の持続的な発展に活用する能力

と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 水と地球環境

ア 水と大気

イ 水文循環

ウ 水と森林・河川・農地

エ 水と生態系

(2) 水と人間

ア 水と人間の歴史

イ 資源としての水

(3) 水と農林業

ア 水と農地の土壌

イ 水と農業生物の栽培

ウ 水と森林の土壌

(4) 水と土の基本的性質

ア 水の基本的性質

イ 土の基本的性質

ウ 土中の水

(5) 農業水利

ア 利水と治水

イ かんがいと排水

ウ 水利施設

(6) 水と生活環境

ア 水の有効利用と水質保全

イ 農業用水の多面的機能

３ 内容の取扱い
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(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 内容の(1)及び(2)については，地域環境の観察，地球的な視点や歴史

的な視点に立った資料などを用いた学習を通して，水と環境及び人間の

相互関係並びに水循環について関心をもたせること。

イ 内容の(3)については，水の動きに伴う肥料や農薬の動きと環境との

かかわり，農地・森林の水資源の涵養機能及びこれにかかわる環境保全
かん

への寄与についても扱うこと。

ウ 内容の(4)から(6)までについては，地域の実態や学科の特色に応じて，

選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)のイについては，地球的規模に立った新しい考え方も取り

入れて扱うこと。

イ 内容の(5)のウについては，用排水機場や水門など主な水利施設の基

礎的な内容を扱うこと。なお，生態系や環境保全へ配慮した水利構造物

も扱うこと。

第25 造園計画 第25 造園計画

１ 目 標 １ 目 標

造園の計画・設計に必要な知識と技術を習得させ，造園空間のもつ機能を 造園の計画・設計に必要な知識と技術を習得させ，緑地のもつ機能を理解

理解させるとともに，目的や環境に応じた造園空間を創造する能力と態度を させるとともに，目的や環境に応じた造園空間を創造する能力と態度を育て

育てる。 る。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 造園計画の意義と緑地環境の役割 (1) 造園計画の意義と緑地環境の役割

ア 生活と緑地環境 ア 生活と緑地環境

イ 造園計画と造園空間 イ 造園計画と造園空間

(2) 環境と造園の様式 (2) 環境と造園の様式

ア 我が国の環境と造園様式 ア 日本の環境と造園様式
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イ 外国の環境と造園様式 イ 外国の環境と造園様式

(3) 造園製図と造園デザインの基礎 (3) 造園製図と造園デザインの基礎

ア 造園製図の基礎 ア 造園製図の基礎

イ 造園デザインの基礎 イ 造園デザインの基礎

(4) 庭園の計画・設計 (4) 庭園の計画・設計

ア 住宅庭園 ア 住宅庭園

イ 学校庭園 イ 学校庭園

ウ 屋上緑化 (5) 公園，緑地の計画・設計

(5) 公園，緑地の計画・設計 ア 都市緑地

ア 都市緑地 イ 農村緑地

イ 農村緑地 ウ 自然公園

ウ 自然公園

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)については，我が国と外国の造園様式を，それぞれの国や ア 内容の(2)については，日本と外国の造園様式を，それぞれの国や地

地域の自然環境，文化的環境及び社会的環境と関連付けて理解させるこ 域の自然環境，文化的環境及び社会的環境と関連付けて理解させること。

と。 イ 内容の(5)のアからウまでについては，学科の特色や地域の実態に応

イ 内容の(5)のアからウまでについては，地域の実態や学科の特色に応 じて，選択して扱うことができること。

じて，選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，造園の目的と計画及びそれに基づく造園空間 ア 内容の(1)については，造園の目的と計画及びそれに基づく造園空間

の創造と利用の概要を扱うこと。 の創造と利用の概要を扱うこと。

イ 内容の(2)については，我が国と外国の主な造園様式とその変遷並び イ 内容の(2)については，日本と外国の主な造園様式とその変遷並びに

にそれを取り巻く自然環境，文化的環境及び社会的環境を総合的に扱う それを取り巻く自然環境，文化的環境及び社会的環境を総合的に扱い，

こと。 詳細に深入りしないこと。

ウ 内容の(4)については，住宅庭園と学校庭園及び屋上緑化などの特殊 ウ 内容の(4)については，住宅庭園と学校庭園の構成，機能と環境条件

基盤緑化の構成・機能・環境条件など庭園の計画・設計に必要な内容を など庭園の計画・設計に必要な内容を扱うこと。なお，庭園の歴史や施
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扱うこと。 設については，詳細に深入りしないこと。

エ 内容の(5)については，種類，機能，役割，環境条件など公園や緑地 エ 内容の(5)については，都市緑地，農村緑地，自然公園の種類，機能，

の計画・設計に関する基礎的な内容を扱うこと。また、バリアフリーや 役割，環境条件など公園や緑地の計画・設計に関する基本的な内容を扱

ユニバーサルデザインに関する基礎的な内容も扱うこと。なお，イ及び うこと。なお，イ及びウについては，設計を扱わないことができること。

ウについては，設計を扱わないことができること。

第26 造園技術 第26 造園技術

１ 目 標 １ 目 標

造園の施工と管理に必要な知識と技術を習得させ，造園の特質を理解させ 造園の施工と管理に必要な知識と技術を習得させ，造園の特質と造園緑化

るとともに，合理的に施工し，維持管理する能力と態度を育てる。 材料の特性を理解させるとともに，材料を適切に取り扱い，合理的に施工し，

維持管理する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 造園技術の特色と役割 (1) 造園技術の特色と役割

ア 造園技術の特色 ア 造園技術の特色

イ 造園施工と管理の役割 イ 造園施工と管理の役割

(2) 造園植栽施工 (2) 造園緑化材料

ア 植栽とデザイン ア 植物材料

イ 芝生，花壇などの造成 イ 岩石材料

(3) 造園土木施工 ウ その他の材料

ア 敷地の造成と土壌の改良 (3) 造園植栽施工

イ コンクリート工 ア 植栽とデザイン

ウ 給排水工 イ 芝生，花壇等の造成

エ 造園施設工 (4) 造園土木施工

(4) 植物及び工作物の管理 ア 敷地の造成と土壌の改良

ア 植物の管理 イ コンクリート工

イ 工作物の管理 ウ 給排水工

ウ 景観の管理 エ 造園施設工

(5) 合理的な施工管理 (5) 植物及び工作物の管理
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ア 工程管理 ア 植物の管理

イ 品質管理 イ 工作物の管理

ウ 景観の管理

(6) 合理的な施工と管理

ア 工程管理

イ 品質管理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)から(4)までについては，地域の実態や学科の特色に応じて， ア 内容の(2)については，観察，実習を通して，造園空間を構成するた

造園の施工と管理を行う上で適切な題材を選定すること。 めに必要な植物材料や岩石材料の特性とその取扱いを具体的に理解させ

ること。

イ 内容の(3)から(5)までについては，地域の実態や学科の特色等に応じ

て，造園の施工と管理を行う上で適切な題材を選定すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)から(4)までについては，病気，害虫，機械及び器具につい ア 内容の(1)については，作庭技術，植栽技術などの造園技術の特色，

て基礎的な内容を扱うこと。 造園空間の創出と維持管理など造園の施工と管理の概要を扱うこと。

イ 内容の(3)については，屋上緑化をはじめとする特殊基盤緑化につい イ 内容の(2)のア及びイについては，植物材料や岩石材料の種類と特性

てもバリアフリーやユニバーサルデザインを考慮して扱うこと。 及び植物材料の育成を扱うこと。なお，地域の造園施工の実態等に応じ

ウ 内容の(3)から(5)までについては，関係する法規と関連付けて扱うこ て，題材として適切な造園緑化材料を選定すること。ウについては，木

と。 材，竹材，金属材などを扱うこと。

エ 内容の(4)については，造園樹木のせん定と整姿，工作物の補修など ウ 内容の(2)から(5)までについては，病気，害虫，機械及び器具につい

の維持管理及び造園の目的に沿った景観の維持管理を扱うこと。 て，羅列的な扱いをしたり詳細に深入りしたりしないこと。

エ 内容の(5)については，造園樹木のせん定と整姿，工作物の補修など

の維持管理及び造園の目的に沿った景観の維持管理を扱うこと。

第27 環境緑化材料

１ 目 標
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環境緑化のための植物の育成や造園空間の構成に使用する材料について必

要な知識と技術を習得させ，環境緑化材料の特性を理解させるとともに，材

料を適切に取り扱い，活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 環境緑化材料の特色と役割

ア 環境緑化材料の特色

イ 環境緑化材料の役割

(2) 植物材料

ア 造園樹木

イ 地被植物

ウ 花壇用草花

(3) 岩石材料

ア 岩石

イ 自然石材

ウ 加工石材

(4) 各種材料

ア 木材

イ 竹材

ウ 金属材料

エ セメント

オ コンクリート製品

カ 窯製品

キ 新しい環境緑化材料

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 内容の(2)から(4)までについては，観察や実習を通して，造園空間を



- 310 -

構成するために必要な材料の特性とその取扱いを具体的に理解させるこ

と。

イ 内容の(2)から(4)までについては，地域の造園施工の実態に応じて，

題材として適切な緑化材料を選定すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については，植物材料の種類，特性及び育成を扱うこと。

イ 内容の(3)については，岩石材料の種類及び特性を扱うこと。

第28 測 量 第27 測 量

１ 目 標 １ 目 標

測量に必要な知識と技術を習得させ，測定機器の特質と地理空間情報の処 測量に必要な知識と技術を習得させ，測定値の処理と測定機器の特質を理

理と利用について理解させるとともに，環境保全や農林業に応用する能力と 解させるとともに，各種の事業に応用する能力と態度を育てる。

態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 測量の役割 (1) 測量の意義と役割

ア 地理空間情報と測量の役割 ア 測量の種類と役割

イ 座標系と基準点 イ 測定値の処理と作図

ウ 測定値の処理と表現 (2) 平面の測量

(2) 位置や高さの測量 ア 平板測量

ア 平板測量 イ 距離の測量

イ 角測量 ウ 角の測量

ウ トラバース測量 エ トラバース測量

エ 水準測量 オ 三角測量と三辺測量

オ 衛星測位 (3) 高低の測量

(3) 写真測量 ア 直接水準測量

ア 写真測量の原理と実体視 イ 間接水準測量

イ 写真情報の判読と処理 (4) 写真測量

ウ 写真測量の利用 ア 空中写真の性質と実体視
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エ リモートセンシングの原理と種類 イ 空中写真の判読と図化

オ リモートセンシングの利用 ウ 写真測量の利用

(4) 地理空間情報 エ リモートセンシングの応用

ア 地理情報システムの原理と役割 オ 地理情報システム

イ 地理情報システムの利用 (5) 応用測量

ウ 地理空間情報の利用 ア 地形測量

(5) 応用測量 イ 路線測量

ア 地形測量 ウ 工事測量

イ 路線測量 エ 河川測量

ウ 工事測量 オ 森林緑地測量

エ 河川測量

オ 森林測量

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)及び(3)については，見学や実習を通して，測量の原理と測 ア 内容の(2)及び(3)については，実習を通して，測量の原理と測定機器

定機器の操作について理解させること。 の操作について理解させ，測量を各種の事業に活用する実践力を育てる

イ 内容の(4)については，実習を通して，地理情報システムの基本的な よう留意すること。

原理及びデータの種類と処理について理解させ，空間情報を利用できる イ 内容の(5)のアからオまでについては，学科の特色や地域の実態に応

ようにすること。 じて，選択して扱うことができること。

ウ 内容の(5)のアからオまでについては，地域の実態や学科の特色に応

じて，選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(3)のアからウまでについては，写真測量の基本的な測定原理 ア 内容の(4)については，写真測量の基本的な測定原理及び写真測量の

及び写真測量データの処理と利用を中心に扱うこと。オについては，環 データの利用に重点を置き，リモートセンシングと地理情報システムに

境保全や農林業などへの利用について扱うこと。 ついては基本的な内容を扱うこと。

イ 内容の(4)のウについては，国土空間データ基盤についても扱うこと。 イ 内容の(5)については，既存の地形図の利用，各種事業の目的に応じ

ウ 内容の(5)については，既存の地図情報の利用，各種事業の目的に応 た測量の選択，作図の方法と精度の扱いなど応用測量について基本的な
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じた測量の選択，データの精度と表現方法など，基礎的な内容を扱うこ 内容を扱うこと。

と。

第29 生物活用 第28 生物活用

１ 目 標 １ 目 標

園芸作物や社会動物の活用に必要な知識と技術を習得させ，それらの生物 園芸作物と社会動物の活用に必要な知識と技術を習得させ，園芸作物と社

の特性を活用した活動や療法の特質を理解させるとともに，生活の質の向上 会動物の特性及び園芸と動物を活用したセラピーの特質を理解させるととも

を図る能力と態度を育てる。 に，生活の質の向上や健康の改善を図る能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 生物活用の意義と役割 (1) 生物活用の意義と役割

ア 園芸作物，社会動物と人間生活 ア 生物活用の役割と動向

イ 生物活用と対人サービス イ 園芸作物，社会動物と人間生活

(2) 園芸作物の栽培と活用 (2) 園芸作物の栽培と活用

ア 草花・野菜・ハーブの栽培と活用 ア 草花，野菜，ハーブの栽培と活用

イ 園芸デザインとその活用 イ 園芸デザインとその利用

(3) 社会動物の飼育と活用 (3) 社会動物の飼育と活用

ア 社会動物の飼育としつけ ア 社会動物の飼育としつけ

イ 社会動物の活用 イ 社会動物の訓練と活用

(4) 生物を活用した療法 (4) 健康の改善と生活の質の向上

ア 園芸療法 ア 生物活用と対人サービス

イ 動物介在療法 イ 園芸セラピー

(5) 生物活用の実際 ウ 動物セラピー

ア 対象者の理解と交流の技法

イ 交流活動

ウ 療法的な活動

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす
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る。 る。

ア 指導に当たっては，交流対象者の安全や健康などについて十分配慮す ア 内容の(2)及び(3)については，実習を通して，園芸活動や社会動物と

るとともに，必要に応じて地域の専門機関や専門家との連携を図ること。 の交流の健康上の効果について理解させ，園芸作物や社会動物を有効に

イ 内容の(1)については，専門家が療法として行う行為と一般の人々が 活用する実践力を育てるよう留意すること。

レクリエーションや教育，健康増進などを目的として行う活動の違いに イ 内容の(2)及び(3)については，学科の特色や地域の実態に応じて，選

ついて理解させること。 択して扱うことができること。また，学科の特色や地域の実態に応じて，

ウ 内容の(2)及び(3)については，地域の実態や学科の特色に応じて，選 題材として適切な園芸作物や社会動物を選定すること。

択して扱うことができること。また，題材として適切な園芸作物や社会

動物を選定すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については，教育や健康などに関する効果に着目した園芸 ア 内容の(2)については，健康上の効果に着目した園芸作物の栽培や園

作物の栽培や園芸デザインの活動を中心に扱い，それを活用した交流活 芸デザインの活動を中心に扱い，それを活用した交流活動の準備や活動

動の準備や活動の支援も扱うこと。 の支援も扱うこと。

イ 内容の(3)については，教育や健康などに関する効果に着目した社会 イ 内容の(3)については，健康上の効果に着目した社会動物との交流と

動物との交流とそのための飼育やしつけを中心に扱い，社会動物を活用 そのための飼育や訓練の活動を中心に扱い，それを活用した交流活動の

した交流活動の準備や活動の支援も扱うこと。 準備や活動の支援も扱うこと。

ウ 内容の(4)については，園芸療法，動物介在療法の基礎的な内容を扱 ウ 内容の(4)については，園芸作物や社会動物を活用した対人サービス

うこと。 の特性，園芸セラピーと動物セラピーの準備，計画などの基本的な内容

エ 内容の(5)については，安全な活動を行うために必要な交流対象者の を扱うこと。

心身の特徴や生活状況の理解及び交流に必要な技術について扱うこと。

第30 グリーンライフ 第29 グリーンライフ

１ 目 標 １ 目 標

農林業・農山村の特色を生かした生活体験を提供する活動に必要な知識と 交流，余暇活動の展開に必要な知識と技術を習得させ，農業や農村のもつ

技術を習得させ，地域資源の有用性を理解させるとともに，地域に根ざした 多面的な機能と対人サービスの特性を理解させるとともに，交流，余暇活動

事業の振興に寄与できる能力と態度を育てる。 を導入した経営の改善を図る能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 農山村社会の変化と地域社会の再編 (1) 農業・農村と対人サービス
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ア 農山村と都市の現状と変化 ア 交流，余暇活動型経営の動向

イ 地域社会の変化と起業活動 イ 農業・農村と対人サービスの特性

ウ 農山村活性化のための政策 (2) 農業・農村体験の援助と応接

(2) グリーンライフの概要 ア 農業体験の指導と援助

ア 人間生活とグリーンライフ イ 農村体験の受入れと応接

イ 農林業・農山村の魅力 (3) 農業・農村の機能の活用

ウ グリーン・ツーリズムの取組 ア 自然環境の活用

(3) 地域資源の発見・保全・活用 イ 農村景観の活用

ア 身近な地域の資源 ウ 農村文化の活用

イ 農山村の資源 エ 地域農産物の加工

(4) グリーンライフ活動の実践 (4) 市民農園とグリーン・ツーリズム

ア 地域コーディネータの役割 ア 市民農園，観光農園の運営

イ 対人サービスのマナー イ グリーン・ツーリズムの実施

ウ 環境インタープリターの技法 ウ 施設の整備と維持管理

エ グリーンライフプログラムの作成・企画 (5) 農業と農村生活の向上

オ 安全管理 ア 地域の文化と生活の向上

(5) グリーンライフ活動 イ 経営の改善と地域の活性化

ア エコツアー

イ 直売所・農家レストラン

ウ 商品開発

エ 産地直送・通信販売

オ 市民農園・観光農園

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)については，農林業・農山村の多面的機能や地域資源の有 ア 内容の(3)のアからエまでについては，学科の特色や地域の実態に応

用性を発揮するために他産業・異業種と連携する取組の重要性について じて，選択して扱うことができること。

理解させるようにすること。 イ 内容の(2)及び(4)については，見学や実習を通して，市民農園やグリ
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イ 内容の(3)については，見学や実習を通して，地域資源の発見・保全 ーン・ツーリズムの企画や運営を図る実践力を育てるよう留意するこ

・活用を図る実践力を育てること。 と。

ウ 内容の(3)のア及びイ並びに(5)のアからオまでについては，地域の実

態や学科の特色に応じて，選択して扱うことができること。

エ 内容の(5)については，グリーンライフ活動における食の安全や事故

の防止など安全の指導の充実に努めること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，都市部におけるグリーンライフのニーズと関 ア 内容の(1)については，我が国の交流，余暇活動を導入した経営の動

連付けて扱うこと。 向及び農業・農村体験を生かした対人サービスについて基本的な内容を

イ 内容の(4)については，グリーンライフ活動の実践に必要な基礎的な 扱うこと。

技術を扱うこと。 イ 内容の(2)については，栽培や飼育の体験の指導と援助の方法及び体

験活動や交流活動の準備と接客法を重点的に扱うこと。

ウ 内容の(3)については，里山や渓流などの自然環境，田畑や農家など

の農村景観，郷土芸能などの文化や地域の農産物加工などの農業・農村

がもつ機能の活用について基本的な内容を扱うこと。

エ 内容の(4)については，栽培や収穫体験を行う農園活動と農村滞在型

余暇活動の企画，運営の基本的な内容を扱うこと。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 農業に関する各学科においては，「農業と環境」及び「課題研究」を原則と (1) 農業に関する各学科においては，「農業科学基礎」又は「環境科学基礎」の

してすべての生徒に履修させること。 いずれか１科目及び「課題研究」を原則としてすべての生徒に履修させるこ

(2) 農業に関する各学科においては，原則として農業に関する科目に配当する と。

総授業時数の10分の５以上を実験・実習に配当すること。また，実験・実習 (2) 農業に関する各学科においては，原則として農業に関する科目に配当する

に当たっては，ホームプロジェクトを取り入れることもできること。 総授業時数の10分の５以上を実験・実習に配当すること。また，実験・実習

(3) 地域や産業界との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験を積極 に当たっては，ホームプロジェクトを取り入れることもできること。

的に取り入れるとともに，社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努め (3) 地域や産業界等との連携を図り，就業体験を積極的に取り入れるとともに，

ること。 社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。
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２ 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどの活 ２ 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどの活

用を図り，学習の効果を高めるよう配慮するものとする。 用を図り，学習の効果を高めるよう配慮するものとする。

３ 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科目を

履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示し

たものであり，学校において必要がある場合には，この事項にかかわらず指導

することができること。

３ 実験・実習を行うに当たっては，関連する法規等に従い，施設・設備や薬品 ４ 実験・実習を行うに当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環境

等の安全管理に配慮し，学習環境を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し， を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意するもの

安全と衛生に十分留意するものとする。 とする。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第２節 工 業 第２節 工 業

第１款 目 標 第１款 目 標

工業の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，現代社会にお 工業の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，現代社会にお

ける工業の意義や役割を理解させるとともに，環境及びエネルギーに配慮しつつ， ける工業の意義や役割を理解させるとともに，環境に配慮しつつ，工業技術の諸

工業技術の諸問題を主体的，合理的に，かつ倫理観をもって解決し，工業と社会 問題を主体的，合理的に解決し，社会の発展を図る創造的な能力と実践的な態度

の発展を図る創造的な能力と実践的な態度を育てる。 を育てる。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 工業技術基礎 第１ 工業技術基礎

１ 目 標 １ 目 標

工業に関する基礎的技術を実験・実習によって体験させ，各専門分野にお 工業に関する基礎的技術を実験・実習によって体験させ，各分野における

ける技術への興味・関心を高め，工業の意義や役割を理解させるとともに， 技術への興味・関心を高め，工業の意義や役割を理解させるとともに，工業

工業に関する広い視野と倫理観をもって工業の発展を図る意欲的な態度を育 に関する広い視野を養い，工業の発展を図る意欲的な態度を育てる。

てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 人と技術と環境 (1) 人と技術と環境

ア 人と技術 ア 人と技術

イ 技術者の使命と責任 イ 環境に配慮した技術

ウ 環境と技術 (2) 基礎的な加工技術
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(2) 基礎的な加工技術 ア 形態を変化させる加工

ア 形態を変化させる加工 イ 質を変化させる加工

イ 質を変化させる加工 (3) 基礎的な生産技術

(3) 基礎的な生産技術 ア 生産の流れと技術

ア 生産の流れと技術 イ 基礎的な分析及び測定技術

イ 基礎的な分析及び測定技術

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(1)のアについては，産業社会，職業生活，産業技術に関する ア 内容の(2)及び(3)については，相互に関連する実験や実習内容を取り

調査や見学を通して，工業技術と人間とのかかわり及び工業技術が日本 上げるよう留意し，総合的に理解させること。

の発展に果たした役割について理解させること。イについては，安全な

製品の製作や構造物の設計・施工，法令遵守など工業における技術者に

求められる使命と責任について理解させること。

イ 内容の(2)及び(3)については，相互に関連する実験や実習内容を取り

上げるよう留意し，工業の各専門分野に関連する要素を総合的に理解さ

せること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，工業の各専門分野に関連する職業資格及 ア 内容の(1)のアについては，産業社会や職業生活についての調査や見

び知的財産権についても扱うこと。ウについては，環境に配慮した工業 学を通して，科学技術の発達と人間とのかかわりについて理解させるこ

技術について，身近な事例を通して，その意義や必要性を扱うこと。 と。また，職業資格及び工業所有権を簡単に扱うこと。イについては，

イ 内容の(2)については，日常生活にかかわる身近な製品の製作例を取 環境に配慮した工業技術について，身近な事例を通して，その意義や必

り上げ，工業技術への興味・関心を高めさせるとともに，工具や器具を 要性について理解させること。

用いた加工及び機械や装置類を活用した加工を体験させること。アにつ イ 内容の(2)については，日常生活にかかわる身近な製品の製作例を取

いては，塑性加工など，形態を変化させる加工の基礎的な内容を扱うこ り上げ，工業技術への興味・関心を高めるよう留意するとともに，工具

と。イについては，化学変化など，主として質を変化させる加工の基礎 や器具を用いた加工及び機械や装置類を活用した加工を体験させるこ

的な内容を扱うこと。 と。アについては，塑性加工など，形態を変化させる加工の基礎的な内

ウ 内容の(3)のアについては，簡単な工業製品の製作を通して，生産に 容を扱うこと。イについては，化学変化など，主として質を変化させる
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関する技術の基礎的な内容を扱うこと。イについては，具体的な事例を 加工の基礎的な内容を扱うこと。

通して，生産にかかわる基礎的な分析及び測定技術の重要性を扱うこと。 ウ 内容の(3)のアについては，簡単な工業製品の製作を通して，生産に

関する技術の基礎的な内容を扱うこと。イについては，具体的な事例を

通して，生産にかかわる基礎的な分析及び測定技術の重要性について理

解させること。

第２ 課題研究 第２ 課題研究

１ 目 標 １ 目 標

工業に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門的 工業に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門的

な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創 な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創

造的な学習態度を育てる。 造的な学習態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 作品製作 (1) 作品製作

(2) 調査，研究，実験 (2) 調査，研究，実験

(3) 産業現場等における実習 (3) 産業現場等における実習

(4) 職業資格の取得 (4) 職業資格の取得

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(4)までの中 ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(4)までの中

から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内 から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内

容の(1)から(4)までの２項目以上にまたがる課題を設定することができ 容の(1)から(4)までの２項目以上にまたがる課題を設定することができ

ること。 ること。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるようにすること。 イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第３ 実 習 第３ 実 習

１ 目 標 １ 目 標
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工業の各専門分野に関する技術を実際の作業を通して総合的に習得させ， 工業の各専門分野に関する基礎的な技術を実際の作業を通して総合的に習

技術革新に主体的に対応できる能力と態度を育てる。 得させ，技術革新に主体的に対応できる能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 要素実習 (1) 要素実習

(2) 総合実習 (2) 総合実習

(3) 先端的技術に対応した実習 (3) 先端的技術に対応した実習

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，安全に配慮するとともに，生徒の興味・関心，進 ア 指導に当たっては，生徒の興味・関心，進路希望等に応じて実習内容

路希望等に応じて実習内容を重点化することや生徒に実習内容を選択さ の重点化を図るとともに，生徒に実習内容を選択させるなど，弾力的に

せるなど弾力的に扱うこと。 取り扱うこと。

イ 指導に当たっては，工業の各専門分野に関する日本の伝統的な技術・

技能に触れるとともに，安全衛生や技術者としての倫理，環境及びエネ

ルギーへの配慮などについて，総合的に理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，工業の各専門分野に関連する要素的な内容を ア 内容の(1)については，各専門分野に対応した要素的な内容を扱うこ

扱うこと。 と。

イ 内容の(2)については，内容の(1)の個々の要素技術を総合化した内容 イ 内容の(2)については，内容の(1)の個々の要素技術を総合化した内容

を扱うこと。 を扱うこと。

ウ 内容の(3)については，工業の各専門分野に関連する先端的技術の中 ウ 内容の(3)については，工業の各専門分野における先端的技術の中か

から，基礎的な内容を選択して扱うこと。 ら，基礎的な内容を選択して扱うこと。

第４ 製 図 第４ 製 図

１ 目 標 １ 目 標

製図に関する日本工業規格及び工業の各専門分野の製図に関する知識と技 製図に関する日本工業規格及び各専門分野の製図について基礎的な知識と
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術を習得させ，製作図，設計図などを正しく読み，図面を構想し作成する能 技術を習得させ，製作図，設計図などを正しく読み，図面を構想し作成する

力と態度を育てる。 能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 製図の基礎 (1) 製図の基礎

ア 製図と規格 ア 製図と規格

イ 図面の表し方 イ 図面の表し方

(2) 各専門分野の製図・設計製図 (2) 各専門分野の製図・設計製図

ア 各専門分野に関する製図 ア 各専門分野に関する製図

イ 各専門分野に関する設計製図 イ 各専門分野に関する設計製図

(3) ＣＡＤの基礎 (3) 自動設計製図装置の基礎

ア ＣＡＤの機能 ア 自動設計製図装置の機能

イ ＣＡＤを活用した設計製図 イ 自動設計製図装置を活用した設計製図

ウ 三次元ＣＡＤ

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，必要に応じて内容と関連する国際規格を取り上げ， ア 内容の(2)については，各学科の特色に応じて，関連する内容を選択

基礎的な内容を理解させること。 して扱うこと。

イ 内容の(2)及び(3)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，関 イ 指導に当たっては，必要に応じて内容と関連する国際規格を取り上げ，

連する内容を選択するとともに，適切な内容を扱うこと。 基礎的な内容を取り扱うこと。

ウ 内容の(3)のウについては，生徒の実態や学科の特色に応じて，扱わ

ないことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，日本工業規格の製図に関する基礎的な内 ア 内容の(1)のアについては，日本工業規格の製図に関する基礎的な内

容を扱うこと。イについては，基礎的な図法及び製図用具の使い方を扱 容を扱うこと。イについては，基礎的な図法及び製図用具の使い方を扱

うこと。 うこと。

イ 内容の(3)のイについては，具体的な事例を通して活用の方法を扱う イ 内容の(2)については，各学科の目的に応じ，適切な内容を扱うこと。
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とともに，基礎的な図面を作成させること。 ウ 内容の(3)のイについては，具体的な事例を通して活用の方法につい

て理解させるとともに，基礎的な図面を作成させること。

第５ 工業数理基礎 第５ 工業数理基礎

１ 目 標 １ 目 標

工業の各分野における事象の数理処理に関する知識と技術を習得させ，実 工業の各分野における事象の数理処理に関する知識と技術を習得させ，実

際に活用する能力と態度を育てる。 際に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 工業の事象と数式 (1) 工業の事象と数式

ア 工業の事象の計算 ア 工業の事象の計算

イ 面積・体積・質量の積算 イ 面積，体積，質量の積算

ウ 単位と単位換算 ウ 単位と単位換算

(2) 基礎的な数理処理 (2) 基礎的な数理処理

ア 力とエネルギー ア 力とエネルギー

イ 力と釣合い イ 力と釣合い

ウ 流れの基礎 ウ 計測と誤差

エ 計測と誤差 エ 工業の事象とグラフ

オ 工業の事象とグラフ (3) 応用的な数理処理

(3) 応用的な数理処理 (4) コンピュータによる数理処理

(4) コンピュータによる数理処理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，演習を重視し，数学，物理及び化学の理論を工業 ア 指導に当たっては，演習を重視し，数学を工業の基礎的事象を処理す

の基礎的事象を処理する道具として活用させること。 る道具として活用させるよう留意すること。

イ 内容の(3)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，適切な工 イ 内容の(4)については，内容の(1)から(3)までの数理処理と関連付け

業の事象を題材として扱うこと。 て扱うこと。
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ウ 内容の(4)については，内容の(1)から(3)までの数理処理と関連付け

て扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のア及びイについては，中学校までに学んだ数学を基礎と ア 内容の(1)のア及びイについては，中学校までに学んだ数学を基礎に

して数理処理できる工業の事象を扱うこと。ウについては，国際単位系 数理処理できる工業の事象を扱うこと。ウについては，国際単位系を簡

を扱い，具体的な単位換算については内容の(2)及び(3)の中で扱うこと。 単に扱い，具体的な単位換算については内容の(2)及び(3)の各項目の中

イ 内容の(2)のアについては，力とエネルギーに関する工業の事象を取 で扱うこと。

り上げ，具体的な数理処理を扱うこと。イについては，力と釣合いに関 イ 内容の(2)のアについては，力とエネルギーに関する工業の事象を取

する工業の事象を取り上げ，具体的な数理処理を扱うこと。ウについて り上げ，具体的な数理処理を扱うこと。イについては，力と釣合いに関

は，電気，水，熱の流れの基礎的な内容を扱うこと。エについては，測 する工業の事象を取り上げ，具体的な数理処理を扱うこと。ウについて

定した値の精度及び位取りを扱うとともに，有効数字の取扱い方を扱う は，測定した値の精度及び位取りを扱い，有効数字の考え方について理

こと。オについては，工業の事象に関する実験の測定値をグラフに表す 解させること。エについては，工業の事象に関する実験の測定値をグラ

方法を扱うこと。 フに表す方法を扱うこと。

ウ 内容の(3)については，構造物の安全性，流れとエネルギー，時間と ウ 内容の(3)については，学科の特色に応じて，題材として適切な工業

ともに変化する事象などの基本的な数理処理を扱うこと。微積分を用い の事象を取り上げ，流れと圧力，時間とともに変化する事象などの数理

る場合は基礎的な内容を扱うこと。 処理を扱うこと。微積分を用いる場合は基礎的な内容にとどめること。

エ 内容の(4)については，工業に関する事象を迅速かつ合理的に処理す エ 内容の(4)については，工業に関する事象を迅速かつ合理的に数理処

る具体的な事例を扱うこと。 理する技能を習得させること。

第６ 情報技術基礎 第６ 情報技術基礎

１ 目 標 １ 目 標

社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情 社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情

報技術に関する知識と技術を習得させ，工業の各分野において情報及び情報 報技術に関する基礎的な知識と技術を習得させ，情報及び情報手段を活用す

手段を主体的に活用する能力と態度を育てる。 る能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 産業社会と情報技術 (1) 産業社会と情報技術

ア 情報化の進展と産業社会 ア 情報化の進展と産業社会

イ 情報モラル イ 情報のモラルと管理
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ウ 情報のセキュリティ管理 (2) ソフトウェア

(2) コンピュータの基礎 ア オペレーティングシステムの基礎

ア 数の表現と演算 イ アプリケーションソフトウェアの利用

イ 論理回路 (3) プログラミング

ウ コンピュータの動作原理 ア 流れ図

(3) コンピュータシステム イ 基本的なプログラミング

ア ハードウェアとソフトウェア ウ プログラム及びデータの取扱い

イ オペレーティングシステムの基礎 (4) ハードウェア

ウ アプリケーションソフトウェアの利用 ア 論理回路

エ ネットワーク イ 処理装置の構成と動作

(4) プログラミングの基礎 ウ 周辺装置

ア 流れ図 (5) マルチメディア・制御・通信

イ データの演算と入出力 ア マルチメディアの活用

ウ 基本的なプログラミング イ コンピュータ制御

(5) コンピュータ制御の基礎 ウ データ通信とネットワーク

(6) 情報技術の活用

ア 情報の収集と活用

イ マルチメディアの活用

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，コンピュータの操作を通して具体的に理解させる ア 指導に当たっては，コンピュータの操作を通して具体的に理解させる

こと。また，生徒の実態や学科の特色に応じて，適切なオペレーティン よう留意すること。

グシステム及びアプリケーションプログラムを選択し，実習や演習を中 イ 内容の(5)のイについては，学科の特色に応じて，扱わないことがで

心として扱うこと。 きること。

イ 内容の(3)については，コンピュータシステムの概要について理解さ

せるとともに，利用に必要な基本的な操作を習得させること。

ウ 内容の(5)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，扱わない
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ことができること。

エ 内容の(6)については，情報機器や情報通信ネットワークを活用して，

適切な情報の収集，整理，分析，表現及び発表をさせること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，情報化の進展が産業社会に及ぼす影響につい ア 内容の(1)については，情報化の進展が産業社会に及ぼす影響につい

て，身近な事例を扱うこと。また，個人のプライバシーや著作権など知 て，身近な事例を通して理解させるとともに，望ましい情報活用のモラ

的財産の保護，収集した情報の管理，発信する情報に対する責任などの ルと管理の在り方について理解させること。また，著作権の保護を簡単

情報モラルと情報のセキュリティ管理の方法を扱うこと。 に扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，数値表現，基数変換及び算術演算を扱う イ 内容の(2)については，ソフトウェアの概要について理解させるとと

こと。イについては，基本的な論理回路の動作を扱うこと。ウについて もに，利用に必要な基本的な操作を習得させること。

は，コンピュータの基本的な構成と機能を扱うこと。 ウ 内容の(3)については，基本的なプログラムの作成方法を扱い，サブ

ウ 内容の(4)については，基本的なプログラムの作成方法を扱うこと。 ルーチン，配列，ファイル処理及びグラフィック処理は簡単に触れる程

エ 内容の(5)については，身近な事例を通してコンピュータ制御と組込 度とすること。

み技術の概要を扱うこと。 エ 内容の(4)については，基本的なハードウェアの概要を扱うこと。

オ 内容の(5)については，マルチメディアやネットワークの基礎的な内

容を扱うこと。

第７ 材料技術基礎 第７ 材料技術基礎

１ 目 標 １ 目 標

工業の各分野に用いられる材料の製造，組織，性質及び用途に関する知識 工業の各分野に用いられる材料の製造，組織，性質及び用途に関する基礎

と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を育てる。 的な知識を習得させ，材料の選択及び改良に必要な基礎的な能力と態度を育

てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 工業材料と社会生活 (1) 工業材料と社会生活

(2) 工業材料の性質と構造 (2) 工業材料の性質と構造

ア 物質の状態と材料の構造 ア 物質の状態と材料の構造

イ 変形と流動 イ 変形と流動

ウ 構造と性質 ウ 構造と性質
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(3) 工業材料の検査 (3) 工業材料の検査

ア 機械的性質の検査 ア 機械的性質の検査

イ 顕微鏡による組織検査 イ 顕微鏡による組織検査

ウ 計器による検査 ウ 計器による検査

(4) 工業材料の製造 (4) 工業材料の製造

ア 金属材料の製造 ア 金属材料の製造

イ セラミック材料の製造 イ ファインセラミックスの製造

ウ 高分子材料の製造 ウ 高分子材料の製造

(5) 工業材料の加工 (5) 工業材料の加工

ア 工業材料の加工性 ア 工業材料の加工性

イ 主な加工法 イ 主な加工法

(6) 工業材料と環境

ア 工業材料と環境保全

イ 工業材料のリサイクル

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，材料の性質，検査方法，製造方法などについて理 ア 指導に当たっては，材料の性質，検査方法，製造方法などについて理

解させること。 解させ，工業材料の性質の利用や改善を図る基礎的な能力と態度を育て

ること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，工業材料が社会生活及び産業に果たしている ア 内容の(1)については，工業材料が社会生活及び産業に果たしている

役割を扱うこと。 役割を扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，工業材料の化学結合の原理及び結晶構造 イ 内容の(2)のアについては，工業材料の化学結合の原理及び結晶構造

を扱うこと。イについては，工業材料の変形及び流動と組織との関係を を扱うこと。イについては，工業材料の変形及び流動と組織との関係を

扱うこと。ウについては，工業材料の結晶構造と機械的，物理的，化学 扱うこと。ウについては，工業材料の結晶構造と機械的，物理的，化学

的性質との関係を扱うこと。 的性質との関係を扱うこと。

ウ 内容の(3)については，検査の原理，検査方法及び検査結果と工業材 ウ 内容の(3)については，検査の原理，検査方法及び検査結果と工業材
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料の性質との関係を扱うこと。 料の性質との関係を扱うこと。

エ 内容の(4)については，主な工業材料を取り上げ，製造法の原理と材 エ 内容の(4)については，主な工業材料を取り上げ，製造法の原理と材

料の性質との関連性を扱うこと。 料の性質との関連性について理解させること。

オ 内容の(5)のアについては，金属，セラミックス及び高分子材料の加 オ 内容の(5)のアについては，金属，セラミックス及び高分子材料の加

工性の違いを扱うこと。イについては，鋳造，成形，機械加工，焼結な 工性の違いを扱うこと。イについては，鋳造，成形，機械加工，焼結な

どの主な加工方法の原理と方法を扱うこと。 どの主な加工方法の原理と方法を扱うこと。

カ 内容の(6)のアについては，環境に配慮した工業材料の製造及び利用

を扱うこと。イについては，工業材料のリサイクル技術の基礎的な内容

及び関連する基本的な法規の目的と概要を扱うこと。

第８ 生産システム技術 第８ 生産システム技術

１ 目 標 １ 目 標

工業の生産システムに関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力 生産システムに関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度

と態度を育てる。 を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 生産システム技術と社会 (1) 電気技術

ア 生産システム技術の発達 ア 直流回路

イ 工業と社会 イ 交流回路

(2) 電気技術 ウ 電気設備

ア 直流回路 (2) 電子技術

イ 交流回路 ア 電子回路

ウ 電気設備 イ 電子部品と情報機器

(3) 電子技術 (3) 計測・制御

ア 電子回路 ア 計測の基礎と計測用機器

イ 電子部品と情報機器 イ 制御の基礎

(4) 計測・制御 ウ コンピュータ制御

ア 計測の基礎と計測用機器 (4) 機械技術

イ 制御の基礎 ア 機械設備
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ウ コンピュータ制御 イ 材料の加工技術

(5) 生産技術 (5) 生産管理とシステム技術

ア 機械設備 ア 生産管理

イ 材料の加工技術 イ 生産の合理化とシステム技術

(6) 生産管理とシステム技術

ア 生産管理

イ 生産の合理化とシステム技術

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(4)及び(6)については，コンピュータを活用するなど，指導上 ア 内容の(3)及び(5)については，コンピュータを活用するなど，指導上

の工夫を図ること。 の工夫に努めること。

イ 内容の(4)から(6)までについては，生徒の実態や学科の特色に応じて， イ 内容の(3)から(5)までについては，生徒の実態や学科の特色に応じて，

選択して扱うことができること。 選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，生産システム技術の発達の概要を扱うこ ア 内容の(1)のア及びイについては，基礎的な電気回路を扱うこと。ウ

と。イについては，工業技術の発展と社会との関係を扱うこと。 については，生産システムに必要な電気設備の基礎的な内容を扱うこと。

イ 内容の(2)のア及びイについては，基本的な電気回路を扱うこと。ウ イ 内容の(2)のアについては，基礎的な電子回路の原理及び構成を扱う

については，生産システムに必要な電気設備の基礎的な内容を扱うこと。 こと。イについては，基本的な電子部品の特徴と活用例及び生産システ

ウ 内容の(3)のアについては，基本的な電子回路の原理及び構成を扱う ムにおける情報機器の基本的な構成と動作原理を扱うこと。

こと。イについては，基本的な電子部品の特徴と活用例及び生産システ ウ 内容の(3)のアについては，計測の方法及び計測用機器の原理と構成

ムにおける情報機器の基本的な構成と動作原理を扱うこと。 を扱うこと。イについては，シーケンス制御とフィードバック制御の原

エ 内容の(4)のアについては，計測の方法及び計測用機器の原理と構成 理と構成及び電気的制御機器と機械的制御機器の原理と構成を扱うこ

を扱うこと。イについては，シーケンス制御とフィードバック制御の原 と。ウについては，コンピュータ制御の原理及び制御機器とのインタフ

理と構成及び電気的制御機器と機械的制御機器の原理と構成を扱うこ ェースを扱うこと。

と。ウについては，コンピュータ制御の原理及び制御機器とのインタフ エ 内容の(4)のアについては，基本的な機械設備及びコンピュータ制御

ェースを扱うこと。 による自動化設備の原理と構成を扱うこと。イについては，基礎的な加

オ 内容の(5)のアについては，基本的な機械設備及びコンピュータ制御 工技術の原理と方法について理解させること。
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による自動化設備の原理と構成を扱うこと。イについては，基本的な加 オ 内容の(5)のアについては，工程管理を中心に扱うこと。イについて

工技術の原理と方法を扱うこと。 は，コンピュータを利用した生産のシステム技術に関する基礎的な内容

カ 内容の(6)のアについては，工程管理を中心に扱うこと。イについて を扱うこと。

は，コンピュータを利用した生産のシステム技術に関する基礎的な内容

を扱うこと。

第９ 工業技術英語 第９ 工業技術英語

１ 目 標 １ 目 標

工業の各分野における生産，営業及び管理の業務に必要な技術英語に関す 工業の各分野における生産，営業及び管理の業務に必要な技術英語に関す

る知識と表現技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を育てる。 る知識と表現技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 工業に関連した簡単な会話 (1) 工業に関連した簡単な会話

(2) 会議における会話 (2) 会議における会話

(3) プレゼンテーション (3) プレゼンテーション

(4) 情報通信ネットワークを利用したコミュニケーション (4) 情報通信ネットワークを利用したコミュニケーション

(5) 工業技術に関連したリーディングとライティング (5) 工業技術に関連したリーディングとライティング

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，英語科教員やネイティブ・スピーカーとの連携に ア 指導に当たっては，英語科教員やネイティブ・スピーカーとの連携に

留意し、工業の各分野における実践的な事例について基礎的な用語を使 ついて留意すること。

用し，専門的な用語は各分野の必要に応じて扱うこと。 イ 指導に当たっては，工業の各分野で共通に必要とされる実践的な事例

を取り扱い，基礎的な用語を使用し，専門的な用語は各分野の必要に応

じて取り扱うよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，技術者としての自己紹介及び工場や実験室で ア 内容の(1)については，技術者としての自己紹介及び工場や実験室で

の簡単な会話を扱うこと。 の簡単な会話を扱うこと。
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イ 内容の(2)については，会議での簡単な質問の方法及び自分の意見を イ 内容の(2)については，会議での簡単な質問の方法及び自分の意見を

述べる方法を扱うこと。また，司会者として会議を進める際に必要な基 述べる方法を扱うこと。また，司会者として会議を進める際に必要な基

本的な表現を扱うこと。 本的な表現を扱うこと。

ウ 内容の(3)については，各種の資料を用いて発表する際の基本的な表 ウ 内容の(3)については，各種の資料を用いて発表する際の基本的な表

現を扱うこと。 現を扱うこと。

エ 内容の(4)については，情報通信ネットワークを活用した簡単な英文 エ 内容の(4)については，情報通信ネットワークを活用した簡単な英文

による部品の注文や説明などを扱うこと。 による部品の注文や説明などを扱うこと。

オ 内容の(5)については，工業の各分野における工業製品仕様書及び技 オ 内容の(5)については，工業製品仕様書の読解，報告書や図表の作成

術書の読解，報告書や図面の作成など具体的な題材を扱うこと。 など，工業の各分野における基礎的な題材を取り上げて，表現技術を習

得させること。

第10 工業管理技術 第10 工業管理技術

１ 目 標 １ 目 標

工業生産の運営と管理に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能 工業生産の運営と管理に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活

力と態度を育てる。 用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 工業管理技術の概要 (1) 工業管理技術の概要

(2) 生産の計画と管理 (2) 生産の計画と管理

ア 生産計画 ア 生産の計画

イ 生産管理 イ 生産の管理

ウ 生産と流通 (3) 工程管理と品質管理

(3) 工程管理と品質管理 ア 工程管理

ア 工程管理 イ 品質管理

イ 品質管理 (4) 安全管理

(4) 安全管理と環境管理 ア 生産現場における災害とその防止

ア 保守と保全 イ 環境の保全

イ 生産現場の災害とその防止 (5) 工場の経営

ウ 環境の保全 ア 人事管理
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(5) 工場の経営 イ 工業会計

ア 人事管理 ウ 工業関係法規

イ 工業会計

ウ 工場経営に関する法規

エ 工業と起業

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，産業現場の見学や企業での事例を通して，具体的 ア 指導に当たっては，産業現場を見学したり企業での具体的な事例を取

に理解させること。 り上げたりして，具体的に理解させるよう留意すること。

イ 内容の(5)については，工業の各分野における経営事例を通して，具 イ 内容の(5)の指導に当たっては，ベンチャー企業の具体的な経営事例

体的に理解させること。 を取り上げ，起業家の養成の重要性についても簡単に扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，工業生産の管理技術の意義と工業生産に関す ア 内容の(1)については，工業生産の管理技術の意義と工業生産に関す

る組織の概要を扱うこと。 る組織の概要を扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，需要予測と生産数量及び生産方式の選定 イ 内容の(2)のアについては，需要予測と生産数量及び生産方式の選定

の概要を扱うこと。イについては，生産にかかわる全般的な管理の概要 の概要を扱うこと。イについては，生産にかかわる全般的な管理の概要

を扱うこと。ウについては，生産と流通手段や経費などについて基礎的 を扱うこと。

な内容を扱うこと。 ウ 内容の(3)のアについては，生産工程の計画や作業日程などを扱うこ

ウ 内容の(3)のアについては，生産工程の計画や作業日程などを扱うこ と。イについては，基本的な品質管理方法の原理及び活用方法を扱い，

と。イについては，基本的な品質管理方法の原理及び活用方法を扱うこ 統計学的な内容に深入りしないこと。

と。 エ 内容の(4)のアについては，安全管理の意義，目的及びその手法に重

エ 内容の(4)のアについては，機械の保守と保全を扱うこと。イについ 点を置いて，災害防止の概要を扱うこと。イについては，生産活動にお

ては，安全管理の意義，目的及びその手法に重点を置いて，災害防止の ける公害発生とその防止の概要を扱うこと。

概要を扱うこと。ウについては，生産活動における環境汚染の防止，省 オ 内容の(5)のアについては，人事管理の進め方，賃金，福利厚生，労

エネルギー及びリサイクルの概要を扱うこと。 使関係などの概要を扱うこと。イについては，工業会計の基礎的な内容

オ 内容の(5)のアについては，人事管理の進め方，賃金，福利厚生及び を扱うこと。また，原価計算についても簡単に扱うこと。ウについては，

労使関係などの概要を扱うこと。イについては，工業会計の基礎的な内 工場経営に関連する基本的な法規の目的と概要を扱うこと。
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容を扱うこと。また，原価計算についても触れること。ウについては，

工場経営に関する基本的な法規の目的と概要を扱うこと。エについては，

起業の重要性を扱うこと。

第11 環境工学基礎

１ 目 標

工業の各分野における環境工学に関する知識と技術を習得させ，環境に関

する調査，評価，管理などに活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 人間と環境

(2) 産業と環境

ア 環境問題の推移

イ 環境リスクと安全

ウ 産業界の対応

(3) 生活環境の保全

ア 都市環境

イ 住環境と健康

(4) 環境に関する法規

ア 環境保全に関する法規

イ 環境評価の基礎

(5) 環境対策技術の基礎

ア 大気

イ 水質

ウ 土壌

エ 音・振動・臭気

オ 廃棄物

３ 内容の取扱い
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(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，工業生産において環境への配慮が重要であること

を理解させるとともに，自然科学的及び工学的な見地から扱い，環境の

改善について考えさせること。

イ 指導に当たっては，地域の身近な環境問題を取り上げ，調査，報告書

の作成，発表などをさせること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，地球の成り立ち，資源やエネルギーの有限性，

地球環境の現状などを扱うこと。また，持続可能な社会の構築に向け技

術者が果たす役割についても扱うこと。

イ 内容の(2)のイについては，環境へのリスクの概要を扱うこと。ウに

ついては，産業界における環境保全やリサイクルなどの対策を扱うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，都市環境の保全技術の概要を扱うこと。

イについては，住環境による健康への影響の概要を扱うこと。

エ 内容の(4)のアについては，環境保全に関する基本的な法規の目的と

概要を扱うこと。イについては，基本的な環境評価の手法を扱うこと。

オ 内容の(5)については，環境対策に関する各技術の概要を扱うこと。

第12 機械工作 第11 機械工作

１ 目 標 １ 目 標

機械工作に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を育 機械工作に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と

てる。 態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 機械工作法の発達 (1) 機械工作法の発達

(2) 機械材料 (2) 機械材料

ア 材料の加工性と活用 ア 材料の加工性と活用
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イ 金属材料 イ 金属材料

ウ 新素材 ウ 新素材

(3) 各種の工作法 (3) 各種の工作法

ア 主な工作法 ア 主な工作法

イ 特殊な工作法 イ 特殊な工作法

(4) 工業量の測定と計測機器 (4) 工業量の測定と計測機器

ア 測定の基礎 ア 測定

イ 計測機器 イ 計測機器

(5) 生産の管理 (5) 生産の管理

ア 生産計画と管理 ア 生産計画と管理

イ 情報技術によるシステム化 イ 情報技術によるシステム化

(6) 機械加工と生産の自動化の基礎 (6) 機械加工及び生産の自動化

ア 工作機械の自動化と制御技術

イ 将来の生産方式とシステム技術

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，技術の進展に対応した機械材料，工作機械及び計 ア 指導に当たっては，新しい工作機械や機械材料についてもその基礎的

測機器について扱うとともに，実習と関連付けて理解させること。 な内容を取り上げ，技術の進展に対応させるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，機械材料，工作機械及び工作法の発達を扱う ア 内容の(1)については，機械材料及び機械工作の装置や工作法の発達

とともに，それらが相互に関連して発達してきたことを扱うこと。また， を扱い，両者が相互に関連して発達してきたことについて理解させるこ

機械の発達と産業社会との関係についても扱うこと。 と。

イ 内容の(2)のイについては，主な金属材料の機械的性質と利用方法を イ 内容の(2)のイについては，主な金属材料の機械的性質と利用方法を

扱うこと。ウについては，新素材の機械的性質について基礎的な内容を 扱うこと。ウについては，新素材の基礎的な機械的性質を扱うこと。

扱うこと。 ウ 内容の(3)のアについては，主な工作法の原理と方法及びその発展の

ウ 内容の(3)のアについては，主な工作法の原理と方法及びその発展の 動向を扱い，機械や装置の具体的な構造，機能及び操作は扱わないこと。

動向を扱うこと。また，具体的な事例を通して，簡単なジグや取付具の イについては，レーザー加工法，放電加工法などの原理と方法を扱うこ
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構成と用途を扱うこと。イについては，レーザー加工法，放電加工法な と。また，具体的な事例を通して，簡単なジグや取付具の構成と用途を

どの原理と方法を扱うこと。 扱うこと。

エ 内容の(4)については，機械に関する基本的な工業量の測定及び計測 エ 内容の(4)については，機械に関する基本的な工業量の測定及び計測

機器の原理を扱うこと。 機器の原理を扱うこと。

オ 内容の(5)については，生産の管理手法について総合的に扱うこと。 オ 内容の(5)については，生産の管理手法について総合的に理解させる

また，災害の予防や安全対策及び情報技術の利用による管理のシステム こと。また，災害の予防や安全対策及び情報技術の利用による管理のシ

化について基礎的な内容を扱うこと。 ステム化について基礎的な内容を扱うこと。

カ 内容の(6)については，数値制御工作機械とコンピュータ制御により カ 内容の(6)については，自動化された工作機械の現状について理解さ

自動化された生産方式について基礎的な内容を扱うこと。 せるとともに，将来の生産方式にシステム技術の進展が及ぼす影響につ

いて考えさせること。

第13 機械設計 第12 機械設計

１ 目 標 １ 目 標

機械設計に関する知識と技術を習得させ，器具，機械などを創造的，合理 機械設計に関する基礎的な知識と技術を習得させ，機械，器具などを創造

的に設計する能力と態度を育てる。 的，合理的に設計する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 機械と設計 (1) 機械と設計

(2) 機械に働く力 (2) 機械に働く力

ア 機械に働く力と運動 ア 機械に働く力と運動

イ エネルギーと仕事及び動力の関係 イ 機械に与えられたエネルギーと仕事及び動力の関係

(3) 材料の強さ (3) 材料の強さ

ア 機械部分に生ずる応力とひずみの関係 ア 機械部分に生ずる応力とひずみの関係

イ 機械部分の形状 イ 機械部分の形状

(4) 機械要素と装置 (4) 機械要素と装置

ア 締結要素 ア 締結要素

イ 軸要素 イ 軸要素

ウ 伝達装置 ウ 伝達装置

エ 緩衝装置 エ 緩衝装置
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オ 管路・構造物・圧力容器 オ 管路，構造物，圧力容器

(5) 器具と機械の設計 (5) 機械と器具の設計

ア 器具の設計

イ 機械の設計

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，機械に働く力や機構について工学的に理解させる ア 指導に当たっては，機械に働く力や機構について工学的に考えさせ，

こと。 実際的な設計技術を習得させること。

イ 内容の(4)のイ，エ及びオについては，生徒の実態や学科の特色に応 イ 内容の(4)のイ，エ及びオについては，生徒の実態や学科の特色に応

じて，選択して扱うことができること。 じて，選択して扱うことができること。

ウ 内容の(5)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，ア又はイ

のいずれかを選択して設計の手順について理解させ，設計させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，機械が機構と機械要素から成り立っているこ ア 内容の(1)については，機械が機構と機械要素から成り立っているこ

と及び生産における設計の役割を扱うこと。 と及び生産における設計の役割について理解させること。

イ 内容の(2)のアについては，機械に働く力と運動に関する基本的な法 イ 内容の(2)のアについては，機械に働く力と運動に関する基本的な概

則及び具体的な事例を通して基本的な計算方法を扱うこと。イについて 念について理解させ，具体的な事例を通して基礎的な計算方法を扱うこ

は，基本的な計算方法を扱うこと。 と。イについては，機械に与えられたエネルギーと仕事及び動力の概念

ウ 内容の(3)のアについては，機械部分に生ずる応力とひずみの基礎的 並びに基礎的な計算方法を扱うこと。

な内容を扱うとともに，機械部分の形状と大きさを決める方法と基本的 ウ 内容の(3)のアについては，機械部分に生ずる応力とひずみの概念及

な計算方法を扱うこと。また，座屈については計算式の活用を中心に扱 び機械部分の形状と大きさを決める方法を扱うこと。なお，計算式は最

うこと。イについては，はりの断面の形状と寸法の計算を扱うこと。 小限にとどめ，座屈については計算式の活用に重点を置くこと。イにつ

エ 内容の(4)のアからオまでについては，要素と装置の種類，特性及び いては，はりの断面の形状と寸法の計算を扱うこと。

用途を扱うこと。 エ 内容の(4)のアからオまでについては，要素と装置の種類，特性及び

オ 内容の(5)については，コンピュータを用いた設計の方法についても 用途について理解させること。

基礎的な内容を扱うこと。 オ 内容の(5)については，設計の手順について理解させ，簡単な機械や

器具を設計させること。また，自動設計製図装置などの情報機器を用い
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た設計の方法についても基礎的な内容を扱うこと。

第14 原動機 第13 原動機

１ 目 標 １ 目 標

原動機の構造と機能に関する知識と技術を習得させ，原動機を有効に活用 原動機の構造と機能に関する知識と技術を習得させ，原動機を有効に活用

する能力と態度を育てる。 する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) エネルギー変換と環境 (1) エネルギー変換と環境

ア 動力とエネルギー ア 動力エネルギーへの変換

イ エネルギーと原動機 イ エネルギーと原動機

ウ エネルギーと環境 ウ エネルギーと環境

エ 新エネルギーと原動機 (2) 流体機械

(2) 流体機械 ア 流体の性質と力学

ア 流体の性質と力学 イ 水車とポンプ

イ 水車とポンプ ウ 送風機と圧縮機

ウ 送風機と圧縮機 エ 油空圧機器

エ 油空圧機器 (3) 内燃機関

(3) 内燃機関の基礎 ア 熱機関の基礎

ア 熱力学の基礎 イ 内燃機関の種類

イ 内燃機関の原理 ウ 原理，構造，性能

(4) 自動車 (4) 自動車

ア 自動車と社会生活 ア 自動車と社会生活

イ ガソリン機関 イ 自動車の分類と構造

ウ ディーゼル機関 ウ 自動車の安全技術と整備及び環境対策

エ 自動車の安全技術と環境対策 (5) 蒸気原動機

(5) タービンエンジン ア 蒸気発生装置

ア 蒸気タービン イ 蒸気タービン

イ ガスタービン (6) 冷凍装置
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(6) 冷凍装置

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，原動機の理論と実際の機器とを関連させて，具体 ア 指導に当たっては，原動機の理論と実際の機器とを関連させて，具体

的に理解させること。 的に理解させるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のウについては，エネルギー消費と環境問題との関連にも ア 内容の(1)のウについては，エネルギー消費と環境問題の関連を簡単

触れること。エについては，技術の進展に対応した新エネルギーの内容 に扱うこと。

を扱うとともに，自然エネルギーの活用についても触れること。 イ 内容の(2)のアについては，流体及び気体の性質と基本的な力学計算

イ 内容の(2)のアについては，液体及び気体の性質と基本的な力学計算 を扱うこと。イからエまでについては，流体機械の構造，機能及び利用

を扱うこと。イからエまでについては，流体機械の構造，機能及び利用 例を扱うこと。

例を扱うこと。 ウ 内容の(3)のアについては，熱と仕事の関係を扱うこと。イについて

ウ 内容の(3)のアについては，熱と仕事の関係を扱うこと。 は，各種の代表的な内燃機関を取り上げ，その概要について理解させる

エ 内容の(4)のアについては，自動車が社会生活や産業において果たし こと。ウについては，ガソリン機関を中心として，エネルギー変換の原

ている役割を扱うこと。イ及びウについては，エネルギー変換の原理と 理と機関の構造を扱うこと。機関の性能については，各種のサイクル及

機関の構造を扱うこと。機関の性能については，各種のサイクル及び日 び日本工業規格に基づく性能試験の基礎的な内容を扱うこと。その他の

本工業規格に基づく性能試験の基礎的な内容を扱うこと。エについては， 機関については，その特徴を扱う程度とすること。

自動車に関する基本的な法規の目的と概要及び安全技術と環境対策に関 エ 内容の(4)のアについては，自動車が社会生活や産業において果たし

する基礎的な内容を扱うこと。 ている役割について理解させること。イについては，自動車の分類と構

オ 内容の(5)のアについては，火力発電及び原子力発電における動力発 造の概要を扱う程度とすること。ウについては，自動車に関する法規の

生について，原理，構成，利用及び環境への配慮を扱うこと。イについ 概要並びに自動車の法定整備と安全確保及び環境対策に関する基礎的な

ては，ジェットエンジンも扱うこと。 内容を簡単に扱うこと。

カ 内容の(6)については，冷凍装置の原理と仕組みについて基礎的な内 オ 内容の(5)については，蒸気原動機の概要を扱うこと。また，原子炉

容を扱うこと。 による動力発生について，原理，構成，利用及び環境への配慮を簡単に

扱うこと。

カ 内容の(6)については，冷凍装置の原理と仕組みについて基礎的な内

容を扱うこと。
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第15 電子機械 第14 電子機械

１ 目 標 １ 目 標

電子機械に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を育 電子機械に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と

てる。 態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 電子機械と産業社会 (1) 電子機械の概要と役割

ア 身近な電子機械 ア 身近な電子機械

イ 電子機械と生産ライン イ 電子機械と生産ライン

(2) 機械の機構と運動の伝達 (2) 機械の機構と運動の伝達

ア 基本的な機械要素 ア 基本的な機械要素

イ 基本的なメカニズム イ 基本的なメカニズム

(3) センサとアクチュエータの基礎 (3) センサとアクチュエータの基礎

ア センサ ア センサ

イ アクチュエータ イ アクチュエータ

(4) シーケンス制御の基礎 (4) シーケンス制御の基礎

ア リレーシーケンス ア リレーシーケンス

イ プログラマブルコントローラ イ プログラマブルコントローラ

(5) コンピュータ制御の基礎 (5) コンピュータ制御の基礎

ア コンピュータとインタフェース ア コンピュータとインタフェース

イ 外部機器の制御 イ 外部機器の制御

(6) メカトロニクスの活用 (6) 簡単な電子機械設計

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，身近なメカトロニクスに関する事例を通して，総 ア 指導に当たっては，身近なメカトロニクスに関する事例を通して，総

合的に理解させること。 合的に理解させるよう留意すること。



- 340 -

イ 内容の(1)のアについては，身近な事例を通して，電子機械が社会生

活や産業において果たしている役割について理解させるとともに，省エ

ネルギーや環境保全などの分野における重要な技術であることについて

理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)のアについては，電子機械に必要な締結要素，軸要素及び ア 内容の(1)のアについては，身近な事例を通して，電子機械が社会生

伝達要素の概要を扱うこと。イについては，電子機械の基本的なメカニ 活や産業において果たしている役割について理解させるとともに，省エ

ズムの特徴を扱うこと。 ネルギーや環境保全などの分野における重要な技術であることについて

イ 内容の(3)のアについては，主なセンサの原理，特徴及び利用例を扱 理解させること。

うこと。イについては，主なアクチュエータの原理，特徴及び利用例を イ 内容の(2)のアについては，電子機械に必要な締結要素，軸要素及び

扱うこと。 伝達要素の概要を扱うこと。イについては，電子機械の基本的なメカニ

ウ 内容の(4)については，具体的な事例を通して，シーケンス制御の仕 ズムの特徴を扱うこと。

組みを扱うこと。 ウ 内容の(3)のアについては，主なセンサの原理，特徴及び利用例を扱

エ 内容の(5)のアについては，インタフェース回路の原理と方法及び制 うこと。イについては，主なアクチュエータの原理，特徴及び利用例を

御プログラムを扱うこと。イについては，外部機器からのフィードバッ 扱うこと。

ク信号を利用した制御の原理と方法及び外部機器の基本的な制御技術を エ 内容の(4)については，実際の利用例を通して，シーケンス制御の仕

扱うこと。 組みについて理解させ，理論的に深入りしないこと。

オ 内容の(6)については，簡単なメカトロニクス製品を例に，マイクロ オ 内容の(5)のアについては，インタフェース回路の原理と方法及び制

コンピュータの組込み技術，制御機構及びソフトウェア技術を扱うこと。 御プログラムを扱うこと。イについては，外部機器からのフィードバッ

また，簡単なメカトロニクスを活用した機械を設計させること。 ク信号を利用した制御の原理と方法について理解させ，外部機器の基礎

的な制御技術を扱うこと。

カ 内容の(6)については，簡単なメカトロニクス製品を例に，マイコン

の組み込み技術及び制御機構とソフトウェア技術について理解させ，簡

単な電子機械の設計を扱うこと。

第16 電子機械応用 第15 電子機械応用

１ 目 標 １ 目 標

電子機械に関する応用的な知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と 電子機械に関する応用的な知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と

態度を育てる。 態度を育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 動力用アクチュエータ (1) 動力用アクチュエータ

ア 電力を利用したアクチュエータ ア 電力を利用したアクチュエータ

イ 流体を利用したアクチュエータ イ 流体を利用したアクチュエータ

(2) 産業用ロボット (2) 産業用ロボット

ア ロボットの基礎 ア ロボットの基礎

イ ロボットの制御システム イ ロボットの制御システム

ウ ロボットの操作と安全管理 ウ ロボットの操作と安全管理

(3) ファクトリーオートメーション (3) ファクトリー・オートメーション

ア ＣＡＤ／ＣＡＭの基礎 ア ＣＡＤ／ＣＡＭの基礎

イ 数値制御工作機械 イ 数値制御工作機械

ウ 生産システムの基礎 ウ 生産システムの基礎

エ ネットワーク技術 エ ネットワーク技術

(4) 電子機械応用設計 (4) 電子機械応用設計

ア 自動化機器の調査と研究 ア 自動化機器の調査，研究

イ メカトロニクスシステムの設計 イ 簡単なメカトロニクスシステムの設計

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(4)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，ア又はイ ア 内容の(4)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，ア又はイ

のいずれかを選択して扱うことができること。 のいずれかを選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，出力の大きなアクチュエータの基本的な ア 内容の(1)のアについては，出力の大きなアクチュエータの基礎的な

技術を扱うこと。イについては，空気圧及び油圧を利用したアクチュエ 技術を扱うこと。イについては，空気圧及び油圧を利用したアクチュエ

ータを扱うこと。 ータを扱うこと。

イ 内容の(2)については，産業用ロボットについて基礎的な内容を扱う イ 内容の(2)については，基本的な産業用ロボットを扱い，専門的に深

こと。 入りしないこと。
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ウ 内容の(3)については，ファクトリーオートメーションを構成する基 ウ 内容の(3)については，ファクトリー・オートメーションを構成する

本的な技術及びそれらを統合する基本的なネットワーク技術を扱うこ 基礎的な技術及びそれらを統合する基礎的なネットワーク技術を扱うこ

と。 と。

エ 内容の(4)のアについては，身近な自動化機器を対象として，システ エ 内容の(4)のアについては，身近な自動化機器を対象として，システ

ム化の技術や最適なシステムの在り方について調査や研究をさせるこ ム化の技術や最適なシステムの在り方について調査，研究させること。

と。イについては，簡単なメカトロニクスシステムの構想，設計及び製 イについては，簡単なメカトロニクスシステムの構想，設計及び製作手

作手順までの一貫した内容を扱うこと。 順までの一貫した内容を扱うこと。

第17 自動車工学 第16 自動車工学

１ 目 標 １ 目 標

自動車の構造と機能に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力 自動車の構造と機能に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力

と態度を育てる。 と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 人と自動車 (1) 人と自動車

(2) 自動車の原理 (2) 自動車の原理

ア 自動車の概要と力学 ア 自動車の概要と力学

イ 自動車用機関の働きと動力伝達に関する装置 イ 自動車用機関の働きと動力に関する装置

ウ 自動車の操作と制動 (3) 自動車の構造

(3) 自動車の構造 ア 自動車用機関と性能

ア 自動車用機関と性能 イ 自動車用機関の付属装置

イ 自動車用機関の付属装置 ウ 車体とその付属装置

ウ 車体と付属装置 エ 走行と性能

エ 走行と性能 (4) 自動車と電気・電子技術

(4) 自動車と電気・電子技術 ア 自動車の電気装置

ア 自動車の電気装置 イ 自動車の電子制御技術

イ 自動車の電子制御技術 (5) 自動車と環境

(5) 自動車と安全
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(6) 自動車と環境

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，現代社会における自動車の役割及び技術について

総合的に理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，自動車の発明と進歩，自動車産業と社会との ア 内容の(1)については，自動車の発明と進歩，自動車産業と社会との

かかわり及び自動車と人間生活とのかかわりを扱うこと。 かかわり及び自動車と人間生活とのかかわりを簡単に扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，動力の発生，自動車の操作装置，材料の イ 内容の(2)のアについては，動力の発生，動力の伝達，自動車の操作

性質などを扱うこと。イについては，自動車用機関の働きと動力伝達に 装置，材料の性質などについて理解させること。イについては，自動車

関連する装置の基礎的な内容を扱うこと。 用機関の働きと動力に関連する装置の基礎的な内容を扱うこと。

ウ 内容の(3)のウについては，技術の進展に対応した題材を取り上げ， ウ 内容の(3)のウについては，技術の進展に留意して題材を取り上げ，

基礎的な内容を扱うこと。エについては，走行性能と走行試験を関連付 基礎的な内容を扱うこと。エについては，走行性能と走行試験とを関連

けて扱うこと。 付けて扱うこと。

エ 内容の(4)のアについては，自動車の電気装置の原理と構造及び機能 エ 内容の(4)のアについては，自動車の電気装置の原理と構造及び機能

について扱うこと。イについては，自動車の電子制御技術の基礎的な内 について理解させること。イについては，自動車の電子制御技術の基礎

容を扱うこと。 的な内容を扱うこと。

オ 内容の(5)については，自動車の安全確保に関する技術の基礎的な内 オ 内容の(5)については，自動車の安全確保及び環境保全に関する技術

容を扱うこと。 の基礎的な内容を扱うこと。

カ 内容の(6)については，排出ガスの対策など自動車の環境保全に関す

る技術の基礎的な内容を扱うこと。

第18 自動車整備 第17 自動車整備

１ 目 標 １ 目 標

自動車整備に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を 自動車整備に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を

育てる。 育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 自動車整備と関係法規 (1) 自動車整備と関係法規

ア 自動車整備の目的と内容 ア 自動車整備の目的と内容

イ 自動車の整備に関する法規 イ 自動車の整備に関する法規

ウ 自動車整備事業と自動車整備士 ウ 自動車整備事業と自動車整備士

(2) 自動車用材料 (2) 自動車材料

ア 自動車用材料の加工 ア 自動車用材料の加工とリサイクル

イ 自動車用材料のリサイクル イ 自動車整備に伴う工作法と機器

ウ 自動車整備に伴う工作法と機器 (3) 自動車の整備と試験

(3) 自動車の整備と試験 ア 自動車用機関とその関連装置の整備

ア 自動車用機関と関連装置の整備 イ 自動車シャシとその関連装置の整備

イ 自動車シャシと関連装置の整備 ウ 環境保全と安全確保に関する装置の整備

ウ 環境保全と安全確保に関する装置の整備

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 内容の(2)及び(3)については，実験・実習を通して具体的に理解させ

ること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，自動車整備に関する基本的な法規の目的 ア 内容の(1)のイについては，自動車整備に関する法規の概要を，整備

と概要を，整備の体系と関連させて扱うこと。 の体系と関連させて扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，自動車用材料の加工法を扱うこと。イに イ 内容の(2)のアについては，自動車用材料の加工法及び省資源と環境

ついては，リサイクルを考慮した自動車用材料を通して省資源と環境保 保全の重要性を扱うこと。イについては，自動車整備に関連する工作機

全の重要性を扱うこと。ウについては，自動車整備に関連する工作機器 器の原理と基礎的な加工方法を扱うこと。

の原理と基礎的な工作法を扱うこと。 ウ 内容の(3)のア及びイについては，関連する装置も含めて総合的に扱

ウ 内容の(3)のア及びイについては，関連する装置も含めて総合的に扱 い，点検，測定，調整，検査及び試験に関しては，基礎的・基本的な内

い，点検，測定，調整，検査及び試験に関しては，基礎的な内容を扱う 容を扱うこと。ウについては，技術の進展に留意して題材を取り上げ，

こと。ウについては，技術の進展に対応した題材を取り上げ，基礎的な 基礎的な内容を扱うこと。
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内容を扱うこと。

第19 電気基礎 第18 電気基礎

１ 目 標 １ 目 標

電気に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を育てる。 電気に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度

を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 直流回路 (1) 直流回路

ア 電気回路の電流・電圧・抵抗 ア 電気回路の電圧・電流・抵抗

イ 消費電力と発生熱量 イ 消費電力と発生熱量

ウ 電気抵抗 ウ 電気抵抗

エ 電気の各種作用 エ 電気の各種作用

(2) 磁気と静電気 (2) 磁気と静電気

ア 電流と磁気 ア 電流と磁気

イ 静電気の基礎 イ 静電気の基礎

(3) 交流回路 (3) 交流回路

ア 交流回路の基礎 ア 交流回路の基礎

イ 交流回路の電流・電圧・電力 イ 交流回路の電圧・電流・電力

ウ 記号法 ウ 記号法

エ 三相交流 エ 三相交流

(4) 電気計測 (4) 電気計測

ア 電気計測の基礎 ア 電気計測の基礎

イ 基礎量の測定 イ 基礎量の測定

ウ 測定量の取扱い ウ 測定量の取扱い

(5) 各種の波形 (5) 各種の波形

ア 非正弦波交流 ア 非正弦波交流

イ 過渡現象 イ 過渡現象
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３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 計算方法の取扱いに当たっては，演習を重視し，実際に活用させるこ ア 計算方法の取扱いに当たっては，演習を重視し，実際に活用させるよ

と。 う留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，電流，電圧及び抵抗の意味と関係する基 ア 内容の(1)のアについては，電圧，電流及び抵抗の意味と関係する基

本的な量と計算方法を扱うこと。イについては，電流による発熱，電力 本的な量と計算方法を扱うこと。イについては，電流による発熱，電力

及び電力量を扱うこと。エについては，電気による各種作用の原理と利 及び電力量を簡単に扱うこと。エについては，電気による各種作用の原

用を扱うこと。 理と利用を扱うこと。

イ 内容の(2)については，電流と磁気に関する基本的な計算方法を扱う イ 内容の(2)については，電流と磁気に関する計算方法は基本的なもの

こと。 にとどめ，専門的に深入りしないこと。

ウ 内容の(3)のアについては，交流の状態を表す諸量を扱うこと。イに ウ 内容の(3)のアについては，交流の状態を表す諸量の意味について理

ついては，交流回路における抵抗，インダクタンス及び静電容量につい 解させること。イについては，交流回路における抵抗，インダクタンス

ての基本的な計算方法を扱うこと。ウについては，交流回路における電 及び静電容量についての基本的な計算方法を扱うこと。ウについては，

流及び電圧の基本的な計算方法を扱うこと。 交流回路における電流・電圧の基本的な計算方法を扱い，専門的に深入

エ 内容の(4)のアについては，主な電気計器の基本原理，構造，特性及 りしないこと。

び取扱い方法を扱うこと。イについては，基礎量の基本的な測定法を扱 エ 内容の(4)のアについては，主な電気計器の基本原理，構造，特性及

うこと。ウについては，測定に伴う誤差や測定値の取扱いなどを扱うこ び取扱い方法を扱うこと。イについては，基礎量の基本的な測定法につ

と。 いて理解させること。ウについては，測定に伴う誤差，測定値の取扱い

オ 内容の(5)のアについては，代表的な波形を扱うこと。イについては， などを扱うこと。

電気回路における過渡現象の発生とその回路の時定数を扱うこと。 オ 内容の(5)のアについては，代表的な波形を扱うこと。イについては，

電気回路における過渡現象の発生とその回路の時定数を扱う程度とし，

専門的に深入りしないこと。

第20 電気機器 第19 電気機器

１ 目 標 １ 目 標

電気機器及び電気材料に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能 電気機器及び電気材料に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活

力と態度を育てる。 用する能力と態度を育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 直流機器 (1) 直流機器

ア 直流発電機 ア 直流発電機

イ 直流電動機 イ 直流電動機

ウ 特殊電動機 ウ 特殊電動機

(2) 交流機器 (2) 交流機器

ア 変圧器 ア 変圧器

イ 誘導機 イ 誘導機

ウ 同期機 ウ 同期機

(3) 電気材料 (3) パワーエレクトロニクス

ア 導電材料 ア パワーエレクトロニクス素子

イ 磁性材料 イ 基本回路

ウ 絶縁材料 ウ 応用回路

(4) パワーエレクトロニクス (4) 電気材料

ア パワーエレクトロニクス素子 ア 導電材料

イ 基本回路 イ 磁性材料

ウ 応用回路 ウ 絶縁材料

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 計算方法の取扱いに当たっては，演習を重視し，実際に活用させるこ ア 計算方法の取扱いに当たっては，演習を重視し，実際に活用させるよ

と。 う留意すること。

イ 指導に当たっては，電気機器に関する法規及び日本工業規格などの各 イ 電気機器に関する法規及び日本工業規格などの各種規格については，

種規格について，内容と関連させて扱うこと。 内容と関連させて取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，直流機器の原理，構造及び特性を扱うこと。 ア 内容の(1)については，直流機器の原理，構造及び特性を扱うこと。

イ 内容の(2)については，交流機器の原理，構造及び特性を扱うこと。 イ 内容の(2)については，交流機器の原理，構造及び特性を扱うこと。
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ウ 内容の(3)については，電気材料の特性及び取扱い方法を扱うこと。 ウ 内容の(3)のアについては，パワーエレクトロニクス素子の原理，構

エ 内容の(4)のアについては，パワーエレクトロニクス素子の原理，構 造及び特性を扱うこと。イ及びウについては，パワーエレクトロニクス

造及び特性を扱うこと。イ及びウについては，パワーエレクトロニクス 素子を使用した基礎的な電子回路を扱うこと。

素子を使用した基本的な電子回路を扱うこと。 エ 内容の(4)については，電気材料の特性及び取扱い方法を扱うこと。

新素材については簡単に扱う程度とすること。

第21 電力技術 第20 電力技術

１ 目 標 １ 目 標

電力技術に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を育 電力技術に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と

てる。 態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 発電 (1) 発電と送電

ア 発電方式 ア 発電方式

イ 水力発電 イ 水力発電

ウ 火力発電 ウ 火力発電

エ 原子力発電 エ 原子力発電

オ 新しい発電方式 オ 送電

(2) 送電と配電 (2) 配電と屋内配線

ア 送電 ア 配電

イ 配電 イ 自家用変電所と屋内配線

ウ 自家用変電所と屋内配線 (3) 自動制御

(3) 自動制御 ア シーケンス制御

ア シーケンス制御 イ フィードバック制御

イ フィードバック制御 ウ コンピュータ制御

ウ コンピュータ制御 (4) 省エネルギー技術

(4) 省エネルギー技術 ア 発電・送電の省エネルギー技術

ア 発電・送電の省エネルギー技術 イ 電力利用の省エネルギー技術

イ 電力利用の省エネルギー技術 (5) 各種の電力応用
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(5) 各種の電力応用 ア 照明

ア 照明 イ 電熱

イ 電熱 ウ 電気化学

ウ 電気化学 エ 電気鉄道

エ 電気鉄道 オ その他

オ 家庭用電気機器 (6) 電気関係法規

(6) 電気に関する法規 ア 電気事業に関する法規

ア 電気事業に関する法規 イ 電気工事に関する法規

イ 電気工事に関する法規 ウ 電気用品に関する法規

ウ 電気用品に関する法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(5)のアからオまでについては，生徒の実態や学科の特色に応 ア 内容の(5)のアからオまでについては，生徒の実態や学科の特色に応

じて，選択して扱うことができること。 じて，選択して扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，主な発電方式の概要と特徴を扱うこと。 ア 内容の(1)のアについては，主な発電方式の概要と特徴を扱うこと。

イからエまでについては，発電の基本原理，方法，構成及び特性を扱う また，新しい発電方式も，簡単に扱うこと。イからエまでについては，

こと。オについては，太陽光発電，風力発電などを扱うこと。 発電の基本原理，方法，構成及び特性を扱うこと。オについては，送電

イ 内容の(2)のアについては，送電の方式と特性を扱うこと。変電所に の方式と特性を扱うこと。変電所については，構成及び運用の基礎的な

ついては，構成及び運用の基礎的な内容を扱うこと。イについては，配 内容を扱うこと。

電の方式，構成，特性及び保守の基礎的な内容を扱うこと。ウについて イ 内容の(2)のアについては，配電の方式，構成，特性及び保守の基本

は，自家用変電所の構成と関連する基本的な法規の目的と概要及び屋内 的な内容を扱うこと。イについては，自家用変電所の構成と関連する法

配線の設計・施工を扱うこと。 規の概要及び屋内配線の設計・施工を扱うこと。

ウ 内容の(3)については，電気エネルギーに関する制御の基本原理，制 ウ 内容の(3)については，電気エネルギーに関する制御の基本原理，制

御系の構成及び動作を扱うこと。 御系の構成及び動作を扱うこと。

エ 内容の(4)については，発電・送電及び電力利用時の省エネルギー技 エ 内容の(4)については，発電・送電及び電力利用の省エネルギー技術

術の原理と方法を扱うこと。 の原理と方法を扱うこと。
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オ 内容の(5)については，電力応用の基本原理，機器と装置の構成及び オ 内容の(5)については，電力応用の基本原理，機器と装置の構成及び

利用例を扱うこと。 利用例を簡単に扱うこと。

カ 内容の(6)については，電気に関する基本的な法規の目的と概要を扱 カ 内容の(6)については，電気に関する法規の目的と概要を扱うこと。

うこと。

第22 電子技術 第21 電子技術

１ 目 標 １ 目 標

電子技術に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を育 電子技術に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と

てる。 態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 電子技術の概要 (1) 電子技術の概要

(2) 半導体と電子回路 (2) 半導体と電子回路

ア 半導体 ア 半導体素子

イ 電子回路の基礎 イ 電子回路の基礎

(3) ＡＤ変換とＤＡ変換の基礎 (3) 通信システムの基礎

ア ＡＤ変換 ア 有線通信システム

イ ＤＡ変換 イ 無線通信システム

(4) 通信システムの基礎 ウ データ通信システム

ア 有線通信 エ 通信関係法規

イ 無線通信 (4) 画像通信の基礎

ウ 画像通信 ア ファクシミリ

エ データ通信 イ テレビジョン

オ 通信に関する法規 ウ ディジタル通信

(5) 音響・映像機器の基礎 (5) 音響機器の基礎

ア 音響機器 ア マイクロホンとスピーカ

イ 映像機器 イ 録音・再生機器

(6) 電子計測の基礎 (6) 電子計測の基礎

ア 高周波計測 ア 高周波計測
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イ 応用計測 イ 応用計測

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 計算方法の取扱いに当たっては，演習を重視し，実際に活用させるこ

と。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，電子技術の発達や現代社会における役割など ア 内容の(1)については，電子技術の発達や現代社会における役割，将

を扱うこと。 来の展望などを簡単に扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，半導体の原理及び半導体素子の種類，特 イ 内容の(2)のアについては，半導体素子の種類と特性及びその具体的

性並びに具体的な働きを扱うこと。イについては，代表的なアナログ及 な働きを扱うこと。イについては，代表的なアナログ及びディジタル回

びディジタル回路の基礎的な内容を扱うこと。 路の基礎的な内容を扱うこと。

ウ 内容の(3)については，ＡＤ変換及びＤＡ変換の原理と利用例を扱う ウ 内容の(3)のアからウまでについては，通信に必要な電子機器の特性

こと。 と利用例及び主な通信機器と通信システムの基礎的な内容を扱うこと。

エ 内容の(4)のアからエまでについては，通信に必要な電子機器の特性 エについては，通信に関する基本的な法規の目的と概要を扱うこと。

と利用例及び主な通信機器と通信システムの基礎的な内容を扱うこと。 エ 内容の(4)については，画像通信に必要な電子機器の特性と利用例及

オについては，通信に関する基本的な法規の目的と概要を扱うこと。 び基本的な画像通信機器を扱うこと。

オ 内容の(5)については，アナログ及びディジタル技術を利用した音響 オ 内容の(5)のアについては，マイクロホン及びスピーカの原理と構造

機器及び映像機器の原理と構造を扱うこと。 を簡単に扱うこと。イについては，アナログ及びディジタル技術を利用

カ 内容の(6)のアについては，高周波測定に用いる基本的な測定器の原 した音響機器を取り上げ，その原理と構造について理解させること。

理と測定方法を扱うこと。イについては，電子計測に用いられる基本的 カ 内容の(6)のアについては，高周波測定に用いる基本的な測定器を取

なセンサの原理と応用例を扱うこと。 り上げ，その原理と測定方法について理解させること。イについては，

電子計測に用いられる基本的なセンサを取り上げ，その原理と応用例に

ついて理解させること。

第23 電子回路 第22 電子回路

１ 目 標 １ 目 標

電子回路に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を育 電子回路に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と
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てる。 態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 電子回路用素子 (1) 電子回路用素子

ア ダイオード ア ダイオード

イ トランジスタ イ トランジスタ

ウ 集積回路 ウ 集積回路

(2) 電子回路の基礎 (2) 電子回路の基礎

ア 低周波増幅回路 ア 低周波増幅回路

イ 高周波増幅回路 イ 高周波増幅回路

(3) 各種の電子回路 (3) 各種の電子回路

ア 電源回路 ア 電源回路

イ 発振回路 イ 発振回路

ウ パルス回路 ウ パルス回路

エ 変調・復調回路 エ 変調・復調回路

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，回路素子の機能や特性，基本的な電子回路につい ア 指導に当たっては，回路素子の機能や特性，基本的な電子回路の定量

て定量的に扱うこと。 的な取扱い及び簡易な回路設計や製作を取り扱うこと。

イ 指導に当たっては，簡単な電子回路の設計や製作を通して具体的に理

解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のア及びイについては，電子回路で用いる代表的な素子の ア 内容の(1)のア及びイについては，電子回路で用いる代表的な素子の

構造，性質及び基本的な用途を扱うこと。ウについては，アナログ及び 構造，性質及び基礎的な用途を扱うこと。ウについては，アナログ及び

ディジタル回路に用いられる基本的な集積回路の種類，特徴，機能及び ディジタル回路に用いられる基本的な集積回路の種類と特徴及び機能と

利用例を扱うこと。 活用例を扱うこと。

イ 内容の(2)については，増幅回路の原理，利得，帯域幅等の基本的な イ 内容の(2)については，増幅回路の原理について理解させ，利得，帯
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特性及び電力増幅を扱うこと。また，簡単な増幅回路を設計させること。 域幅等の基本的な特性，電力増幅及び簡単な増幅回路の設計を扱うこと。

ウ 内容の(3)については，代表的な電子回路の構成，動作原理及び取扱 ウ 内容の(3)については，代表的な電子回路の回路構成，動作原理及び

い方法を扱うこと。ウについては，パルス波の有用性，発生及び整形の 取扱い方法を扱うこと。ウについては，パルス波の有用性，発生及び整

方法を扱うこと。 形の方法を簡単に扱うこと。

第24 電子計測制御 第23 電子計測制御

１ 目 標 １ 目 標

電子計測制御に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度 電子計測制御に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する能

を育てる。 力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 電子計測制御の概要 (1) 電子計測制御の概要

ア 電子計測制御の基礎 ア 電子計測制御の考え方

イ 計測制御機器とデータ処理 イ 計測制御機器とデータ処理

(2) シーケンス制御 (2) シーケンス制御

ア シーケンス制御の基礎 ア シーケンス制御の基礎

イ シーケンス制御の機器 イ シーケンス制御に使われる機器

ウ 基本的な回路 ウ 基本的な回路

エ プログラマブルコントローラの利用 エ プログラマブルコントローラの利用

(3) フィードバック制御 (3) フィードバック制御

ア フィードバック制御の基礎 ア フィードバック制御の基礎

イ 制御特性 イ 制御特性

ウ フィードバック制御の利用 ウ フィードバック制御の利用

(4) コンピュータによる制御の基礎 (4) コンピュータによる制御の基礎

ア 制御装置とインタフェース ア 制御装置とインタフェース

イ 制御プログラム イ 制御プログラム

ウ コンピュータによる計測制御システム ウ コンピュータによる計測制御システム

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い
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(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，計測技術，自動制御技術及びコンピュータ技術を

総合的に理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，身近な事例を通して，電子計測制御の基 ア 内容の(1)のアについては，身近な事例を通して，電子計測制御の基

本的な仕組みを扱うこと。また，情報通信ネットワークを利用した計測 本的な考え方について理解させること。情報通信ネットワークを利用し

制御システムについても触れること。イについては，計測制御機器によ た計測制御システムについては簡単に触れる程度とすること。イについ

るデータの簡単な測定方法及び処理方法を扱うこと。 ては，計測制御機器によるデータの簡単な測定方法及び処理方法につい

イ 内容の(2)については，シーケンス制御の基本的な原理と特徴及び使 て理解させること。

用される電子機器の構成と取扱い方法を扱うこと。 イ 内容の(2)については，シーケンス制御の基本的な原理と特徴及び使

ウ 内容の(3)については，フィードバック制御の基本的な原理，特性及 用される電子機器の構成と取扱い方法を扱うこと。

び利用例を扱うこと。 ウ 内容の(3)については，フィードバック制御の基本的な原理，特性及

エ 内容の(4)のアについては，コンピュータと外部機器との基本的な接 び利用例を扱うこと。人工知能やファジー理論については簡単に触れる

続方法を扱うこと。イについては，外部機器を制御する基本的なプログ 程度とし，専門的に深入りしないこと。

ラミングの方法を扱うこと。ウについては，コンピュータによる計測制 エ 内容の(4)のアについては，コンピュータと外部機器との基本的な接

御システムの概要とファクトリーオートメーションにおける計測技術の 続方法を扱うこと。イについては，外部機器を制御する基本的なプログ

基礎的な内容を扱うこと。 ラミングの方法を扱うこと。ウについては，コンピュータによる計測制

御システムの概要を扱い，ファクトリー・オートメーションにおける計

測技術については簡単に触れる程度とすること。

第25 通信技術 第24 通信技術

１ 目 標 １ 目 標

情報通信に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を育 情報通信に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と

てる。 態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 有線通信 (1) 有線通信

ア 有線通信システム ア 有線通信システム
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イ データ通信とネットワーク イ データ通信とネットワーク

ウ 光通信 ウ 光通信

(2) 無線通信 (2) 無線通信

ア 電波とアンテナ ア 電波とアンテナ

イ 無線通信システム イ 無線通信システム

ウ 無線機器 ウ 主な無線機器

エ 衛星を利用した通信システム エ 衛星を利用した通信システム

(3) 画像通信 (3) 画像通信

ア 静止画像の通信 ア 静止画像の通信

イ テレビジョン技術 イ テレビジョン技術

ウ マルチメディアの通信技術 ウ マルチメディアの通信技術

エ 圧縮 (4) 通信装置の入出力機器

オ 暗号化 ア 情報のディジタル化技術

(4) 通信装置の入出力機器 イ 入出力機器

ア 情報のディジタル化技術 ウ 録音再生機器

イ 入出力機器 (5) 通信関係法規

(5) 通信に関する法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(5)については，内容の(1)から(4)までと関連させて扱うこと。 ア 内容の(5)については，(1)から(4)までの内容と関連させて扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，有線通信回線を用いたアナログ及びディ ア 内容の(1)のアについては，有線通信回線を用いたアナログ及びディ

ジタル通信の具体的な事例を通して，通信システムの構成及び概要を扱 ジタル通信の具体的な事例を通して，通信システムの構成及び概要につ

うこと。イについては，データ通信システム及びネットワークの概要を いて理解させること。イについては，データ通信システム及びネットワ

扱うこと。また，通信プロトコルと交換機についても触れること。ウに ークの概要を扱うこと。通信プロトコルと交換機については簡単に扱う

ついては，光通信の原理と利用方法を扱うこと。 程度とすること。ウについては，光通信の原理と利用方法を扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，電波の性質，各種アンテナの電気的特性 イ 内容の(2)のアについては，電波の性質，各種アンテナの電気的特性
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及び電波の放射と受信を扱うこと。イについては，無線通信の方法と通 及び電波の放射と受信を扱うこと。イについては，無線通信の方法とそ

信システムについて，アナログ及びディジタル通信の具体的な事例を扱 の通信システムについて，アナログ及びディジタル通信の具体的な事例

うこと。 を通して，その概要について理解させること。

ウ 内容の(3)のアについては，ファクシミリの送受信の原理を扱うこと。 ウ 内容の(3)のアについては，ファクシミリの送受信の原理を扱うこと。

イについては，テレビジョンの電波と送受信機の概要及びディジタル放 イについては，テレビジョンの電波と送受信機の概要及びアナログ放送

送の特徴を扱うこと。ウについては，画像通信システム及びマルチメデ とディジタル放送の特徴を扱うこと。ウについては，画像通信システム

ィアのディジタルデータを扱うネットワーク技術の基礎的な内容を扱う 及びマルチメディアのディジタルデータを扱うネットワーク技術の基礎

こと。エについては，通信データの圧縮及び復元の基本的な仕組みを扱 的な内容を扱うこと。

うこと。オについては，暗号化の基本的な理論を扱うこと。 エ 内容の(4)については，電気通信に必要な情報の入出力機器について，

エ 内容の(4)については，情報通信に必要な入出力機器について，ディ ディジタル化技術を中心として扱うこと。また，技術の進展に留意して，

ジタル化技術を中心に扱うこと。また，技術の進展に対応した機器を扱 新しい機器を扱うこと。

うこと。 オ 内容の(5)については，通信に関する基本的な法規の目的と概要を扱

オ 内容の(5)については，通信に関する基本的な法規の目的と概要を扱 うこと。

うこと。

第26 電子情報技術 第25 電子情報技術

１ 目 標 １ 目 標

電子情報技術に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度 電子情報技術に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する能

を育てる。 力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) コンピュータの電子回路 (1) コンピュータの電子回路

ア 電子回路の基礎 ア 論理回路と論理代数

イ 論理回路と論理代数 イ フリップフロップとその応用

ウ フリップフロップと応用回路 ウ レジスタと演算回路

エ レジスタと演算回路 (2) コンピュータの構成と機能

(2) コンピュータの構成と機能 ア マイクロプロセッサと処理装置

ア マイクロプロセッサと処理装置 イ 記憶装置と主な周辺機器

イ 記憶装置と周辺機器 ウ データの流れと命令語の構成
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ウ データの流れと命令語の構成 (3) 制御プログラミング

(3) コンピュータ制御 ア ハードウェアに適した言語

ア ハードウェアに適した言語 イ 高級言語によるプログラミング

イ センサとアクチュエータ ウ 制御への応用

ウ 入出力と周辺回路 (4) コンピュータの利用とネットワークシステム

エ 制御プログラム ア オペレーティングシステム

(4) コンピュータの利用と電子情報技術 イ 情報処理形態とネットワーク

ア オペレーティングシステム ウ マルチメディアと電子技術

イ ネットワークと情報処理形態

ウ マルチメディアと電子情報技術

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(1)のアについては，生徒の実態や学科の特色に応じて，扱わ ア 内容の(1)及び(2)については，マイクロコンピュータに関する情報技

ないことができること。 術を扱うこと。

イ 内容の(1)及び(2)については，マイクロコンピュータに関する情報技 イ 内容の(3)については，学校の実態に応じて，適切なプログラム言語

術を扱うこと。 を選択すること。

ウ 内容の(3)及び(4)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，適

切なプログラム言語を選択し，実習や演習を通して具体的に理解させる

こと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，コンピュータで用いられる基本的な素子 ア 内容の(1)のアについては，基本的な論理回路の特徴，組み合わせた

の構造，性質及び基本的な用途を扱うこと。イについては，基本的な論 論理回路の機能及び簡単な論理代数を用いた回路設計を扱うこと。イに

理回路の特徴，組み合わせた論理回路の機能及び簡単な論理代数を用い ついては，フリップフロップ回路の原理及びその応用回路の特徴と利用

た回路設計を扱うこと。ウについては，フリップフロップ回路の原理及 例を扱うこと。

びその応用回路の特徴と利用例を扱うこと。 イ 内容の(2)のア及びイについては，装置や機器の動作原理，機能及び

イ 内容の(2)のア及びイについては，装置や機器の動作原理，機能及び 役割について理解させること。ウについては，命令語の構成やデータの

役割を扱うこと。ウについては，命令語の構成やデータの処理手順を扱 処理手順を扱う程度とすること。
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うこと。 ウ 内容の(3)のアについては，機械語及びアセンブリ言語の特徴と用途

ウ 内容の(3)のアについては，機械語及びアセンブリ言語の特徴と用途 を簡単に扱うこと。イについては，基礎的な処理の流れ図及びプログラ

を扱うこと。イについては，コンピュータ制御に用いられるセンサの原 ミングを扱うこと。ウについては，計測及び制御における基礎的なプロ

理，構造及び特性を扱うこと。ウについては，周辺回路の用途と機能を グラミングの方法を扱うこと。

扱うこと。エについては，計測及び制御における基礎的なプログラミン エ 内容の(4)のアについては，代表的なオペレーティングシステムの概

グの方法を扱うこと。 要を扱うこと。イについては，ネットワークシステムの概要と情報処理

エ 内容の(4)のアについては，コンピュータ制御に適したオペレーティ 形態に適したシステム構築の方法を簡単に扱うこと。ウについては，マ

ングシステムの概要を扱うこと。イについては，ネットワークシステム ルチメディアに関連した基礎的な電子技術を扱うこと。

の概要と情報処理形態に適したシステム構築の方法を扱うこと。ウにつ

いては，マルチメディアに関連した電子情報技術の基礎的な内容を扱う

こと。

第27 プログラミング技術 第26 プログラミング技術

１ 目 標 １ 目 標

コンピュータのプログラミングに関する知識と技術を習得させ，実際に活 コンピュータのプログラミングに関する基礎的な知識と技術を習得させ，

用する能力と態度を育てる。 実際に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) プログラミング技法 (1) コンピュータによる問題処理手順

ア 順次型のプログラム ア 問題処理とプログラム開発の手順

イ 選択型のプログラム イ 文書化

ウ 繰り返し型のプログラム ウ プログラム言語

エ プログラムの標準化 エ 目的及び翻訳プログラム

(2) 応用的プログラム (2) プログラミング技法

ア データ構造 ア 順次型のプログラム

イ ファイル処理 イ 選択型のプログラム

ウ 入出力設計 ウ 繰返し型のプログラム

エ プログラムの構造化設計 (3) 応用的プログラム

(3) プログラム開発
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ア プログラム開発の手順

イ プログラム開発環境

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，生徒の実態や学科の特色に応じて，適切なプログ ア 指導に当たっては，産業界の動向，生徒の実態や学科の特色に応じて，

ラム言語を選択し，実習や演習を通して具体的に理解させること。 適切な言語を選択し，実習を中心として取り扱うこと。

イ 内容の(1)については，プログラム言語の規則の習得に偏ることのな イ 内容の(2)については，論理的思考の学習を重視し，プログラム言語

いよう論理的思考の学習を重視すること。 の規則の習得に偏ることのないよう留意すること。

ウ 内容の(3)については，生徒や学校の実態に応じて，制御処理，ファ

イル処理，グラフィック処理及びネットワーク処理の中から選択して扱

うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)及び(2)については，適切な例題を使った演習を取り入れ， ア 内容の(1)については，適切な例題を使った演習を取り入れ，効果的

基本的なプログラミング技法を扱うこと。また，基本的なアルゴリズム なプログラム開発の技法について理解させること。

を扱い，プログラムの計画，作成，実施及び評価の実習を通して，効果 イ 内容の(2)については，基本的なアルゴリズムを扱い，プログラムの

的に情報を処理する方法を扱うこと。 計画，作成，実施及び評価の実習を通して，効果的に情報を処理する方

イ 内容の(3)については，プログラム開発における要求分析や設計，ド 法を習得させること。

キュメンテーション，テストなどの実習や演習を通して，効果的なプロ ウ 内容の(3)においてシステム開発を扱う場合には，基礎的なシステム

グラム開発の技法を扱うこと。 を扱うこと。

第28 ハードウェア技術 第27 ハードウェア技術

１ 目 標 １ 目 標

コンピュータのハードウェアに関する知識と技術を習得させ，実際に活用 コンピュータのハードウェアに関する基礎的な知識と技術を習得させ，実

する能力と態度を育てる。 際に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) ハードウェアの基礎 (1) ハードウェアの構成
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ア 電子回路と素子 ア 論理回路と各種レジスタ

イ 論理回路と各種レジスタ イ データの表現

ウ コンピュータによる論理回路設計 ウ 中央処理装置

(2) ハードウェアの構成 エ 周辺装置

ア コンピュータの機能 オ 命令の構成

イ 中央処理装置と主記憶装置 (2) 通信技術

ウ 周辺装置とインタフェース ア データ通信の方式と機器

エ コンピュータの構成 イ ネットワーク技術

(3) 制御技術 ウ ネットワークシステムの設計

ア 命令とプログラム (3) 制御技術

イ 制御プログラムと入出力 ア 制御の概要

ウ 割込み制御 イ 数値制御

(4) マイクロコンピュータの組込み技術 ウ コンピュータによる制御

ア マイクロプロセッサ (4) 保守技術

イ 周辺装置 ア コンピュータの構成と組立

ウ 組込みシステムの構成 イ コンピュータの保守

(5) 組込みソフトウェア ウ コンピュータの管理

ア 高水準言語によるプログラム開発

イ リアルタイムオペレーティングシステム

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，生徒の実態や学科の特色に応じて，適切なマイク ア 指導に当たっては，汎用コンピュータのハードウェア技術について，

ロコンピュータ及びプログラム言語を選択し，実習や演習を通して具体 具体的な事例を通して理解させるよう留意すること。

的に理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，コンピュータのハードウェアを構成する各種 ア 内容の(1)のアについては，基本的な論理回路の原理，レジスタの働

回路の基本的な動作原理と簡単な論理回路の設計を扱うこと。 き及び簡単な論理回路の設計を扱うこと。イについては，コンピュータ
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イ 内容の(2)のイについては，中央処理装置と主記憶装置の基本構成を 内部のデータ表現の原理と方法を扱うこと。ウについては，中央処理装

取り上げ，基本動作を扱うこと。ウについては，周辺装置の構造と基本 置と主記憶装置の基本構成を取り上げ，基本動作について理解させるこ

動作を扱うこと。 と。エについては，周辺装置の構造と基本動作について理解させること。

ウ 内容の(3)については，機械語及びアセンブリ言語の仕組みと機能及 オについては，機械語の仕組みと機能及び基本的なプログラム作成を扱

び基本的なプログラム作成を扱うこと。 うこと。

エ 内容の(4)については，マイクロプロセッサを組み込むための基本的 イ 内容の(2)のア及びイについては，具体的な事例を通して，データ通

な実装技術を扱うこと。 信の方法と機器及びネットワークに関する技術の概要を扱うこと。ウに

オ 内容の(5)については，マイクロプロセッサを組み込むための効果的 ついては，ネットワークシステムを設計する基本的な方法を扱い，専門

なプログラムの開発技法を扱うこと。 的に深入りしないこと。

ウ 内容の(3)のアについては，制御の原理及び種類の概要について理解

させること。イについては，数値制御の仕組みと基礎的な技術を扱うこ

と。ウについては，コンピュータ制御における各部の働きと制御に関す

る基礎的な技術を扱うこと。

エ 内容の(4)のウについては，コンピュータシステムを安全かつ効果的

に運用するための方法を扱い，専門的に深入りしないこと。

第29 ソフトウェア技術 第28 ソフトウェア技術

１ 目 標 １ 目 標

コンピュータのソフトウェアに関する知識と技術を習得させ，実際に活用 コンピュータのソフトウェアに関する基礎的な知識と技術を習得させ，実

する能力と態度を育てる。 際に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) ソフトウェア (1) オペレーティングシステム

ア ソフトウェアの体系 ア オペレーティングシステムの概要

イ ソフトウェアパッケージ イ オペレーティングシステムの機能

ウ ソフトウェアの管理システム (2) アプリケーションプログラムの運用

(2) オペレーティングシステム ア ソフトウェアパッケージの運用

ア オペレーティングシステムの概要 イ データベースの設計と運用

イ オペレーティングシステムの機能 ウ ネットワークソフトウェアの運用
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ウ オペレーティングシステムの操作 (3) 情報処理システムの管理

エ オペレーティングシステムの管理 ア オペレーティングシステムの管理

(3) セキュリティ技術 イ ソフトウェアの管理システム

ア 暗号化とアクセス管理

イ ネットワークセキュリティとリスク管理

ウ 情報に関する法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，生徒の実態や学科の特色に応じて，適切なオペレ ア 指導に当たっては，生徒の実態や学科の特色に応じて，適切なオペレ

ーティングシステム及びアプリケーションプログラムを選択し，実習や ーティングシステム及びアプリケーションプログラムを選択し，実習を

演習を通して具体的に理解させること。 中心として取り扱うこと。

イ 指導に当たっては，情報化の進展が及ぼす影響について技術者倫理の

観点から扱い，情報モラルについて理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，ソフトウェアの分類と基本的な役割を扱 ア 内容の(1)のイについては，オペレーティングシステムの機能と役割

うこと。イについては，ソフトウェアパッケージの特徴と活用方法を扱 について理解させること。

うこと。ウについては，ソフトウェアの保護と管理及び信頼性と安全対 イ 内容の(2)のアについては，ソフトウェアパッケージの基本的な構成，

策の管理システムの基礎的な内容を扱うこと。 インストール及び基礎的な運用を扱うこと。イについては，データとフ

イ 内容の(2)のイについては，オペレーティングシステムの機能と役割 ァイルの構造，データベースの概念及び簡単なデータベースの設計と運

を扱うこと。エについては，オペレーティングシステムのインストール 用を扱うこと。ウについては，ネットワークソフトウェアの基本的な構

及び基礎的な運用と管理を扱うこと。 成並びに利用者及びファイルの管理を扱うこと。

ウ 内容の(3)のア及びイについては，技術の進展に対応した基本的な事 ウ 内容の(3)のアについては，オペレーティングシステムのインストー

例を扱うこと。ウについては，情報に関する基本的な法規の目的と概要 ル及び基礎的な運用と管理を扱うこと。イについては，ソフトウェアの

を扱うこと。 保護と管理及び信頼性と安全対策の管理システムの基礎的な内容を扱う

こと。

第30 コンピュータシステム技術 第29 マルチメディア応用
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１ 目 標 １ 目 標

コンピュータシステムに関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能 マルチメディア技術とコンピュータシステムに関する基礎的な知識と技術

力と態度を育てる。 を習得させ，実際に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) コンピュータシステム技術 (1) マルチメディア技術と情報処理システム

ア コンピュータシステムの概要 ア マルチメディア技術の概要

イ コンピュータシステムの分析と設計 イ 情報処理システムの概要

ウ コンピュータシステムの評価 (2) ディジタル化技術

(2) ネットワーク技術 ア マルチメディアのディジタル化技術

ア データ通信の方式と機器 イ データの圧縮と送受信

イ ネットワークの階層とプロトコル (3) システム開発の手順と設計

ウ ネットワークの設計と施工 ア システムの概要

エ ネットワークサービス イ システムの分析と設計

オ ネットワークシステムの運用と保守 ウ システムの評価

(3) データベース技術 (4) 情報処理システムとマルチメディア技術の利用

ア データベースの概要 ア 情報通信ネットワークシステム

イ データベースの設計と運用 イ マルチメディア処理システム

(4) マルチメディア技術 ウ その他の情報処理システム

ア マルチメディア技術の概要

イ ディジタル化技術

ウ 圧縮と送受信

エ マルチメディアの表現技法

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，生徒の実態や学科の特色に応じて，適切なオペレ ア 指導に当たっては，マルチメディア技術を活用したシステム開発の必

ーティングシステム及びアプリケーションプログラムを選択し，実習や 要性について理解させ，これからのコンピュータ応用の在り方について
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演習を通して具体的に理解させること。 考えさせるよう留意すること。

イ 内容の(4)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，アからウ

までの中から１以上を選択し，小規模な情報処理システムを作成させる

こと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，ディレクトリ構成，環境設定及びユーザ ア 内容の(2)のアについては，文字，画像，音声をディジタル化する基

管理を扱うこと。イについては，具体的なコンピュータシステムの事例 本的な技術を扱うこと。イについては，マルチメディア情報の圧縮，復

を通して，システムの分析，設計及び開発の基本的な手法を扱うこと。 元の原理と方法及びディジタルデータの送受信に関する基礎的な内容を

ウについては，コンピュータシステムの基本的な運用及び保守を扱うこ 扱うこと。

と。 イ 内容の(3)のウについては，具体的なシステムの事例を通して，シス

イ 内容の(2)のイについては，プロトコルと伝送制御を扱うこと。ウに テムの安全性，信頼性及び評価の概要を扱うこと。

ついては，ローカルエリアネットワークを扱うこと。エについては，ネ

ットワークの代表的なサービスを扱うこと。オについては，利用者及び

リソースの管理を扱うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，データとファイルの構造，データベース

の概要を扱うこと。イについては，簡単なデータベースの設計と運用を

扱うこと。

エ 内容の(4)のイについては，文字，画像，音声をディジタル化する基

本的な技術を扱うこと。ウについては，マルチメディア情報の圧縮，復

元の原理と方法及びディジタルデータの送受信に関する基礎的な内容を

扱うこと。エについては，マルチメディアを活用した具体的な事例を通

して，情報表現の特性を扱うこと。

第31 建築構造 第30 建築構造

１ 目 標 １ 目 標

建築物の構造及び建築材料に関する知識と技術を習得させ，実際に活用す 建築物の構造及び建築材料に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際

る能力と態度を育てる。 に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容
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(1) 建築構造の概要 (1) 建築構造の概要

(2) 建築材料 (2) 建築材料

ア 建築材料の種類と特徴 ア 建築材料の種類と特徴

イ 建築材料の規格と性能 イ 建築材料の規格と性能

(3) 木構造 (3) 木構造

ア 各部の名称 ア 各部の名称

イ 各部の構成と機能 イ 各部の構成と機能

(4) 鉄筋コンクリート構造 (4) 鉄筋コンクリート構造

ア 各部の名称 ア 各部の名称

イ 各部の構成と機能 イ 各部の構成と機能

(5) 鋼構造 (5) 鋼構造

ア 各部の名称 ア 各部の名称

イ 各部の構成と機能 イ 各部の構成と機能

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，建築現場の見学や各種メディア教材の活用により， ア 指導に当たっては，建築現場の見学や視聴覚教材を活用して，具体的

具体的に理解させること。 に理解させるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，建築構造の種類と歴史的発達，主な建築構造 ア 内容の(1)については，建築構造の種類と歴史的発達，主な建築構造

の特徴，耐震技術及び関連する基本的な法規の目的と概要を扱うこと。 の特徴及び関連する法規を簡単に扱うこと。

イ 内容の(2)については，建築材料の基礎的な内容を扱い，身近な住宅 イ 内容の(2)については，建築材料の基礎的な内容を扱い，身近な住宅

などの事例を通して，材料と構造の関連を扱うこと。また，建築材料の などの事例を通して，材料と構造の関連について理解させること。その

種類と特徴について建築構造と関連させて扱うこと。 際，建築材料の種類と特徴は建築構造と関連させて扱うこと。

ウ 内容の(3)から(5)までについては，それぞれの構造に関する各部の名 ウ 内容の(3)から(5)までについては，それぞれの構造に関する各部の名

称，構成及び機能の基礎的な内容を扱うこと。 称及びその構成と機能の基礎的な内容を扱うこと。また，プレファブ建

築については，木質系は内容の(3)で，コンクリート系は内容の(4)で，

鉄骨系は内容の(5)でそれぞれ扱い，補強コンクリートブロック構造に
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ついては，内容の(4)で扱うこととするが，いずれもその概要を扱う程

度とすること。

第32 建築計画 第33 建築計画

１ 目 標 １ 目 標

建築計画に関する知識と技術を習得させ，建築物を安全で合理的に計画す 建築計画に関する基礎的な知識と技術を習得させ，建築物を合理的に計画

る能力と態度を育てる。 し，設計する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 建築の歴史 (1) 建築の歴史

ア 日本の建築 ア 我が国の建築

イ 西洋の建築 イ 西洋の建築

ウ 近代の建築 ウ 近代の建築

(2) 建築と環境 (2) 建築と環境

ア 気候 ア 気候

イ 光 イ 光

ウ 音 ウ 音

エ 熱 エ 熱

オ 色彩 オ 色彩

(3) 建築の設備 (3) 建築の設備

ア 給排水・衛生設備 ア 給排水・衛生設備

イ 空気調和設備 イ 空気調和設備

ウ 電気・通信設備 ウ 電気・通信設備

エ 防災設備 エ その他の設備

(4) 建築物の計画 (4) 各種建築物の計画

ア 独立住宅 ア 独立住宅

イ 集合住宅 イ 集合住宅

ウ 各種建築物 ウ その他の建築物

(5) 都市計画 (5) 都市計画
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ア 都市計画の概要 ア 都市計画の概要

イ 都市計画と地域計画 イ 都市計画と地域計画

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，建築物の見学や各種メディア教材の活用により， ア 指導に当たっては，建物の見学や視聴覚教材を活用して，具体的に理

具体的に理解させること。 解させるよう留意すること。

イ 内容の(2)については，快適な住環境を計画する上で，自然条件が基

本的な要因であることを理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，建築の歴史的変遷，建築様式と建築物の形態 ア 内容の(1)については，建築の歴史的変遷，建築様式と建築物の形態

の概要及び建築計画の意義を扱うこと。 の概要及び建築計画の意義を扱うこと。

イ 内容の(2)のアからオまでについては，それぞれの事項と建築物との イ 内容の(2)のアからオまでについては，それぞれの事項と建築物との

関係及び自然条件が建築物に与える影響を扱うこと。 関係を扱い，自然条件が建築物に与える影響や快適な住環境を計画する

ウ 内容の(3)のアからウまでについては，主な設備の種類，構成と特徴 上で基礎的な要因であることについて理解させること。

などの基礎的な内容を扱うこと。また，省エネルギーに関する設備にも ウ 内容の(3)のアからウまでについては，主な設備の種類，構成と特徴

触れること。エについては，災害の予防や人命保護に関する設備を扱う などの基礎的な内容を扱うこと。エについては，災害の予防や人命保護

こと。 に関する設備を簡単に扱うこと。なお，アからエまでにおいては，省エ

エ 内容の(4)のア及びイにつては，身近な住宅を中心として，建築計画 ネルギーの必要性も簡単に扱うこと。

の基本的な手法を扱うこと。ウについては，不特定多数の利用者を対象 エ 内容の(4)のア及びイについては，身近な住宅を中心として，建築計

とした公共建築物などの空間構成と災害に対する配慮の必要性を扱うこ 画の基本的な手法を扱うこと。ウについては，不特定多数の利用者を対

と。 象とした建築物の空間構成と災害に対する配慮の必要性を扱うこと。

オ 内容の(5)については，都市景観及び都市防災についても扱うこと。 オ 内容の(5)については，都市計画に関する概念を扱うこと。

第33 建築構造設計 第32 建築構造設計

１ 目 標 １ 目 標

建築構造設計に関する知識と技術を習得させ，構造物を安全で合理的に設 建築構造設計に関する基礎的な知識と技術を習得させ，構造物を合理的に

計する能力と態度を育てる。 設計する能力と態度を育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 構造物に働く力 (1) 構造物に働く力

ア 構造物と荷重 ア 構造物と荷重

イ 力の釣合い イ 力の釣合い

ウ 支点と反力 ウ 支点と反力

エ 構造物の安定・不安定及び静定・不静定 エ 構造物の安定・不安定及び静定・不静定

(2) 静定構造物 (2) 静定構造物

ア 応力 ア 応力

イ 静定ばり イ 静定ばり

ウ 静定ラーメン ウ 静定ラーメン

エ 静定トラス エ 静定トラス

(3) 部材に関する力学 (3) 部材に関する力学

ア 構造材料の力学的特性 ア 構造材料の力学的特性

イ 断面の性質 イ 断面の性質

ウ はりや部材の変形 ウ はりや部材の変形

(4) 不静定構造物 (4) 不静定構造物

ア 不静定構造物の基礎 ア 不静定構造物の概念

イ 不静定ばりと不静定ラーメン イ 不静定ばりと不静定ラーメン

(5) 各種構造物の設計 (5) 各種構造物の設計

ア 鉄筋コンクリート構造 ア 鉄筋コンクリート構造

イ 鋼構造 イ 鋼構造

(6) 建築物の耐震設計 ウ その他の構造

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，建築構造に関連した模型を用いた実験や各種メデ ア 指導に当たっては，模型を用いた実験や視聴覚教材を活用し，力学的

ィア教材の活用により，力学的な現象を視覚的に理解させること。 な現象を視覚的に理解させるよう留意すること。
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(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，構造物に働く荷重の原理や構造物の力学的な ア 内容の(1)については，構造物に働く荷重の原理や構造物の力学的な

特性を扱うこと。 特性を扱うこと。

イ 内容の(2)については，力の釣合い条件から応力が求められることを イ 内容の(2)については，力の釣合い条件から応力が求められることに

扱うとともに，具体的な題材を通して基本的な計算方法を扱うこと。 ついて理解させ，具体的な題材を通して基本的な計算方法を扱うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，応力度とひずみ度の関係及び許容応力度 ウ 内容の(3)のアについては，応力度とひずみ度の関係及び許容応力度

と部材設計の関係を扱うこと。イについては，簡単な断面の形状の力学 と部材設計の関係を扱うこと。イについては，簡単な断面の形状の力学

的な特性を扱うこと。ウについては，はりや部材の変形と安全性及び簡 的な特性を扱うこと。ウについては，はりや部材の変形と安全性及び簡

単な部材の設計に関する基礎的な内容を扱うこと。 単な部材の設計に必要な基礎的な内容を扱うこと。

エ 内容の(4)については，不静定構造物の基礎的な内容及び簡単な構造 エ 内容の(4)については，不静定構造物の概念及び簡単な構造物の計算

物の計算を扱うこと。 を扱うこと。

オ 内容の(5)については，主な構造物の断面設計及び構造設計について オ 内容の(5)については，主な構造物の断面設計及び構造設計に当たっ

基礎的な内容を扱うこと。 て必要な基礎的な内容を扱うこと。

カ 内容の(6)については，建築物の耐震設計について基礎的な内容を扱

うこと。

第34 建築施工 第31 建築施工

１ 目 標 １ 目 標

建築施工に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を育 建築施工に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と

てる。 態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 建築施工の概要 (1) 建築施工の概要

(2) 建築業務 (2) 建築業務

ア 施工方式 ア 施工方式

イ 工事契約 イ 工事契約

ウ 施工計画と施工監理 ウ 施工計画と施工監理

(3) 各種工事 (3) 各種工事

ア 仮設工事 ア 仮設工事
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イ 基礎工事と地業工事 イ 基礎工事

ウ く体工事 ウ 主体工事

エ 仕上工事 エ 仕上工事

オ 解体工事と環境保全 オ 解体工事

カ 建築物の保守 カ 建築物の保守

(4) 工事用機械・器具 (4) 工事用機器・器具

(5) 建築積算 (5) 建築積算

ア 積算の概要 ア 積算の意義と概要

イ 概算見積と明細見積 イ 概算見積及び明細見積

ウ 入札

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，建築現場の見学や各種メディア教材の活用により， ア 指導に当たっては，建築現場の見学や視聴覚教材を活用して，具体的

具体的に理解させること。 に理解させるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，建築施工の意義やその過程，建築工事に関す ア 内容の(1)については，建築施工の意義やその過程，建築工事に携わ

る技術者の資格，安全管理などの概要を扱うこと。 る関係技術者等を簡単に扱うこと。

イ 内容の(2)については，施工業務に関する内容の概要を扱うこと。ま イ 内容の(2)については，施工業務に関する内容の概要を扱うこと。施

た，施工に関する法規及び性能保証について触れること。 工に関する法規については簡単に触れる程度とすること。

ウ 内容の(3)のアからエまでについては，各種工事の施工法の基礎的な ウ 内容の(3)のアからエまでについては，各種工事の施工法の基礎的な

内容及び建築測量の概要を扱うこと。また，技術の進展に対応した工法 内容を扱うこと。最新の工法や施工技術については簡単に扱う程度とす

や施工技術についても触れること。オについては，解体工事の概要，廃 ること。また，関連する施工技術の中で建築測量の概要を扱うこと。オ

材の処理，リサイクル，環境保全及び関連法規を扱うこと。カについて については，解体工事の概要と廃材の処理を扱うこと。カについては，

は，建築物の保守の概要を扱うこと。 建築物の保守の概要を扱うこと。

エ 内容の(4)については，主な工事用機械・器具の種類，特徴及び用途 エ 内容の(4)については，主な工事用機器・器具の種類，特徴及び用途

を扱うこと。 を扱うこと。

オ 内容の(5)については，積算の意義と概要を扱うこと。また，具体的 オ 内容の(5)については，積算の意義と概要について理解させるととも
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な事例を通して，簡単な建築積算を扱うこと。ウについては，電子入札 に，具体的な事例を通して，簡単な建築積算を扱うこと。

にも触れること。

第35 建築法規 第34 建築法規

１ 目 標 １ 目 標

建築関係法規に関する知識を習得させ，建築物の計画，設計，施工，管理 建築関係法規に関する基礎的な知識を習得させ，建築物の設計，施工，管

などに活用する能力と態度を育てる。 理などに活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 建築に関する法規の概要 (1) 建築関係法規の概要

ア 建築に関する法規の意義 ア 建築関係法規の意義

イ 建築に関する法規の構成 イ 建築関係法規の構成

(2) 建築基準法 (2) 建築基準法

ア 構造と設備に関する規定 ア 構造と設備に関する規定

イ 用途と敷地に関する規定 イ 用途と敷地に関する規定

(3) 建築業務等に関する法規 ウ その他の規定

ア 建築の業務に関する法規 (3) 建築関係法規

イ 都市計画に関する法規 ア 建築の業務に関する法規

ウ 労働安全衛生に関する法規 イ 都市計画に関する法規

ウ 労働安全に関する法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，具体的な事例を通して，建築物が多くの法規によ ア 指導に当たっては，具体的な事例を通して，建築物が安全及び衛生上

って規制されていること及び法令遵守について理解させ，倫理観を養う の必要性から多くの法規によって規制されていることについて理解させ

こと。 るよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，建築に関する法規の沿革に触れること。 ア 内容の(1)のアについては，建築関係法規の沿革に触れて，その意義
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イについては，建築関係法規の体系と構成の概要を扱うこと。 について理解させること。イについては，建築関係法規の体系と構成に

イ 内容の(2)のア及びイについては，具体的な事例を取り上げ，相互に ついて，その概要について理解させること。

関連付けて扱うこと。 イ 内容の(2)のアからウまでについては，具体的な事例を取り上げ，相

ウ 内容の(3)については，内容の(2)以外の建築に関する基本的な法規の 互に関連付けて扱うこと。

目的と概要を扱うこと。 ウ 内容の(3)については，内容の(2)以外の建築に関する法規の概要を扱

うが，専門的に深入りしないこと。

第36 設備計画 第35 設備計画

１ 目 標 １ 目 標

設備工業の計画に関する知識と技術を習得させ，実際に計画できる能力と 設備工業の計画に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に計画でき

態度を育てる。 る能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 設備の基礎 (1) 設備の基礎

ア 自然環境 ア 自然環境

イ 室内環境 イ 室内環境

ウ 流れの基礎 ウ 流体及び熱に関する力学

(2) 設備に関係した建築構造 (2) 設備に関係した建築構造

ア 建築物の計画 ア 建築物の計画

イ 建築構造の基礎 イ 主な建築構造

ウ 構造物の力学 ウ 構造物の力学

(3) 建築物の設備計画 (3) 建築物の設備計画

ア 設備計画の概要 ア 設備計画の概要

イ 建築物内の設備の配管 イ 建築物内の設備の配管

ウ 機器・配管の所要スペース ウ 機器・配管の所要スペース

(4) 設備の施工 (4) 設備の施工

ア 施工管理 ア 施工管理

イ 設備工事の積算 イ 設備工事の積算

(5) 建築設備に関する法規 (5) 設備関係法規
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ア 設備に関する法規 ア 設備に関する法規

イ 建築に関する法規 イ 建築に関する法規

ウ 衛生・防災に関する法規 ウ その他の法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，環境に配慮した計画が重要であることを理解させ ア 内容の(5)のウについては，生徒や学校の実態に応じて，扱わないこ

ること。 とができること。

イ 内容の(5)のウについては，生徒の実態や学科の特色に応じて，扱わ

ないことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のア及びイについては，設備工業と自然環境及び室内環境 ア 内容の(1)のア及びイについては，設備工業と自然環境及び室内環境

とのかかわりを扱うこと。ウについては，水，空気及び熱の流れに関す とのかかわりを扱うこと。ウについては，水と空気に関する基礎的な力

る基礎的な内容を扱うこと。 学及び簡単な熱力学を扱い，専門的に深入りしないこと。

イ 内容の(2)のア及びイについては，設備を計画する際に必要な建築構 イ 内容の(2)のア及びイについては，設備を計画する際に必要な建築構

造に関する基礎的な内容を中心に扱うこと。ウについては，静定構造物 造に関する基礎的な内容を中心に扱うこと。ウについては，静定構造物

の力の釣合い，曲げモーメントとせん断力図，応力度とひずみ度の関係， の力の釣合い，曲げモーメントとせん断力図，応力度とひずみ度の概念，

断面二次モーメントと断面係数の関係及び基本的な計算方法を扱うこ 断面二次モーメントと断面係数の概念及び基礎的な計算方法を扱うこ

と。 と。

ウ 内容の(5)については，建築設備に関する基本的な法規の目的と概要 ウ 内容の(5)については，設備に関する基本的な法規の概要を扱うこと。

を扱うこと。 ウについては，衛生・防災に関する法規などの概要を扱うこと。

第37 空気調和設備 第36 空気調和設備

１ 目 標 １ 目 標

空気調和設備に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度 空気調和設備に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する能

を育てる。 力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容
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(1) 空気調和の基礎 (1) 空気調和の基礎

ア 空気調和の方式 ア 空気調和の方式

イ 冷房・暖房負荷 イ 冷房・暖房負荷

ウ 湿り空気の状態 ウ 湿り空気の状態

(2) 空気調和装置 (2) 空気調和装置

ア 空気調和装置の構成 ア 空気調和装置の構成

イ 中央式・個別式空気調和機 イ 中央式・個別式空気調和機

ウ 空気調和装置の制御 ウ 空気調和装置の制御

(3) 換気・排煙装置 エ 空気調和装置の設計

ア 換気・排煙設備の構成 (3) 換気・排煙装置

イ 換気・排煙設備の設計 ア 換気・排煙設備の構成

(4) 直接暖房装置 イ 換気・排煙設備の設計

イ 直接暖房装置と配管の設計 (4) 直接暖房装置

(5) 空気調和設備の施工 ア 主な機器と構成

ア 機器の据付けと配管工事 イ 装置の設計及び配管

イ 空気調和設備の試験・検査・保守 (5) 空気調和設備の施工

ア 機器の据付けと配管工事

イ 空気調和設備の試験・検査・保守

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，空気調和設備を設計する上で，省エネルギーに配 ア 内容の(3)については，学校の実態等に応じて，扱わないことができ

慮することが重要であることを理解させること。 ること。

イ 内容の(3)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，扱わない

ことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，代表的な空気調和方式の構成，特徴及び ア 内容の(1)のアについては，代表的な空気調和方式の構成と特徴及び

利用例を扱うこと。イについては，冷房及び暖房の簡単な負荷計算を扱 利用例を扱うこと。イについては，冷房及び暖房の簡単な負荷計算を扱
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うこと。ウについては，湿り空気の組成及び空気線図の仕組みを扱うこ うこと。ウについては，湿り空気の組成及び空気線図の仕組みを扱うこ

と。 と。

イ 内容の(2)のア及びイについては，空気調和装置を構成している主な イ 内容の(2)のア及びイについては，空気調和装置を構成している主な

機器の構造，性能及び用途を扱うこと。ウについては，空気調和装置の 機器の構造，性能及び用途を扱うこと。ウについては，空気調和装置の

制御に関する基礎的な内容を扱うこと。エについては，空気調和装置の 制御に関する基礎的な内容を扱うこと。エについては，空気調和装置の

設計に関する基礎的な内容を扱うこと。 設計に関する基礎的な内容を扱うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，換気法の種類と排気量や排煙の方式につ ウ 内容の(3)のアについては，換気法の種類と排気量や排煙の方式につ

いて，換気・排煙設備に関する法規と関連付けて扱うこと。イについて いて，関係法規と関連付けて扱うこと。イについては，換気・排煙設備

は，換気設備及び排煙設備の設計手順を扱うこと。 の設計手順を扱うこと。

エ 内容の(4)のアについては，直接暖房装置を構成する主な機器の構造， エ 内容の(4)のアについては，直接暖房装置を構成する主な機器の構造，

用途及び関連する配管を扱うこと。イについては，簡単な暖房装置の設 用途及び関連する配管を扱うこと。イについては，簡単な暖房装置の設

計について基礎的な内容を扱うこと。 計例を取り上げ，その概要を扱うこと。

オ 内容の(5)のアについては，機器の据付け，配管工事及び保温・保冷 オ 内容の(5)のアについては，機器の据付け，配管工事及び保温・保冷

工事の基礎的な内容を扱うこと。イについては，空気調和設備に関する 工事の基礎的な内容を扱うこと。イについては，関係法規に基づく試験

法規に基づく試験，検査及び保守について基礎的な内容を扱うこと。 ・検査及び保守について，基礎的な内容を扱うこと。

第38 衛生・防災設備 第37 衛生・防災設備

１ 目 標 １ 目 標

衛生・防災設備に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態 衛生・防災設備に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する

度を育てる。 能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 給水・給湯設備 (1) 給水・給湯設備

ア 水資源と上水道 ア 水資源と上水道

イ 給水・給湯機器と構成 イ 給水・給湯に関する機器と構成

ウ 給水・給湯設備と配管機器の設計 ウ 給水・給湯設備と配管機器の設計

(2) 排水通気設備 (2) 排水通気設備

ア 排水と下水道 ア 排水と下水道

イ 排水通気設備と配管機器の設計 イ 排水通気設備と配管機器の設計
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ウ 住宅の給排水設備 ウ 住宅の給排水設備

(3) 排水処理設備 (3) 排水処理設備

ア 排水浄化の原理と方法 ア 排水浄化の原理と方法

イ し尿浄化設備と排水再利用 イ し尿浄化設備と排水再利用

(4) 防災設備 (4) 防災設備

ア 防火対象物と消防用設備 ア 防火対象物と消防用設備

イ 消火設備と配管機器の設計 イ 消火設備と配管機器の設計

(5) ガス設備と通信設備 (5) その他の設備

(6) 衛生・防災設備の施工 (6) 衛生・防災設備の施工

ア 機器の据付けと配管工事 ア 機器の据付けと配管工事

イ 衛生・防災設備の試験・検査・保守 イ 衛生・防災設備の試験・検査・保守

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(3)及び(5)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，選 ア 内容の(3)及び(5)については，学校の実態や学科の特色に応じて，選

択して扱うことができること。 択して扱うことができること。

イ 内容の(3)については，環境保全の観点から排水処理の必要性を理解

させること。

ウ 内容の(4)については，防災設備の必要性を具体的に理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，水質基準と水道施設の概要を扱うこと。 ア 内容の(1)のアについては，水質基準と水道施設の概要を扱うこと。

また，雨水の活用についても触れること。イについては，給水・給湯の イについては，給水・給湯の機器構成及び給水方式を扱うこと。ウにつ

機器構成及び給水方式を扱うこと。ウについては，給水・給湯量の計算， いては，給水・給湯量の計算，配管機器の簡単な設計及び給水・給湯管

配管機器の簡単な設計及び給水・給湯管径の基本的な計算方法を扱うこ 径の求め方を扱うこと。

と。 イ 内容の(2)のアについては，排水の種類と下水道施設の概要を扱うこ

イ 内容の(2)のアについては，排水の種類と下水道施設の概要を扱うこ と。イについては，排水・通気系統の機器と構成，衛生器具の排水量及

と。イについては，排水・通気系統の機器と構成，衛生器具の排水量及 び排水・通気管径の簡単な求め方を扱うこと。ウについては，具体的な

び排水・通気管径の基本的な計算方法を扱うこと。ウについては，具体 事例を通して理解させること。
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的な住宅の事例を通して，給排水設備を扱うこと。 ウ 内容の(3)については，環境保全の観点から排水処理の必要性につい

ウ 内容の(3)については，し尿浄化設備の構成と排水の再利用を扱うこ て理解させ，し尿浄化設備の構成と排水の再利用を扱うこと。

と。 エ 内容の(4)については，防災設備の必要性について理解させ，主な消

エ 内容の(4)については，主な消火設備の機器の構成と配管を中心に扱 火設備の機器の構成と配管を中心に扱うこと。

うこと。 オ 内容の(5)については，ガス設備を中心に扱い，それ以外の設備は概

オ 内容の(5)については，ガス設備及び通信設備の概要を扱うこと。 要について理解させる程度とし，網羅的に扱わないこと。

カ 内容の(6)のアについては，施工法を中心に扱うこと。イについては， カ 内容の(6)のアについては，施工法を中心に扱うこと。イについては，

衛生・防災設備に関する法規に基づく基本的な機器の試験，検査及び保 関係法規に基づく基礎的な機器の試験・検査及び保守を扱うこと。

守を扱うこと。

第39 測 量 第38 測 量

１ 目 標 １ 目 標

測量に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を育てる。 土木測量に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を育

てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 測量の基礎 (1) 測量の基礎

ア 測量の概要 ア 測量の概要

ウ 角の測量 イ 距離の測量

(2) 平面の測量 ウ 角の測量

ア 骨組測量 (2) 平面の測量

イ 細部測量 ア 骨組測量

ウ 面積の計算 イ 細部測量

(3) 高低の測量 ウ 面積の計算

ア レベルによる高低の測量 (3) 高低の測量

イ 縦横断測量 ア レベルによる高低の測量

ウ 体積や土量の計算 イ 縦横断測量

(4) 地形図 ウ 体積や土量の計算

ア 地形測量の目的と順序 (4) 地形図
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イ 等高線と測定法 ア 地形測量の目的と順序

ウ 地形図の作成と利用 イ 等高線とその測定法

(5) 写真測量 ウ 地形図の作成とその利用

ア 写真測量の基礎 (5) 写真測量

イ 空中写真の性質と利用 ア 写真測量の基礎

(6) 測量技術の応用 イ 空中写真の性質と利用

(6) 新しい測量技術

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，地形測量，路線測量などの測量実習を通して，具 ア 指導に当たっては，三角測量，路線測量などの測量実習を通して，測

体的に理解させること。 量に関する総合的な能力と態度の育成に留意すること。

イ 内容の(5)及び(6)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，選 イ 内容の(5)及び(6)については，学校の実態や学科の特色に応じて，選

択して扱うことができること。 択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)のア及びイについては，セオドライトによる骨組測量や平 ア 内容の(2)のア及びイについては，トランシットによる骨組測量や平

板による細部測量など，測量の基礎的な内容を扱うこと。 板による細部測量など，測量の基本的な内容を扱うこと。

イ 内容の(4)については，土木工事を計画し施工するための地形図の作 イ 内容の(4)については，土木工事を計画し施工するために必要な現場

成手順とその利用方法を扱うこと。 の地形図の作成手順とその利用方法を扱うこと。

ウ 内容の(5)については，写真測量技術の利用方法について概要を扱う ウ 内容の(5)については，新しい写真測量技術の現状や利用方法の概要

こと。 を扱うこと。

エ 内容の(6)については，地殻変動や気候変動などの自然災害における エ 内容の(6)については，コンピュータや人工衛星などを利用した新し

測量技術の応用を扱うこと。また，人工衛星の利用など技術の進展に対 い測量技術を扱うこと。

応した測量技術も扱うこと。

第40 土木基礎力学 第40 土木基礎力学

１ 目 標 １ 目 標

土木構造物及び土と水の基礎力学に関する知識と技術を習得させ，実際に 土木構造物や土及び水の基礎力学に関する知識と技術を習得させ，実際に
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活用する能力と態度を育てる。 活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 土木構造力学の基礎 (1) 土木構造力学の基礎

ア 土木構造物と力 ア 土木構造物と力

イ 静定構造物の計算 イ 静定構造物の計算

ウ 材料の強さと部材の設計 ウ 材料の強さと部材の設計

(2) 土質力学の基礎 (2) 土質力学の基礎

ア 土の基本的性質と調査及び試験 ア 土の基本的性質と調査及び試験

イ 土中の水の流れ イ 土中の水の流れ

ウ 地中応力と土の圧密 ウ 地中応力と土の圧密

エ 土の強さ エ 土の強さ

オ 土圧 オ 土圧

(3) 水理学の基礎 (3) 水理学の基礎

ア 静水の性質 ア 静水の性質

イ 水の流れの性質と測定 イ 水の流れの性質と測定

ウ 水路の計算 ウ 水路の計算

エ 流れと波の力 エ 流れと波の力

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，模型を用いた実験や各種メディア教材の活用によ ア 指導に当たっては，模型を用いた実験や視聴覚教材を活用して，力学

り，力学的な現象を視覚的に理解させること。 的な現象を視覚的に理解させるよう留意すること。

イ 内容の(2)及び(3)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，選 イ 内容の(2)及び(3)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，選

択して扱うことができること。 択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，土木構造物の種類，土木構造物に作用す ア 内容の(1)のアについては，土木構造物の種類，土木構造物に作用す
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る力及び鋼とコンクリートの材料の基本的な性質を扱うこと。イについ る力及び鋼とコンクリートの材料の基本的な性質を扱うこと。イについ

ては，単純ばり，片持ばり，短柱及び長柱について，軸方向力，せん断 ては，単純ばり，片持ばり，短柱及び長柱について，軸方向力，せん断

力及び曲げモーメントの基本的な計算方法を扱うこと。また，静定トラ 力及び曲げモーメントの基本的な計算方法を扱い，専門的に深入りしな

ス，ゲルバーばり，間接荷重ばりなどの基本的な計算方法に触れること。 いこと。静定トラス，ゲルバーばり，間接荷重ばりなどの計算方法は基

ウについては，材料の強さ，部材断面の性質，はりの応力とたわみ及び 礎的な内容にとどめること。ウについては，材料の強さ，部材断面の性

断面形状の基本的な計算方法を扱うこと。 質，はりの応力とたわみ及び断面形状の基本的な計算方法を扱うこと。

イ 内容の(2)については，土木構造物の安定や土木構造物を支える地盤 イ 内容の(2)については，土木構造物の安定や土木構造物を支える地盤

に関連して，土の基本的な性質や土質力学の基礎的な内容を扱うこと。 に関連して，土の基本的な性質や力学の基礎的な内容を扱うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，静水圧を中心に扱うこと。イについては， ウ 内容の(3)のアについては，静水圧を中心に扱うこと。イについては，

ベルヌーイの定理を中心に扱うこと。ウについては，管水路と開水路の ベルヌーイの定理を中心に扱うこと。ウについては，管水路と開水路の

基礎的な内容を扱うこと。エについては，水の流れにより物体の受ける 基礎的な内容を扱い，専門的に深入りしないこと。エについては，水の

力及び波の作用の基礎的な内容を扱うこと。 流れにより物体の受ける力及び波の作用を簡単に扱うこと。

第41 土木構造設計 第41 土木構造設計

１ 目 標 １ 目 標

土木構造物の設計に関する知識と技術を習得させ，構造物を安全で合理的 土木構造物の設計に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用す

に設計する能力と態度を育てる。 る能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 鋼構造の設計 (1) 鋼構造の設計

ア 鋼構造の設計の基礎 ア 鋼構造の設計の基本

イ Ｈビームの設計 イ Ｈビームの設計

ウ プレートガーダーの設計 ウ プレートガーダーの設計

(2) 鉄筋コンクリート構造物の設計 (2) 鉄筋コンクリート構造物の設計

ア 鉄筋コンクリート構造物の設計の基礎 ア 鉄筋コンクリート構造物の設計の基本

イ はり構造の設計 イ はり構造の設計

ウ 柱構造の設計 ウ 柱構造の設計

エ プレストレストコンクリート構造物の設計 エ プレストレストコンクリート構造物の設計
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(3) 基礎・土留め構造物の設計 (3) 基礎・土留め構造物の設計

ア 杭基礎の設計 ア 杭基礎の設計
くい

イ 直接基礎の設計 イ 直接基礎の設計

ウ 土留め構造物の設計 ウ 土留め構造物の設計

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，示方書などを用いて，土木構造物の部材の具体的 ア 指導に当たっては，各種示方書などを取り扱い，土木構造物の部材の

な設計をさせること。 設計をさせるよう留意すること。

イ 指導に当たっては，工事現場の見学，土木構造物の模型を用いた実験 イ 内容の(3)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，選択して

及び各種メディア教材の活用により，具体的に理解させること。 扱うことができること。

ウ 内容の(3)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，選択して ウ 指導に当たっては，工事現場の見学，土木構造物の模型を用いた実験

扱うことができること。 及び視聴覚教材の活用により，具体的に理解させるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，設計の目的，順序，設計方法などの基礎 ア 内容の(1)のアについては，設計の目的，順序，設計方法などの基本

的な内容を扱うこと。イについては，Ｈ形鋼を用いたけたの応力計算や 的な内容を扱うこと。イについては，Ｈ形鋼を用いたけたの応力計算や

断面の設計方法を扱うこと。ウについては，プレートガーダーを用いた 断面の設計方法について理解させること。ウについては，プレートガー

けたの応力計算や断面の設計方法を扱うこと。また，イ及びウについて ダーを用いたけたの応力計算や断面の設計方法について理解させるこ

は，曲げモーメントによるたわみや断面の基本的な計算式についても扱 と。なお，イ及びウにおいて，曲げモーメントによるたわみや断面の基

うこと。 礎的な計算式についても扱うこと。

イ 内容の(2)については，単鉄筋長方形ばりの設計計算を中心に扱い， イ 内容の(2)については，単鉄筋長方形ばりの設計計算を中心に扱い，

複鉄筋長方形ばり，スラブなどの設計計算に関する計算式についても触 複鉄筋長方形ばり，スラブなどの設計計算にかかる計算式については，

れること。 専門的に深入りしないこと。

ウ 内容の(3)については，具体的な事例を通して計算式の意味と使用方 ウ 内容の(3)については，具体的な事例を通して計算式の意味と使用方

法を扱うこと。 法について理解させること。

第42 土木施工 第39 土木施工

１ 目 標 １ 目 標
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土木施工と管理に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態 土木施工と管理に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態

度を育てる。 度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 土木材料 (1) 土木材料

ア 土木材料の基礎 ア 土木材料の基礎

イ 土木材料の性質と利用 イ 土木材料の性質と利用

ウ 土木材料としての土の利用 ウ 土木材料としての土の利用

(2) 施工技術 (2) 施工技術

ア 土工 ア 土工

イ コンクリート工 イ コンクリート工

ウ 基礎工 ウ 基礎工

エ 舗装工 エ 舗装工

オ トンネル工 オ トンネル工

(3) 土木工事管理 (3) 土木工事管理

ア 工事管理の計画 ア 工事管理の計画

イ 工程管理と品質管理 イ 工程管理と品質管理

ウ 入札 ウ その他の管理

エ 建設マネジメント (4) 工事用機械と電気設備

(4) 工事用機械と電気設備 ア 工事用機械

ア 工事用機械 イ 工事用電気設備

イ 工事用電気設備 (5) 土木施工に関する法規

(5) 土木施工に関する法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，工事現場の見学や各種メディア教材の活用により， ア 指導に当たっては，工事現場の見学や視聴覚教材を活用して，具体的

具体的に理解させること。 に理解させるよう留意すること。
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(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のア及びイについては，土木工事に用いられる基本的な材 ア 内容の(1)のア及びイについては，土木工事に用いられる基本的な材

料を扱うこと。ウについては，土木材料としての土の利用や土の改良な 料を扱うこと。ウについては，土木材料としての土の利用や土の改良な

どを扱うこと。 どを扱うこと。

イ 内容の(2)については，土木工事の基本的な技術を扱うこと。ウにつ イ 内容の(2)については，土木工事の基礎的な技術を扱うこと。ウにつ

いては，土木構造物の基礎，杭基礎などの基礎工及び基礎掘削における いては，土木構造物の基礎，杭基礎などの基礎工及び基礎掘削における
くい

土留め工法を扱うこと。オについては，トンネル工の基礎的な内容及び 土留め工法を扱うこと。オについては，トンネル工の基礎的な内容及び

下水道管などの地下埋設物工事における圧入工法を扱うこと。 下水道管などの地下埋設物工事における圧入工法を扱うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，施工計画，工事の管理と組織，原価管理， ウ 内容の(3)のアについては，施工計画，工事の管理と組織などを扱う

安全管理などを扱うこと。ウについては，電子入札にも触れること。エ こと。ウについては，原価管理，安全管理などを扱うこと。

については，具体的な事例を通して，建設マネジメントを扱うこと。 エ 内容の(4)のアについては，各種工事に必要な基本的な土工用機械を

エ 内容の(4)のアについては，各種工事に必要な基本的な土工用機械を 扱うこと。

扱うこと。 オ 内容の(5)については，土木施工に関する法規の概要を扱うこと。

オ 内容の(5)については，土木施工に関する基本的な法規の目的と概要

を扱うこと。

第43 社会基盤工学 第42 社会基盤工学

１ 目 標 １ 目 標

社会基盤整備に関する知識を習得させ，自然環境との調和を図り実際に活 社会基盤整備に関する基礎的な知識を習得させ，自然環境との調和を図り

用する能力と態度を育てる。 実際に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 社会基盤整備 (1) 社会基盤整備の概要

ア 土木の歴史 ア 土木の歴史

イ 社会資本と社会基盤の整備 イ 社会資本と社会基盤の整備

ウ 災害と国土の整備 ウ 災害と国土の整備

エ エネルギーの整備 エ エネルギーの整備

オ 環境の保全 (2) 交通と運輸

(2) 交通と運輸 ア 道路
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ア 道路 イ 鉄道

イ 鉄道 ウ 港湾

ウ 港湾 エ 空港

エ 空港 (3) 治水と利水

(3) 水資源 ア 治水

ア 利水 イ 利水

イ 治水 (4) 社会基盤システム

(4) 社会基盤システム ア 都市計画

ア 都市計画 イ 環境と景観

イ 環境と景観 ウ 防災

ウ 防災

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)から(4)までについては，生徒の実態や学科の特色に応じて， ア 内容の(2)から(4)までについては，生徒の実態や学科の特色に応じて，

選択して扱うことができること。 選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，土木事業に関する技術史について，土木 ア 内容の(1)のアについては，土木事業に関する技術史を取り上げ，土

構造物と人間の生活とのかかわり及び土木事業が産業や経済の発展に果 木構造物と人間の生活とのかかわり及び土木事業が産業や経済の発展に

たした役割の概要を扱うこと。イについては，経済や産業の基盤整備と 果たした役割を簡単に扱うこと。イについては，経済や産業の基盤整備

土木工事とのかかわりの概要を扱うこと。ウについては，防災のための と土木工事とのかかわりを簡単に扱うこと。ウについては，防災のため

国土の整備を扱うこと。エについては，電力やガスなどのエネルギーに の国土の整備を扱うこと。エについては，電力やガスなどのエネルギー

関する基盤整備の概要を扱うこと。オについては，環境を保全するため 資源の活用の概要について理解させること。

の土木技術の役割を扱うこと。 イ 内容の(2)のアについては，道路の構造，施工及び維持管理の基礎的

イ 内容の(2)のアについては，道路の構造，施工及び維持管理の基礎的 な内容を扱うこと。イについては，鉄道建設及び路線の規格と構造の基

な内容を扱うこと。イについては，鉄道建設及び線路の規格と構造の基 礎的な内容を扱うこと。ウについては，港湾の計画や管理及び港湾施設

礎的な内容を扱うこと。ウについては，港湾の計画と管理及び港湾施設 の基礎的な内容を扱うこと。エについては，空港の計画や施設の基礎的

の基礎的な内容を扱うこと。エについては，空港の計画や施設の基礎的 な内容を扱うこと。
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な内容を扱うこと。 ウ 内容の(3)のアについては，河川の改修と海岸の防護，治山・砂防及

ウ 内容の(3)のアについては，水資源の開発及び上下水道の基礎的な内 び土木構造物の機能と簡単な計画を扱うこと。イについては，水資源の

容を扱うこと。イについては，河川の改修，海岸の防護，治山・砂防及 開発及び上下水道の基礎的な内容を扱うこと。

び土木構造物の機能と簡単な計画を扱うこと。 エ 内容の(4)のアについては，都市計画の基本的な内容及び国土計画，

エ 内容の(4)のアについては，都市計画の基礎的な内容並びに国土計画 地域計画の概要を扱うこと。イについては，内容の(2)及び(3)に関連す

及び地域計画の概要を扱うこと。イについては，内容の(2)及び(3)に関 る基本的な環境保全及び社会基盤施設と景観とのかかわりを扱うこと。

連する環境保全及び社会基盤施設と景観とのかかわりを扱うこと。ウに ウについては，地震災害，土砂災害，火山災害などの災害と防災対策の

ついては，地震災害，風水害，火山災害などと防災対策の基礎的な内容 基礎的な内容を扱うこと。

を扱うこと。

第44 工業化学 第43 工業化学

１ 目 標 １ 目 標

工業化学に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を育 工業化学に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と

てる。 態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 物質と化学 (1) 地球と化学

ア 地球の資源 ア 地球の資源と化学

イ 物質と元素 イ 化学反応

ウ 物質の変化と量 ウ 気体の性質

(2) 気体と水の化学 エ 空気の利用

ア 気体の性質 (2) 水と化学

イ 空気の利用 ア 水と溶液

ウ 水と溶液 イ 酸と塩基

(3) 元素の性質と化学結合 ウ 海水の利用

ア 元素と周期性 エ アルカリ金属とハロゲン

イ 化学結合 (3) エネルギーと化学変化

ウ 元素の性質 ア 燃焼と化学



- 386 -

(4) 物質の変化とエネルギー イ 酸化と還元

ア 酸と塩基 ウ 化学結合

イ 酸化と還元 エ 反応速度と化学平衡

ウ 化学反応と熱 オ 原子エネルギー

エ 反応速度と化学平衡 (4) 石油と化学

オ 原子核エネルギー ア 有機化合物の基礎

(5) 石油と化学 イ 石油の精製

ア 有機化合物の基礎 ウ 石油と化学工業

イ 石油の精製 (5) 材料と化学

ウ 石油と化学工業 ア 工業材料

(6) 材料と化学 イ 新素材

ア 工業材料 (6) 生活と化学工業製品

イ 新素材 ア 食品と化学

(7) 生活と化学工業製品 イ 油脂と石鹸
けん

ア 食品と化学 ウ バイオの化学

イ 油脂とせっけん エ 有害物質と危険物

ウ バイオテクノロジーと化学

エ 有害物質と危険物

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，化学工業が資源やエネルギーを有効に利用して様 ア 指導に当たっては，化学工業が，資源とエネルギーを有効に利用して

々な材料を製造していることを理解させること。また，化学技術の発展 様々な材料を製造していること及び環境保全に関して重要な技術である

や歴史についても理解させること。 ことについて理解させること。

イ 指導に当たっては，化学技術が環境保全に関して重要な役割を果たし

ていることについて理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，化学工業で利用される資源を中心に扱う ア 内容の(1)のアについては，地球上の主要な物質を構成している基本
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こと。イについては，物質を構成している基本的な元素や化合物の概要 的な元素や化合物の概要を扱うこと。イについては，化学変化及び化学

を扱うこと。ウについては，化学変化と化学反応式及び化学変化と物質 反応式の基礎的な内容を扱うこと。ウについては，気体の法則を中心に

の量との関係について基礎的な内容を扱うこと。 扱うこと。エについては，アンモニアの工業的製法の概要を扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，気体の法則を中心に扱うこと。イについ イ 内容の(2)のアについては，溶解度や濃度を中心に扱うこと。イにつ

ては，空気の組成と化学工業での利用を扱うこと。ウについては，溶解 いては，酸及び塩基の基礎的な内容を扱うこと。ウについては，食塩を

度や濃度を中心に扱うこと。 原料とした化合物の工業的製法の概要を扱うこと。エについては，アル

ウ 内容の(3)のアについては，原子の構造と周期性を扱うこと。イにつ カリ金属とハロゲンの性質を簡単に扱うこと。

いては，化学結合と物質の構造を扱うこと。ウについては，族ごとの基 ウ 内容の(3)のアについては，燃焼に伴う化学変化とエネルギー変化の

礎的な内容を扱うこと。 基礎的な内容を扱うこと。イについては，酸化と還元及び電気分解と電

エ 内容の(4)のアについては，酸及び塩基の基礎的な内容を扱うこと。 池を扱うこと。ウについては，化学結合及び物質の構造を扱うこと。エ

イについては，酸化と還元及び電気分解と電池を扱うこと。ウについて については，反応速度と化学平衡の基礎的な内容を扱うこと。オについ

は，熱化学方程式を中心に扱うこと。エについては，反応速度と化学平 ては，放射性物質の性質と利用を簡単に扱うこと。

衡の基礎的な内容を扱うこと。オについては，放射性物質の性質と利用 エ 内容の(4)のアについては，有機化合物の基礎的な内容を扱い，専門

を扱うこと。 的に深入りしないこと。イについては，石油製品の製造に関する基礎的

オ 内容の(5)のアについては，有機化合物の基礎的な内容を扱うこと。 な内容を扱うこと。ウについては，化学工業の原料としての石油の役割

イについては，石油製品の製造に関する基礎的な内容を扱うこと。ウに を扱うこと。また，天然ガスや石炭を原料とする化学工業を簡単に扱う

ついては，化学工業の原料としての石油の役割を扱うこと。また，天然 こと。

ガスや石炭を原料とする化学工業についても触れること。 オ 内容の(5)のアについては，セラミックス，金属及び高分子の各材料

カ 内容の(6)のアについては，セラミック材料，金属材料及び高分子材 の性質及び用途を簡単に扱うこと。イについては，機能性材料の性質と

料の性質及び用途を扱うこと。イについては，機能性材料の性質と用途 用途を簡単に扱うこと。

を扱うこと。 カ 内容の(6)のア及びイについては，身近な生活用品を例として，生活

キ 内容の(7)のア及びイについては，身近な生活用品を具体的な事例と と化学工業製品のかかわりを扱うこと。ウについては，酵素や微生物を

して取り上げ，生活と化学工業製品の関係を扱うこと。ウについては， 利用した化学工業の概要を扱うこと。エについては，有害物質と危険物

酵素や微生物を利用した化学工業の概要を扱うこと。エについては，有 の取扱い方法及び取扱者の管理責任の概要を扱うこと。

害物質と危険物の取扱い方法及び取扱者の管理責任の概要を扱うこと。

第45 化学工学 第44 化学工学

１ 目 標 １ 目 標

化学製品の製造に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態 化学製品の製造に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する
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度を育てる。 能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 化学工場と化学プラント (1) 化学工場と化学プラント

ア 化学工場の特徴 ア 化学工場の特徴

イ 反応装置 イ 反応装置

ウ 周辺の装置と設備 ウ 周辺の装置と設備

エ 化学プラント エ 化学プラント

(2) 物質とエネルギーの収支 (2) 物質とエネルギーの収支

ア 物質収支 ア 物質収支

イ エネルギー収支 イ エネルギー収支

ウ 単位換算 ウ 単位換算

(3) 単位操作 (3) 単位操作

ア 流体の輸送 ア 流体の輸送

イ 熱の利用と管理 イ 熱の利用と管理

ウ 物質変換の単位操作 ウ その他の単位操作

(4) 計測と制御 (4) 計測と制御

ア プロセス変量の計測 ア プロセス変量の計測

イ 制御技術 イ 制御技術

(5) 化学プラントの安全 (5) 化学プラントの安全

ア 化学工業と災害 ア 化学工業と災害

イ 災害の予防と安全管理 イ 災害の予防と安全管理

(6) 化学工場の管理と法規 (6) 管理と関係法規

ア 生産の計画と工程管理 ア 生産の計画と工程管理

イ 品質管理 イ 品質管理

ウ 化学工場に関する法規 ウ 化学工場と関係法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす
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る。 る。

ア 指導に当たっては，エネルギーや資源の有効利用について理解させる ア 指導に当たっては，熱の有効利用や廃棄物の再利用及び省資源や省エ

こと。 ネルギーの考え方について理解させること。

イ 指導に当たっては，災害の防止，安全管理の重要性及び法令遵守につ イ 指導に当たっては，化学災害の防止や安全管理の重要性について認識

いて理解させること。 させ，化学技術者としての職業観の育成に努めること。

ウ 内容の(3)のウについては，地域産業の実態や学科の特色に応じて，

単位操作の題材を選定して扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイ及びウについては，化学工場の概要を扱うこと。 ア 内容の(1)のイ及びウについては，化学工場の概要を把握する上で必

イ 内容の(2)については，資源及びエネルギーの有効活用の具体的な事 要な内容を扱う程度とすること。

例を扱うこと。イについては，熱収支の基礎的な内容を扱うこと。 イ 内容の(2)については，資源及びエネルギーの有効活用の事例を通し

ウ 内容の(3)のアについては，基本的な流体の力学計算，物質収支，エ て，具体的に理解させること。イについては，熱収支を簡単に扱うこと。

ネルギー収支を扱うこと。イについては，伝熱及び熱交換を扱うこと。 ウ 内容の(3)のアについては，基礎的な流体の力学計算及び物質収支と

エ 内容の(4)のアについては，主な検出器の種類と原理及び用途を扱う エネルギー収支を扱い，専門的に深入りしないこと。イについては，伝

こと。また，センサ，電子技術及びコンピュータの活用方法について扱 熱及び熱交換を扱い，化学工業において熱を効率よく利用することの重

うこと。 要性について理解させること。ウについては，地域や学校の実態に応じ

オ 内容の(5)については，化学災害の防止やプラントの安全管理などの て，単位操作の題材を選定して扱うこと。

基礎的な内容を扱うこと。 エ 内容の(4)のアについては，主な検出器の種類と原理及び用途を扱う

カ 内容の(6)のア及びイについては，化学工場における基本的な工程管 こと。

理及び品質管理を扱うこと。ウについては，化学物質及び化学工場に関 オ 内容の(5)については，化学災害の防止やプラントの安全管理などの

する基本的な法規の目的と概要を扱うこと。 基礎的な内容を扱うこと。

カ 内容の(6)のア及びイについては，化学工場における基礎的な工程管

理及び品質管理を扱うこと。ウについては，化学工場に関する法規の目

的と概要を簡単に扱うこと。

第46 地球環境化学 第45 地球環境化学

１ 目 標 １ 目 標

環境保全に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を育 環境保全に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と

てる。 態度を育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 地球環境と人間 (1) 地球環境と人間

ア 生活と環境 ア 生活と環境

イ 自然環境の保全 イ 自然環境の保全

(2) 資源とエネルギー (2) 資源とエネルギー

ア 地球と資源 ア 地球と資源

イ 資源の有効利用 イ 資源の有効利用

ウ 資源の使用と地球環境 ウ 資源の使用と地球環境

(3) 自然環境の調査 (3) 自然環境の調査

ア 環境汚染の種類と原因 ア 環境汚染の種類と原因

イ 環境の分析と調査 イ 環境の分析と調査

ウ 環境評価 (4) 環境の保全と化学技術

(4) 環境の保全と化学技術 ア 環境保全と製造プロセスの改善

ア 環境保全と製造プロセスの改善 イ 環境汚染の処理技術

イ 環境汚染の処理技術 ウ 廃棄物の再利用

ウ 廃棄物のリサイクル (5) 環境保全に関する法規

(5) 環境保全に関する法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，地球の環境保全のために，化学技術が重要な役割 ア 指導に当たっては，地球の環境保全のために，化学技術が重要な役割

を果たしていることについて理解させるとともに，自然科学的見地から を果たしていることについて理解させること。

扱うこと。 イ 内容の(3)及び(4)の各事項については，地域の実態や学科の特色に応

イ 内容の(3)のアからウまで及び(4)のアからウまでについては，地域産 じて適切な題材を選定するとともに，選択して扱うことができること。

業の実態や学科の特色に応じて適切な題材を選定すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，自然環境の保全と人間生活や生態系との ア 内容の(1)のイについては，自然環境の保全と人間生活や生態系との
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かかわりを扱うこと。 かかわりを簡単に扱うこと。

イ 内容の(2)については，資源の有限性，資源やエネルギーの有効利用 イ 内容の(2)については，資源の有限性，資源及びエネルギーの有効利

の必要性，化石燃料の使用による地球環境への影響などを扱うこと。 用の必要性，化石燃料の使用が地球環境に及ぼす影響などを扱うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，大気汚染と水質汚濁の具体的な事例を通 ウ 内容の(3)のアについては，大気汚染と水質汚濁の事例を取り上げ，

して，汚染の種類と原因を扱うこと。イについては，関係法規に基づい 汚染の種類と原因を考えさせること。イについては，関係法規に基づい

た測定法による基本的な環境分析技術及び調査方法を扱うこと。ウにつ た測定法による基礎的な環境分析技術及び調査方法を扱うこと。

いては，環境に関する基本的な評価方法を扱うこと。 エ 内容の(4)のアについては，環境保全のための製造プロセスの改善に

エ 内容の(4)のアについては，環境保全のための製造プロセスの改善に 関する基礎的な内容を扱うこと。イについては，環境汚染物質の基礎的

関する基礎的な内容を扱うこと。イについては，環境汚染物質の基本的 な処理技術を扱うこと。ウについては，廃棄物の再資源化の基礎的な処

な処理技術を扱うこと。ウについては，廃棄物の再資源化の基本的な処 理技術を扱うこと。

理技術を扱うこと。 オ 内容の(5)については，環境保全に関する法規の概要を扱うこと。

オ 内容の(5)については，環境保全に関する基本的な法規の目的と概要

を扱うこと。

第47 材料製造技術 第46 材料製造技術

１ 目 標 １ 目 標

材料製造技術に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度 材料製造技術に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する能

を育てる。 力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 材料製造の基礎 (1) 材料製造の基礎

ア 材料製造法の発達 ア 材料製造法の発達

イ 物質の性質と化学反応 イ 物質の性質と化学反応

ウ 高分子化合物の合成 ウ 高分子化合物の合成

(2) 鉱石と原料の予備処理 (2) 鉱石と原料の予備処理

ア 高温炉の種類 ア 高温炉の種類

イ 原料の予備処理 イ 原料の予備処理

(3) 鉄鋼製錬 (3) 鉄鋼製錬

ア 鉄鋼の製造と製錬反応 ア 鉄鋼の製造と製錬反応
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イ 鋼の造塊と連続鋳造 イ 鋼の造塊と連続鋳造

(4) 非鉄金属製錬 (4) 非鉄金属製錬

ア 溶融製錬法 ア 溶融製錬法

イ 湿式製錬法 イ 湿式製錬法

ウ 電解製錬法 ウ 電解製錬法

エ 特殊材料の製錬法 エ その他の製錬法

(5) セラミック材料の製造 (5) セラミック材料の製造

ア セラミック材料の概要 ア セラミック材料の概要

イ セラミック材料の製造法 イ セラミック材料の製造法

ウ 複合材料の製造 ウ 複合材料の製造

(6) 高分子材料の製造 (6) 高分子材料の製造

ア 高分子材料の概要 ア 高分子材料の概要

イ 高分子材料の製造法 イ 高分子材料の製造法

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，工場の見学や実験・実習などの活用により，具体

的に理解させること。

イ 内容の(5)については，地域産業の実態や学科の特色に応じて，セラ

ミック材料として，ファインセラミックス，ガラス，セメントから適切

な題材を選定して扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，工業材料の製造方法と工業が相互に関連 ア 内容の(1)のアについては，工業材料の製造方法と工業が相互に関連

して発達してきたことを扱うこと。イについては，物質の種類と性質及 して発展してきたことについて理解させること。イについては，物質の

び材料製造の原理と化学反応の基礎的な内容を扱うこと。 種類と性質及び材料製造の原理と化学反応の基礎的な内容を扱うこと。

イ 内容の(3)のアについては，主な炉による精錬の原理と方法を扱うこ イ 内容の(3)のアについては，主な炉による精錬の原理と方法を扱うこ

と。イについては，連続鋳造法の原理と鉄鋼製造工程の概要を扱うこと。 と。イについては，連続鋳造法の原理と鉄鋼製造工程の概要を扱うこと。

ウ 内容の(4)のアからウまでについては，代表的な材料を取り上げ，精 ウ 内容の(4)のアからエまでについては，代表的な材料を取り上げ，精
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錬法の原理と方法を扱うこと。エについては，半導体などの特殊な材料 錬法の原理と方法を扱うこと。エについては，半導体などの特殊な材料

の精錬法を扱うこと。 の精錬法を簡単に扱う程度とすること。

エ 内容の(5)については，セラミック材料として，ファインセラミック

ス，ガラス及びセメントを扱うこと。

第48 工業材料 第47 工業材料

１ 目 標 １ 目 標

工業材料に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を育 工業材料に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と

てる。 態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 工業材料の開発の歴史 (1) 工業材料の開発の歴史

(2) 工業材料の性質 (2) 工業材料の性質

ア 化学結合と結晶構造 ア 化学結合と結晶構造

イ 機械的性質 イ 機械的性質

ウ 物理的・化学的性質 ウ 物理的・化学的性質

エ 状態図と結晶組織 エ 状態図と結晶組織

(3) 材料の試験と検査 (3) 材料の試験と検査

ア 機械的性質の試験 ア 機械的性質の試験

イ 組織観察 イ 組織観察

(4) 構造用材料 ウ その他の検査

ア 鋼と鋳鉄 (4) 構造用材料

イ 軽金属材料 ア 鋼と鋳鉄

ウ 構造用セラミックス イ 軽金属材料

エ エンジニアリングプラスチック ウ 構造用セラミックス

オ 構造用複合材料 エ エンジニアリングプラスチック

(5) 機能性材料 オ 構造用複合材料

ア 電磁気材料 (5) 機能性材料

イ 音響・光学材料 ア 電磁気材料
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ウ エネルギー変換材料 イ 音響・光学材料

エ センサ材料 ウ エネルギー変換材料

(6) 環境と材料 エ その他の機能性材料

ア 工業材料と安全 (6) 環境と材料

イ リサイクル技術 ア 工業材料と安全性

イ 工業材料のリサイクル

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 内容の(1)については，工業材料の発達が生活文化及び工業の発展に

大きな影響を与えてきたことについて理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については，物質の結合方法及び材料の組織が，材料の性 ア 内容の(1)については，工業材料の発達が生活文化及び工業の発展に

質と相互に関連していることを扱うこと。 大きな影響を与えてきたことについて理解させること。

イ 内容の(3)については，材料の試験及び検査の原理と方法を扱うこと。 イ 内容の(2)については，物質の結合方法及び材料の組織が，材料の性

ウ 内容の(4)のアについては，鋼，鋳鉄及び基本的な鉄合金の性質を扱 質と相互に関連していることについて理解させること。

うこと。イからオまでについては，代表的な材料の種類，性質及び利用 ウ 内容の(3)については，材料の試験及び検査の原理と方法を扱うこと。

例を扱うこと。 エ 内容の(4)のアについては，鋼と鋳鉄及び基本的な鉄合金の性質を扱

エ 内容の(5)のアからエまでについては，各材料の性質及び利用例を扱 うこと。イからオまでについては，代表的な材料の種類と性質及び利用

うこと。 例を扱うこと。

オ 内容の(6)のアについては，環境に対して安全な工業材料の製造及び オ 内容の(5)のアからウまでについては，各材料に求められる性質及び

活用方法を扱うこと。イについては，工業材料のリサイクル技術に関す 応用例を扱うこと。エについては，センサ材料などの材料を簡単に扱う

る基礎的な内容を扱うこと。 程度とすること。

カ 内容の(6)のアについては，環境に対して安全な工業材料の製造及び

活用方法を扱うこと。イについては，工業材料のリサイクルの基礎的な

技術を扱うこと。

第49 材料加工 第48 材料加工
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１ 目 標 １ 目 標

材料加工に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を育 材料加工に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と

てる。 態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 材料加工技術の発達 (1) 材料加工技術の発達

(2) 材料の加工方法 (2) 材料の加工方法

ア 鋳造 ア 鋳造

イ 成形 イ 成形

ウ 焼結 ウ 焼結

エ 機械加工 エ 機械加工

オ 接合 オ 接合

カ 特殊な加工方法 カ その他の加工方法

(3) 生産の自動化とプロセス制御 (3) 生産の自動化とプロセス制御

ア 計測方法 ア 計測方法

イ 制御方法 イ 制御方法

ウ 生産工程の自動化システム ウ 生産工程の自動化システム

(4) 工業材料の製造管理 (4) 工業材料の製造管理

ア 生産方式と工程管理 ア 生産方式と工程管理

イ 設備と資材の管理 イ 設備と資材の管理

ウ 作業の標準化 ウ 作業の標準化

エ 環境管理 エ 環境管理

(5) 工業材料の品質管理と検査 (5) 工業材料の品質管理と検査

ア 品質管理の目的 ア 品質管理の目的と考え方

イ 品質のばらつきと統計 イ 品質のばらつきと統計的な考え方

ウ 品質保証と検査 ウ 品質保証と検査

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす
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る。

ア 指導に当たっては，地域産業の実態や学科の特色に応じて，適切な題

材を選定して扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，工業材料の加工技術と生産方法が相互に関連 ア 内容の(1)については，工業材料の加工技術と生産方法が相互に関連

して発達してきたことを扱うこと。 して発展してきたことを簡単に扱うこと。

イ 内容の(2)については，金属，セラミックス及び高分子材料に関する イ 内容の(2)については，金属，セラミックス及び高分子材料に関する

基本的な加工方法を扱うこと。 基本的な加工方法を扱うこと。

ウ 内容の(3)のア及びイについては，材料の計測及び生産における制御 ウ 内容の(3)のア及びイについては，材料の計測及び生産における制御

の原理と方法を扱うこと。ウについては，生産工程の自動化システムの の原理と方法を扱うこと。ウについては，生産工程の自動化システムの

基本的な構成を扱うこと。 基本的な構成を扱い，専門的に深入りしないこと。

エ 内容の(4)のアについては，工業材料の製造における基本的な生産方 エ 内容の(4)のアについては，工業材料の製造における基礎的な生産方

式と工程管理を扱うこと。ウについては，作業の標準化及び原価管理の 式と工程管理を扱うこと。ウについては，作業の標準化と原価管理の基

基礎的な内容を扱うこと。エについては，生産工場における大気及び水 礎的な内容を簡単に扱うこと。エについては，生産工場における大気及

質の汚染対策の基礎的な内容を扱うこと。 び水質の汚染対策を簡単に扱うこと。

オ 内容の(5)については，具体的な事例を通して，工業材料の品質管理 オ 内容の(5)については，具体的な事例を通して，工業材料の品質管理

及び検査の基礎的な内容を扱うこと。 と検査の基礎的な内容を扱い，専門的に深入りしないこと。

第50 セラミック化学 第49 セラミック化学

１ 目 標 １ 目 標

セラミック化学に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態 セラミック材料に関する化学的な知識と技術を習得させ，製品の製造と品

度を育てる。 質の改良に実際に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 原子と原子構造 (1) 原子と原子構造

ア 原子の構造 ア 原子の構造

イ 電子配置とイオン イ 電子配置とイオン

(2) 化学結合と物性 (2) 化学結合と物性

ア 化学結合の種類 ア 化学結合の種類
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イ イオン半径と配位数 イ イオン半径と配位数

ウ 結晶構造と物性 ウ 結晶構造と物性

エ ガラス構造と物性 エ ガラス構造と物性

(3) 平衡状態図 (3) 平衡状態図

ア 相と成分 ア 相と成分

イ 平衡状態図 イ 平衡状態図

(4) 高温反応 (4) 高温反応

ア 高温における物質移動と反応 ア 高温における物質移動と反応

イ 溶融と結晶化 イ 溶融と結晶化

(5) 結晶質材料 (5) 結晶質材料

ア シリカとアルミナ ア シリカとアルミナ

イ ケイ酸アルミニウムと粘土鉱物 イ ケイ酸アルミニウムと粘土鉱物

ウ 酸化物材料 ウ その他の酸化物材料

エ 非酸化物材料 エ 非酸化物材料

(6) 非晶質材料 (6) 非晶質材料

ア 酸化物ガラス ア 酸化物ガラス

イ 結晶化ガラス イ 結晶化ガラス

ウ その他の非晶質材料

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(5)及び(6)については，地域産業の実態や学科の特色に応じて， ア 内容の(5)及び(6)については，地域産業の実態や学科の特色に応じて，

適切なセラミック材料を選定して扱うこと。 適切なセラミック材料を選定して扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，周期表の第３周期までの元素を扱うこと。 ア 内容の(1)のイについては，周期表の第３周期までの元素を扱う程度

イ 内容の(2)については，化学結合及び物性の基礎的な内容を扱うこと。 とすること。

ウ 内容の(3)については，２成分系を扱うこと。 イ 内容の(2)については，化学結合と物性の基礎的な内容について理解

エ 内容の(4)については，焼結の機構を中心に扱うこと。 させる程度とし，専門的に深入りしないこと。
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ウ 内容の(3)については，２成分系を扱う程度とすること。

エ 内容の(4)については，焼結の機構を中心に扱い，専門的に深入りし

ないこと。

第51 セラミック技術 第50 セラミック技術

１ 目 標 １ 目 標

セラミックスの製造技術に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する セラミックスの製造技術に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に

能力と態度を育てる。 活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 原料処理 (1) 原料処理

ア 原料 ア 原料

イ 処理工程 イ 処理工程

ウ 調合計算と原料処理 ウ 調合計算と原料処理

(2) セラミックスの成形と乾燥 (2) セラミックスの成形と乾燥

ア 各種の成形法 ア 各種の成形法

イ 乾燥 イ 乾燥

(3) 加熱処理と溶融 (3) 加熱処理と溶融

ア 燃料と燃焼 ア 燃料と燃焼

イ 加熱炉 イ 加熱炉

ウ 溶融 ウ 溶融

(4) セラミックスの加工 (4) セラミックスの加工

ア 研磨剤と工具 ア 研磨剤と工具

イ セラミック加工 イ セラミック加工

(5) 品質の管理と評価 (5) 品質の管理と評価

ア 品質管理 ア 品質管理

イ 品質の評価 イ 品質の評価

(6) セラミック技術と安全 (6) セラミック技術と安全

ア 環境保全と安全 ア 公害対策と安全
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イ 廃棄物の処理とリサイクル技術 イ 廃棄物の処理と再利用技術

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，工場の見学や実験・実習などの活用により，具体 ア 指導に当たっては，工場の見学や実習などを活用して，具体的に理解

的に理解させること。 させるよう留意すること。

イ 内容の(1)のウについては，地域産業の実態や学科の特色に応じて， イ 内容の(1)のウについては，地域産業の実態や学科の特色に応じて題

適切な題材を選定して扱うこと。 材を選択して扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のウについては，調合計算及び原料処理の基礎的な内容を ア 内容の(1)のウについては，調合計算と原料処理の基礎的な内容を扱

扱うこと。 うこと。

イ 内容の(2)については，セラミックスの成形，乾燥の方法及びそれら イ 内容の(2)については，セラミックスの成形と乾燥の方法及び装置の

の装置の構造の基礎的な内容を扱うこと。 構造を簡単に扱うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，燃料の特性と簡単な燃焼計算を扱うこと。 ウ 内容の(3)のアについては，燃料の特性と簡単な燃焼計算を扱うこと。

イについては，加熱炉の構造及び炉材の特性を扱うこと。 イについては，加熱炉の構造及び炉材の特性を扱うこと。

エ 内容の(4)のイについては，機械的加工，化学的加工及び電気的加工 エ 内容の(4)のイについては，機械的加工，化学的加工及び電気的加工

を扱うこと。 を扱うこと。

オ 内容の(5)については，具体的な事例を通して，品質管理及び評価方 オ 内容の(5)については，具体的な例を通して，品質管理及び評価方法

法の基礎的な内容を扱うこと。 の基礎的な内容を扱い，専門的に深入りしないこと。

カ 内容の(6)については，セラミックスの製造における環境保全及び資 カ 内容の(6)については，セラミックスの製造における環境保全及び資

源のリサイクル技術の基礎的な内容を扱うこと。 源の再利用技術の基礎的な内容を扱うこと。

第52 セラミック工業 第51 セラミック工業

１ 目 標 １ 目 標

セラミック工業に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態 セラミック工業に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する

度を育てる。 能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容
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(1) セラミック工業の概要 (1) 機能性セラミックス

(2) 機能性セラミックス ア 材料と科学技術

ア 材料と科学技術 イ 機械的機能

イ 機械的機能 ウ 電気的機能

ウ 電気的機能 エ 光学的機能

エ 光学的機能 オ その他の機能

(3) 陶磁器 (2) 陶磁器

ア 陶磁器の歴史 ア 陶磁器の歴史

イ 原料と製造工程 イ 原料と製造工程

ウ 陶器と磁器 ウ 陶器と磁器

(4) ガラスとほうろう (3) ガラスとほうろう

ア ガラス工業の歴史 ア ガラス工業の歴史

イ 原料と製造工程 イ 原料と製造工程

ウ ガラス ウ 主なガラス

エ ほうろう エ ほうろう

(5) 耐火物 (4) 耐火物

ア 産業と耐火物 ア 産業と耐火物

イ 原料と製造工程 イ 原料と製造工程

ウ 各種の耐火物 ウ 各種の耐火物

(6) セメント (5) セメント

ア 原料と製造工程 ア 原料と製造工程

イ セメントの性質と用途 イ セメントの性質と用途

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(1)については，セラミック工業の発達と産業社会の発展が相 ア 内容の(1)から(5)までについては，地域産業の実態や学科の特色に応

互に関連していることを理解させること。 じて，選択して扱うことができること。

イ 内容の(2)から(6)までについては，地域産業の実態や学科の特色に応
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じて，選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)のアについては，機能性セラミックスの開発を支えた技術 ア 内容の(1)のアについては，機能性セラミックスの開発を支えた技術

の概要を扱うこと。イからエまでについては，セラミックスの多様な機 の概要を簡単に扱うこと。イからオまでについては，セラミックスの多

能及び利用例を扱うこと。また，機能性の原理に関する基礎的な内容を 様な機能及び利用例を扱うこと。なお，機能性の原理については基礎的

扱うこと。 な内容にとどめ，専門的に深入りしないこと。

イ 内容の(3)については，地場産業の発達の歴史と製造方法を関連付け イ 内容の(2)については，地場産業の発展の歴史やその製造方法と関連

て扱うこと。 付けて扱うこと。

ウ 内容の(4)のイについては，代表的なガラスの製造工程を扱うこと。 ウ 内容の(3)のイについては，代表的なガラスの製造工程を扱うこと。

エ 内容の(5)については，耐火物を利用する製造業についても触れるこ エ 内容の(4)については，耐火物を利用する製造業についても簡単に扱

と。 うこと。

オ 内容の(6)のイについては，セメントに関する基礎的な内容を扱うこ オ 内容の(5)のイについては，セメントに関する基礎的な内容を扱い，

と。 専門的に深入りしないこと。

第53 繊維製品 第52 繊維製品

１ 目 標 １ 目 標

繊維及び繊維製品に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と 繊維及び繊維製品に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用す

態度を育てる。 る能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 繊維製品の基礎 (1) 繊維製品の概要

ア 繊維製品の役割 ア 繊維製品の役割

イ 繊維の種類と性質 イ 繊維の分類と性質

ウ 新繊維 ウ 新繊維

(2) 糸 (2) 糸

ア 糸の種類・構造・製造 ア 糸の種類と構造，製造

イ 糸の性質と用途 イ 糸の性質と用途

(3) 布類 (3) 布類

ア 織物の組織・構造・製造 ア 織物の組織と構造，製造
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イ ニットの組織・構造・製造 イ ニットの組織と構造，製造

ウ 組物とレース類 ウ その他の布類

エ 布の性質と用途 エ 布の性質と用途

(4) 繊維の二次製品 (4) 繊維の二次製品

ア 二次製品の種類 ア 二次製品の種類

イ アパレル製造 イ アパレル製造

ウ 二次製品の加工 ウ 二次製品の加工

エ 品質試験・品質管理 エ 品質試験，品質管理

オ 日本の伝統織物 (5) 繊維製品の企画と販売

(5) 繊維製品の企画 ア 繊維製品の消費動向と市場調査

ア 繊維製品の消費動向と市場調査 イ 製品の企画と開発

イ 製品の企画と開発 ウ 繊維製品の流通と販売

ウ 繊維製品の流通

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 内容の(5)については，地域産業の実態や学科の特色に応じて，扱わ

ないことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，代表的な天然繊維及び化学繊維を扱うこ ア 内容の(1)のイについては，代表的な天然繊維と化学繊維を扱うこと。

と。ウについては，繊維の生活用新素材及び産業用新素材について，特 ウについては，生活用新素材及び産業用新素材について，特徴と用途を

徴と用途を扱うこと。 簡単に扱うこと。

イ 内容の(2)のイについては，基本的な糸の性質と用途及び糸の性質を イ 内容の(2)のイについては，基本的な糸の性質と用途及び糸の性質を

調べるための試験方法の原理を扱うこと。 調べるための試験方法の原理を扱うこと。

ウ 内容の(3)のウについては，不織布にも触れること。エについては， ウ 内容の(3)のウについては，レース，組物及び網を簡単に扱うこと。

布の性質を調べるための簡単な試験方法を扱うこと。 エについては，布の性質を調べるための簡単な試験方法を扱うこと。

エ 内容の(4)のアについては，衣料及び産業用資材としての二次製品の エ 内容の(4)のアについては，衣料及び産業用資材としての二次製品の

種類及び用途を扱うこと。エについては，品質試験及び品質管理の基礎 種類及び用途を簡単に扱うこと。エについては，品質試験及び品質管理
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的な内容を扱うこと。オについては，代表的な日本の伝統織物を扱うこ の基礎的な内容を扱い，専門的に深入りしないこと。

と。

第54 繊維・染色技術 第53 繊維・染色技術

１ 目 標 １ 目 標

繊維製品の製造技術及び染色技術に関する知識と技術を習得させ，実際に 繊維製品の製造技術と染色技術に関する基礎的な知識と技術を習得させ，

活用する能力と態度を育てる。 実際に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 繊維製造・染色技術の基礎 (1) 繊維製造・染色技術の概要

ア 繊維・染色の歴史 ア 繊維・染色の歴史

イ 繊維産業 イ 繊維産業

ウ 繊維・染色と生活環境 ウ 繊維・染色と生活環境

(2) 繊維と染色の基礎化学 (2) 繊維と染色の基礎化学

ア 繊維の化学 ア 繊維高分子

イ 染色の化学 イ 染色の化学

ウ 繊維と染色の薬剤 ウ 繊維と染色に関する薬品の性質

(3) 素材 (3) 素材

ア 繊維の製造と性質 ア 繊維の製造と性質

イ 色素材料 イ 色素材料

ウ 繊維製造の自動化 ウ 繊維製造における自動化

(4) 染色加工 (4) 染色加工

ア 精練・漂白 ア 染色用水と廃水処理

イ 浸染 イ 精練と漂白

ウ なせん ウ 浸染

エ 工芸染色 エ 仕上げ加工

(5) 仕上げ加工 オ 染色と仕上げ加工の自動化

ア 一般仕上げ加工 (5) 機能性をもったテキスタイル

イ 処理加工 ア 処理加工
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ウ 特殊処理加工 イ 特殊仕上げ加工

エ 染色と仕上げ加工の自動化 (6) プリント技術

オ 染色用水と廃水処理 ア なせん

(6) 表面加工・処理 イ 印刷

ア 印刷 ウ 非繊維素材への着色

イ 表面処理

ウ 非繊維素材への着色

(7) 品質管理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，繊維製造技術及び染色技術の役割と発達について

総合的に理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，繊維製造及び染色技術の歴史を扱うこと。 ア 内容の(1)のアについては，繊維製造及び染色技術の発展史を簡単に

イ 内容の(2)については，繊維と染色に関する化学の基礎的な内容を扱 扱うこと。

うこと。 イ 内容の(2)については，繊維と染色に関する化学の原理やその基礎的

ウ 内容の(3)のアについては，繊維製造の方法，繊維の性質及び製造機 な内容を扱い，専門的に深入りしないこと。

械を扱うこと。イについては，色素材料の基本的な性質と代表的な用途 ウ 内容の(3)のアについては，繊維製造の方法及び繊維の性質を扱い，

及び管理を扱うこと。ウについては，繊維製造における自動化の原理及 製造機械については簡単に触れる程度とすること。イについては，色素

び基本的な機械設備の構成を扱うこと。 材料の基本的な性質と代表的な用途及び管理を扱うこと。ウについては，

エ 内容の(4)のアについては，繊維材料の代表的な精練工程及び漂白工 繊維製造における自動化の原理と機械設備の基本的な構成を扱うこと。

程を扱うこと。イについては，基本染法及び主な繊維の染色方法の基礎 エ 内容の(4)のイについては，繊維材料の代表的な精練・漂白工程を扱

的な内容を扱うこと。ウについては，なせんの基礎的な内容を扱うこと。 うこと。ウについては，基本染法と主な繊維の染色方法の概要を扱うこ

エについては，代表的な日本の伝統的染法を扱うこと。 と。オについては，染色，色彩管理及び仕上げ加工の自動化の基本的な

オ 内容の(5)のイについては，機能性をもたせるための基本的な処理加 原理と方法を扱うこと。

工を扱うこと。エについては，染色，色彩管理及び仕上げ加工の自動化 オ 内容の(5)のアについては，機能性をもたせるための基本的な処理加

の基本的な原理及び方法を扱うこと。 工を扱うこと。
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カ 内容の(6)のアについては，印刷の工程及び製版の基礎的な内容を扱 カ 内容の(6)のアについては，なせんの概要を扱うこと。イについては，

うこと。イについては，金属及びプラスチックの表面処理を扱うこと。 印刷の工程と製版の概要を扱うこと。ウについては，非繊維素材への着

ウについては，非繊維素材への着色の基礎的な内容を扱うこと。 色の概要を扱うこと。

キ 内容の(7)については，繊維製品及び染色加工製品の品質管理の基礎

的な内容を扱うこと。

第55 染織デザイン 第54 染織デザイン

１ 目 標 １ 目 標

繊維製品の染と織のデザインに関する知識と技術を習得させ，実際に活用 繊維製品の設計に必要な染と織のデザインに関する基礎的な知識と技術を

する能力と態度を育てる。 習得させ，実際に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) テキスタイルと造形 (1) 造形とテキスタイル

ア テキスタイルと人とのかかわり ア テキスタイルと人とのかかわり

イ テキスタイルとデザイン イ テキスタイルとデザイン

ウ 基礎造形 ウ 基礎造形

エ 色彩の基礎と色彩計画 エ 色彩の基礎と色彩計画

(2) デザインの基礎技法 (2) デザインの基礎技法

ア テキスタイルデザイン ア テキスタイルデザインの性格

イ 基礎描法 イ 基礎描法

ウ パターンデザイン ウ パターンデザイン

(3) デザインの具体化 (3) デザインの具体化

ア 織物デザイン ア 織物による具体化

イ ニットデザイン イ 編み物による具体化

ウ 染色デザイン ウ 染色加工による具体化

エ コンピュータデザイン エ コンピュータによる具体化

(4) 装飾様式と室内装飾 (4) 服飾とインテリア

ア 装飾様式と文様 ア 服飾とテキスタイル

イ 服飾様式 イ インテリアとテキスタイル
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ウ 室内装飾 ウ 美術様式と被服様式

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，美術館、博物館等の見学や各種メディア教材の活 ア 指導に当たっては，美術館等の見学や視聴覚教材を活用して，具体的

用により，具体的に理解させること。また，地域産業の実態や学科の特 に理解させるよう留意すること。

色に応じて，適切な題材を選定し，実習及び制作を通して具体的に理解

させること。

イ 内容の(3)のアからエまでについては，地域産業の実態や学科の特色

に応じて，選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，簡単な作品制作を通して，具体的なテキ ア 内容の(1)のウについては，造形の原理について理解させ，簡単な作

スタイルとデザインの関係を扱うこと。ウについては，造形の原理につ 品制作を扱うこと。エについては，色彩の基礎と色彩計画の基礎的な内

いて扱い，簡単な作品を制作させること。エについては，色彩の基礎及 容を扱うこと。

び色彩計画の基礎的な内容を扱うこと。 イ 内容の(2)のイについては，テキスタイルデザインを表示する基礎的

イ 内容の(2)のイについては，テキスタイルデザインの基本的な描法を な描法を扱うこと。

扱うこと。 ウ 内容の(3)のアからウまでについては，デザインの具体化の方法につ

ウ 内容の(3)のアからウまでについては，具体的な事例を通して，デザ いて，具体的な事例を通して理解させること。エについては，テキスタ

インの具体化の方法を扱うこと。エについては，コンピュータを活用し イルデザインにコンピュータを活用した事例を扱う程度とすること。

た簡単なテキスタイルデザインの作品を制作させること。 エ 内容の(4)のアについては，服飾とテキスタイル及び繊維製品のデザ

エ 内容の(4)のアについては，日本の伝統的な服飾様式と文様を扱うこ イン画の制作を扱うこと。イについては，室内装飾としてのテキスタイ

と。イについては，服飾デザイン画を制作させること。ウについては， ルを扱うこと。

室内装飾としてのテキスタイルを扱うこと。

第56 インテリア計画 第55 インテリア計画

１ 目 標 １ 目 標

インテリア計画に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態 インテリア計画に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する

度を育てる。 能力と態度を育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) インテリア計画の概要 (1) インテリア計画の概要

(2) インテリアの環境条件 (2) インテリアの環境条件

ア 屋外環境 ア 屋外環境

イ 屋内環境 イ 屋内環境

ウ 色彩と形態 ウ 色彩と形態

(3) インテリアと人間工学 (3) インテリアと人間工学

ア 人体と人体寸法 ア 人体と人体寸法

イ 姿勢と動作 イ 姿勢と動作

ウ インテリアと住空間 ウ インテリアと住空間

(4) 寸法計画と規模計画 (4) 寸法計画と規模計画

ア 空間の目的と規模 ア 空間の目的と規模

イ モデュラーコーディネーション イ モデュラーコーディネーション

ウ 寸法設計 ウ 寸法設計

(5) インテリアエレメントの計画 (5) インテリアエレメントの計画

ア インテリアエレメントの分類 ア インテリアエレメントの分類

イ インテリアエレメントの計画上の取扱い イ エレメントの計画上の取扱い

(6) 各種空間の計画 (6) 各種空間の計画

ア 住宅 ア 住宅

イ 事務所 イ 事務所

ウ 各種施設 ウ その他の施設

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)については，アからウまでを関連付けた適切な題材を選定 ア 内容の(2)については，アからウまでを関連付けた適切な題材を選定

し，インテリア空間の計画をさせること。 し，インテリア空間の計画をさせるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。
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ア 内容の(1)については，インテリア計画の意義と概要を扱うこと。 ア 内容の(1)については，インテリア計画の意義と概要を簡単に扱うこ

イ 内容の(2)のアについては，気温や日照等の屋外の気象変化とインテ と。

リアの関係の基礎的な内容を扱うこと。イについては，照明や音響等の イ 内容の(2)のアについては，気温や日照等の屋外の気象変化とインテ

屋内の環境とインテリアの関係の基礎的な内容を扱うこと。ウについて リアの関係の基礎的な内容を扱うこと。イについては，照明や音響等の

は，インテリアの色彩と形態及びそれらが人間の感覚に与える影響の基 屋内の環境とインテリアの関係の基礎的な内容を扱うこと。ウについて

礎的な内容を扱うこと。 は，インテリアの色彩と形態及びそれが人間の感覚に与える影響の基本

ウ 内容の(4)のアについては，空間規模，施設規模及び規模決定の方法 的な内容を扱うこと。

を扱うこと。イについては，モデュラーコーディネーションの基礎的な ウ 内容の(4)のアについては，空間規模，施設規模及び規模決定の方法

内容を扱うこと。ウについては，グリッドプランニングを扱うこと。 を扱うこと。イについては，モデュラーコーディネーションの基礎的な

エ 内容の(5)のアについては，インテリアエレメントの種類及び分類を 内容を扱うこと。ウについては，グリッドプランニングを扱うこと。

扱うこと。イについては，家具，カーテン，カーペット，照明器具など エ 内容の(5)のアについては，インテリアエレメントの種類と分類を扱

を扱うこと。 うこと。イについては，家具，カーテン，カーペット，照明器具などを

オ 内容の(6)のア及びイについては，空間の計画及び簡単な設計例を扱 扱うこと。

うこと。ウについては，商業施設，教育・文化施設などの計画を扱うこ オ 内容の(6)のア及びイについては，空間の計画と簡単な設計例を扱う

と。 こと。ウについては，商業施設，教育施設などの計画を簡単に扱う程度

とすること。

第57 インテリア装備 第56 インテリア装備

１ 目 標 １ 目 標

インテリア装備に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態 インテリア装備に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に活用する

度を育てる。 能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 建築構造と力学 (1) 建築構造と力学

ア 建築構造の概要 ア 建築構造の概要

イ 構造物に働く力 イ 構造物に働く力

ウ 部材の断面 ウ 部材の断面

(2) 設備 (2) 設備

ア 給排水・衛生設備 ア 給排水・衛生設備
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イ 空気調和設備 イ 空気調和設備

ウ 電気・ガス・通信設備 ウ その他の設備

(3) インテリアの構造と施工 (3) インテリアの構造と施工

ア 床・壁・天井の下地と仕上げ ア 床，壁，天井の下地と仕上

イ 開口部 イ 開口部

ウ 階段 ウ 階段

エ 造作 エ 造作

(4) インテリア材料の種類と性質 (4) インテリア材料の種類と性質

ア 構造材料 ア 構造材料

イ 機能材料 イ 機能材料

ウ 仕上材料 ウ 仕上材料

(5) インテリアの工業化 (5) インテリアの工業化

(6) インテリアの維持保全 (6) インテリアの維持保全

(7) インテリア装備に関する法規 (7) インテリア装備の関係法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，インテリア装備の見学や各種メディア教材の活用 ア 指導に当たっては，インテリア装備の見学や視聴覚教材を活用して，

により，具体的に理解させること。 具体的に理解させるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，インテリア装備を計画し，施工するため ア 内容の(1)のアについては，インテリア装備を計画し施工するために

の建築構造の基礎的な内容を扱うこと。イについては，構造物に加わる 必要な建築構造の概要を扱うこと。イについては，構造物に加わる力の

力の基本的な力学計算を扱うこと。 基礎的な力学計算を扱うこと。

イ 内容の(2)については，インテリア装備を計画し，施工するための設 イ 内容の(2)については，インテリア装備を計画し施工するために必要

備の基礎的な内容を扱うこと。 な設備の概要を扱うこと。

ウ 内容の(4)については，インテリア材料の種類と性質及び材料の審美 ウ 内容の(4)については，インテリア材料の種類と性質及び材料の審美

的特性と心理的効果の基礎的な内容を扱うこと。 的特性と心理的効果の基礎的な内容を扱うこと。

エ 内容の(5)については，インテリアのユニット化及びシステム化の基 エ 内容の(5)については，インテリアのユニット化及びシステム化の概



- 410 -

礎的な内容を扱うこと。 要を扱うこと。

オ 内容の(6)については，インテリアの維持保全の方法及びリフォーム オ 内容の(6)については，インテリアの維持保全の方法及びリフォーム

の方法について基礎的な内容を扱うこと。 の方法について基礎的な内容を扱うこと。

カ 内容の(7)については，インテリア装備の施工と管理及び安全性など カ 内容の(7)については，インテリア装備の施工と管理及び安全性など

に関する基本的な法規の目的と概要を扱うこと。 に関する法規の概要を扱うこと。

第58 インテリアエレメント生産 第57 インテリアエレメント生産

１ 目 標 １ 目 標

インテリアエレメントの生産に関する知識と技術を習得させ，実際に活用 インテリアエレメント生産に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際

する能力と態度を育てる。 に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 材料と加工 (1) 材料と加工

ア 木材と木質材料 ア 木材と木質材料

イ 無機材料 イ 金属材料

ウ 有機材料 ウ プラスチック材料

(2) 各種のエレメント エ その他の材料

ア 家具 (2) 各種のエレメント

イ 建具 ア 家具

ウ 照明器具 イ 建具

エ 窓回り部品 ウ 照明器具

オ テキスタイル製品 エ 窓回り部品

カ 壁装材料 オ テキスタイル製品

キ 工芸品 カ 壁装材料

(3) 生産技術 キ 工芸品

ア 家具 (3) 生産技術

イ 建具 ア 家具

(4) 生産管理 イ 建具

ア 生産管理の基礎 ウ その他の生産技術
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イ 生産の工程 (4) 生産管理

ア 生産管理の基礎

イ 生産の工程

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(1)のアからウまで及び(2)のアからキまでについては，地域産 ア 内容の(1)のアからエまで及び(2)のアからキまでについては，生徒や

業の実態や学科の特色に応じて，選択して扱うことができること。 地域産業の実態及び学科の特色に応じて，選択して扱うことができるこ

イ 内容の(4)のイについては，地域産業の実態や学科の特色に応じて， と。

家具，建具及び住宅部品から適切な事例を選定して具体的に理解させる

こと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，材料の特性及び加工の原理と方法を扱うこと。 ア 内容の(1)については，材料の特性及び加工の原理と方法を扱うこと。

イについては，金属材料，セラミック材料及び石材を中心に扱うこと。 イ 内容の(3)については，実際の生産工程に沿って機械設備と生産技術

ウについては，プラスチック材料を中心に扱うこと。 を総合的に扱うこと。また，関連する法規による規制の概要について触

イ 内容の(3)については，実際の生産工程に沿って機械設備と生産技術 れること。

を総合的に扱うこと。また，関連する法規についても触れること。 ウ 内容の(4)のイについては，家具，建具，住宅部品のいずれかを例に

ウ 内容の(4)のイについては，生産工程及び基本的な管理方法を扱うこ して，生産工程及び基礎的な管理方法を扱うこと。

と。

第59 デザイン技術 第59 デザイン技術

１ 目 標 １ 目 標

デザイン技術に関する知識と技術を習得させ，実際に創造し応用する能力 デザイン技術に関する基礎的な知識と技術を習得させ，実際に創造し応用

と態度を育てる。 する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) デザインの基礎 (1) デザインの基礎

ア デザインの概要と創造活動 ア デザインの概要と創造活動
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イ デザイン用具と用法 イ デザイン用具と用法

ウ 形態観察と表示 ウ 形態観察と表示

エ 色彩 エ 色彩

オ 人間要素 オ 人間要素

(2) ビジュアルデザイン (2) ビジュアルデザイン

ア ビジュアルデザインの概要 ア ビジュアルデザインの概要

イ グラフィックデザイン イ グラフィックデザイン

ウ パッケージデザイン ウ パッケージデザイン

エ 写真と印刷技術 エ 写真と印刷技術

オ ビジュアルデザインの活用 オ その他のビジュアルデザイン

(3) プロダクトデザイン (3) プロダクトデザイン

ア プロダクトデザインの概要 ア プロダクトデザインの概要

イ 生活器具のデザイン イ 生活器具のデザイン

ウ 産業機器のデザイン ウ 産業機器のデザイン

エ 繊維・服飾デザイン エ 繊維・服飾デザイン

オ 工芸品のデザイン オ 工芸品のデザイン

(4) 環境構成デザイン カ その他のプロダクトデザイン

ア 住空間と業務空間 (4) 環境構成デザイン

イ 家具 ア 住空間と業務空間

ウ ディスプレイ及び店舗 イ 家具

エ 都市空間 ウ ディスプレイ及び店舗

(5) デザイン企画 (5) デザイン企画

ア デザインの企画と計画 ア デザインの企画と計画

イ マーケティング イ マーケティング

ウ デザインの組織と進行 ウ デザインの組織と進行

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。
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ア 指導に当たっては，美術館，博物館等の見学や各種メディア教材の ア 指導に当たっては，美術館，博物館の見学や視聴覚教材を活用して，

活用により，具体的に理解させること。また，地域産業の実態や学科の 具体的に理解させるよう留意すること。

特色に応じて，適切な題材を選定し，実習を通して具体的に理解させる イ 内容の(2)のアからオまで及び(3)のアからカまでについては，地域産

こと。 業の実態や学科の特色に応じて，選択して扱うことができること。

イ 内容の(2)のアからオまで及び(3)のアからオまでについては，地域産

業の実態や学科の特色に応じて，選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，デザインの意味と要素，創造の意味と手 ア 内容の(1)のアについては，デザインの意味と要素，創造の意味と手

法などを扱うこと。ウについては，物の見え方，とらえ方，表示及び表 法などを扱うこと。ウについては，物の見え方，とらえ方，表示及び表

現の種類とその技法を扱うこと。エについては，色彩の基礎的な内容を 現の種類とその技法を扱うこと。エについては，色彩の基礎的な内容を

扱うこと。オについては，造形の心理，人間工学，デザインと人間要素 扱うこと。オについては，造形の心理，人間工学，デザインと人間要素

などの基礎的な内容を扱うこと。 などの基礎的な内容を扱うこと。

イ 内容の(2)については，視覚伝達デザインの分野にかかわる基礎的な イ 内容の(2)については，視覚伝達デザインの分野にかかわる基礎的な

内容を扱うこと。オについては，デザインに関する機器の活用を扱うこ 内容を扱うこと。

と。 ウ 内容の(3)については，プロダクトデザインの意義，要素，用途など

ウ 内容の(3)については，プロダクトデザインの意義，要素，用途など の基礎的な内容を扱うこと。

の基礎的な内容を扱うこと。 エ 内容の(4)については，室内，家具及び店舗のデザインについて，基

エ 内容の(4)のアからウまでについては，室内，家具及び店舗のデザイ 礎的な内容を扱うこと。

ンについて基礎的な内容を扱うこと。エについては，都市景観について オ 内容の(5)のア及びイについては，企業における製品デザインの企画，

基礎的な内容を扱うこと。 宣伝の企画，市場調査などを，具体的な事例を通して扱うこと。

オ 内容の(5)のア及びイについては，企業における製品デザインの企画，

宣伝の企画，市場調査など具体的な事例を通して扱うこと。

第60 デザイン材料 第60 デザイン材料

１ 目 標 １ 目 標

デザイン材料及び加工に関する知識と技術を習得させ，使用目的に応じて デザイン材料及びその加工に関する基礎的な知識と技術を習得させ，使用

適切な材料を選択する能力と態度を育てる。 目的に応じて適切な材料を選択する能力と態度を育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 無機材料の特性と加工技術 (1) 無機材料の特性と加工技術

ア 金属材料 ア 金属材料

イ セラミック材料 イ セラミック材料

ウ ガラス ウ その他の無機材料

(2) 有機材料の特性と加工技術 (2) 有機材料の特性と加工技術

ア 木・竹材料 ア 木・竹材料

イ プラスチック イ 合成樹脂

ウ 繊維と皮革類 ウ 繊維，皮革類

エ 紙類 エ 紙類

オ 塗料と色材 オ 塗料と色材

カ 接着剤 カ 接着剤

(3) デザインと材料 キ その他の有機材料

ア 材料の工学的特性 (3) デザインと材料

イ 材料の感覚的特性 ア 材料の基本的な工学的特性

ウ デザインと加工・施工技術 イ 材料の感覚的特性

エ 使用条件と材料の選択 ウ デザインと加工・施工技術

オ 製品実例の研究 エ 使用条件と材料の選択

オ 製品実例の研究

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，産業現場の見学や各種メディア教材の活用により， ア 指導に当たっては，産業現場の見学や視聴覚教材を活用して，具体的

具体的に理解させること。 に理解させるよう留意すること。

イ 内容の(3)については，地域産業の実態や学科の特色に応じて，適切

な題材を選定し，具体的に理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)については，各材料の種類，基本的な特性及び用途を扱う ア 内容の(1)のウについては，ガラスを中心に扱うこと。
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こと。 イ 内容の(2)については，各材料の種類，基本的な特性及び用途を扱う

こと。

第61 デザイン史 第58 デザイン史

１ 目 標 １ 目 標

造形とデザインの歴史を理解させ，実際に創造し鑑賞する能力と態度を育 造形とデザインの歴史を理解させ，実際に創造し鑑賞する能力と態度を育

てる。 てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 日本のデザイン (1) 日本のデザイン

ア 古代の生活と造形 ア 古代の生活と造形

イ 中世の生活と造形 イ 中世の生活と造形

ウ 近世の生活と造形 ウ 近世の生活と造形

エ 近代の生活とデザイン エ 近代の生活とデザイン

(2) 西洋のデザイン (2) 西洋のデザイン

ア 古代の生活と造形 ア 古代の生活と造形

イ 中世の生活と造形 イ 中世の生活と造形

ウ 近世の生活と造形 ウ 近世の生活と造形

エ 近代のデザインの成立と展開 エ 近代のデザインの成立と展開

(3) 現代のデザイン (3) 現代のデザイン

ア 第二次大戦後のデザイン

イ 現代デザインの展開

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，美術館，博物館等の見学や各種メディア教材の活 ア 内容の(1)については，必要に応じて，東洋のデザインを含めて扱う

用により，具体的に理解させること。 こと。

イ 指導に当たっては，美術館，博物館の見学や視聴覚教材を活用して，
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具体的に理解させるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，東洋のデザインについても扱うこと。 ア 内容の(3)については，日本のデザイン活動の国際的な広がり及び日

イ 内容の(3)については，日本のデザイン活動の国際的な広がり及び日 本のデザインに影響を与えた諸外国のデザインなどを扱い，現代デザイ

本のデザインに影響を与えた諸外国のデザインなどを扱うとともに，現 ンの国際的な動向について理解させること。

代デザインの国際的な動向にも触れること。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取り扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 工業に関する各学科においては，「工業技術基礎」及び「課題研究」を原 (1) 工業に関する各学科においては，「工業技術基礎」及び「課題研究」を原

則としてすべての生徒に履修させること。 則としてすべての生徒に履修させること。

(2) 工業に関する各学科においては，原則として工業に関する科目に配当する (2) 工業に関する各学科においては，原則として工業に関する科目に配当する

総授業時数の１０分の５以上を実験・実習に配当すること。 総授業時数の１０分の５以上を実験・実習に配当すること。

(3) 「実習」及び「製図」については，それぞれ科目名に各学科の名称を冠し， (3) 「実習」及び「製図」については，それぞれ科目名に各学科の名称を冠し，

例えば「機械実習」，「機械製図」などとして取り扱うことができること。 例えば「機械実習」，「機械製図」などとして取り扱うことができること。

(4) 地域や産業界との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験を積極 (4) 地域や産業界との連携を図り，就業体験を積極的に取り入れるとともに，

的に取り入れるとともに，社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努め 社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。

ること。

２ 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどの活 ２ 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどの活

用を図り，学習の効果を高めるよう配慮するものとする。 用を図り，学習の効果を高めるよう配慮するものとする。

３ 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科目の

履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示し

たものであり，学校において必要がある場合には，この事項にかかわらず指導

することができること。

３ 実験・実習を行うに当たっては，関連する法規等に従い，施設・設備や薬品 ４ 実験・実習を行うに当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環境

等の安全管理に配慮し，学習環境を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し， を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意するもの

安全と衛生に十分留意するものとする。また，化学工業，材料技術，セラミッ とする。また，化学工業，材料技術，セラミックス，繊維などに関する「実習」

クス，繊維などに関する「実習」においては，排気，廃液などの処理について においては，排気，廃液などの処理について十分留意するものとする。
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十分留意するものとする。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第３節 商 業 第３節 商 業

第１款 目 標 第１款 目 標

商業の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，ビジネスの意 商業の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，ビジネスに対

義や役割について理解させるとともに，ビジネスの諸活動を主体的，合理的に， する望ましい心構えや理念を身に付けさせるとともに，ビジネスの諸活動を主体

かつ倫理観をもって行い，経済社会の発展を図る創造的な能力と実践的な態度を 的，合理的に行い，経済社会の発展に寄与する能力と態度を育てる。

育てる。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ ビジネス基礎 第１ ビジネス基礎

１ 目 標 １ 目 標

ビジネスに関する基礎的な知識と技術を習得させ，経済社会の一員として ビジネスに関する基礎的な知識と技術を習得させ，経済社会の一員として

の望ましい心構えを身に付けさせるとともに，ビジネスの諸活動に適切に対 の望ましい心構えを身に付けさせるとともに，ビジネスの諸活動に適切に対

応する能力と態度を育てる。 応する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 商業の学習ガイダンス (1) 商業の学習ガイダンス

ア 商業を学ぶ目的と学び方 ア 商業を学ぶ目的と学び方

イ 商業の学習分野と職業 イ 商業の学習分野

(2) ビジネスとコミュニケーション (2) 経済生活とビジネス

ア ビジネスに対する心構え ア ビジネスの役割

イ コミュニケーションの基礎 イ ビジネスの発展
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ウ 情報の入手と活用 ウ ビジネスに対する心構え

(3) ビジネスと売買取引 (3) ビジネスと流通活動

ア 売買取引とビジネス計算の基礎 ア 経済活動と流通

イ 代金決済 イ 流通活動の特徴

(4) 経済と流通の基礎 ウ 流通活動と企業

ア 経済の基礎 エ ビジネスの担当者

イ ビジネスの役割と発展 (4) ビジネスと売買取引

ウ 経済活動と流通 ア 売買取引と代金決済

エ ビジネスの担い手 イ 売買に関する計算

(5) 企業活動の基礎 (5) 外国人とのコミュニケーション

ア 企業の形態と経営組織 ア コミュニケーションの方法

イ 資金調達 イ コミュニケーションの心構え

ウ 企業活動と税 ウ 日常の会話

エ 雇用

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，商業教育全般の導入として基礎的な内容を取り扱 ア 商業教育全般の導入として基礎的な内容を取り扱うこと。

うこと。また，各種メディア教材などを活用し，経済社会の動向に着目 イ 内容の(2)から(4)までについては，基本的な用語は英語表記と合わせ

させること。 て指導し，英語に慣れ親しませるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 ウ 内容の(4)については，学校の実情に応じて簡易なビジネスゲームを

ア 内容の(1)のアについては，商業を学ぶ目的，マーケティング，ビジ 扱うことができること。

ネス経済，会計及びビジネス情報の４分野とその学び方並びに継続学習 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

の中で専門的能力を身に付けることの重要性についてガイダンスを行 ア 内容の(1)については，商業を学ぶ目的，流通ビジネス，国際経済，

い，生徒の学習の動機付けを図ること。イについては，商業の学習と関 簿記会計及び経営情報の４分野とその学び方，卒業後の進路などについ

連する職業の概要を扱い，卒業後の進路について考えさせること。 てガイダンスを行うとともに，継続学習の中で専門的能力を身に付ける

イ 内容の(2)のアについては，ビジネスにおける基本的なマナー，良好 ことの重要性について理解させ，生徒の学習の動機付けを図ること。

な人間関係を構築することの意義や必要性及びビジネスに対する望まし イ 内容の(2)については，経済生活を支えるビジネスの役割，ビジネス
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い心構えや考え方を扱うこと。イについては，ビジネスの場面に応じた の発展及びビジネスに対する望ましい心構えや考え方について具体的な

言葉の使い方などコミュニケーションの基礎的な方法を扱うこと。ウに 事例を通して理解させること。

ついては，ビジネスの諸活動に必要な情報を入手し活用する方法を扱う ウ 内容の(3)のアからウまでについては，経済活動における流通の意義

こと。 や役割及び経済的特質について，生産から消費に至る役割分担の変化や

ウ 内容の(3)のアについては，流通活動における売買取引及び仕入原価， 小売業の業種，業態の変化とかかわらせて理解させるとともに，流通の

売価，利息，外国貨幣の換算などビジネス計算の基礎的な内容を扱うこ 担い手としての企業の形態や経営の組織に触れること。エについては，

と。イについては，代金決済の手段と仕組みを扱うこと。 卸売・小売業，金融・保険業，運輸・通信業，サービス業等の役割や仕

エ 内容の(4)のアについては，土地，資本，労働力といった生産要素の 事の概要について理解させること。

希少性，経済主体，経済活動の循環など経済活動の基礎的な内容を扱う エ 内容の(4)については，流通活動における売買取引，代金決済の仕組

こと。ウについては，経済活動における流通の意義や役割について，生 み及び売買計算の方法の基礎的・基本的な内容について理解させるこ

産から消費に至る役割分担の変化や小売業の業種，業態の変化とかかわ と。なお，イについては，割合，数量と代価，仕入原価と売価の計算及

らせて扱うこと。エについては，生産から消費の過程にかかわるビジネ び度量衡・外国貨幣の換算を扱うこと。

スの担い手の役割や仕事の概要，職業人として求められる倫理を扱うこ オ 内容の(5)については，国内においてビジネスで外国人に接する場合

と。 のあいさつなどよく用いられる簡単な英会話に慣れ親しませ，コミュニ

オ 内容の(5)のイについては，資金調達の方法とその特徴を扱うこと。 ケーションに必要な基礎的な能力と態度を育成すること。

エについては，雇用の形態及び雇用に伴う企業の責任を扱うこと。

第２ 課題研究 第２ 課題研究

１ 目 標 １ 目 標

商業に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門的 商業に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門的

な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創 な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創

造的な学習態度を育てる。 造的な学習態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 調査，研究，実験 (1) 調査，研究，実験

(2) 作品制作 (2) 作品制作

(3) 産業現場等における実習 (3) 産業現場等における実習

(4) 職業資格の取得 (4) 職業資格の取得
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３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(4)までの中 ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(4)までの中

から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内 から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内

容の(1)から(4)までの２項目以上にまたがる課題を設定することができ 容の(1)から(4)までの２項目以上にまたがる課題を設定することができ

ること。 ること。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるようにすること。 イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第３ 総合実践 第３ 総合実践

１ 目 標 １ 目 標

商業の各分野に関する知識と技術を実践的活動を通して総合的に習得さ 商業の各分野に関する知識と技術を実践的活動を通して総合的に習得さ

せ，ビジネスの諸活動を主体的，合理的に行う能力と態度を育てる。 せ，ビジネスの諸活動を主体的，合理的に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) マーケティングに関する実践 (1) 流通ビジネスに関する実践

(2) ビジネス経済に関する実践 (2) 国際経済に関する実践

(3) 会計に関する実践 (3) 簿記会計に関する実践

(4) ビジネス情報に関する実践 (4) 経営情報に関する実践

(5) 分野横断的・総合的な実践

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，各分野の特色に応じた実践を通して，各分野の学 ア 内容の(1)から(4)までについては，各分野の学習を総合した内容に関

習内容を総合的に応用できるようにすること。 する実践を取り扱い，総合的に応用できる知識と技術を習得させること。

イ 内容の(1)から(5)までについては，学科の特色に応じて選択して扱う なお，各分野の実践の中でビジネスゲームを取り扱うことができること。

ことができること。また，内容の(5)については，内容の(1)から(4)ま イ 内容の(1)から(4)までについては，学科の特色に応じて選択して取り

での２項目以上にまたがる総合的な内容を扱うこと。 扱うこと。



- 422 -

第４ ビジネス実務 第５ 商業技術

１ 目 標 １ 目 標

ビジネス実務に関する知識と技術を習得させ，ビジネスにおけるコミュニ 珠算・暗算，商業文書，商業デザインの基礎的な知識と技術を習得させ，

ケーションの意義や業務の合理化の重要性について理解させるとともに，ビ 商業技術の意義や役割について理解させるとともに，ビジネスの諸活動に活

ジネスの諸活動を円滑に行う能力と態度を育てる。 用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) オフィス実務 (1) 珠算・暗算

ア 企業の組織と仕事 ア 計算の基礎

イ ビジネスマナーとコミュニケーション イ 珠算

ウ オフィス実務と情報化 ウ 暗算

エ 税の申告と納付 (2) 商業文書

(2) ビジネスと珠算 ア 文書情報

ア 計算の基礎 イ 基本文書の作成

イ 珠算 ウ 応用文書の作成

ウ 暗算 エ 文書の受発信

(3) ビジネス英語 (3) 商業デザイン

ア 国際化とコミュニケーション ア デザインの基礎

イ ビジネスの会話 イ グラフィックデザイン

ウ ビジネスの文書 ウ パッケージデザイン

エ ディスプレーデザイン

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，オフィス実務，珠算・暗算及びビジネス英語に関 ア それぞれの技術の特性など基礎的な内容について理解させるととも

する知識や技術をビジネスの諸活動に活用できるようにすること。 に，基礎的な技術を習得させ，これらの知識と技術をビジネスの諸活動

イ 内容の(1)から(3)までの中から，生徒の実態や学科の特色に応じて， に活用できるようにすること。
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２項目以上を選択して扱うこと。 イ 内容の(1)から(3)までの中から，生徒の興味・関心等に応じて，２項

目以上を選択して取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，企業の組織と意思決定の流れ，職業人と ア 内容の(1)のアについては，珠算の歴史に触れるとともに，数の表現，

しての心構えと良好な人間関係の構築の必要性，仕事の進め方や改善方 記数法など合理的な数の扱い方について理解させること。また，概数，

法などを扱うこと。イについては，訪問，受付案内などの際のマナー及 概算について理解させること。イについては，加・減・乗・除の四則計

びディスカッションや交渉などのコミュニケーションの技法を扱うとと 算について理解させ，計算力の向上を図るとともに，珠算の活用に触れ

もに，ディベートなどを通してコミュニケーション能力の育成を図るこ ること。ウについては，珠算式暗算について理解させ，簡単な計算がで

と。ウについては，オフィス環境の整備の重要性，資料管理の方法，会 きるようにすること。

議の準備と効果的・効率的な運営，給与計算の方法及びグループウェア イ 内容の(2)のアについては，文書情報がビジネスに必要な情報であり，

や会計ソフトウェアなどの活用を扱うこと。エについては，法人税額の コミュニケーションの重要な手段であることについて理解させること。

計算の概要及び法人税の申告・納付と消費税の徴収・納付の手続の概要 イについては，一般的によく使われる社内文書及び社外文書の構成につ

を扱うこと。 いて理解させるとともに，作成のための知識と技術を習得させること。

イ 内容の(2)のアについては，珠算の歴史，数の表現，記数法，概数及 ウについては，コンピュータを利用して，表やグラフを含む文書を作成

び概算を扱うこと。イについては，四則計算を扱い，計算力の向上を図 できるようにすること。エについては，文書の受発信の方法について理

ること。ウについては，珠算式の暗算を扱い，簡単な計算ができるよう 解させるとともに，情報通信ネットワークを利用した受発信を実習させ

にすること。 ること。

ウ 内容の(3)のアについては，ビジネスにおける国際化の進展及び英語 ウ 内容の(3)のアについては，商業デザインがマーケティングの中で果

によるコミュニケーションの意義や役割を扱うこと。イについては，ビ たしている役割について理解させ，作品の制作に必要な技法を習得させ

ジネスの諸活動における外国人との応対，商談及び会議でよく用いられ ること。また，コンピュータを使用したデザインの意義や技法に触れる

る基本的な英会話を扱うこと。ウについては，海外との取引に用いられ こと。イについては，ポスターやパンフレットなどグラフィックデザイ

る文書の基本的構成要素の概要及び読解と作成を扱うこと。 ンの技法を習得させること。ウについては，パッケージの機能について

理解させ，立体デザインの技法を習得させること。エについては，展示

を中心としたディスプレーデザインの技法を習得させること。

第７ 英語実務

１ 目 標

英語を通してビジネスに関する実務を行うための知識と技術を習得させ，

国際理解を深めるとともに，英語をビジネスの諸活動に役立てる能力と態度
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を育てる。

２ 内 容

(1) 国際化とコミュニケーション

ア 国際化の進展とビジネス

イ 国際ビジネスとコミュニケーション

(2) 海外での会話

ア 一日の生活

イ 休暇

(3) ビジネスの会話

ア 外国人との応対

イ 商談と会議

ウ 出張と旅行

(4) ビジネスの文書

ア ビジネスレター

イ 貿易取引とビジネス文書

ウ 電子メールの利用

(5) 国際ビジネス情報

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 英語による実践的なコミュニケーション能力の基礎・基本を身に付け

させるとともに，豊かな国際性を育成すること。

イ ビジネスに関する用語や表現方法については，基礎的・基本的な内容

を取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，ビジネスにおける国際化の進展に触れるとと

もに，英語によるコミュニケーションの意義や役割について理解させる
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こと。また，我が国の文化や他国の文化について幅広い視野から理解さ

せ，国際協調の精神を育成すること。

イ 内容の(2)については，海外における一般的な日常生活や休暇の過ご

し方に触れるとともに，それぞれの場面でよく用いられる基本的な会話

を習得させること。

ウ 内容の(3)については，ビジネスの諸活動における外国人との応対，

商取引に関する打合せ，会議の形式，海外出張の手続などに触れるとと

もに，それぞれの場面でよく用いられる基本的な会話を習得させること。

なお，商慣習の違いに触れること。

エ 内容の(4)については，ビジネスに関する文書の読解や作成を通して，

文書の基本的構成要素について理解させるとともに，電子メールによる

文書の受発信を扱うこと。なお，慣用表現の違いに触れること。

オ 内容の(5)については，情報通信ネットワークや新聞等を通して，世

界の産業，経済などに関する情報を収集させ，国際ビジネスの現状や動

向について考えさせること。

第５ マーケティング 第６ マーケティング

１ 目 標 １ 目 標

マーケティングに関する知識と技術を習得させ，マーケティングの意義や マーケティングに関する知識と技術を習得させ，マーケティングの意義や

役割について理解させるとともに，マーケティング活動を計画的，合理的に 役割について理解させるとともに，マーケティング活動を計画的，合理的に

行う能力と態度を育てる。 行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 現代市場とマーケティング (1) 現代市場とマーケティング

ア 現代市場の特徴とマーケティングの発展 ア 現代市場の特徴

イ マーケティングの手順 イ マーケティングの発展と内容

(2) 市場調査 ウ マーケティング管理の必要性

ア 市場調査の手順と方法 (2) 市場調査

イ 情報の収集と分析 ア 市場調査と調査方法
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(3) 消費者の購買行動 イ 実施手順

ア 消費者の行動 ウ 資料の収集と分析

イ 消費者の意思決定の過程 (3) 商品計画と販売価格

(4) 商品計画 ア 販売計画と販売予測

ア 販売計画と販売予測 イ 仕入計画と商品管理

イ 仕入計画と在庫管理 ウ 製品開発と商品の品揃え

(5) 価格の決定 エ 販売経路と販売価格

ア 価格決定の要因 (4) 販売促進

イ 価格戦略 ア 販売促進の方法

(6) 販売経路と販売促進 イ 広告活動

ア 販売経路 ウ 販売員活動

イ 販売促進 エ 店舗の立地と設計

オ その他の販売促進活動

(5) 顧客満足の実現

ア 合理的物流活動の方策

イ 消費者対応活動

ウ アフターサービス

(6) マーケティング実習

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，マーケティングに関する具体的な事例を取り上げ， ア マーケティングの意義や役割及び市場環境の変化に対応したマーケテ

顧客満足の実現を目指すマーケティングの在り方について考えさせ，マ ィングの在り方について理解させるとともに，効果的なマーケティング

ーケティング活動に主体的，創造的に取り組むことができるようにする を行うための知識と技術を習得させること。

こと。 イ 内容の(6)については，内容の(2)から(5)までとの関連を図りながら

実践的な実習をさせること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，市場環境の変化に対応してマーケティン ア 内容の(1)については，市場環境の変化に対応してマーケティングの
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グの考え方や内容が変化してきたこと及び消費者保護や法令遵守など現 考え方や内容が変化してきたこと及びマーケティング管理の必要性につ

代市場における企業の社会的責任を扱うこと。 いて理解させること。また，新しいマーケティングの方向や定義に触れ

イ 内容の(2)のイについては，市場調査を行う課題を設定し，情報の収 ること。

集・分析，報告書の作成及びプレゼンテーションを行う実習をさせるこ イ 内容の(2)については，市場調査の意義や実施手順について理解させ

と。 るとともに，資料を収集，分析し，報告書を作成できるようにすること。

ウ 内容の(3)のアについては，消費財市場における消費者行動の特徴及 ウ 内容の(3)のアからウまでについては，流通業者と製造業者の立場か

び消費者行動に影響を与える要因を扱うこと。 らの商品計画について，一連のマーケティング活動の中での位置付けや

エ 内容の(4)のアについては，販売計画の必要性，販売計画の立案及び 重要性について理解させること。エについては，販売経路の設定と強化

売上高の予測方法を扱うこと。 並びに生産者，卸売業者及び小売業者の販売価格政策の概要について理

オ 内容の(5)のイについては，生産者，卸売業者及び小売業者の価格戦 解させること。

略の概要を扱うこと。 エ 内容の(4)については，商品計画と関連付けながら主な販売促進の方

カ 内容の(6)のアについては，販売経路の設定と強化を扱うこと。イに 法を扱い，販売促進の果たす役割や重要性について理解させること。

ついては，販売促進の重要性及び販売促進の方法の概要を扱うこと。 オ 内容の(5)については，物流の効率化の方策や品質改善などの消費者

対応活動及び品質保証，苦情への対応などのアフターサービスについて

理解させること。

第４ 商品と流通

１ 目 標

商品と流通に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，ビジネスの

創造の意義や役割について理解させるとともに，商品開発や流通の諸活動に

主体的に対応する能力と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 産業経済の発展と消費生活

ア 我が国の産業の変化

イ 消費生活の変化

(2) 商品

ア 商品の成り立ち

イ 商品の特性
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ウ 商品売買の成立要件

(3) 商品の多様化

ア 商品のソフト化

イ 商品開発の基本的考え方

ウ 商品研究

(4) 流通の仕組みとその担い手

ア 流通の仕組みと市場

イ 小売業と卸売業

ウ 流通手段の多様化

(5) 流通を支える関連活動

ア 物流活動

イ 金融・保険活動

ウ 情報通信システム

(6) ビジネスの創造

ア 新しいサービス産業

イ ベンチャービジネス

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 産業経済の発展や消費生活の変化と，商品や流通の変化とのかかわり

を取り扱うとともに，これらの変化に柔軟に対応することの重要性につ

いて理解させること。

イ 内容の(1)から(6)までについては，具体的な事例を通して理解を深め

させ，創造的な能力を育成すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，サービス経済化，情報化，国際化等の経済社

会の進展が，我が国の産業構造や消費生活に大きな変化をもたらしてい

ることについて理解させること。
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イ 内容の(2)については，生産と消費の分離から商品が生じ，その過程

を経て商品の特性が決まること及び市場において売買が成立する要件に

ついて理解させること。

ウ 内容の(3)のア及びイについては，サービスや情報を含む新たな特質

をもった商品の事例を通して，商品のソフト化や商品開発の基本的な考

え方について理解させること。ウについては，地域や学校の実情に応じ

て具体的な商品を取り上げ研究させること。

エ 内容の(4)については，商品が生産から消費に至る仕組みと，流通を

担当する小売業と卸売業の主要な形態や特性及び今後の方向について理

解させること。また，無店舗販売の多様化や新たな流通手段の出現につ

いて理解させること。

オ 内容の(5)については，流通を支える物流活動，金融・保険活動及び

情報通信システムの基本的な内容について理解させること。

カ 内容の(6)については，経済社会の進展に伴うサービス産業の新しい

展開に触れるとともに，新たなビジネスの機会やビジネスの創造，発展

について具体的な事例を通して理解させること。

第６ 商品開発

１ 目 標

商品開発に関する知識と技術を習得させ，顧客満足を実現することの重要

性について理解させるとともに，商品を企画・開発し，流通活動を行う能力

と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 商品と商品開発

ア 商品の多様化

イ 商品開発の意義と手順

(2) 商品の企画

ア 環境分析
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イ 商品開発の方針とテーマの決定

ウ 市場調査

エ 商品コンセプトの立案

(3) 商品の開発

ア 商品仕様の詳細設計

イ 試作品の作成と評価

ウ 消費者テスト

エ 事業計画の立案

(4) 商品開発とデザイン

ア デザインの基礎

イ グラフィックデザイン

ウ パッケージデザイン

(5) 商品開発と知的財産権

ア 知的財産権の概要

イ 知的財産権の取得

(6) 商品流通と流通を支える活動

ア 流通の仕組みと市場

イ 小売業と卸売業

ウ 流通手段の多様化

エ 流通を支える活動

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，具体的な事例を通して，消費者の視点に立った商

品開発に主体的，創造的に取り組むことができるようにすること。

イ 内容の(4)及び(5)については，内容の(1)から(3)までと関連付けて指

導すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。
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ア 内容の(1)のイについては，商品開発の手順，商品開発や流通におけ

る法令遵守などの社会的責任，販売後の商品の評価とそれに基づく改良

の重要性を扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，商品を取り巻く環境の分析を商品開発担

当者の視点で扱うこと。ウについては，商品開発のための市場調査の方

法を扱うこと。エについては，商品コンセプトの考案，企画書の作成及

びプレゼンテーションを行う実習をさせること。

ウ 内容の(3)のエについては，価格，流通経路，販売促進などに関する

事業計画の立案，企画書の作成及びプレゼンテーションを行う実習をさ

せること。

エ 内容の(4)のアについては，商業デザインがマーケティングの中で果

たしている役割及び配色や構成などデザインの基礎を扱うこと。イにつ

いては，グラフィックデザインの技法及びコンピュータを活用したデザ

インの技法を扱うこと。ウについては，パッケージの機能及びパッケー

ジデザインの技法を扱うこと。

オ 内容の(5)のアについては，商標権，意匠権及び著作権の意義と概要

を扱うこと。イについては，知的財産権を取得する方法を扱うこと。

カ 内容の(6)のアについては，商品が生産者から消費者にわたる仕組み

及び商品流通における市場の役割や課題を扱うこと。イについては，小

売業と卸売業の主要な形態や特性及び今後の方向を扱うこと。エについ

ては，流通を支える物流活動，金融・保険活動及び情報通信システムの

概要を扱うこと。

第７ 広告と販売促進

１ 目 標

広告や販売促進などに関する知識と技術を習得させ，企業と消費者間のコ

ミュニケーション活動の意義や役割について理解させるとともに，販売に関

連する活動を主体的，創造的に行う能力と態度を育てる。
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２ 内 容

(1) 販売促進

ア 販売促進の目的

イ 販売促進の方法

(2) 広告と広報活動

ア 広告の目的

イ 広告計画の立案と実施

ウ 広告効果の測定

エ 広報活動の意義と手法

(3) 店舗の立地と設計

ア 店舗立地の重要性と立地条件

イ 店舗設計

ウ 商品陳列

(4) 販売活動

ア 人的販売と販売組織

イ 接客の方法

(5) 販売促進の発展と顧客満足の実現

ア 時代に応じた販売促進

イ 販売後の消費者対応

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，具体的な事例を取り上げ，適切な販売促進などの

在り方について考えさせること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，消費者及び企業に対する販売促進の方法

を扱うこと。

イ 内容の(2)のイについては，広告予算の考え方も扱うこと。
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ウ 内容の(3)のウについては，商品陳列の方法，ディスプレイの機能及

びディスプレイデザインの技法を扱うこと。

エ 内容の(4)のアについては，販売の形態，販売員の役割，販売員に必

要な資質及び効果的な販売の手順を扱うこと。

オ 内容の(5)のアについては，消費者への直接販売など時代に応じた販

売促進について，具体的な事例を扱うこと。イについては，品質保証や

苦情への対応など販売後の責任やサービスを扱うこと。

第８ ビジネス経済

１ 目 標

ビジネスに必要な経済に関する基礎的な知識を習得させ，経済の仕組みや

概念について理解させるとともに，経済事象を主体的に考える能力と態度を

育てる。

２ 内 容

(1) ビジネスと経済

ア 市場とビジネスの成立

イ 市場経済と計画経済

(2) 需要と供給

ア 需要の概念と需要の変化

イ 供給の概念と供給の変化

(3) 価格決定と市場の役割

ア 価格決定の仕組み

イ 市場の役割と課題

(4) 経済成長と景気循環

ア 国内総生産と物価

イ 経済成長とその要因

ウ 景気循環とその指標

エ 国際化と景気変動
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(5) 経済政策

ア 財政政策

イ 金融政策

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，各種メディア教材などを活用し，経済社会の動向

に着目させるとともに，具体的な経済事象について経済理論と関連付け

て考えさせること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，自給自足から市場やビジネスが成立する

までの過程を扱うこと。イについては，市場経済と計画経済の違いを扱

うこと。

イ 内容の(2)のアについては，価格やその他の要因による需要の変化，

限界効用の逓減及び需要の弾力性を扱うこと。イについては，価格やそ

の他の要因による供給の変化，供給の弾力性，固定費と変動費の概念及

び限界分析を扱うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，市場経済における価格決定の仕組みを扱

うこと。

エ 内容の(4)のアについては，国内総生産の概念，物価水準の変動によ

る国内総生産への影響及びインフレーションとデフレーションが経済に

与える影響を扱うこと。イについては，我が国の経済成長とその要因を

扱うこと。ウについては，景気循環の局面と景気循環を表す指標を扱う

こと。エについては，経済の国際化が進展する中での景気変動の特徴を

扱うこと。

オ 内容の(5)のアについては，財政政策の概要及び国家財政と地方財政

が果たす役割と課題を扱うこと。イについては，金融政策の概要，金融

の仕組み及び中央銀行の役割を扱うこと。
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第９ ビジネス経済応用 第９ 国際ビジネス

１ 目 標 １ 目 標

ビジネスに必要な経済に関する知識を習得させ，経済社会の動向について 企業の経営，経済活動に関する基礎的・基本的な知識を習得させ，国際社

理解させるとともに，サービス経済社会に適切に対応する能力と態度を育て 会の一員としての心構えを身に付けさせるとともに，国際的なビジネスの諸

る。 活動に適切に対応する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) サービス経済化とサービス産業 (1) くらしと企業

ア 産業構造の変化 ア 企業の活動と役割

イ サービス産業の現状 イ 企業の成長と地域の発展

(2) 経済の国際化 ウ 企業の国際化

ア 国際化の進展と国際収支 (2) 我が国の企業経営

イ 貿易の利益と課題 ア 企業経営の特質

ウ 国際資本移動 イ 企業経営と外部環境

エ 外国為替 ウ 企業の社会的責任

(3) 金融市場と資本市場 (3) 我が国の経済

ア 金融市場と資本市場の役割 ア サービス経済化と産業構造の変化

イ 金融取引の発達 イ 国民所得と経済成長

ウ 貯蓄と投資の動向 ウ 財政と金融

エ 金融市場と資本市場の課題 (4) 国際経済と企業経営

(4) 企業経営 ア 貿易と国際収支

ア 企業経営の特徴 イ 国際金融と外国為替

イ 企業経営と外部環境 ウ 国際マーケティング

ウ 企業の海外進出と経営 エ 企業の海外進出と経営

エ 企業の社会的責任 (5) 国際経済事情

(5) ビジネスの創造と地域産業の振興 ア 国際交流の諸課題

ア 起業の手続 イ 国際機構の役割と課題

イ 新たなビジネスの展開 ウ 地域経済事情
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ウ 地域ビジネス事情

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，我が国の経済を通して世界経済の動向を理解させ ア 国際的なビジネス活動にかかわる経営や経済に関する知識を習得させ

るとともに，地域産業の振興への寄与について考えさせること。 るとともに，国際社会に対する視野を広め国際協調の精神を育成するこ

イ 各種メディア教材などを活用し，我が国の経済の動向に着目させると と。

ともに，適切な企業活動の在り方について考えさせること。 イ 企業経営や国際経済の現状や課題については，具体的な事例を通して

理解させること。また，基本的な用語は英語表記と合わせて指導し，英

語に慣れ親しませるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，我が国における産業構造の変化とサービ ア 内容の(1)については，企業の活動が国民生活に深くかかわっている

ス経済化が進展した要因を扱うこと。 ことに触れるとともに，企業の成長が地域や産業，国民経済の発展をも

イ 内容の(2)のアについては，国際化の進展を国際収支の変化と関連付 たらしていること及び市場の国際化に伴い，我が国の企業の活動が世界

けて扱うこと。ウについては，民間及び公的な資本移動の現状を扱うこ の各国で展開されていることについて理解させること。

と。エについては，外国為替の仕組み及び外国為替相場の現状と対応策 イ 内容の(2)については，組織や経営管理にかかわる我が国の企業経営

を扱うこと。 の特質，企業経営と市場や消費者行動などの外部環境とのかかわり及び

ウ 内容の(3)のエについては，経済の国際化と関連付けて扱うこと。 環境問題などに対する企業の社会的責任について理解させること。

エ 内容の(4)のアについては，組織や経営管理にかかわる我が国の企業 ウ 内容の(3)については，サービス経済化の進展に伴う産業構造の変化，

経営の特徴を扱うこと。イについては，企業経営と市場や消費者などの 国民経済の仕組みと経済の成長及び財政の役割と金融の仕組みについ

外部環境とのかかわりを扱うこと。ウについては，経済の国際化の中で て，我が国経済の発展とその過程に関連させて理解させること。

の企業経営の現状を扱うこと。エについては，環境問題への対応，社会 エ 内容の(4)については，物とサービスの国際的取引と国際収支，国際

貢献，法令遵守などを扱うこと。 金融の制度と仕組み，外国為替の機能と仕組み，販売戦略としての国際

オ 内容の(5)のアについては，起業の意義及び起業の手続の概要を扱う マーケティングの手法及び国際化の中の企業経営の現状について理解さ

こと。イについては，新しいビジネスの展開の具体的な事例を研究させ せること。

るとともに，新しいビジネスを考案させること。ウについては，身近な オ 内容の(5)については，人，物，金，サービス，情報等の国際的な移

地域のビジネスを研究させ，地域産業の振興方策を考案させること。 動に伴う諸課題，貿易摩擦の発生と国際協調の在り方及び国際機構の役

割や課題について理解させるとともに，生徒の興味・関心に応じて，世



- 437 -

界の諸地域の経済事情について，一つの地域を選択して研究させること。

第10 経済活動と法 第８ 経済活動と法

１ 目 標 １ 目 標

ビジネスに必要な法規に関する基礎的な知識を習得させ，経済社会におけ ビジネスに必要な法規に関する基礎的・基本的な知識を習得させ，経済社

る法の意義や役割について理解させるとともに，経済事象を法律的に考え， 会における法の意義や役割について理解させるとともに，経済事象を法律的

適切に判断して行動する能力と態度を育てる。 に考え，判断する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 経済社会と法 (1) 経済社会と法

ア 法の意義と役割 ア 法の意義と役割

イ 経済環境の変化と法 イ 経済環境の変化と法

(2) 権利・義務と財産権 (2) 権利・義務と財産権

ア 権利と義務 ア 権利・義務とその主体

イ 物権と債権 イ 物と財産権

ウ 知的財産権 (3) 財産権と契約

(3) 取引に関する法 ア 取引と契約

ア 契約と意思表示 イ 売買契約と貸借契約

イ 売買契約と貸借契約 ウ 財産権の保護

ウ 債権の管理と回収 エ 担保制度

エ 手形と小切手の利用 (4) 企業活動に関する法

オ 金融取引 ア 企業活動と法

(4) 会社に関する法 イ 株式会社と法

ア 会社の種類 ウ 手形・小切手と法

イ 株式会社の特徴 (5) 社会生活に関する法

ウ 株式会社の機関とその責任 ア 消費者と法

エ 資金調達 イ 労働と法

オ 企業再編 ウ 家族と法

(5) 企業の責任と法 (6) 紛争の予防と解決
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ア 法令遵守 ア 紛争の予防

イ 紛争の予防と解決 イ 紛争の解決

ウ 消費者保護

エ 雇用

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，企業の経済活動について具体的な事例を取り上げ， ア 企業の経済活動に必要な法規や，社会生活を営む上で関連の深い法規

課題を発見させるとともに，法的に思考し判断して行動できるようにす の基礎的・基本的な知識を習得させること。

ること。 イ 内容の(1)から(6)までについては，具体的な経済事象を通して法的に

思考し判断する能力を育成すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，経済社会における法の意義や役割を扱う ア 内容の(1)については，経済社会における法の意義や役割について理

こと。イについては，国際化や情報化などの経済環境の変化と法規との 解させるとともに，国際化，情報化等の経済環境の変化と法とのかかわ

かかわりを扱うこと。 りを扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，権利行使の限界及び法人の権利と義務を イ 内容の(2)については，権利・義務の意義，権利行使の限界，権利の

扱うこと。イについては，物権と債権の保護を扱うこと。ウについては， 主体としての自然人と法人及び物と財産権の意義や種類について理解さ

知的財産権の保護と活用を扱うこと。 せること。また，サービスの法的な扱いに触れること。

ウ 内容の(3)のアについては，契約の種類及び意思表示の効果を扱うこ ウ 内容の(3)については，物の売買や貸借など，財産権の変動が主に契

と。ウについては，債務不履行への対応及び債権の担保を扱うこと。オ 約によって行われることについて理解させるとともに，財産権の侵害と

については，金融商品の取引に関する法規の概要を扱うこと。 保護及び物的担保と人的担保を扱うこと。

エ 内容の(4)のイについては，株式会社の意義，株主の責任，資本と経 エ 内容の(4)については，企業活動に必要な売買業，売買取引，株式会

営の分離を扱うこと。ウについては，企業の内部統制の仕組みや不正行 社及び手形・小切手に関する基本的な法律的知識を習得させるととも

為を防止する機能も扱うこと。エについては，株式や社債の発行など資 に，関連する諸法規を取り上げ企業活動と法とのかかわりについて理解

金調達の方法を扱うこと。オについては，企業の合併や買収などを扱う させること。

こと。 オ 内容の(5)については，社会生活を営む上で必要な消費者，労働及び

オ 内容の(5)のアについては，法令を遵守して企業活動を行うことの重 家族に関する基本的な法律的知識を習得させるとともに，関連する諸法

要性を扱うこと。イについては，国内における紛争の予防と解決に関す 規を取り上げ社会生活と法とのかかわりについて理解させること。
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る法制度の概要及び国際的な紛争が国による法制度の違いが一因となっ カ 内容の(6)については，主として国内における紛争の予防と解決に関

ていることを扱うこと。ウ及びエについては，関係法規の概要を扱うこ する法制度の概要について理解させること。なお，国際的な紛争につい

と。 ては，国による法制度の違いが一因となっていることについて理解させ

る程度とすること。

第11 簿記 第10 簿記

１ 目 標 １ 目 標

簿記に関する知識と技術を習得させ，その基本的な仕組みについて理解さ 企業における取引の記録・計算・整理に関する知識と技術を習得させ，簿

せるとともに，適正な会計処理を行う能力と態度を育てる。 記の基本的な仕組みについて理解させるとともに，ビジネスの諸活動を計数

的に把握する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 簿記の基礎 (1) 簿記の基礎

ア 簿記の概要 ア 簿記の意味，目的，歴史

イ 資産・負債・純資産と貸借対照表 イ 資産・負債・資本と貸借対照表

ウ 収益・費用と損益計算書 ウ 収益・費用と損益計算書

エ 簿記一巡の手続 エ 簿記一巡の手続

(2) 取引の処理 (2) 取引の記帳

ア 現金・預金 ア 現金・預金

イ 商品売買 イ 商品売買

ウ 債権・債務 ウ 債権・債務

エ 固定資産 エ 固定資産

オ 個人企業の純資産と税 オ 個人企業の資本と税金

カ 販売費及び一般管理費 カ 営業費

(3) 決算 キ 本支店会計

ア 決算整理 (3) 決算

イ 財務諸表の作成 ア 決算整理

(4) 本支店会計 イ 財務諸表

ア 本店・支店間の取引 (4) 帳簿と帳簿組織
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イ 財務諸表の合併 ア 帳簿

(5) 会計帳簿と帳簿組織 イ 伝票

ア 会計帳簿 ウ 仕訳帳の分割

イ 伝票

ウ 仕訳帳の分割

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，企業会計に関する法規や基準の変更に留意し，企 ア 企業における取引を合理的，能率的に記帳する知識と技術を習得させ

業における取引を合理的，能率的に記帳する知識と技術を習得させると るとともに，簿記の基本的な仕組みについて理解させること。

ともに，簿記の基本的な仕組みについて理解させること。 イ 会計帳簿や財務諸表を通してビジネスの諸活動を理解する能力を育成

すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，簿記の意味，目的，歴史及び必要性，企 ア 内容の(1)については，簿記の必要性，簿記特有の用語及び取引から

業における会計情報の流れ，会計にかかわる職業並びに会計担当者の役 決算に至る簿記一巡の手続を扱うこと。

割や責任を扱うこと。イについては，貸借対照表の役割及び構成要素の イ 内容の(2)については，企業における日常の取引や支店会計が独立し

意味を扱うこと。ウについては，損益計算書の役割及び構成要素の意味 ている場合の取引など種々の取引の記帳法を扱い，各種会計帳簿の役割

を扱うこと。 に触れること。ウについては，手形に関する債権・債務や未収金・未払

イ 内容の(2)については，企業における日常の取引の記帳法及び各種会 金及び株式などの有価証券を扱うこと。キについては，財務諸表の合併

計帳簿の役割を扱うこと。なお，ウについては，手形に関する債権・債 までを扱うこと。

務，未収金・未払金及び株式などの有価証券を扱うこと。 ウ 内容の(3)については，基本的な決算整理を含む決算手続を扱い，決

ウ 内容の(3)については，決算の意味や目的及び基本的な決算整理を含 算の意味や目的について理解させること。なお，財務諸表の形式につい

む決算手続を扱うこと。なお，イについては，勘定式の財務諸表を扱う ては勘定式を扱うこと。

こと。 エ 内容の(4)については，帳簿の種類や帳簿全体の仕組みについて理解

エ 内容の(4)のアについては，支店会計が独立している場合の取引の記 させるとともに，伝票や特殊仕訳帳を用いた合理的，能率的な記帳の方

帳法を扱うこと。 法を扱うこと。

オ 内容の(5)のアについては，会計帳簿の種類と帳簿全体の仕組みを扱

うこと。
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第12 財務会計Ⅰ 第11 会 計

１ 目 標 １ 目 標

財務諸表の作成に関する知識と技術を習得させ，財務会計の意義や制度に 企業会計の役割や制度及び財務諸表の作成に関する知識と技術を習得さ

ついて理解させるとともに，会計情報を提供し，活用する能力と態度を育て せ，財務諸表の意味や役割について理解させるとともに，財務諸表から得ら

る。 れる情報を活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 財務会計の基礎 (1) 会計の基礎

ア 企業会計の意義と役割 ア 企業と会計

イ 財務会計の機能 イ 株式会社の会計

ウ 会計法規と会計基準 ウ 会計法規と企業会計制度

(2) 貸借対照表 (2) 貸借対照表

ア 資産 ア 資産

イ 負債 イ 負債と資本

ウ 純資産 ウ 貸借対照表の作成

エ 貸借対照表の作成 (3) 損益計算書

(3) 損益計算書 ア 損益計算の意味と基準

ア 損益計算の意味と損益の区分 イ 経常損益と特別損益

イ 収益・費用の認識と測定 ウ 損益計算書の作成

ウ 損益計算書の作成 (4) 財務諸表の活用

(4) 連結財務諸表 ア 財務諸表の意味

ア 連結財務諸表の目的と連結の範囲 イ 財務諸表の見方

イ 連結財務諸表作成の基礎 ウ 連結財務諸表

(5) 財務諸表活用の基礎

ア 財務諸表分析の意義

イ 財務諸表の見方

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い
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(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，企業会計に関する法規や基準の変更に留意し，企 ア 財務諸表の作成に関する知識と技術を習得させるとともに，会計処理

業の経営成績や財政状態を把握し，ビジネスの諸活動に活用する知識と の方法や考え方について理解させること。

技術を習得させること。 イ 作成した財務諸表を活用して企業の姿を正しく把握する能力を育成す

ること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，株式会社制度の特徴と関連付けて扱うこ ア 内容の(1)のアについては，会計の意味，目的及び歴史を扱うこと。

と。イについては，財務会計と管理会計の違い及び財務会計の主な機能 イについては，株式会社の設立，決算など株式会社特有の記帳を扱うこ

を扱うこと。ウについては，会計法規の概要，会計基準の必要性と動向 と。ウについては，会計法規の概要及び企業会計制度の特徴を扱うこと。

及び企業会計制度の特徴を扱うこと。 イ 内容の(2)のアについては，資産の意味，分類及び評価とその処理法

イ 内容の(2)のアについては，資産の意味と分類，評価基準及び資産の を扱うこと。イについては，負債と資本の意味，分類及びその処理法を

処理方法を扱うこと。イについては，負債の意味，分類及び負債の処理 扱うこと。ウについては，基本的な資料により，勘定式や報告式の貸借

方法を扱うこと。ウについては，純資産の意味，表示及び純資産の処理 対照表の作成方法を扱うこと。

方法を扱うこと。エについては，基本的な資料により報告式の貸借対照 ウ 内容の(3)のアについては，財産法と損益法，発生主義と実現主義な

表を作成する方法を扱うこと。 ど損益計算に関する基礎的な内容を扱うこと。イについては，営業損益，

ウ 内容の(3)のアについては，経常損益計算と特別損益計算の概念及び 営業外損益及び特別損益の概念，分類や各項目の処理法並びに株式会社

各種利益の意味を扱うこと。ウについては，各損益項目の処理方法及び の利益の処分及び損失の処理を扱うこと。ウについては，基本的な資料

基本的な資料により報告式の損益計算書を作成する方法を扱うこと。 により，報告式の損益計算書の作成方法を扱うこと。

エ 内容の(4)のイについては，基本的な資料により連結財務諸表を作成 エ 内容の(4)のアについては，財務諸表の意味，種類及びディスクロ－

する方法を扱うこと。 ジャーを扱うこと。イについては，財務比率などの財務指標を利用した

オ 内容の(5)のイについては，財務比率などの財務指標を利用した期間 期間比較や同業他社比較を扱うこと。ウについては，連結財務諸表の意

比較や同業他社比較を扱うこと。 味と有用性を扱うこと。

第13 財務会計Ⅱ 第13 会計実務

１ 目 標 １ 目 標

財務会計に関する知識と技術を習得させ，会計責任を果たすことの重要性 ビジネスにおける会計の現状について理解させ，実務に対応した会計に関

について理解させるとともに，会計情報を提供し，活用する能力と態度を育 する知識と技術を習得させるとともに，ビジネスの諸活動において合理的に

てる。 活用する能力と態度を育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 財務会計の基本概念と会計基準 (1) 企業のグループ化と会計

ア 財務諸表の作成・表示の考え方 ア 企業のグループ化

イ 資産負債アプローチと収益費用アプローチ イ 連結財務諸表の作成

ウ 会計基準の国際的統合 ウ 連結情報の利用

(2) 貸借対照表に関する会計 (2) 国際化と会計

ア 資産会計 ア 会計の国際化

イ 負債・純資産会計 イ 外貨建取引の会計

ウ 外貨換算会計 (3) 情報化と会計

エ リース会計 ア コンピュータを利用した会計

オ 税効果会計 イ 資金に関する情報

(3) キャッシュ・フロー計算書 (4) 税と会計

ア 資金繰りとキャッシュ・フロー計算書 ア 税の概要

イ キャッシュ・フロー計算書の作成 イ 法人税の計算

(4) 企業集団の会計 ウ 法人税の申告と納付

ア 企業結合会計の意義と合併会計

イ 連結財務諸表の作成

(5) 財務諸表の活用

ア 企業価値と財務諸表分析

イ 連結財務諸表分析

ウ 財務諸表分析と株価

(6) 監査と職業会計人

ア 会計責任と監査

イ 職業会計人の職務

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。
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ア 指導に当たっては，企業会計に関する法規や基準の変更に留意し，企 ア 企業のグループ化，国際化，情報化等の進展により変化している会計

業会計に関する法規や基準に従った会計処理と監査の重要性を理解させ の現状に触れ，会計処理の知識と技術を習得させるとともに，企業の実

ること。 態を把握する会計活用能力を育成すること。

イ 指導内容が高度になり過ぎることのないように，基本的な内容を精選

して取り扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，財務報告の目的，財務諸表の構成要素及 ア 内容の(1)のアについては，企業のグループ化の現状と連結ベースの

び財務諸表の構成要素の認識と測定を扱うこと。イについては，純利益 ディスクロージャーの基本的な考え方を扱うこと。イについては，簡単

と包括利益の意義も扱うこと。ウについては，財務会計に関する国際的 な例を用いて，連結財務諸表作成の基本的な手続を扱うこと。ウについ

な基準の特徴及び会計基準の国際的統合の動向を扱うこと。 ては，有価証券報告書などの資料を用いて連結情報の見方や利用の仕方

イ 内容の(2)のアについては，資産の評価基準と評価方法及び減損会計 を扱うこと。

を扱うこと。イについては，償却原価法を用いた利息法による普通社債 イ 内容の(2)のアについては，企業及び会計の国際化の現状を扱うこと。

の会計処理，新株予約権の会計処理及び株主資本等変動計算書の作成を イについては，外貨建取引の意味と処理及び決算時の処理の概要を扱う

扱うこと。ウについては，外貨建取引及び外貨建有価証券の決算時の会 こと。

計処理を扱うこと。エについては，リース取引の分類及び会計処理を扱 ウ 内容の(3)のアについては，コンピュータによる会計処理の流れとそ

うこと。 の特徴を扱い，システムの導入や運用に触れること。イについては，資

ウ 内容の(3)のアについては，資金繰りの重要性及びキャッシュ・フロ 金の流れに関する情報の重要性や処理及び利用の仕方を扱うこと。

ー計算書の意義を扱うこと。イについては，基本的な資料によりキャッ エ 内容の(4)のアについては，税の意義，種類，体系など税の概要を扱

シュ・フロー計算書を作成する方法を扱うこと。 うこと。イについては，法人税における所得金額の計算と法人税額の計

エ 内容の(4)のイについては，子会社株式の追加取得を含む連結財務諸 算を扱うが，基本的な内容にとどめること。ウについては，確定申告書

表の作成方法及び持分法の会計処理を扱うこと。 の作り方及び法人税の申告と納付の手続の概要を扱うこと。

オ 内容の(5)のイについては，連結財務諸表による財務諸表分析の方法，

四半期財務情報の意義及び連結キャッシュ・フロー計算書の概要と分析

の方法を扱うこと。ウについては，株主関連指標を利用した財務諸表分

析を扱うこと。

カ 内容の(6)のアについては，会計責任を果たすことの重要性，監査の

意義及び基本的な監査手続を扱うこと。

第14 原価計算 第12 原価計算
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１ 目 標 １ 目 標

製造業における原価計算及び会計処理に関する知識と技術を習得させ，原 製造業における原価計算及び簿記に関する基本的な知識と技術を習得さ

価の概念について理解させるとともに，原価計算から得られる情報を活用す せ，原価について理解させるとともに，原価計算から得られる情報を活用す

る能力と態度を育てる。 る能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 原価と原価計算 (1) 原価と原価計算

ア 原価の概念と原価計算 ア 原価と原価計算

イ 製造業における簿記の特色と仕組み イ 製造業における簿記の特色と仕組み

(2) 原価の費目別計算 (2) 原価の費目別計算

ア 材料費の計算と記帳 ア 材料費の計算と記帳

イ 労務費の計算と記帳 イ 労務費の計算と記帳

ウ 経費の計算と記帳 ウ 経費の計算と記帳

(3) 原価の部門別計算と製品別計算 (3) 原価の部門別計算と製品別計算

ア 個別原価計算と製造間接費の計算 ア 個別原価計算

イ 部門別個別原価計算 イ 部門別個別原価計算

ウ 総合原価計算 ウ 総合原価計算

(4) 製品の完成・販売と決算 (4) 製品の完成・販売と決算

ア 製品の完成と販売 ア 製品の完成と販売

イ 工場会計の独立 イ 製造業の決算

ウ 製造業の決算 (5) 原価情報の活用

(5) 標準原価計算 ア 原価管理と標準原価計算

ア 標準原価計算の目的と手続 イ 利益計画と直接原価計算

イ 原価差異の原因別分析

ウ 損益計算書の作成

(6) 直接原価計算の基礎

ア 直接原価計算の目的と損益計算書の作成

イ 短期利益計画
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３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，企業会計に関する法規や基準の変更に留意し，原 ア 原価計算の基本的な考え方と計算方法及び工業簿記の基本的な記帳方

価計算の基本的な考え方と計算方法を理解させ，適切に原価を管理でき 法を習得させること。

るようにするとともに，工業簿記の基本的な記帳方法を習得させること。 イ 原価計算の役割や資料の有効な活用について理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，原価の意味と分類及び原価計算の目的と ア 内容の(1)については，原価の意義や分類，原価計算の目的や種類及

種類を扱うこと。 び製造業における簿記の特色と基本的な仕組みを扱うこと。

イ 内容の(2)については，材料費，労務費，経費の分類，計算，記帳法 イ 内容の(2)については，材料費，労務費，経費の分類，計算及び記帳

及び予定価格を用いた合理的な計算を扱うこと。 法を扱い，予定価格等を用いた合理的な計算に触れること。

ウ 内容の(3)のアについては，原価計算表の作成，原価計算表と製造勘 ウ 内容の(3)のアについては，原価計算表の作成，原価計算表と製造勘

定との関係，製造間接費の配賦及び製造間接費差異の原因別分析を扱う 定との関係及び製造間接費の配賦を扱うこと。イについては，部門別個

こと。イについては，部門別個別原価計算の基本的な手続の流れを扱う 別原価計算の基本的な手続の流れを扱うこと。ウについては，総合原価

こと。ウについては，総合原価計算の特色及び月末仕掛品原価の計算と 計算の特色及び月末仕掛品原価の計算と記帳法を扱うこと。

記帳法を扱うこと。 エ 内容の(4)のアについては，製品の完成と販売に伴う記帳法を扱うこ

エ 内容の(4)のイについては，工場会計が本社会計から独立している場 と。イについては，製造業における決算の特徴と製造原価報告書の作成

合の本社と工場間の取引の記帳法を扱うこと。ウについては，製造業に を扱うこと。

おける決算の特徴と製造原価報告書の作成を扱うこと。 オ 内容の(5)のアについては，標準原価計算の一連の手続及びパーシャ

オ 内容の(5)のアについては，パーシャルプランによる記帳法を扱うこ ルプランによる記帳法を扱うこと。また，原価情報の活用の仕方に触れ

と。 ること。イについては，直接原価計算の方法及び利益計画への利用方法

カ 内容の(6)のアについては，直接原価計算の方法及び直接原価計算に を扱うこと。

よる損益計算書の作成を扱うこと。イについては，売上高，原価，利益

の関係を扱うこと。

第15 管理会計

１ 目 標

管理会計に関する知識と技術を習得させ，経営戦略の重要性について理解

させるとともに，経営管理に必要な情報を活用する能力と態度を育てる。
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２ 内 容

(1) 管理会計の基礎

ア 管理会計の目的

イ 管理会計と原価計算

(2) 直接原価計算

ア 直接原価計算と全部原価計算

イ 直接標準原価計算

(3) 短期利益計画

ア 原価予測の方法

イ 損益分岐分析と感度分析

ウ 利益の最大化

(4) 予算編成と予算統制

ア 企業予算の編成

イ 予算統制

(5) 経営意思決定と戦略的原価計算

ア 経営意思決定の概要

イ 特殊原価調査

ウ 戦略的原価計算

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，企業を取り巻く社会的・経済的環境が変化する中

での経営戦略の重要性について，具体的な事例を取り上げて考えさせる

こと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，管理会計と原価計算の関係を扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，直接原価計算と全部原価計算の違い，月
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初・月末に仕掛品や製品がある場合の直接原価計算による損益計算書の

作成及び固定費調整の意義と計算方法を扱うこと。イについては，標準

原価計算による直接原価計算と実際原価計算による直接原価計算の違い

及び標準原価計算による直接原価計算を採用した場合の損益計算書の作

成を扱うこと。

ウ 内容の(3)のウについては，利益を最大化する最適な販売数量の組合

せを求める方法を扱うこと。

エ 内容の(4)のイについては，予算実績差異分析の意義と方法を扱うこ

と。

オ 内容の(5)のイについては，差額原価収益分析の方法及び機会原価の

意味を扱うこと。ウについては，活動基準原価計算，品質原価計算及び

ライフサイクル・コスティングの目的と方法を扱うこと。

第16 情報処理 第14 情報処理

１ 目 標 １ 目 標

ビジネスに関する情報を収集・処理・分析し，表現する知識と技術を習得 情報処理機器の活用に関する知識と技術を習得させ，ビジネスの諸活動に

させ，情報の意義や役割について理解させるとともに，ビジネスの諸活動に 関する情報の意義や役割について理解させるとともに，情報を適切に収集，

おいて情報を主体的に活用する能力と態度を育てる。 処理し活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 情報の活用と情報モラル (1) ビジネスと情報処理

ア ビジネスと情報 ア ビジネスと情報

イ ハードウェアとソフトウェア イ ビジネスとコンピュータ

ウ 情報モラル ウ ハードウェアとソフトウェア

(2) 情報通信ネットワークとセキュリティ管理 (2) 表計算ソフトウェア活用の基礎

ア 情報通信ネットワークの概要 ア 関数の利用

イ ビジネス情報の検索と収集 イ グラフの作成

ウ ビジネス情報の受信と発信 ウ データの検索

エ セキュリティ管理の基礎 エ 報告書の作成
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(3) ビジネス情報の処理と分析 (3) ビジネス計算と表の作成

ア 表の作成 ア 金融に関する計算

イ グラフの作成 イ 証券投資に関する計算

ウ 情報の整列・検索・抽出 (4) データベースソフトウェア活用の基礎

エ ビジネスと統計 ア ビジネス情報とデータベース

(4) ビジネス文書の作成 イ データベースソフトウェアの利用

ア 文章の表現 (5) ビジネスと情報通信ネットワーク

イ 図形と画像の活用 ア 情報通信ネットワークの概要

ウ 文書の作成 イ 情報通信ネットワークの利用

(5) プレゼンテーション (6) 情報モラルとセキュリティ管理

ア プレゼンテーションの技法 ア 情報モラル

イ ビジネスとプレゼンテーション イ セキュリティ管理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，具体的な事例を通して，個人のプライバシーや著 ア ビジネスの諸活動における情報を収集，処理するための知識と技術を

作権など知的財産の保護，収集した情報の管理，発信する情報に対する 習得させるとともに，処理された情報を分析し活用する能力を育成する

責任などの情報モラルについて理解させること。また，ビジネスの諸活 こと。

動において，情報を扱う者の役割や責任について考えさせること。 イ 利用するソフトウェアの操作方法や理論に偏ることなく具体的なデー

イ ビジネスの諸活動に応じた具体的なデータを用いた実習をさせるこ タを用いた実習をさせること。

と。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，ビジネスの諸活動における情報の意義や ア 内容の(1)については，ビジネスの諸活動における情報の意義や役割

役割及び情報通信技術の進歩がビジネスの諸活動に与える影響などを扱 について理解させるとともに，コンピュータシステム及びハードウェア

うこと。イについては，パーソナルコンピュータを中心に扱うこと。 とソフトウェアの概要を扱うこと。

イ 内容の(2)のイについては，ウェブページを活用して，ビジネスに関 イ 内容の(2)については，各種の関数，表やグラフの作成及びデータの

する情報を検索・収集する方法を扱うこと。ウについては，電子メール 検索を扱い，目的に応じた分かり易い報告書を作成できるようにするこ

を活用して，ビジネスに関する情報を受信・発信する方法を扱うこと。 と。
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エについては，セキュリティ管理の必要性，コンピュータウイルスへの ウ 内容の(3)については，金融や証券投資に関する計算方法について理

感染などを予防するソフトウェアの活用，利用者の認証などを扱うこと。 解させるとともに，表の作成やシミュレーションを行うなど表計算ソフ

ウ 内容の(3)については，表計算ソフトウェアの各種関数や機能を活用 トウェアを活用させること。

して，ビジネスに関する情報を処理・分析する方法，分析した結果を表 エ 内容の(4)については，データベースソフトウェアの概要や基本操作

現する方法及び統計処理の基礎的な方法を扱うこと。 を扱い，既存のデータベースに問い合わせ，目的に応じて情報の集計や

エ 内容の(4)のアについては，ビジネス文書を作成するために必要な適 報告書の作成ができるようにすること。

切な文章の表現方法を扱うこと。ウについては，コンピュータを活用し オ 内容の(5)については，ビジネスの諸活動における情報通信ネットワ

て，社外文書や報告書などビジネス文書を作成する方法を扱うこと。 ークの役割やその概要について理解させるとともに，情報通信ネットワ

オ 内容の(5)のアについては，プレゼンテーションを行う際の話し方や ークを利用して情報を検索，収集，処理する方法を扱うこと。

進め方を扱うこと。イについては，ソフトウェアを活用して目的に応じ カ 内容の(6)については，著作権やプライバシーの保護など情報モラル

た効果的なプレゼンテーションを行う方法を扱うとともに，内容の(1) の必要性や個人情報のセキュリティ管理の方法を扱うこと。

から(4)までで学習した内容と関連させて，ビジネスに関する情報の収

集・処理・分析，報告書や提案書の作成及びプレゼンテーションを行う

実習をさせること。

第17 ビジネス情報 第15 ビジネス情報

１ 目 標 １ 目 標

情報通信ネットワークの導入やソフトウェアの活用に関する知識と技術を ビジネスに関する情報を適切に管理し，分析し，活用する知識と技術を習

習得させ，情報を効率的に処理することの重要性について理解させるととも 得させ，コンピュータを活用することの重要性について理解させるとともに，

に，ビジネスの諸活動においてコンピュータを適切に運用する能力と態度を 業務を積極的に合理化，自動化する能力と態度を育てる。

育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) オフィス業務と情報通信ネットワーク (1) ビジネスと情報化の推進

ア 業務の情報化 ア 基幹業務の情報化

イ 情報通信ネットワークの導入と運用 イ エンドユーザコンピューティング

ウ データの保護 (2) 表計算ソフトウェアの活用

(2) 表計算ソフトウェアの活用 ア データの分析

ア ビジネス計算とデータの集計・分析 イ 手続の自動化
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イ オペレーションズリサーチの基礎 (3) データベースソフトウェアの活用

ウ 手続の自動化 ア データベースの作成

(3) データベースソフトウェアの活用 イ 関数の利用

ア ビジネスとデータベース ウ 手続の自動化

イ データベースの設計と作成 (4) ビジネス情報の分析と活用

ウ データの入力とデータベースの操作 ア 販売情報の分析と活用

エ 報告書の作成 イ 財務情報の分析と活用

オ 手続の自動化 (5) ビジネス情報システム開発の基礎

(4) ソフトウェアを活用したシステム開発 ア システム開発の手順

ア アルゴリズム イ 入出力の設計

イ 表計算ソフトウェアの活用 ウ ソフトウェアによるシステム開発

ウ データベースソフトウェアの活用 (6) 情報処理機器の導入と管理

ア ハードウェア・ソフトウェアの導入と管理

イ ネットワークの管理

ウ データ保護とセキュリティ管理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，ビジネスの諸活動に応じた課題を設定した実習を ア ビジネスの諸活動においてコンピュータを積極的に活用し，エンドユ

させること。 ーザコンピューティングを推進するための能力を育成すること。

イ 内容の(4)のイ及びウについては，生徒の実態や学科の特色に応じて， イ 表計算ソフトウェアとデータベースソフトウェアの機能を利用して，

いずれか１項目を選択して扱うことができること。 ビジネス情報の合理的な処理や自動化を図る知識と技術を習得させるこ

と。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，業務の情報化の意義や必要性及びエンド ア 内容の(1)については，基幹業務システムの仕組みや役割について理

ユーザの役割などを扱うこと。ウについては，アクセス権の設定，暗号 解させるとともに，組織内の情報化を積極的に推進するためのコンピュ

化，ファイアウォールの利用などを扱うこと。 ータの利用を扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，金融や証券投資などのビジネスに関する イ 内容の(2)については，表計算ソフトウェアのデータ分析機能を利用
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計算，グループ別集計とクロス集計及びシミュレーションを行う方法を して，ビジネス情報の統計的な分析やシミュレーション及び操作の自動

扱うこと。イについては，在庫管理や線形計画法などオペレーションズ 化やメニュー化を扱うこと。

リサーチの基礎的な内容を扱うこと。ウについては，操作の自動化及び ウ 内容の(3)については，データベースの設計方法，関数を利用したデ

一連の手続を起動するメニューの作成を扱うこと。 ータベースへの問い合わせ，報告書の作成方法及び操作の自動化やメニ

ウ 内容の(3)のアについては，ビジネスに関する情報をデータベース化 ュー化を扱うこと。

することの意義や必要性及びデータベースの機能や役割を扱うこと。オ エ 内容の(4)については，販売情報や財務情報の分析の方法について理

については，操作の自動化及び一連の手続を起動するメニューの作成を 解させるとともに，処理した情報の活用を扱うこと。

扱うこと。 オ 内容の(5)については，情報処理システムの開発手順に触れ，ヒュー

エ 内容の(4)のアについては，制御構造の種類，条件判定，繰り返し処 マンインタフェースに基づく入出力設計を扱うこと。また，ソフトウェ

理，配列の利用など基礎的なアルゴリズムを扱うこと。イ及びウについ アを利用して簡易なシステム開発の実習をさせること。

ては，ビジネスに関する情報を処理する簡易なビジネス情報システムの カ 内容の(6)については，ネットワークの管理者の視点から，情報通信

開発を行う実習をさせること。 ネットワークシステムを構築するのに必要なハードウェアとソフトウェ

アの概要を扱い，組織内のネットワークの管理やデータの保護及びセキ

ュリティ管理について理解させること。

第18 電子商取引 第16 文書デザイン

１ 目 標 １ 目 標

情報通信ネットワークを活用した商取引や広告・広報に関する知識と技術 広報活動に必要な文書に関する知識と技術を習得させ，各種メディアで作

を習得させ，情報通信ネットワークを活用することの意義や課題について理 成した情報を統合させることの重要性について理解させるとともに，ビジネ

解させるとともに，情報通信技術を電子商取引に応用する能力と態度を育て スの諸活動において情報を効果的に発信する能力と態度を育てる。

る。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 情報通信技術の進歩とビジネス (1) 広報活動と文書

ア ビジネスの変化 ア 広報活動の意義と役割

イ 情報通信ネットワークの活用と課題 イ 広報の手法

(2) コンテンツの制作 (2) 図形ソフトウェアの活用

ア ファイルの形式 ア 図形情報の役割

イ 図形と画像 イ 図形情報の作成と編集
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ウ 音声 (3) マルチメディアの活用

エ 情報の統合 ア 静止画像の利用

(3) ウェブデザインと広告・広報 イ 動画像の利用

ア ウェブページ制作の手順 ウ 音声の利用

イ デザインの基礎 エ 情報の統合

ウ ウェブページ制作の基礎 (4) 情報通信ネットワークの活用

エ ウェブページ制作の応用 ア 広報文書の制作

(4) ウェブページの公開 イ 広報文書の発信

ア ネットワーク機器の種類と機能 (5) プレゼンテーション

イ ハードウェアとソフトウェアの導入 ア 口頭，文書による表現

(5) 電子商取引とビジネス イ ソフトウェアの利用

ア 電子商取引の仕組み

イ 企業間取引と企業・消費者間取引

ウ 電子決済の仕組みと方法

エ 電子商取引システムの作成

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，情報通信ネットワークを活用した商取引や広告・ ア 企業の広報活動に関する文書の意義や役割について理解させるととも

広報に伴う課題について，具体的な事例を取り上げ，関係法規や情報モ に，作成した文書を効果的に発信する能力を育成すること。

ラルと関連付けて考えさせるとともに，利用者の立場に立ったウェブペ イ 文章，図形，動画，音声等の情報を統合した広報の作品制作にかかわ

ージを制作できるようにすること。 る知識と技術を習得させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，情報通信技術の進歩に伴うビジネスの形 ア 内容の(1)については，広報活動における文書情報の意義や役割につ

態や広告・広報活動の変化を扱うこと。イについては，通信回線やイン いて理解させるとともに，広報のメディア別の特質や表現の方法を扱う

ターネット接続サービスを提供する企業の役割及び電子商取引に伴う個 こと。

人情報や知的財産の保護を扱うこと。 イ 内容の(2)については，図形情報の役割について理解させるとともに，

イ 内容の(2)のエについては，図形，画像及び音声を統合する方法を扱 ソフトウェアを利用した作図と編集の基本機能を扱うこと。
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うこと。 ウ 内容の(3)については，静止画像，動画像及び音声に関する情報の特

ウ 内容の(3)のイについては，ウェブページの制作に必要な配色や構成 徴について理解させるとともに，各種メディアの情報を統合し活用する

などデザインの基礎を扱うこと。ウについては，広告や広報に関するウ 方法を扱うこと。

ェブページを制作する方法を扱うこと。エについては，双方向で情報を エ 内容の(4)については，企業広告や商品広告など広報の作品制作の方

送受信するウェブページを制作する方法及びデータベースと連携したウ 法について理解させるとともに，情報通信ネットワークを利用した情報

ェブページを制作する方法を扱うこと。 の発信方法を扱うこと。

エ 内容の(4)のイについては，商取引や広告・広報を行うために必要な オ 内容の(5)については，口頭や文書によるプレゼンテーションの方法

ハードウェアとソフトウェアを導入し，情報通信ネットワークを構築す 及びコンピュータを利用したプレゼンテーションの方法について理解さ

る方法及びウェブページを公開する方法を扱うこと。 せること。

オ 内容の(5)のアについては，情報通信ネットワークを活用して商品売

買や金融取引を行う仕組み，電子商取引によるビジネスを始めるための

手順及び電子商取引に関する法規を扱うこと。エについては，商品広告，

商品販売，代金決済などのウェブページを制作し，模擬的な電子商取引

のシステムを構築させること。

第19 プログラミング 第17 プログラミング

１ 目 標 １ 目 標

プログラミングに関する知識と技術を習得させ，プログラムの役割や重要 プログラミングに関する知識と技術を習得させ，コンピュータの効果的な

性について理解させるとともに，ビジネスの諸活動においてコンピュータを 運用方法について理解させるとともに，ビジネスの諸活動に関する情報を合

合理的に活用する能力と態度を育てる。 理的に処理し，活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) コンピュータとプログラム (1) コンピュータとプログラミング

ア ビジネスとデータ処理 ア ビジネスと情報処理システム

イ プログラム言語の種類と特徴 イ コンピュータの発展とプログラム言語

(2) プログラミングの基礎 (2) プログラミング基礎

ア プログラミングの手順 ア プログラミングの手順

イ アルゴリズムの表現技法 イ データの入出力と演算

ウ データ構造と制御構造 ウ 判定と制御構造
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エ 変数と定数 (3) プログラミング応用

オ データの入出力と演算 ア 手続の呼出し

カ 条件判定と繰り返し処理 イ テーブルの利用

(3) プログラミングの応用 ウ ファイル処理

ア 配列の利用 エ マルチメディアの処理

イ 関数の利用 オ グラフィックスの処理

ウ ファイル処理 (4) ソフトウェア

エ ユーザインタフェース ア システムソフトウェア

オ 文字や画像などの処理 イ 応用ソフトウェア

(4) ソフトウェア (5) ハードウェア

ア システムソフトウェア ア データの表現

イ 応用ソフトウェア イ 周辺装置

(5) ハードウェア ウ 中央処理装置

ア データの表現

イ 中央処理装置

ウ 主記憶装置

エ 周辺装置

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，アルゴリズムやプログラミングに関する知識と技 ア プログラミングに関する知識と技術を実習を通して習得させること。

術を実習を通して習得させること。 イ 内容の(3)については，指導するプログラム言語や生徒の実態に応じ

イ 内容の(3)については，指導するプログラム言語，生徒の実態及び学 て，アからオまでの中から選択して扱うこと。なお，アについては関数，

科の特色に応じて，アからオまでの中から選択して扱うことができるこ イについては配列に関する内容を扱うことができること。

と。また，指導するプログラム言語に応じて，各項目に関連する内容を

扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，様々なデータ処理の形態とその具体的な ア 内容の(1)については，簡易な経営情報システムについて具体的な事



- 456 -

事例を扱うこと。 例を通して理解させるとともに，情報処理システムの構造とプログラム

イ 内容の(2)のウについては，基本データ構造と問題向きデータ構造の の関係や，コンピュータのハードウェアとプログラム言語の発展を扱う

種類や特徴，制御構造の種類及び構造化定理を扱うこと。 こと。

ウ 内容の(3)のオについては，文字列処理，画像・音声・図形の活用， イ 内容の(2)については，指導するプログラム言語に合った形式でプロ

図形とグラフの描画及び例外処理を扱うこと。 グラミングの手順について理解させるとともに，プログラミングに関す

エ 内容の(4)のアについては，基本ソフトウェア及びミドルウェアの役 る基礎的な知識と技術を習得させること。

割や機能を扱うこと。 ウ 内容の(3)については，内容の(2)を基礎にして，応用的な処理を扱う

オ 内容の(5)のアについては，コンピュータ内部におけるデータの表現 が高度な内容に深入りしないこと。

方法を扱うこと。イについては，制御装置と演算装置の仕組みを扱うこ エ 内容の(4)については，オペレーティングシステムの役割について理

と。 解させるとともに，応用ソフトウェアの概要を扱うこと。

オ 内容の(5)については，データの表現方法やハードウェアの仕組みに

ついて理解させるとともに，データが各装置を通じて処理されていくプ

ロセスを扱うこと。

第20 ビジネス情報管理

１ 目 標

情報通信ネットワークやビジネス情報システムに関する知識と技術を習得

させ，ビジネスの諸活動において情報を管理し，共有することの意義や必要

性について理解させるとともに，業務の合理化を積極的に推進する能力と態

度を育てる。

２ 内 容

(1) ビジネスと情報システム

ア ビジネスと情報の共有

イ 情報システムと業務の合理化

ウ セキュリティ管理の必要性と方法

(2) 情報通信ネットワークの構築と運用管理

ア 情報通信ネットワークの仕組みと通信方法

イ ネットワーク機器の種類と機能



- 457 -

ウ 情報通信ネットワークの設計

エ ハードウェアとソフトウェアの導入

オ 運用管理

カ ビジネス用周辺機器の活用

キ 情報通信ネットワーク構築・運用管理の実習

(3) ビジネス情報システムの開発

ア 販売情報の分析と活用

イ 財務情報の分析と活用

ウ システム開発の手法

エ システム開発の手順

オ ビジネス情報システム開発の実習

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，実践的・体験的学習を通して，情報通信ネットワ

ークの構築・運用管理及びビジネス情報システムの開発に関する知識と

技術を習得させること。

イ 内容の(2)と(3)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，いず

れかの項目を選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，ビジネスの諸活動において情報を共有す

ることの意義や必要性を扱うこと。イについては，情報システムを構築

し，業務を合理化・効率化している具体的な事例を扱うこと。ウについ

ては，不正アクセス，コンピュータウイルス，災害などから情報や情報

通信ネットワークなどを保護する方法を扱うこと。

イ 内容の(2)のキについては，ビジネスに関する情報を処理するための

情報通信ネットワークの構築と運用管理を行う実習をさせること。

ウ 内容の(3)のアについては，売上成長率や損益分岐点などの販売情報
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を分析し，活用する方法を扱うこと。イについては，企業の収益性や安

全性などの財務情報を分析し，活用する方法を扱うこと。オについては，

販売情報システムや財務情報システムの開発を行う実習をさせること。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 商業に関する各学科においては，「ビジネス基礎」及び「課題研究」を原 (1) 商業に関する各学科においては，「ビジネス基礎」及び「課題研究」を原

則としてすべての生徒に履修させること。 則としてすべての生徒に履修させること。

(2) 「財務会計Ⅱ」については，原則として，「財務会計Ⅰ」を履修した後に (2) 地域や産業界との連携を図り，就業体験を積極的に取り入れるとともに，

履修させるものとする。 社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。

(3) 地域や産業界との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験を積極 ２ 各科目の指導に当たっては，実践的・体験的学習を重視するとともに，コン

的に取り入れるとともに，社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努め ピュータや情報通信ネットワークなどの活用を図り，学習の効果を高めるよう

ること。 配慮するものとする。

２ 各科目の指導に当たっては，実践的・体験的学習を重視するとともに，コン ３ 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科目を

ピュータや情報通信ネットワークなどの活用を図り，学習の効果を高めるよう 履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示し

配慮するものとする。 たものであり，学校において必要がある場合には，この事項にかかわらず指導

３ 実験・実習を行うに当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環境 することができること。

を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意するもの ４ 実験・実習を行うに当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環境

とする。 を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意するもの

とする。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第４節 水 産 第４節 水 産

第１款 目 標 第１款 目 標

水産や海洋の各分野における基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，水産業 水産や海洋の各分野における生産や流通，環境などに関する基礎的・基本的な

及び海洋関連産業の意義や役割を理解させるとともに，水産や海洋に関する諸課 知識と技術を習得させ，水産業及び海洋関連産業の意義や役割を理解させるとと

題を主体的，合理的に，かつ倫理観をもって解決し，持続的かつ安定的な水産業 もに，それらの諸課題を主体的，合理的に解決し，それらの産業の充実と社会の

及び海洋関連産業と社会の発展を図る創造的な能力と実践的な態度を育てる。 発展を図る創造的な能力と実践的な態度を育てる。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 水産海洋基礎 第１ 水産基礎

１ 目 標 １ 目 標

水産や海洋に関する基礎的な知識と技術を習得させるとともに，水産業や 水産や海洋に関する基礎的な知識と技術を習得させるとともに，水産業や

海洋関連産業が国民生活に果たしている役割を理解させる。 海洋関連産業が国民生活に果たしている役割を理解させる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 海のあらまし (1) 海のあらまし

ア 日本の海 ア 海と生活

イ 世界の海 イ 海と生物

ウ 海と食生活・文化・社会 ウ 海の環境と保全

エ 海と生物 (2) 水産業と海洋関連産業のあらまし

オ 海と環境 ア 食生活と水産物
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(2) 水産業と海洋関連産業のあらまし イ とる漁業，つくる漁業と資源管理

ア 船と暮らし ウ 水産物の加工と流通

イ とる漁業・つくり育てる漁業と資源管理 エ 海洋関連産業

ウ 水産物の流通と加工 (3) 船のあらまし

エ 海洋関連産業 ア 船の種類と役割

(3) 基礎実習 イ 船の運航

ア 水産・海洋生物の採集 (4) 基礎実習

イ 水産・海洋生物の飼育 ア 共通実習

ウ 食品加工 イ 課題実習

エ 海洋実習

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，海，水産物及び船の全体を概観させるとともに， ア 指導に当たっては，海，水産物及び船の全体を概観させるとともに，

生徒の興味・関心や目的意識を高め，学習への意欲を喚起するようにす 生徒の興味・関心や目的意識を高め，学習への意欲を喚起するよう留意

ること。 すること。

イ 内容の(1)については，我が国の魚食文化などを取り上げる中で，海， イ 内容の(1)については，河川，湖沼等陸水も含めて扱うこと。イにつ

水産物及び船と生活とのかかわりについて理解させること。 いては，魚介類の飼育や観察等の基礎的な内容を扱うこと。ウについて

ウ 内容の(2)については，具体的な事例を通して，水産業や海洋関連産 は，海や地域の陸水の環境調査等，体験的な学習を取り入れること。

業の重要性を理解させるとともに，これらの産業に従事する者としての ウ 内容の(2)については，食生活や海洋性レクリエーションなどの身近

使命や責任なども取り上げ，卒業後の進路と関連付けて考えさせること。 な事例を通して，水産業や海洋関連産業の重要性について理解させるこ

エ 内容の(3)については，安全確保に十分留意し、地域の実態や時期等 と。

に応じて計画的に適切な実習内容を設定すること。 エ 内容の(4)のアについては，操艇，結索，各種泳法，遠泳及び体験乗

船を扱うこと。イについては，地域の実態や学科の特色等に応じて，適

切な課題を設定すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，河川，湖沼等陸水も含め，海と人間とのかか ア 内容の(1)については，海と人間とのかかわり，水産資源及び海洋環

わり，我が国の食生活における水産物の意義や役割，水産資源及び海洋 境の保全と管理等について基礎的な内容を扱うこと。
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環境の保全と管理，海洋関連法規などについて，基礎的な内容を扱うこ イ 内容の(2)については，我が国の食生活における水産物の意義や役割，

と。エについては，魚介類の飼育や観察などの基礎的な内容を扱うこと。 我が国や世界の水産物の需給の現状，資源管理型漁業及び栽培漁業の重

オについては，海や地域の陸水の環境調査などを通して，海や河川の水 要性，水産物の加工及び製造法，水産物の流通の仕組み，海洋性レクリ

質保全などの基礎的な内容を扱うこと。 エーションなどの海洋関連産業の現状等について，基礎的な内容を扱う

イ 内容の(2)のアについては，船の種類と役割などについて,基礎的な内 こと。

容を扱うこと。イについては，資源管理型漁業及びつくり育てる漁業の ウ 内容の(3)については，船の沿革，船の種類と役割，船の運航，機関

重要性について扱うこと。ウについては，我が国や世界の水産物需給の の操作等について基礎的な内容を扱うこと。

現状などについて扱うこと。エについては，海洋性レクリエーションな

どの海洋関連産業の現状などについて，基礎的な内容を扱うこと。

ウ 内容の(3)のエについては，操船及び水泳を中心に扱い，地域や学科

の特色に応じて，結索，漕艇，体験乗船，海洋観測，各種泳法，ダイビ
そう

ングなどについても扱うこと。

第２ 課題研究 第２ 課題研究

１ 目 標 １ 目 標

水産や海洋に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して， 水産や海洋に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，

専門的な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発 専門的な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発

的，創造的な学習態度を育てる。 的，創造的な学習態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 調査，研究，実験 (1) 調査，研究，実験

(2) 作品製作 (2) 作品製作

(3) 産業現場等における実習 (3) 産業現場等における実習

(4) 職業資格の取得 (4) 職業資格の取得

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(4)までの中 ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(4)までの中
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から，個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は から，個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は

内容の(1)から(4)までの２項目以上にまたがる課題を設定することがで 内容の(1)から(4)までの２項目以上にまたがる課題を設定することがで

きること。 きること。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるようにすること。 イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第３ 総合実習 第３ 総合実習

１ 目 標 １ 目 標

水産や海洋の各分野に関する総合的な知識と技術を習得させ，安全を重ん 水産や海洋の各分野に関する総合的な知識と技術を習得させ，安全を重ん

じ技術の改善を図るとともに，実務に活用する能力と態度を育てる。 じ技術の改善を図るとともに，実務に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 海洋漁業実習 (1) 海洋漁業実習

(2) 海洋工学実習 (2) 海洋工学実習

(3) 情報通信実習 (3) 情報通信実習

(4) 資源増殖実習 (4) 栽培漁業実習

(5) 水産食品実習 (5) 水産食品実習

(6) その他の水産・海洋実習 (6) その他の水産・海洋実習

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(1)から(6)までの中から，地域の実態や学科の特色，生徒の進 ア 内容の(1)から(6)までの中から，地域の実態や学科の特色，生徒の進

路希望等に応じて，一つ又は二つの項目を選択して取り扱うこと。 路希望等に応じて，一つ又は二つの項目を選択して取り扱うこと。

イ 指導に当たっては，安全管理や事故防止，衛生管理等の指導の徹底を イ 内容の(1)及び(2)において，漁業乗船実習や機関乗船実習を行う場合

図ること。 には，安全管理や事故防止の指導の徹底を図ること。また，乗船実習の

ウ 指導に当たっては，安全な船舶の運航や食品の供給など水産業や海洋 一環として，外地寄港地活動や海事実務英語等を扱うこと。

関連産業に従事する者としての使命や責任，環境保全やエネルギーの有 ウ 内容の(1)については，漁業乗船実習及び漁業生産実習を行うことと

効活用などについて，総合的に理解させること。 するが，いずれかを選択して扱うことができること。

エ 内容の(2)については，機関乗船実習，機械工作実習及び海洋機器実
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習を行うこととするが，いずれかを選択して扱うことができること。な

お，機関乗船実習については，必要に応じ，陸上の実習施設等を利用し

て行うことができること。また，海洋機器実習については，機関工学的

内容又は海洋開発的内容を選択して扱うことができること。

オ 内容の(5)については，地域や学校の実態，生徒の進路希望等に応じ

て，適切な食品を選択すること。その際，必要に応じ，農畜産物を取り

上げることもできること。

カ 内容の(1)，(2)，(4)及び(6)において，ダイビング等の実習を行う場

合には，事前の健康診断や器具の点検等安全に十分留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，漁業乗船実習及び漁業生産実習を行うことと

するが，いずれかを選択して扱うことができること。また，漁業乗船実

習の一環として，外地寄港地活動や海事実務英語などを扱うこと。

イ 内容の(2)については，機関乗船実習，機械工作実習及び海洋機器実

習を行うこととするが，いずれかを選択して扱うことができること。ま

た，機関乗船実習の一環として，外地寄港地活動や海事実務英語などを

扱うこと。なお，機関乗船実習については，必要に応じ，陸上の実習施

設等を利用して行うことができること。また，海洋機器実習については，

機関工学的内容又は海洋開発的内容を選択して扱うことができること。

ウ 内容の(5)については，地域の実態や生徒の進路希望等に応じて，適

切な食品を選択すること。その際，必要に応じ，農畜産物を取り上げる

こともできること。

エ 内容の(1)，(2)，(4)及び(6)において，ダイビングやマリンスポーツ

などの実習を行う場合には，事前の健康診断や器具の点検等安全に十分

留意して行うこと。

第４ 海洋情報技術 第４ 水産情報技術

１ 目 標 １ 目 標

社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情 社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，コ
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報機器や情報通信ネットワークに関する知識と技術を習得させ，水産や海洋 ンピュータの取扱いや保守に関する知識と技術を習得させ，水産や海洋の各

の各分野で情報技術を主体的に活用する能力と態度を育てる。 分野で情報システム技術を活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 産業社会と情報技術 (1) 情報社会とコンピュータの役割

(2) 情報モラルとセキュリティ ア 産業社会と情報の役割

ア 情報モラル イ 情報のモラルと管理

イ 情報のセキュリティ管理 (2) コンピュータのあらまし

(3) 情報機器の仕組みと情報の表現 ア コンピュータの基本的な機能と構成

ア 情報機器の仕組み イ 各装置の仕組み

イ 情報のディジタル化と情報処理 (3) ソフトウェア

(4) ソフトウェア ア ソフトウェアの体系

ア ソフトウェアの体系 イ アプリケーションソフトウェアの使用法

イ アプリケーションソフトウェアの使用法 ウ オペレーティングシステム

ウ オペレーティングシステム エ プログラミング

エ プログラミング (4) コンピュータと通信

(5) 情報通信ネットワーク ア 情報通信ネットワーク

ア 情報通信ネットワークの概要 イ データの処理

イ 情報通信ネットワークの活用 ウ 水産情報システム

(6) 水産や海洋における情報の応用 (5) 水産，海洋における情報の応用

ア 海洋の環境情報システム ア 船舶運航の計測・制御システム

イ 海洋の観測，測量システム イ 防災及び安全システム

ウ 船舶運航の計測・制御システム ウ 海洋の観測，測量システム

エ 船舶運航の通信システム (6) ハードウェアと自動制御

オ 防災及び安全システム ア 情報の表現

カ 水産情報システム イ コンピュータの回路

ウ 中央処理装置と付加装置

エ 自動制御

(7) データ通信システム
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ア データ通信システムの概要

イ データ伝送と通信技術

ウ 通信回線と通信方式

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，実際に情報機器や情報通信ネットワークを活用で ア 指導に当たっては，実験・実習を中心として取り扱うこと。

きるように実習を中心として取り扱うこと。 イ 内容の(5)から(7)までについては，学科の特色や生徒の進路希望等に

イ 内容の(6)については，学科の特色や生徒の進路希望等に応じて，扱 応じて，扱わないことができること。

わないことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，情報化の進展が社会や産業に及ぼしている影 ア 内容の(1)のイについては，著作権やプライバシーの保護など情報モ

響と情報の意義や役割などについて扱うこと。 ラルの必要性と個人情報のセキュリティ管理の方法を扱うこと。

イ 内容の(2)については，個人のプライバシーや著作権など知的財産の イ 内容の(3)については，基本的なアプリケーションソフトウェアの使

保護，収集した情報の管理，発信する情報に対する責任などの情報モラ 用方法を習得させるとともに，オペレーティングシステムを使用しての

ル及び情報のセキュリティ管理の重要性について扱うこと。 ファイル管理，プログラミング等の基礎的な内容を扱うこと。

ウ 内容の(4)については，オペレーティングシステムを使用してのファ ウ 内容の(4)については，情報通信ネットワークを利用した情報の検索，

イル管理，プログラミングなどの基礎的な内容を扱うこと。 収集，処理，発信などの基礎的な内容を扱うこと。水産情報システムに

エ 内容の(5)については，情報通信ネットワークの基本的な仕組みや情 ついては，水産物流通に関する基礎的な情報システムを扱うこと。

報通信ネットワークを利用した情報の検索，収集，処理，分析，発信な エ 内容の(5)については，船舶運航や管理に関するシステム，沿岸と海

どの基礎的な内容を扱うこと。また，情報通信ネットワークにおけるセ 中の安全救助や監視に関するシステム，気象や海象に関するデータ収集，

キュリティ管理の方法について扱うこと。 分析等の基礎的な内容を扱うこと。

オ 内容の(6)については，水質など海洋に関する環境情報システム，気 オ 内容の(6)のイ及びエについては，基礎的な内容を扱い，理論的に深

象や海象に関するデータ収集や分析等のシステム，船舶運航や管理，通 入りしないこと。

信に関するシステム，沿岸と海中の安全救助や監視に関するシステムな

どの基礎的な内容を扱うこと。カについては，食品トレーサビリティシ

ステムを実施するために有効な情報管理の手段などについて基礎的な内

容を扱うこと。
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第５ 水産海洋科学

１ 目 標

水産や海洋の各分野における知識と技術を習得させ，水産や海洋に関する

諸課題について科学的に探究するとともに，水産業及び海洋関連産業の充実

を図る能力と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 海洋と生活

ア 海洋の知識

イ 水産資源の育成と漁業

ウ 水産物の需給と流通

エ 食品としての水産物

オ 船舶の役割

カ 水産業と海洋関連産業

(2) 海洋の科学

ア 海洋の地形と海水の組成

イ 海洋と生命

ウ 海洋と気象

エ 海洋の資源・エネルギー

オ 深海の世界

カ 海洋と環境問題

(3) 海洋の新しい展開

ア 海洋の新たな活用

イ 水産物の高度利用

(4) 海洋に関する探究活動

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす
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る。

ア 指導に当たっては，「水産海洋基礎」との関連も考慮しながら，生徒

や地域の実態に応じて，学習内容の深化を図るようにすること。

イ 内容の(2)については，海洋について科学的に概観させるとともに，

海洋に関連する環境問題などの実態を理解させること。

ウ 内容の(3)については，地域産業の活性化を図る活動を主体的に立案，

実施させるようにし，地域の活性化に貢献できる能力と態度を身に付け

させるようにすること。

エ 内容の(4)については，内容の(1)から(3)までの中から，適切な研究

課題を設定し，課題を探求する活動を通して，科学的な見方や考え方，

自発的な学習態度の育成を図ること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，水産業及び海洋関連産業，地域生活における

海洋の役割について扱うこと。また，これからの我が国の水産業や海洋

関連産業の展望と課題についても扱うこと。

イ 内容の(2)のエについては，化石燃料，海底鉱物資源などを扱うこと。

カについては，異常気象，海洋環境保全などについて基礎的な内容を扱

うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，海が持つ多面的機能及びその活用方法に

ついて扱うこと。イについては，未利用資源及び有効成分の利用につい

て基礎的な内容を扱うこと。

第６ 漁業 第５ 漁業

１ 目 標 １ 目 標

漁業に関する知識と技術を習得させ，資源管理と漁業経営について理解を 漁業に関する知識と技術を習得させ，資源管理について理解を深めさせる

深めさせるとともに，漁業における生産性の向上を図る能力と態度を育てる。 とともに，生産性の向上を図る能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容
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(1) 漁業と水産生物 (1) 漁業と水産生物

ア 漁業の意義と沿革 ア 漁業の意義と沿革

イ 海洋環境と生物生産 イ 海洋環境と生物生産

ウ 漁場と漁場調査 ウ 漁場と漁場調査

エ 海の環境保全 エ 海の環境保全

(2) 水産資源と漁業管理 (2) 水産資源と漁業管理

ア 水産資源 ア 水産資源

イ 漁業管理 イ 漁業管理

(3) 漁業の技術 (3) 漁業の技術

ア 漁具と漁法 ア 漁具と漁法

イ 主な漁業と資源増殖 イ 漁具の構成と材料

ウ 漁具の構成と材料 ウ 漁業機械と計測機器

エ 漁業機械・計測機器・冷凍機械 (4) 漁業生産の基盤

(4) 漁業生産の基盤 ア 漁業制度と法規

ア 漁業制度と法規 イ 漁業をめぐる国際環境

イ 漁業をめぐる国際環境 ウ 漁業と情報

ウ 漁業と情報 エ 水産物の貿易と流通

エ 水産物の貿易と流通 (5) 漁業と漁業経営

オ 食品管理 ア 主な漁業と栽培漁業

(5) 漁業経営 イ 漁業経営

ア 漁業経営の仕組み

イ 経営組織と管理・運営

ウ 漁業経営の効率化

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，産業現場の見学や実験・実習を通して，適切な資 ア 指導に当たっては，実験・実習や産業現場の見学等を通して，具体的

源管理や漁業経営の改善の重要性について具体的に理解させること。 に理解させるよう留意すること。
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イ 内容の(5)のアについては，地域の実態や学科の特色等に応じて，主

要な沿岸漁業，沖合漁業，遠洋漁業及び魚介類や藻類等の栽培漁業の中

から適切なものを選択して生産に必要な知識と技術を習得させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，海の生態系，食物連鎖及び海の生産力に ア 内容の(1)のイについては，海の生態系，食物連鎖及び海の生産力に

ついて概要を扱うこと。エについては，環境汚染の防止など海の環境保 ついて，その概要を扱うこと。エについては，汚染防止等海の環境保全

全に必要な基礎的な内容を扱うこと。 に必要な基本的な内容を扱うこと。

イ 内容の(4)のアについては，漁業に関する法規や漁業協同組合などの イ 内容の(4)のアについては，漁業に関する法規や漁業協同組合等の概

概要を扱うこと。イについては，二百海里体制，国際漁業に関する条約 要を扱うこと。イについては，二百海里体制，国際漁業に関する条約や

や協定，漁業の国際協力などについて基礎的な内容を扱うこと。ウにつ 協定，漁業の国際協力等について基礎的な内容を扱うこと。ウについて

いては，漁業情報の種類，漁船の運航や漁況・海況に関する各種情報シ は，漁業情報の種類，漁船の運航や漁況・海況に関する各種情報システ

ステムなどの基礎的な内容を扱うこと。エについては，水産物の需給と ムなどの基礎的な内容を扱うこと。エについては，水産物の需給と消費，

消費，水産物の輸出入，流通過程などの基礎的な内容を扱うこと。オに 水産物の輸出入，流通過程などの基礎的な内容を扱うこと。

ついては，危害分析重要管理点手法や食品トレーサビリティシステムに ウ 内容の(5)のイについては，漁業経営の特性，経営分析及び経営の改

ついて基礎的な内容を扱うこと。 善について基礎的な内容を扱うこと。また，簿記の基礎的な内容に触れ

ウ 内容の(5)のアについては，漁業経営の特性など経営に関する基礎的 ること。

な内容を扱うこと。イについては，経営分析や事業計画について基礎的

な内容を扱うこと。また，簿記の基礎的な内容に触れること。ウについ

ては，新たな漁業経営の取組など経営の改善について基礎的な内容を扱

うこと。

第７ 航海・計器 第６ 航海・計器

１ 目 標 １ 目 標

船舶を安全かつ適切に航海させるために必要な知識と技術を習得させ，実 船舶を安全かつ適切に航海させるために必要な知識と技術を習得させ，実

際に漁業生産など海上業務に活用する能力と態度を育てる。 際に漁業生産に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 航海の概要 (1) 航海の仕組み

ア 航海の意義と沿革 ア 航海の意義と沿革
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イ 航海と航法 イ 航海計画

ウ 航海と計算 ウ 航海と計算

(2) 航海に関する情報 (2) 航海に関する情報

ア 航海と情報 ア 航海と情報

イ 海図と航路標識 イ 海図と航路標識

ウ 海流や潮汐の概要 ウ 海流や潮汐の概要
せき せき

(3) 計器と航法 (3) 計器と航法

ア 基本航海計器 ア 基本航海計器

イ 地文航法 イ 沿岸航法と推測航法

ウ 電波航法 ウ 電波航法

エ 天文航法 エ 天文航法

(4) 航海計画 (4) 海上交通関係法規

(5) 海上交通関係法規 (5) 海事実務英語

(6) 海事実務英語

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(3)については，実験・実習を通して，船舶の安全な航海につ ア 内容の(3)については，実験・実習等を通して，具体的に理解を深め

いて具体的に理解させること。 させるよう留意すること。

イ 内容の(4)については，内容の(1)から(3)までと関連付けて扱う

とともにレーダ・自動衝突予防援助装置シミュレータや小型実習船を

活用して，理解を深めさせるようにすること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)のアについては，航海に必要な情報の収集と活用の方法を ア 内容の(2)のアについては，航海に関する情報の収集と活用を扱うこ

扱うこと。イについては，電子海図，各種の航路標識，信号などを扱う と。イについては，電子海図，各種の航路標識，信号等を扱うこと。

こと。 イ 内容の(3)のイについては，船位測定や衝突防止を中心として扱うこ

イ 内容の(3)のアについては，航海計器の基本的な操作方法などを扱う と。ウについては，レーダ・自動衝突予防援助装置シミュレータの操作，

こと。イについては，船位測定や衝突防止を中心として扱うこと。ウに 双曲線航法，衛星航法等を扱うこと。また，船位通報制度の概要を扱う
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ついては双曲線航法，衛星航法などを扱うこと。また，船位通報制度の こと。

概要を扱うこと。 ウ 内容の(4)については，海上衝突予防や海上交通安全及び港湾に関す

ウ 内容の(5)については，海上衝突予防，海上交通安全及び港湾に関す る法規を中心として扱うこと。

る法規を中心として扱うこと。 エ 内容の(5)については，航海に必要な基礎的な海事実務英語や外地寄

エ 内容の(6)については，航海に必要な海事実務英語や外地寄港地等に 港地等における基礎的な英会話を扱うこと。

おける英会話について基礎的な内容を扱うこと。

第８ 船舶運用 第７ 漁船運用

１ 目 標 １ 目 標

船舶を安全かつ適切に運用するために必要な知識と技術を習得させ，実際 漁船を安全かつ適切に運用するために必要な知識と技術を習得させ，実際

に漁業生産など海上業務に活用する能力と態度を育てる。 に漁業生産に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 船舶の概要 (1) 漁船の概要

ア 船舶の意義 ア 漁船の意義と沿革

イ 漁船の意義 イ 船の種類と船体構造

ウ 船の種類と船体構造 (2) 漁船の設備

(2) 船舶の設備 ア 操船・機関・通信設備

ア 操船・機関・通信設備 イ 甲板・安全設備

イ 係船・荷役設備 ウ 船内居住衛生設備

ウ 船用品 エ 漁業・保蔵設備

エ 安全・衛生設備 (3) 船務

オ 漁業設備 ア 乗組員の編成と職務

カ 冷凍・冷蔵設備 イ 船体の整備

(3) 船務 ウ ドックと検査

ア 乗組員の編成と職務 エ 通信

イ 船体の整備 (4) 操船

ウ ドックと検査 ア 操船の基本

エ 通信 イ 応用操船
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オ 保安の確保 ウ 海上気象と荒天運用

(4) 海上気象 エ 海難と応急

ア 海上気象の基礎 (5) 船内の安全と衛生

イ 日本近海の海上気象 ア 災害防止

(5) 操船 イ 救急処置

ア 操船の基本 ウ 船内消毒

イ 応用操船 (6) 船舶・船員・海洋関係法規

ウ 荒天運用

エ 海難と応急

(6) 船内の安全と衛生

ア 災害防止

イ 救急処置

ウ 船内消毒

(7) 船舶・船員・海洋関係法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)から(6)までについては，実験・実習を通して，船舶の安全 ア 内容の(2)から(4)までについては，実験・実習等を通して，具体的に

な運航・管理について具体的に理解させること。 理解を深めさせるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，船舶の変遷を中心として扱うこと。イに ア 内容の(1)のアについては，漁船の変遷を中心として扱うこと。イに

ついては，漁船の定義，従業制限などを扱うこと。ウについては，船の ついては，船の種類と従業制限，船体構造等漁船の基本的な内容を扱う

種類や船体構造など船舶の基礎的な内容を扱うこと。 こと。

イ 内容の(3)のエについては，海上特殊無線や旗りゅう信号についても イ 内容の(3)のエについては，海上特殊無線や旗りゅう信号についても

扱うこと。オについては，船舶保安統括者及び船舶安全管理者についても 扱うこと。

扱うこと。 ウ 内容の(5)のイについては，捜索救助，応急医療，消火作業指揮等を

ウ 内容の(4)のアについては，気象要素や気団，前線などを扱うこと。 扱うこと。

イについては，我が国の各季節における気圧配置の特徴などについて扱
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うこと。

エ 内容の(6)のイについては，捜索救助，応急医療，消火作業指揮など

を扱うこと。

第９ 船用機関 第８ 船用機関

１ 目 標 １ 目 標

船舶の機関及びその運転と保安に関する知識と技術を習得させ，船舶及び 船舶の機関及びその運転と保安に関する知識と技術を習得させ，船舶を安

関係する機械装置を安全かつ効率的に運航，管理する能力と態度を育てる｡ 全かつ効率的に運航，管理する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 熱機関の概要 (1) 熱機関の概要

ア 熱機関の種類と変遷 ア 熱機関の種類と沿革

イ 熱機関に関する基礎 イ 熱機関に関する基礎

(2) 内燃機関 (2) 内燃機関

ア 内燃機関の概要 ア 内燃機関の概要

イ ディーゼル機関 イ ディーゼル機関

ウ ガソリン機関 ウ ガソリン機関

エ ガスタービン エ ガスタービン

オ 環境技術 (3) 推進装置

(3) 推進装置 ア 軸系

ア 軸系 イ プロペラ

イ プロペラ ウ 操船装置

ウ 操船装置 エ 速度と経済性

エ 小型船舶の推進装置 (4) 燃料と潤滑剤

オ 速度と経済性 (5) 補機

(4) 燃料と潤滑剤 ア ポンプ

(5) 補機 イ 油圧装置

ア ポンプ ウ 造水装置

イ 油圧装置 エ 環境汚染防止装置
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ウ 造水装置 (6) ボイラ，冷凍装置

エ 環境汚染防止装置 ア ボイラ

(6) ボイラ，冷凍装置 イ 冷凍・冷蔵装置

ア ボイラ ウ 空気調和装置

イ 冷凍・冷蔵装置 (7) 船舶の種類と運航，保安

ウ 空気調和装置 ア 船舶の種類と構造

(7) 船舶の運航と保安 イ 船舶の設備

ア 船舶の種類と構造 ウ 船内組織と職務

イ 船舶の設備 エ 損傷制御と安全衛生

ウ 船内組織と職務 オ 海事関係法規

エ 損傷制御と安全衛生 カ 海事実務英語

オ 海事関係法規

カ 海事実務英語

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，実験・実習を通して，船舶及び関係する機械装置 ア 指導に当たっては，実験・実習等を通して，具体的に理解を深めさせ

の安全な運航・管理について具体的に理解させること。 るよう留意すること。

イ 内容の(7)については，学科の特色や生徒の進路希望等に応じて，扱 イ 内容の(7)については，学科の特色や生徒の進路希望等に応じて，扱

わないことができること。 わないことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，熱機関の種類や変遷及び蒸気タービンについ ア 内容の(1)については，熱機関の種類や変遷及び蒸気タービンについ

て基礎的な内容を扱うこと。 て基礎的な内容を扱うこと。

イ 内容の(2)のイについては，ディーゼル機関の作動原理及び構造を扱 イ 内容の(2)のイについては，ディーゼル機関の作動原理及び構造を扱

うこと。ウについては，ガソリン機関の構造及び取扱いなどの概要を扱 うこと。ウ及びエについては，ガソリン機関及びガスタービンの概要を

うこと。エについては，ガスタービンの構造などの概要を扱うこと。オ 扱うこと。

については，船用機関における環境技術及び省エネルギー技術の概要を ウ 内容の(4)については，燃料と潤滑剤の種類や性質，船内積込み法，

扱うこと。 石油製品の管理，油清浄装置等について基礎的な内容を扱うこと。
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ウ 内容の(4)については，燃料と潤滑剤の種類や性質，船内積込み法， エ 内容の(7)のアについては，船舶の種類と構造の概要を扱うこと。イ

石油製品の管理，油清浄装置などについて基礎的な内容を扱うこと。 については，船舶の基本的な設備の操作を扱うこと。オについては，船

エ 内容の(5)のイについては，漁業機械や甲板機械及び海洋調査などに 舶の安全や執務一般などの海事に関する法規の基本的な内容を扱うこ

用いられる機器を扱うこと。 と。カについては，機関業務に必要な基礎的な海事実務英語や外地寄港

オ 内容の(7)のアについては，船舶の種類及び構造の概要を扱うこと。 地等における基礎的な英会話を扱うこと。

イについては，船舶の基本的な設備の操作を扱うこと。エについては，

船舶の安全や執務一般に関する基本的な内容を扱うこと。オについては，

海事に関する法規の基本的な内容を扱うこと。カについては，機関業務

に必要な海事実務英語や外地寄港地等における英会話について基礎的な

内容を扱うこと。

第10 機械設計工作 第９ 機械設計工作

１ 目 標 １ 目 標

機械の設計と工作に関する基礎的な知識と技術を習得させ，水産や海洋の 機械の設計と工作に関する基礎的な知識と技術を習得させ，水産や海洋の

工学的分野に活用する能力と態度を育てる。 工学的分野に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 機械設計工作の概要 (1) 機械設計工作の概要

ア 機械と設計工作の基礎 ア 機械と設計工作の基礎

イ 機械に働く力と運動 イ 機械に働く力と運動

ウ 材料の一般的性質 ウ 材料の一般的性質

(2) 機械設計 (2) 機械設計

ア 締結用機械要素 ア 締結用機械要素

イ 軸に関する機械要素 イ 軸に関する機械要素

ウ 歯車伝動装置とその他の機械要素 ウ 歯車伝動装置とその他の機械要素

(3) 機械製図 (3) 機械製図

ア 製図の基礎 ア 製図の基礎

イ 製作図 イ 製作図

ウ ＣＡＤ ウ コンピュータによる設計と製図
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エ 測定 エ 測定

(4) 機械材料 (4) 機械材料

ア 鉄鋼材料 ア 鉄鋼材料

イ 非鉄金属材料 イ 非鉄金属材料

ウ 複合材料 ウ 複合材料

(5) 機械工作 (5) 機械工作

ア 鋳造と鍛造 ア 鋳造と鍛造

イ 板金加工 イ 板金加工

ウ 溶接と切断 ウ 溶接と切断

エ 機械加工 エ 機械加工

オ 手仕上げと組立て オ 手仕上げと組立て

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，実験・実習を通して，水産や海洋分野における機 ア 指導に当たっては，実験・実習等を通して，具体的に理解を深めさせ

械設計について具体的に理解させること。 るよう留意すること。

イ 内容の(5)のアからオまでについては，地域の実態や学科の特色に応 イ 内容の(3)のウについては，学科の特色等に応じて，扱わないことが

じて，選択して扱うことができること。 できること。

ウ 内容の(5)のアからオまでについては，地域の実態や学科の特色等に

応じて，選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，流体力学の基礎的な内容についても扱う ア 内容の(1)のイについては，流体力学の基礎的な内容についても扱う

こと。 こと。

イ 内容の(4)のアについては，鉄と鋼，鋳鉄等の性質や用途などの基礎 イ 内容の(4)のアについては，鉄と鋼，鋳鉄等の性質や用途等の基礎的

的な内容を扱うこと。イについては，鉄鋼以外の金属や合金等の性質や な内容を扱うこと。イについては，鉄鋼以外の金属や合金等の性質や用

用途などの基礎的な内容を扱うこと。ウについては，繊維強化プラスチ 途等の基礎的な内容を扱うこと。ウについては，繊維強化プラスチック

ック等の複合材料や技術の進展に対応した素材の特性及び用途などにつ 等の複合材料やセラミック材料，超伝導材料，形状記憶合金などの新素

いて基礎的な内容を扱うこと。 材の性質や用途等の基礎的な内容を扱うこと。
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第11 電気理論 第10 電気工学

１ 目 標 １ 目 標

電気・電子に関する基礎的な知識と技術を習得させ，水産や海洋の各分野 電気に関する基礎的な知識と技術を習得させ，水産や海洋の各分野におい

において電気機器や電子機器を適切に取り扱う能力と態度を育てる。 て電気機器を適切に取り扱う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 電気回路の基礎 (1) 電気工学の基礎

ア 直流回路 ア 直流回路

イ 電気抵抗の性質 イ 静電気

ウ 電気エネルギー ウ 電流と磁気

エ 交流の性質と交流回路 エ 電磁誘導

(2) 電気と磁気 オ 交流と交流回路

ア 静電気 (2) 半導体と電子回路

イ 磁気 ア 半導体と半導体素子

ウ 電流と磁気 イ 電子回路

エ 電磁誘導 (3) 電気機器

(3) 半導体素子と電子回路 ア 同期機

ア ダイオードとトランジスタ イ 誘導機

イ 各種の半導体素子 ウ 変圧器

ウ 電子回路 エ 直流機

(4) 電気機器 オ 非常用電源装置

ア 同期機 (4) 電気計測と自動制御

イ 誘導機 ア 電気計器

ウ 変圧器 イ 計測

エ 直流機 ウ 自動制御の基礎

オ 非常用電源装置 エ 各種自動制御

(5) 電気計測と自動制御 (5) 配電・電気工事

ア 電気計器 ア 船内配電
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イ 計測 イ 工場配電

ウ 自動制御の基礎 ウ 電気工事

エ 自動制御の応用

(6) 配電・電気工事

ア 船内配電

イ 工場配電

ウ 電気工事

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，実験・実習を通して，水産や海洋の各分野におけ ア 指導に当たっては，水産や海洋の各分野における電気工学の基礎的な

る電気・電子に関する基礎的な理論について具体的に理解させること。 理論について理解させ，発電機，電動機などの動力装置，計測や制御機

イ 内容の(5)のエについては，生徒の実態や学科の特色に応じて扱わな 器及び電気施設や設備の運転保守ができるようにすること。

いことができること。 イ 指導に当たっては，実験・実習等を通して，具体的に理解を深めさせ

ウ 内容の(6)については，アからウまでの中から生徒の実態や学科の特 るよう留意すること。

色に応じて選択して扱うことができること。 ウ 内容の(5)については，アからウまでの中から選択して扱うことがで

きること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，直流回路と交流回路における諸定理や計算方 ア 内容の(1)については，電気現象，磁気現象，回路等の基礎的な内容

法の基礎的な内容を扱うこと。エについては，正弦波交流を中心として を扱うこと。

扱うこと。 イ 内容の(2)については，半導体素や電子回路等の基礎的な内容を扱う

イ 内容の(2)については，電気や磁気に関する現象の基礎的な内容を扱 こと。

うこと。 ウ 内容の(3)については，電気機器の原理，構造，運転，保守等の基礎

ウ 内容の(4)については，電気機器や電池，電源設備の原理，構造，運 的な内容を扱うこと。

転，保守などの基礎的な内容を扱うこと。 エ 内容の(5)については，発電，送電，配電，電気工事等の基礎的な内

エ 内容の(5)のウについては，自動制御の概要や論理回路などについて 容を扱うこと。

基礎的な内容を扱うこと。

オ 内容の(6)については，発電，送電，配電，電気工事などの基礎的な
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内容を扱うこと。

第12 電気通信理論

１ 目 標

電気通信に関する知識と技術を習得させ，実際に通信業務に活用する能力

と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 電気回路

ア 直流回路

イ 電気抵抗の性質

ウ 電気エネルギー

エ 交流の性質と交流回路

(2) 電気と磁気

ア 静電気

イ 磁気

ウ 電流と磁気

エ 電磁誘導

(3) 半導体素子と集積回路

ア ダイオードとトランジスタ

イ 電界効果トランジスタ

ウ 各種の半導体素子，マイクロ波管

エ ディジタルIC，リニアIC

(4) 基礎電子回路と応用電子回路

ア 増幅回路

イ 発振回路

ウ 変調・復調回路

エ 整流回路

オ パルス回路
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(5) マイクロ波回路とアンテナ

ア マイクロ波回路

イ マイクロ波回路の種類と特徴

ウ アンテナの種類と特性

エ 給電線の種類と特徴

(6) 電波の伝わり方

ア 電波の伝搬特性

イ 伝搬上の諸現象

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，電気，電子や各種半導体素子の構造及び特徴並び

に電子回路に関する基礎的な知識を習得させるよう留意すること。

イ 指導に当たっては，実験・実習等を通して，具体的に理解を深めさせ

るよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)から(3)までについては，基礎計測についても扱うこと。

イ 内容の(4)のオについては，パルスの基本原理，波形変換回路，サン

プリング方法などの基礎的な内容を扱うこと。

ウ 内容の(5)のア及びイについては，分布定数回路，導波管を用いた立

体回路や四端子回路網等を扱うが，専門的に深入りしないこと。

第12 移動体通信工学 第11 通信工学

１ 目 標 １ 目 標

船舶など移動体における通信工学に関する知識と技術を習得させ，電子機 通信工学及び情報通信に関する知識と技術を習得させ，電子機器の取扱い

器の取扱いや通信業務に活用する能力と態度を育てる。 や通信業務に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容
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(1) 移動体通信の概要 (1) 通信の種類と設備

ア 通信の種類 ア 電波や光による情報の伝送

イ 移動体通信 イ 通信の種類

ウ 電波や光による情報の伝送 ウ 無線局の設備と特徴

エ 無線局の設備と特徴 (2) 無線通信機器と電源設備

(2) 無線通信機器 ア 送信機，受信機

ア 無線通信機器の基礎回路 イ マイクロ波通信装置

イ 送信機，受信機 ウ 遭難及び安全通信設備

ウ マイクロ波通信装置 エ 非常電源，携帯電源

エ 遭難及び安全通信設備 オ 発電機，電動機

(3) マイクロ波回路とアンテナ (3) 有線通信機器

ア マイクロ波回路 ア データ通信機器

イ マイクロ波回路の種類と特徴 イ 伝送理論と伝送技術

ウ アンテナの種類と特性 ウ 各種ケーブルと光通信

エ 給電線の種類と特徴 エ 交換技術

(4) 電波の伝わり方 (4) 航海用電子機器

ア 電波の伝搬特性 ア レーダ

イ 伝搬上の諸現象 イ 双曲線航法機器，衛星航法機器

(5) 航海用電子機器 ウ ソナー

ア レーダ エ その他の電子機器

イ 双曲線航法機器，衛星航法機器 (5) 応用電子計測

ウ ソナー ア 電子計測機器

エ その他の電子機器 イ 送信機の測定

(6) 応用電子計測 ウ 受信機の測定

ア 電子計測機器 エ マイクロ波と光の測定

イ 送信機の測定 オ アンテナ及び電波の測定

ウ 受信機の測定 (6) 通信関係法規，通信英語，通信地理

エ マイクロ波と光の測定 ア 通信法規

オ アンテナ及び電波の測定 イ 通信英語
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ウ 通信地理

(7) 通信の実技

ア 送受信の実技

イ 通信運用

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，実験・実習を通して，船舶など移動体における通 ア 指導に当たっては，各種電子機器の原理や性能，用途，設備管理等に

信について具体的に理解させること。 ついて総合的に理解させ，電子技術の進展に対応できる能力を育成する

よう留意すること。

イ 指導に当たっては，実験・実習等を通して，具体的に理解を深めさせ

るよう留意すること。

ウ 内容の(6)については，アからウまでのいずれかを選択して扱うこと

ができること。

エ 内容の(7)については，ア又はイのいずれかを選択して扱うことがで

きること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，船舶など移動体における通信の変遷や構 ア 内容の(2)については，無線通信機器の基本的な原理や機器の構成等

成，各種通信サービスなどの基礎的な内容を扱うこと。 について理解させるとともに，運用に必要な基礎的な内容を扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，発振回路や変調・復調回路などの基礎的 ウについては，GMDSSを中心として扱うこと。オについては，発電機，

な内容を扱うこと。イについては，無線通信機器の原理や機器の構成な 電動機，インバータ及びコンバータを扱うこと。

どについて基礎的な内容を扱うこと。エについては，海上における遭難 イ 内容の(3)のイについては，アナログ及びディジタル伝送の基本的な

及び安全に関する世界的な制度を中心として扱うこと。 内容を扱うこと。ウについては，各種ケーブルや光通信機器の基本的な

ウ 内容の(3)のア及びイについては，分布定数回路や導波管を用いた立 内容を扱うこと。

体回路，四端子回路網などについて基礎的な内容を扱うこと。

エ 内容の(5)については，各種電子機器の原理や性能，用途などについ

て基礎的な内容を扱うこと。

オ 内容の(6)については，電圧計やオシロスコープなどの基礎的な内容
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を扱うこと。

第13 海洋通信技術

１ 目 標

有線通信及び情報通信の運用に関する知識と技術を習得させ，実際に通信

業務に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 有線通信機器

ア 有線によるデータ通信の基礎

イ 端末設備の技術

ウ ネットワークの技術

エ 情報セキュリティの技術

オ 接続工事の技術

(2) 通信関係法規

ア 電波法及び関係法規

イ 国際通信関係法規

ウ 有線通信関係法規

エ 海事関係法規

(3) 通信英語

ア 無線通信に使用される英語

イ 重要通信の通信文例

(4) 通信交通地理

ア 日本の通信交通地理

イ 世界の通信交通地理

(5) 通信の実技

ア 送受信の実技

イ 通信運用
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３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，実験・実習を通して，船内における有線通信技術

と通信業務について具体的に理解させること。

イ 内容の(2)のアからエまでについては，生徒の実態や学科の特色に応

じて，選択して扱うことができること。

ウ 内容の(3)から(5)までについては，生徒の実態や学科の特色に応じて

選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，端末設備やネットワークの伝送技術，種類，

構造などの基礎的な内容を中心に扱うこと。オについては，各種ケーブ

ルの製作や保守方法などについても扱うこと。

イ 内容の(3)のイについては，遭難通信，緊急通信，安全通信などの通

信文例を扱うこと。

ウ 内容の(4)のアについては，海上用無線航行陸上局の配置や開港，漁

港などの所在地について扱うこと。イについては，海岸地球局の配置や

日本の漁船の主要寄港地などについて扱うこと。

エ 内容の(5)のアについては，モールス符号による和文・欧文の受信と

手送りによる送信などについて扱うこと。

第14 資源増殖 第13 栽培漁業

１ 目 標 １ 目 標

水産増養殖に関する知識と技術を習得させ，安全な水産物の資源増殖と生 水産増養殖に関する知識と技術を習得させ，栽培漁業に活用し，生産性の

産性の向上に活用する能力と態度を育てる。 向上を図る能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 資源増殖の概要 (1) 栽培漁業の概要

ア 増養殖技術の変遷 (2) 種苗生産
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イ 増養殖技術 ア 天然種苗

ウ 種苗生産 イ 人工種苗

(2) 飼料・餌料 ウ 初期餌料
じ じ

ア 養魚飼料の現状と特徴 (3) 栽培技術

イ 魚介類の摂餌，消化，吸収，栄養要求 ア 増殖
じ

ウ 初期餌料 イ 養殖
じ

エ 飼料原料と配合飼料 (4) 飼料

(3) 病気と病害対策 ア 養魚飼料の現状と特徴

ア 病気の種類と流行 イ 魚介類の摂餌，消化，吸収

イ 病気の診断と対策 ウ 魚介類の栄養要求

(4) 生産物の安全管理と環境対策 エ 飼料原料と配合飼料

(5) 水産育種とバイオテクノロジー (5) 病気

(6) 主な増養殖技術 ア 病気の種類と流行

ア 海洋動物 イ 病気の診断と対策

イ 海洋植物 (6) 水産育種とバイオテクノロジー

(7) 経営と流通 ア 水産育種の意義

イ バイオテクノロジーの種類と技術

(7) 主な栽培漁業

ア 水産動物と水産植物

イ 経営と流通

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，産業現場の見学や実験・実習を通して，水産増養 ア 指導に当たっては，実験・実習や産業現場の見学等を通して，具体的

殖による生産性の向上と環境保全の重要性について具体的に理解させる に理解を深めさせるよう留意すること。

こと。 イ 内容の(5)から(7)までについては，地域の実態や学科の特色，生徒の

イ 内容の(3)から(6)までについては，地域の実態や学科の特色に応じて， 進路希望等に応じて，選択して扱うことができること。また，(7)につ

選択して扱うことができること。 いては，ア又はイのいずれかを選択して扱うことができること。
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ウ 内容の(6)については，地域の実態や学科の特色に応じて，適切な増 ウ 内容の(7)のアについては，地域の実態や学科の特色等に応じて，我

養殖対象種を選定すること。 が国や地域の主要な栽培漁業の中から適切なものを選択して生産に必要

な知識と技術を習得させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，水産資源の維持や増大に果たしている資源増 ア 内容の(1)については，水産資源の維持や増大に果たしている栽培漁

殖の意義，変遷，現状及び今後の展望を扱うこと。イについては，主な 業の意義と沿革及び現状と今後の展望を扱うこと。

増養殖技術について基礎的な内容を扱うこと。 イ 内容の(2)のア及びイについては，魚介類及び藻類に関する種苗生産

イ 内容の(2)については，一般的に使用されている飼料を扱うこと。ま について基礎的な内容を扱うこと。

た，初期餌料については，その培養技術も扱うこと。 ウ 内容の(3)のアについては，水産生物の繁殖保護の方法や種苗の移植，
じ

ウ 内容の(3)については，病気の種類やその対策などについて基礎的な 放 流，産卵場等の環境改善，漁業管理等の基礎的な知識と技術を扱う

内容を扱うこと。病害対策については，持続的養殖生産確保法などの関 こと。イについては，養殖の方法や養殖施設，品質管理と生産性の向上

係法規も扱うこと。 などの基礎的な知識と技術を扱うこと。

エ 内容の(4)については，食品トレーサビリティシステムなど安全管理 エ 内容の(4)については，一般的に使用されている飼料を扱うこと。餌

に関する知識と技術や環境汚染の防止に関する対策について扱うこと。 料については，(2)のウで扱うこと。

オ 内容の(5)については，育種やバイオテクノロジーの概要，種類や技 オ 内容の(6)については，水産分野における育種やバイオテクノロジー

術について基礎的な内容を扱うこと。 の意義及び今後の展望について触れるとともに，バイオテクノロジーの

カ 内容の(7)については，養殖業の経営の特性について，漁業協同組合 基礎的な知識と技術を扱うこと。

と金融，共済制度などと関連させて基礎的な内容を扱うこと。また，簿 カ 内容の(7)のイについては，栽培漁業の経営の特性について，漁業協

記の基礎的な内容と経営や流通の合理化について触れること。 同組合と金融，共済制度などと関連させて基礎的な内容を理解させるこ

と。また，簿記の基礎的な内容と経営や流通の合理化について触れるこ

と。

第15 海洋生物 第14 水産生物

１ 目 標 １ 目 標

海洋生物に関する基礎的な知識と実験・観察の技法を習得させ，水産資源 水産生物に関する基礎的な知識と実験・観察の技法を習得させ，栽培漁業

の管理や有効利用に活用する能力と態度を育てる。 に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 海洋動物 (1) 水産動物
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ア 海洋動物の生活 ア 水産動物の生活

イ 主な海洋動物 イ 主な水産動物

(2) 海洋植物 (2) 水産植物

ア 海洋植物の生活 ア 水産植物の生活

イ 主な海洋植物 イ 主な水産植物

(3) プランクトン (3) プランクトン

(4) 未利用資源 (4) 水産生物実験

(5) 水産資源管理 ア 水産動物実験

ア 水産資源の特徴 イ 水産植物実験

イ 資源量の推定 ウ プランクトン実験

ウ 資源管理の方法

(6) 海洋生物実験

ア 海洋動物実験

イ 海洋植物実験

ウ プランクトン実験

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，飼育，観察，調査等の実験・実習を通して，水産 ア 指導に当たっては，飼育，観察，調査等の実験・実習を通して，具体

資源の管理や有効な活用について具体的に理解させること。 的に理解を深めさせるよう留意すること。

イ 内容の(1)及び(2)については，地域の実態や学科の特色に応じて，い イ 内容の(1)及び(2)については，地域の実態や学科の特色等に応じて，

ずれかを重点的に扱うことができること。 いずれかを重点的に扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，海洋動物の生活と環境とのかかわり及び ア 内容の(1)のアについては，水産動物の生活と環境とのかかわり及び

生態系，水産資源等の中で海洋動物の果たす役割を扱うこと。 生態系，資源等の中で水産動物の果たす役割を扱うこと。イについては，

イ 内容の(2)のアについては，海洋植物の生活と環境とのかかわり及び 水産業とかかわりの深い水産動物を具体的に扱うこと。

生態系，水産資源等の中で海洋植物の果たす役割を扱うこと。 イ 内容の(2)のアについては，水産植物の生活と環境とのかかわり及び

ウ 内容の(3)については，海洋や湖沼等の生物生産にかかわりの深いプ 生態系，資源等の中で水産植物の果たす役割を扱うこと。イについては，
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ランクトンの種類と生態を扱うこと。 水産業とかかわりの深い水産植物を具体的に扱うこと。

エ 内容の(4)については，深海生物やバイオマスなどについても触れる ウ 内容の(3)については，海洋や湖沼等の生物生産にかかわりの深いプ

こと。 ランクトンの種類と生態を扱うこと。

オ 内容の(5)については，水産資源の持続的有効利用，漁獲可能量制度 エ 内容の(4)のアについては，基礎的な解剖，発生の観察，外部形態と

などについても触れること。 計測，野外観察及び標本作製を扱うこと。イについては，野外観察と採

カ 内容の(6)のアについては，基礎的な解剖，発生の観察，外部形態と 集，標本作製及び色素の検出を扱うこと。ウについては，採集方法，計

計測，野外観察，標本作製などを扱うこと。イについては，野外観察と 測方法等を扱うこと。

採集，標本作製，色素の検出などを扱うこと。ウについては，採集方法， オ 水産生物の学名を取り扱う場合は，水産業とかかわりの深い水産生物

計測方法などを扱うこと。 にとどめること。

第16 海洋環境 第15 海洋環境

１ 目 標 １ 目 標

海洋や陸水の環境に関する基礎的な知識と技術を習得させ，水産業や海洋 海洋や陸水の環境に関する基礎的な知識と保全技術を習得させ，栽培漁業

関連産業における環境保全に活用する能力と態度を育てる。 や海洋工事等に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 海洋環境管理 (1) 海洋環境管理の概要

ア 海洋環境管理の概要 (2) 海洋・陸水環境の保全

イ 海洋環境の保全 ア 海洋環境の保全

ウ 陸水環境の保全 イ 陸水環境の保全

エ 海洋環境関係法規 ウ 海洋環境関係法規

(2) 水産・海洋関連産業と環境保全 (3) 栽培漁業を取り巻く環境

ア 漁業・船舶と環境保全 ア 栽培漁業と環境保全

イ 資源増殖と環境保全 イ 海洋性レクリエーションと環境保全

ウ 海洋性レクリエーションと環境保全 (4) 漁場環境と調査

(3) 漁場環境と調査 ア 漁場環境の特性

ア 漁場環境の特性 イ 漁場の調査

イ 漁場の調査 (5) 海洋工事と環境保全

(4) 海洋工事と環境保全 ア 増養殖場の計画と設計
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ア 漁場造成技術 イ 漁場造成技術

イ ウォーターフロント開発 ウ ウォーターフロント開発と環境保全

ウ 環境改善技術 エ 環境改善技術

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，実験・実習を通して，海洋環境の保全の重要性を ア 指導に当たっては，実験・実習等を通して，具体的に理解を深めさせ

具体的に理解させること。 るよう留意すること。

イ 内容の(4)のアからウまでについては，地域の実態や学科の特色に応 イ 内容の(5)のアからエまでについては，地域の実態や学科の特色，生

じて，選択して扱うことができること。 徒の進路希望等に応じて，選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，海洋や河川，湖沼等の陸水の環境管理の ア 内容の(1)については，水産資源の維持や増大に果たしている海洋や

意義と沿革及び現状と今後の展望を扱うこと。イについては，オゾン層 陸水の環境管理の意義と沿革及び現状と今後の展望を扱うこと。

の破壊など地球環境の変化と海洋環境とのかかわり及び排水，油汚染な イ 内容の(2)のアについては，オゾン層の破壊，エルニーニョ現象など

どの環境要因の基礎的な内容を扱うこと。ウについては，陸水の環境要 地球環境の変化と海洋環境とのかかわり及び排水，油汚染等の環境要因

因の基礎的な内容を扱うこと。エについては，海洋環境に関する法規や の基礎的な内容を扱うこと。イについては，河川，湖沼等の陸水の環境

国際条約の目的と概要及び環境アセスメントの意義や役割について基礎 要因の基礎的な内容を扱うこと。ウについては，海洋環境に関する法規

的な内容を扱うこと。 や国際条約の概要及び環境アセスメントの意義や役割を扱うが，基本的

イ 内容の(2)のアについては，漁業に伴う廃棄漁具，船舶運航による排 な内容にとどめること。

出ガスやバラスト水などと環境とのかかわりを扱うこと。イについては， ウ 内容の(3)のアについては，栽培漁業における基礎的な環境要因及び

増養殖場における環境要因，海洋生物の生育に適する水質や自然条件な 水産生物の生育に適する水質や自然条件などの環境づくりを扱うこと。

どの環境づくりについて基礎的な内容を扱うこと。 イについては，遊漁などの海洋性レクリエーションと環境とのかかわり

ウ 内容の(3)のアについては，内水面，浅海及び増養殖場の環境特性を を扱うこと。

扱うこと。イについては，気象観測や水質，底質及び生物調査について エ 内容の(4)のアについては，内水面，浅海及び増養殖場の環境特性を

基本的な観測及び調査方法を扱うこと。 扱うこと。イについては，水質，底質，生物調査等の基本的な調査方法

エ 内容の(4)のアについては，人工漁場の造成技術など基礎的な内容を を扱うこと。

扱うこと。イについては，沿岸域の基本的な環境調査及び保全技術並び オ 内容の(5)のアについては，増養殖場の設置及び漁場の造成の基礎的

に海岸環境の保全と整備を扱うこと。ウについては，海洋生物の繁殖や な内容を扱うこと。イについては，基礎的な人工漁場の造成技術を扱う
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成長に必要な環境を造成するための基本的な技術などについて扱うこ こと。ウについては，沿岸域の基礎的な環境の調査及び保全技術並びに

と。 海岸環境の保全と整備を扱うこと。エについては，水産生物の繁殖や成

長などに必要な環境を造成するための基礎的な技術などについて，基本

的な機械等を含めて扱うこと。

第17 小型船舶 第16 操船

１ 目 標 １ 目 標

小型船舶の操縦に関する知識と技術を習得させ，安全かつ適切な操船を行 小型船舶の操縦に関する知識と技術を習得させ，安全かつ適切な操船を行

う能力と態度を育てる。 う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 小型船舶操縦者の心得及び遵守事項 (1) 小型船舶の概要

ア 水上交通の特性 ア 船舶の種類

イ 船長の心得 イ 船体の構造と設備

ウ 船長の遵守事項 (2) 小型船舶の運航

(2) 交通の方法 ア 運航管理

ア 一般水域での交通の方法 イ 航海，停泊

イ 港内での交通の方法 ウ 船務一般

ウ 特定海域での交通の方法 (3) 小型船舶の航海

エ 湖川・特定水域での交通の方法 ア 航海と計器

(3) 運航 イ 航路標識と水路図誌

ア 船体，設備及び装備品 ウ 潮汐と海流

イ 機関の取扱い エ 主な航法

ウ 操縦 (4) 小型船舶の運用

エ 航海の基礎 ア 操船の概要

オ 気象・海象 イ 船と人命の安全

カ 航海計画 ウ 気象と海象

キ 荒天航法と海難防止 (5) 小型船舶の機関

(4) 機関 ア 機関と附属装置
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ア 機関の保守整備 イ 燃料油と潤滑油

イ 機関故障時の対処 ウ 安全管理

(5) 小型船舶の取扱い (6) 海事関係法規

ア 発航前の準備及び点検 (7) 小型船舶の操船実技

イ 解らん・係留

ウ 結索

エ 方位測定

(6) 小型船舶の操縦

ア 基本操縦

イ 応用操縦

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，実験・実習を通して，小型船舶の安全な運航につ ア 指導に当たっては，実験・実習等を通して，具体的に理解を深めさせ

いて具体的に理解させること。 るよう留意すること。

イ 指導に当たっては，安全管理や事故防止について指導の徹底を図るこ イ 指導に当たっては，人命の安全や事故防止に十分留意すること。

と。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，小型船舶操縦者に必要な船員及び船舶と安全 ア 内容の(2)については，小型船舶の航海計画，航海準備，運航，航海

に関する法規の基本的な内容についても扱うこと。 中及び停泊中における乗組員の船務等の基礎的な内容を扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，海上衝突予防法及び関係法規について扱 イ 内容の(5)のアについては，小型船舶の主な機関の種類と作動原理及

うこと。イについては，港則法及び関係法規について扱うこと。ウにつ び基本的な機関算法を扱うこと。ウについては，機関室内の保守，備品

いては，海上交通安全法及び関係法規について扱うこと。 や消耗品の管理等を扱うこと。

ウ 内容の(6)のアについては，安全確認や発進及び停止などを扱うこと。 ウ 内容の(6)については，航海，船員及び船舶と安全に関する法規の基

イについては，人命救助や避航操船などを扱うこと。 本的な内容を扱うこと。

エ 内容の(7)については，基本実技，応用実技及び総合実技を扱うこと。

第18 食品製造 第17 水産食品製造
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１ 目 標 １ 目 標

水産食品を主とした食品の製造に関する知識と技術を習得させ，安全な食 水産食品の製造に関する知識と技術を習得させ，水産食品を合理的に製造

品の製造と品質の向上に活用する能力と態度を育てる。 する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 食品製造の概要 (1) 水産食品製造の概要

ア 食品製造の意義と食育 (2) 食品の保蔵及び加工

イ 水産食品の現状と将来 ア 食品の保蔵と加工の原理

(2) 食品の貯蔵及び加工 イ 食品の保蔵法

ア 食品の貯蔵と加工の原理 (3) 水産食品の製造

イ 食品の貯蔵法 ア 簡易加工食品の製造

(3) 水産食品の製造 イ 高度加工食品の製造

ア 簡易加工食品の製造 (4) 水産食品製造関連機器

イ 高度加工食品の製造 ア 食品製造機器の概要

ウ 機能性食品 イ ボイラ，冷凍装置

(4) 食品製造関連機器 ウ 水産食品製造機器

ア 食品製造機器の概要 (5) 廃水及び廃棄物の処理

イ 水産食品製造機器 ア 公害防止と水質保全

ウ ボイラ，冷凍装置 イ 廃棄物処理と悪臭・騒音対策

(5) 排水及び廃棄物の処理 (6) 経営と生産管理

ア 環境汚染防止と水質保全 ア 経営

イ 廃棄物処理と悪臭・騒音対策 イ 生産管理

(6) 経営と生産管理

ア 経営

イ 生産管理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。
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ア 指導に当たっては，産業現場の見学や実験・実習を通して，生産から ア 指導に当たっては，水産食品の生産や生産管理，食品製造関連機器，

消費までの食料供給の仕組みを理解させるとともに，安全で高品質な食 廃水処理，廃棄物処理等の基礎的な知識と技術を習得させるとともに，

品を製造することの重要性を具体的に理解させること。 生産から消費までの流れ全体について理解させるよう留意すること。

イ 内容の(3)及び(4)については，安全指導の徹底を図るとともに，食品 イ 指導に当たっては，実験・実習や産業現場の見学等を通して，具体的

衛生上の危害の発生を防止すること。 に理解を深めさせるよう留意すること。

ウ 内容の(4)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，選択して ウ 内容の(3)及び(4)については，衛生や安全に関する指導に十分留意す

扱うことができること。 ること。

エ 内容の(4)及び(6)については，地域の実態や学科の特色，生徒の進路

希望等に応じて，選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，国民生活に果たしている水産食品製造の意義 ア 内容の(1)については，国民生活に果たしている水産食品製造の意義

や役割，食品製造に従事する者の使命と責任などを扱うとともに，食育 や役割及び現状と今後の展望を扱うこと。

の意義についても扱うこと。 イ 内容の(2)のアについては，水産食品の保蔵と加工の基本的な原理を

イ 内容の(2)のアについては，食品の貯蔵と加工の基本的な原理を扱う 扱うこと。イについては，低温，脱水，密封加熱等による保蔵法を扱う

こと。イについては低温，脱水，密封加熱などの代表的な貯蔵法を扱う こと。

こと。 ウ 内容の(3)のアについては，主として冷凍食品，塩蔵品，乾製品等を

ウ 内容の(3)のアについては，主として冷蔵品・冷凍品，乾製品，塩蔵 扱うこと。イについては，主として缶詰，レトルト製品，魚肉練り製品

品などを扱うこと。イについては，主として缶詰，レトルト製品，魚肉 等を扱うこと。

ねり製品などを扱うこと。ウについては，水産物などに含まれる有効成 エ 内容の(5)のアについては，食品製造に起因する公害の発生要因とそ

分を利用した機能性食品を扱うこと。 の対策及び水質汚濁と廃水の処理方法の基礎的な内容を扱うこと。イに

エ 内容の(5)のアについては，食品製造に起因する環境汚染の発生要因 ついては，水産食品製造によって生じる廃水や廃棄物を処理する方法と

とその対策及び処理方法の基礎的な内容を扱うこと。イについては，食 悪臭・騒音対策，水産食品製造に使用する危険物などについて基礎的な

品製造で生じる排水・廃棄物処理方法と悪臭・騒音対策などについて基 内容を扱うこと。

礎的な内容を扱うこと。 オ 内容の(6)については，水産食品製造の経営と組織，生産管理の仕組

オ 内容の(6)のアについては，経営管理と組織を扱うこと。また，簿記 み等について，工程管理や製造管理を中心としてその概要を扱うこと。

の基礎的な内容に触れること。イについては，工程管理や製造管理の概

要を扱うこと。

第19 食品管理 第18 水産食品管理
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１ 目 標 １ 目 標

水産食品を主とした食品の品質管理と安全管理に関する基礎的な知識と技 水産食品の品質管理と安全管理に関する基礎的な知識と技術を習得させ，

術を習得させ，食品を安全かつ適切に管理する能力と態度を育てる。 水産食品を適切に管理する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 食品管理の概要 (1) 水産食品管理の概要

(2) 食品の成分変化 (2) 水産食品の成分変化

ア 食品の成分と栄養 ア 水産食品の栄養と成分

イ 食品の品質変化 イ 貯蔵，加工中の変化

(3) 食品と微生物 ウ 流通中の変化

ア 食品と微生物 (3) 水産食品と微生物

イ 食品による危害 ア 水産食品と微生物

(4) 食品管理実験 イ 衛生と病害

ア 実験の基礎 (4) 水産食品管理実験

イ 化学分析 ア 実験の基礎

ウ 食品の成分分析 イ 化学分析

エ 微生物試験 ウ 水産食品の成分分析

(5) 食品の安全管理 エ 微生物試験

ア 工場の衛生と品質管理 (5) 水産食品の安全管理

イ 安全管理システム ア 安全管理システム

ウ 食品添加物 イ 食品添加物

(6) 食品管理関係法規 ウ 工場の衛生と品質管理

(6) 水産食品管理関係法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，産業現場の見学や実験・実習を通して，品質管理 ア 指導に当たっては，水産食品の品質や安全に関する管理を合理的に行

と安全管理の重要性を具体的に理解させること。 うための知識と技術を習得させること。
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イ 内容の(4)のアからエまでについては，生徒の実態や学科の特色に応 イ 指導に当たっては，実験・実習や産業現場の見学等を通して，具体的

じて，選択して扱うことができること。 に理解を深めさせるよう留意すること。

ウ 内容の(4)のアからエまでについては，選択して扱うことができるこ

と。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，食品の品質管理と安全管理の意義や役割に ア 内容の(1)については，水産食品の品質管理と安全管理の意義や役割

ついて扱うこと。 及び品質管理に関する基準の変遷についてその概要を扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，身近な水産食品を取り上げ，その成分 イ 内容の(2)のアについては，身近な水産食品を取り上げて，その成分

と化学的な性質及び栄養について，農産物と比較して扱うこと。イにつ と化学的な性質及び栄養について，農畜産物と比較して扱うこと。

いては，貯蔵，加工及び流通の過程における変化について扱うこと。 ウ 内容の(3)のアについては，水産食品の製造に用いられる微生物，腐

ウ 内容の(3)のアについては，食品製造に用いられる微生物，腐敗や 敗や食中毒の原因となる微生物及び食品開発にかかわる微生物の性質や

食中毒の原因となる微生物及び食品開発にかかわる微生物の性質や働き 働きを扱うこと。また，イについては，水産食品と関係のある食中毒，

を扱うこと。イについては，食品に起因する危害の発生原因や予防に関 寄生虫，感染症等の防止に必要な基礎的な内容を扱うこと。

する基礎的な内容を扱うこと。 エ 内容の(4)については，水産食品管理に関する細菌の培養試験や食品

エ 内容の(4)については，有機酸や一般成分の定量分析法及び食品の の基礎的な衛生試験等を扱うこと。

衛生状態を示す生菌数や大腸菌群などの培養試験法について基礎的な内 オ 内容の(5)のアについては，水産食品の製造から消費までの過程にお

容を扱うこと。 ける衛生管理や国際的な品質管理システム等の基礎的な内容を扱うこ

オ 内容の(5)のイについては，危害分析重要管理点手法などの国際 と。

的な品質管理の方法や食品トレーサビリティシステムの概要を扱うこ カ 内容の(6)については，水産食品の衛生，品質の管理及び製造責任に

と。 関する法規や制度の概要を扱うこと。

カ 内容の(6)については，安全な食品を供給するために必要な食品

の衛生，品質管理及び製造責任に関する基本的な法規や制度，法令遵守

について扱うこと。

第20 水産流通 第19 水産流通

１ 目 標 １ 目 標

水産物の流通に関する知識と技術を習得させ，安全かつ合理的な水産物の 水産物の流通に関する知識と技術を習得させ，水産物の流通を合理的に行

流通を行う能力と態度を育てる。 う能力と態度を育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 水産物流通の概要 (1) 水産物流通の概要

(2) 水産物の流通 (2) 水産物の流通機構

ア 鮮魚の流通 ア 流通組織と市場機構

イ 活魚の流通 イ コールドチェーン

ウ 水産加工品の流通 ウ 物流と情報処理

エ 輸出入水産物の流通 (3) 水産物の流通活動

(3) 水産物流通の技術と管理 ア 水産物の価格形成

ア 輸送保管技術と品質管理 イ 売買と金融

イ 水産物流通の衛生管理 ウ 保険の種類と役割

ウ 包装技術 (4) 水産物流通と技術革新

エ 情報技術の利用 ア 水産物の流通技術

(4) 水産物の流通機構 イ 食品包装技術

ア 卸売業 (5) 水産物のマーケティング

イ 小売業 (6) 水産物流通関係法規

ウ 輸出入業

(5) 水産物のマーケティング

ア 市場調査と商品開発

イ 水産物の販売促進

(6) 水産物流通関係法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，産業現場の見学や調査を通して，水産物を中心と ア 指導に当たっては，水産物を中心とする食品流通の仕組み及び食品マ

した食品の安全で安定的な流通の重要性について具体的に理解させるこ ーケティングに関する基礎的な知識と技術を習得させること。

と。 イ 指導に当たっては，調査，産業現場の見学等を通して，具体的に理解

を深めさせるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。
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ア 内容の(1)については，水産物流通の意義と沿革及び展望の概要を扱 ア 内容の(1)については，水産物流通の意義と沿革及び我が国と世界の

うこと。 水産物の需給動向等の概要を扱うこと。

イ 内容の(2)については，各種水産物の特性を踏まえた流通経路や価格 イ 内容の(2)のアについては，基本的な流通や市場経済の仕組み，食品

形成の仕組みを扱うこと。エについては，国際的な水産物貿易の現状を 流通の形態及び生産地と消費地市場の役割を扱うこと。ウについては，

扱うこと。 基本的な物流情報システム，販売時点情報管理システム等を扱うこと。

ウ 内容の(3)のイについては，国際的な衛生基準などを踏まえた水産食 ウ 内容の(3)のイについては，電子商取引や簿記の基礎的な内容につい

品の品質管理について触れること。エについては，基本的な物流情報シ ても触れること。

ステム，販売時点情報管理システムなどを扱うこと。 エ 内容の(4)のアについては，国際的な衛生基準等を踏まえた水産食品

エ 内容の(4)については，各流通段階の役割と機能について扱うこと。 の品質管理についても触れること。

ウについては貿易実務の基礎的な内容を扱うこと。 オ 内容の(5)では，水産物に関するマーケティングや営業活動について

オ 内容の(6)については，水産物流通に関する基本的な法規や制度の目 基本的な内容を扱うこと。

的と概要を扱うこと。 カ 内容の(6)については，水産物流通に関する法規や制度の概要を扱う

こと。

第21 ダイビング 第20 ダイビング

１ 目 標 １ 目 標

ダイビングの安全な実施に関する知識と技術を習得させ，水産や海洋の各 ダイビングに関する基礎的な知識と技術を習得させ，水産や海洋の各分野

分野に活用する能力と態度を育てる。 に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) ダイビングの概要 (1) ダイビングの概要

(2) ダイビングの環境 (2) ダイビングの物理

ア 圧力・温度 ア 圧力，温度

イ 浮力 イ 浮力

ウ 気体の性質 ウ 気体の性質

エ 水中での視覚・聴覚 エ 光と音の伝わり方

オ 海の流れ (3) ダイビングの生理

カ 海洋生物 ア ダイビングの人体に及ぼす影響

(3) ダイビングの生理 イ ダイビングによる障害と対策
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ア ダイビングの人体に及ぼす影響 ウ 救急処置

イ ダイビングによる障害と対策 (4) ダイビング機器

ウ 救急処置 ア スクーバ式

(4) ダイビング機器 イ ヘルメット式

ア スクーバ式 ウ フーカー式

イ ヘルメット式 エ その他の機器

ウ フーカー式 (5) ダイビング技術

エ その他の機器 ア 送気法

(5) ダイビング技術 イ 潜降法

ア 送気法 ウ 浮上法

イ 潜降法 エ レクリエーションダイビング

ウ 浮上法 オ 水中調査及び水中作業

エ レクリエーションダイビング (6) ダイビング関係法規

オ 水中調査及び水中作業

(6) ダイビング関係法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，安全指導や安全管理を行い，水中や沿岸等の環境 ア 指導に当たっては，実験・実習等を通して，具体的に理解を深めさせ

保全などに十分配慮するとともに，実験・実習を通して，ダイビングの るよう留意すること。

安全な実施について具体的に理解させること。 イ 指導に当たっては，安全指導や安全管理，水中や沿岸などの環境保全

等に十分留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，水産業や海洋関連産業などにおけるダイビン ア 内容の(1)については，水産業や海洋関連産業等におけるダイビング

グの意義と沿革及び業としてのダイビングの現状と今後の展望を扱うこ の意義と沿革及び業としてのダイビングの現状と今後の展望を扱うこ

と。 と。

イ 内容の(2)については，ダイビングに関する物理的現象などの環境に イ 内容の(2)については，ダイビングに関する物理的現象について基礎

ついて基礎的な内容を扱うこと。 的な内容を扱うこと。
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ウ 内容の(3)については，ダイビングにより人体に受ける水圧や圧縮空 ウ 内容の(3)については，ダイビングにより人体に受ける水圧や圧縮空

気の影響を扱い，その障害と対策について基本的な内容を扱うこと。 気の影響を扱い，その障害と対策について基本的な内容を扱うこと。

エ 内容の(4)については，主要なダイビング機器の構造及び使用法を扱 エ 内容の(4)については，主要なダイビング機器の構造及び使用法を扱

うこと。 うこと。

オ 内容の(5)のオについては，基本的な水中での調査や作業に関する内 オ 内容の(6)については，ダイビングに関連する労働安全衛生や高気圧

容を扱うこと。 作業安全衛生に関する法規の概要を扱うこと。

カ 内容の(6)については，ダイビングに関連する労働安全衛生や高気圧

作業安全衛生に関する基本的な法規の目的と概要を扱うこと。

第22 マリンスポーツ

１ 目 標

マリンスポーツに関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，海洋な

どでの諸活動を円滑かつ安全に行うための能力と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 海の活用

ア 自然環境

イ ルールとマナー

(2) フィッシング

ア 海釣り

イ 川釣り

(3) レジャーダイビング

ア スノーケリング

イ スキンダイビング

ウ スクーバダイビング

(4) 海洋レジャー

ア 海上でのルールと自然現象

イ セーリング

ウ カヌー・カヤック
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エ その他のマリンスポーツ

(5) 海における安全確保

ア 海と安全

イ 救急・救命

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，安全指導や安全管理，水中や沿岸等の環境保全な

どに十分配慮するとともに，実験・実習を通して，マリンスポーツの安

全で効果的な実施について具体的に理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，環境の保全と安全確保を重視した海洋などの

有効な活用について扱うこと。

イ 内容の(2)については，海洋や河川で活動する場合の基本的なルール

やマナー及び基本的なフィッシング技術に関する内容を扱うこと。

ウ 内容の(3)については，基本的なダイビングに関する知識や技術につ

いて扱うこと。

エ 内容の(4)のアについては，海洋気象及び基本的なルールやマナーに

ついて扱うこと。

オ 内容の(5)については，安全確保に留意し，事故を未然に防ぐ方法や

事故が発生した場合の対処法について扱うこと。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 水産に関する各学科においては，「水産海洋基礎」及び「課題研究」を原 (1) 水産に関する各学科においては，「水産基礎」及び「課題研究」を原則と

則としてすべての生徒に履修させること。 してすべての生徒に履修させること。

(2) 水産に関する各学科においては，原則として水産に関する科目に配当する (2) 水産に関する各学科においては，原則として水産に関する科目に配当する
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総授業時数の10分の５以上を実験・実習に配当すること。また，実験・実習 総授業時数の10分の５以上を実験・実習に配当すること。また，実験・実習

に当たっては，ホームプロジェクトを取り入れることもできること。 に当たっては，ホームプロジェクトを取り入れることもできること。

(3) 地域や産業界との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験を積極 (3) 地域や産業界との連携を図り，就業体験を積極的に取り入れるとともに，

的に取り入れるとともに，社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努め 社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。

ること。

２ 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどの活 ２ 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどの活

用を図り，学習の効果を高めるよう配慮するものとする。 用を図り，学習の効果を高めるよう配慮するものとする。

３ 実験・実習を行うに当たっては，関連する法規等に従い，施設・設備や薬品 ３ 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科目を

等の安全管理に配慮し，学習環境を整えるとともに，事故防止や環境保全の指 履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示し

導を徹底し，安全と衛生に十分留意するものとする。 たものであり，学校において必要がある場合には，この事項にかかわらず指導

することができること。

４ 漁業乗船実習，機関乗船実習，体験乗船実習等を行う際には，綿密な計画を ４ 実験・実習を行うに当たっては，施設・設備及び資材や薬品の安全管理に配

立て，所属の実習船により安全で効果的な実習が行われるよう留意するものと 慮し，学習環境を整えるとともに，事故防止や環境保全の指導を徹底し，安全

する。 と衛生に十分留意するものとする。

５ 漁業乗船実習，機関乗船実習，体験乗船実習等を行う際には，綿密な計画を

立て，所属の実習船により安全で効果的な実習が行われるよう留意するものと

する。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第５節 家 庭 第５節 家 庭

第１款 目 標 第１款 目 標

家庭の生活にかかわる産業に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ， 家庭の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，生活産業の社

生活産業の社会的な意義や役割を理解させるとともに，生活産業を取り巻く諸課 会的な意義や役割を理解させるとともに，家庭の各分野に関する諸課題を主体的，

題を主体的，合理的に，かつ倫理観をもって解決し，生活の質の向上と社会の発 合理的に解決し，社会の発展を図る創造的な能力と実践的な態度を育てる。

展を図る創造的な能力と実践的な態度を育てる。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 生活産業基礎 第１ 生活産業基礎

１ 目 標 １ 目 標

衣食住，ヒューマンサービスなどに関する生活産業や関連する職業への関心 生活と産業とのかかわりについて理解させ，生活に関連する職業などへの関

を高め，必要な知識と技術を進んで習得し活用する意欲と態度を育てる。 心を高めるとともに，必要な知識と技術を進んで習得しようとする意欲と態度

を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 生活の変化と生活産業 (1) 生活と産業

ア 産業構造の変化 (2) 社会の変化と生活産業

イ 社会の変化と価値観の多様化 ア 社会の変化と価値観の多様化

ウ 生活産業の発展 イ 産業構造の変化と生活産業の発展

(2) 生活の変化に対応した商品・サービスの提供 (3) 生活産業と職業

ア 消費者ニーズの把握 ア 食生活関連分野
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イ 商品・サービスの開発及び販売・提供 イ 衣生活関連分野

ウ 関連法規 ウ 住生活関連分野

(3) 生活産業と職業 エ ヒューマンサービス関連分野

ア 食生活関連分野 (4) 職業生活と自己実現

イ 衣生活関連分野

ウ 住生活関連分野

エ ヒューマンサービス関連分野

(4) 職業生活と自己実現

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(3)のアからエについては，生徒の実態や学科の特色に応じて， ア 内容の(3)については，学科の特色や生徒の実態等に応じて，アから

選択して扱うことができること。 エまでの中から選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，サービス産業の発展などを扱うこと。イ ア 内容の(1)については，食生活，衣生活，住生活，家庭経営，保育な

については，経済の発展に伴う就労形態や価値観，ライフスタイルが多 どの生活と，それらを支える産業とのかかわりを扱うこと。

様化している状況を扱うこと。ウについては，社会の変化に伴う生活に イ 内容の(2)については，社会の変化に伴う生活に関する価値観の多様

関する価値観の多様化や消費者の多様なニーズにこたえるために生活産 化や消費者の多様なニーズにこたえるための生活産業の発展に関する基

業が発展している状況を扱うこと。 礎的な内容を扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，消費者の多様なニーズをとらえる調査方 ウ 内容の(3)については，各学科に関連した分野を取り上げて，産業の

法や結果を商品開発等に活用する方法などを扱うこと。イについては， 種類や特徴及び関連する職業について，具体的な事例を通して理解を深

身近で具体的な事例を取り上げ，商品・サービスの企画，開発から生産， めさせること。

販売・提供に結び付けていく仕組みを扱うこと。ウについては，商品や エ 内容の(4)については，専門科目の学習と職業生活とのかかわりを扱

サービスの販売・提供に関係する法規を扱うこと。 うこと。また，職業と職業資格について触れること。

ウ 内容の(3)については，生活産業の各分野を取り上げ，産業の種類や

特徴及び関連する職業について，具体的な事例を通して扱うこと。

エ 内容の(4)については，生活産業にかかわる職業人に求められる資質

・能力と役割や責任，職業資格を専門科目の学習と関連付けて扱うこと。
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第２ 課題研究 第２ 課題研究

１ 目 標 １ 目 標

生活産業の各分野に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通 家庭の各分野に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，

して，専門的な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力 専門的な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発

や自発的，創造的な学習態度を育てる。 的，創造的な学習態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 調査，研究，実験 (1) 調査，研究，実験

(2) 作品製作 (2) 作品製作

(3) 産業現場等における実習 (3) 産業現場等における実習

(4) 職業資格の取得 (4) 職業資格の取得

(5) 学校家庭クラブ活動 (5) 学校家庭クラブ活動

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(5)までの中 ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(5)までの中

から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内 から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内

容の(1)から(5)までの２項目以上にまたがる課題を設定することができ 容の(1)から(5)までの2項目以上にまたがる課題を設定することができ

ること。 ること。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるようにすること。 イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第３ 生活産業情報 第３ 家庭情報処理

１ 目 標 １ 目 標

生活産業における情報の意義や役割を理解させ，情報の処理に関する知識 社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情

と技術を習得させるとともに，生活産業の各分野で情報及び情報手段を主体 報処理に関する知識と技術を習得させ，生活産業の各分野で情報及び情報手

的に活用する能力と態度を育てる。 段を活用する能力と態度を育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 情報化の進展と生活産業 (1) 高度情報通信社会と生活産業

ア 情報化の進展と社会 ア 高度情報通信社会

イ 生活産業における情報化の進展 イ 生活産業とコンピュータ

(2) 情報モラルとセキュリティ ウ 情報モラルとセキュリテイ

ア 情報モラル (2) コンピュータの仕組みと情報処理

イ 情報のセキュリティ管理 ア コンピュータの仕組み

(3) 情報機器と情報通信ネットワーク イ コンピュータによる情報処理

ア 情報機器の仕組み (3) 生活産業におけるコンピュータの活用

イ 情報通信ネットワークの仕組み ア 情報の収集，処理，発信

(4) 生活産業における情報及び情報手段の活用 イ コンピュータシステムの活用

ア 情報の収集，処理，分析，発信

イ 生活産業における情報及び情報活用の意義と実際

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(3)及び(4)については，実際に情報機器や情報通信ネットワー ア 内容の(2)及び(3)については，実習を中心として扱うこと。

クを活用できるよう実習を中心として扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，情報化の進展に伴う産業や生活の変化に ア 内容の(1)のアについては，高度情報通信社会における産業や生活の

ついて扱うこと。イについては，生活産業における情報機器及び情報通 変化について理解させること。イについては，生活産業におけるコンピ

信ネットワークの役割や利用状況について扱うこと。 ュータの役割や利用状況について理解させること。ウについては，個人

イ 内容の(2)については， 個人のプライバシーや著作権など知的財産の のプライバシーや著作権の保護，収集した情報の管理，発信する情報に

保護，収集した情報の管理，発信する情報に対する責任などの情報モラ 対する責任などの情報モラル及び情報通信ネットワークシステムにおけ

ル及び情報通信ネットワークシステムにおけるセキュリティ管理の重要 るセキュリティ管理の重要性について理解させること。

性について扱うこと。 イ 内容の(2)のイについては，オペレーティングシステムの概要につい

ウ 内容(3)のアについては，情報機器の基本的な構成要素及びソフトウ て理解させるとともに，生徒の実態等に応じてアプリケーションソフト

ェアの役割と特徴について扱うこと。イについては，情報通信ネットワ ウェアを選択し，その基本操作を扱うこと。
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ークの基本的な仕組みについて扱うこと。 ウ 内容の(3)のアについては，情報機器や情報通信ネットワークを利用

エ 内容の(4)のアについては，情報機器や情報通信ネットワークを利用 した情報の収集，処理，発信ができるようにすること。イについては，

した情報の収集，処理，分析，発信を扱うこと。イについては，生活産 CAD/CAMシステム，シミュレーションシステム，データベースシステム，

業に関連した具体的な事例を通して扱うこと。 生産管理システムなど，学科に関連するコンピュータシステムを取り上

げて，実習を通して具体的に理解させること。

第４ 消費生活 第４ 消費生活

１ 目 標 １ 目 標

経済社会の変化と消費生活，消費者の権利と責任，消費者と企業や行政と 財・サービスの選択と意思決定，消費者の権利と責任など消費生活に関す

のかかわり及び連携の在り方などに関する知識と技術を習得させ，持続可能 る知識と技術を習得させ，環境保全に配慮した消費生活に寄与する能力と態

な社会の形成に寄与するとともに，消費者の支援に必要な能力と態度を育て 度を育てる。

る。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 経済社会の変化と消費生活 (1) 経済の発展と消費生活

ア 国民経済と家庭生活 ア 国民経済の動向と家庭生活

イ 社会の変化と消費生活 イ 社会の変化と消費生活

ウ 多様化する流通・販売方法と消費者 (2) 財・サービスの選択と意思決定

エ 生活における経済の計画と管理 ア 多様化する流通・販売方法と消費者

(2) 消費者の権利と責任 イ 生活情報の活用

ア 消費者問題 ウ 金銭管理と消費者信用

イ 消費者の権利と関係法規 エ 契約と消費者

ウ 契約と消費生活 (3) 消費者の権利と責任

エ 決済手段の多様化と消費者信用 ア 消費者問題

(3) 消費者と企業，行政 イ 消費者の保護と関係法規

ア 商品情報と消費者相談 ウ 消費行動と環境保全

イ 消費者の自立支援と行政 (4) 消費生活演習

ウ 消費者教育 ア 商品研究

(4) 持続可能な社会を目指したライフスタイル イ 事例研究
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ア 消費生活と環境

イ 持続可能な社会の形成と消費行動

(5) 消費生活演習

ア 商品研究

イ 消費者支援研究

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(5)については，内容の(1)から(4)までと関連させて，ア又は ア 内容の(2)については，身近な財・サービスを取り上げ，アからエま

イのいずれかを取り上げて，個人又はグループで適切な課題を設定させ での学習を通して適切な意思決定ができるようにすること。

ること。イについては，消費生活相談機関や企業の消費者相談などの具 イ 内容の(4)については，内容の(1)から(3)までと関連させて，ア又は

体的な事例を取り上げること。 イのいずれかを取り上げて，個人又はグループで適切な課題を設定させ

イ 消費生活関連機関等との連携を図って指導の充実を図るようにするこ ること。

と。 ウ 消費生活関連機関等との連携を図って指導の充実を図るよう努めるこ

と。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，経済社会の変化に伴い，発生する消費者 ア 内容の(1)のアについては，市場経済の仕組み，産業構造・就業構造

問題が複雑化している現状を身近で具体的な事例を通して扱うこと。エ の変化と家庭経済への影響，企業のマーケティング活動などと消費生活

については，家族の生涯の経済設計や家計の収支，金融，社会保障など とのかかわりを扱うこと。イについては，国際化，情報化，高齢化など

と関連付けて扱うこと。 の進展による消費生活の変化について，身近な事例を通して理解させる

イ 内容の(2)のアについては，これまでの代表的な消費者問題を取り上 こと。

げ，その背景及び問題点について扱うこと。イについては，消費者行政 イ 内容の(2)のアについては，流通や販売方法が複雑化，多様化してい

及び消費者に関する基本的な法規の目的と概要を扱うこと。また，エに る現状について理解させ，消費者が留意すべき事柄などを扱うこと。イ

ついては，消費者信用を扱い，多重債務や自己破産などの具体的な事例 については，各種の生活情報を適切に判断できるようにすること。ウに

を通して，消費者が留意すべき事項を扱うこと。 ついては， 生涯賃金，収入と支出，預貯金，保険などを扱うこと。ま

ウ 内容の(3)については，消費者の視点に立った商品情報の重要性及び た，消費者信用を扱い，多重債務や自己破産にも触れること。エについ

情報提供の方法について扱うこと。また，企業の社会的責任についても ては，契約の意味と重要性について理解させること。

触れるとともに，行政や企業の消費者相談機関について具体的な事例を ウ 内容の(3)のアについては，これまでの代表的な消費者問題を取り上
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通して扱うこと。 げ，その背景と問題点について理解させること。イについては，国及び

エ 内容の(4)については，環境保全に配慮した持続可能な消費生活を考 地方の消費者保護行政と消費者保護に関する基本的な法律の趣旨と概要

えさせるような活動を行うこと。 を扱うこと。また，企業の社会的責任についても触れること。ウについ

ては，消費行動と環境とのかかわりについて理解させ，環境保全に配慮

した生活の在り方について考えさせること。

第５ 子どもの発達と保育 第５ 発達と保育

１ 目 標 １ 目 標

子どもの発達の特性や発達過程，保育などに関する知識と技術を習得させ， 乳幼児の発達の特徴，乳幼児の生活と保育などに関する知識と技術を習得

子どもの発達や子育て支援に寄与する能力と態度を育てる。 させ，子どもの健全な成長を図る能力と態度を育てる。

２ 内容 ２ 内容

(1) 子どもの発達の特性 (1) 人間としての発達

ア 生涯発達における乳幼児期の意義 ア 人間発達の中の乳幼児期

イ 発達と環境 イ 発達観・児童観の変遷

ウ 発達観・児童観の変遷 (2) 乳幼児の発育・発達

(2) 子どもの発達過程 ア 乳幼児の生理的特徴

ア 身体発育と運動機能の発達 イ 身体発育

イ 認知機能の発達 ウ 精神発達と心の健康

ウ 情緒の発達 エ 人間関係の発達

エ 人間関係の発達 オ 発達の共通性と個別性

(3) 子どもの生活 (3) 乳幼児の生活

ア 乳幼児の生活の特徴と養護 ア 乳幼児の生活の特徴と養護

イ 生活習慣の形成 イ 生活習慣の形成

ウ 乳幼児の健康管理と事故防止 ウ 乳幼児の生活と環境

(4) 子どもの保育 エ 乳幼児の健康管理と事故防止

ア 保育の意義と目標 (4) 乳幼児の保育

イ 保育の方法 ア 保育の必要性と意義

ウ 保育の環境 イ 保育の目標と指導の原理
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(5) 子どもの福祉と子育て支援 ウ 家庭保育と集団保育

ア 児童福祉の理念と関係法規・制度 (5) 乳幼児の福祉

イ 子育て支援 ア 児童福祉の理念と法律･制度

イ 児童家庭福祉

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 実際に子どもと触れ合う学習ができるよう，幼稚園や保育所，認定こ ア 実際に乳幼児と触れ合う学習ができるよう，幼稚園や保育所等との連

ども園及び地域の子育て支援関連施設などとの連携を十分に図ること。 携を十分に図ること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，発達の概念や乳幼児期が人間の発達の基 ア 内容の(1)のアについては，乳幼児期が人間の発達の基礎を培う時期

礎を培う時期であることを扱うこと。イについては，心身の発達は子ど で あることを理解させること。イについては，発達観・児童観の変遷

もが主体的に環境にかかわることによって促されること，発達における の概要を扱うこと。

個人差などを扱うこと。 イ 内容の(2)のエについては，乳幼児期は，特に，基本的人間関係の樹

イ 内容の(2)については，誕生から幼児期までの発達の時期における特 立 のために「愛着」が重要であることを，具体的な事例を通して理解

徴を扱うこと。エについては，乳幼児期は，特に，基本的人間関係の樹 させること。

立のために「愛着」が重要であることを具体的な事例を通して扱うこと。 ウ 内容の(3)のアについては，乳幼児の発育・発達に応じた適切な養護

ウ 内容の(3)のイについては，子どもの健康な生活に必要な食を営む力 に重点を置いて扱うこと。

など基本的生活習慣の形成の基礎についても扱うこと。 エ 内容の(4)のイについては，乳幼児の基本的要求や社会的要求に着目

エ 内容の(4)のアについては，乳幼児の発育・発達に応じた適切な保育 させ，心身の発達に応じた保育について具体的に考えさせること。ウに

の重要性を扱うこと。イについては，乳幼児の基本的要求や社会的要求 ついては，家庭保育と幼稚園や保育所における集団保育の特徴について

に着目させ，心身の発達に応じた保育について具体的な事例を通して扱 理解させること。また，家庭保育については，乳幼児の虐待とその予防

うこと。ウについては，保育環境としての家庭及び幼稚園，保育所や認 にも触れること。

定こども園などの役割について扱うこと。 オ 内容の(5)のアについては，児童福祉に関する基本的な法律と制度の

オ 内容の(5)のアについては，児童福祉に関する基本的な法規の目的と 趣旨と概要を扱うこと。イについては，子育て家庭への支援に関する施

概要を扱うこと。イについては，子育て支援に関する社会的背景を取り 策の概要を扱うこと。

上げ，子育て支援施策の概要を扱うこと。また，子どもの虐待とその予

防などにも触れること。
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第６ 子ども文化 第６ 児童文化

１ 目 標 １ 目 標

子どもと遊び，子どもの表現活動，児童文化財などに関する知識と技術を 子どもと遊び，子どもの表現活動，児童文化財などに関する知識と技術を

習得させ，子ども文化の充実を図る能力と態度を育てる。 習得させ，児童文化の充実を図る能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 子ども文化の重要性 (1) 児童文化の意義

(2) 子どもと遊び (2) 子どもと遊び

ア 遊びと発達 ア 遊びと発達

イ 遊びと遊具 イ 遊びと遊具

(3) 子どもの表現活動と児童文化財 (3) 子どもの表現活動と児童文化財

ア 造形表現活動 ア 造形表現活動

イ 言語表現活動 イ 言語表現活動

ウ 音楽・身体表現活動 ウ 音楽・身体表現活動

エ 情報手段などを活用した活動 エ 情報手段などを活用した活動

(4) 子ども文化を支える場 (4) 児童文化施設

ア 児童文化施設 (5) 児童文化実習

イ 子どものための各種施設

(5) 子ども文化実習

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)及び(3)については，子どもの遊びや表現活動の重要性を具 ア 内容の(2)，(3)及び(5)については，実習を中心として扱うこと。

体的に理解させるよう実習を中心として扱うこと。 イ 内容の(5)については，内容の(3)の表現活動や関連する児童文化財の

イ 内容の(5)については，内容の(3)の表現活動や関連する児童文化財の 中からいずれかを取り上げて実習させること。また，児童福祉施設，社

中からいずれかを取り上げて実習をさせること。また，児童福祉施設， 会教育施設等との連携を図り，子どもとの交流を体験させるよう留意す

社会教育施設等との連携を図り，子どもとの交流を体験させるようにす ること。
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ること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，子どものための文化活動，児童文化財，児童 ア 内容の(1)については，子どものための文化活動，児童文化財，児童

文化施設などの重要性を扱うこと。 文化施設などの重要性について理解させること。

イ 内容の(2)のアについては，子どもの遊びの意義と重要性及び遊びの イ 内容の(2)のアについては，子どもの遊びの意義と重要性及び遊びの

種類と発達とのかかわりについて扱うこと。イについては，遊びと遊具 種類と発達とのかかわりについて理解させること。また，伝承遊びも扱

とのかかわり，遊具の選び方や与え方などを扱うこと。また，伝承遊び うこと。イについては，遊びと遊具とのかかわり，遊具の選び方や与え

などを具体的な事例を通して扱うこと。 方などを扱うこと。

ウ 内容の(3)については，子どもの表現活動の意義とそれを支える児童 ウ 内容の(3)については，子どもの表現活動の意義とそれを支える児童

文化財の重要性について，具体的な事例を通して扱うこと。 文化財の重要性について，事例を通して具体的に理解させること。

エ 内容の(4)のアについては，子どもの遊びや表現活動を支える代表的 エ 内容の(4)については，子どもの健全な遊びや表現活動を支える代表

な施設を取り上げ，その意義と活用について扱うこと。 的な施設を取り上げ，その意義と活用について考えさせること。

第７ 生活と福祉 第７ 家庭看護・福祉

１ 目 標 １ 目 標

高齢者の健康と生活，介護などに関する知識と技術を習得させ，高齢者の 病気の予防と家庭看護，高齢者の介護などに関する知識と技術を習得させ，

生活の質を高めるとともに，自立生活支援と福祉の充実に寄与する能力と態 家族や高齢者の健康管理とともに，家庭看護や高齢者介護の充実を図る能力

度を育てる。 と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 健康と生活 (1) 健康と病気

ア 健康の概念 (2) 病気の予防と家庭看護の基礎

イ ライフステージと健康管理 ア 家族の健康管理

ウ 家庭看護の基礎 イ 病気の予防

(2) 高齢者の自立生活支援と介護 ウ 家庭看護の基礎

ア 高齢者の心身の特徴 (3) 高齢者福祉の制度とサービス

イ 自立生活支援の考え方 ア 高齢化の進展と社会福祉

ウ 高齢者介護の基礎 イ 高齢者福祉の法律と制度

(3) 高齢者福祉の制度とサービス ウ 保健・医療・福祉サービス
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ア 高齢化の進展と社会福祉 (4) 高齢者の自立生活支援と介護

イ 高齢者福祉の法規と制度 ア 高齢者の心身の特徴

ウ 保健・医療・福祉サービス イ 自立生活支援の考え方

(4) 生活援助と介護の実習 ウ 高齢者介護の基礎

ア 生活援助の実習 (5) 家庭看護と介護の実習

イ 介護の実習 ア 家庭看護の実習

ウ レクリエーションの実習 イ 介護の実習

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(4)については，校内での実習を踏まえて，高齢者と接する機 ア 内容の(2)，(4)及び(5)については，実習を中心として扱うこと。

会を設けたり，福祉施設等の見学や実習を取り入れたりすること。 イ 内容の(5)については，校内での実習のみでなく，高齢者と接する機

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 会を設けたり，医療機関や福祉施設等の見学や実習を取り入れたりする

ア 内容の(1)のアについては，健康の概念と健康状態に影響を及ぼす要 よう留意すること。

因などについて扱うこと。イについては，ライフステージごとの健康問 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

題の特徴を踏まえ，生活習慣病の予防など高齢期に至るまでの健康管理 ア 内容の(1)については，健康の概念と病気やけがの基礎的な知識を扱

の必要性について扱うこと。ウについては，体温測定や応急手当などの うこと。

基礎的な内容を扱うこと。 イ 内容の(2)のアについては，ライフステージごとの健康問題の特徴を

イ 内容の(2)のイについては，アとの関連を図り，加齢に伴う心身の変 踏まえて，健康管理の方法について考えさせること。イについては，日

化を踏まえた自立生活について扱うこと。また，高齢者の自己決定に基 常的にかかりやすい病気や生活習慣病を取り上げ，それらの予防につい

づく自立生活支援の重要性について扱うこと。ウについては，介護の意 て，具体的な事例を通して理解させること。ウについては，病室の環境

義と役割や高齢者介護の基礎的な内容を扱うこと。 整備，体温測定や応急手当の基礎的事項を扱うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，日本の高齢化の進展状況と社会福祉の今 ウ 内容の(3)のイについては，高齢者福祉に関する法律や制度の趣旨と

後の展開について扱うこと。イについては，高齢者福祉に関する法規や 概要を扱うこと。ウについては，高齢者に関する保健・医療・福祉サー

制度の目的と概要を扱うこと。ウについては，高齢者に関する保健・医 ビスについて，具体的な事例を通して理解させること。

療・福祉サービスについて，具体的な事例を扱うこと。 エ 内容の(4)のイについては，高齢者の生活の質を重視し，高齢者の自

エ 内容の(4)のアについては，主に調理，被服管理，住環境の整備など 己決定に基づく自立生活を支援することが重要であることを理解させる

の家事援助を扱うこと。イについては，食事，着脱衣，移動などの介助 こと。ウについては，介護の意義と役割について理解させるとともに，
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や体位変換などの基本的な介護技術を扱うこと。ウについては，レクリ 内容の(5)と関連を図り，高齢者介護に関する基礎的な技術を習得させ

エーションが高齢者の身体的，精神的な機能や社会性などの維持・向上 ること。

に有効であることと関連付けて扱うこと。

第８ リビングデザイン 第８ リビングデザイン

１ 目 標 １ 目 標

住生活と文化，住空間の構成と計画，インテリアデザインなどに関する知 生活と住居，住居の設計，インテリアなどに関する知識と技術を習得させ，

識と技術を習得させ，快適な住空間を計画し，デザインする能力と態度を育 快適な住空間をデザインする能力と態度を育てる。

てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 住生活と文化 (1) 生活と住居

ア 日本の住生活と文化 ア 住生活と住居の変遷

イ 世界の住生活と文化 イ 家族の生活と住居

(2) 住空間の構成と計画 ウ 住生活と環境

ア 住生活と住空間 (2) 住空間の形態と構成

イ 住空間の構造と材料 ア 生活行為と寸法

ウ 住空間の環境と設備 イ 各室の構成

エ 住空間の平面計画実習 ウ 建物の構造と材料

(3) インテリアデザイン (3) 住居の平面計画

ア インテリアデザインの構成要素 ア 平面計画の方法

イ インテリアデザインの表現技法 イ 平面計画の実習

ウ インテリアデザイン実習 (4) インテリアデザイン

(4) 生活環境と福祉 ア インテリアのデザイン要素

ア 住生活と環境 イ インテリアの構成要素

イ 住生活と福祉 ウ インテリアの表現技法

ウ 住空間のリフォーム計画実習 エ インテリアデザイン実習

(5) 住生活関連法規 (5) 住生活関係法規
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３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(3)のウ及び(4)のウについては，個人又はグループで適切な課 ア 内容の(2)から(4)までについては，実験・実習を中心として扱うこと。

題を設定させること。 イ 内容の(3)のイ及び(4)のエについては，個人又はグループで適切な課

題を設定させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，日本の各時代の特徴的な住居様式を取り ア 内容の(1)のアについては，各時代の特徴的な住居様式，気候風土と

上げ，気候風土と住居とのかかわり，生活様式や行動様式と住居とのか 住居とのかかわり，生活様式と住居とのかかわりなどを扱うこと。イに

かわり，住意識や住要求と住居とのかかわりなどについて扱うこと。イ ついては，家族の生活と住意識や住要求とのかかわりなどについて理解

については，世界の特徴的な住居様式を取り上げ，気候風土と住居との させること。また，住居の維持管理を扱うこと。ウについては，健康で

かかわり，生活様式や行動様式と住居とのかかわり，住意識や住要求と 安全な室内環境の条件，住居と自然環境や社会環境とのかかわりなどを

住居とのかかわりなどについて扱うこと。 扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，人体寸法，動作寸法，作業寸法などを扱 イ 内容の(2)のアについては，人体寸法，動作寸法，作業寸法などを扱

うとともに，間取りの基本であるゾーニング，動線，各室の配置と位置 い，空間の広さと高さなどを把握させること。イについては，ゾーニン

関係などについて扱うこと。イについては，住居の構造と材料に関する グ，動線，各室の配置と位置関係など間取りの基本について理解させる

基礎的な事項を扱うこと。ウについては，健康で安全な室内環境の条件， こと。ウについては，住居の構造と材料に関する基礎的事項を扱うこと。

室内環境整備のための設備について扱うこと。エについては，平面計画 ウ 内容の(3)のアについては，平面計画に当たって配慮する事項や，平

を検討し，平面表示記号などを用いて平面図を作成させること。 面表示記号などを扱うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，色彩，形態，材質感などを扱うとともに， エ 内容の(4)のアについては，色彩，形態，材質感などを扱うこと。イ

各室の床，壁，天井，家具，カーテンなどについて扱うこと。イについ については，床，壁，天井，家具，カーテンなどを扱うこと。ウについ

ては，インテリア計画の手順と表現技法を扱うこと。 ては，インテリア計画の手順と表現技法を扱うこと。

エ 内容の(4)のアについては，庭などの外部空間や住居と自然環境や社 オ 内容の(5)については，建築基準法，消防法など健康・安全にかかわ

会環境とのかかわりなどについて扱うこと。イについては，子どもや高 る法規の趣旨と概要を扱うこと。また，住宅取得，維持管理などに関す

齢者などが安全に生活するための住空間の構成や維持管理などについて る法規の趣旨と概要にも触れること。

扱うこと。また，ウについては，家族の構成や状況の変化に応じた住居

の間取りの変更やバリアフリーな住空間へのリフォームを扱うこと。ま

た，ウについては，家族の構成や状況の変化に応じた住居の間取りの変

更やバリアフリーな住空間へのリフォームを扱うこと。



- 515 -

オ 内容の(5)については，(2)から(4)までの各項目に関連する基本的な法

規の目的と概要を扱うこと。

第９ 服飾文化 第９ 服飾文化

１ 目 標 １ 目 標

服飾の変遷と文化，着装などに関する知識と技術を習得させ，服飾文化の 被服の基本型と文化，着装などに関する知識と技術を習得させ，服飾文化

伝承と創造に寄与する能力と態度を育てる。 の伝承と創造に寄与する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 服飾の変遷と文化 (1) 被服の基本型と文化

ア 被服の起源と基本型 ア 被服の基本型

イ 日本の服飾 イ 服飾の変遷

ウ 世界の服飾 (2) 服飾と流行

(2) 着装 ア 流行

ア 着装の基本 イ 個性の表現と服飾

イ 洋服の着装 (3) 着装

ウ 和服の着装 ア 着装の基本

(3) 服飾文化の伝承と創造 イ 洋服の着装

ウ 和服の着装

(4) 服飾文化の伝承と創造

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の (3)については，(1)と(2)の学習と関連付けて個人又はグルー ア 内容の(3)及び(4)については，実習を中心として扱うこと。

プで適切な課題を設定させること。 イ 内容の(4)については，(1)から(3)までの学習とかかわらせて個人又

はグループで適切な課題を設定させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。
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ア 内容の(1)のイについては，歴史的背景，気候，風土，文化などとの ア 内容の(1)のアについては，被服の起源を取り上げ，被服の基本型に

かかわりを扱うこと。ウについては，西洋の服飾を中心に取り上げ，歴 ついて理解させること。イについては，洋服と和服を中心として取り上

史的背景，気候，風土，文化などとのかかわりを扱うこと。 げ，その変遷の歴史的背景，気候，風土，文化などとのかかわりを扱う

イ 内容の(2)については，トータルコーディネートと社会生活上の着装 こと。

のマナーについても扱うこと。 イ 内容の(2)のアについては，流行と人間の欲求や産業界とのかかわり

を扱うこと。

ウ 内容の(3)については，洋服と和服の基本的な着装ができるようにす

ること。また，トータルコーディネートを扱い，社会生活上の着装のマ

ナーにも触れること。

第10 ファッション造形基礎 第10 被服製作

１ 目 標 １ 目 標

被服の構成，被服材料の種類や特徴など被服製作に関する知識と技術を習 被服構成の基礎，構成技法，被服材料の特徴などに関する知識と技術を習

得させ，ファッション造形の基礎的な能力と態度を育てる。 得させ，被服を創造的に製作する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 被服の構成 (1) 被服構成の基礎

ア 人体と被服 ア 人体と被服

イ 立体構成と平面構成 イ 立体構成と平面構成

(2) 被服材料 (2) 被服の構成技法

ア 被服材料の特徴と性能 ア 立体裁断

イ 用途に応じた被服材料の選択 イ 平面製図

(3) 洋服製作の基礎 (3) 被服材料の種類と特徴

ア 採寸 ア 被服材料の種類

イ 型紙の基本 イ 被服材料の特徴

ウ デザインと材料の選択 (4) 洋服の製作

エ 裁断 ア 洋服の種類と特徴

オ 仮縫いと補正 イ デザインと材料の選定

カ 縫製 ウ パターンメーキング
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キ 仕上げ エ 裁断

ク 着装 オ 仮縫い，補正

(4) 和服製作の基礎 カ 縫製

ア 和服の構成と名称 キ 仕上げ

イ 材料の選択 (5) 和服の製作

ウ 寸法の見積りと裁断 ア 和服の種類と特徴

エ 縫製 イ 和服の構成と名称

オ 仕上げ ウ 材料の選定

カ 着装 エ 裁断

オ 縫製

カ 仕上げ

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(3)及び(4)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，い ア 内容の(2)，(4)及び(5)については，実習を中心として扱うこと。

ずれかを選択して扱うことができること。 イ 内容の(4)及び(5)については，学科の特色や生徒の実態等に応じて，

いずれかを選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，人体と被服とのかかわり，人体を覆う被 ア 内容の(1)のアについては，人体と被服とのかかわり，人体を覆う被

服の形，動作に適応した被服のゆるみなどについて扱うこと。イについ 服の形や動作による変化などについて理解させること。イについては，

ては，立体構成と平面構成の特徴について扱うこと。 立体構成と平面構成の特徴について理解させること。

イ 内容の(2)のアについては，繊維，糸，布を中心に扱うこと。イについ イ 内容の(2)については，立体裁断と平面製図の特徴や方法について，

ては，布を中心に扱うこと。 具体的な事例を通して理解させること。

ウ 内容の(3)については，目的に応じた被服材料の選択と取扱いができ

るようにすること。

第11 ファッション造形



- 518 -

１ 目 標

デザインや着用目的に応じたファッション造形の知識や技術を習得させ，

ファッション製品を創造的に製作する能力と態度を育てる。

２ 内 容

(1) ファッション造形の要素

ア デザイン

イ 構成技法

ウ 材料

エ 縫製

(2) 洋服製作

ア デザインの選定

イ 材料の選択と取扱い

ウ パターンメーキングとアパレルＣＡＤの活用

エ 裁断

オ 仮縫いと補正

カ 縫製

キ 仕上げ

ク 着装

(3) 和服製作

ア 材料の選択

イ 裁断

ウ 縫製

エ 仕上げ

オ 着装

(4) 総合実習

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす
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る。

ア 内容の(2)及び(3)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，い

ずれかを選択して扱うことができること。

イ 内容の(4)については，個人又はグループで適切な課題を設定させ，

実習をさせること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，立体裁断と平面製図の特徴や方法につい

て，具体的な事例を通して扱うこと。

イ 内容の(2)のイについては，デザインに応じた材料の選択や取扱いに

ついて扱うこと。ウについては，デザインに応じたパターンメーキング

やアパレルＣＡＤシステムなどを扱うこと。

第12 ファッションデザイン 第11 ファッションデザイン

１ 目 標 １ 目 標

ファッションデザインの基礎，発想と表現法などに関する知識と技術を習 ファッションデザインの基礎，発想と表現法などに関する知識と技術を習

得させ，ファッションを創造的にデザインする能力と態度を育てる。 得させ，ファッションを創造的にデザインする能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) ファッションデザインの基礎 (1) ファッションデザインの基礎

ア 形態 ア 形態

イ 色彩 イ 色彩

ウ 文様 ウ 文様

エ 材質感 エ 材質感

オ 要素の統一 オ 要素の統一

(2) ファッションデザインの発想と表現法 (2) ファッションデザインの発想と表現法

ア デザインの発想 ア デザインの発想

イ ファッションデザイン画 イ ファッション画

ウ 各種材料による表現 ウ 各種材料による表現

エ ファッションデザイン実習 エ ファッションデザイン実習
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(3) ファッションデザインと流行 (3) ファッション産業

ア 流行とブランド ア ファッション産業の仕組み

イ 個性とデザイン イ ファッション産業の動向

(4) ファッション産業 (4) 商品企画

ア ファッション産業の仕組み

イ 消費者ニーズとファッション産業

ウ 商品企画

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(4)については，生徒の実態や学科の特色に応じて選択して扱 ア 内容の(2)及び(4)については，実習を中心として扱うこと。

うことができること。 イ 内容の(3)及び(4)については，学科の特色や生徒の実態等に応じて，

いずれかを選択して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする｡ (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)についてはファッションデザインの造形要素の基礎的な事 ア 内容の(1)については，ファッションデザインの造形的要素の基礎的

項をファッションイメージと関連付けて扱うこと。 事項を，ファッションイメージとかかわらせて扱うこと。

イ 内容の(2)のイについては，基本プロポーションなど基礎的な表現手 イ 内容の(2)のイについては，基本プロポーションなど基礎的な表現手

法から，素材表現などの発展的な表現手法へと段階的に扱うこと。ウに 法から，素材表現などの発展的な表現手法へと段階的に扱うこと。ウに

ついては，布などの材料を使ったピンワークやディスプレイなどを扱う ついては，布などの材料を使ったピンワークやディスプレイなどを扱う

こと。 こと。

ウ 内容の(4)のウについては，ファッションに関する情報収集から商品 ウ 内容の(3)については，ファッション産業の仕組みや動向の概要，業

の企画及び販売までの活動を段階的に扱うこと。 務内容と職種との関連などを扱うこと。

エ 内容の(4)については，ファッションに関する情報収集から，商品を

提案するまでの各段階の商品企画を扱うこと。

第13 服飾手芸 第12 服飾手芸

１ 目 標 １ 目 標
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手芸の種類，特徴及び変遷，各種手芸の技法などに関する知識と技術を習 手芸の種類と変遷，各種手芸の技法などに関する知識と技術を習得させ，

得させ，手芸品を創造的に製作し，服飾に活用する能力と態度を育てる。 手芸品を創造的に製作し，服飾に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 手芸の種類と特徴 (1) 手芸の種類と変遷

(2) 手芸の変遷 (2) 服飾材料としての各種手芸の技法

(3) 服飾材料としての各種手芸の技法 (3) 手芸品の製作

(4) 手芸品の製作

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(4)については，安全に十分留意して用具や器具，薬品，染料 ア 内容の(2)及び(3)については，実験・実習を中心として扱うこと。

などを取り扱うこと。 イ 内容の(3)については，計画を立てて作品の製作ができるようにする

こと。その際，用具や器具，薬品，染料などの取扱いについては，安全

に十分留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，地域の伝統文化などとも関連付けて扱うこと。 ア 内容の(1)については，刺しゅう，編物，染色，織物及びその他の手

イ 内容の(2)については，刺しゅう，編物，染色，織物及びその他の手 芸を，地域の伝統文化や歴史などともかかわらせて扱うこと。

芸の起源から現在に至るまでの変遷を扱うこと。 イ 内容の(2)については，刺しゅう，編物，染色，織物及びその他の手

ウ 内容の(3)については，刺しゅう，編物，染色，織物及びその他の手 芸の中から選択して，基礎的な技法を習得させること。

芸の中から選択して，基礎的な技法について扱うこと。

エ 内容の(4)については，服飾への活用を想定した手芸品の製作につい

て扱うこと。

第14 フードデザイン 第13 フードデザイン

１ 目 標 １ 目 標

栄養，食品，献立，調理，テーブルコーディネートなどに関する知識と技 栄養，食品，献立，調理，テーブルコーディネートなどに関する知識と技

術を習得させ，食生活を総合的にデザインするとともに食育の推進に寄与す 術を習得させ，食事を総合的にデザインする能力と態度を育てる。
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る能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 健康と食生活 (1) 食事の意義と役割

ア 食を取り巻く現状 (2) フードデザインの構成要素

イ 食事の意義と役割 ア 栄養

(2) フードデザインの構成要素 イ 食品

ア 栄養 ウ 調理

イ 食品 エ 料理様式と献立

ウ 料理様式と献立 オ テーブルコーディネート

エ 調理 (3) フードデザイン実習

オ テーブルコーディネート ア 食事テーマの設定と献立作成

(3) フードデザイン実習 イ 食品の選択と調理

ア 食事テーマの設定と献立作成 ウ テーブルコーディネートとサービスの実習

イ 食品の選択と調理

ウ テーブルコーディネートとサービスの実習

(4) 食育と食育推進活動

ア 食育の意義

イ 家庭や地域における食育推進活動

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(4)のイについては，地域の関係機関等との連携を図ること。 ア 内容の(2)のウ及びオ並びに(3)については，実習を中心として扱うこ

と。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，健康，栄養状態，食料事情，食の安全及 ア 内容の(1)については，現代の食生活の問題点にも触れること。

び環境とのかかわりなどを扱うこと。イについては，食事の意義とおい イ 内容の(2)のア及びイについては，ウの内容と関連付けて理解させる

しさ及び望ましい食習慣の形成並びに地域の食文化などを関連付けて扱 こと。
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うこと。 ウ 内容の(3)のウについては，日本料理，西洋料理及び中国料理の基本

イ 内容の(2)のオ及び(3)のウについては，日本料理，西洋料理と中国料 的なテーブルセッティング，テーマにふさわしいテーブルコーディネー

理のテーブルセッティングやサービスの基本的な考え方及び方法を扱う ト及びサービスの方法を扱うこと。

とともに，食事のテーマにふさわしいテーブルコーディネートやサービ

スの基本的な考え方及び方法を扱うこと。

ウ 内容の(4)のアについては，食育を推進することの重要性について扱

うこと。イについては，学校家庭クラブ活動などを通して食育を推進す

る活動を行うこと。

第15 食文化 第14 食文化

１ 目 標 １ 目 標

食文化の成り立ち，日本と世界の食文化などに関する知識と技術を習得さ 食生活の変遷と文化，日本と世界の食文化などに関する知識と技術を習得

せ，食文化の伝承と創造に寄与する能力と態度を育てる。 させ，食文化の伝承と創造に寄与する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 食文化の成り立ち (1) 食生活の変遷と文化

(2) 日本の食文化 (2) 日本の食文化

ア 食生活の変遷 ア 日常食，行事食，郷土料理

イ 日常食，行事食，郷土料理 イ 料理様式の発展

ウ 料理様式の発展 (3) 世界の食文化

(3) 世界の食文化 ア 世界の料理の特徴と文化

ア 世界の料理の特徴と文化 イ 食生活の国際化

イ 食生活の国際化 (4) 食文化の伝承と創造

(4) 食文化の伝承と創造 ア 食文化の伝承と創造

(5) 調理師の業務と社会的役割 イ 調理師の業務と社会的役割

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものと (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものと

する。 する。
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ア 内容の(4)については，内容の(2)のイ及び(3)のアと関連付け，実習 ア 内容の(4)のアについては，内容の(2)のア及び(3)のアとかかわらせ

を中心として扱うこと。 て実習を中心として扱うこと。

イ 内容の(5)については，生徒の実態や学科の特色に応じて，扱わない イ 内容の(4)のイについては，学科の特色や生徒の実態等に応じて，扱

ことができること。 わないことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，食文化の形成要因について扱うこと。 ア 内容の(1)については，日本の食生活の変遷について各時代ごとの特

イ 内容の(2)のアについては，日本の食生活の変遷について各時代ごと 徴を概観させ，食生活の文化的な側面に着目させること。

の特徴を概観させ，食生活の文化的な側面に着目させること。イについ イ 内容の(2)のアについては，日常の食事と地域に伝わる行事食や郷土

ては，日常の食事と地域に伝わる行事食や郷土料理を取り上げ，食のも 料理を取り上げ，食のもつ文化的，歴史的な側面について考えさせるこ

つ文化的，歴史的な側面について扱うこと。ウについては，伝統的な料 と。イについては，伝統的な料理様式を取り上げ，その特徴や食卓作法

理様式を取り上げ，その特徴や食卓作法を扱うこと。 を扱うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，世界の主な食文化圏とその料理の特徴の ウ 内容の(3)のアについては，世界の主な食文化圏とその料理の特徴の

概要について扱うこと。 概要について理解させること。

エ 内容の(4)については，食文化の伝承の重要性や新しい食文化を創造 エ 内容の(4)のアについては，食文化の伝承の重要性について理解させ

することの意義について扱うこと。 るとともに，新たな食文化を創造しようとする意欲や態度を育成するこ

オ 内容の(5)については，食育の推進に果たす調理師の役割についても と。

扱うこと。

第16 調理 第15 調理

１ 目 標 １ 目 標

様式別調理，大量調理などに関する知識と技術を習得させ，健康の維持・ 様式別調理，集団調理などに関する知識と技術を習得させ，食生活の充実

増進に寄与する食生活の充実向上を図るとともに，創造的に調理する能力と 向上を図るとともに，創造的に調理する能力と態度を育てる。

態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 調理の基礎 (1) 調理の基礎

ア 調理の目的 ア 調理の目的

イ 食品の性質 イ 食品の性質

ウ 調理の種類と基本操作 ウ 調理の種類と基本操作
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(2) 調理用施設・設備，熱源及び調理機器 (2) 様式別の献立と調理

(3) 献立作成 ア 日本料理

ア 献立作成の意義 イ 西洋料理

イ 栄養計算 ウ 中国料理

(4) 様式別の献立と調理 エ その他の料理

ア 日本料理 (3) 目的別・対象別の献立と調理

イ 西洋料理 ア 行事食・供応食

ウ 中国料理 イ 病人食

エ その他の料理 ウ 幼児と高齢者の食事

(5) 目的別・対象別の献立と調理 (4) 集団調理の管理と運営

ア 日常食 ア 集団調理の種類と特徴

イ 行事食・供応食 イ 献立作成と調理

ウ 病気時の食事 ウ 調理用施設・設備，熱源及び調理機器

エ 幼児と高齢者の食事 エ 集団調理の管理

(6) 大量調理 (5) 食事環境とサービス

ア 大量調理の種類と特徴

イ 大量調理の組織と管理

ウ 献立作成と調理

(7) 食事環境とサービス

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)から(6)までについては，調理理論と関連付けて，実験・実 ア 内容の(2)から(5)までについては，実験・実習を中心として扱うこと。

習を中心として扱うこと。 イ 内容の(5)については，内容の(2)から(4)までとの関連を図って，サ

イ 内容の(7)については，内容の(2)から(6)までとの関連を図って，サー ービス実習をさせること。

ビス実習をさせること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，代表的な食品の調理上の性質について扱 ア 内容の(1)のイについては，代表的な食品の調理上の性質について理
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うこと。ウについては，加熱操作，非加熱操作及び調味の方法と特徴に 解させること。ウについては，加熱操作，非加熱操作及び調味の方法と

ついて扱うこと。 特徴について理解させること。

イ 内容の(2)については，家庭や特定給食施設などの厨房設備と調理機 イ 内容の(2)については，代表的な献立を取り上げて実習させること。
ちゅう

器の安全で衛生的な取扱いに重点を置くこと。 また，様式別の食器，食卓構成，食卓作法などにも触れること。

ウ 内容の(3)については，献立作成の意義を理解させるとともに，性別， ウ 内容の(3)のアについては，代表的な行事を取り上げて，供応の目的

年齢，生活活動などに応じた適切な献立の作成について扱うこと。 に合った献立と調理ができるようにすること。イについては，一般治療

エ 内容の(4)については，代表的な献立を取り上げ，様式別の食器，食 食の流動食，軟食及び常食を扱うこと。ウについては，幼児と高齢者の

卓構成，食卓作法なども扱うこと。 食事に関する留意事項を扱うこと。

オ 内容の(5)のアについては，健康の維持・増進を考慮した日常食の献 エ 内容の(4)のアについては，各種給食を扱うこと。イについては，集

立と調理を扱うこと。イについては，代表的な行事を取り上げ，供応の 団 調理に当たっての留意事項に重点を置いて実習させること。ウにつ

目的に合った献立と調理を扱うこと。ウについては，流動食，軟食及び いては，厨房設備と調理機器の安全で衛生的な取扱いに重点を置くこ
ちゆう

常食を扱うこと。エについては，幼児と高齢者の食事に関する留意事項 と。エについては，集団調理の組織と運営，食品の保管，調理作業管理，

を扱うこと。 衛生管理などを扱い，集団調理を担当する者としての自覚をもたせるよ

カ 内容の(6)のアについては，各種給食を扱うこと。イについては，大 うにすること。

量調理の組織と運営，食品の保管，調理作業管理，衛生管理などについ

て扱うこと。また，大量調理を担当する者の自覚と責任についても扱う

こと。ウについては，学校や事業所などにおける給食の留意事項に重点

を置いて扱うこと。

第17 栄養 第16 栄養

１ 目 標 １ 目 標

栄養素の機能と代謝，各ライフステージにおける栄養，労働・スポーツと 栄養素の機能と代謝，ライフステージや労働・スポーツと栄養などに関す

栄養などに関する知識を習得させ，健康の維持・増進を図る能力と態度を育 る知識を習得させ，健康の保持増進を図る能力と態度を育てる。

てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 人体と栄養 (1) 栄養素の機能と代謝

ア 栄養と栄養素 ア 炭水化物

イ 人体の構成成分と栄養素 イ 脂質
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ウ 食物の消化と吸収 ウ たんぱく質

(2) 栄養素の機能と代謝 エ 無機質

ア 炭水化物 オ ビタミン

イ 脂質 カ 食物の消化と吸収

ウ たんぱく質 (2) 栄養摂取の基準と栄養状態の評価

エ 無機質 ア エネルギー代謝

オ ビタミン イ 栄養摂取に関する基準

カ その他の成分 ウ 栄養状態の評価

(3) 食事摂取基準と栄養状態の評価 (3) ライフステージと栄養

ア エネルギー代謝 (4) 生理と栄養

イ 食事摂取基準 ア 労働，スポーツと栄養

ウ 栄養状態の評価 イ 妊娠，授乳期の栄養

(4) ライフステージと栄養 (5) 病態と栄養

(5) 生理と栄養 ア 栄養障害と食事

ア 労働，スポーツと栄養 イ 病態時の栄養

イ 妊娠，授乳期の栄養

(6) 病態と栄養

ア 栄養障害と食事

イ 病態時の栄養

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のウについては，食物の物理的消化，栄養素の化学的消化， ア 内容の(1)のアについては，食物繊維の栄養的意義についても触れる

吸収及び排泄などの仕組みの概要について扱うこと。 こと。オについては，炭水化物，脂質及びたんぱく質の代謝と関連させ
せつ

イ 内容の(2)のアについては，食物繊維の栄養的意義についても触れる て理解させること。カについては，食物の物理的消化，栄養素の化学的

こと。オについては，炭水化物，脂質及びたんぱく質の代謝と関連させ 消化，吸収及び排泄などの仕組みの概要について理解させること。
せつ

て扱うこと。カについては，アからオ以外の生体調節機能を有する成分 イ 内容の(2)のアについては，エネルギー代謝の基礎的事項を扱うこと。

について扱うこと。 イについては，栄養摂取に関する代表的な基準を扱うこと。ウについて

ウ 内容の(3)のアについては，エネルギー代謝の基礎的な内容を扱うこ は，個人及び集団の栄養状態の評価の意義と方法について扱うこと。
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と。イについては，食事摂取基準におけるエネルギーと代表的な栄養素 ウ 内容の(3)については，乳幼児期，青少年期，成年期及び高齢期を取

を扱うこと。ウについては，個人及び集団の栄養状態の評価の意義と方 り上げ，各期の栄養の特徴と，それを満たす食事構成の概要を扱うこと。

法について扱うこと。

エ 内容の(4)については，乳幼児期，青少年期，成年期及び高齢期を取 エ 内容の(4)のアについては，生活活動強度や活動時間の差による生理

り上げ，各期の栄養の特徴とそれを満たす食事構成の概要を扱うこと。 的特徴，栄養上の配慮事項及び食事構成の概要を扱うこと。イについて

オ 内容の(5)のアについては，生活活動強度や活動時間の差による生理 は，妊娠，授乳期の生理的特徴，栄養上の配慮事項及び食事構成の概要

的特徴，栄養上の配慮事項及び食事構成の概要を扱うこと。イについて を扱うこと。

は，妊娠，授乳期の生理的特徴，栄養上の配慮事項及び食事構成の概要 オ 内容の(5)については，栄養の過不足による病気と食事療法及び胃腸

を扱うこと。 疾患，高血圧，糖尿病などの病態に応じた栄養と食事構成の概要を扱う

カ 内容の(6)については，栄養の過不足による病気と食事療法及び病態 こと。

に応じた栄養と食事構成の概要を扱うこと。

第18 食品 第17 食品

１ 目 標 １ 目 標

食品の分類とその特徴，食品の表示，食品の加工と貯蔵などに関する知識 食品の分類とその特徴，加工と貯蔵などに関する知識と技術を習得させ，

と技術を習得させ，食品を適切に選択，活用して食生活の充実向上を図る能 食品を適切に活用して食生活の充実向上を図る能力と態度を育てる。

力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 食品の分類とその特徴 (1) 食品の分類とその特質

ア 食品の成分と分類 ア 食品の成分と分類

イ 植物性食品とその加工品 イ 植物性食品とその加工品

ウ 動物性食品とその加工品 ウ 動物性食品とその加工品

エ 油脂 エ 油脂

オ 調味料，甘味料，香辛料及び嗜好品 オ 調味料，甘味料，香辛料及び嗜好品
し

(2) 食品の表示 (2) 食品の加工と貯蔵

ア 食品の表示制度 ア 食品の加工

イ 各種食品の表示 イ 食品の貯蔵

(3) 食品の加工と貯蔵 (3) 食品の生産と流通
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ア 食品の加工 ア 食品の流通と食料需給

イ 食品の貯蔵 イ 食品の流通機構

(4) 食品の生産と流通

ア 食品の流通と食料需給

イ 食品の流通機構

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，食品の成分の特徴による分類方法である ア 内容の(1)のアについては，食品の成分の特徴による分類方法である

食品群と，「日本食品標準成分表」を扱うこと。イ及びウについては， 食品群と，「日本食品標準成分表」を扱うこと。イ，ウ及びオについて

代表的な食品を扱うこと。エについては，加工油脂を含めて代表的な食 は，代表的な食品を扱うこと。エについては，加工油脂を含めて代表的

品を扱うこと。オについては，代表的な食品の使用目的とその役割，性 な食品を扱うこと。オについては，使用目的とその役割，性質，利用法

質，利用法などを扱うこと。 などを扱うこと。また，イからオまでのそれぞれにおいて，食品の表示

イ 内容の(2)のアについては，食品の表示にかかわる基本的な法規や制 についても触れること。

度の目的と概要を扱うこと。イについては，加工食品などの表示を具体 イ 内容の(2)のアについては，物理的加工，化学的加工及び微生物や酵

的に扱うこと。 素による加工の目的，方法及び成分の変化を扱うこと。イについては，

ウ 内容の(3)のアについては，物理的加工，化学的加工及び微生物や酵 代表的な貯蔵の方法についてその原理と特徴の概要を扱うこと。

素による加工の目的，方法及び成分の変化を扱うこと。イについては， ウ 内容の(3)のアについては，多様化する食品の生産と食料需給の概要

代表的な貯蔵の方法についてその原理と特徴の概要を扱うこと。 を扱うこと。イについては，代表的な食品の流通機構の概要を扱うこと。

エ 内容の(4)のアについては，多様化する食品の生産と食料需給の概要

を扱うこと。イについては，代表的な食品の流通機構の概要や食品の安

全な流通を図るための仕組みを扱うこと。

第19 食品衛生 第18 食品衛生

１ 目 標 １ 目 標

食生活の安全と食品衛生対策など食品衛生に関する知識と技術を習得さ 食生活の安全と食品衛生対策など食品衛生に関する知識と技術を習得さ

せ，安全で衛生的な食生活に寄与する能力と態度を育てる。 せ，安全で衛生的な食生活に寄与する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容
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(1) 食生活の安全と食品安全行政 (1) 食生活の安全と食品衛生対策

(2) 食中毒とその予防 (2) 食品の変質とその防止

ア 細菌性食中毒とその予防 ア 微生物による変質とその防止

イ ウィルス性食中毒とその予防 イ 化学的作用による変質とその防止

ウ 化学物質による食中毒とその予防 (3) 食品添加物と表示

エ 自然毒による食中毒とその予防 ア 食品添加物の使用目的と用途

(3) 食品の汚染，寄生虫 イ 食品添加物の使用基準と表示

ア 有害物質による食品の汚染とその予防 (4) 食中毒とその予防

イ 寄生虫病とその予防 ア 細菌性食中毒とその予防

(4) 食品の変質とその防止 イ 化学物質による食中毒とその予防

ア 微生物による変質とその防止 ウ 自然毒による食中毒とその予防

イ 化学的作用による変質とその防止 (5) 食品の汚染，寄生虫

(5) 食品添加物 ア 有害物質による食品の汚染とその予防

ア 食品添加物の使用目的と用途 イ 寄生虫病とその予防

イ 食品添加物の使用基準と表示 (6) 衛生管理と食品衛生関係法規

(6) 食品衛生対策 ア 衛生管理の方法

ア 衛生管理の方法 イ 食品衛生関係法規

イ 食品衛生関係法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(6)のアについては，食品の衛生管理の方法を具体的に理解さ ア 内容の(6)のアについては，実験・実習を通して具体的に扱うこと。

せるよう実験・実習を通して扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，食生活の安全を確保することの重要性やその ア 内容の(1)については，飲食における食品衛生対策を中心として扱い，

ための食品安全行政の取組などについて扱うこと。 食品の生産，加工，流通及び消費における衛生対策についても触れるこ

イ 内容の(2)については，具体的な事例を取り上げ，食中毒の特徴，症 と。

状，発生状況と汚染源，予防などを扱うこと。 イ 内容の(2)については，食品の変質とその防止に関する基礎的事項を
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ウ 内容の(4)については，食品の変質とその防止に関する基礎的な内容 扱うこと。

を扱うこと。 ウ 内容の(3)については，食品添加物に関する法規とかかわらせて扱う

エ 内容の(5)については，食品添加物に関する法規と関連させて扱うこ こと。

と。 エ 内容の(4)については，具体的な事例を取り上げて，食中毒の特徴，

オ 内容の(6)のアについては，食品の生産，加工，流通及び消費におけ 症状，発生状況と汚染源，予防などを扱うこと。

る衛生対策を扱うこと。イについては，食品衛生に関する基本的な法規 オ 内容の(6)のイについては，食品衛生に関する法規の趣旨と概要を扱

の目的と概要を扱うこと。 うこと。

第20 公衆衛生 第19 公衆衛生

１ 目 標 １ 目 標

環境衛生，母子保健，学校保健など，集団の健康と公衆衛生に関する知識 環境衛生，母子保健，学校保健など，集団の健康と公衆衛生に関する知識

を習得させ，疾病の予防と健康づくりに寄与する能力と態度を育てる。 を習得させ，疾病の予防と健康づくりに寄与する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 集団の健康と公衆衛生 (1) 集団の健康と公衆衛生

ア 公衆衛生の意義 ア 公衆衛生の意義

イ 保健衛生統計 イ 衛生統計

(2) 公衆衛生関係法規 (2) 環境衛生

(3) 環境衛生 ア 現代の環境問題

ア 現代の環境問題 イ 生活環境の保全

イ 生活環境の保全 (3) 疾病の予防と健康管理

(4) 疾病の予防と健康管理 ア 生活習慣病と高齢者の健康管理

ア 生活習慣病と健康管理 イ 感染症の予防

イ 感染症の予防 ウ 精神保健

ウ 精神保健 (4) 母子保健

(5) 母子保健 ア 母性の保護と保健指導

ア 母性の保護と保健指導 イ 乳幼児の保健指導

イ 乳幼児の保健指導 (5) 学校保健，労働保健

(6) 学校保健 ア 学校保健管理と健康教育
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ア 学校保健管理 イ 労働環境の整備と健康

イ 健康教育 (6) 公衆衛生関係法規

(7) 産業保健

ア 労働環境の整備

イ 労働者の健康管理

(8) 高齢者保健

ア 高齢者保健の現状

イ 健康管理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 内容の(5)から(8)までについては，内容の(2)と関連付けて扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (1) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のイについては，人口動態統計，疾病統計及び国民健康・ ア 内容の(1)のイについては，人口動態統計，疾病統計及び栄養統計な

栄養調査などを取り上げ，集団の健康状態について扱うこと。 どを取り上げ，集団の健康状態について理解させること。

イ 内容の(2)については，公衆衛生に関する基本的な法規の目的と概要 イ 内容の(2)については，現代の生活と自然環境とのかかわりについて

を扱うこと。 具体的な事例を通して理解させ，生活環境の保全のための方策について

ウ 内容の(3)については，現代の生活と自然環境とのかかわりについて 考えさせること。

具体的な事例を通して扱い，生活環境の保全のための方策を扱うこと。 ウ 内容の(3)のアについては，生活習慣病の実態とその予防及び高齢者

エ 内容の(4)のアについては，生活習慣病の実態とその予防について具 の健康管理について，具体的な事例を通して理解させること。イについ

体的な事例を通して扱うこと。イについては，感染症の発生要因，予防 ては，感染症の発生要因，予防対策，消毒法などの基礎的事項を扱うこ

対策，消毒法などの基礎的事項を扱うこと。ウについては，精神の健康 と。ウについては，精神の健康を左右する要因と精神保健活動に関する

を左右する要因と精神保健活動に関する基礎的事項を扱うこと。 基礎的事項を扱うこと。

オ 内容の(5)については，母性保健指導及び乳幼児保健指導について具 エ 内容の(4)については，母性保健指導及び乳幼児保健指導について，

体的な事例を扱うこと。 具体的な事例を通して理解させること。

カ 内容の(6)については，学校における保健管理及び健康教育の意義と オ 内容の(5)のアについては，学校における保健管理と健康教育の意義

目的を扱うこと。 と目的を扱うこと。イについては，職場の環境や作業条件と健康とのか

キ 内容の(7)については，職場の環境や作業条件と健康とのかかわりを かわりを扱うこと。
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扱うこと。 カ 内容の(6)については，公衆衛生に関する法規の趣旨と概要を扱うこ

ク 内容の(8)については，高齢者の医療，福祉などと関連付けて扱うこ と。

と。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 家庭に関する各学科においては，「生活産業基礎」及び「課題研究｣を原則 (1) 家庭に関する各学科においては，「生活産業基礎」及び「課題研究｣を原則

としてすべての生徒に履修させること。 としてすべての生徒に履修させること。

(2) 家庭に関する学科においては，原則として家庭に関する科目に配当する総 (2) 家庭に関する学科においては，原則として家庭に関する科目に配当する総

授業時数の10分の５以上を実験・実習に配当すること。また，実験・実習に 授業時数の10分の５以上を実験・実習に配当すること。また，実験・実習に

当たっては，ホームプロジェクトを取り入れることもできること。 当たっては，ホームプロジェクトを取り入れることもできること。

(3) 地域や産業界との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験を積極 (3) 地域や産業界との連携を図り，就業体験を積極的に取り入れるとともに，

的に取り入れるとともに，社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努め 社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。

ること。

２ 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどの活 ２ 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどの活

用を図り，学習の効果を高めるよう配慮するものとする。 用を図り，学習の効果を高めるよう配慮するものとする。

３ 実験・実習を行うに当たっては，関連する法規等に従い，施設・設備や薬品 ３ 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科目を

等の安全管理に配慮し，学習環境を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し， 履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示し

安全と衛生に十分留意するものとする。 たものであり，学校において必要がある場合には，この事項にかかわらず指導

することができること。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第６節 看 護 第６節 看 護

第１款 目 標 第１款 目 標

看護に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，看護の本質と社会的な 看護に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，看護の本質と社会的な

意義を理解させるとともに，国民の健康の保持増進に寄与する能力と態度を育て 意義を理解させるとともに，国民の健康の保持増進に寄与する能力と態度を育て

る。 る。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 基礎看護 第１ 基礎看護

１ 目 標 １ 目 標

看護の意義と保健・医療・福祉における看護の役割を理解させ，日常生活 看護の意義と保健・医療・福祉における看護の役割を理解させ，日常生活

の援助及び診療における看護に関する基礎的な知識と技術を習得させるとと の援助及び診療における看護に関する基礎的な知識と技術を習得させるとと

もに，看護を適切に行う能力と態度を育てる。 もに，看護を適切に行う能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 看護の意義と役割 (1) 看護の意義と役割

ア 看護の対象の理解 ア 看護の対象の理解

イ 看護の意義 イ 看護の意義

ウ 看護活動の分野 ウ 看護活動の分野

エ 看護職とその倫理 エ 看護職とその倫理

(2) 日常生活と看護 (2) 日常生活と看護

ア 日常生活の理解 ア 日常生活の理解
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イ 食生活の援助 イ 食事

ウ 排泄の援助 ウ 排泄
せつ

エ 活動・運動の援助 エ 姿勢・体位と運動

オ 睡眠と休息の援助 オ 睡眠と休息

カ 身体の清潔の援助 カ 身体の清潔

キ 衣生活の援助 キ 衣生活

ク 学習，生産的な活動，レクリエーションの援助 ク 学習，生産的な活動，レクリエーション

ケ 病床環境の調整 ケ 病床環境の調整

コ 安全と医療事故 (3) 診療と看護

(3) 診療と看護 ア 体温，脈拍，呼吸，血圧の観察

ア フィジカルアセスメント イ 診察・検査と看護

イ 診察・検査と看護 ウ 与薬

ウ 与薬 エ 包帯法

エ 罨法・保温 オ 罨法
あん あんぽう

オ 褥 瘡の予防と手当て カ 褥 瘡の予防と手当て
じよくそう じよくそう

カ 無菌法と院内感染の予防 キ 無菌法と院内感染の予防

キ 救急処置 ク 救急処置

ク 災害看護 (4) 看護活動の展開

(4) 看護活動の展開 ア 疾病・障害の状態と看護

ア 患者との人間関係 イ 患者との人間関係

イ 疾病・障害の状態と看護 ウ 看護の過程

ウ 看護の展開 エ 看護活動の場における組織

エ 看護活動の場における組織

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，望ましい看護観や職業観及び看護職としての倫理 ア 指導に当たっては，望ましい看護観や職業観を育成するよう留意する

観を育成すること。 こと。
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イ 内容の(2)及び(3)については,講義と実習の一体的な指導により，知 イ 内容の(2)及び(3)については,講義と実習の一体的な指導により，知

識と技術が統合化されるようにすること。 識と技術が統合化されるよう留意すること。

ウ 内容の(4)のエについては，学科の特色に応じて，扱わないことがで ウ 内容の(4)のエについては，学科の特色に応じて，扱わないことがで

きること。 きること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については,人間理解を基盤とする看護の基本的な概念及び ア 内容の(1)については,人間理解を基盤とする看護の基本的な概念及び

保健・医療・福祉における看護の役割及び看護職としての使命と責任に 保健・医療・福祉における看護の役割について理解させること。

ついて扱うこと。 イ 内容の(2)については，患者の状態に応じた日常生活の援助をするた

イ 内容の(2)については，患者の状態に応じた日常生活の援助をするた めの基礎的な知識と技術を習得させること。

めの基礎的な知識と技術を扱うこと。 ウ 内容の(3)については，診療における看護の役割について理解させ，

ウ 内容の(3)については，診療における看護に関する基礎的な知識と技 診療における看護に関する基礎的な知識と技術を習得させること。

術を扱うこと。 エ 内容の(4)については，患者との適切な人間関係を形成し，看護の援

エ 内容の(4)については，患者との適切な人間関係を形成するためのコ 助を計画的に実施し評価する看護活動の一連の過程を扱うこと。また，

ミュニケーションの重要性とコミュニケーションの方法を扱うこと。ま 看護活動の場における組織や看護体制を扱うこと。

た，看護の援助を計画的に実施し評価する看護活動の一連の過程及び看

護活動の場における組織や看護体制を扱うこと。

第２ 人体と看護 第２ 看護基礎医学

１ 目 標 １ 目 標

看護を実践するために必要な人体に関する知識を習得させ，人体と生活及 看護を行うために必要な医学と保健に関する知識を習得させ，健康と疾病

び環境との関係について理解させる。 及びこれらと環境との関係について理解させる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 人体の構造と機能 (1) 人体の構造と機能

ア 人体とその構成 ア 人体とその構成

イ 器官系の構成と働き イ 器官系の構成と働き

ウ 生体の恒常性とその維持 ウ 生体の恒常性とその維持

エ 人体の機能と生活行動 エ 人体の機能と生活行動

(2) 栄養 (2) 疾病の成り立ちと回復の過程
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ア 栄養素と食品 ア 疾病の成り立ち

イ 栄養と生命維持 イ 回復の過程

ウ ライフステージと栄養 ウ 疾病と検査

エ 病態と栄養 エ 系統別疾患

(3) 感染と免疫 (3) 栄養

ア 病原微生物の種類と特徴 ア 栄養素と食品

イ 感染と人体の防御機構 イ 栄養と生命維持

ウ 滅菌と消毒 ウ ライフステージと栄養

エ 病原微生物の検査 エ 病態と栄養

(4) 感染と免疫

ア 病原微生物の種類と特徴

イ 感染と免疫

ウ 滅菌と消毒

エ 病原微生物の検査

(5) 薬物と薬理

ア 薬物に関する基礎知識

イ 薬物の臨床的応用

(6) 精神保健

ア 心の働きと発達

イ 心の健康

ウ 精神保健活動

(7) 生活と健康

ア 生活環境と健康

イ 人々の生活と健康

(8) 保健医療と福祉

ア 社会保障と社会福祉

イ 保健医療福祉制度

ウ 保健医療福祉関係法規
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３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，「疾病と看護」，「生活と看護」の内容構成を踏ま ア 内容の(1)のエ,(2)のエ,(3)のエ,(5)のイ及び(8)については，学科の

え，人間を身体的・精神的・社会的に統合された存在として理解を深め 特色に応じて，扱わないことができること。

ることができるように工夫すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，各器官系を構成する器官の構造と機能につい ア 内容の(1)については,各器官系を構成する器官の構造と機能につい

て，基本的な生活行動と関連させて扱うこと。なお，学科の特色に応じ て，基本的な生活行動と関連させて理解させること。

て，その概要を扱う程度とすることができること。 イ 内容の(2)については，病理及び主な疾患の病態生理について，疾病

イ 内容の(2)については，生命維持のための栄養の生理，食習慣と健康 からの回復の過程を含めて理解させること。

及び食事療法の基礎的な内容を扱うこと。 ウ 内容の(3)については，生命維持のための栄養の生理と食事療法の基

ウ 内容の(3)については，主な病原微生物の種類と特徴及び免疫の仕組 礎的な内容について理解させること。

みの基礎的な内容を扱うこと。 エ 内容の(4)については，主な病原微生物の種類と特徴及び免疫の仕組

みの基礎的な内容を扱い，病原微生物と感染症との関係及び感染症の予

防法について理解させること。

オ 内容の(5)については，薬理に関する基礎的な内容について理解させ，

薬物の適用についての的確な知識を習得させること。

カ 内容の(6)については，心の働きと健康に関する基礎的な内容を扱い，

精神保健活動の概要について理解させること。また，性の発達と心の健

康との関連を扱うこと。

キ 内容の(7)については，生活環境や生活行動と健康との関連及び公衆

衛生の基本的な内容を扱うこと。

ク 内容の(8)のアについては，社会保障及び社会福祉の理念と基本的な

制度を扱うこと。ウについては，看護及び看護活動と関連の深い保健医

療福祉等に関する法規の概要を扱うこと。

第３ 疾病と看護

１ 目 標
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看護を実践するために必要な疾病，治療及び薬物に関する知識を習得させ，

これらと疾病からの回復を促進させるための看護との関連について理解させ

る。

２ 内 容

(1) 疾病の成り立ちと回復の過程

ア 疾病の成り立ち

イ 回復の過程

ウ 疾病と検査

エ 系統別疾患

(2) 薬物と薬理

ア 薬物の作用

イ 薬物と生体の反応

ウ 薬物の管理

エ 薬物治療

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，「人体と看護」，「生活と看護」の内容構成を踏ま

え，人間を身体的・精神的・社会的に統合された存在として理解を深め

ることができるように工夫すること。

イ 内容の(1)のエ及び(2)のエについては，学科の特色に応じて，扱わな

いことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，病理及び主な疾患の病態生理について，疾病

からの回復の過程を含めて扱うこと。

イ 内容の(2)については，薬理に関する基礎的な内容を扱うとともに，

基本的な薬物について臨床での活用と関連させて扱うこと。



- 540 -

第４ 生活と看護

１ 目 標

看護を実践するために必要な精神保健，生活者の健康及び社会保障制度に

関する知識を習得させ，社会生活における医療と保健及び福祉との関係につ

いて理解させる。

２ 内 容

(1) 精神保健

ア 心の働きと発達

イ 心の健康

ウ ストレスとその対処

エ 精神保健活動

(2) 生活と健康

ア 生活環境と健康

イ 人々の生活と健康

ウ ヘルスプロモーションと公衆衛生

(3) 社会保障制度と福祉

ア 社会保障と社会福祉

イ 保健医療福祉制度

ウ 保健医療福祉関係法規

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，「人体と看護」，「疾病と看護」の内容構成を踏ま

え，人間を身体的・精神的・社会的に統合された存在として理解を深め

ることができるように工夫すること。

イ 内容の(2)のウについては，学科の特色に応じて，扱わないことがで
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きること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，性の発達と心の健康との関連も扱うこと。

イ 内容の(2)については，生活環境や生活行動と健康との関連及びヘル

スプロモーションや公衆衛生の基本的な内容を扱うこと。

ウ 内容の(3)については，社会保障及び社会福祉の理念と基本的な制度

を扱うこと。ウについては，看護及び看護活動と関連の深い保健医療福

祉等に関する法規の概要を扱うこと。

第５ 成人看護 第３ 成人・老人看護

１ 目 標 １ 目 標

成人の心身，生活，保健及び疾病について理解させ，成人の看護に関する 成人・老人の加齢，生活，保健及び疾病について理解させ，成人・老人の

知識と技術を習得させるとともに，その看護を行うために必要な基礎的な能 看護に関する知識と技術を習得させるとともに，その看護を行うために必要

力と態度を育てる。 な基礎的な能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 成人の生活・健康の特徴と看護 (1) 成人・老人の生活と健康

ア 生活と健康の特徴 ア 青年期の生活と健康

イ 健康問題の特徴 イ 壮年期の生活と健康

ウ 成人期の疾患の特徴 ウ 老年期の生活と健康

エ 成人看護の特徴 (2) 慢性疾患と看護

(2) 機能障害と看護 ア 生活と慢性疾患

ア 循環機能障害と看護 イ 慢性疾患患者の看護

イ 呼吸機能障害と看護 (3) リハビリテーションと看護

ウ 栄養摂取・代謝障害と看護 ア リハビリテーションと看護の役割

エ 内部環境調節障害と看護 イ リハビリテーションの基礎

オ 生体防御機能障害と看護 ウ 疾病・障害の状態に応じたリハビリテーションと看護

カ 感覚機能障害と看護 (4) がんと看護

キ 認知機能・コミュニケーション障害と看護 ア がん患者の理解
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ク 運動機能障害と看護 イ がんの治療と看護

ケ 排泄機能障害と看護 (5) 手術と看護
せつ

コ 性機能障害と看護 ア 手術を受ける患者の理解

イ 周手術期の看護

ウ 主な手術と看護

(6) 精神看護

ア 精神看護の特徴

イ 精神症状と看護

(7) 老人の看護と福祉

ア 老人と保健・医療・福祉サービス

イ 老人の日常生活の障害と看護

ウ 老人の疾病と看護

(8) 在宅看護

ア 在宅看護の意義と役割

イ 在宅療養者の看護及び家族への支援

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)については，必要に応じて実習を行い，成人の特質に応じ ア 内容の(2)から(8)までについては，必要に応じて実習を行い，成人･

た基本的な看護の方法を習得させること。 老人の特質に応じた基本的な看護の方法を習得させること。

イ 内容の(2)のイ,(3)のウ,(4)のイ,(5)のウ,(6),(7)のウ及び(8)につい

ては，学科の特色に応じて，扱わないことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，成人の成長発達に伴う身体的変化と精神的・ ア 内容の(1)については，成人・老人の加齢に伴う身体的変化と精神的

社会的発達，生活の特徴，健康問題などとそれに関連する成人の看護の ・社会的発達，生活の特徴，健康問題等について理解させること。

特徴について扱うこと。 イ 内容の(2)については，慢性疾患患者の看護に関する基礎的な知識と

イ 内容の(2)については，身体の様々な機能障害とそれがもたらす日常 技術を習得させること。

生活の制限と治療にかかわる看護の知識と技術について基礎的な内容を ウ 内容の(3)については，看護を行うために必要なリハビリテーション
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扱うこと。なお，学科の特色に応じて，その概要を扱う程度とすること に関する基礎的な知識と技術を習得させること。

ができること。 エ 内容の(4)については，がん患者の特質に応じた看護について理解さ

せること。

オ 内容の(5)については，周手術期における看護に関する基礎的な知識

と技術を習得させること。

カ 内容の(6)については，心の健康の保持増進のための看護及び精神症

状を有する人に対する看護に関する基礎的な知識と技術を習得させるこ

と。

キ 内容の(7)については，老人の看護と福祉に関する基礎的な知識と技

術を習得させること。

ク 内容の(8)については，在宅療養者とその家族に対する生活の質を重

視した看護について理解させること。

第６ 老年看護

１ 目 標

高齢者の加齢，生活，保健及び疾病について理解させ，高齢者の看護に関

する知識と技術を習得させるとともに，その看護を行うために必要な基礎的

な能力と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 老年期の生活と健康

ア 老年期の理解

イ 身体的・精神的・社会的機能の変化

ウ 日常生活の特徴

エ 健康状態の多様性とその課題

(2) 高齢者の保健医療福祉の動向

ア 高齢者を取り巻く社会

イ 高齢者の保健医療福祉施策の概要

(3) 高齢者の日常生活の障害と看護
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ア 生活に視点を置いた看護

イ 高齢者のフィジカルアセスメント

(4) 高齢者の代表的な障害と看護

ア 視覚・聴覚障害と看護

イ コミュニケーション障害と看護

ウ 排泄障害と看護
せつ

エ 日常生活動作の障害と看護

オ 認知症・精神障害と看護

カ 骨粗鬆症と看護
しょう

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 内容の(1)から(4)までについては，必要に応じて実習を行い，高齢者

の特性に応じた基本的な看護の方法を習得させること。

イ 内容の(4)については，学科の特色に応じて，扱わないことができる

こと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，高齢者を身体的，精神的，社会的側面など多

様な視点から理解し，人間としての尊厳を保ち，自立した生活が送れる

よう支援することの重要性について扱うこと。

イ 内容の(2)については，高齢者を支える基本的な社会保障制度や福祉

制度について扱うこと。また，社会構造の変化や高齢化の進展に伴う高

齢者の保健医療福祉の問題について扱うこと。

ウ 内容の(3)及び(4)については，老化と疾病の程度に応じた老年看護の

必要性とその方法の基礎的な内容について扱うこと。

第７ 精神看護

１ 目 標
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精神看護の意義と役割及び精神に障害のある人の看護の実際を理解させ，

精神看護に関する知識と技術を習得させるとともに，その看護を行うために

必要な基礎的な能力と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 精神の健康と看護

ア 精神の構造と機能

イ 精神看護の基本概念

(2) 精神医療の歴史と精神保健福祉

ア 精神医療看護の変遷

イ 地域における精神保健医療福祉と看護

ウ 地域における生活支援

(3) 精神疾患と看護

ア 主な症状と看護

イ 検査及び治療と看護

ウ 主な精神疾患と看護

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，精神の健康の保持増進及び精神障害時の看護を統

合的に学習できるようにすること。

イ 内容の(3)については，学科の特色に応じて，扱わないことができる

こと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，精神の健康に関する基礎的な内容について扱

うこと。また，精神看護の基礎的な知識や人間関係の成立過程，リエゾ

ン精神看護などについて扱うこと。

イ 内容の(2)については，精神医療看護の歴史を通して精神に障害のあ
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る人の人権や精神保健医療における看護の役割，倫理的配慮について扱

うこと。また，地域で生活していくための支援システムや必要な援助に

ついても扱うこと。

ウ 内容の(3)については，精神症状を有する人に対する看護に関する知

識と技術について基礎的な内容を扱うこと。

第８ 在宅看護

１ 目 標

在宅看護の意義と役割及び看護の実際を理解させ，在宅での看護に関する

知識と技術を習得させるとともに，その看護を行うために必要な基礎的な能

力と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 在宅看護の意義と役割

ア 在宅看護の必要性と対象

イ 在宅看護の場

ウ 訪問看護活動の形態

(2) 在宅療養者と家族への支援

ア 訪問看護の準備

イ 在宅における日常生活

ウ 訪問看護の実際

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，看護に関する各科目において習得した内容をもと

に学習できるようにすること。また，在宅療養者とその家族に対するク

オリティー・オブ・ライフを重視した在宅看護の特徴が学習できるよう

にすること。
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イ 内容の(2)については，講義と実習の一体的な指導により，知識と技

術が統合化されるようにすること。

ウ 内容の(2)については，学科の特色に応じて，扱わないことができる

こと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のウについては，在宅看護活動，組織的支援活動及びそれ

に携わる他職種と協働する中での看護の役割も扱うこと。

イ 内容の(2)については，在宅療養者の日常生活への援助とその家族の

生活の状態に応じた援助をするための知識と技術に関する基礎的な内容

及び診療の補助業務について扱うこと。ウについては，在宅看護におけ

る終末期の支援技術についても扱うこと。

第９ 母性看護 第４ 母子看護

１ 目 標 １ 目 標

母性の特質，生活，保健及び疾病について理解させ，母性の看護に関する 母子の特質，生活，保健及び疾病について理解させ，母子の看護に関する

知識と技術を習得させるとともに，その看護を行うために必要な基礎的な能 知識と技術を習得させるとともに，その看護を行うために必要な基礎的な能

力と態度を育てる。 力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 母性の健康と看護 (1) 母子の健康と看護

ア 母性看護の意義 ア 母子看護の意義

イ 母子の保健と福祉 イ 母子の保健と福祉

ウ 人間の性と生殖 ウ 人間の性と生殖

(2) 母性の看護 (2) 母性の看護

ア 女性のライフステージ各期の特徴と看護 ア 母性の健康

イ 周産期における看護 イ 妊娠・分娩・産褥と看護

ウ 周産期の異常と看護 ウ 妊娠・分娩・産褥の異常と看護

(3) 新生児の看護 (3) 新生児の看護

ア 新生児の生理と看護 ア 新生児の生理と看護
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イ 新生児期の異常と看護 イ 新生児期の異常と看護

(4) 小児の成長・発達と看護

ア 小児の成長・発達

イ 小児の日常生活と看護

(5) 小児の疾患と看護

ア 病児の看護の基本

イ 主な症状と看護

ウ 感染症と看護

エ 慢性疾患と看護

オ 手術と看護

カ 障害児の看護

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)，(3)については，必要に応じて実習を行い，母性看護の対 ア 内容の(2)のウ,(3)のイ及び(5)については,学科の特色に応じて，扱

象及び新生児の特質に応じた基本的な看護の方法を習得させること。 わないことができること。

イ 内容の(2)のウ，(3)のイについては，学科の特色に応じて，扱わない

ことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，母性看護の対象となる人の健康と母性看 ア 内容の(1)のアについては，母子の健康と母子看護の基本的な概念に

護の基本的な概念について理解させること。イについては，母子保健の ついて理解させること。イについては，母子保健の現状と母子の保健・

現状と母子の保健・福祉に関する基本的な法規や制度の概要を扱うこ 福祉に関する法規や制度の概要を扱うこと。

と。 イ 内容の(2)については，母性の健康及び妊婦，産婦，褥婦に対する看

イ 内容の(2)については，母性の健康及び妊婦，産婦，褥婦に対する看 護に関する基礎的な知識と技術を習得させること。
じょく

護に関する知識と技術について基礎的な内容を扱うこと。 ウ 内容の(3)については，新生児に対する看護に関する基礎的な知識と

ウ 内容の(3)については，新生児に対する看護に関する知識と技術につ 技術を習得させること。

いて基礎的な内容を扱うこと。 エ 内容の(4)については，小児期の成長・発達に関する基礎的な内容と

小児の日常生活，親の子どもに対するかかわり方や生活指導，育児にお
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ける家族の役割等について看護との関連において理解させること。

オ 内容の(5)については，病児や障害児とその家族に対する看護に関す

る基礎的な知識と技術を習得させること。

第10 小児看護

１ 目 標

小児の特質，生活，保健及び疾病について理解させ，小児の看護に関する

知識と技術を習得させるとともに，その看護を行うために必要な基礎的な能

力と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 小児の健康と看護

ア 小児看護の意義

イ 小児の保健と福祉

(2) 小児の成長・発達と看護

ア 小児の成長・発達

イ 小児の日常生活と看護

(3) 健康問題のある小児と看護

ア 健康問題のある小児と家族の看護

イ 主な症状と看護

ウ 急性期にある小児の看護

エ 慢性期にある小児の看護

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 内容の(2)及び(3)については，必要に応じて実習を行い，小児の特質

に応じた基本的な看護の方法を習得させること。

イ 内容の(3)については，学科の特色に応じて，扱わないことができる
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こと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，小児の健康と小児看護の基本的な概念に

ついて扱うこと。イについては，小児保健の現状と小児の保健・福祉に

関する基本的な法規や制度の概要を扱うこと。

イ 内容の(2)については，小児期の成長・発達に関する基礎的な内容と

小児の日常生活，家族の子どもに対するかかわり方や生活指導，育児に

おける家族の役割などについて看護と関連付けて扱うこと。

ウ 内容の(3)については，健康問題のある小児とその家族に対する看護

に関する知識と技術について基礎的な内容を扱うこと。

第11 看護の統合と実践

１ 目 標

看護に関する各科目において習得した内容を臨床で活用できるよう，知識

と技術の統合を図るとともに，看護の専門職として必要な能力と態度を育て

る。

２ 内 容

(1) 看護活動と組織

ア 保健医療福祉に携わる人々

イ 関係職種との連携

ウ 医療施設における看護組織

エ 国際協力

(2) 医療安全

ア 医療事故発生のメカニズム

イ 医療事故防止の考え方

ウ 医療安全への取組み

エ 医療従事者の法的責任

(3) 災害看護
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ア 災害看護の意義

イ 災害各期の対応と看護

ウ 災害看護における心のケア

(4) 統合実践

ア 看護計画の立案と評価

イ 実践への展開

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，臨床実践に近い状況を想定した実習を取り入れる

こと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，チーム医療及び他職種との協働の中で看護師

としてのメンバーシップ及びリーダーシップについて扱うこと。また，

看護のマネジメントと国際社会における諸外国との協力の重要性につい

て扱うこと。

イ 内容の(2)については，医療の安全確保に必要な基礎的な知識を扱う

こと。また，具体的な事例を通して，安全の確保に関する看護師の役割，

責任及び倫理について扱うこと。

ウ 内容の(3)については，災害直後から支援できる看護の基礎的な知識

や心的外傷後ストレス障害などの心のケアについて扱うこと。

エ 内容の(4)については，看護援助を必要とする患者の設定を臨床に即

して行い，その看護過程の展開と実践を行うこと。

第12 看護臨地実習 第５ 看護臨床実習

１ 目 標 １ 目 標

看護に関する各科目において習得した知識と技術を臨床の場で活用し実践 看護に関する各科目において習得した知識と技術を臨床の場で活用し実践

する経験を通して，看護観をはぐくみ，問題解決の能力を養うとともに，チ する経験を通して，看護観をはぐくみ，問題解決の能力を養うとともに，臨
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ーム医療に携わる様々な職種の役割及び保健医療福祉との連携・協働につい 床看護を行うために必要な能力と態度を育てる。

て理解し，臨床看護を行うために必要な能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 基礎看護臨地実習 (1) 基礎看護臨床実習

ア 医療施設の機能と看護の役割 ア 医療施設の機能と看護の役割

イ 患者の理解 イ 患者の理解

ウ 看護におけるコミュニケーション ウ 看護におけるコミュニケーション

エ 日常生活の援助 エ 日常生活の援助

オ 看護の展開 オ 疾病・障害の状態と看護

(2) 領域別看護臨地実習 カ 看護の過程

ア 成人看護臨地実習 (2) 成人・老人看護臨床実習

イ 老年看護臨地実習 ア 慢性疾患患者の看護

ウ 小児看護臨地実習 イ リハビリテーションと看護

エ 母性看護臨地実習 ウ がん患者の看護

オ 精神看護臨地実習 エ 手術患者の看護

(3) 統合実践看護臨地実習 オ 老人の看護

ア 在宅看護臨地実習 (3) 母子看護臨床実習

イ 看護の統合と実践 ア 母性の看護

イ 小児の看護

(4) 精神看護実習

ア 精神保健活動の場と従事者

イ 精神症状を現している人の理解

ウ 精神症状を現している人の看護

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，生徒が主体的に設定した看護に関する課題につい ア 内容の(1)のオ及びカ並びに(2)から(4)までについては，学科の特色
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て，問題解決的な学習をさせるようにすること。 や生徒の進路希望等に応じて，扱わないことができること。

イ 指導に当たっては，臨床の場における学習の効果を高めるために，事 イ 指導に当たっては，生徒が主体的に設定した看護に関する課題につい

前及び事後の指導を適切に行うこと。また，医療事故などの防止及び個 て，問題解決的な学習をさせるよう留意すること。

人情報保護に関する指導を徹底し，安全と衛生に十分留意すること。 ウ 指導に当たっては，臨床の場における学習の効果を高めるために，事

ウ 内容の(1)のオ，(2)及び(3)については，学科の特色に応じて，扱わ 前及び事後の指導を適切に行うこと。また，医療事故などの防止の指導

ないことができること。 を徹底し，安全と衛生に十分留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，看護実践の基礎として必要な医療施設等の機 ア 内容の(1)については，看護実践の基礎として必要な医療施設等の機

能と看護の役割，患者の総合的な把握及び看護におけるコミュニケーシ 能と看護の役割，患者の総合的な把握及び看護におけるコミュニケーシ

ョンの重要性，患者の状態に応じた日常生活の援助の方法を扱うこと。 ョンの重要性について理解させ，患者の状態に応じた日常生活の援助の

イ 内容の(2)のアについては，慢性期や急性期，回復期にある患者の看 方法を習得させること。

護の体験を通して看護の理論と実践を結び付け，成人に対する看護の特 イ 内容の(2)については，成人・老人の看護の体験を通して，成人・老

質と個別性について扱うこと。イについては，老年期の患者の看護の体 人に対する看護の特質と個別性について理解を深めさせること。

験を通して看護の理論と実践を結び付け，老年期の特色と看護の特質に ウ 内容の(3)については，母性及び小児の看護の体験を通して，妊婦，

ついて扱うこと。ウについては，小児の発達段階に応じた看護の体験を 産婦，褥婦及び小児に対する看護の特質について理解を深めさせること。

通して看護の理論と実践を結び付け，小児に対する看護の特質について エ 内容の(4)については，精神保健活動及び精神症状を現している人の

扱うこと。エについては，母性の看護，新生児の看護の体験を通して看 看護の体験を通して，精神症状を現している人に対する看護の特質につ

護の理論と実践を結び付け，対象に応じた看護の特質について扱うこと。 いて理解を深めさせること。

オについては，精神保健活動の場と看護及び精神症状を現している人の

看護の体験を通して，精神症状を現している人に対する看護の特質につ

いて扱うこと。

ウ 内容の(3)については，看護に関する知識と技術を統合させるよう，

チーム医療に携わる他職種や保健医療福祉との連携・協働などを含め，

臨床実践の中で必要な基礎的な知識と技術を扱うこと。アについては，

在宅における訪問看護や地域における医療看護活動などの実習を行うこ

と。イについては，臨床における看護活動について総合的な実習を行う

こと。

第13 看護情報活用 第６ 看護情報処理
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１ 目 標 １ 目 標

社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情 社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情

報の活用に関する知識と技術を習得させ，看護の分野で情報及び情報手段を 報処理に関する知識と技術を習得させ，看護の分野で情報及び情報手段を活

主体的に活用する能力と態度を育てる。 用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 情報機器と情報の活用 (1) 情報社会とコンピュータ

ア 生活と情報の活用 ア 生活と情報処理

イ 情報機器の活用分野 イ コンピュータの利用分野

ウ 情報通信ネットワーク ウ 情報の価値とモラル

(2) 情報モラルとセキュリティ (2) コンピュータによる情報処理

ア 情報の価値とモラル ア コンピュータの仕組み

イ 情報のセキュリティ管理 イ コンピュータの活用

(3) 看護と情報機器の活用 ウ 情報通信ネットワーク

ア 看護における情報機器活用の目的と意義 (3) 看護とコンピュータの活用

イ 個人情報の管理 ア 看護におけるコンピュータ利用の目的と意義

ウ 保健医療福祉の現場における看護情報システム イ 看護援助の支援システム

ウ 看護管理業務の支援システム

エ 地域保健医療情報システム

オ 個人情報の管理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，看護に関する題材やデータなどを用いた実習を通 ア 指導に当たっては，実習を通して実践的・体験的に理解させるよう留

して，看護の分野において情報を主体的に活用できるようにすること。 意すること。

また，他の看護に関する各科目と関連付けて指導すること。 イ 内容の(1)及び(2)については,看護に関する題材やデータを用いるこ

となどにより，看護の分野との関連を考慮した指導を行うよう留意する

こと。
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(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，情報化の進展が生活や社会に及ぼす影響，情 ア 内容の(1)については，生活における情報の意義や役割及びコンピュ

報の意義や役割及び情報機器の活用分野の概要を扱うとともに，情報通 ータの利用分野の概要について理解させるとともに，著作権やプライバ

信ネットワークを活用した情報の収集，処理，分析及び発信について体 シーの保護，情報発信者の責任など情報モラルの重要性について理解さ

験的に扱うこと。 せること。

イ 内容の(2)については，個人のプライバシーや著作権など知的財産の イ 内容の(2)のイについては，生徒の実態等に応じてアプリケーション

保護，収集した情報の管理，発信する情報に対する責任などの情報モラ ソフトウェアを選択し，その基本操作を扱うこと。ウについては，情報

ル及び情報通信ネットワークシステムにおけるセキュリティ管理の重要 通信ネットワークを活用した情報の収集，処理，発信について体験的に

性について扱うこと。 理解させること。

ウ 内容の(3)については，保健医療福祉サービス現場における情報の意 ウ 内容の(3)のイについては，看護援助を適切に行うための情報システ

義や役割及びコンピュータや医療用電子機器の活用の概要について扱う ムの活用を具体的に扱うこと。ウ及びエについては，看護管理業務及び

こと。アについては，医療用電子機器など測定機器の使用について扱う 地域保健医療を支援する情報システムの活用状況について理解させるこ

こと。イについては，保健医療福祉の現場における個人情報の管理の実 と。

際と重要性について扱うこと。ウについては，看護援助を適切に行うた

めの情報システムの活用を具体的に扱うこと。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 看護に関する各学科においては，「基礎看護」及び「看護臨地実習」を原 (1) 看護に関する各学科においては，「基礎看護」及び「看護臨床実習」を原

則としてすべての生徒に履修させること。 則としてすべての生徒に履修させること。

(2) 看護に関する各学科においては，原則として看護に関する科目に配当する (2) 看護に関する各学科においては，原則として看護に関する科目に配当する

総授業時数の10分の５以上を実験・実習に配当すること。 総授業時数の10分の５以上を実験・実習に配当すること。

(3) 地域や医療機関，産業界等との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就 ２ 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどの

業体験を積極的に取り入れるとともに，社会人講師を積極的に活用するなど 活用を図り，学習の効果を高めるよう配慮するものとする。

の工夫に努めること。 ３ 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は，当該科目

２ 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどの活 を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を

用を図り，学習の効果を高めるよう配慮するものとする。 示したものであり，学校において必要がある場合には，この事項にかかわら

３ 実験・実習を行うに当たっては，関連する法規等に従い，施設・設備や薬品 ず指導することができること。
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等の安全管理に配慮し，学習環境を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し， ４ 実験・実習を行うに当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環境

安全と衛生に十分留意するものとする。 を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意するもの

とする。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第７節 情 報 第節 情 報

第１款 目 標 第１款 目 標

情報の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，現代社会にお 情報の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，現代社会にお

ける情報の意義や役割を理解させるとともに，情報社会の諸課題を主体的，合理 ける情報の意義や役割を理解させるとともに，高度情報通信社会の諸課題を主体

的に，かつ倫理観をもって解決し，情報産業と社会の発展を図る創造的な能力と 的，合理的に解決し，社会の発展を図る創造的な能力と実践的な態度を育てる。

実践的な態度を育てる。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 情報産業と社会 第１ 情報産業と社会

１ 目 標 １ 目 標

情報産業と社会とのかかわりについての基礎的な知識と技術を習得させ， 情報産業と社会とのかかわりについての基本的な知識を習得させ，情報へ

情報産業への興味・関心を高めるとともに，情報に関する広い視野を養い， の興味や関心を高めるとともに，情報に関する広い視野を養い，創造する力

情報産業の発展に寄与する能力と態度を育てる。 を伸ばし，社会の発展を図る能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 情報化と社会 (1) 情報化と社会

ア 社会の情報化 ア 情報化と社会生活

イ 情報化の進展と情報産業の役割 イ 情報産業の発展と社会

(2) 情報産業と情報技術 ウ 高度情報通信社会のモラル

ア 情報産業を支える情報技術 (2) 情報化を支える科学技術

イ 情報産業における情報技術の活用 ア ハードウェアの基礎
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(3) 情報産業と情報モラル イ ソフトウェアの基礎

ア 情報技術者の業務と責任 ウ コンピュータの利用形態

イ 情報モラルと情報セキュリティ

ウ 情報産業と法規

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，産業現場の見学や情報産業における具体的な事例 ア 指導に当たっては，コンピュータを活用した学習や産業現場の見学等

を通して，情報産業の業務内容やそこで働くことの意義について理解さ を通して，理解を深めさせるよう留意すること。

せること。また，情報技術者が社会において果たしている役割について

理解させること。

イ 指導に当たっては，社会の情報化の進展が生活に及ぼす影響について

具体的な事例を通して理解させるとともに，情報産業が社会の情報化に

果たす役割の重要性について考えさせること。また，情報産業における

情報モラルについて討議するなど生徒が主体的に考える活動を取り入れ

ること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，情報伝達手段の変遷についても扱うこと。 ア 内容の(1)のアについては，情報化が社会生活に及ぼす影響を扱うこ

イについては，これからの学習を進めるための指針を与えるために，情 と。また，情報伝達手段の変遷を簡単に扱うこと。イについては，情報

報産業の業務内容やそこで働く情報技術者の役割について扱うこと。 産業の現状を取り上げ，情報産業の発展と社会とのかかわりについて理

イ 内容の(2)については，学校や生徒の実態に応じて，適切な情報技術 解させ，情報産業の今後の在り方について考えさせること。ウについて

を選択し，実習を中心にして扱うこと。アについては，基本的なハード は，高度情報通信社会を主体的に生きるための個人及び産業人としての

ウェア，ソフトウェア及び情報通信ネットワークに関する基礎的な知識 在り方，著作権やプライバシーの保護，情報発信者の責任などの情報モ

と技術について扱うこと。イについては，情報産業の業務内容と関連付 ラルの必要性及び情報のセキュリティ管理の重要性について理解させる

けながら情報の収集，処理，分析，発信，表現など情報技術の適切な活 こと。

用方法について扱うこと。 イ 内容の(2)のアについては，コンピュータが扱うデータ及びコンピュ

ウ 内容の(3)のアについては，技術や情報の守秘義務や法令遵守などの ータの基本的構成要素について総合的に理解させること。イについては，

情報技術者としての使命と責任について扱うこと。イについては，情報 基本ソフトウェア及びアプリケーションソフトウェアの役割と特徴につ
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セキュリティの管理を適切に行うために必要な基礎的な知識と技術につ いて総合的に理解させること。ウについては，集中処理及び分散処理の

いて扱うとともに，情報セキュリティ対策の重要性について扱うこと。 概念について理解させること。

ウについては，情報産業における情報や個人情報の保護，著作権などの

知的財産及び情報セキュリティ対策に関する法規を扱い，法規を守るこ

との意義と重要性についても扱うこと。

第２ 課題研究 第２ 課題研究

１ 目 標 １ 目 標

情報に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門的 情報に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，専門的

な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創 な知識と技術の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創

造的な学習態度を育てる。 造的な学習態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 調査，研究，実験 (1) 調査，研究，実験

(2) 作品の制作 (2) 作品の制作

(3) 産業現場等における実習 (3) 産業現場等における実習

(4) 職業資格の取得 (4) 職業資格の取得

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(4)までの中 ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(4)までの中

から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内 から個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内

容の(1)から(4)までの２項目以上にまたがる課題を設定することができ 容の(1)から(4)までの２項目以上にまたがる課題を設定することができ

ること。 ること。

イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるようにすること。 イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。

第３ 情報の表現と管理 第４ 情報と表現
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１ 目 標 １ 目 標

情報の表現と管理に関する基礎的な知識と技術を習得させ，情報を目的に 情報と表現に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ，表現力を伸

応じて適切に表現するとともに，管理し活用する能力と態度を育てる。 ばすとともに，情報を適切に表現する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 情報の表現 (1) 情報活用とメディア

ア 情報と表現の基礎 ア メディアの種類と特性

イ 情報の表現技法 イ コミュニケーションの基礎

ウ 情報の発信 (2) 情報活用の基礎

(2) 情報の管理 ア 文書による表現技法

ア ドキュメンテーション イ 図形・画像による表現技法

イ 情報の管理 ウ 音・音楽による表現技法

ウ コンピュータによる情報の管理と活用 (3) 情報発信の基礎

ア プレゼンテーションの基礎

イ プレゼンテーションによる情報発信

ウ 情報通信ネットワークを活用した情報発信

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，実習を通して，情報の表現と管理にコンピュータ ア 情報機器に固有な表現や特性などについて理解させ，その機器の基本

を積極的に活用しようとする主体的な態度を身に付けさせること。また， 的な操作を習得させること。

具体的な事例を通して，情報を扱う上での個人の責任について理解させ イ 内容の(1)については，文字，画像，音など，コミュニケーションを

ること。 行う際のメディアを扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，文字，図形，音などのコミュニケーショ ア 内容の(1)のアについては，それぞれのメディアの基本的な特性につ

ンを行う際のメディアを取り上げ，それぞれの特性と役割について扱う いて理解させること。また，メディアの変遷と今後の展望について，情

こと。イについては，アプリケーションソフトウェアを活用した基本的 報関連機器の発達と関連付けて考えさせること。イについては，コミュ

な情報の表現技法について扱うこと。また，レイアウトや配色などの視 ニケーションの基本的な技法を扱うこと。
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覚表現に関するデザインの方法について扱うこと。ウについては，情報 イ 内容の(2)については，ソフトウェアを利用した文書，図形・画像及

通信ネットワークを活用した情報の表現や発信及び効果的なプレゼンテ び音・音楽による基礎的な表現技法を扱い，その活用方法を習得させる

ーションの方法について扱うこと。 こと。

イ 内容の(2)のアについては，情報の記録，管理や伝達のために文書化 ウ 内容の(3)のアについては，プレゼンテーションツールとしてのアプ

することの重要性及び実践的な文書の作成方法について扱うこと。イに リケーションソフトウェアや関連機器の特色に触れるとともに，効果的

ついては，情報を目的に応じて分類し，整理し，及び保存するために必 なプレゼンテーションの技法を扱うこと。イについては，プレゼンテー

要な基礎的な知識と技術を扱うこと。また，情報セキュリティに配慮し ションの対象に即した企画書や報告書などの作成技法を扱うこと。ウに

た情報の管理手法について扱うこと。ウについては，コンピュータやア ついては，情報通信ネットワークを活用した情報の検索，収集及び発信

プリケーションソフトウェアなどを用いて，情報を整理，抽出，管理す の技法を習得させること。

る方法について扱うこと。

第４ 情報と問題解決 第８ モデル化とシミュレーション

１ 目 標 １ 目 標

情報と情報手段を活用した問題の発見と解決に関する基礎的な知識と技術 様々な現象を数理的に捉え，コンピュータで解析し，視覚化するための知

を習得させ，適切に問題解決を行うことができる能力と態度を育てる。 識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 問題解決の概要 (1) モデル化とその解法

ア 問題の発見から解決までの流れ ア モデル化の基礎

イ 問題解決の実際 イ モデルの種類と特性

(2) 問題の発見と解決 ウ シミュレーションの基礎

ア データの収集 (2) 現象のモデル化とシミュレーション

イ データの整理 ア 連続的に変化する現象

ウ データの分析 イ 離散的に変化する現象

エ 最適化 ウ その他の現象

(3) 問題解決の過程と結果の評価

ア 評価の方法

イ 評価の実際
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３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，実習を通して，情報及びコンピュータや情報通信 ア 指導に当たっては，モデル化やシミュレーションが自然現象や社会現

ネットワークなどの情報手段を活用した問題の発見から解決までの過程 象の将来予測や問題解決の有効な手段であることについて，具体的な事

において必要とされる知識と技術について理解させること。また，適切 例を通して理解させること。その際，アプリケーションソフトウェアを

な解決方法を用いることの重要性について考えさせるとともに，問題解 活用して体験的に理解させるよう留意すること。

決の手法を適切に選択することができるようにすること。 イ 内容の(2)については，生徒の興味・関心等に応じて適切な課題を設

定し，その解決を通して理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，問題の発見から解決までの一連の作業内 ア 内容の(1)については，モデルの種類に応じて適切なシミュレーショ

容を取り上げ，目的に応じた作業や分析方法の選択・実施などを行うた ンの解法があることについて理解させること。アについては，構造決定

めに必要な基礎的な知識と技術について扱うこと。イについては，問題 や関数関係の決定の基礎的な内容について具体的な事例を通して理解さ

解決の手法や考え方が情報産業でどのように活用されているかを理解さ せることとし，理論的に深入りしないこと。イについては，様々なモデ

せるために，情報産業において実際に行われている問題の発見と解決に ルの特性やその概要について理解させること。ウについては，システム

かかわる具体的な事例について扱うこと。 のシミュレーション等の概要を扱い，理論的に深入りしないこと。

イ 内容の(2)のアについては，データの収集方法として質問紙調査法や イ 内容の(2)については，身近な現象を取り上げ，モデル化とシミュレ

面接法などについて扱うこと。イについては，データの特性に応じてデ ーションの技法やその有効性について理解させること。

ータを整理し，及び保存する方法について扱うこと。ウについては，問

題を発見するために行うデータ分析に必要な記述統計，確率，分布など

について扱うこと。エについては，線形計画法や待ち行列などを取り上

げ，問題解決の技法に関する基礎的な知識と技術について扱うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，問題の発見から解決までの過程及び結果

の評価に必要な基礎的な知識と技術について扱うこと。イについては，

問題解決の過程と結果の評価が情報産業で実際にどのように行われてい

るかを理解させるために，情報産業で実際に行われている問題解決の過

程と結果の評価にかかわる具体的な事例について扱うこと。

第５ 情報テクノロジー
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１ 目 標

情報産業を支える情報テクノロジーの基礎的な知識と技術を習得させ，実

際に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容

(1) ハードウェア

ア コンピュータの構造と内部処理

イ 周辺機器とインタフェース

(2) ソフトウェア

ア オペレーティングシステムの仕組み

イ 応用ソフトウェアの仕組み

ウ 情報コンテンツに関する技術

(3) 情報システム

ア 情報システムの形態

イ ネットワーク

ウ データベース

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，学校や生徒の実態に応じて，適切な情報技術を選

択し，実習を中心にして扱うこと。

イ 指導に当たっては，具体的な事例を通して，情報技術の歴史的な変遷

及び国際標準や業界標準となっている技術について扱うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，家庭電化製品などへの組込みについても

触れること。

イ 内容の(2)のアについては，オペレーティングシステムの役割や重要

性及びファイルシステムなどの構造や機能について扱うこと。イについ
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ては，応用ソフトウェア，開発環境及びユーザインタフェースを取り上

げ，それぞれの特徴について扱うこと。ウについては，静止画，動画，

音などを取り上げ，ファイル形式，解像度とファイルサイズ，圧縮と伸

張などの情報コンテンツの作成に必要な基礎的な技術について扱うこ

と。

ウ 内容の(3)のアについては，社会で実際に活用されている情報システ

ムを取り上げ，その形態にとどまらず，仕組みの全体像について扱うこ

と。イについては，ネットワークの種類及び概要並びにプロトコルなど

のネットワークで使われている基礎的な技術について扱うこと。ウにつ

いては，データベースの基本的な概念や構造及びデータベースの設計・

管理に必要な基礎的な知識と技術について扱うこと。

第６ アルゴリズムとプログラム 第５ アルゴリズム

１ 目 標 １ 目 標

アルゴリズムとプログラミング及びデータ構造に関する知識と技術を習得 データ構造と代表的なアルゴリズムに関する知識と技術を習得させ，実際

させ，実際に活用する能力と態度を育てる。 に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) アルゴリズムの基礎 (1) 数値計算の基礎

ア アルゴリズムの基本要素 ア 基本的なアルゴリズム

イ 処理手順の図式化 イ 数値計算

(2) プログラミングの基礎 (2) データの型とデータの構造

ア プログラムの構成 ア データの基本的な型と構造

イ 基本的な命令文 イ データ構造とアルゴリズム

ウ プログラミング (3) 整列

(3) 数値計算の基礎 (4) 探索

ア 基本的な数値計算 (5) データベースの概要

イ 実践的な数値計算 ア ファイルとデータベース

(4) データの型と構造 イ データベースの仕組み
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ア データの基本的な型と構造 ウ データベースの設計と操作

イ データ構造とアルゴリズム

(5) アルゴリズム応用

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，実習を通して，アルゴリズムに関する知識と表現 ア 指導に当たっては，コンピュータを活用した実習や演習を通して，解

技法を習得させるとともに，問題の内容に応じて，アルゴリズムを適切 決すべき課題の内容に応じて，アルゴリズムを適切に選択し，改善して

に選択し，改善していくことの重要性について理解させること。 いくことの重要性について理解させること。

イ 指導に当たっては，学校や生徒の実態に応じて適切なプログラム言語 イ 使用するプログラム言語及びアプリケーションソフトウェアについて

などを選択すること。 は，生徒や学校の実態に応じて適切なものを選択すること。

ウ 内容の(2)については，プログラム言語の規則の習得に偏ることのな

いように論理的な思考に関する学習を重視すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，アルゴリズムを表現するための順次，選 ア 内容の(1)のアについては，アルゴリズムとプログラムに関する基本

択及び繰り返しの基本的な構造について扱うこと。イについては，流れ 的な内容を扱い，順次，選択，繰り返し構造で表現できるアルゴリズム

図や構造化チャートなどを取り上げ，アルゴリズムの図式化に必要な基 について理解させること。イについては，簡単な統計処理などを例に，

礎的な知識と技術について扱うこと。 数値計算のアルゴリズムについて理解させること。その際，コンピュー

イ 内容の(2)のアについては，指導するプログラム言語の特徴や記述法 タが扱う数値の表現における誤差も簡単に扱うこと。

などについて扱うこと。イについては，指導するプログラム言語の基本 イ 内容の(2)のアについては，数値型，文字型及び論理型並びにレコー

的な命令文について扱うこと。ウについては，効果的なプログラム開発 ド及び配列を扱うこと。イについては，具体的な事例を通して，データ

の技法について扱うこと。 構造の選択と効率的なアルゴリズムの重要性について理解させること。

ウ 内容の(3)のアについては，分散や標準偏差を取り上げ，基礎的な数 ウ 内容の(3)については，複数の基礎的な整列法を取り上げ，それぞれ

値計算のアルゴリズムとプログラムについて扱うこと。イについては， の基本的な考え方，具体的なアルゴリズム及びその違いについて理解さ

コンピュータを利用した数値計算において計算結果に誤差が生じること せ，効率的なアルゴリズムについて考えさせること。

やアルゴリズムを工夫して誤差を減らす方法について扱うこと。 エ 内容の(4)については，線形探索法と二分探索法を取り上げ，それぞ

エ 内容の(4)のアについては，データの型として数値型，文字型及び論 れの基本的な考え方，具体的なアルゴリズム及びその違いについて理解

理型並びにデータの構造としてレコード及び配列について扱うこと。イ させ，効率的なアルゴリズムについて考えさせること。
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については，具体的な事例を通して，データ構造の選択と効率的なアル オ 内容の(5)のアについては，ファイルとデータベースの意義と目的及

ゴリズムについて扱うこと。 びデータベースの有用性について理解させること。イについては，リレ

オ 内容の(5)については，整列や探索などを取り上げ，効率的なアルゴ ーショナルモデルを取り上げ，基本的なデータベースの仕組み及びデー

リズムとプログラムの開発技法について扱うこと。 タベース管理システムについて理解させること。ウについては，データ

ベースの設計の概要及び正規化の必要性について理解させ，データベー

スの基本的な操作を習得させること。

第７ ネットワークシステム 第７ ネットワークシステム

１ 目 標 １ 目 標

情報通信ネットワークシステムに関する知識と技術を習得させ，実際に活 情報通信ネットワークシステムに関する知識と技術を習得させ，実際に活

用する能力と態度を育てる。 用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) ネットワークの基礎 (1) ネットワークの基礎

ア データ通信の仕組みと働き ア ネットワークの種類

イ プロトコル イ 伝送の手順と接続方式

ウ 関連技術 ウ 関連技術

(2) ネットワークの設計と構築 (2) ネットワークの構築

ア ネットワークの分析 ア ネットワークの分析

イ ネットワークの設計 イ ネットワークの設計

ウ ネットワークの構築 (3) ネットワークの運用と保守

(3) ネットワークの運用と保守 ア 運用管理

ア ネットワークの運用管理 イ 保守

イ ネットワークの保守 (4) ネットワークの安全対策

ウ ネットワークの障害管理

(4) ネットワークの安全対策

ア 情報セキュリティポリシー

イ 不正行為とその対策

ウ ネットワーク利用者の啓発
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３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，実習を通して，ネットワークシステムの全体像に ア ネットワークシステムの全体像について情報通信ネットワークシステ

ついて情報通信ネットワークシステムの設計と運用・保守の視点から理 ムの設計と運用保守の視点から理解させるとともに，通信回線や関連機

解させるとともに，通信回線と関連機器のハードウェアの概要について 器のハードウェアの概要について理解させること。

理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，データ通信の基本構成，伝送方式，接続 ア 内容の(1)のアについては，基本的なネットワークの種類及び代表的

方式などについて扱うこと。イについては，プロトコルの基本的な仕組 な区分によるネットワークの概要を扱うこと。ウについては，変調方式，

みと機能について扱うこと。ウについては，ネットワーク機器やネット ネットワークアーキテクチャなどを扱うこと。

ワークの構造などについて扱うこと。 イ 内容の(2)のアについては，ネットワークシステムの要求分析及びそ

イ 内容の(2)のアについては，ネットワークシステムの要求分析及びそ のための必要条件について理解させること。イについては，具体的な事

のための必要条件について扱うこと。イについては，具体的な事例を通 例を通して，ネットワークシステムの設計の基礎的な内容について理解

して，ネットワークシステムの設計の基礎的な内容について扱うこと。 させること。

ウについては，効率的なネットワークの構築技法について扱うこと。 ウ 内容の(3)については，ネットワークシステムの運用管理と保守の必

ウ 内容の(3)のアについては，ネットワークの構成管理，運転管理及び 要性及びその具体的な手法を扱い，業務管理や分散システムの管理など

セキュリティ管理を取り上げ，ネットワークの運用管理の具体的な手法 の高度な内容に深入りしないこと。

と重要性について扱うこと。イについては，ネットワークの定期保守， エ 内容の(4)については，具体的な事例を通して，自然災害や人為的過

事後保守などを取り上げ，ネットワークの保守の具体的な手法と重要性 失などに対する安全対策の基礎的な内容を扱うこと。

について扱うこと。ウについては，ネットワークの障害の早期発見，早

期解決，再発防止を取り上げ，ネットワークの障害管理の具体的な手法

と重要性について扱うこと。

エ 内容の(4)のアについては，具体的な事例を通して，人為的過失や自

然災害などに対する安全対策に関する基本方針の役割や重要性について

扱うこと。イについては，データの破壊，不正アクセスなどを取り上げ，

防止策や管理方法について扱うこと。ウについては，情報セキュリティ

についてのネットワーク利用者への啓発活動の必要性とその内容を扱う
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こと。

第８ データベース

１ 目 標

データベースに関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度

を育てる。

２ 内 容

(1) データベースシステムの概要

ア データベースの概要

イ データベースシステムの活用

(2) データベースの設計とデータ操作

ア データモデル

イ データの分析とモデル化

ウ 正規化

エ データ操作

(3) データベースの操作言語

ア データベースの定義

イ データベースの操作

(4) データベース管理システム

ア データベース管理システムの働き

イ データベースの運用と保守

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，実習を通して，データベースシステムの全体像に

ついて，データベースシステムの設計と操作及び運用と保守の視点から

理解させること。
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イ 指導に当たっては，学校や生徒の実態に応じて，適切なデータベース

管理システムを選択すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，データベースの機能，仕組み，設計及び

操作の概要について扱うこと。イについては，在庫管理システムや文書

管理システムなどを取り上げ，データベースの有用性とデータベースシ

ステムの具体的な活用状況について扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，階層モデルやリレーショナルモデルなど

を取り上げ，データモデルの種類や特徴について扱うこと。ウについて

は，第一正規化から第三正規化までを取り上げ，正規化の内容や必要性

について扱うこと。エについては，選択，射影，結合などを取り上げ，

データ操作の基本的な概念について扱うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，データベースの意義と目的について扱う

こと。イについては，問い合せ，結合，副問合せ，更新及び削除を取り

上げ，データベースの基本的な操作について扱うこと。

エ 内容の(4)のアについては，データベース定義機能，データベース制

御機能などデータベース管理システムが提供する機能を取り上げ，それ

ぞれの働きと役割について扱うこと。イについては，データベースシス

テムの運用管理，障害管理，セキュリティ管理などを取り上げ，データ

ベースの運用と保守に必要な基礎的な知識と技術について扱うこと。

第９ 情報システム実習 第６ 情報システムの開発

１ 目 標 １ 目 標

情報システムの開発に関する知識と技術を実際の作業を通して習得させ， 情報システムの設計に関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力

総合的に活用する能力と態度を育てる。 と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 情報システムの開発の概要 (1) 情報システムの概要

ア 情報システムの開発の基礎 ア 情報システム化の技法
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イ 情報システム化の技法 イ ソフトウェア開発の基礎

(2) 情報システムの設計 (2) 情報システムの設計

ア 要求定義 ア プログラム設計

イ 外部設計 イ プログラミングと単体テスト

ウ 内部設計 (3) ソフトウェアテスト

エ プログラム設計とプログラミング (4) 運用保守

オ テストとレビュー

(3) 情報システムの運用と保守

(4) 情報システムの開発と評価

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。

る。 ア 指導に当たっては，開発する情報システムに応じて適切なプログラム

ア 指導に当たっては，著作権などの取扱いにも留意し，実習を通して， 言語を選択し活用できる能力の育成に留意すること。

情報システムを開発するための一連の作業を理解させること。 イ 内容の(2)については，構造化設計の考え方について理解させること。

イ 指導に当たっては，学校や生徒の実態及び開発する情報システムに応 なお，オブジェクト指向設計も，生徒の興味・関心に応じて扱うことが

じて，適切なプログラム言語を選択すること。 できること。

ウ 内容の(2)については，構造化設計とオブジェクト指向設計の考え方

について理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，ウォーターフォールやプロトタイピング ア 内容の(1)のアについては，情報システムの対象となる業務や工程の

などを取り上げ，情報システムの開発の工程内容や特徴及びライフサイ モデルの作成，システム構成や機能の分析及び設計を行うときに利用さ

クルについて扱うこと。イについては，情報システムの対象となる業務 れる代表的な技法を扱うこと。イについては，システム設計の具体的な

と工程のモデルの作成，システム構成や機能の分析及び設計に利用され 事例を通して，ソフトウェア開発における工程の内容とライフサイクル

る代表的な技法について扱うこと。 について理解させること。

イ 内容の(2)のアについては，要求定義書を，イについては外部設計書 イ 内容の(2)のアについては，開発対象に適した設計方法を取り上げ，

を，ウについては内部設計書を取り上げ，それぞれの作成に関する一連 プログラム設計で行う作業内容について理解させること。イについては，

の作業と意義や目的について扱うこと。エについては，構造化設計やオ プログラミングから単体テストまでの工程を扱うこと。

ブジェクト指向設計を取り上げ，プログラム設計からプログラミングま ウ 内容の(3)については，ソフトウェア開発におけるテスト工程とテス
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での工程について扱うこと。オについては，単体テストや結合テストな トケースの設計手法を扱うこと。

どを取り上げ，その意義や目的を扱うとともに，情報システムの設計過 エ 内容の(4)については，情報システムの運用保守体制について，具体

程におけるレビューの重要性について扱うこと。 的な事例を通して理解させること。

ウ 内容の(4)については，情報システムの開発の過程や結果の評価の意

義や目的及び重要性について扱うこと。

第10 情報メディア

１ 目 標

情報メディアに関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度

を育てる。

２ 内 容

(1) メディアの基礎

ア メディアの定義と機能

イ メディアの種類と特性

(2) 情報メディアの特性と活用

ア 情報メディアの種類と特性

イ 情報メディアの活用

(3) 情報メディアと社会

ア 情報メディアが社会に及ぼす影響

イ 情報メディアと情報産業

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，実習を通して，情報伝達やコミュニケーションの

目的に応じて情報メディアを適切に選択し，効果的に活用するための知

識と技術を身に付けさせるとともに，情報メディアの社会や情報産業に

おける役割や影響について，著作権などの知的財産の取扱いにも留意し
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て理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，メディアが社会や情報産業に果たしてい

る役割について扱うこと。イについては，情報メディア，表現メディア

及び通信メディアを取り上げ，それぞれのメディアの特徴や働きについ

て扱うこと。

イ 内容の(2)のアについては，新聞，テレビ，電話などを取り上げ，そ

れぞれの情報メディアの特徴や働きについて扱うこと。イについては，

情報の収集，分析，発信などにおいて情報メディアを効果的に活用する

ために必要な基礎的な知識と技術について扱うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，情報メディアの変遷と今後の展望につい

ても扱うこと。

第11 情報デザイン 第９ コンピュータデザイン

１ 目 標 １ 目 標

情報デザインに関する知識と技術を習得させ，実際に活用する能力と態度 コンピュータによるデザインに関する基礎的な知識と技術を習得させ，実

を育てる。 際に創造し応用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 情報デザインの基礎 (1) 造形表現の基礎

ア 情報デザインの意義 ア デザインの意義

イ 情報デザインの条件 イ デザインの条件

(2) 情報デザインの要素と構成 ウ 数理的造形

ア 情報デザインの要素 (2) コンピュータデザインの基礎

イ 表現と心理 ア 表現と心理

ウ 意味の演出 イ 記号の操作と意味の演出

エ 要素の構成 (3) コンピュータデザインの基本要素と構成

(3) 情報デザインと情報社会 ア デザインエレメント

ア 情報デザインの実際 イ エレメントの視覚的構成
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イ 人と情報デザイン

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，実習を通して，情報デザインに関する知識と技術 ア 指導に当たっては，手作業及びコンピュータによるデザインの作業を

を習得させること。また，手作業による情報デザインの作業を取り入れ 通して，表現力や造形力を身に付けさせること。

るなどして，総合的な表現力と造形力を身に付けさせること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，適切な情報伝達やコミュニケーションの ア 内容の(1)については，造形表現の基本的な要素と働き及び構成の基

要件及び手法を取り上げ，情報デザインの目的や役割及び重要性につい 本的な考え方について理解させること。ウについては，表現技術として

て扱うこと。イについては，分かりやすい情報伝達やコミュニケーショ 必要な数式等を活用する程度にとどめ，数学的に深入りしないこと。

ンを行うために必要な基礎的な知識と技術について扱うこと。 イ 内容の(2)については，造形の意図を適切に表現するための心理学的

イ 内容の(2)のアについては，形態，色彩，光などを取り上げ，それぞ な知識や技術に触れるとともに，作品を通して作者が伝えようとしてい

れの特徴や働きについて扱うこと。イについては，情報デザインの意図 る考えや意味について理解できるようにすること。

を適切に表現するための心理学的な知識と技術について扱うこと。ウに ウ 内容の(3)のアについては，コンピュータデザインの基本要素の特性

ついては，情報デザインを通して作者が伝えようとしている考えや意味 や各要素の表現技法について理解させること。イについては，表現意図

について扱うこと。エについては，情報デザインの意図に合わせた空間 に合わせた空間や時間における要素の構成について理解させること。

や時間における要素の構成について扱うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，作者の意図を効果的に伝達するために，

社会や情報産業における情報デザインの具体的な活用状況について扱う

こと。イについては，コンピュータや情報通信ネットワークの様々な機

能を簡単に操作できるようにする工夫，高齢者や障害者による利用を容

易にする工夫などを取り上げ，社会生活における情報デザインの重要性

について扱うこと。

第12 表現メディアの編集と表現 第10 図形と画像の処理

１ 目 標 １ 目 標

コンピュータによる表現メディアの編集と表現に関する知識と技術を習得 コンピュータによる図形と画像の処理技法に関する知識と技術を習得さ
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させ，実際に活用する能力と態度を育てる。 せ，実際に活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 表現メディアの種類と特性 (1) 図形の表現

ア 文字 ア 基本図形の表現

イ 図形 イ 座標変換の利用

ウ 静止画 ウ 立体図形による表現

エ 音 (2) 画像のディジタル化

オ 動画 ア ディジタル画像

(2) コンピュータグラフィックスの制作 イ 画像の標本化と量子化

ア コンピュータグラフィックスの編集 (3) 画像の変換と合成

イ コンピュータグラフィックスによる表現 ア 幾何変換

(3) 音・音楽の編集と表現 イ 色彩変換

ア 音・音楽の編集 ウ 合成

イ 音・音楽による表現 エ 動きの表現

(4) 映像の編集と表現 オ アニメーションとシミュレーション

ア 映像の編集

イ 映像による表現

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，学校や生徒の実態に応じて，適切なアプリケーシ ア 指導に当たっては，コンピュータによる図形の処理及び画像の処理に

ョンソフトウェアを選択し，実習を通して，コンピュータによる表現メ かかわる技法を習得させること。なお，数学的に深入りしないこと。

ディアの処理にかかわる技法を著作権などの知的財産の取扱いにも留意

して習得させること。

イ 内容の(2)から(4)までについては，学校や生徒の実態に応じて，選択

して扱うことができること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。
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ア 内容の(1)については，具体的な事例を通して，それぞれの表現メデ ア 内容の(1)のア及びイについては，点と線，多角形と面などの基本図

ィアの特性やディジタル化に関する基本的な原理について扱うこと。オ 形及び座標変換による図形と投影図の生成を扱うこと。ウについては，

については，アニメーションについても扱うこと。 立体図形の表現という視点から，モデルの種類と特徴，モデルの生成法

イ 内容の(2)のアについては，写真やイラストレーションなどを取り上 等を扱うこと。

げ，それぞれの特性やコンピュータによる編集に必要な基礎的な知識と イ 内容の(2)については，具体的な事例を通して，画像のディジタル化

技術について扱うこと。イについては，立体図形の表現の視点から，モ に関する基本的な原理について理解させること。

デルの種類と特徴，モデルの生成法などについて扱うこと。 ウ 内容の(3)については，学校や生徒の実態に応じて適切なアプリケー

ウ 内容の(3)及び(4)については，アプリケーションソフトウェアを利用 ションソフトウェアを使用して，画像の変換と合成の基礎的な仕組みに

した素材の取り込みや編集及び作品の作成に必要な基礎的な知識と技術 ついて理解させること。

について扱うこと。

第11 マルチメディア表現

１ 目 標

マルチメディアによる表現活動を通して，マルチメディアによる伝達効果

とその特質について理解させ，作品を構成し企画する実践的な能力と態度を

育てる。

２ 内 容

(1) 静止画の設計と表現

ア 静止画の処理

イ 静止画による表現

(2) 動画の設計と表現

ア 動画の処理

イ 動画による表現

(3) 音・音楽の設計と表現

ア 音・音楽の設計

イ 音・音楽の表現

(4) 作品制作
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３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，作品制作を通して，企画力，構成力，表現力など，

マルチメディアを効果的に活用することができる基礎的な知識と技術を

習得させること。

イ 他人の著作物を利用するに当たっては，著作権等の取扱いに留意させ

ること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)から(3)までについては，各素材の性質とアプリケーション

ソフトウェアを利用した素材の取り込みや編集及び作品の作成技法を扱

うこと。

イ 内容の(4)については，作品の制作に利用するメディアの検討，内容

の計画，素材の収集及び作品の組立の一連の過程を扱うこと。

第13 情報コンテンツ実習 第３ 情報実習

１ 目 標 １ 目 標

情報コンテンツの開発に関する知識と技術を実際の作業を通して習得さ 各専門分野に関する技術を実際の作業を通して総合的に習得させ，技術革

せ，総合的に活用する能力と態度を育てる。 新に主体的に対応できる能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 情報コンテンツ開発の概要 (1) 基礎的な情報実習

ア 情報コンテンツ開発の基礎 (2) システム設計・管理に関する実習

イ 開発工程と管理 (3) マルチメディアに関する実習

(2) 要求分析と企画

ア 要求分析

イ 企画

(3) 情報コンテンツの設計と制作

ア 情報コンテンツの設計
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イ 情報コンテンツの制作

(4) 運用と評価

ア 情報コンテンツの運用と保守

イ 情報コンテンツの評価と改善

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 指導に当たっては，実習を通して，著作権などの知的財産の取扱いに ア 内容の(2)及び(3)については，学科の特色や生徒の進路希望等に応じ

も留意して，情報コンテンツを開発するための一連の作業を理解させる て，選択して扱うこと。

こと。 イ 他人の著作物を利用するに当たっては，著作権等の取扱いに留意させ

イ 指導に当たっては，学校や生徒の実態及び開発する情報コンテンツに ること。

応じて，適切な規格，技術及び技法を選択すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，情報コンテンツの開発にかかわる産業の ア 内容の(1)については，内容の(2)及び(3)に共通する基礎的な実習を

現状を取り上げ，情報コンテンツの開発工程やその特徴について扱うこ 扱うこと。

と。イについては，開発工程におけるコスト管理，進捗管理などを取 イ 内容の(2)については，アルゴリズムに関する実習，情報システムの
ちょく

り上げ，それぞれの意義や役割及び重要性について扱うこと。 開発に関する実習，ネットワークシステムに関する実習などを，学校や

イ 内容の(2)のアについては，面接法やブレインストーミングを取り上 生徒の実態に応じて扱うこと。

げ，利用者の要求や市場の動向などを調査・分析する手法について扱う ウ 内容の(3)については，コンピュータデザインに関する実習，図形と

こと。イについては，利用者の要求にこたえられる企画と提案を行うた 画像の処理に関する実習，マルチメディア表現に関する実習，モデル化

めに必要な基礎的な知識と技術について扱うこと。 とシミュレーションに関する実習などを，学校や生徒の実態に応じて扱

ウ 内容の(3)のアについては，概要設計や詳細設計を取り上げ，仕様を うこと。

確定するに当たって設計書の作成が重要であることについて扱うこと。

イについては，学校や生徒の実態に応じた情報コンテンツの開発につい

て扱うこと。

エ 内容の(4)のイについては，情報コンテンツの評価と改善の意義や目

的及び重要性について扱うこと。
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第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 情報に関する各学科においては，「情報産業と社会」及び「課題研究」を (1) 情報に関する各学科においては，「情報産業と社会」及び「課題研究」を

原則としてすべての生徒に履修させること。 原則としてすべての生徒に履修させること。

(2) 情報に関する各学科においては，原則として情報に関する科目に配当する (2) 情報に関する各学科においては，原則として情報に関する科目に配当する

総授業時数の10分の5以上を実験・実習に配当すること。 総授業時数の10分の５以上を実験・実習に配当すること。

(3) 地域や産業界との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験を積極 (3) 地域や産業界との連携を図り，就業体験を積極的に取り入れるとともに，

的に取り入れるとともに，社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努 社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。

めること。 ２ 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどの活

２ 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどの活 用を図り，学習の効果を高めるよう配慮するものとする。

用を図り，学習の効果を高めるよう配慮するものとする。 ３ 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度を示す事項は，当該科目を履

３ 実験・実習を行うに当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環境 修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示した

を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意するもの ものであり，学校において必要がある場合には，この事項にかかわらず指導す

とする。 ることができること。

４ 実験・実習を行うに当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環境

を整えるとともに，事故防止の指導を徹底し，安全と衛生に十分留意するもの

とする
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第８節 福 祉 第８節 福 祉

第１款 目 標 第１款 目 標

社会福祉に関する基礎的・基本的な知識と技術を総合的，体験的に習得させ， 社会福祉に関する基礎的・基本的な知識と技術を総合的，体験的に習得させ，

社会福祉の理念と意義を理解させるとともに，社会福祉に関する諸課題を主体的 社会福祉の理念と意義を理解させるとともに，社会福祉に関する諸課題を主体的

に解決し，社会福祉の増進に寄与する創造的な能力と実践的な態度を育てる。 に解決し，社会福祉の増進に寄与する創造的な能力と実践的な態度を育てる。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 社会福祉基礎 第１ 社会福祉基礎

１ 目 標 １ 目 標

社会福祉に関する基礎的な知識を習得させ，現代社会における社会福祉の 社会福祉に関する基礎的な知識を習得させ，現代社会における社会福祉の

意義や役割を理解させるとともに，人間としての尊厳の認識を深め，社会福 意義や役割を理解させるとともに，社会福祉の向上を図る能力と態度を育て

祉の向上を図る能力と態度を育てる。 る。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 社会福祉の理念と意義 (1) 現代社会と社会福祉

ア 生活と福祉 ア 社会構造の変容と社会福祉

イ 社会福祉の理念 イ ライフサイクルと社会福祉

ウ 人間の尊厳と自立 (2) 社会福祉の理念と意義

(2) 人間関係とコミュニケーション ア 自立生活支援と社会福祉

ア 人間関係の形成 イ 社会福祉の理念

イ コミュニケーションの基礎 (3) 社会福祉の歴史
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ウ 社会福祉援助活動の概要 ア 欧米における社会福祉

(3) 社会福祉思想の流れと福祉社会への展望 イ 日本における社会福祉

ア 外国における社会福祉 (4) 社会福祉分野の現状と課題

イ 日本における社会福祉 ア 公的扶助

ウ 地域福祉の進展 イ 児童家庭福祉

(4) 生活を支える社会保障制度 ウ 高齢者・障害者福祉

ア 社会保障制度の意義と役割 エ 地域福祉

イ 生活支援のための公的扶助 (5) 社会福祉の担い手と福祉社会への展望

ウ 児童家庭福祉と社会福祉サービス

エ 高齢者福祉と介護保険制度

オ 障害者福祉と障害者自立支援制度

カ 介護実践に関連する諸制度

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)については，対人援助に必要な社会福祉援助活動の概要を ア 内容の(1)から(3)までについては，日常生活に社会福祉が深くかかわ

理解させること。 っていることについて理解させ，社会福祉の全体をとらえさせること。

イ 内容の(3)については，欧米や日本において社会福祉思想が発展して イ 内容の(5) については，特に，人間の尊厳についての理解に重点を置

きた過程を理解させること。また，地域福祉の考え方や進展，近年の外 くとともに，社会福祉に関する学習の基本的な心構えを身に付けさせる

国の状況などを扱い，国際的な視点で社会福祉をとらえられるようにす よう留意すること。

ること。

ウ 内容の(4)については，日常生活と社会保障制度との関連について考

えさせるとともに，対人援助の視点から福祉に関する支援が行われる必

要性を理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，家庭生活の機能や概要，人間の生活と社 ア 内容の(1)のアについては，社会構造の変容について概観させ，家族

会とのかかわり及び少子高齢化の進行と介護の社会化との関連について 形態や生活構造の変容と社会福祉とのかかわりの概要を扱うこと。イに

扱うこと。イについては，社会福祉の在り方や理念を自立生活支援の視 ついては，ライフサイクルのモデルケースを用いて人の一生と社会福祉
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点からとらえさせ，国民生活との関連について具体的事例を通して扱う とのかかわりについて理解させること。

こと。ウについては，人間の尊厳と自立支援の必要性について，権利擁 イ 内容の(2) のアについては，自立生活支援の視点から基本的な社会福

護の視点を踏まえて扱うこと。 祉サービスを扱うこと。イについては，社会保障を中心に扱い，社会福

イ 内容の(2)のアについては，対人援助に必要な人間の理解や人間関係 祉の理念について理解させること。

を構築するための技法などについて扱うこと。イについては，対人関係 ウ 内容の(3)のアについては，英国における社会福祉の発展の概要を中

形成のためのコミュニケーションの持つ意義や役割，コミュニケーショ 心に扱うこととし，アメリカ合衆国やスウェーデンなどにおける歴史的

ンの基礎的な技法などを扱うこと。ウについては，社会福祉援助活動の 展開についても触れること。イについては，日本における歴史的展開に

持つ意義や役割など概要を扱うこと。 ついて具体的に理解させること。

ウ 内容の(3)のアについては，英国やアメリカ合衆国における社会福祉 エ 内容の(4)については，各分野ごとに，制度が生まれてきた社会的背

思想の発展の概要を扱うとともに，スウェーデンやデンマークなどにお 景，理念，現状と課題について考えさせること。

ける社会福祉思想及びアジア地域の福祉の状況も扱うこと。イについて オ 内容の(5)については，福祉社会を創造していくためには，社会福祉

は，日本における社会福祉思想の発展について具体的に扱うこと。ウに 従事者だけでなく，相互扶助の精神に基づいた国民一人一人の意識改革

ついては，地域福祉の意義や役割について扱うこと。 が必要であることについて理解させること。

エ 内容の(4)のアについては，日本の社会保障制度の意義や概要につい

て，日本国憲法と関連付けて扱うこと。イについては，生活保護制度を

中心に公的扶助を扱うこと。ウについては，少子化対策についても扱う

こと。エについては，高齢者を支える社会福祉サービスについて，介護

保険制度と関連付けて扱うこと。オについては，障害者を支える社会福

祉サービスについて，障害者自立支援制度と関連付けて扱うこと。カに

ついては，保健や医療の諸制度，医療関係者，医療関係施設などを取り

上げ，社会福祉施策と関連付けて目的や役割について扱うこと。

第２ 社会福祉制度

１ 目 標

社会福祉の法制度，社会福祉施設，社会福祉サービスなどに関する知識を

習得させ，社会福祉の現状を理解させるとともに，社会福祉サービスの向上

を図る能力と態度を育てる。

２ 内 容
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(1) 社会福祉の法と制度

ア 社会福祉に関する基本的な法と社会福祉サービス

イ 社会福祉行政の組織とその財源

(2) 高齢者・障害者の福祉

ア 高齢者福祉と社会福祉サービス

イ 障害者福祉と社会福祉サービス

(3) 児童家庭福祉

(4) 社会福祉関連施策

ア 社会保険制度

イ 社会福祉関連サービス

ウ その他の公共施策

(5) 社会福祉施設

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，身近な地域の現状を把握させ，全国的な制度と各

地域の制度及びサービスの実態とを対比させながら社会福祉の法体系及

びサービスの種類と体系の概要について理解させること。

イ 内容の(5)については，地域の施設を訪問し，施設利用者のプライバ

シーに配慮しつつ，生活実態やサービス内容などについて調査する機会

を設けるよう留意すること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，公的扶助を含む社会福祉に関する基本的な法

規に基づき，社会福祉の法理念と制度の概要を扱い，社会福祉サービス

の多元化と非営利団体の活動などに触れること。

イ 内容の(2)及び(3)については，具体的な施策や統計資料などを取り上

げ，社会福祉制度の現状について理解させること。また，(3)について

は，関連する母子保健制度についても触れること。
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ウ 内容の(4)のアについては，医療保険制度，公的年金保険制度，介護

保険制度などを扱うこと。イについては，社会福祉に関連する教育施策，

住宅施策，労働施策などの概要を扱うこと。ウについては，サービス利

用者の保護に関する施策を扱うこと。

エ 内容の(5)については，社会福祉施設が果たしてきた歴史的な役割と

現在求められている役割について理解させ，施設の在り方と行政との関

係について考えさせること。

第２ 介護福祉基礎 第４ 基礎介護

１ 目 標 １ 目 標

介護を必要とする人の尊厳の保持や自立支援など介護の意義と役割を理解 介護の意義及び高齢者と障害者における介護の役割を理解させ，介護に関

させ，介護を適切に行う能力と態度を育てる。 する基礎的な知識と技術を習得させるとともに，介護を適切に行う能力と態

度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 介護の意義と役割 (1) 介護の意義と役割

ア 尊厳を支える介護 ア 介護の意義

イ 自立に向けた介護 イ 介護の分野

(2) 介護福祉の担い手 ウ 介護の過程

ア 介護従事者を取り巻く状況 エ 介護従事者の倫理

イ 介護従事者の役割 (2) 高齢者の生活と心身の特徴

ウ 介護従事者の倫理 ア 高齢者の生活と介護

エ 介護における連携 イ 加齢に伴う心身の変化

(3) 介護を必要とする人の理解と介護 (3) 障害者の生活と心理

ア 介護を必要とする人と生活環境 ア 障害者の生活と介護

イ 高齢者の生活と介護 イ 障害者の心理

ウ 障害者の生活と介護 (4) 自立生活支援と介護

エ 介護福祉サービスの概要 ア 自立生活の概念

(4) 介護における安全確保と危機管理 イ 自立生活とリハビリテーション
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ア 介護における安全確保と事故対策 (5) 地域生活を支えるシステム

イ 感染対策 ア 保健・医療・福祉の連携の在り方と実際

ウ 介護従事者の健康管理 イ 在宅サービスと施設サービス

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(2)については，介護従事者としての職業観を育成すること。 ア 内容の(1)については，介護従事者としての職業観の基盤を育成する

また，サービス利用者のプライバシーや人権尊重の意義や重要性につい よう留意すること。

て理解させること。 イ 内容の(3)については，障害児も含めて扱うこと。

ウ 内容の(5)については，地域の社会福祉施設や医療機関などとの連携

を図るとともに，具体的な事例を通して理解を深めさせるよう留意する

こと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，人間としての尊厳を保持するための介護 ア 内容の(1)のアについては，介護の目的と役割について理解させるこ

の必要性を扱うこと。イについては，人間の自立について考えさせ，自 と。イについては，介護活動の現状について理解させること。ウについ

立のために介護の果たす役割や意義について扱うこと。また，国際生活 ては，問題把握からフォローアップまでの一連の過程について理解させ

機能分類やリハビリテーションの考え方についても扱うこと。 ること。また，介護記録と情報の共有化の重要性について理解させるこ

イ 内容の(2)のアについては，介護を取り巻く社会的状況の変化と対応 と。エについては，社会福祉サービス利用者のプライバシーや人権の尊

について扱うとともに，国民の求める介護従事者の在り方についても扱 重を基盤とする介護従事者の専門性と基本姿勢について理解させるこ

うこと。エについては，保健・医療・福祉と連携した介護の在り方につ と。

いて，その必要性や意義について扱うこと。また，介護に関する社会資 イ 内容の(2)のアについては，高齢者の生活への援助としての介護技術

源や介護と地域社会とのかかわりについて扱うこと。 を総合的に扱うこと。イについては，身体的機能低下と心理的影響を踏

ウ 内容の(3)のイについては，具体的な事例を通して，高齢者の生活に まえた高齢者介護の特質について理解させること。

関する課題やニーズについて扱うこと。ウについては，具体的な事例を ウ 内容の(3)のアについては，障害者の生活への援助としての介護技術

通して，障害児も含め障害者の生活の課題やニーズについて扱うこと。 を総合的に扱うこと。イについては，主な機能障害と心理的影響を踏ま

エについては，介護保険制度や障害者自立支援制度などにおける介護福 えた障害者介護の特質について理解させること。

祉サービスの具体的な内容及び利用方法について扱うこと。 エ 内容の(4)のアについては，生活における自己決定の意義や生活の質

エ 内容の(4)のアについては，安全確保のための事故防止について扱う の向上が求められていることなどと関連させて，自立生活の概念につい
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こと。イについては，介護現場における感染症の実態及び感染予防の必 て理解させること。イについては，自立生活を目指した援助の理論と実

要性や意義を扱うこと。ウについては，介護福祉サービスの提供におけ 際について理解させること。また，リハビリテーションの概要を扱うこ

る介護従事者の健康維持の重要性とそのための具体的な方策について扱 と。

うこと。また，介護従事者の労働安全についても扱うこと。 オ 内容の(5)のアについては，地域生活を支える保健・医療・福祉関係

諸機関の機能と役割を扱うこと。イについては，在宅サービスと施設サ

ービスの特性について理解させ，その一元化を目指した取組などを扱う

こと。

第３ コミュニケーション技術 第３ 社会福祉援助技術

１ 目 標 １ 目 標

コミュニケーションに関する基礎的な知識と技術を習得させ，介護福祉援 対人援助に関する知識と技術を習得させ，社会福祉援助活動に活用する能

助活動で活用する能力と態度を育てる。 力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 介護におけるコミュニケーション (1) 社会福祉援助活動の意義と方法

ア コミュニケーションの意義と役割 ア 社会福祉援助活動の意義

イ コミュニケーションの基本技術 イ 社会福祉援助技術の概要

(2) サービス利用者や家族とのコミュニケーション (2) 社会福祉援助技術の方法と実際

ア サービス利用者に応じたコミュニケーション ア 個別的な援助

イ サービス利用者や家族との関係づくり イ 集団及び家族への援助

(3) 介護におけるチームのコミュニケーション ウ 地域を基盤とした援助

ア 記録による情報共有化 (3) レクリエーションの考え方と展開

イ チームによる連携 ア レクリエーションと社会福祉

イ レクリエーションの展開と実際

(4) コミュニケーションの技法

ア コミュニケーションの方法と実際

イ 点字，手話

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い
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(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(1) 及び(2)については，介護を必要とする人を理解するため ア 高齢者と障害者を中心とした対人援助の知識と技術を取り扱うこと。

の基本的なコミュニケーションの技法を習得させること。

イ 内容の(3) については，保健・医療・福祉など多職種協働におけるコ

ミュニケーションの在り方を扱い，チームケアのためのコミュニケーシ

ョンの重要性を理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，具体的なサービス利用者や介護場面を想 ア 内容の(1)のイについては，具体的な事例を通して，個別的な援助，

定して扱うこと。イについては，関係づくりの実際，個別的な援助及び 集団及び家族への援助並びに地域を基盤とした援助の概要について理解

集団的な援助の概要について，具体的な事例を通して扱うこと。 させること。

イ 内容の(2)のアについては，感覚機能，運動機能及び認知・知覚機能 イ 内容の(2)のアについては，日常生活の身近な問題を想定し，疑似場

の低下など，サービス利用者の状態や状況に応じたコミュニケーション 面を設定して，具体的に個別的な援助の方法を扱うこと。イについては，

技法について扱うこと。イについては，サービス利用者・家族との関係 プログラムに基づいた活動を通して援助の展開過程について理解させる

づくりや家族への支援の技法について，具体的な事例を通して扱うこと。 こと。ウについては，地域を基盤とした実践的援助の方法について，社

ウ 内容の(3)のアについては，記録の意義や目的，記録の活用と留意点 会福祉従事者やボランティアなどとの連携を通して理解させること。

などについても扱うこと。 ウ 内容の(3)については，レクリエーションが自立生活支援に必要な援

助であること及び高齢者や障害者の生きがいと社会参加を進める上でも

有効であることについて理解させること。また，レクリエーションをプ

ログラムに基づいた活動に発展させることができるようにすること。

エ 内容の(4)については，コミュニケーションの基本である傾聴及び共

感の態度を育成するとともに，社会福祉サービス利用者が自己表現して

いくことの必要性について理解させること。また，点字は基本的なルー

ルを扱い，手話は簡単な日常会話を扱う程度とすること。

第４ 生活支援技術

１ 目 標

自立を尊重した生活を支援するための介護の役割を理解させ，基礎的な介

護の知識と技術を習得させるとともに，様々な介護場面において適切かつ安
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全に支援できる能力と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 生活支援の理解

ア 生活の理解

イ 生活支援の考え方

ウ 他の職種の役割と協働

(2) 自立に向けた生活支援技術

ア 基本となる介護技術

イ 居住環境の整備

ウ 身じたくの介護

エ 移動の介護

オ 食事の介護

カ 入浴・清潔保持の介護

キ 排泄の介護
せつ

ク 家事の介護

ケ 睡眠の介護

コ レクリエーションと介護

(3) 終末期・緊急時の介護

ア 終末期の介護

イ 緊急時の介護

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 指導に当たっては，個人の尊厳とプライバシー，サービス利用者の心

理などについて指導するとともに，事故や感染の危険性及び終末期や緊

急時における適切な対応について理解させること。

イ 内容の(1)については，「社会福祉基礎」，「介護福祉基礎」で学んだ尊
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厳の保持や自立支援の考え方，多職種連携などの知識を活用できるよう

にすること。また，介護観や倫理観を育成し，自ら判断し適切かつ安全

に介護できる能力を育てるようにすること。

ウ 内容の(2)及び(3)については，「こころとからだの理解」と関連付け，

講義・演習・実習を一連の流れとして指導すること。その際，サービス

利用者の理解を深めるとともに，介護実践の根拠となる介護に必要な人

体の構造や機能を理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，サービス利用者の生活や個別性，尊厳を

踏まえた生活の自立について扱うこと。イについては，国際生活機能分

類の視点に基づいたサービス利用者に対するアセスメントの重要性及び

主体的に生活できる支援の在り方について扱うこと。ウについては，介

護に関するチームアプローチ，様々な施設・事業所及び主な職種の役割

や業務内容などを扱うこと。

イ 内容の(2)については，サービス利用者の自立生活に向け，各種メデ

ィア教材の活用やグループ演習により，日常生活における具体的な介護

場面を想定し，サービス利用者の心身の状態や状況に応じた介護につい

て扱うこと。コについては，レクリエーションが自立生活支援に必要な

援助であること及び高齢者や障害者の生きがいと社会参加を進める上で

も有効であることについて扱うこと。

第５ 介護過程

１ 目 標

人間としての尊厳の保持と自立生活支援の観点から介護過程の意義と役割

を理解し，介護過程が展開できる能力と態度を育てる。

２ 内 容

(1) 介護過程の意義と役割

(2) 介護過程の展開
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ア 情報収集とアセスメント

イ 生活課題と目標設定

ウ 介護計画の立案

エ 介護計画の実施と評価

(3) 介護過程の実践的展開

(4) 介護過程とチームアプローチ

ア 介護過程とチームアプローチの意義

イ 介護過程とチームアプローチの実際

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 内容の(1)については，サービス利用者に応じた適切な介護の提供に

は介護過程が必要なこと及び介護過程の一連の流れについて理解させる

こと。

イ 内容の(2)については，将来の自立に向けた生活課題の解決及び目標

の設定，サービス利用者の希望を尊重した介護計画の立案など介護過程

の要素を理解させ，介護従事者として必要な視点と能力を身に付けさせ

ること。

ウ 内容の(3)については，介護過程の展開について内容の(2)と関連付け

て扱い，具体的に理解を深めさせること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(2)から(4)までについては，介護過程の展開を国際生活機能分

類の視点も含めて扱うこと。

イ 内容の(3)については，各種メディア教材を活用し，具体的な事例に

基づき演習を行うこと。また，介護活動における記録についても扱うこ

と。

ウ 内容の(4)のアについては，チームの組み方や進め方を扱うこと。イ

については，具体的な事例を通して，チームアプローチの展開の演習を
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行うこと。

第６ 介護総合演習 第６ 社会福祉演習

１ 目 標 １ 目 標

介護演習や事例研究などの学習を通して，専門的な知識と技術の深化，総 課題研究や事例研究などの学習を通して，専門的な知識と技術の深化，総

合化を図るとともに，課題解決の能力や自発的，創造的な学習態度を育てる。 合化を図るとともに，問題解決の能力や自発的，創造的な学習態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 介護演習 (1) 調査，研究

(2) 事例研究 (2) 事例研究

(3) 調査，研究 (3) ケアプラン

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 生徒の興味・関心，進路希望，地域の実態や学科の特色等に応じて， ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(3)までの中

内容の(1)から(3)までの中から，個人又はグループで適切な課題を設定 から，個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は

させること。なお，課題は内容の(1)から(3)までの２項目以上にまたが 内容の(1)から(3)までの２項目以上にまたがる課題を設定することがで

る課題を設定することができること。 きること。

イ 内容の(1)については，介護実習の事前・事後指導として，主体的に イ 内容の(3)については，社会福祉サービス利用者を想定し，その人に

実習に臨む態度を身に付けさせ，自己の課題を明確化するとともに，介 ふさわしい自立生活支援の過程を考えて，ケアプランを作成させること。

護従事者としての意識付けを図るなど効果的な指導を行うこと。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，介護実習の目的，危機管理や個人情報保護，

実習施設の概要や主な業務内容などを扱うこと。また，基本的な介護技

術や介護過程の展開を確認するとともに，介護実習の計画，実習報告の

作成などを通して，介護実習の課題や成果を明確にすることができるよ

うにすること。

イ 内容の(2)及び(3)については，介護実習など総合的な介護活動の体験
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から得た事例などの考察や個別支援計画の作成などを行うこと。

第７ 介護実習 第５ 社会福祉実習

１ 目 標 １ 目 標

介護に関する体験的な学習を多様な介護の場において行い，知識と技術を 介護等に関する体験的な学習を通して，総合的な知識と技術を習得させ，

統合させ，介護従事者としての役割を理解させるとともに，適切かつ安全な 社会福祉の向上を図る実践的な能力と態度を育てる。

介護ができる実践的な能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 多様な介護の場における実習 (1) 介護技術の基本と実際

ア 介護技術の実践 ア 日常生活の理解

イ コミュニケーションの実践 イ 基本的介護技術

ウ 多職種協働及びチームケアの理解 ウ 環境の整え方

(2) 個別ケアのための継続した実習 エ 食事の援助

ア 個別的な介護技術の実践 オ 排泄の援助

イ 介護過程の実践 カ 清潔の援助

キ 衣服着脱の援助

ク 運動，移動の援助

ケ 福祉用具の活用

(2) 高齢者と障害者の介護

ア 高齢者の介護

イ 障害者の介護

(3) 社会福祉現場実習

ア 意義と目的

イ オリエンテーション

ウ 現場実習の実際

エ 反省，記録

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い
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(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(1)については，多様な介護の場における実習を通して，サー ア 内容の(3)については，社会福祉サービス利用者や施設職員などとの

ビス利用者の理解を図ること。 適切な人間関係の構築と事故防止や保健衛生に関する指導に十分留意す

イ 内容の(2) については，継続した実習を行う中で，サービス利用者ご ること。また，現場実習の効果を高めるよう，事前及び事後の指導を適

との介護計画の作成，実施後の評価，介護計画の修正など一連の介護過 切に行うこと。

程を実践すること。 イ ウについては，高齢者の施設だけでなく，身体障害者，知的障害者，

精神障害者の施設など多様な場所での実習が可能となるよう留意するこ

と。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，社会福祉サービス利用者の心身の状態に応じ

た介護の展開過程を扱うこと。ケについては，日常生活で多く使用され

ている機器を扱うこと。

イ 内容の(2)については，高齢者や障害者の心身の状態に応じた日常生

活における介護を扱うこと。

ウ 内容の(3)のイについては，施設の概要や主な業務内容などを扱うこ

と。

第８ こころとからだの理解

１ 目 標

自立生活を支援するために必要なこころとからだの基礎的な知識を習得さ

せ，介護実践に適切に活用できる能力を育てる。

２ 内 容

(1) こころとからだの基礎的理解

ア こころの理解

イ からだのしくみの理解

(2) 生活支援に必要なこころとからだのしくみの理解

ア 身じたくに関するこころとからだのしくみ
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イ 移動に関するこころとからだのしくみ

ウ 食事に関するこころとからだのしくみ

エ 入浴・清潔に関するこころとからだのしくみ

オ 排泄に関するこころとからだのしくみ
せつ

カ 睡眠に関するこころとからだのしくみ

キ 終末期に関するこころとからだのしくみ

ク 緊急時に関するこころとからだのしくみ

(3) 発達と老化の理解

ア 人間の成長と発達

イ 老年期の理解と日常生活

ウ 高齢者と健康

(4) 認知症の理解

ア 認知症の基礎的理解

イ 認知症に伴う心身の変化と日常生活

ウ 認知症を取り巻く状況

(5) 障害の理解

ア 障害の基礎的理解

イ 生活機能障害の理解

ウ 障害者の生活理解

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。

ア 内容の(2)については,「生活支援技術」との関連を図り，各器官の機

能と基本的な生活行動との関係について，その概要を理解させること。

イ 内容の(3)から(5)までについては，サービス利用者の生活や心身の状

況に加え，家族を含めた周囲の環境にも十分留意する必要があることを

理解させること。また，高齢者や障害者などに多く見られる疾病や機能

低下が及ぼす日常生活への影響などを扱うとともに，高齢者や障害者の
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尊厳を守る介護の基本を理解させること。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)のアについては，人間の基本的欲求や社会的欲求も扱うこ

と。イについては，人体の構造や関節可動域などの機能，人体各部の名

称などを扱うこと。

イ 内容の(2)のキについては，対象となる人の状態に応じた医療職など

他職種との連携についても扱うこと。クについては，対象となる人の状

態や状況に応じた緊急時における介護実践が行えるよう具体的な事例を

通して扱うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，人の成長・発達における心理や身体機能

の変化と日常生活への影響について扱うこと。イについては，老年期の

定義，高齢者の医療制度などについて，「社会福祉基礎」や「介護福祉

基礎」と関連付けて扱うこと。ウについては，保健医療職との連携につ

いても扱うこと。

エ 内容の(4)及び(5)については，地域の支援体制や関連職種との連携と

協働，チームアプローチ及び家族への支援についても扱うこと。

オ 内容の(4)については，認知症の特徴，心の変化，生活面への影響，

支える家族の心の変化や生活面への影響について扱うこと。ウについて

は，認知症ケアの歴史や理念，罹患者数の推移，認知症高齢者支援対策
り

の概要も扱うこと。

カ 内容の(5)については，障害に関する基本的な考え方と関係法規につ

いて，「社会福祉基礎」と関連付けて扱うこと。アについては，国際障

害分類から国際生活機能分類への障害のとらえ方の変遷を扱うこと。イ

については，各種障害の種類や特性などについて扱うこと。ウについて

は，具体的な事例などを通して，障害が日常生活に及ぼす影響，機能の

活用，地域における支援体制などについても扱うこと。

第９ 福祉情報活用 第７ 福祉情報処理
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１ 目 標 １ 目 標

社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情 社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに，情

報活用に関する知識と技術を習得させ，福祉の各分野で情報及び情報手段を 報処理に関する知識と技術を習得させ，福祉の各分野で情報及び情報手段を

主体的に活用する能力と態度を育てる。 活用する能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 情報社会と福祉サービス (1) 高度情報通信社会と福祉サービス

ア 情報社会 ア 高度情報通信社会

イ 情報機器の利用と福祉サービス イ コンピュータの利用と福祉サービス

(2) 情報モラルとセキュリティ ウ 情報モラルとセキュリティ

ア 情報モラル (2) コンピュータの仕組みと活用

イ 情報のセキュリティ管理 ア コンピュータの仕組み

(3) 情報機器と情報通信ネットワーク イ コンピュータによる情報処理

ア 情報機器の仕組み (3) 福祉サービスとコンピュータの活用

イ 情報通信ネットワークの仕組み ア 情報の収集，処理，発信

(4) 福祉サービスと情報機器の活用 イ 福祉サービスの各分野におけるコンピュータの活用

ア 情報の収集，処理，分析，発信 ウ コンピュータを活用した高齢者・障害者の自立生活支援

イ 福祉サービスの各分野における情報機器の活用

ウ 情報機器を活用した高齢者・障害者の自立生活支援

エ 個人情報の管理

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす (1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとす

る。 る。

ア 内容の(3)及び(4)については，実際に情報機器や情報通信ネットワー ア 内容の(2)及び(3)については，実習を中心として扱うこと。

クを活用できるよう実習を中心として扱うこと。 (2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 ア 内容の(1)のア及びイについては，高度情報通信社会における生活の

ア 内容の(1)については，情報社会における生活の変化と福祉サービス 変化と，福祉サービスにおけるコンピュータの役割や利用状況について

における情報機器の役割や利用状況について具体的な事例を通して扱う 具体的な事例を通して理解させること。ウについては，個人のプライバ
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こと。 シーや著作権の保護，収集した情報の管理，発信する情報に対する責任

イ 内容の(2)については，個人のプライバシーや著作権など知的財産の などの情報モラル及び情報通信ネットワークシステムにおけるセキュリ

保護，収集した情報の管理，発信する情報に対する責任などの情報モラ ティ管理の重要性について理解させること。

ル及び情報通信ネットワークシステムにおけるセキュリティ管理の重要 イ 内容の(2)のイについては，生徒の実態等に応じてアプリケーション

性について扱うこと。 ソフトウェアを選択し，その基本操作を扱うこと。

ウ 内容の(3)のアについては，情報機器の基本的な構成要素及びソフト ウ 内容の(3)のアについては，情報機器や情報通信ネットワークを利用

ウェアの役割と特徴について扱うこと。イについては，情報通信ネット して情報の収集，処理，発信ができるようにすること。イについては，

ワークの基本的な仕組みについて扱うこと。 福祉サービスの中でコンピュータシステム化されたサービスや情報の活

エ 内容の(4)のアについては，情報機器や情報通信ネットワークを利用 用法を扱うこと。ウについては，コンピュータを活用した自立生活支援

して情報の収集，処理，分析，発信ができるようにすること。イについ の方法について具体的に理解させること。

ては，福祉サービスの中で情報機器を活用したサービスや情報の活用法

を扱うこと。ウについては，情報機器を活用した自立生活支援の方法に

ついて具体的に扱うこと。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 福祉に関する各学科においては，「社会福祉基礎」及び「介護総合演習」 (1) 福祉に関する各学科においては，「社会福祉基礎」及び「社会福祉演習」

を原則としてすべての生徒に履修させること。 を原則としてすべての生徒に履修させること。

(2) 福祉に関する各学科においては，原則として福祉に関する科目に配当する (2) 福祉に関する各学科においては，原則として福祉に関する科目に配当する

総授業時数の10分の５以上を実験・実習に配当すること。 総授業時数の10分の５以上を実験・実習に配当すること。

(3) 地域や福祉施設，産業界等との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就 (3) 地域や福祉施設，産業界などとの連携を図り，就業体験を積極的に取り入

業体験を積極的に取り入れるとともに，社会人講師を積極的に活用するなど れるとともに，社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。

の工夫に努めること。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 「介護実習」や「介護総合演習」における現場実習及び具体的な事例の研 (1) 「社会福祉実習」や「社会福祉演習」における現場実習及び具体的な事例

究や介護計画作成に際しては，プライバシーの保護に十分留意すること。 の研究やケアプラン作成に際しては，プライバシーの保護に十分留意するこ

(2) 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどの と。

活用を図り，学習の効果を高めるようにすること。 (2) 各科目の指導に当たっては，コンピュータや情報通信ネットワークなどの
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活用を図り，学習の効果を高めるようにすること。

(3) 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度を示す事項は，当該科目を

履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示

したものであり，学校において必要がある場合には，この事項にかかわらず

指導することができること。

３ 実験・実習を行うに当たっては，関連する法規等に基づき，施設・設備や薬 ３ 実験・実習を行うに当たっては，施設・設備の安全管理に配慮し，学習環境

品等の安全管理に配慮し，学習環境を整えるとともに，福祉機器などの取扱 を整えるとともに，福祉機器などの取扱いには十分な注意を払わせ，事故防止

いには十分な注意を払わせ，事故防止などの指導を徹底し，安全と衛生に十 などの指導を徹底し，安全と衛生に十分留意するものとする。

分留意するものとする。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第９節 理 数 第９節 理 数

第１款 目 標 第１款 目 標

事象を探究する過程を通して，科学及び数学における基本的な概念，原理・法 事象を探究する過程を通して，自然科学及び数学における基本的な概念，原理

則などについての系統的な理解を深め，科学的，数学的に考察し表現する能力と ・法則などについての系統的な理解を深め，科学的，数学的に考察し，処理する

態度を育て，創造的な能力を高める。 能力と態度を育て，創造的な能力を高める。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 理数数学Ⅰ 第１ 理数数学Ⅰ

１ 目 標 １ 目 標

数学における基本的な概念や原理・法則を系統的に理解させ，基礎的な知 数学における基本的な概念や原理・法則を系統的に理解させ，基礎的な知

識の習得と技能の習熟を図り，事象を数学的に考察し表現する能力を養い， 識の習得と技能の習熟を図り，それらを的確に活用する能力を伸ばすととも

数学のよさを認識できるようにするとともに，それらを的確に活用する態度 に，数学的な見方や考え方のよさを認識できるようにする。

を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 数と式 (1) 方程式と不等式

(2) 図形と計量

(3) 二次関数 (2) 二次関数

(3) 図形と計量

(4) 場合の数と確率

(4) 指数関数・対数関数
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(5) データの分析

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 指導に当たっては，第２章第４節第１の「数学Ⅰ」，第２の「数学Ⅱ」， (1) 指導に当たっては，第２章第４節第２の「数学Ⅰ」及び第５の「数学Ａ」

第３の「数学Ⅲ」及び第４の「数学Ａ」の内容等を参照し，必要に応じて， の内容等を参照し，必要に応じて，これらの科目の内容を発展，拡充させ

これらの科目の内容を発展，拡充させて取り扱うものとする。 て取り扱うものとする。

(2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，「数学Ⅰ」の内容の(1)を扱うこと。 ア 内容の(1)については，「数学Ⅰ」の内容の(1)を扱うこと。

イ 内容の(2)については，「数学Ⅰ」の内容の(2)及び「数学Ａ」の内容 イ 内容の(2)については，「数学Ⅰ」の内容の(2)に加えて，簡単な分数

の(3)を扱うこと。 式で表される関数も扱うこと。

ウ 内容の(3)については，「数学Ⅰ」の内容の(3)及び「数学Ⅲ」の内容 ウ 内容の(3)については，「数学Ⅰ」の内容の(3)及び「数学Ａ」の内容

の(2)のイの(ｱ)を扱うこと。 の(1)を扱うこと。

エ 内容の(4)については，「数学Ⅱ」の内容の(3)を扱うこと。 エ 内容の(4)については，「数学Ａ」の内容の(2)のア及び(3)を扱うこと。

オ 内容の(5)については，「数学Ⅰ」の内容の(4)を扱うこと。

第２ 理数数学Ⅱ 第２ 理数数学Ⅱ

１ 目 標 １ 目 標

数学における概念や原理・法則についての理解を深め，知識の習得と技能 数学における概念や原理・法則についての理解を深め，知識の習得と技能

の習熟を図り，事象を数学的に考察し表現する能力を伸ばすとともに，それ の習熟を図り，事象を数学的に考察し処理する能力を伸ばすとともに，それ

らを積極的に活用する態度を育てる。 らを積極的に活用する態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) いろいろな式 (1) 整式と高次方程式

(2) 数列 (2) 数列

(3) 三角関数と複素数平面

(3) 命題と論理

(4) 図形と方程式 (4) 図形と方程式

(5) いろいろな関数

(5) 極限 (6) 極限
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(6) 微分法 (7) 微分法

(7) 積分法 (8) 積分法

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 指導に当たっては，第２章第４節第２の「数学Ⅱ」，第３の「数学Ⅲ」 (1) 指導に当たっては，第２章第４節第３の「数学Ⅱ」，第４の「数学Ⅲ」，

及び第５の「数学Ｂ」の内容等を参照し，必要に応じて，これらの科目の 第５の「数学Ａ」及び第６の「数学Ｂ」の内容等を参照し，必要に応じて，

内容を発展，拡充させて取り扱うものとする。 これらの科目の内容を発展，拡充させて取り扱うものとする。

(2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，「数学Ⅱ」の内容の(1)に加えて，最大公約数 ア 内容の(1)については，「数学Ⅱ」の内容の(1)に加えて，最大公約数

及び最小公倍数も扱うこと。 及び最小公倍数も扱うこと。

イ 内容の(2)については，「数学Ｂ」の内容の(2)を扱うこと。 イ 内容の(2)については，「数学Ｂ」の内容の(1)のア及びイの(ｱ)を扱う

こと。

ウ 内容の(3)については，「数学Ⅱ」の内容の(4)及び「数学Ⅲ」の内容 ウ 内容の(3)については，「数学Ａ」の内容の(2)のイ及び「数学Ｂ」の

の(1)のイを扱うこと。 内容の(1)のイの(ｲ)を扱うこと。

エ 内容の(4)については，「数学Ⅱ」の内容の(2)及び「数学Ⅲ」の内容 エ 内容の(4)については，「数学Ⅱ」の内容の(2)に加えて，円と円の共

の(1)のアに加えて，円と円の共有点を求めることも扱うこと。 有点を求めることも扱うこと。

オ 内容の(5)については，「数学Ⅱ」の内容の(3)を扱うこと。

オ 内容の(5)については，「数学Ⅲ」の内容の(2)のアの(ｱ)(ｲ)及びイの(ｲ) カ 内容の(6)については，「数学Ⅲ」の内容の(1)を扱うこと。

(ｳ)を扱うこと。

カ 内容の(6)については，「数学Ⅱ」の内容の(5)のア及び「数学Ⅲ」の キ 内容の(7)については，「数学Ⅱ」の内容の(4)のア及び「数学Ⅲ」の

内容の(3)を扱うこと。 内容の(2)を扱うこと。

キ 内容の(7)については，「数学Ⅱ」の内容の(5)のイ及び「数学Ⅲ」の ク 内容の(8)については，「数学Ⅱ」の内容の(4)のイ及び「数学Ⅲ」の

内容の(4)に加えて， （ は定数）程度の簡単な微分方程式 内容の(3)に加えて， （ は定数）程度の簡単な微分方程式

の意味と解法も扱うこと。 の意味と解法も扱うこと。

第３ 理数数学特論 第３ 理数数学探究

１ 目 標 １ 目 標
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数学における概念や原理・法則についての理解を広め，知識の習得と技能 数学における概念や原理・法則についての理解を広め，知識の習得と技能

の習熟を図り，事象を数学的に考察し表現する能力を伸ばすとともに，それ の習熟を図り，事象を数学的に考察し処理する能力を伸ばすとともに，課題

らを積極的に活用する態度を育てる。 研究を通して探究的な態度と創造的な能力を育成する。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 整数の性質

(2) ベクトル (1) ベクトル

(2) 統計とコンピュータ

(3) 数値計算とコンピュータ

(3) 行列とその応用 (4) 行列とその応用

(4) 離散グラフ

(5) 式と曲線

(5) 場合の数と確率 (6) 確率分布

(6) 確率分布と統計的な推測 (7) 統計処理

(8) 課題研究

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) この科目は，内容の(1)から(6)までの中から適宜選択させるものとする。 (1) 内容の(1)から(7)までについては，履修する生徒の実態に応じて適宜選

指導に当たっては，第２章第４節第４の「数学Ａ」，第５の「数学Ｂ」の 択させるものとする。指導に当たっては，第２章第４節第６の「数学Ｂ」

内容等を参照し，必要に応じて，これらの科目の内容を発展，拡充させて 及び第７の「数学Ｃ」の内容等を参照し，必要に応じて，これらの科目の

取り扱うものとする。 内容を発展，拡充させて取り扱うものとする。

(2) 内容の(1)から(6)までの取扱いに当たっては，次の事項に配慮するもの (2) 内容の(1)から(7)までの取扱いに当たっては，次の事項に配慮するもの

とする。 とする。

ア 内容の(1)については，「数学Ａ」の内容の(2)を扱うこと。

イ 内容の(2)については，「数学Ｂ」の内容の(3)に加えて，空間におけ

る直線や平面の方程式も扱うこと。

ウ 内容の(3)については，行列の表し方や演算，行列の積と逆行列，行

列を用いた連立一次方程式の解法及び点の移動を扱うこと。

エ 内容の(4)については，離散グラフの基本的な考え方，いろいろな離
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散グラフ及び離散グラフの活用を扱うこと。

オ 内容の(5)については，「数学Ａ」の内容の(1)を扱うこと。

カ 内容の(6)については，「数学Ｂ」の内容の(1)を扱うこと。

ア 内容の(1)から(3)までについては，それぞれ「数学Ｂ」の内容の(2)

から(4)までを扱うこと。また，内容の(1)については，空間における直

線や平面の方程式も扱うこと。

イ 内容の(4)から(7)までについては，それぞれ「数学Ｃ」の内容の(1)

から(4)までを扱うこと。

(3) 内容の(8)については，第２章第４節第１の「数学基礎」の内容等を

参照するとともに，「理数数学Ⅰ」，「理数数学Ⅱ」又は「理数数学探究」

の(1)から(7)までの内容を更に発展，拡充させた課題を適宜設定し，適

切な時期に実施するものとする。指導に当たっては，講読研究，データ

の整理・分析又は数学的実験など適切な方法を用いるよう配慮するもの

とする。

第４ 理数物理 第４ 理数物理

１ 目 標 １ 目 標

物理的な事物・現象についての観察，実験などを行い，自然に対する関心 物理的な事物・現象についての観察，実験や課題研究などを行い，自然に

や探究心を高め，物理学的に探究する能力と態度を育てるとともに，物理学 対する関心や探究心を高め，物理学的に探究する能力と態度を育てるととも

の基本的な概念や原理・法則の系統的な理解を深め，科学的な自然観を育成 に基本的な概念や原理・法則の系統的な理解を深め，科学的な自然観を育成

する。 する。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 力と運動 (2) 力と運動

(2) 波 (1) 波

(3) 熱とエネルギー

(3) 電気と磁気 (4) 電気と磁気

(4) 原子 (5) 物質と原子

(6) 原子と原子核
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(7) 課題研究

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成に当たっては，物理学の基本的な概念の形成と科学の方法の (1) 内容の構成に当たっては，物理学の基本的な概念の形成と科学の方法の

習得が無理なく行われるようにする。指導に当たっては,第２章第５節第 習得が無理なく行われるようにする。指導に当たっては，第２章第５節第

２の「物理基礎」及び第３の「物理」の内容等を参照し，必要に応じて， ４の「物理Ⅰ」及び第５の「物理Ⅱ」の内容等を参照し，必要に応じて，

これらの科目の内容を発展，拡充させて取り扱うものとする。 これらの科目の内容を発展，拡充させて取り扱うものとする。

(2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，「物理基礎」の内容の(1)及び(2)のア及びカ並 ア 内容の(1)については，「物理Ⅰ」の内容の(2)の加えて，光の波動現

びに「物理」の内容の(1)を扱うこと。 象の観察，実験も扱うこと。

イ 内容の(2)については，「物理基礎」の内容の(2)のイ及びカ並びに「物 イ 内容の(2)については，「物理Ⅰ」の内容の(3)のア，イの(ｱ)(ｲ)及び

理」の内容の(2)を扱うこと。 ウ並びに「物理Ⅱ」の内容の(1)を扱うこと。

ウ 内容の(3)については，「物理基礎」の内容の(2)のウ及びカ並びに「物 ウ 内容の(3)については，「物理Ⅰ」の内容の(3)のイの(ｳ)(ｴ)(ｵ)及びウ

理」の内容の(3)を扱うこと。 並びに「物理Ⅱ」の内容の(3)のアを扱うこと。

エ 内容の(4)については，「物理基礎」の内容の(2)のエ，オ及びカ並び エ 内容の(4)については，「物理Ⅰ」の内容の(1)並びに「物理Ⅱ」の内

に「物理」の内容の(4)を扱うこと。 容の(2)を扱うこと。

オ 内容の(5)については，「物理Ⅱ」の内容の(3)のイに加えて，半導体

素子の特性の実験も扱うこと。

カ 内容の(6)については，「物理Ⅱ」の内容の(4)を扱うこと。

キ 内容の(7)については，「物理Ⅱ」の内容の(5)を更に発展，拡充させ

て扱うこと。

オ 内容の(1)から(4)までの中で，身近な物理現象についてセンサーを用

いた計測とコンピュータを用いた分析の手法も扱うこと。

第５ 理数化学 第５ 理数化学

１ 目 標 １ 目 標

化学的な事物・現象についての観察，実験などを行い，自然に対する関心 化学的な事物・現象についての観察，実験や課題研究などを行い，自然に

や探究心を高め，化学的に探究する能力と態度を育てるとともに，化学の基 対する関心や探究心を高め，化学的に探究する能力と態度を育てるとともに

本的な概念や原理・法則の系統的な理解を深め，科学的な自然観を育成する。 基本的な概念や原理・法則の系統的な理解を深め，科学的な自然観を育成す
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る。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 化学と人間生活

(2) 物質の構成 (1) 物質の構成

(2) 物質の種類と性質

(3) 物質の変化 (3) 物質の変化

(4) 物質の状態と化学平衡 (4) 物質の構造と化学平衡

(5) 無機物質の性質と利用 (5) 生活と物質

(6) 有機化合物の性質と利用 (6) 生命と物質

(7) 高分子化合物の性質と利用 (7) 課題研究

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成に当たっては，化学の基本的な概念の形成と科学の方法の習 (1) 内容の構成に当たっては，化学の基本的な概念の形成と科学の方法の習

得が無理なく行われるようにする。指導に当たっては，第２章第５節第４ 得が無理なく行われるようにする。指導に当たっては，第２章第５節第６

の「化学基礎」及び第５の「化学」の内容等を参照し，必要に応じて，こ の「化学Ⅰ」及び第７の「化学Ⅱ」の内容等を参照し，必要に応じて，こ

れらの科目の内容を発展，拡充させて取り扱うものとする。 れらの科目の内容を発展，拡充させて取り扱うものとする。

(2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，「化学基礎」の内容の(1)を扱うこと。 ア 内容の(1)については，「化学Ⅰ」の内容の(1)を扱うこと。

イ 内容の(2)については，「化学基礎」の内容の(2)を扱うこと。 イ 内容の(2)については，「化学Ⅰ」の内容の(2)に加えて，物質の合成

実験も扱うこと。

ウ 内容の(3)については，「化学基礎」の内容の(3)並びに「化学」の内 ウ 内容の(3)については，「化学Ⅰ」の内容の(3)を扱うこと。

容の(2)のア及びウを扱うこと。

エ 内容の(4)については，「化学」の内容の(1)並びに(2)のイ及びウを扱 エ 内容の(4)については，「化学Ⅱ」の内容の(1)を扱うこと。

うこと。

オ 内容の(5)については，「化学」の内容の(3)に加えて，新素材に関す オ 内容の(5)については，「化学Ⅱ」の内容の(2)に加えて，新素材に関

る実験も扱うこと。 する実験も扱うこと。

カ 内容の(6)については，「化学」の内容の(4)に加えて，物質の合成実 カ 内容の(6)については，「化学Ⅱ」の内容の(3)を扱うこと。

験も扱うこと。
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キ 内容の(7)については，「化学」の内容の(5)を扱うこと。 キ 内容の(7)については，「化学Ⅱ」の内容の(4)を更に発展，拡充させ

て扱うこと。

第６ 理数生物 第６ 理数生物

１ 目 標 １ 目 標

生物や生物現象についての観察，実験などを行い，自然に対する関心や探 生物や生物現象についての観察，実験や課題研究などを行い，自然に対す

究心を高め，生物学的に探究する能力と態度を育てるとともに，生物学の基 る関心や探究心を高め，生物学的に探究する能力と態度を育てるとともに基

本的な概念や原理・法則の系統的な理解を深め，科学的な自然観を育成する。 本的な概念や原理・法則の系統的な理解を深め，科学的な自然観を育成する。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 生物と遺伝子

(1) 生命の連続性

(2) 環境と生物の反応

(2) 生命現象と物質 (3) 生物現象と物質

(3) 生殖と発生

(4) 生物の環境応答

(5) 生態と環境

(6) 生物の進化と系統 (4) 生物の分類と進化

(5) 生物の集団

(6) 課題研究

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成に当たっては，生物学の基本的な概念の形成と科学の方法の (1) 内容の構成に当たっては，生物学の基本的な概念の形成と科学の方法の

習得が無理なく行われるようにする。指導に当たっては，第２章第５節第 習得が無理なく行われるようにする。指導に当たっては，第２章第５節第

６の「生物基礎」及び第７の「生物」の内容等を参照し，必要に応じて， ８の「生物Ⅰ」及び第９の「生物Ⅱ」の内容等を参照し，必要に応じて，

これらの科目の内容を発展，拡充させて取り扱うものとする。 これらの科目の内容を発展，拡充させて取り扱うものとする。

(2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，「生物基礎」の内容の(1)のア，イの(ｱ)(ｲ)及 ア 内容の(1)については，「生物Ⅰ」の内容の(1)に加えて，遺伝情報と

びウを扱うこと。 分化との関係も扱うこと。
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イ 内容の(2)については，「生物Ⅰ」の内容の(2)を扱うこと。

イ 内容の(2)については，「生物基礎」の内容の(1)のイの(ｳ)及びウ並び ウ 内容の(3)については，「生物Ⅱ」の内容の(1)に加えて，バイオテク

に「生物」の内容の(1)に加えて，バイオテクノロジーに関する実験又 ノロジー，タンパク質に関する実験も扱うこと。

はタンパク質に関する実験も扱うこと。

ウ 内容の(3)については，「生物」の内容の(2)を扱うこと。

エ 内容の(4)については，「生物基礎」の内容の(2)及び「生物」の内容 エ 内容の(4)については，「生物Ⅱ」の内容の(2)を扱うこと。

の(3)を扱うこと。

オ 内容の(5)については，「生物基礎」の内容の(3)及び「生物」の内容 オ 内容の(5)については，「生物Ⅱ」の内容の(3)を扱うこと。

の(4)に加えて，野外観察又は調査も扱うこと。

カ 内容の(6)については，「生物」の内容の(5)を扱うこと。

カ 内容の(6)については，「生物Ⅱ」の内容の(4)を更に発展，拡充させ

て扱うこと。

第７ 理数地学 第７ 理数地学

１ 目 標 １ 目 標

地学的な事物・現象についての観察，実験などを行い，自然に対する関心 地学的な事物・現象についての観察，実験や課題研究などを行い，自然に

や探究心を高め，地学的に探究する能力と態度を育てるとともに，地学の基 対する関心や探究心を高め，地学的に探究する能力と態度を育てるとともに

本的な概念や原理・法則の系統的な理解を深め，科学的な自然観を育成する。 基本的な概念や原理・法則の系統的な理解を深め，科学的な自然観を育成す

る。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 地球の概観と構造 (1) 地球の構成

(2) 地球の活動 (2) 地球の活動

(3) 地球の歴史 (3) 地球の歴史

(4) 大気と海洋の構造と運動 (4) 大気・海洋の構成と運動

(5) 宇宙の構造と進化 (5) 宇宙の構成と進化

(6) 課題研究

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い
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(1) 内容の構成に当たっては，地学の基本的な概念の形成と科学の方法の習 (1) 内容の構成に当たっては，地学の基本的な概念の形成と科学の方法の習

得が無理なく行われるようにする。指導に当たっては，第２章第５節第８ 得が無理なく行われるようにする。指導に当たっては，第２章第５節第10

の「地学基礎」及び第９の「地学」の内容等を参照し，必要に応じて，こ の「地学Ⅰ」及び第11の「地学Ⅱ」の内容等を参照し，必要に応じて，こ

れらの科目の内容を発展，拡充させて取り扱うものとする。 れらの科目の内容を発展，拡充させて取り扱うものとする。

(2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 (2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)については，「地学基礎」の内容の(1)のイの(ｲ)(ｳ)及びウ ア 内容の(1)については，「地学Ⅰ」の内容の(1)のア，イの(ｱ)及びエに

並びに「地学」の内容の(1)を扱うこと。 加えて，岩石の偏光顕微鏡観察も扱うこと。

イ 内容の(2)については，「地学基礎」の内容の(2)のア及びオ並びに「地 イ 内容の(2)については，「地学Ⅰ」の内容の(1)のイの(ｲ)及びエ並びに

学」の内容の(2)のア及びウに加えて，岩石などの偏光顕微鏡観察も扱 「地学Ⅱ」の内容の(1)のア，イの(ｱ)及び(2)のアの(ｱ)に加えて，プリュ

うこと。 ームテクトニクスも扱うこと。

ウ 内容の(3)については，「地学Ⅰ」の内容の(1)のウ及びエ並びに「地

ウ 内容の(3)については，「地学基礎」の内容の(2)のイ及びオ並びに「地 学Ⅱ」の内容の(1)のイの(ｲ)に加えて，地質図の実習も扱うこと。

学」の内容の(2)のイ及びウに加えて，地質図の実習も扱うこと。 エ 内容の(4)については，「地学Ⅰ」の内容の(2)のア及びウ並びに「地

エ 内容の(4)については，「地学基礎」の内容の(2)のウ，エ及びオ並び 学Ⅱ」の内容の(2)のアの(ｲ)及びイを扱うこと。

に「地学」の内容の(3)を扱うこと。 オ 内容の(5)については，「地学Ⅰ」の内容の(2)のイ及びウ並びに「地

オ 内容の(5)については，「地学基礎」の内容の(1)のア，イの(ｱ)及びウ 学Ⅱ」の内容の(3)を扱うこと。

並びに「地学」の内容の(4)を扱うこと。 カ 内容の(6)については，「地学Ⅱ」の内容の(4)を更に発展，拡充させ

て扱うこと。

第８ 課題研究

１ 目 標

科学及び数学に関する課題を設定し，その課題の解決を図る学習を通して，

専門的な知識と技能の深化，総合化を図るとともに，問題解決の能力や自発

的，創造的な学習態度を育てる。

２ 内 容

(1) 特定の自然の事物・現象に関する研究

(2) 特定の社会事象に関する研究
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(3) 先端科学や学際的領域に関する研究

(4) 自然環境の調査に基づく研究

(5) 科学や数学を発展させた原理・法則に関する研究

３ 内容の取扱い

(1) 内容の構成とその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

ア 生徒の興味・関心，進路希望等に応じて，内容の(1)から(5)までの，

個人又はグループで適切な課題を設定させること。なお，課題は内容の

(1)から(5)までの中から２項目以上にまたがる課題を設定することがで

きること。

イ 指導に効果的な場合には，大学や研究機関，博物館などと積極的に連

携，協力を図ること。

ウ 研究の成果について，報告書を作成させ，発表を行う機会を設けるこ

と。

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。

ア 内容の(1)及び(2)については，理数科の各科目の内容と関連させて扱

うこと。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 理数に関する学科における指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮す １ 理数に関する学科における指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮す

るものとする。 るものとする。

(1) 「理数数学Ⅰ」，「理数数学Ⅱ」及び「課題研究」については，原則として (1) 「理数数学Ⅰ」及び「理数数学Ⅱ」については，原則としてすべての生徒

すべての生徒に履修させること。 に履修させること。

(2) 「理数物理」，「理数化学」，「理数生物」及び「理数地学」については，こ (2)「理数物理」，「理数化学」，「理数生物」及び「理数地学」については，こ

れらのうちから，原則として３科目以上をすべての生徒に履修させること。 れらのうちから，原則として，３科目以上をすべての生徒に履修させること。

(3) 「理数数学Ⅱ」及び「理数数学特論」については，原則として｢理数数学 (3) 「理数数学Ⅱ」及び「理数数学探究」については，原則として｢理数数学

Ⅰ｣を履修した後に履修させること。 Ⅰ｣を履修した後に履修させること。

(4) 各科目の指導に当たっては，大学や研究機関，博物館などと積極的に連携， (4) 各科目の指導に当たっては，数理現象の理解や多数の計算例による法則性
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協力を図るようにすること。 の認識及び観察，実験の過程での情報の収集・検索，計測・制御，シミュレ

ーション，結果の集計・処理などのために，コンピュータや情報通信ネット

ワークなどを積極的に活用すること。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 「理数数学Ⅰ」，「理数数学Ⅱ」及び「理数数学特論」の指導に当たっては，

第２章第４節第３款の３を参照し，数学的活動を一層重視すること。

(2) 「理数物理」，「理数化学」，「理数生物」，「理数地学」及び「課題研究」の

指導に当たっては，観察，実験などの結果を分析し解釈して自らの考えを導

き出し，それらを表現するなどの学習活動を充実すること。

(3) 生命を尊重し，自然環境の保全に寄与する態度の育成を図ること。また， (1) 観察，実験，野外観察，調査などの指導に当たっては，特に，事故防止に

環境問題や科学技術の進歩と人間生活にかかわる内容等については，持続可 ついて十分留意するとともに，生命の尊重や自然環境の保全に関する態度の

能な社会をつくることの重要性も踏まえながら，科学的な見地から取り扱う 育成に留意すること。また，使用薬品などの管理及び廃棄についても適切な

こと。 措置を講ずること。

(2) 「理数物理」，「理数化学」，「理数生物」及び「理数地学」の環境問題や科

学技術の進歩と人間生活にかかわる内容等については，自然科学的な見地か

ら取り扱うこと。

(4) 観察，実験，野外観察，調査などの指導に当たっては，関連する法規等に

従い，事故防止について十分留意するとともに，使用薬品などの管理及び廃

棄についても適切な措置を講ずること。

(5) 各科目の指導に当たっては，数理現象の理解や多数の計算例による法則性

の認識及び観察，実験の過程での情報の収集・検索，計測・制御，シミュレ

ーション，結果の集計・処理などのために，コンピュータや情報通信ネット

ワークなどを積極的かつ適切に活用すること。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第10節 体 育 第10節 体 育

第１款 目 標 第１款 目 標

心と体を一体としてとらえ，スポーツについての専門的な理解及び高度な技能 心と体を一体としてとらえ，運動についての理解と運動の合理的な実践を通し

の習得を目指した主体的，合理的，計画的な実践を通して，健やかな心身の育成 て，高度な運動技能を習得できるようにし，心身ともに健全な人間の育成に資す

に資するとともに，生涯を通してスポーツの振興発展に寄与する資質や能力を育 るとともに，体育・スポーツの振興発展に寄与する資質や能力を育て，明るく豊

て，明るく豊かで活力ある生活を営む態度を育てる。 かで活力ある生活を営む態度を育てる。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ スポーツ概論 第１ 体育理論

１ 目 標 １ 目 標

スポーツについての総合的な理解を通して，その知識を運動の主体的，合 体育・スポーツに関する知識を理解できるようにし，運動の合理的な実践

理的，計画的な実践に活用できるようにするとともに，生涯を通してスポー 及び健康の増進と体力の向上に活用することができる資質や能力を育てる。

ツの振興発展にかかわることができる資質や能力を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) スポーツの歴史・文化的特性と現代的特徴 (1) 社会の変化と体育・スポーツ

(2) スポーツの効果的な学習の仕方 (2) 運動技能の構造と運動の学び方

(3) 豊かなスポーツライフの設計 (3) 体ほぐしの意義と行い方

(4) スポーツの指導法と安全 (4) 体力トレーニングの内容と行い方

(5) スポーツの運営及び管理 (5) 運動と安全

(6) 体育・スポーツの運営管理



- 611 -

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)から(5)までの各事項とも扱うものとする。 (1) 内容の(1)から(6)までの各事項とも扱うものとする。

(2) 指導に当たっては，各事項に関連した課題研究や実習などの知識を活用 (2) 指導に当たっては，運動の学習とかかわりの深い保健に関する理論や実

する学習活動を適宜扱うものとする。 習についても適宜扱うものとする。

第２ スポーツⅠ 第３ スポーツⅠ

１ 目 標 １ 目 標

採点競技及び測定競技の専門的な理解と高度な技能の習得を目指した主体 採点競技及び測定競技の特性についての理解と課題の解決を目指した計画

的，合理的，計画的な実践を通して，自己の課題を解決できるようにすると 的な運動の実践を通して，これらのスポーツの高度な技能と審判法を習得で

ともに，生涯を通してスポーツの振興発展にかかわることができる資質や能 きるようにするとともに，技能を発揮して競技をすることができる資質や能

力を育てる。 力を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 採点競技の理解と実践 (1) 体操競技

(2) 測定競技の理解と実践 (2) 陸上競技

(3) 水泳競技

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)又は(2)のいずれかを選択して扱うことができる。 (1) 内容の(1)から(3)までのうち一つ以上を選択して扱うことができる。

(2) 内容の(1)については，体操競技を，(2)については，陸上競技，水泳競 (2) 内容の(1)から(3)まで以外に，スキーやスケートについても，地域や学

技の中から適宜取り上げるものとし，スキー，スケート等についても，地 校の実態に応じて扱うことができる。

域や学校の実態に応じて扱うことができる。

第３ スポーツⅡ 第４ スポーツⅡ

１ 目 標 １ 目 標

球技の専門的な理解と高度な技能の習得を目指した主体的，合理的，計画 球技の特性についての理解と課題の解決を目指した計画的な運動の実践を

的な実践を通して，自己の課題を解決できるようにするとともに，生涯を通 通して，これらのスポーツの高度な技能と審判法を習得できるようにすると

してスポーツの振興発展にかかわることができる資質や能力を育てる。 ともに，技能を発揮してゲームをすることができる資質や能力を育てる。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) ゴール型球技の理解と実践 (1) バスケットボール

(2) ネット型球技の理解と実践 (2) ハンドボール

(3) ベースボール型球技の理解と実践 (3) サッカー

(4) ターゲット型球技の理解と実践 (4) ラグビー

(5) バレーボール

(6) テニス

(7) 卓球

(8) バドミントン

(9) ソフトボール

(10) 野球

(11) ゴルフ

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)から(4)までの中から一つ以上を選択して扱うことができる。 (1) 内容の(1)から(11)までのうち一つ以上を選択して扱うことができる。

(2) 内容の(1)については，バスケットボール，ハンドボール，サッカー， (2) 内容の(1)から(11)まで以外の運動についても，地域や学校の実態に応じ

ラグビーの中から，(2)については，バレーボール，卓球，テニス，バド て扱うことができる。

ミントンの中から，(3)については，ソフトボール，野球の中から，(4)に

ついては，ゴルフを適宜取り上げるものとし，その他の球技についても，

地域や学校の実態に応じて扱うことができる。

第４ スポーツⅢ 第５ スポーツⅢ

１ 目 標 １ 目 標

武道及び諸外国の対人的競技等の専門的な理解と高度な技能の習得を目指 武道等の特性についての理解と課題の解決を目指した計画的な運動の実践

した主体的，合理的，計画的な実践を通して，自己の課題を解決できるよう を通して，これらのスポーツの高度な技能と審判法を習得できるようにする

にするとともに，生涯を通してスポーツの振興発展にかかわることができる とともに，技能を発揮して試合をすることができる資質や能力を育てる。

資質や能力を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容
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(1) 武道の理解と実践 (1) 柔道

(2) 諸外国の対人的競技の理解と実践 (2) 剣道

(3) 相撲

(4) なぎなた

(5) 弓道

(6) レスリング

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)又は(2)のいずれかを選択して扱うことができる。 (1) 内容の(1)から(6)までのうち一つ以上を選択して扱うことができる。

(2) 内容の(1)については，柔道，剣道，相撲，なぎなた，弓道の中から，(2) (2) 内容の(1)から(6)まで以外の武道等についても，地域や学校の実態に応

については，レスリングを適宜取り上げるものとし，その他の武道等につ じて扱うことができる。

いても，地域や学校の実態に応じて扱うことができる。

第５ スポーツⅣ 第６ ダンス

１ 目 標 １ 目 標

ダンスの専門的な理解と高度な技能の習得を目指した主体的，合理的，計 ダンスの特性についての理解と課題の解決を目指した計画的な運動の実践

画的な実践を通して，自己の課題を解決できるようにするとともに，生涯を を通して，その高度な技能を習得できるようにするとともに，交流し，発表

通してスポーツの振興発展にかかわることができる資質や能力を育てる。 することができる資質や能力を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 創造型ダンスの理解と実践 (1) 創作ダンス

(2) 伝承型ダンスの理解と実践 (2) フォークダンス

(3) 現代的なリズムのダンス

(4) 社交ダンス

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)又は(2)のいずれかを選択して扱うことができる。 (1) 内容の(1)から(4)までのうち一つ以上を選択して扱うことができる。

(2) 内容の(1)については，創作ダンス，現代的なリズムのダンスの中から， (2) 内容の(1)から(4)まで以外のダンスについても，地域や学校の実態に応

(2)については，フォークダンス，社交ダンスの中から適宜取り上げるも じて扱うことができる。
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のとし，その他のダンスについても，地域や学校の実態に応じて扱うこと

ができる。

第６ スポーツⅤ 第７ 野外活動

１ 目 標 １ 目 標

自然とのかかわりの深い野外の運動の専門的な理解と高度な技能の習得を 自然とのかかわりの深い野外の運動の特性について理解し，その知識と技

目指した主体的，合理的，計画的な実践を通して，自己の課題を解決できる 能を習得できるようにするとともに，自然の中での行動の仕方を身に付け，

ようにするとともに，生涯を通してスポーツの振興発展にかかわることがで 自然に親しむことができる資質や能力を育てる。

きる資質や能力を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 自然体験型野外活動の理解と実践 (1) キャンプ

(2) 競技型野外活動の理解と実践 (2) 登山

(3) スキー

(4) スケート

(5) 遠泳その他の水辺活動

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)又は(2)のいずれかを選択して扱うことができる。 (1) 内容の(1)から(5)までのうち一つ以上を選択して扱うことができる。

(2) 内容の(1)については，キャンプ，登山，遠泳等の水辺活動の中から，(2)

については，スキー，スケートの中から適宜取り上げるものとし，その他

の運動についても，機械等の動力を用いない活動を中心に，地域や学校の

実態に応じて扱うことができる。

(3) 特定の期間に集中的に校外で授業を行う場合は，安全対策に十分配慮す (2) 特定の期間に集中的に校外で授業を行う場合は，安全対策に十分配慮す

るものとする。 るものとする。

第７ スポーツⅥ 第２ 体つくり運動

１ 目 標 １ 目 標

体つくり運動の専門的な理解とその活用を目指した主体的，合理的，計画 体つくり運動の特性を理解し，体ほぐしをしたり，体力を高めたりすると
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的な実践を通して，実生活に役立てることができるようにするとともに,生 ともに，自己の体力や生活に応じた体つくり運動を構成し活用することがで

涯を通してスポーツの振興発展にかかわることができる資質や能力を育て きる資質や能力を育てる。

る。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 体つくり運動の理解と実践 (1) 体つくり運動の実践

(2) 目的に応じた心身の調整の仕方や交流を深めるための運動の仕方の理解 ア 体ほぐしの運動

と実践 イ 体力を高める運動

(3) ライフステージに応じた運動の計画の立て方の理解と実践 (2) 目的に応じた体つくり運動の構成及び活用

ア 体ほぐしや体力の向上

イ スポーツの技能の向上

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

内容の(1)を入学年次で扱うものとし，内容の(2)又は(3)のいずれかを選 内容の(1)及び(2)の各事項とも扱うものとする。

択して扱うことができる。

第８ スポーツ総合演習

１ 目 標

スポーツの専門的な知識や高度な技能の総合的な活用を目指した課題研究

を通して，生涯を通した豊かなスポーツライフの実現及びスポーツの振興発

展にかかわることができる資質や能力を育てる。

２ 内 容

(1) スポーツの知識や実践に関する課題研究

(2) スポーツの指導や運営及び管理に関する課題研究

(3) スポーツを通した社会参画に関する課題研究

３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)から(3)までの中から一つ以上を選択して扱うことができる。

(2) 指導に当たっては，「スポーツ概論」との関連を図り，実習，体験，発
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表等の活動を重視するとともに，言語に関する能力の育成に配慮するもの

とする。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 体育に関する学科における指導計画の作成に当たっては，各年次において次 １ 体育に関する学科における指導計画の作成に当たっては，各年次において次

の事項に配慮するものとする。 の事項に配慮するものとする。

(1) 「スポーツ概論」，「スポーツⅤ」，「スポーツⅥ」及び「スポーツ総合演習」 (1) 「体育理論」，「体つくり運動」及び「野外活動」については，原則として，

については，原則として，すべての生徒に履修させること。 すべての生徒に履修させること。

(2) 「スポーツⅠ」，「スポーツⅡ」，「スポーツⅢ」及び「スポーツⅣ」につい (2) 「スポーツⅠ」，「スポーツⅡ」，「スポーツⅢ」及び「ダンス」については，

ては，これらの中から生徒の興味や適性等に応じて１科目以上を選択して履 これらのうちから生徒が能力・適性等に応じて１科目以上を選択して履修で

修できるようにすること。 きるようにすること。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 各科目の指導に当たっては，公正，協力，責任，参画に対する意欲及び思 (1) 各科目の指導に当たっては，器械・器具を点検したり，練習場などの安全

考力，判断力などを育成するとともに，生徒の健康・安全を確保し，事故防 を確かめたりするなど安全に配慮すること。

止を図ること。

(2) 「スポーツⅠ」，「スポーツⅡ」，「スポーツⅢ」及び「スポーツⅣ」の指導 (2) 「スポーツⅠ」，「スポーツⅡ」，「スポーツⅢ」及び「ダンス」の指導に当

に当たっては，「スポーツⅥ」の学習成果の活用を図ること。 たっては，「体つくり運動」の内容の(1)のアに示す運動との関連を図ること。

(3) 体力の測定については，計画的に実施し，各科目の指導及び体力の向上に (3) 体力の測定については，計画的に実施し，運動の指導及び体力の向上に活

活用するようにすること。 用するようにすること。

(4) 集合，整頓，列の増減，方向変換などの行動の仕方については，各科目の (4) 集合，整とん，列の増減，方向変換などの行動の仕方の指導については，
とん

特性との関連において適切に行うこと。 それぞれの運動の特性との関連において適切に行うこと。

(5) 各科目の指導に当たっては，その特質を踏まえ，必要に応じて，コンピュ (5) 各科目の指導に当たっては，その特質を踏まえ，必要に応じて，コンピュ

ータや情報通信ネットワークなどを適切に活用し，学習の効果を高めるよう ータや情報通信ネットワークなどを適切に活用し，学習の効果を高めるよう

にすること。 配慮するものとする。

(6) 学外の認定資格等の取得と関連付けるなど，より専門的かつ実践的な知識

及び技術の習得が図られるようにすること。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第11節 音 楽 第11節 音 楽

第１款 目 標 第１款 目 標

音楽に関する専門的な学習を通して，感性を磨き，創造的な表現と鑑賞の能力 音楽に関する専門的な学習を通して，創造的な表現に必要な知識や技術を習得

を高めるとともに，音楽文化の発展と創造に寄与する態度を育てる。 させるとともに，音楽に対する豊かな感性と音楽文化の発展に寄与する態度を育

てる。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 音楽理論 第１ 音楽理論

１ 目 標 １ 目 標

音楽に関する基礎的な理論を理解させるとともに，表現と鑑賞に活用する 音楽に関する基礎的な知識及び法則を習得させる。

能力を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 楽典，楽曲の形式など (1) 楽典，楽式など

(2) 和声法 (2) 和声法

(3) 対位法 (3) 対位法

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

我が国の伝統音楽の理論については，必要に応じて扱うことができる。

内容の(1)については，理論の学習のみにならないよう，具体的，実践的

に学習させるようにする。
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第２ 音楽史 第２ 音楽史

１ 目 標 １ 目 標

我が国及び諸外国の音楽の歴史について理解を深め，多様な音楽の文化的 音楽の歴史を考察させるとともに，音楽の文化的意義を理解させる。

価値をとらえる能力を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 我が国の音楽史

(2) 諸外国の音楽史 (1) 西洋音楽史

(2) 日本音楽史

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)及び(2)については，相互の関連を図るとともに，著しく一方 内容の(1)及び(2)については，相互の関連を図るとともに，著しく一方に

に偏らないよう配慮するものとする。 偏らないよう配慮するものとする。

(2) 内容の(1)及び(2)については，鑑賞活動などを通して，具体的・実践的

に学習させるようにする。

(3) 内容の(2)については，西洋音楽史を中心としつつ，その他の地域の音

楽史にも触れるようにする。

第３ 演奏研究 第３ 演奏法

１ 目 標 １ 目 標

音楽作品についての演奏研究を通して，演奏における客観性と多様性を理 音楽に関する知識，技能に基づき，創造的な表現方法を習得させる。

解し，音楽の様式を尊重して演奏する能力を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 時代や地域による表現上の特徴を踏まえた解釈及び演奏に関する研究 (1) 時代的，様式的背景などに基づく表現方法

(2) 作曲家の表現上の特徴を踏まえた解釈及び演奏に関する研究

(3) 声や楽器の特徴を踏まえた解釈及び演奏に関する研究

(4) 音楽の解釈の多様性 (2) 音楽の解釈の仕方
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(3) 習得した知識や技術に基づくアンサンブル等による演奏法の工夫

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

専門的に履修させる「声楽」の内容の(1)，「器楽」の内容の(1)から(5)ま 総合的，客観的に視野の拡大を図るため，主として専攻して履修する内容

で及び「作曲」の内容との関連にも配慮して指導するものとする。 について，広範な資料に基づき，幅広く多角的な方法によって指導するもの

とする。

第４ ソルフェージュ 第４ ソルフェージュ

１ 目 標 １ 目 標

音楽を形づくっている要素を正しくとらえ，音楽性豊かな表現をするため 音楽を構成する諸要素を正しくとらえ，音楽性豊かな表現をするための基

の基礎的な能力を養う。 礎的能力を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 聴音

(1) 視唱 (2) 視唱

(2) 視奏 (3) 視奏

(3) 聴音

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)，(2)及び(3)の相互の関連を図り，幅広く多角的な方法によ 内容の(1)，(2)及び(3)の相互の関連を図り，幅広く多角的な方法によっ

って指導するものとする。 て指導するものとする。

(2) 専門的に履修させる「声楽」の内容の(1)，「器楽」の内容の(1)から(5)

まで及び「作曲」の内容との関連にも配慮して指導するものとする。

第５ 声 楽 第５ 声 楽

１ 目 標 １ 目 標

声楽に関する専門的な学習を通して，楽曲の表現内容を理解し，表現意図 声楽に関する基礎的な技術を習得させ，音楽性豊かな表現の能力を養う。

を明確にして創造的に表現する能力を養う。



- 620 -

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 独唱 (1) 独唱

(2) いろいろな形態のアンサンブル (2) 重唱

(3) 合唱

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 我が国の伝統的な歌唱については，必要に応じて扱うことができる。 我が国の伝統的な歌唱も扱うことができる。

(2) 演奏発表の場を設けるなどして，演奏を共有したり，評価し合ったりす

る活動を取り入れるようにする。

第６ 器 楽 第６ 器 楽

１ 目 標 １ 目 標

器楽に関する専門的な学習を通して，楽曲の表現内容を理解し，表現意図 器楽の演奏に関する知識や技術を習得させ，音楽性豊かな表現の能力を養

を明確にして創造的に表現する能力を養う。 う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 鍵盤楽器の独奏 (1) 鍵盤楽器の独奏
けん

(2) 弦楽器の独奏 (2) 弦楽器の独奏

(3) 管楽器の独奏 (3) 管楽器の独奏

(4) 打楽器の独奏 (4) 打楽器の独奏

(5) 和楽器の独奏 (5) 和楽器の独奏

(6) いろいろな形態のアンサンブル (6) 重奏

(7) 合奏

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)から(5)までについては，生徒の特性，地域や学校の実態を考

慮し，特定の楽器を選んで行うものとする。

(1) 内容の(1)については，ピアノ，チェンバロ，オルガンのうちから選ん

で行うものとする。
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(2) 内容の(2)については，ヴァイオリン，ヴィオラ，チェロ，コントラバ

ス，ハープのうちから選んで行うものとし，その他の弦楽器については必

要に応じて扱うことができる。

(3) 内容の(3)については，フルート，オーボエ，クラリネット，ファゴッ

ト，サクソフォーン，ホルン，トランペット，トロンボーン，チューバの

うちから選んで行うものとし，その他の管楽器は必要に応じて扱うことが

できる。

(4) 内容の(5)については，箏，三味線，尺八，鼓などのうちから選んで行
そう

うものとする。

(2) 演奏発表の場を設けるなどして，演奏を共有したり，評価し合ったりす

る活動を取り入れるようにする。

第７ 作 曲 第７ 作 曲

１ 目 標 １ 目 標

作曲に関する専門的な学習を通して，音楽性豊かに楽曲を構成する能力を 作曲に関する知識や技術を習得させる。

養う。

２ 内 容 ２ 内 容

作曲に関する多様な技法及びそれらを生かした作曲 作曲に関する多様な技法

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 我が国の伝統的な音楽の特徴を生かした作曲についても扱うようにす 我が国の伝統的な音楽の素材を生かした声楽及び器楽の作曲についても扱

る。 うことができる。

(2) 完成した作品について演奏発表の場を設けるなどして，作品を共有した

り，評価し合ったりする活動を取り入れるようにする。

第８ 鑑賞研究

１ 目 標

音楽作品や作曲家，演奏などについての鑑賞研究を通して，音楽に対する
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理解を深め，音楽や音楽文化を尊重する態度を養い，批評する能力を育てる。

２ 内 容

(1) 作品・作曲家に関する研究

(2) 地域や文化的背景に関する研究

(3) 音楽とメディアとのかかわり

(4) 音楽批評

３ 内容の取扱い

内容の(2)及び(3)については，いずれかを選択して扱うことができる。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 音楽に関する学科における指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮す １ 音楽に関する学科における指導計画の作成に当たっては，「音楽理論」，「音

るものとする。 楽史」，「演奏法」，「ソルフェージュ」及び「器楽」の内容の(1)については，

(1) 「音楽理論」の内容の(1)及び(2)，「音楽史」，「演奏研究」，「ソルフェー 原則として，すべての生徒に履修させるものとする。ただし「音楽理論」の内

ジュ」及び「器楽」の内容の(1)については，原則として，すべての生徒に 容の(3)については，必要に応じて扱うものとする。

履修させること。

(2) 「声楽」の内容の(1)，「器楽」の内容の(1)から(5)まで及び「作曲」の内

容の中から，生徒の特性等に応じ，いずれかを専門的に履修させること。ま

た，これに加えて，「声楽」の内容の(1)，「器楽」の内容の(1)から(5)まで

のいずれかを履修させることができること。

(3) (2)に示す科目，「音楽理論」の内容の(1)及び(2)，「ソルフェージュ」及

び「器楽」の内容の(1)については，原則として，各年次にわたり履修させ

ること。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 「声楽」の内容の(1)，「器楽」の内容の(1)から(5)まで及び「作曲」の内

容の中から，生徒の特性等に応じ，そのいずれかを専門的に履修させること。
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また，これに加えて，「声楽」の内容の(1)，「器楽」の内容の(1)から(5)ま

でのいずれかを履修させることができること。

(2) １及び２の(1)に示す科目については，原則として，３年間にわたって履

修させること。ただし，「音楽理論」の内容の(2)については，生徒の実態等

を考慮して，３年間のうちに適宜履修させることができること。

(1) 「声楽」の内容の(2)及び「器楽」の内容の(6)については，他者と協調し

ながら活動することによって，より一層幅広い表現の諸能力を養うため，重

視して扱うこと。

(2) 各科目の特質を踏まえ，学校の実態に応じて学校図書館を活用するととも (3) 各科目の指導に当たっては，生徒の特性，地域や学校の実態等に応じて，

に，コンピュータや情報通信ネットワークなどを指導に生かすこと。 コンピュータや情報通信ネットワークなどを指導に生かしたり，地域の文化

(3) 各科目の特質を踏まえ，地域や学校の実態に応じて，文化施設，社会教育 財，文化施設，社会教育施設等の活用を図ったりするよう留意すること。

施設，地域の文化財等の活用を図ったり，地域の人材の協力を求めたりする

こと。

(4) 音や音楽と生活や社会とのかかわりを考えさせ，音環境への関心を高める

ようにすること。また，音楽に関する知的財産権などについて配慮し，著作

物等を尊重する態度の形成を図るようにすること。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第12節 美 術 第12節 美 術

第１款 目 標 第１款 目 標

美術に関する専門的な学習を通して，美的体験を豊かにし，感性を磨き，創造 美術に関する専門的な学習を通して，美的体験を豊かにし，感性や創造的な表

的な表現と鑑賞の能力を高めるとともに，美術文化の発展と創造に寄与する態度 現と鑑賞の能力を高めるとともに，美術文化の発展と創造に寄与する意欲と態度

を育てる。 を養う。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 美術概論 第１ 美術概論

１ 目 標 １ 目 標

美術の理論的学習を通して，芸術としての美術の意義を理解し，表現と鑑 美術の理論的学習を通して，芸術としての美術の意義を理解し，表現と鑑

賞の基礎となる能力と態度を高める。 賞の基礎となる能力と態度を高める。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 美術と自然 (1) 美術と自然

(2) 美術と社会 (2) 美術と社会

(3) 美術と生活 (3) 美術と生活

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

内容の(1)，(2)及び(3)の各事項とも扱うものとする。 内容の(1)，(2)及び(3)の各事項とも扱うものとする。

第２ 美術史 第２ 美術史

１ 目 標 １ 目 標

美術の変遷の学習を通して，文化遺産や美術文化についての理解を深め， 文化遺産や美術文化についての理解を深め，伝統文化を尊重する態度と国
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伝統と文化を尊重する態度と新たな美術文化を創造していく基礎となる能力 際協調の精神及び新たな美術文化を創造していく基礎となる能力を高める。

を高める。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 日本の美術と文化 (1) 日本の美術

(2) 東洋の美術と文化 (2) 東洋の美術

(3) 西洋の美術と文化 (3) 西洋の美術

(4) 現代の美術と文化 (4) 美術文化

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

内容の(1)から(4)までの各事項とも扱うものとする。 内容の(1)から(4)までの各事項とも扱うものとする。

第３ 素 描 第３ 素 描

１ 目 標 １ 目 標

対象のイメージや空間を把握し，造形表現の基礎となる観察力と描写力を 造形表現の基礎となる観察力や把握力を深め，形体や空間などの的確な表

高める。 現力を高める。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) デッサン (1) 素描，デッサン

(2) スケッチ (2) スケッチ

(3) 表現材料 (3) 表現材料

(4) 鑑賞 (4) 鑑賞

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

内容の(1)，(2)及び(3)については，相互に関連付けて扱うようにする。 内容の(1)，(2)及び(3)については，相互に関連付けて扱うようにする。

第４ 構 成 第４ 構 成

１ 目 標 １ 目 標

造形的な創造活動の基本となる諸要素の理解を深め，感性や造形感覚と創 造形的な創造活動の基本となる諸要素の理解を深め，感性や造形感覚と創

造的な構成の能力を高める。 造的な構成の能力を高める。
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２ 内 容 ２ 内 容

(1) 形体，色彩 (1) 形体，色彩

(2) 材料 (2) 材料

(3) 平面構成，立体構成 (3) 平面構成，立体構成

(4) 鑑賞 (4) 鑑賞

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

内容の(1)，(2)及び(3)については，相互に関連付けて扱うようにする。 内容の(1)，(2)及び(3)については，相互に関連付けて扱うようにする。

第５ 絵 画 第５ 絵 画

１ 目 標 １ 目 標

いろいろな表現形式による絵画表現に関する学習を通して，表現と鑑賞の いろいろな表現形式による絵画表現を通して，表現と鑑賞の能力を高める。

能力を高める。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 日本画 (1) 日本画

(2) 水彩画 (2) 水彩画

(3) 油彩画 (3) 油 絵

(4) 漫画，イラストレ－ション (4) 漫画，イラストレ－ション

(5) その他の絵画 (5) その他の絵画

(6) 鑑賞 (6) 鑑賞

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

内容の(1)から(5)までについては，そのうち一つ以上を選択して扱うこと 内容の(1)から(5)までについては，そのうち一つ以上を選択して扱うこと

ができる。 ができる。

第６ 版 画 第６ 版 画

１ 目 標 １ 目 標

いろいろな表現形式による版画表現に関する学習を通して，表現と鑑賞の いろいろな版画形式による表現を通して，表現と鑑賞の能力を高める。
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能力を高める。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 木版画 (1) 木版画

(2) 銅版画 (2) エッチング

(3) リトグラフ (3) リトグラフ

(4) シルクスクリーン

(5) その他の版画 (4) その他の版画

(6) 鑑賞 (5) 鑑賞

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

内容の(2)から(5)までについては，そのうち一つ以上を選択して扱うこと 内容の(2)，(3)及び(4)については，そのうち一つ以上を選択して扱うこ

ができる。 とができる。

第７ 彫 刻 第７ 彫 刻

１ 目 標 １ 目 標

いろいろな材料による彫刻など立体造形の表現に関する学習を通して，表 いろいろな材料による彫刻など立体造形の表現を通して，表現と鑑賞の能

現と鑑賞の能力を高める。 力を高める。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 彫造 (1) 彫造

(2) 塑造 (2) 塑造

(3) その他の彫刻及び立体造形 (3) その他の彫刻及び立体造形

(4) 鑑賞 (4) 鑑賞

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

内容の(1)，(2)及び(3)については，そのうち一つ以上を選択して扱うこ 内容の(1)，(2)及び(3)については，そのうち一つ以上を選択して扱うこ

とができる。 とができる。

第８ ビジュアルデザイン 第８ ビジュアルデザイン
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１ 目 標 １ 目 標

視覚的な伝達効果を主とするデザインについての理解を深め，表現と鑑賞 視覚的な伝達効果を主とするデザインについて理解を深め，デザインにお

の能力を高める。 ける計画・表示と表現の能力を高める。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) デザインの基礎 (1) デザインの基礎

(2) 平面・立体デザイン (2) 平面・立体デザイン

(3) 空間デザイン (3) 空間デザイン

(4) 図法，表示法 (4) 図法，表示法

(5) 鑑賞 (5) 鑑賞

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

内容の(2)及び(3)については，いずれかを選択して扱うことができる。 内容の(2)及び(3)については，いずれかを選択して扱うことができる。

第９ クラフトデザイン 第９ クラフトデザイン

１ 目 標 １ 目 標

美的造形性や機能性を主とする造形のデザインについての理解を深め，表 美的造形性や生産性を主とする立体造形のデザインについての理解を深

現と鑑賞の能力を高める。 め，計画力，作図・読図の能力や制作の能力を高める。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) デザインの基礎 (1) デザインの基礎

(2) 図法，製図 (2) 図法，製図

(3) 工芸 (3) 工芸

(4) プロダクトデザイン (4) プロダクトデザイン

(5) 伝統工芸 (5) 伝統工芸

(6) 鑑賞 (6) 鑑賞

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

内容の(3)，(4)及び(5)については，そのうち一つ以上を選択して扱うこ 内容の(3)，(4)及び(5)については，そのうち一つ以上を選択して扱うこ

とができる。 とができる。
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第10 情報メディアデザイン 第10 映像メディア表現

１ 目 標 １ 目 標

情報の表現，伝達及び共有を主とする情報メディアデザインについての理 写真，ビデオ，コンピュ－タ等映像機器を使った表現活動を通して，映像

解を深め，表現と鑑賞の能力を高める。 メディアが芸術や社会に果たす役割について理解を深め，機器による表現と

鑑賞の能力を高める。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 情報メディアの基礎

(2) 情報の視覚化

(1) 機材，用具，材料の知識及び使用技術

(2) 企画，構成，演出

(3) 画像の編集，合成，加工

(3) 伝達，交流，共有 (4) 伝達，交流

(4) 鑑賞 (5) 鑑賞

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

内容の(1)，(2)及び(3)については，相互に関連付けて扱うようにする。 内容の(1)，(2)及び(3)については，相互に関連付けて扱うようにする。

第11 映像表現

１ 目 標

写真，ビデオ等の映像機器を使った表現に関する学習を通して，表現と鑑

賞の能力を高める。

２ 内 容

(1) 機器，用具，材料の知識及び使用技術

(2) 企画，構成，演出

(3) 編集，合成，加工

(4) 鑑賞
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３ 内容の取扱い

内容の(1)，(2)及び(3)については，相互に関連付けて扱うようにする。

第12 環境造形 第11 環境造形

１ 目 標 １ 目 標

自然や生活環境と造形との調和についての理解を深め，造形の諸要素を環 自然や生活環境と造形との調和について理解を深め，造形の能力を総合的

境の構成に総合的に生かす実践的な能力と態度を育てる。 に生かす実践的な能力と態度を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 環境造形 (1) 環境造形

(2) 展示造形 (2) 展示造形

(3) 舞台造形 (3) 舞台造形

(4) 環境総合芸術 (4) 環境総合芸術

(5) 鑑賞 (5) 鑑賞

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

内容の(1)から(4)までについては，そのうち一つ以上を選択して扱うこと 内容の(1)から(4)までについては，そのうち一つ以上を選択して扱うこと

ができる。 ができる。

第13 鑑賞研究 第12 鑑賞研究

１ 目 標 １ 目 標

文化財や美術作品，作家などについての鑑賞研究を通して，美術に対する 文化財や美術作品，作家などについての鑑賞研究を通して，美術に対する

理解を深め，美術や美術文化を尊重する態度を養い，批評する能力を育てる。 理解を深め，美術や美術文化を尊重する態度と評論する能力を育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 作品・作家に関する研究 (1) 作品・作家研究

(2) 文化財の保存・修復に関する研究 (2) 文化財の保存・修復研究

(3) 展示企画，展示構成 (3) 展示企画，展示構成

(4) 美術批評 (4) 美術評論

(5) 鑑賞
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３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

内容の(1)，(2)及び(3)については，そのうち一つ以上を選択して扱うこ 内容の(1)，(2)及び(3)については，そのうち一つ以上を選択して扱うこ

とができる。 とができる。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 美術に関する学科における指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮す １ 美術に関する学科における指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮す

るものとする。 るものとする。

(1) 「美術史」，「素描」及び「構成」については，原則として，すべての生徒 (1) 「美術史」，「素描」及び「構成」については，原則としてすべての生徒に

に履修させること。 履修させること。

(2) 特定の科目を専門的に履修させることや同一の科目を２以上の年次にわた (2) 特定の科目を専門的に履修させることや同一の科目を２以上の年次にわた

って履修させること，複数の科目を関連付けて取り扱うことなど，履修の仕 って履修させること，複数の科目を関連付けて取り扱うことなど，履修の仕

方を工夫することによって，生徒の特性の伸長が図れるようにすること。 方を工夫することによって，生徒の特性の伸長が図れるようにすること。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 各科目の指導に当たっては，生徒の特性，学校の実態等に応じて，コンピュ

(1) 各科目の特質を踏まえ，学校の実態に応じて学校図書館を活用するととも ータや情報通信ネットワークなどを指導に生かしたり，地域の文化財，文化施

に，コンピュータや情報通信ネットワークなどを指導に生かすこと。 設，社会教育施設等の活用を図ったりするよう配慮するものとする。

(2) 各科目の特質を踏まえ，地域や学校の実態に応じて，地域の文化財，文化

施設，社会教育施設等の活用を図ったり，地域の人材の協力を求めたりする

こと。

(3) 美術に関する知的財産権や肖像権などについて配慮し，自己や他者の著作

物等を尊重する態度の形成を図るようにすること。

(4) 事故防止のため，特に，刃物類，塗料，器具などの使い方の指導と保管，

活動場所における安全指導などを徹底すること。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 正 現 行

第13節 英 語 第13節 英 語

第１款 目 標 第１款 目 標

英語を通じて，言語や文化に対する理解を深め，積極的にコミュニケーション 英語を通じて，言語や文化に対する理解を深め，積極的にコミュニケーション

を図ろうとする態度の育成を図り，情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝 を図ろうとする態度の育成を図り，情報や相手の意向などを理解したり自分の考

えたりするコミュニケーション能力を養う。 えなどを表現したりする実践的コミュニケーション能力を養う。

第２款 各 科 目 第２款 各 科 目

第１ 総合英語 第１ 総合英語

１ 目 標 １ 目 標

英語を通じて，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成す 情報や相手の意向などを理解し，情報や考えなどを英語で伝える能力を伸

るとともに，情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりする能力を ばすとともに，英語で積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育

一層伸ばし，社会生活において活用できるようにする。 てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 発音 (1) 発音

(2) 聴解 (2) 聞き取り

(3) 対話 (3) 書き取り

(4) スピーチ (4) 対話

(5) 読解 (5) スピーチ

(6) 作文 (6) 読解

(7) 課題研究 (7) 作文
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３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 指導に当たっては，第２章第８節第２の「コミュニケーション英語Ⅰ」，

第３の「コミュニケーション英語Ⅱ」及び第４の「コミュニケーション英

語Ⅲ」の内容等を参照し，必要に応じて，これらの科目の内容を発展，拡

充させて取り扱うものとする。

(1) 生徒の実態等に応じて，中学校における基礎的な学習事項を整理しそれ

らの習熟を図りながら，多様な場面での言語使用の経験をさせ，より豊か

なコミュニケーション活動を行うようにする。

(2) 中学校におけるコミュニケーション能力の基礎を養うための総合的な指 (2) 聞くこと，話すこと，読むこと及び書くことについては，いずれかに偏

導を踏まえ，聞いたことや読んだことを踏まえた上で話したり書いたりす ることなく，総合的に関連付けた活動を行うようにする。

る言語活動を適切に取り入れながら，四つの領域の言語活動を有機的に関

連付けつつ総合的に指導するものとする。

第２ 英語理解 第２ 英語理解

１ 目 標 １ 目 標

英語を通じて，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成す 英語を通して情報や相手の意向などを理解する能力を一層伸ばすととも

るとともに，情報や考えなどを的確に理解し自らの考えを深める能力を一層 に，この能力を活用して積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を

伸ばす。 育てる。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 発音 (1) 発音

(2) 聴解 (2) 聞き取り

(3) 精読 (3) 書き取り

(4) 速読 (4) 精読

(5) 多読 (5) 速読

(6) 鑑賞 (6) 多読

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い
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(1) 話すこと及び書くこととも有機的に関連付けた活動を行うことにより， (1) 「総合英語」の学習の基礎の上に立って，聞くことや読むことに関する

聞くこと及び読むことの指導の効果を高めるよう工夫するものとする。 能力を更に伸ばす指導を行うようにする。

(2) 教材の分量や程度及び聴解や読解の速度に配慮するものとする。 (2)教材の分量や程度及び聞き取りや読解の速度に配慮するものとする。

第３ 英語表現 第３ 英語表現

１ 目 標 １ 目 標

英語を通じて，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成す 英語で情報や考えなどを伝える能力を一層伸ばすとともに，この能力を活

るとともに，事実や意見などを多様な観点から考察し，論理の展開や表現の 用して積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育てる。

方法を工夫しながら伝える能力を一層伸ばす。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 発音 (1) 発音

(2) 対話 (2) 対話

(3) スピーチ (3) レシテーション

(4) プレゼンテーション (4) スピーチ

(5) ディベート (5) ディベート

(6) ディスカッション (6) ディスカッション

(7) 手紙・日記 (7) スキット・劇

(8) 作文 (8) 手紙・日記

(9) 小論文 (9) 作文

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 指導に当たっては，第２章第８節第５の「英語表現Ⅰ」及び第６の「英

語表現Ⅱ」の内容等を参照し，必要に応じて，これらの科目の内容を発展，

拡充させて取り扱うものとする。

(2) 聞くこと及び読むこととも有機的に関連付けた活動を行うことにより， (1) 「総合英語」の学習の基礎の上に立って，話すことや書くことに関する

話すこと及び書くことの指導の効果を高めるよう工夫するものとする。 能力を更に伸ばす指導を行うようにする。

(3) 話し言葉と書き言葉の相違，表現形式，文章構成，話す速度，ジェスチ (2) 話し言葉と書き言葉の相違，表現形式，文章構成，話す速度，ジェスチ

ャーなどの非言語的なコミュニケーション手段などに配慮し，場面や目的 ャーなどの非言語的手段などに配慮し，場面や目的に応じた表現ができる
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に応じた表現ができるようにする。 ようにする。

第４ 異文化理解 第４ 異文化理解

１ 目 標 １ 目 標

英語を通じて，外国の事情や異文化について理解を深めるとともに，異な 英語を通して，外国の事情や異文化について理解を深めるとともに，異な

る文化をもつ人々と積極的にコミュニケーションを図るための態度や能力の る文化をもつ人々と積極的にコミュニケーションを図るための能力や態度の

基礎を養う。 基礎を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 日常生活 (1) 日常生活

(2) 社会生活 (2) 社会生活

(3) 風俗習慣 (3) 風俗習慣

(4) 地理・歴史 (4) 地理・歴史

(5) 伝統文化 (5) 科学

(6) 科学技術 (6) その他の異文化理解に関すること

(7) その他の異文化理解に関すること

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 内容の(1)から(7)までの中から，生徒の実態等に応じて，適宜選択する (1) 内容の(1)から(6)までの中から，生徒の特性等に応じて，適宜選択させ

ものとする。その際，電子メールの交換や実際の交流などのコミュニケー るものとする。その際，電子メールの交換や実際の交流などのコミュニケ

ション体験を通して理解を深めるようにする。 ーション体験を通して理解を深めるようにする。

(2) 必要に応じて，我が国の事情や文化などを取り上げ，外国の事情や文化 (2) 必要に応じて，日本の日常生活や風俗習慣などを取り上げるとともに，

との類似点や相違点について考えさせるとともに，他の教科等との関連に 他の教科との関連にも配慮するものとする。

も配慮するものとする。

第５ 生活英語

１ 目 標

日常生活に役立つ英語の基礎的な知識を習得し，それを活用する能力を育

てる。
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２ 内 容

(1) 掲示，説明書，簡単な手紙などの読解と作成

(2) ワープロなどによる英文の文書作成

(3) 情報通信ネットワークなどの活用

(4) その他の日常生活に必要な英語の知識や技能

３ 内容の取扱い

(1) 指導に当たっては，基礎的・基本的な内容に重点を置くなど，生徒の実

態に応じた指導を工夫するようにする。

(2) 基本的な書式の文書の作成などができるようにする。

第５ 時事英語 第６ 時事英語

１ 目 標 １ 目 標

新聞，テレビ，情報通信ネットワークなどにおいて用いられる英語を理解 新聞，放送，情報通信ネットワークなどに用いられる英語を理解するとと

するとともに，必要な情報を選び活用する基礎的な能力を養う。 もに，それを活用する基礎的な能力を養う。

２ 内 容 ２ 内 容

(1) 新聞や雑誌などの理解 (1) 新聞や雑誌などの読み取り

(2) テレビ番組や映画などの理解 (2) テレビやラジオなどの放送の聞き取り

(3) ビデオや映画などの理解

(3) 情報通信ネットワークを通じて得られる情報の理解 (4) 情報通信ネットワークを通じた情報の理解

(4) 時事的な内容に基づく発表や討論

３ 内容の取扱い ３ 内容の取扱い

(1) 「総合英語」の学習の基礎の上に立って，時事英語に関する基礎的な能

力と知識を習得させるようにする。

生徒の実態等に応じて，教材の分量，程度，速度等に留意しながら，多様 (2) 生徒の能力・適性，興味・関心等に応じて，教材の分量，程度，速度等

な題材を取り上げるとともに，他の教科等との関連にも配慮するものとする。 に留意しながら，多様な題材を取り上げるとともに，他の教科との関連に



- 637 -

も配慮するものとする。

第７ コンピュータ・ＬＬ演習

１ 目 標

コンピュータやＬＬなどを利用することにより，理解力や表現力を高めな

がら，英語の総合的な運用能力の向上を図る。

２ 内 容

(1) 発音

(2) 聞き取り

(3) 書き取り

(4) 対話

(5) 応答

(6) 読解

(7) 作文

３ 内容の取扱い

(1) 他の科目と有機的に関連させ，理解や表現に関する指導の効果を高める

ようにする。

(2) コンピュータやＬＬなどの特性を生かし，個別学習を取り入れるなどし

て，指導を工夫するようにする。

第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い 第３款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

１ 英語に関する学科の指導計画の作成に当たって，「総合英語」及び「異文化 １ 英語に関する学科の指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するもの

理解」については，原則として，すべての生徒に履修させるものとする。 とする。

(1) 「総合英語」及び「異文化理解」については，原則として，すべての生徒

に履修させること。

(2) 「英語理解」，「英語表現」及び「時事英語」については，原則として，「総
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合英語」を履修した後に履修させること。

２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 生徒が情報や考えなどを理解したり伝えたりすることを実践するように具 (1) 生徒が情報や考えの受け手や送り手になるように具体的な言語の使用場面

体的な言語の使用場面を設定して，多様な言語活動を経験させながら指導す を設定し，多様なコミュニケーション活動を取り上げて指導すること。

ること。

(2) 生徒の実態に応じて，多様な場面における言語活動を経験させながら，中

学校や高等学校における学習内容を繰り返して指導し定着を図ること。

(3) 英語に関する学科の各科目については，その特質にかんがみ，生徒が英語

に触れる機会を充実するとともに，授業を実際のコミュニケーションの場面

とするため，授業は英語で行うことを基本とすること。その際，生徒の理解

の程度に応じた英語を用いるよう十分配慮すること。

(4) 教材については，英語を通じてコミュニケーション能力を総合的に育成す (2) 教材については，英語による実践的コミュニケーション能力を育成するた

るため，各科目の目標に応じ，実際の言語の使用場面や言語の働きに十分配 め，各科目のねらいに応じ，実際の言語の使用場面や言語の働きに配慮した

慮したものを取り上げるものとすること。その際，英語を日常使用している ものを取り上げるものとすること。その際，英語を日常使用している人々を

人々を中心とする世界の人々及び日本人の日常生活，風俗習慣，物語，地理， 中心とする世界の人々及び日本人の日常生活，風俗習慣，物語，地理，歴史

歴史，伝統文化や自然科学などに関するものの中から，生徒の発達の段階及 などに関するもののうちから，生徒の心身の発達段階及び興味・関心に即し

び興味・関心に即して適切な題材を変化をもたせて取り上げるものとし，次 て適切な題材を変化をもたせて取り上げるものとし，次の観点に留意する必

の観点に留意する必要があること。 要があること。

ア 多様なものの見方や考え方を理解し，公正な判断力を養い豊かな心情を ア 多様なものの見方や考え方を理解し，公正な判断力を養い豊かな心情を

育てるのに役立つこと。 育てるのに役立つこと。

イ 外国や我が国の生活や文化についての理解を深めるとともに，言語や文 イ 世界や我が国の生活や文化についての理解を深めるとともに，言語や文

化に対する関心を高め，これらを尊重する態度を育てるのに役立つこと。 化に対する関心を高め，これらを尊重する態度を育てるのに役立つこと。

ウ 広い視野から国際理解を深め，国際社会に生きる日本人としての自覚を ウ 広い視野から国際理解を深め，国際社会に生きる日本人としての自覚を

高めるとともに，国際協調の精神を養うのに役立つこと。 高めるとともに，国際協調の精神を養うのに役立つこと。

エ 人間，社会，自然などについての考えを深めるのに役立つこと。

また，題材の形式としては，説明文，対話文，物語，劇，詩，手紙などの

うちから適切に選択すること。

(5) 各科目の指導に当たっては，指導方法や指導体制を工夫し，ペア・ワーク， (3) 各科目の指導に当たっては，指導方法や指導体制を工夫し，ティーム・テ
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グループ・ワークなどを適宜取り入れたり，視聴覚教材やコンピュータ，情 ィーチングやペア・ワーク，グループ・ワークなどを適宜取り入れたり，視

報通信ネットワークなどを適宜指導に生かしたりすること。また，ネイティ 聴覚教材や，ＬＬ，コンピュータ，情報通信ネットワークなどを指導に生か

ブ・スピーカーなどの協力を得て行うティーム・ティーチングなどの授業を したりすること。また，ネイティブ・スピーカーなどの協力を得て行う授業

積極的に取り入れ，生徒のコミュニケーション能力を育成するとともに，国 を積極的に取り入れ，生徒のコミュニケーション能力を育成するとともに，

際理解を深めるようにすること。 国際理解を深めるようにすること。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第１章 総 則

第４章 総合的な学習の時間 第４款 総合的な学習の時間

第１ 目 標 １ 総合的な学習の時間においては，各学校は，地域や学校，生徒の実態等に応

横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して，自ら課題を見付け，自ら学 じて，横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫

び，自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を解決する資質や能力を育成す を生かした教育活動を行うものとする。

るとともに，学び方やものの考え方を身に付け，問題の解決や探究活動に主体 ２ 総合的な学習の時間においては，次のようなねらいをもって指導を行うもの

的，創造的，協同的に取り組む態度を育て，自己の在り方生き方を考えること とする。

ができるようにする。 (1) 自ら課題を見付け，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題

を解決する資質や能力を育てること。

(2) 学び方やものの考え方を身に付け，問題の解決や探究活動に主体的，創造

的に取り組む態度を育て，自己の在り方生き方を考えることができるように

すること。

(3) 各教科・科目及び特別活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け，

学習や生活において生かし，それらが総合的に働くようにすること。

第２ 各学校において定める目標及び内容

１ 目 標

各学校においては，第１の目標を踏まえ，各学校の総合的な学習の時間の ３ 各学校においては，上記１及び２に示す趣旨及びねらいを踏まえ，総合的な

目標を定める。 学習の時間の目標及び内容を定め，地域や学校の特色，生徒の特性等に応じ，

２ 内 容 例えば，次のような学習活動などを行うものとする。

各学校においては，第１の目標を踏まえ，各学校の総合的な学習の時間の ア 国際理解，情報，環境，福祉・健康などの横断的・総合的な課題について

内容を定める。 の学習活動
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イ 生徒が興味・関心，進路等に応じて設定した課題について，知識や技能の

深化，総合化を図る学習活動

ウ 自己の在り方生き方や進路について考察する学習活動

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1) 全体計画及び年間指導計画の作成に当たっては，学校における全教育活 ４ 各学校においては，学校における全教育活動との関連の下に，目標及び内容，

動との関連の下に，目標及び内容，育てようとする資質や能力及び態度， 育てようとする資質や能力及び態度，学習活動，指導方法や指導体制，学習の

学習活動，指導方法や指導体制，学習の評価の計画などを示すこと。 評価の計画などを示す総合的な学習の時間の全体計画を作成するものとする。

(2) 地域や学校，生徒の実態等に応じて，教科等の枠を超えた横断的・総合

的な学習，探究的な学習，生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫

を生かした教育活動を行うこと。

(3) 第２の各学校において定める目標及び内容については，日常生活や社会

とのかかわりを重視すること。

(4) 育てようとする資質や能力及び態度については，例えば，学習方法に関

すること，自分自身に関すること，他者や社会とのかかわりに関すること

などの視点を踏まえること。

(5) 学習活動については，地域や学校の特色，生徒の特性等に応じて，例え

ば国際理解，情報，環境，福祉・健康などの横断的・総合的な課題につい

ての学習活動，生徒が興味・関心，進路等に応じて設定した課題について

知識や技能の深化，総合化を図る学習活動，自己の在り方生き方や進路に

ついて考察する学習活動などを行うこと。

(6) 各教科・科目及び特別活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付

け，学習や生活において生かし，それらが総合的に働くようにすること。

(7) 各教科・科目及び特別活動の目標及び内容との違いに留意しつつ，第１

の目標並びに第２の各学校において定める目標及び内容を踏まえた適切な

学習活動を行うこと。

(8) 各学校における総合的な学習の時間の名称については，各学校において ５ 各学校における総合的な学習の時間の名称については，各学校において適切



- 642 -

適切に定めること。 に定めるものとする。

(9) 総合学科においては，総合的な学習の時間の学習活動として，原則とし

て生徒が興味・関心，進路等に応じて設定した課題について知識や技能の

深化，総合化を図る学習活動を含むこと。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 ６ 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては，次の事項に配慮するも

のとする。

(1) 第２の各学校において定める目標及び内容に基づき，生徒の学習状況に (1) 目標及び内容に基づき，生徒の学習状況に応じて教師が適切な指導を行う

応じて教師が適切な指導を行うこと。 こと。

(2) 問題の解決や探究活動の過程においては，他者と協同して問題を解決し

ようとする学習活動や，言語により分析し，まとめたり表現したりするな

どの学習活動が行われるようにすること。

(3) 自然体験や就業体験活動，ボランティア活動などの社会体験，ものづく (2) 自然体験やボランティア活動，就業体験などの社会体験，観察・実験・実

り，生産活動などの体験活動，観察・実験・実習，調査・研究，発表や討 習，調査・研究，発表や討論，ものづくりや生産活動など体験的な学習，問

論などの学習活動を積極的に取り入れること。 題解決的な学習を積極的に取り入れること。

(4) 体験活動については，第１の目標並びに第２の各学校において定める目

標及び内容を踏まえ，問題の解決や探究活動の過程に適切に位置付けるこ

と。

(5) グループ学習や個人研究などの多様な学習形態，地域の人々の協力も得 (3) グループ学習や個人研究などの多様な学習形態，地域の人々の協力も得つ

つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制について工夫を行 つ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制について工夫するこ

うこと。 と。

(6) 学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図書館，博物館等の社 (4) 学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図書館，博物館等の社会

会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携，地域の教材や学習 教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携，地域の教材や学習環境

環境の積極的な活用などの工夫を行うこと。 の積極的な活用などについて工夫すること。

(5) 総合学科においては，総合的な学習の時間における学習活動として，原則

として上記３のイに示す活動を含むこと。

７ 職業教育を主とする学科においては，総合的な学習の時間における学習活動

により，農業，工業，商業，水産，家庭若しくは情報の各教科に属する「課題
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研究」，「看護臨床実習」又は「社会福祉演習」（以下この項目において「課題

研究等」という。）の履修と同様の成果が期待できる場合においては，総合的

な学習の時間における学習活動をもって課題研究等の履修の一部又は全部に替

えることができる。また，課題研究等の履修により，総合的な学習の時間にお

ける学習活動と同様の成果が期待できる場合においては，課題研究等の履修を

もって総合的な学習の時間における学習活動の一部又は全部に替えることがで

きる。
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高等学校学習指導要領新旧対照表

改 訂 現 行

第５章 特 別 活 動 第４章 特 別 活 動

第１ 目 標 第１ 目 標

望ましい集団活動を通して，心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り， 望ましい集団活動を通して，心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り，

集団や社会の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的，実 集団や社会の一員としてよりよい生活を築こうとする自主的，実践的な態度

践的な態度を育てるとともに，人間としての在り方生き方についての自覚を を育てるとともに，人間としての在り方生き方についての自覚を深め，自己

深め，自己を生かす能力を養う。 を生かす能力を養う。

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容 第２ 内 容

〔ホームルーム活動〕 Ａ ホームルーム活動

１ 目 標

ホームルーム活動を通して，望ましい人間関係を形成し，集団の一員とし ホームルーム活動においては，学校における生徒の基礎的な生活集団とし

てホームルームや学校におけるよりよい生活づくりに参画し，諸問題を解決 て編成したホームルームを単位として，ホームルームや学校の生活への適応

しようとする自主的，実践的な態度や健全な生活態度を育てる。 を図るとともに，その充実と向上，生徒が当面する諸課題への対応及び健全

な生活態度の育成に資する活動を行うこと。

２ 内 容

学校における生徒の基礎的な生活集団として編成したホームルームを単位

として，ホームルームや学校の生活の充実と向上，生徒が当面する諸課題へ

の対応に資する活動を行うこと。

(1) ホームルームや学校の生活づくり (1) ホームルームや学校の生活の充実と向上に関すること。

ア ホームルームや学校における生活上の諸問題の解決 ホームルームや学校における生活上の諸問題の解決，ホームルーム内の

イ ホームルーム内の組織づくりと自主的な活動 組織づくりと自主的な活動，学校における多様な集団の生活の向上など

ウ 学校における多様な集団の生活の向上

(2) 適応と成長及び健康安全 (2) 個人及び社会の一員としての在り方生き方，健康や安全に関すること。
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ア 青年期の悩みや課題とその解決 ア 青年期の悩みや課題とその解決，自己及び他者の個性の理解と尊重，

イ 自己及び他者の個性の理解と尊重 社会生活における役割の自覚と自己責任，男女相互の理解と協力，コミ

ウ 社会生活における役割の自覚と自己責任 ュニケーション能力の育成と人間関係の確立，ボランティア活動の意義

エ 男女相互の理解と協力 の理解，国際理解と国際交流など

オ コミュニケーション能力の育成と人間関係の確立

カ ボランティア活動の意義の理解と参画

キ 国際理解と国際交流

ク 心身の健康と健全な生活態度や規律ある習慣の確立 イ 心身の健康と健全な生活態度や習慣の確立，生命の尊重と安全な生活

ケ 生命の尊重と安全な生活態度や規律ある習慣の確立 態度や習慣の確立など

(3) 学業と進路 (3) 学業生活の充実，将来の生き方と進路の適切な選択決定に関すること。

ア 学ぶことと働くことの意義の理解 学ぶことの意義の理解，主体的な学習態度の確立と学校図書館の利用，

イ 主体的な学習態度の確立と学校図書館の利用 教科・科目の適切な選択，進路適性の理解と進路情報の活用，望ましい職

ウ 教科・科目の適切な選択 業観・勤労観の確立，主体的な進路の選択決定と将来設計など

エ 進路適性の理解と進路情報の活用

オ 望ましい勤労観・職業観の確立

カ 主体的な進路の選択決定と将来設計

〔生徒会活動〕 Ｂ 生徒会活動

１ 目 標

生徒会活動を通して，望ましい人間関係を形成し，集団や社会の一員とし

てよりよい学校生活づくりに参画し，協力して諸問題を解決しようとする自

主的，実践的な態度を育てる。

２ 内 容

学校の全生徒をもって組織する生徒会において，学校生活の充実と向上を 生徒会活動においては，学校の全生徒をもって組織する生徒会において，

図る活動を行うこと。 学校生活の充実や改善向上を図る活動，生徒の諸活動についての連絡調整に

(1) 生徒会の計画や運営 関する活動，学校行事への協力に関する活動，ボランティア活動などを行う

(2) 異年齢集団による交流 こと。

(3) 生徒の諸活動についての連絡調整
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(4) 学校行事への協力

(5) ボランティア活動などの社会参画

〔学校行事〕 Ｃ 学校行事

１ 目 標 学校行事においては，全校若しくは学年又はそれらに準ずる集団を単位と

学校行事を通して，望ましい人間関係を形成し，集団への所属感や連帯感 して，学校生活に秩序と変化を与え，集団への所属感を深め，学校生活の充

を深め，公共の精神を養い，協力してよりよい学校生活や社会生活を築こう 実と発展に資する体験的な活動を行うこと。

とする自主的，実践的な態度を育てる。

２ 内 容

全校若しくは学年又はそれらに準ずる集団を単位として，学校生活に秩序

と変化を与え，学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行うこと。

(1) 儀式的行事 (1) 儀式的行事

学校生活に有意義な変化や折り目を付け，厳粛で清新な気分を味わい， 学校生活に有意義な変化や折り目を付け，厳粛で清新な気分を味わい，

新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。 新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。

(2）文化的行事 (2) 学芸的行事

平素の学習活動の成果を総合的に生かし，その向上の意欲を一層高めた 平素の学習活動の成果を総合的に生かし，その向上の意欲を一層高める

り，文化や芸術に親しんだりするような活動を行うこと。 ような活動を行うこと。

(3) 健康安全・体育的行事 (3) 健康安全・体育的行事

心身の健全な発達や健康の保持増進などについての理解を深め，安全な 心身の健全な発達や健康の保持増進などについての理解を深め，安全な

行動や規律ある集団行動の体得，運動に親しむ態度の育成，責任感や連帯 行動や規律ある集団行動の体得，運動に親しむ態度の育成，責任感や連帯

感の涵養，体力の向上などに資するような活動を行うこと。 感の涵養，体力の向上などに資するような活動を行うこと。
かん かん

(4) 旅行・集団宿泊的行事 (4) 旅行・集団宿泊的行事

平素と異なる生活環境にあって，見聞を広め，自然や文化などに親しむ 平素と異なる生活環境にあって，見聞を広め，自然や文化などに親しむ

とともに，集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積 とともに，集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積

むことができるような活動を行うこと。 むことができるような活動を行うこと。

(5) 勤労生産・奉仕的行事 (5) 勤労生産・奉仕的行事

勤労の尊さや創造することの喜びを体得し，就業体験などの職業観の形 勤労の尊さや創造することの喜びを体得し，職業観の形成や進路の選択



- 647 -

成や進路の選択決定などに資する体験が得られるようにするとともに，共 決定などに資する体験が得られるようにするとともに，ボランティア活動

に助け合って生きることの喜びを体得し，ボランティア活動などの社会奉 など社会奉仕の精神を養う体験が得られるような活動を行うこと。

仕の精神を養う体験が得られるような活動を行うこと。

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

１ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。 １ 指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものとする。

(1）特別活動の全体計画や各活動・学校行事の年間指導計画の作成に当たっ (1) 学校の創意工夫を生かすとともに，学校の実態や生徒の発達段階及び特

ては，学校の創意工夫を生かすとともに，学校の実態や生徒の発達の段階 性等を考慮し，教師の適切な指導の下に，生徒による自主的，実践的な活

及び特性等を考慮し，生徒による自主的，実践的な活動が助長されるよう 動が助長されるようにすること。その際，ボランティア活動や，就業体験

にすること。また，各教科・科目や総合的な学習の時間などの指導との関 など勤労にかかわる体験的な活動の機会をできるだけ取り入れるととも

連を図るとともに，家庭や地域の人々との連携，社会教育施設等の活用な に，家庭や地域の人々との連携，社会教育施設等の活用などを工夫するこ

どを工夫すること。その際，ボランティア活動などの社会奉仕の精神を養 と。

う体験的な活動や就業体験などの勤労にかかわる体験的な活動の機会をで

きるだけ取り入れること。

(2) 生徒指導の機能を十分に生かすとともに，教育相談(進路相談を含む。） (2) 生徒指導の機能を十分に生かすとともに，教育相談（進路相談を含む。）

についても，生徒の家庭との連絡を密にし，適切に実施できるようにする についても，生徒の家庭との連絡を密にし，適切に実施できるようにする

こと。 こと。

(3) 学校生活への適応や人間関係の形成，教科・科目や進路の選択などの指 (3) 学校生活への適応や人間関係の形成，教科・科目や進路の選択などの指

導に当たっては，ガイダンスの機能を充実するよう〔ホームルーム活動〕 導に当たっては，ガイダンスの機能を充実するようホームルーム活動等の

等の指導を工夫すること。特に，高等学校入学当初においては，個々の生 指導を工夫すること。

徒が学校生活に適応するとともに，希望と目標をもって生活をできるよう

工夫すること。

(4) 〔ホームルーム活動〕を中心として特別活動の全体を通じて，特に社会 (4) 人間としての在り方生き方の指導がホームルーム活動を中心として，特

において自立的に生きることができるようにするため，社会の一員として 別活動の全体を通じて行われるようにすること。その際，他の教科，特に

の自己の生き方を探求するなど，人間としての在り方生き方の指導が行わ 公民科との関連を図ること。

れるようにすること。その際，他の教科，特に公民科や総合的な学習の時

間との関連を図ること。

２ 第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。 ２ 内容の取扱いについては，次の事項に配慮するものとする。
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(1) 〔ホームルーム活動〕及び〔生徒会活動〕の指導については，指導内容 (1) ホームルーム活動については，学校や生徒の実態に応じて取り上げる指

の特質に応じて，教師の適切な指導の下に，生徒の自発的，自治的な活動 導内容の重点化を図るようにすること。また，個々の生徒についての理解

が効果的に展開されるようにするとともに，内容相互の関連を図るよう工 を深め，信頼関係を基礎に指導を行うとともに，指導内容の特質に応じて，

夫すること。また，よりよい生活を築くために集団としての意見をまとめ 教師の適切な指導の下に，生徒の自発的，自治的な活動が助長されるよう

るなどの話合い活動や自分たちできまりをつくって守る活動，人間関係を にすること。

形成する力を養う活動などを充実するよう工夫すること。

(2) 〔ホームルーム活動〕及び〔生徒会活動〕については，学校や地域及び (2) 生徒会活動については，教師の適切な指導の下に，生徒の自発的，自治

生徒の実態に応じて，取り上げる指導内容の重点化を図るとともに，入学 的な活動が展開されるようにすること。

から卒業までを見通して，必要に応じて内容間の関連や統合を図ったり，

他の内容を加えたりすることができること。また，〔ホームルーム活動〕

については，個々の生徒についての理解を深め，生徒との信頼関係を基礎

に指導を行うとともに，生徒指導との関連を図るようにすること。

(3) 〔学校行事〕については，学校や地域及び生徒の実態に応じて，各種類 (3) 学校行事については，学校や地域及び生徒の実態に応じて，各種類ごと

ごとに，行事及びその内容を重点化するとともに，入学から卒業までを見 に，行事及びその内容を重点化するとともに，行事間の関連や統合を図る

通して，行事間の関連や統合を図るなど精選して実施すること。また，実 など精選して実施すること。また，実施に当たっては，幼児，高齢者，障

施に当たっては，幼児，高齢者，障害のある人々などとの触れ合い，自然 害のある人々などとの触れ合い，自然体験や社会体験などを充実するよう

体験や社会体験などの体験活動を充実するとともに，体験活動を通して気 工夫すること。

付いたことなどを振り返り，まとめたり，発表し合ったりするなどの活動

を充実するよう工夫すること。

(4) 特別活動の一環として学校給食を実施する場合には，食育の観点を踏ま (4) 特別活動の一環として学校給食を実施する場合には，適切な指導を行う

えた適切な指導を行うこと。 こと。

３ 入学式や卒業式などにおいては，その意義を踏まえ，国旗を掲揚するとと ３ 入学式や卒業式などにおいては，その意義を踏まえ，国旗を掲揚するとと

もに，国歌を斉唱するよう指導するものとする。 もに，国歌を斉唱するよう指導するものとする。

４ 〔ホームルーム活動〕については，主としてホームルームごとにホームル ４ ホームルーム活動については，主としてホームルームごとにホームルーム

ーム担任の教師が指導することを原則とし，活動の内容によっては他の教師 担任の教師が指導することを原則とし，活動の内容によっては他の教師など

などの協力を得ることとする。 の協力を得ることとする。
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